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平成２２年第２回名寄市議会定例会会議録

開会 平成２２年６月４日（金曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 平成２２年第１回定例会付託議案第２

号 名寄市公共施設の暴力団等排除に

関する条例の制定について（民生常任

委員長報告）

日程第４ 平成２２年度市政執行方針・教育行政

執行方針

日程第５ 議案第１号 名寄市職員の勤務時間、

休暇等に関する条例の一部改正につい

て

議案第２号 名寄市職員の育児休業等

に関する条例の一部改正について

日程第６ 議案第３号 名寄市証人等の実費弁償

に関する条例の一部改正について

日程第７ 議案第４号 名寄市国民健康保険税条

例の一部改正について

日程第８ 議案第５号 名寄市Ｂ＆Ｇ海洋センタ

ー条例の一部改正について

日程第９ 議案第６号 名寄市道路占用料徴収条

例等の一部改正について

日程第10 議案第７号 名寄市立総合病院看護師

等学資金貸与条例の一部改正について

日程第11 議案第８号 北海道市町村備荒資金組

合規約の変更について

議案第９号 北海道市町村職員退職手

当組合規約の変更について

日程第12 議案第１０号 工事請負契約の締結に

ついて

日程第13 議案第１１号 専決処分した事件の承

認を求めることについて

日程第14 議案第１２号 専決処分した事件の承

認を求めることについて

日程第15 議案第１３号 専決処分した事件の承

認を求めることについて

日程第16 議案第１４号 専決処分した事件の承

認を求めることについて

日程第17 議案第１５号 専決処分した事件の承

認を求めることについて

日程第18 議案第１６号 専決処分した事件の承

認を求めることについて

日程第19 議案第１７号 専決処分した事件の承

認を求めることについて

日程第20 議案第１８号 平成２２年度名寄市一

般会計補正予算

日程第21 議案第１９号 平成２２年度名寄市国

民健康保険特別会計補正予算

日程第22 議案第２０号 平成２２年度名寄市老

人保健事業特別会計補正予算

日程第23 議案第２１号 平成２２年度名寄市公

設地方卸売市場特別会計補正予算

日程第24 報告第１号 平成２１年度名寄市一般

会計予算繰越明許費の繰越の報告につ

いて

報告第２号 平成２１年度名寄市下水

道事業特別会計予算繰越明許費の繰越

の報告について

報告第３号 平成２１年度名寄市簡易

水道事業特別会計予算繰越明許費の繰

越の報告について

日程第25 報告第４号 公害の現況に関する報告

について

日程第26 報告第５号 名寄市土地開発公社の経

営状況について

報告第６号 株式会社名寄振興公社の
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経営状況について

報告第７号 株式会社ふうれん望湖台

振興公社の経営状況について

報告第８号 株式会社ふうれんの経営

状況について

報告第９号 名寄市社会福祉事業団の

経営状況について

日程第27 報告第１０号 名寄市国民保護計画の

一部変更について

日程第28 報告第１１号 専決処分した事件の報

告について

日程第29 報告第１２号 専決処分した事件の報

告について

日程第30 報告第１３号 専決処分した事件の報

告について

日程第31 諮問第１号 人権擁護委員の候補者推

薦につき意見を求めることについて

日程第32 請願

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 平成２２年第１回定例会付託議案第２

号 名寄市公共施設の暴力団等排除に

関する条例の制定について（民生常任

委員長報告）

日程第４ 平成２２年度市政執行方針・教育行政

執行方針

日程第５ 議案第１号 名寄市職員の勤務時間、

休暇等に関する条例の一部改正につい

て

議案第２号 名寄市職員の育児休業等

に関する条例の一部改正について

日程第６ 議案第３号 名寄市証人等の実費弁償

に関する条例の一部改正について

日程第７ 議案第４号 名寄市国民健康保険税条

例の一部改正について

日程第８ 議案第５号 名寄市Ｂ＆Ｇ海洋センタ

ー条例の一部改正について

日程第９ 議案第６号 名寄市道路占用料徴収条

例等の一部改正について

日程第10 議案第７号 名寄市立総合病院看護師

等学資金貸与条例の一部改正について

日程第11 議案第８号 北海道市町村備荒資金組

合規約の変更について

議案第９号 北海道市町村職員退職手

当組合規約の変更について

日程第12 議案第１０号 工事請負契約の締結に

ついて

日程第13 議案第１１号 専決処分した事件の承

認を求めることについて

日程第14 議案第１２号 専決処分した事件の承

認を求めることについて

日程第15 議案第１３号 専決処分した事件の承

認を求めることについて

日程第16 議案第１４号 専決処分した事件の承

認を求めることについて

日程第17 議案第１５号 専決処分した事件の承

認を求めることについて

日程第18 議案第１６号 専決処分した事件の承

認を求めることについて

日程第19 議案第１７号 専決処分した事件の承

認を求めることについて

日程第20 議案第１８号 平成２２年度名寄市一

般会計補正予算

日程第21 議案第１９号 平成２２年度名寄市国

民健康保険特別会計補正予算

日程第22 議案第２０号 平成２２年度名寄市老

人保健事業特別会計補正予算

日程第23 議案第２１号 平成２２年度名寄市公

設地方卸売市場特別会計補正予算

日程第24 報告第１号 平成２１年度名寄市一般

会計予算繰越明許費の繰越の報告につ

いて

報告第２号 平成２１年度名寄市下水

道事業特別会計予算繰越明許費の繰越
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の報告について

報告第３号 平成２１年度名寄市簡易

水道事業特別会計予算繰越明許費の繰

越の報告について

日程第25 報告第４号 公害の現況に関する報告

について

日程第26 報告第５号 名寄市土地開発公社の経

営状況について

報告第６号 株式会社名寄振興公社の

経営状況について

報告第７号 株式会社ふうれん望湖台

振興公社の経営状況について

報告第８号 株式会社ふうれんの経営

状況について

報告第９号 名寄市社会福祉事業団の

経営状況について

日程第27 報告第１０号 名寄市国民保護計画の

一部変更について

日程第28 報告第１１号 専決処分した事件の報

告について

日程第29 報告第１２号 専決処分した事件の報

告について

日程第30 報告第１３号 専決処分した事件の報

告について

日程第31 諮問第１号 人権擁護委員の候補者推

薦につき意見を求めることについて

日程第32 請願

１．出席議員（２５名）

議 長 ２６番 小 野 寺 一 知 議員

副議長 １９番 熊 谷 吉 正 議員

１番 上 松 直 美 議員

２番 佐 藤 靖 議員

３番 植 松 正 一 議員

４番 竹 中 憲 之 議員

５番 川 村 幸 栄 議員

６番 大 石 健 二 議員

７番 佐 々 木 寿 議員

８番 持 田 健 議員

９番 岩 木 正 文 議員

１０番 駒 津 喜 一 議員

１１番 佐 藤 勝 議員

１２番 日 根 野 正 敏 議員

１３番 木 戸 口 真 議員

１４番 渡 辺 正 尚 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 山 口 祐 司 議員

１７番 田 中 好 望 議員

１８番 黒 井 徹 議員

２１番 谷 内 司 議員

２２番 田 中 之 繁 議員

２３番 東 千 春 議員

２４番 宗 片 浩 子 議員

２５番 中 野 秀 敏 議員

１．欠席議員（１名）

２０番 川 村 正 彦 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 田 中 澄 昭

書 記 佐 藤 葉 子

書 記 三 澤 久 美 子

書 記 高 久 晴 三

書 記 熊 谷 あ け み

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 中 尾 裕 二 君

副 市 長 久 保 和 幸 君

教 育 長 藤 原 忠 君

総 務 部 長 佐 々 木 雅 之 君

市 民 部 長 吉 原 保 則 君

健康福祉部長 三 谷 正 治 君

経 済 部 長 茂 木 保 均 君

建設水道部長 野 間 井 照 之 君

教 育 部 長 鈴 木 邦 輝 君
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市立総合病院
香 川 譲 君

事 務 部 長

市 立 大 学
三 澤 吉 己 君

事 務 局 長

上下水道室長 扇 谷 茂 幸 君

会 計 室 長 竹 澤 隆 行 君

監 査 委 員 手 間 本 剛 君
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ただいまより平成２〇議長（小野寺一知議員）

２年第２回名寄市議会定例会を開会いたします。

直ちに本日の会議を開きます。

日程第１ 会議録署〇議長（小野寺一知議員）

名議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８０条の規定

により、

９番 岩 木 正 文 議員

１３番 木戸口 真 議員

を指名いたします。

日程第２ 会期の決〇議長（小野寺一知議員）

定について、お諮りいたします。

今期定例会の会期は、本日より６月１８日まで

の１５日間といたしたいと思いますが、御異議ご

ざいませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、今期定例会の会期は、本日より６月１

８日までの１５日間と決定いたしました。

日程第３ 平成２２〇議長（小野寺一知議員）

年第１回定例会付託議案第２号 名寄市公共施設

の暴力団等排除に関する条例の制定についてを議

題といたします。

付託いたしました委員会の審査の経過並びに結

果の報告を求めます。

民生常任委員会、佐藤勝委員長。

おはようご〇民生常任委員長（佐藤 勝議員）

ざいます。議長より御指名をいただきましたので、

平成２２年第１回定例会付託議案第２号 名寄市

公共施設の暴力団等排除に関する条例の制定につ

いて、民生常任委員会における審査の経過並びに

結果を御報告申し上げます。

委員会は、市民部長を初め担当職員の出席を願

い、平成２２年４月２１日、５月１１日の２回に

わたり開催し、担当職員から説明を受けた後、慎

重に審査を行ったところであります。

付託されました議案は、条例制定の趣旨として

近年暴力団の動きが経済活動や政治活動、社会活

動に紛れて資金獲得活動を活発化させ、手口が巧

妙になり、一般市民を巻き添えにした凶悪事件を

起こすなど市民生活に大きな脅威を与えており、

本市への暴力団の進出を阻止し、暴力団排除に向

けた環境整備を推進し、すべての市民が不安のな

い安全で安心して暮らせる社会の実現を目指すと

ころにあります。

内容は、暴力団員による不当な行為の防止等に

関する法律の趣旨に基づき、市民生活の安定と福

祉の増進のため、社会利益に反する暴力団等が市

のすべての施設を利用することを制限することを

目的とするものであります。

各委員から出された主な質疑では、公共施設の

範囲はどこまでか、道路はどうかについての質問

に、市のすべての施設と道から指定管理を受けて

いる道営住宅も含まれる。道路の使用許可につい

ても公共施設に含まれると理解している。お祭り

の露店等の出店は、従前から暴力団は排除してい

るとの答えでありました。

市民を巻き込んだ実例はあるかに対しては、実

際の話は聞いていないとのことでありました。

第２条の使用制限について、許可の判断、許可

後の取り消し等の具体的な事象が発生したときの

対応マニュアル、職員の対応能力、説明力はどう

するのか、暴力団等の情報は各施設、対応する側

の準備として把握されているのかとの質問につい

ては、警察等と情報交換は常々行っており、対応

についても相談しながら実施をしていく考えでい

る。各施設の使用については担当で判断するが、

暴力団等の疑いがあるときは環境生活課に相談し、

対策をとる体制とするとの説明がありました。

対象となる公共施設はどのようなもので幾つあ

るのかについては、市営、道営の公営住宅、福祉

施設、学校関係の施設で、条例を検討した段階で

３７施設ある。保育所、公設老人クラブ、小中学
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校が入ると１００近くになるとのことでありまし

た。

使用できない旨の周知方法は、また……これは

質問です。使用できない旨の周知方法については

いかがか、あるいはまた使用許可後の取り消しの

判断と方法はどのようにするのか、条例制定後の

警察との連携はどのように考えているかについて

は、条例制定以降施設に張り紙をし、広報等で市

民に周知する。使用許可取り消しは、各担当から

環境生活課に相談をしてもらい、検討の上、市長

名で取り消しを出す。警察との連携については、

条例制定後警察と実効性のある協定を結ぶとの答

弁でありました。

事が起こったときの規則対応マニュアルはどの

ようになっているかに対しては、暴力団の対応に

ついては職員を対象にした研修会を行っている。

ことしも杉並区の専門職員が来名し、研修会を開

催した。対応マニュアルを作成し、対応ルート等

も文書化して職員に徹底していくとの答えであり

ました。

暴力団をどのように区分するのか、警察からの

情報があって対応しているのかについては、暴力

団は組織の利益のため法を犯す組織的団体と考え

る。暴力団、それに準ずるものは、あくまでも違

法、理に合わないことを組織された者が言ってく

るものなので区別している。わかった段階で対応

するしかない。日常の状況から調査をしていくこ

とにあるとのことでありました。

委員外議員からの市施設の設置条例には、公の

施設の秩序を乱すおそれがあるとき、管理上支障

が及ぶときは使用を認めない条項があるが、あえ

て暴力団という組織された人たちとの説明があっ

たが、そのために条例を制定するという理解でよ

ろしいのかの質問には、他人に迷惑行為を及ぼす、

施設に破損等の危害を及ぼす等については、各施

設の設置条例で一定程度うたっている。今回の条

例は、その部分も含め暴力団が組織の利益のため

に使用するということは許されないので、毅然と

した態度をとるということで制定していきたいと

の答えがありました。

条例制定によって、市民が安心して公共施設を

使える、安心して生活ができることの目安になる。

暴力団等の等が気になったが、一般市民との明確

な区分が確認できたのでよいと思うとの賛成意見

も出されました。

以上の議論を踏まえ、当委員会は付託された平

成２２年第１回定例会付託議案第２号 名寄市公

共施設の暴力団等排除に関する条例の制定につき

ましては、全会一致で原案のとおり可決すべきも

のと決定したところであります。

以上を申し上げまして、当委員会の審査の経過

と結果の報告といたします。

これより、委員長報〇議長（小野寺一知議員）

告に対する質疑に入ります。御発言ございません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

正副委員長は自席にお戻りください。

お諮りいたします。本件は委員長報告のとおり

決定することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、平成２２年第１回定例会付託議案第２

号は委員長報告のとおり可決されました。

日程第４ これより〇議長（小野寺一知議員）

平成２２年度市政執行方針・教育行政執行方針を

行います。

初めに、平成２２年度市政執行方針を行います。

加藤市長。

改めて皆さん、おはよう〇市長（加藤剛士君）

ございます。開会前に今ほどは熊谷副議長１５年、

そして中野議員は１０年ということで永年勤続の

表彰、まことにおめでとうございます。これまで

のお二人の御功績に深く敬意と感謝を申し上げ、

今後とも市政に絶大なる御指導、御鞭撻をいただ
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ければ幸いに存じます。ありがとうございました。

おめでとうございました。

それでは、平成２２年第２回名寄市議会定例会

の開会にあたり、市政執行への私の基本的な考え

方を申し上げ、議員各位をはじめ、市民の皆様の

御理解と御協力をいただきたいと思います。

はじめに

私は、このたびの選挙で新名寄市の第二代市長

として市政を担わせていただくことになりました。

選挙を通じて、多くの市民の皆様、企業、団体、

そして相手候補者等から、さまざまな考えを伺わ

せていただきました。

私は、市民との対話を積極的に行い、多種多様

な考えの調和を図り、広く市民の意思を市政に反

映してまいりたいと考えています。

今、名寄市は大きな変革の時期を迎えようとし

ています。

我が国が人口減少社会を迎える中で、地方にお

いては少子・高齢化と過疎化が急速に進行し、国

の三位一体改革等の構造改革による国庫補助金の

見直しや交付税の削減は、地方自治体の財政基盤

を根底から揺るがしています。

さらに、世界同時不況による景気の後退や雇用

情勢の悪化、個人消費の落ち込みなど、未だ先行

きが不透明な社会経済情勢は、地域の厳しさに拍

車をかけています。

一方、昨年の政権交代に伴い、国の諸制度は大

きく変わろうとしています。地方においても、地

域裁量が大きい「社会資本整備総合交付金」が創

設され、また、「国と地方の協議の場の設置法

案」が今国会で審議されるなど、地域主権の確立

に向けた動きが進められており、地方自治体は、

さらに高い自主性と自立性が求められるものと考

えています。

私は、このような時期だからこそ１０年先、２

０年先を見据え、１００年の歴史の歩みの中で培

われた地域が持っている力、市民が持っている力、

各界各層のあらゆる力を結集して、現状の厳しさ

に臆することなく、市民の皆様から愛され、明る

く住みよい活力のあるまちづくりに取り組んでま

いります。

施策の推進にあたっては、「市民が主役（お客

様）のまちづくり」を信条とし、民間（民間会社

名寄市）の視点を取り入れながら、市民と行政と

の協働を推進するとともに、行財政改革の推進に

よる健全な財政運営の下に、総合計画に基づく施

策・事業の着実な推進に努めてまいりますので、

一層の御理解と御協力を賜りますようお願いいた

します。

市政推進の基本的な考え方

ここに、市政推進の基本的な考え方を申し上げ

ます。

一点目は、「市民と行政との協働」についてで

す。

自分たちの地域は自分でつくるという機運の高

まりの中、本年４月１日に名寄市自治基本条例を

施行いたしました。

市民自治を基本とした豊かな地域づくりに向け、

まちづくりに関する情報の積極的かつ速やかな提

供による情報の共有と、まちづくりへの市民の参

画を保障するとともに、互いの役割を適切に分担

し、共に知恵を出し、汗を流して協働のまちづく

りを進めてまいります。

二点目は、「行財政改革の推進」についてです。

収入が減少し続ける厳しい環境の中で、まちづ

くりを堅実かつ効率的に進めるためには、行財政

改革は必須の取組と考えています。

この間、組織・機構のスリム化、事務・事業の

一元化、負担金・補助金の見直し、公共施設の統

廃合や受益者負担の適正化など、市民への説明と

理解の下に行財政改革を進めてまいりました。引

き続き、健全財政の堅持及び機能的かつ効率的な

市役所づくりを目指して、行財政改革に取り組ん

でまいります。

また、地域主権への対応や協働のまちづくりを

進めるにあたり、多様化する市民ニーズに的確か
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つ迅速に対応できる職員の育成と、職責に応じた

スキルアップが重要であることから、職員研修の

充実に努めてまいります。

三点目は、「基幹産業の推進」についてです。

活力あるまちづくりを進めるために、農・商・

工・観光などの地場産業の振興や産業興し、雇用

の創造は、極めて重要な課題です。

一次産業が地場産業の足腰であるという観点に

立ち、稲作・畑作・酪農・畜産等がバランス良く

営農している地域の利点を生かして、農業・農村

の持続的な発展と食育の推進、食・観光・物づく

りの連携による地域ブランドの育成に努めてまい

ります。

また、名寄の観光資源や地場産品については、

私自身がトップセールスマンとして、積極的にＰ

Ｒしてまいります。

四点目は、「財産を生かしたまちづくり」につ

いてです。

豊かな自然と歴史や風土が育んだ文化・知恵・

人材・コミュニティ、さらには、地域特性を生か

した特色ある施設、生活・産業を支える施設など、

名寄には多くの財産（地域の力）が築かれていま

す。

道立サンピラーパークや新天文台きたすばるを

活かした野外イベントの開催を検討するとともに、

名寄市立総合病院の充実や名寄市立大学を活かし

た魅力あるまちづくりに取り組んでまいります。

平成２２年度の予算編成

次に、平成２２年度予算について申し上げます。

平成２２年度の各会計当初予算については、４

月に市長選挙を控えていたことから骨格予算とし

て編成し、地域経済や雇用の安定などを考慮して、

多くの継続事業を盛り込みました。

一般会計の予算総額は、当初予算額に、本定例

会に提案している会付予算７会１３２会 ０００

円を加え、１９３会 １０２会 ０００円となり 

ました。

主な事業では、農林水産物処理加工施設整備事

業、（仮称）複合交通センター整備事業、風連中

学校施設等整備事業、大学学内ＬＡＮ及び教務・

就職システム強化導入事業などを予定しています。

次に、主な基金の状況についてでありますが、

財政調整基金については、会付予算を編成するた

め、１会 １４２会 ０００円を取りめしました 

が、平成２１年度末で繰入予定額の全額を取り止

めたことにより６会 ５２４会円となりました。

また、減債基金については、満期一括債の償還財

源として１会 ０００会円を取りめしたため ９ 

８７会円となり、公共施設整備基金については１

会 ９１０会円、合億特例基金については１２会

１６０会円となっています。

これらの基金については、今後も、有効かつ適

切に活用するとともに、平成２２年度も、行財政

改革にスピード感を持って取り組むことで、財源

の確保を図り、市民の皆さんと協働のまちづくり

を進めてまいりたいと考えております。

“市民と行政との協働のまちづくり”

市民主体のまちづくりの推進

次に、市民主体のまちづくりの推進について申

し上げます。

本年４月１日に施行された「名寄市自治基本条

例」については、「まちづくりの主体は市民」と

いう原則に立ち、市民・議会・行政が対等な立場

で連携・協力してまちづくりを進めるという共通

認識の下に、情報共有と市民参加をまちづくりの

基本ルールとしています。

本条例の推進については、各種審議会、委員会

等における公募委員の拡大、パブリックコメント

制度の導入により市民参加を促進するとともに、

政策決定の過程やまちづくりに関する情報の積極

的な提供により情報の共有を図り、市民が主体

（主役）のまちづくりを進めてまいります。

次に、合億特例区について申し上げます。

風連地区振興のため、「合億特例区協議会」と

の連携を深め、特例区事務事業の円滑な推進に努

めるとともに、特例区が最終年度を迎えることか



－9－

平成２２年６月４日（金曜日）第２回６月定例会・第１号

ら、特例区事務事業の市への移管を進めてまいり

ます。

また、合億特例区後の風連地区の振興を図るた

め、将来を見据えた区域の課題や方策の検討、区

域住民の協力と連携の促進、市民と行政との協働

などを推進する「地域連絡協議会」の設置に向け

取り組んでまいります。

コミュニティ活動の推進

次に、コミュニティ活動の推進について申し上

げます。

少子・高齢化が進む中、名寄地区については、

地域の課題解決や情報交換、コミュニティ活動の

活性化などを目指して、小学校区毎に連携・協力

する体制として設置した「地域連絡協議会」の活

動に対し、引き続き支援してまいります。

また、風連地区については、本年４月に風連地

区行政区が住民自治組織である町内会へ移行して

おり、制度の定着と自主的な地域自治活動の推進

に向け、町内会の活動及び連携に対し支援してま

いります。

情報化の推進

次に、情報化の推進について申し上げます。

業務の電算化については、窓口業務の迅速化な

どによる市民サービスの向上や事務の効率化など

を目的に、計画的に整備を図ってまいりました。

現在供用している情報システムについては、平

成１５年度に稼働を開始してから７年が経過する

ことから、情報システムの安定稼働を確保するた

め、機器類の計画的な更新整備を実施し、情報シ

ステムの適切な管理に努めてまいります。

交流活動の推進

次に、交流活動の推進について申し上げます。

国際交流については、各友好委員会が中心とな

り活動が行われており、姉妹都市提携４０周年を

迎えたカナダ・カワーサレイクス市リンゼイ地区

との交流では、本年度、交換学生２名の派遣を予

定しています。また、友好提携２０周年を迎える

ロシア・ドーリンスク市との交流では、友好市民

訪問団の派遣を予定しており、教育や文化などの

交流が、より充実したものとなるよう支援してま

いります。

国内交流については、東京都杉並区・山形県鶴

岡市藤島との間で、子どもを含めた人的交流や特

産品の販売活動などに取り組んでおりますが、さ

らに充実した交流となるよう、積極的に推進して

まいります。

東京なよろ会などのふるさと会については、名

寄市からの情報発信に努め、側面からの支援を通

じて、都市との人的・経済交流を図ってまいりま

す。

広域行政の推進

次に広域行政の推進について申し上げます。

国は、新たな広域連携の手法である「定住自立

圏構想」をスタートさせました。

本構想の推進にあたっては、国の要件を満たす

市が中心市宣言を行った後に、連携する取組に係

る定住自立圏形成協定の締結と定住自立圏共生ビ

ジョンの策定を行うこととなります。

本市については、隣接する士別市と合わせた複

眼型の中心市として国の要件を満たすこと、北北

海道の中核都市として一定の都市機能が蓄積され

周辺市町村住民に利用されていることなどから、

上川北部地区広域市町村圏における検討を基本に、

本年度内の中心市宣言に向け取り組んでまいりま

す。

効率的な行政運営

次に、効率的な行政運営について申し上げます。

社会情勢の変化に対応できる簡素で効率的な行

政運営を進めるため、本年５月に「平成２２年度

名寄市行財政改革推進実施本部」を設置いたしま

した。

新たな財政健全化法の成立により一層の行財政

改革が求められている中、組織のスリム化、民間

活力の導入や公共施設のあり方等について協議を

進めてまいります。

“安心して健やかに暮らせるまちづくり”
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健康の保持増進

次に、健康の保持増進について申し上げます。

健康づくりの推進については、平成２０年３月

に策定した名寄市健康増進計画「健康なよろ２

１」に基づき、「自分の健康は自分で守る」とい

う健康意識の啓発と市民一人ひとりが主体的に健

康づくりに取り組むことができる体制づくり、さ

らに、がん検診、特定健診等の受診率の向上を目

指し、積極的に生活習慣病の予防対策などの推進

に努めてまいります。

母子保健事業の推進については、妊婦・乳幼児

健診や子育て相談をとおして、妊娠期から乳幼児

期まで一貫した支援体制の充実を図り、安心して

子どもを産み育てる環境づくりに努めてまいりま

す。

感染症予防の推進については、昨年流行した新

型インフルエンザ等の発生動向の把握や予防に関

する正しい知識の普及啓発により、感染の予防に

努めてまいります。

地域医療の充実

次に、市立総合病院について申し上げます。

本年度は、名寄市総合病院改革プランの計画２

年次になることから、特に経営の効率化に関しま

して、コストマネージメントを行う医療経営コン

サルを導入するなど、徹底した経費削減を図り、

目標の達成に努めてまいります。

名寄市立総合病院は、財団法人「日本医療機能

評価機構」から病院機能評価の新評価基準「バー

ジョン６」の認定を、去る３月５日付けで受けた

ところであります。このことは、「患者の権利と

医療の質および安全性の確保など患者が満足し、

安心できる医療レベルにある」との評価を受けた

ものであります。

２０の診療科に４９名の固定医と７名の臨床研

修医、合わせて５６名の診療スタッフによって診

療を行っていますが、道北第３次医療保健福祉圏

の地方センター病院として、圏域内の限られた医

療資源を最大限に活用して、引き続き、地域の病

院・診療所との連携を図ってまいります。あわせ

て医師の派遣や研修会の開催、市民公開講座によ

る生活習慣病の予防に対する意識の高揚を推進し

て、地方センター病院としての役割を担ってまい

ります。

今後も、医師をはじめとする医療スタッフの人

材確保に努め、診療・看護体制の充実を図ってま

いります。特に新たに総合診療科を設けて、複数

の疾患を持った高齢者に対して効率的な医療を提

供していきたいと考えております。

名寄市立総合病院の整備事業計画については、

老朽化している精神科病棟改築と狭隘な駐車場対

策が課題となっております。大きな事業費が見込

まれることから、改革プランとの整合性も考慮し、

今年度中に方向性を示してまいります。

子育て支援の推進

次に、子育て支援の推進について申し上げます。

子育て支援施策の整備・充実については、本年

３月に策定した次世代育成支援後期行動計画に基

づき、「ここで育って、ここで育ててよかったと

いえるまちをめざして」を基本理念とし、学校や

保育所を含めた行政と家庭や地域、企業（事業

所）が、次世代を担う子どもや子育て家庭を社会

全体で支援していくための取組に努めてまいりま

す。

保育行政については、平成２１年４月に新保育

所保育指針が施行されたことに伴い、新たに「保

育課程」を策定し、これに基づく保育サービスを

提供してまいりました。本年度も引き続き、きめ

細かなサービスの充実に努めてまいります。

障がい児福祉の充実については、関係機関との

連携を深め、総合療育センターにおける児童デイ

サービス及び個々に応じた療育の一層の充実と、

子育ての不安や悩みの相談、さらには児童虐待な

どについても、相談者の立場に立った助言と個々

のケースに応じた対応に努めてまいります。

新たに創設された「子ども手当」については、

制度の周知と適切な対応に努めてまいります。
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地域福祉の推進

次に、地域福祉の推進について申し上げます。

地域社会の変化等により、福祉サービスを必要

とする方々が、安心して日常生活を営むことがで

きる社会の構築を目指し、道内では１８市町村で

地域福祉計画が策定されています。

地域福祉計画については、市総合計画と福祉関

係計画の中間に位置する計画であり、本市におい

ても平成２２・２３年度の２ケ年をかけ、平成２

８年度までの５年間の計画を策定するものです。

本年は、市民の皆さんからの御意見などをいた

だくため、アンケートを実施する予定となってい

ます。

計画策定にあたっては、地域住民が主体的に関

わり、地域福祉の推進を図るため、各関係機関・

団体からの推薦を受けた委員と市民からの一般公

募による委員で（仮称）名寄市地域福祉計画策定

委員会を構成し、市民が互いに支えあい、住み慣

れた地域で生きがいを持ち、元気に生活できるよ

う計画の策定に努めてまいります。

高齢者福祉の充実

次に、高齢者福祉の充実について申し上げます。

平成２２年３月末における６５歳以上の高齢者

人口は ２２２人で、高齢率は２ ８６パーセン 

トとなり高齢化が進んでいます。

独居高齢者対策として、今年度から救急医療情

報キットの交付により、緊急事態への迅速な対応

と実態把握を進めてまいります。

「名寄市徘徊高齢者ＳＯＳネットワーク会議」

や「名寄市高齢者虐待防止ネットワーク会議」の

充実には、地域住民の協力が必要であり、関係機

関との連携に努めてまいります。

平成２１年３月に策定した名寄市第４期介護保

険計画は、初年度が経過したところですが、この

間、国の経済危機対策の一環として、介護施設の

整備が促進されています。

本市においても、民間による事業計画の展望を

見極め、事業所の指定に取り組むなど、保健・医

療・福祉・介護におけるさまざまなサービスを、

関係機関と連携しながら継続的・包括的に提供で

きるよう努めてまいります。

障がい者福祉の推進

次に、障がい者福祉の推進について申し上げま

す。

平成１８年４月に障害者自立支援法が制定され

ましたが、この制度は平成２５年８月までに廃止

が予定されています。

国においては、新制度ができるまでの当面の対

応として、本年４月から、低所得者（市民税非課

税世帯）に対し、居宅・通所・入所施設等の福祉

サービス及び補装具に係る利用者負担をなくし、

負担の軽減が図られることとなりました。

平成２０年３月に策定した第２次名寄市障がい

者福祉計画に基づき、今後も障がいのある方が、

地域の中で安心して暮らせる環境整備と社会参加

できるための支援に努めてまいります。

また、重度障害者医療をはじめ、乳幼児・ひと

り親家庭等医療給付事業についても、北海道医療

給付事業に準じ、引き続き支援に努めてまいりま

す。

“自然と環境にやさしく快適で安全なまちづく

り”

循環型社会の形成

次に、廃棄物処理対策について申し上げます。

「資源循環型社会」を構築するためには、市民

一人ひとりが意識を高め行動することが大切です。

廃食用油、古着の回収、リサイクル等の取組を

さらに進めるとともに、分別の徹底や減量化、適

正排出、段ボールコンポストの普及について啓発、

指導を行ってまいります。

また、循環型社会の形成に向けて、平成１９年

度に策定した「名寄市一般廃棄物処理基本計画」

については、平成２３年度を中間目標年次と設定

していることから、目標数値や計画内容の必要な

見直しに向けて、準備を進めてまいります。

消防
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次に、消防行政について申し上げます。

住宅火災による犠牲者を減らし、人命と財産を

守るために、住宅用火災警報器の一層の普及・促

進に努めてまいります。

また、各種災害発生時に速やかに対応するため、

通信指令台を更新し、災害地点の迅速な確定、出

動指令及び現場活動支援等を含めた消防体制の充

実・強化を図ります。

応急手当の普及については、救急現場に居合わ

せた人による適切な応急手当の実施により、大き

な救命効果が得られることから、救命講習の充実

と応急手当の普及を推進し、救命率の向上に努め

てまいります。

交通安全

次に、交通安全対策について申し上げます。

交通事故のない住みよいまちづくりのために、

関係機関・団体と連携を深めながら、「交通事故

に遭わない、おこさない」という意識の高揚を図

り、交通事故の撲滅を目標に幅広い交通安全運動

を進めてまいります。

生活安全

次に、生活安全対策について申し上げます。

犯罪のない安全で安心な地域づくりのため、関

係機関、団体と犯罪防止に向けた適切な情報交換

を行うとともに、青色回転灯を装備した公用車に

よる巡回等啓発活動を進め、市民生活の安全確保

に努めてまいります。

消費生活の安定

次に、消費生活の安定について申し上げます。

消費者被害を未然に防止するため、消費者自ら

が正しい消費知識を得られるように適切な情報提

供、消費者相談、講演会等の啓発活動に努めてま

いります。

住宅の整備

次に、住宅の整備について申し上げます。

北斗・新北斗団地建替事業は、１１ケ年事業と

して本格的に着手となり、北斗団地１１棟１２０

戸の現地建替え、新北斗団地１４棟５６戸の住戸

全面改善及び４棟１６戸の建替えを行ってまいり

ます。

本年度については、北斗団地１棟１２戸、新北

斗団地１棟４戸及び来年度着工分の実施設計を発

注する予定であり、新北斗団地については、本年

１２月中旬の完成を予定しています。

名寄市公営住宅ストック総合活用計画を包含す

る計画として位置付けられる「名寄市公営住宅長

寿命化計画」の策定については、本年７月中旬か

ら取り組んでまいります。

改善事業については、昨年度から実施している

全団地を対象とした住宅火災警報機の設置が、本

年度をもって完了します。

上水道・簡易水道の整備

次に、水道事業について申し上げます。

利用者に安全な水を安定的に供給するため、老

朽管更新と配水管網整備を進めてまいります。

本年度については、老朽管更新事業として徳田

しらかば１号線などを更新するほか、配水管網整

備事業として南１１丁目東通等を整備してまいり

ます。

また、給水区域内の漏水調査と配水管洗浄作業

を継続して実施してまいります。

次に、サンルダムについて申し上げます。

サンルダムについては、平成５年に着手、平成

７年度には基本計画の告示に伴い、用地買収及び

付替道路の工事が着実に進められ、平成２１年度

からの本体工事が決定されていましたが、政府は、

直轄ダム事業の一時凍結方針を表明しました。

流域における住民の生活安全と農業など経済的

活動の安定を期するために、特に本市においては

水需要への対応として重要な多目的ダムであるこ

とから、今後もサンルダム事業に参画するととも

に、関係機関、団体、期成会と連携し、本体工事

の凍結解除に向け、国への要望活動に取り組んで

まいります。

下水道・個別排水の整備

次に、下水道事業について申し上げます。
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下水道整備事業については、区域内での管網整

備をほぼ完了し、今後は施設の老朽化に伴う機器

更新を進めてまいります。

本年度は、供用開始から３１年を経過した名寄

終末処理場の消化タンク設備の更新を行い、安定

した維持管理ができるよう努めてまいります。

個別排水整備事業については、農村部における

快適な生活環境向上のため、合億浄化槽１０基の

設置を予定しています。

道路の整備

次に、道路整備について申し上げます。

国土交通省関連の継続事業については、従来の

補助金・交付金を統合して創設された社会資本整

備総合交付金により、加東橋上部工を含む１９線

道路改良工事、南２丁目通踏切拡幅改良事業ほか

５路線を実施してまいります。

また、北海道が豊栄川河川総合流域防災事業と

して実施する、市道１７線に架かる徳田しらかば

橋改良新設に伴い、迂回する徳田しらかば１号通

の改良舗装を受託工事として実施してまいります。

次に、北海道縦貫自動車道について申し上げま

す。

北海道縦貫自動車道については、現在、士別剣

淵から士別市多寄町までの１２キロメートルが着

工されていますが、士別市多寄町から名寄インタ

ーチェンジまでの１２キロメートルについては、

未だ着手の見通しがついておりません。

道北地域における産業経済の活性化、観光振興

のほか、救急医療における生命線となる高規格幹

線道路であることから、関係機関、団体、期成会

と連携し、着手区間の早期供用開始、未着手区間

の早期着手に向け、国への要望活動に取り組んで

まいります。

総合交通体系

次に、公共交通について申し上げます。

地域住民の公共交通機関を確保するため、バス

路線維持対策を推進してまいりましたが、利用者

の減少など地域公共交通を取り巻く情勢は、一層

厳しさが増しています。

このため、昨年設置された「名寄市地域公共交

通活性化協議会」を中心に、「地域公共交通活性

化・再生総合事業」を活用して、新たな公共交通

システムや現行バス路線の効率的な運行体系につ

いて検討を進めるとともに、住民ニーズに即した

「名寄市地域公共交通総合連携計画」を策定する

ため、調査・検討・実証試験運行を実施してまい

ります。

雪を活かし雪に強いまちづくりの推進

次に、除排雪事業について申し上げます。

除雪については、冬の快適な生活環境を確保し、

市民生活や生産活動を維持するため、名寄地区で

は車道３００キロメートル、歩道３７キロメート

ル、風連地区では車道１５６キロメートル、歩道

２１キロメートル、それぞれ実施を予定していま

す。

排雪については、道路幅員確保のためのカット

排雪と交通安全対策として見通しが悪い交差点付

近の排雪を行い、さらにスリップ事故防止のため

危険箇所への砂散布を実施してまいります。

また、私道除排雪助成事業については継続し、

排雪ダンプ助成事業については店舗億用住宅にも

拡大しながら、効率的・効果的な除排雪体制を築

き、除排雪水準の向上に務めてまいります。

“創造力と活力にあふれたまちづくり”

農業・農村の振興

次に、農業・農村行政について申し上げます。

政府は、本年３月に新たな「食料・農業・農村

基本計画」の閣議決定を行いました。

今回の基本計画においては、食料・農業・農村

政策を国家戦略の一つとして位置付け、大幅な政

策の転換を図ることや、国民全体で農業・農村を

支える社会の創造を目指すことを新たに掲げてい

ます。

これを実現する施策として、戸別所得補償制度

の導入により、規模にかかわらず意欲あるすべて

の農業者が農業を継続できる環境を整備するとと
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もに、新規就農者を幅広く確保し、農業経営の多

角化・複合化等の６次産業化への取組を後押しす

るなど、効率的かつ安定的な農業経営がより多く

確保されることを目指しています。

これを受け、本市においては、国内外の情勢を

的確に捉え、関係団体と協力しながら担い手の育

成、産地づくりに取り組むとともに、都市と農村

の交流や地産地消による多様な農業経営の育成、

地域ブランドづくりなど、名寄市農業・農村振興

計画の着実な推進に努め、農家経済の安定を図っ

てまいります。

次に、米政策について申し上げます。

平成２２年度産米の配分については、北海道へ

の配分が対前年度ので ２パーセント減少したこ

とにより、本市への配分は１会 ９２９トンとな

り前年度にのべ４６トンの減少となりました。

また、岩見沢地区から本市を含む４市町に対し、

うるち米からもち米へ５８０トンの等量交換の希

望があったことから、これを受け入れ調整を図っ

たところです。

戸別所得補償制度については、平成２３年度か

らの本格導入に向け、本年度は、制度のモデル対

策として実施されますが、本市においては、地域

水田農業推進協議会での検討を踏まえ、国の激変

緩和措置を有効活用した制度設計に努め、本年度

の関連予算は約１４会円を見込んでいます。

また、国産麦、大豆及び新規需要米の需要拡大

による食料自給率の向上対策として、新たに「自

給力向上戦略的作物等緊急需要拡大事業」が創設

されました。今後、内容が明らかになる中で取組

を進めてまいります。

次に、「中山間地域直接支払制度」及び「農地

・水・環境保全向上対策」について申し上げます。

中山間事業については、平成１７年度から始ま

った第２期対策が平成２１年度で終了し、本年度

から、新たに５年間の第３期対策が取り組まれま

す。現在、名寄地域、風連地域の両集落で取組内

容を検討いただいておりますが、本年度予算は、

名寄地域集落で ２７３会円、風連地域集落で 

５８７会円の交付見込みとなっています。

平成１９年度から始まった農地・水・環境保全

向上対策については、現在、９活動組織において

共同活動が取り組まれており、水路など農業施設

の維持活動及び農村環境の向上活動が実施され、

資源の保全が図られていることから、引き続き共

同活動を支援してまいります。なお、本年度予算

は１会 ４５１会円の交付見込みとなっています。

次に、農業振興センターについて申し上げます。

名寄市の農業が基幹産業として安定的に発展し

ていくためには、消費者ニーズに適応した良質で

安全な農産物を供給できる体制づくりが求められ

ています。

このため、戦略作物の設定と生産技術の確立を

図る必要があることから、土づくり推進と平行し

て、土壌診断に基づく効率的な施肥改善指導に加

え、肥料コスト高騰の中での施肥量の軽減に向け

た窒素分析の普及を図ってまいります。

また、営農指導体制の確立、地域適応試験・実

証展示ほの設置、組織培養による優良種苗の供給

等に努めてまいります。

次に、畜産の振興について申し上げます。

世界的なバイオエタノールの増産を契機とした

飼料穀物の需給不安や、原油価格などによる生産

資材価格の高騰が、生産コストの上昇を招いてい

ます。

本市においては、恵まれた飼料基盤を有効に活

用し、自給飼料の効率的な生産・利用を通じた自

給飼料に立脚した経営を図るために、関係機関と

連携しながら体質強化に向けた取組を推進してま

いります。

また、本年４月に国内で１０年ぶりに発生した

口蹄疫については、本道への侵入防止の徹底を図

るため、北海道をはじめ関係機関・団体とも情報

を共有しながら、名寄市家畜自衛防疫組合を中心

に防疫活動に取り組んでいるところです。

次に、名寄市立食会センターについて申し上げ
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ます。

平成１８年度から指定管理者制度に基づき、そ

の運営を委託していますニチロ畜産株式会社では、

本市で操業している食会加工施設の設備改修、浄

化槽の劣化に伴う改修、将来的な処理頭数の増頭

などを盛り込んだ施設改修に係る年次計画を樹立

していましたが、と畜施設も含めた全体計画を協

議するなかで、老朽化が課題となり、施設整備が

急務となったところです。

本市としては、雇用の拡大並びに道北の食会生

産基地としての畜産振興、地域経済の活性化等を

推進するためにも、早期改修に向け、本年度、実

施設計費を計上させていただき、年次計画をもっ

て整備を進めてまいります。

次に、農業農村整備事業について申し上げます。

安全で高品質な農産物の安定生産と機械化作業

体系の確立による農業経営の安定化を目指し、生

産基盤整備を推進してまいります。

「道営地域水田農業支援緊急整備事業」につい

ては、本年度、名寄地区の整備を行い、事業完了

の予定であります。

「道営農地集積加速化基盤整備事業」について

は、本年度、瑞生地区が事業完了の予定であり、

共和地区及び名寄東地区においては、引き続き、

区画整理・暗渠排水・客土・用排水路などの整備

を実施してまいります。

「道営基幹水利施設ストックマネジメント事

業」については、弥生地区において、老朽化した

基幹的農業水利施設の有効利用を図り、効率的な

機能保全対策を推進するため、頭首工ゲート・揚

水機などの改修を実施してまいります。

いずれの事業も北海道が実施する「持続的農業

・農村づくり促進特別対策事業」の対象事業であ

り、北海道と連携をとり、基幹産業である農業振

興のため、農家負担の軽減を図ってまいります。

林業の振興

次に、林業の振興について申し上げます。

林業・林産業の情勢は、木材価格の値戻しが一

部で確認されたものの、依然、厳しい状況が続い

ています。一方、森林資源が成熟する中で、国産

材の安定供給や雇用の受け皿として、さらには、

森林の持つ多面的な機能など、森林、林業・林産

業への期待は高まっています。

森林の健全な育成を図るため、市有林の維持管

理を図るとともに、北海道をはじめ関係機関・団

体と連携して、民有林の整備に対し支援してまい

ります。

商工業の振興

次に、商工業関係について申し上げます。

地元金融機関の景気動向調査における管内企業

の業況値については、前年同期にのべ幾分改善し

ていますが、依然として厳しい水準にあると判断

されています。業種別においては、卸・小売業、

運輸・通信業で改善がみられるものの、経営上の

問題点として、「売上げの停滞・減少」「同業者

間の競争の激化」「利幅の縮小」をあげる企業が

多くみられました。

本市においては、中小企業者等の自主的な努力

を基調として、高度化する地域経済社会に適合す

る企業経営のために必要な助成を行っており、昨

年度末の中小企業振興審議会における名寄市中小

企業振興条例施行規則の見直し決定を受け、融資

制度の貸付期間の延長、対象となる投資費用の引

き下げなど、利用しやすい制度への改正を終えて

おり、本年度から適用してまいります。

また、商店街環境整備促進事業については、補

助率をアップするなど、商店街の環境づくりに対

しても負担軽減を図ってまいります。

次に、地域資源を活用した「なよろブランド」

の育成については、昨年から商工会議所が主体と

なり、製造業、農業関係者も参加した勉強会を開

催していることから、その推進を支援してまいり

ます。

次に、市街地再開発関係について申し上げます。

昨年度、計画を策定し、国土交通省と協議を進

めてまいりました名寄地区都市再生整備計画につ
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いては、３月２５日付けで国土交通大臣の許可を

得たことから、バスターミナルをはじめとする施

設整備や、市民の利便性を高め市街地中心部の賑

わい再生につながる事業を、本年度創設された

「社会資本総合整備交付金」を活用して実施する

とともに、名寄市文化ホール市民懇話会の報告を

もとに、文化ホールの具体的な検討を進めてまい

ります。

また、平成１８年度から事業を進めてまいりま

した風連地区の市街地整備については、本年度の

風連国保診療所の建設をもって事業が完了するこ

とから、本町地区を中心とした風連地区の市街地

商店街の活性化をはじめとする地域の賑わいづく

りを、関係団体とともに推進してまいります。

雇用の安定

次に、労働関係について申し上げます。

名寄地方ハローワーク管内の３月末の有効求人

倍率は ６１倍で、対前年同月にのべ １３ポイ 

ントの上昇、新規求人倍率は ９４倍で、対前年

同月にのべ １２ポイントの上昇となっています。

新規求人数は３９０人で、前年同月とのべ１２

２人の増加となっており、産業別では農林業、製

造業、卸・小売業、宿泊業、サービス業などで増

加しています。

３月の管内における新規求職者数は４１７人で、

対前年同月にのべ１人の増加となっています。

今後も、関係機関と提携しながら的確な情報の

提供に努めるとともに、昨年度に引き続き国の緊

急雇用促進事業が講じられますので、ハローワー

クと連携をとりながら、制度の有効活用と雇用の

促進に努めてまいります。

また、隔年で調査しています労働実態調査を、

本年度実施いたします。

観光の振興

次に、観光関係について申し上げます。

「道の駅なよろ」における昨年度の集客数は、

４０会人と大きなものとなりました。さらに、４

月には市立天文台「きたすばる」がオープンし、

道内全域から家族連れで来館するなど人気を集め

ています。

映画やテレビドラマなどのロケ地誘致の推進や、

ヒマワリを中心とした花観光など、豊かな観光資

源を最大限活用できるよう、観光協会、道北観光

連盟とも連携し、交流人口の拡大推進と情報発信

に努めてまいります。

ピヤシリスキー場については、今年度が「日本

スキー発祥１００周年」にあたることから、スキ

ーの魅力・楽しさをＰＲする機会として利用増を

図るべく新たな集客対策を講じるとともに、幼児

・小学生などのスキー普及に向けスキー学校と連

携した取組を推進してまいります。

また、名寄市行財政改革推進実施本部で廃止検

討が示されている望湖台センターハウスについて

は、昨年から地域に出向き話し合いを行っており、

早い時期に方向性を出してまいりたいと考えてい

ます。

陸上自衛隊名寄駐屯地の堅持

次に、自衛隊関係について申し上げます。

陸上自衛隊名寄駐屯地は、昭和２７年に開設さ

れて以来、文化・スポーツ、地域の災害活動や周

辺整備事業など、まちづくりにおける様々なとこ

ろで地域と深くかかわっています。

駐屯地における定数削減や縮小については、地

域の安全・安心、さらには地域社会や地域経済に

与える影響が多大であることから、関係機関、団

体、期成会と連携し、駐屯地の現体制の堅持に向

け、国への要望活動に取り組んでまいります。

“心豊かな人と文化を育むまちづくり”

大学教育の充実

次に、名寄市立大学について申し上げます。

平成２１年度の卒業式が３月１７日行われ、保

健福祉学部の１期生１３１人（栄養学科３８人、

看護学科４７人、社会福祉学科４６人）と短期大

学部児童学科５５人、合わせて１８６人が卒業し

ました。

卒業生の就職状況については、厳しい雇用環境
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下で保健福祉学部９３パーセント、短期大学部１

００パーセントと高い就職率を達成しました。

また、国家試験の結果については、社会福祉士

では２４名が合格となり、合格率は全国平均３

０パーセントを上回る５ ８パーセント、看護師

では４３名の合格で合格率は全国平均９ ９パー

セントとほぼ同じ９ ５パーセントとなりました。

しかしながら、管理栄養士においては、２０名

の合格で合格率は全国平均７ ７パーセントを下

回る５ １パーセントとなり、今後の対策が求め

られる結果となりました。

平成１８年の開学以来、教職員と学生が一緒に

なり自分たちの新しい大学を創るという気概を持

ち、地域の皆様の支援に支えられながら努力をし

てまいりました。

本年度は、４月２日の入学式で２１３名の新入

生を迎え、青木紀新学長のもとで、キャリア教育

にも一段と力を入れ、学力向上と人間力を養い、

社会貢献できる学生を送り出せるよう努めてまい

ります。

あわせて、大学院の設置と短期大学部児童学科

の４大化への取組については、学内論議と大学の

発展を見据えて、社会的需要など諸課題の分析及

びメリットやデメリットを十分検討し進めてまい

ります。

以上、市政執行に対する私の所信と基本的な考

え方を申し上げました。

市議会議員の皆様、並びに市民の皆様の御理解

と御協力をお願い申し上げ、平成２２年度の市政

執行方針といたします。

ありがとうございました。

暫時休憩いたします。〇議長（小野寺一知議員）

休憩 午前１１時００分

再開 午前１１時０２分

再開いたします。〇議長（小野寺一知議員）

次に、平成２２年度教育行政執行方針を行いま

す。

藤原教育長。

私からは、平成２２年〇教育長（藤原 忠君）

第２回名寄市議会定例会開会にあたり、名寄市に

おける教育行政の基本的な方針とその施策の概要

を述べ、議員各位並びに市民の皆様の御理解と御

協力をお願い申し上げたいと存じます。

まず、はじめに、新しい市長のもとで本市の教

育行政を預かることとなりましたが、市民の教育

に寄せる信頼と期待に改めて身の引き締まる思い

をしております。今年度も引き続き「知性と感性

をみがき、こころ豊かな人と薫り高い文化を育み、

希望に輝くまちづくり」に努めてまいります。

国では、新学習指導要領の円滑な実施や地域に

根ざした道徳教育の推進、外国語教育や特別支援

教育の充実など初等中等教育の充実を図るととも

に、学校支援地域本部事業や青少年健全育成事業

の推進など地域全体で教育に取り組む体制づくり

の支援を重要施策に定めております。

これらを踏まえ、名寄市におきましても、これ

までの取組を検証することと億せて、その適切な

対応に努め、今後の国の動向も見極めてまいりた

いと考えております。

平成２２年度における全国学力・学習状況調査

は、抽出方式に変更となりましたが、名寄市では

全校参加とし去る４月２０日に実施されました。

今後も子どもたちの学力・学習状況のさらなる把

握と確かな学力の向上に努めてまいります。

また、地方教育行政の組織及び運営に関する法

律の一部改正に伴う教育委員会の諸活動に係る点

検評価につきましては、今年度も引き続き平成２

１年度における内部評価及び外部評価を実施し、

９月上旬を目途に議員各位並びに市民の皆様にお

示ししたいと考えております。

北海道教育委員会では、「学力の向上とその基

盤となる豊かな心、健やかな体の育成」また、

「信頼される学校づくりと家庭・地域の教育力の

向上」の二つの基本方針を立て、「社会で活きる

実践的な力の育成」、「信頼される学校づくりの
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推進」など５つの重要施策を定めております。こ

れら諸施策につきましても、今後の道の動きを把

握し適切な対応に努めてまいります。

今、全国的には、青少年の暴力行為が、戦後最

多になるなど生徒指導上の問題が多発しておりま

す。名寄市におきましては、これらの未然防止を

図るため、名寄市内小中学校生徒指導連絡協議会

の一層の充実を図るなど引き続き生徒指導を重要

施策の一つとして取り組んでまいります。

また、今年４月には、なよろ市立天文台「きた

すばる」と風連地域交流センター「風っ子ホー

ル」が相次いでオープンいたしました。市民の皆

様や子供たちに大きな夢を与えるとともに、本市

の生涯学習のさらなる充実を図る拠点となるよう

しっかりとした運営に努めてまいります。

以下、新年度の主要施策についてその概要を申

し上げます。

“心豊かな人と文化を育むまちづくり”

生涯学習社会の形成

まず、はじめに生涯学習について申し上げます。

名寄市教育委員会では平成１９年度に社会教育

中期計画を策定いたしましたが、今後もその基本

理念に基づき生涯学習の観点に立った社会教育行

政を進めてまいります。

心を豊かにし、住みよいまちづくりを目指す市

民講座は、趣味教養、生活課題、そして社会地域

課題の３つの分野について引き続き本年も実施し、

学習の場を提供してまいります。

また、多くの市民が様々なことを学び、その学

んだことをまちづくりなどにつなげていくことを

目的とした生涯学習フェスティバルを、本年は市

民文化祭と連動させて開催いたします。

次に、市立名寄図書館について申し上げます。

図書館では、市民の生涯学習を支援する地域の

拠点として、あらゆる年齢層に親しまれるよう、

幅広い図書資料の収集、市民が利用しやすい環境

の整備や各種行事の充実に努めてまいります。

昨年度、市内全小中学校の図書館がネットワー

ク化されたことから、今後、図書館が所蔵する図

書資料を、学校図書室において有効に活用できる

よう、学校と図書館との連携強化に努めてまいり

ます。

また、本年は「国民読書年」と定められたこと

を受け、特に、子どもたちが本と触れ合う機会を

増やすため、学校やボランティアの皆様と連携し、

子どもと本の結びつきを一層太く強くするよう努

めてまいります。

次に、なよろ市立天文台について申し上げます。

なよろ市立天文台は、４月１６日にオープニン

グセレモニーが行われ、翌１７日から一般開放と

なりました。

５月５日現在で ５００人以上の方々に御来館

いただき、５０ｃｍの望遠鏡を通して様々な惑星

を見ていただくとともに、プラネタリウム館にお

いては、デジタルプラネタリウムの美しい映像を

体験していただきました。

今後も、名寄市内はもとより全国から多くの方

々に来ていただけるよう、「部分月食観望会」や

「ペルセウス座流星群観望会」など様々なイベン

トの開催に努めてまいります。

また、今後予定されております ６ｍの反ま望

遠鏡の設置にむけ、北海道大学と緊密な連携を図

ってまいります。

小中学校教育の充実

次に、学校教育について申し上げます。

学校教育におきましては、「確かな学力」「豊

かな人間性」「健やかな体」など「生きる力」を

育む教育活動の推進が求められており、各学校に

おける自校の特色を生かした教育課程の編成・実

践・評価・改善を通しながら、期待と信頼に応え

る教育活動の実現に努めてまいります。

特に、平成２３年度から小学校、平成２４年度

からは中学校で新学習指導要領が施行されること

から、副読本の追記や教材等の整備、英語指導助

手を活用した外国語活動の充実やＩＴＣ研修会の

開催など、完全実施に向けた教育環境の整備に一
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層努めてまいります。

また、名寄市教育研究所の更なる充実を図って、

教師の専門性を高め、基礎・基本の定着と学ぶ意

欲を高める授業の推進を図るとともに、「早寝・

早起き・朝ごはん」運動、朝読書や家庭学習の励

行などを通して、基本的な生活習慣や学習習慣の

定着を目指してまいります。

「豊かな人間性」の育成につきましては、自分

を大切にすることと億せて他人を思いやる心を育

てることが重要であり、中学校３校に配置してお

ります「心の教室相談員」による教育相談の一層

の充実を図るとともに、いじめや不登校、携帯電

話などによる問題行動、薬物乱用などについても、

関係機関と連携しながらその未然防止に取り組ん

でまいります。また、職場体験や勤労者の講話な

どを通して、規範意識や社会性を培い、望ましい

勤労観の育成に努めてまいります。

特別支援教育につきましては、既に特別支援教

室の整備や身障者用のトイレの設置などに取り組

んでいるところでありますが、今年度は名寄西小

学校にエレベーターを設置するなどそれぞれの学

校のニーズに応じた教育環境の整備に努めてまい

ります。また、特別支援教育の更なる充実を図る

ため、名寄市立大学との一層の連携を深めるとと

もに、名寄市特別支援連携協議会の活性化を通し

て、名寄版「すくらむ」の活用を図るなど、生ま

れてから就労までの地域のネットワークづくりに

取り組んでまいります。

学校教育施設の整備につきましては、本年３月

に閉校となった旧風連高等学校の改修工事を実施

して風連中学校を移転いたします。平成２１年度

には改修等に係る実施設計が完了しており、名寄

市といたしましては主に特別教室の整備や管理諸

室の配置換えなどの内部改修工事とグラウンド整

備、外構工事を行います。並行して北海道教育委

員会による校舎や屋内運動場などの外壁改修工事

が行われます。工事は１１月末に完了予定であり、

移転は１２月中旬を予定しております。

また、名寄地区における小学校の適正配置計画

につきましては、次年度からの議論に向け内部協

議を進めてまいります。

高等学校教育の振興

上川北学区の中学校卒業者数の減少は今後も継

続するものと推計されますが、高校進学者の多様

な選択肢の確保と地域に根ざした高等学校教育の

振興を図るため、市内高等学校の教育環境の充実

について北海道教育委員会に対し引き続き要望等

を行ってまいります。

食育の推進

次に、食育の推進について申し上げます。

名寄市教育委員会では、平成２０年４月から栄

養教諭制度を導入し、子どもたちへの具体的な食

に関する指導を進めてまいりました。

本年度は、生産者の協力を得ながら食材の生産

過程を学ぶなど、一歩進んだ食に関する指導を進

めてまいります。

また、これまで同様、地産地消に向けた取り組

みを強化し、地域や関係団体との連携を図りなが

ら、地場農畜産物の活用に努めるとともに、食品

添加物が使用されていない食材や、道内・国内で

製造されている製品を食材として使用するなど、

安全で安心な学校給食を提供してまいります。

学校給食センターは、平成４年に改築以来１８

年を経過しており、施設が老朽化していることか

ら、本年は、食器洗浄機を更新することとしてお

ります。今後も、年次的に効果的に施設の改修を

進めながら安全で安定した学校給食の提供に努め

てまいります。

家庭教育の推進

次に、家庭教育の推進について申し上げます。

子どもの基本的な生活習慣の定着化を支援する

ため、幼児と親を対象とした家庭教育支援講座を

実施するなど、親子のコミュニケーションや子ど

もの発達課題に合わせた家庭教育支援事業を今年

度も引き続き推進してまいります。

生涯スポーツの振興
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次に、スポーツの振興について申し上げます。

誰でも、いつでも、どこでも生涯にわたってス

ポーツを楽しむことができるよう、スポーツ施設

の整備や改修、学校開放事業の推進を図るなど、

環境整備に努めるとともに、風連特例区が今年度

で終了することから、各体育施設の利用の在り方

についても整合性を図ってまいります。

また、昨年実施いたしました一流選手による実

技指導等の研修やアスリートとの交流事業を本年

も実施するとともに、体育協会、地域スポーツク

ラブ、体育指導委員会などと協力してスポーツ団

体の育成や指導者の育成・確保、各種スポーツ大

会の支援、スポーツ情報の収集・提供などに努め

てまいります。

青少年の健全育成

次に、青少年の健全育成について申し上げます。

子ども達が自然の中で共同生活を通じ様々なこ

とを学ぶ野外体験学習事業「へっちゃランド」を

本年も実施するとともに、子ども会育成連合会な

どと協力して育成者研修やリーダー養成等の事業

にも取り組んでまいります。

次に、女性児童センターについて申し上げます。

女性児童センターでは、同好会活動や各種講座

の開設を通して、文化的な活動の機会を提供する

とともに、自由来館型となっている児童センター

では、遊びや体験活動、スポーツに親しむ場とし

て安全・安心な環境整備に努めてまいります。

また、放課後児童対策として、公設２カ所、民

間２カ所で学童保育所を開設しておりますが、経

済状況や社会情勢の変化により、学童保育施設に

待機児童が生じている状況にあります。そのため、

利用拡大の可能な旧中央保育所を学童保育施設と

して再活用することとし、本年１０月を目処に耐

震補強工事と施設の改修工事を実施して、待機児

童の解消を図ってまいります。

次に、青少年センターについて申し上げます。

青少年を取り巻く社会環境の変化は、子どもた

ちの健全育成に大きな影響を及ぼしています。青

少年センターでは日常の巡視活動ばかりでなく、

名寄市の小中高等学校で組織している「名寄市児

童・生徒補導協議会」等とも連携して、多様化す

る青少年の問題行動を早期に発見し、適切な指導

に努めてまいります。

次に、教育相談センターについて申し上げます。

今年度も引き続き教育相談の窓口として「ハー

トダイヤル」を開設し、専門相談員によるいじめ

・不登校などに関する悩みについての電話や面談

を通した相談体制の充実に努めてまいります。

また、適応指導教室では、登校できずに家庭で

過ごしている子ども達の心情や悩みを受け止め、

保護者や学校と連携を深める中で、学校復帰へ向

けて支援をしてまいります。

地域文化の継承と創造

次に、芸術・文化活動について申し上げます。

本年も、芸術文化鑑賞バスツアーを５月から１

０月まで６回実施し、優れた芸術文化に触れる機

会の提供に努めるとともに、９月には財団法人

「地域創造」による現代ダンスワークショップ及

び公演、翌年３月には財団法人「地域活性化セン

ター」による宝くじ文化公演事業を開催いたしま

す。

また、新たな文化ホールの建設につきましては、

昨年度、名寄市文化ホール市民懇話会より提出い

ただきました報告書をもとに、建設時期や規模な

どの具体的な検討を進めてまいります。

次に、北国博物館について申し上げます。

本年度は、自然分野と生活分野から地域の理解

を深めることを目的に、「北国の隠れた自然を発

見する」、「昭和のなつかしい生活を体験する」

などをテーマとした展示会を開催してまいります。

また、３年計画で進めておりました常設展示室

の映像コーナーの更新が完了し、２月１０日から

公開の運びとなりましたので、今後は多くの方々

においでいただけるよう取り組んでまいります。

文化財につきましては、平成２１年７月２３日

に「ピリカノカ 九度山 クトウンヌプリ」の山
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頂部が文部科学省より国の名勝に指定され、名寄

市が管理団体となって、今年度、説明看板の設置

を予定しております。

以上、平成２２年度の教育行政執行方針につい

て、その概要を申し上げましたが、市民の負託に

応える教育の推進に誠心誠意努力してまいります

ので、議員各位並びに市民の皆様の一層の御理解

と御協力をお願い申し上げます。

以上で平成２２年度〇議長（小野寺一知議員）

市政執行方針・教育行政執行方針を終わります。

日程第５ 議案第１〇議長（小野寺一知議員）

号 名寄市職員の勤務時間、休暇等に関する条例

の一部改正について、議案第２号 名寄市職員の

育児休業等に関する条例の一部改正について、以

上２件を一括議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１号 名寄市職員〇市長（加藤剛士君）

の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正につ

いて及び議案第２号 名寄市職員の育児休業等に

関する条例の一部改正について、一括して提案の

理由を申し上げます。

本件は、地方公務員の育児休業に関する法律の

一部を改正する法律が本年６月３０日から施行さ

れることに伴い、本市の職員も同様の措置を講ず

るべく、関係条例の一部を改正しようとするもの

であります。

改正の内容といたしましては、育児休業及び育

児短時間勤務について、当該職員の配偶者の有無

や育児休業の取得の有無にかかわりなく取得する

ことができるようにすること、また育児を行う職

員の職業生活と家庭生活の両立を支援するため、

深夜勤務及び時間外勤務の制限等を行うことであ

ります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、議案第１〇議長（小野寺一知議員）

号外１件について一括質疑に入ります。御発言ご

ざいませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１号外１件は原案のとおり決定すること

に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１号外１件は原案のとおり可決

されました。

日程第６ 議案第３〇議長（小野寺一知議員）

号 名寄市証人等の実費弁償に関する条例の一部

改正についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第３号 名寄市証人〇市長（加藤剛士君）

等の実費弁償に関する条例の一部改正について、

提案の理由を申し上げます。

本件は、地方自治法の改正に伴った関係条項の

整理を行うとともに、常任委員会及び特別委員会

等において予算その他重要な議案、陳情等につい

て意見を聞く公聴会に参加した人と当該地方公共

団体の事務に関する調査または審査等で意見を聞

く場合に出頭を求める参考人の費用弁償の取り扱

いについて、地方自治法に基づき区分を明確にす

るため、本条例の一部を改正しようとするもので

あります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。
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（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第３号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第３号は原案のとおり可決されま

した。

日程第７ 議案第４〇議長（小野寺一知議員）

号 名寄市国民健康保険税条例の一部改正につい

てを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第４号 名寄市国民〇市長（加藤剛士君）

健康保険税条例の一部改正について、提案の理由

を申し上げます。

本件は、地方税法及び同法施行令の一部改正が

本年３月３１日に公布をされ、４月１日から施行

されたことに伴い、名寄市国民健康保険税条例の

一部を改正しようとするものであります。

改正の内容につきましては、基礎賦課分の限度

額を現行の４７会円から５０会円に、後期高齢者

支援金等賦課分の限度額を１２会円から１３会円

に引き上げようとするものであります。

なお、限度額の改正につきましては、名寄市国

民健康保険運営協議会から答申されている事項で

あります。

また、国民健康保険税について、応益割合にか

かわらず、減額措置が行えるよう改正しようとす

るほか、解雇等で急に職を失った方への課税の特

例について条文を追加をしようとするものであり

ます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第４号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第４号は原案のとおり可決されま

した。

日程第８ 議案第５〇議長（小野寺一知議員）

号 名寄市Ｂ＆Ｇ海洋センター条例の一部改正に

ついてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第５号 名寄市Ｂ＆〇市長（加藤剛士君）

Ｇ海洋センター条例の一部改正について、提案の

理由を申し上げます。

現在名寄市Ｂ＆Ｇ海洋センターの休館日は、毎

週月曜日の午前中と規定されており、この間にプ

ールの清掃を行っておりますが、月曜日はハッピ

ーマンデー制度により祝日となる場合が多いこと

から、本件は祝日における利用者の利便の向上を

図るため、月曜日が祝日となった場合に当該施設

の休館日を変更できるよう本条例の一部を改正し

ようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いいたし

ます。
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これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第５号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第５号は原案のとおり可決されま

した。

日程第９ 議案第６〇議長（小野寺一知議員）

号 名寄市道路占用料徴収条例等の一部改正につ

いてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第６号 名寄市道路〇市長（加藤剛士君）

占用料徴収条例等の一部改正について、提案の理

由を申し上げます。

道路占用料等の算定の際に、農耕用敷地等の単

価につきましては、農地法に基づき農業委員会が

定める標準小作料を基準としていましたが、農地

法の一部改正により標準小作料制度が廃止となり、

新たに農業委員会が情報提供する実勢賃借料の制

度が設けられました。本件は、これに伴い名寄市

道路占用料徴収条例、名寄市準用河川管理条例及

び名寄市普通河川管理条例の一部を改正しようと

するものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第６号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第６号は原案のとおり可決されま

した。

日程第１０ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

７号 名寄市立総合病院看護師等学資金貸与条例

の一部改正についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第７号 名寄市立総〇市長（加藤剛士君）

合病院看護師等学資金貸与条例の一部改正につい

て、提案の理由を申し上げます。

市立総合病院で従来から看護職員の確保に努め

てまいりましたが、平成１８年の診療報酬の改正

に伴い、７対１入院基本料が設定されたことから、

その導入に向けて全国的な看護師不足に陥り、熾

烈な人材確保競争の結果、地方においては看護師

が慢性的に不足している状況であります。

本件は、現在の学資金貸与額が近隣市立病院と

の較すると低額であり、本市出身の学生の中には

近隣市立病院から当該病院に就職することを前提

とした学資金の貸し付けを受けている者もいる状

況であることから、貸与額の増額を主な改正事項

として、看護師不足への対処を目指し、本条例の

一部を改正しようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。
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これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第７号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第７号は原案のとおり可決されま

した。

日程第１１ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

８号 北海道市町村備荒資金組合規約の変更につ

いて、議案第９号 北海道市町村職員退職手当組

合規約の変更について、以上２件を一括議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第８号 北海道市町〇市長（加藤剛士君）

村備荒資金組合規約の変更について及び議案第９

号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更に

ついて、一括して提案の理由を申し上げます。

本件は、北海道総合振興局及び振興局の設置に

関する条例が平成２２年４月１日から施行された

ことに伴い、名寄市も組織団体となっている北海

道市町村備荒資金組合及び北海道市町村職員退職

手当組合の規約の変更について、地方自治法第２

８６条第１項及び第２９０条に基づき、議会の議

決を求めるものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、議案第８〇議長（小野寺一知議員）

号外１件について一括質疑に入ります。御発言ご

ざいませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第８号外１件は原案のとおり決定すること

に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第８号外１件は原案のとおり可決

されました。

日程第１２ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１０号 工事請負契約の締結についてを議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１０号 工事請負〇市長（加藤剛士君）

契約の締結について、提案の理由を申し上げます。

名寄下水終末処理場消化タンク設備更新工事に

ついて、本年５月２５日に７社による指名競争入

札を執行した結果、株式会社日立プラントテクノ

ロジー北海道支社が１会 ９９０会円で落札をい

たしました。本件は、これに消費税及び地方消費

税７４９会 ０００円を加え、１会 ７３９会  

０００円で契約を締結しようとするものであり、

名寄市の議会に付すべき契約及び財産の取得又は

処分に関する条例第２条の規定に基づき議会の議

決を求めるものであります。

以上、提案の概要について申し上げましたが、

細部につきましては建設水道部上下水道室長から

説明させますので、よろしく御審議くださいます

ようお願いを申し上げます。
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補足説明を扇谷上下〇議長（小野寺一知議員）

水道室長。

ただいまの名寄〇上下水道室長（扇谷茂幸君）

下水終末処理場における消化タンク設備更新工事

請負契約の締結につきまして、提案理由の追加説

明を申し上げます。

名寄下水終末処理場は、昭和５５年３月の供用

開始以来、浸水対策、公共用水域の水質保全及び

快適な生活環境を図るための重要なライフライン

として日々の稼働に努めております。今回の消化

タンク設備更新工事のうち、加温ボイラー設備は

供用開始から２８年及び３１年を経過し、機器全

体の老朽化や附属設備の経年劣化が著しく部分的

な修繕では対応し切れなくなっております。国土

交通省では、こうした機械設備の標準耐用年数を

１０年定めておりますが、夏場の稼働が少ないこ

とやこれまで適正な維持管理及び修繕を行って延

命を図ってきた経緯があります。しかし、こうし

た対応も限界に近く、施設の安全で安定的な運用

を図る必要から今回更新工事を行うものでありま

す。

本日議決をお願いいたします工事の概要につい

て申し上げます。この工事は、汚水処理過程の中

で分離される汚泥量の減少と質の安定化及び衛生

面の安全を図るための消化槽を一定の温度に保つ

ためのボイラー施設並びに蒸気配管などを更新す

るものであります。このボイラーの燃料は、汚泥

処理過程で発生するメタンガスを補助燃料として

利用し、エネルギーの有効利用とＣＯ の削減に寄２

与しているところでもあります。

続いて、入札の経過と結果について申し上げま

す。入札は、指名競争入札で行いました。北海道

に支社、支店があり、全道で同様設備の納入実績

を持つプラント業者７社を対象に４月２８日に指

名通知を行い、縦覧期間を４月３０日から５月２

４日までとし、５月２５日に入札を執行いたしま

した。入札の結果、第１回の入札で株式会社日立

プラントテクノロジー北海道支社が税込み１会

７３９会 ０００円で落札いたしました。落札率

は７ ７８はとなっております。この落札金額は、

最低基準価格を下回りましたので、同日低入札価

格調査委員会を開催し、調査を実施しております。

その結果、設計図書及び仕様書に基づく成果品の

納入が可能との結論を得ましたので、仮契約を締

結することといたしました。なお、指名通知後５

社の入札辞退がありましたので、２社による入札

となっております。

次に、お手元の資料について御説明いたします。

１ページをお開きください。工事の場所を赤色で

示しております。

続いて、２ページをお開きください。更新対象

となる蒸気ボイラーのナンバー１、ナンバー２及

び温水ボイラー、軟水タンク、オイルサービスタ

ンク及びポンプ、配管類などの模式図になります。

続いて、３ページをお開きください。更新対象

となる蒸気ボイラーのナンバー１とナンバー２及

び温水ボイラーの写真となります。経過年数につ

きましては、蒸気ボイラーナンバー１が２８年、

ナンバー２が３１年、温水ボイラーも３１年とな

っております。

続いて、４ページをお開きください。更新対象

となる軟水タンクの写真となります。経過年数は

３１年で、平成１５年には内面塗装の修繕を行っ

ております。

続いて、５ページをお開きください。更新対象

となる配管類の劣化状況の写真となっております。

経過年数は２８年になります。なお、この更新工

事につきましては、現施設が２４時間連続運転を

行っておりますから、長期間停止することはでき

ませんので、流入水量の少ない時期を考慮し、交

互運転を行いながら施工いたします。

以上、追加説明といたします。よろしく御審議

くださいますようお願い申し上げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）
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質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１０号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１０号は原案のとおり可決され

ました。

日程第１３ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１１号 専決処分した事件の承認を求めることに

ついてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１１号 専決処分〇市長（加藤剛士君）

した事件の承認を求めることについて、提案の理

由を申し上げます。

本件は、平成２１年度名寄市一般会計補正予算

の専決処分でありまして、歳入歳出それぞれに２

会 ０７５会 ０００円を追加し、予算総額を２ 

１５会 ４５８会 ０００円にしようとするもの 

であります。

補正の主なものを歳出から申し上げます。２款

総務費の減債基金積立金１会円の追加は、大学校

舎整備の際に借りかえした満期一括債の償還に備

えるため、減債基金に積み立てるものであります。

同じく公共施設整備基金積立金 ５１６会 ００ 

０円の追加は、国の地域活性化・公共投資臨時交

付金を積み立て、平成２２年度以降の公共施設の

整備等に充当するものであります。

４款衛生費の名寄東病院振興基金積立金 ３８

０会円の追加は、過疎地の不採算地区病院である

東病院に対して、特別交付税で措置された分を基

金に積み立てするものであります。

次に、歳入について申し上げます。１１款地方

交付税の２会 ２６５会 ０００円の追加は、３ 

月に交付決定された特別交付税が増額となったこ

とによるものであります。

１８款寄附金の一般寄附金１４会 ０００円、

ふるさと納税寄附金１０会円及び教育費寄附金６

６６会 ０００円、合計で６９０会 ０００円の 

追加は、市民の皆さんやふるさと名寄を応援する

方からいただいた９件の寄附金であります。

１９款繰入金の財政調整基金繰入金の１会 ０

８６会 ０００円の減額は、特別交付税の増加な

どにより財政調整基金へ繰り入れを一部取りやめ

るものであります。

次に、第３表、地方債補正につきましては、特

定間伐等促進対策事業ほか３事業を変更するもの

であります。

次に、第５表、繰越明許費につきましては、年

度内に完了しない光ケーブル移設事業ほか２９事

業について繰り越しするものであります。

地方自治法第１７９条１項の規定に基づき専決

処分を行い、同条第３項の規定によりこれを報告

し、承認を求めるものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１１号は承認することに御異議ございま

せんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
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異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１１号は承認することに決定い

たしました。

日程第１４ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１２号 専決処分した事件の承認を求めることに

ついてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１２号 専決処分〇市長（加藤剛士君）

した事件の承認を求めることについて、提案の理

由を申し上げます。

本件は、平成２１年度名寄市国民健康保険特別

会計補正予算にかかわる専決処分でありまして、

保険事業勘定におきまして歳入歳出それぞれ２６

会 ０００円を追加し、予算総額を３３会 ３４ 

２会円にしようとするものであります。

補正の主なものを歳出から申し上げます。３款

後期高齢者支援金等では、病床転換支援金の額が

確定したことにより２６会 ０００円を追加する

ものであります。

次に、歳入につきましては、交付金等の額が確

定したことにより、国庫支出金などの調整を図る

ほか、８款繰入金では一般会計繰入金を５３３会

０００円を追加をし、基金繰入金を ８４５会 

０００円減額するものであります。

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専

決処分をしたので、同条第３項の規定によりこれ

を報告し、承認を求めるものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１２号は承認することに御異議ございま

せんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１２号は承認することに決定い

たしました。

日程第１５ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１３号 専決処分した事件の承認を求めることに

ついてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１３号 専決処分〇市長（加藤剛士君）

した事件の承認を求めることについて、提案の理

由を申し上げます。

本件は、平成２１年度名寄市老人保健事業特別

会計補正予算にかかわる専決処分でありまして、

歳入歳出それぞれ ０００円を追加し、予算総額

を５６０会 ０００円にするものであります。

補正の主なものを歳出から申し上げます。医療

給付費等の確定により、２款医療諸費では１１１

会円を減額し、３款諸支出金では１１２会 ００

０円を追加するものであります。

次に、歳入につきましては、医療給付費等の額

が確定したことにより、１款支払基金交付金では

１４会 ０００円を追加し、４款繰入金では１９

会円を減額するものであります。

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専

決処分をしたので、同条第３項の規定によりこれ

を報告し、承認を求めるものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）
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質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１３号は承認することに御異議ございま

せんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１３号は承認することに決定い

たしました。

日程第１６ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１４号 専決処分した事件の承認を求めることに

ついてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１４号 専決処分〇市長（加藤剛士君）

した事件の承認を求めることについて、提案の理

由を申し上げます。

本件は、平成２１年度名寄市介護保険特別会計

補正予算にかかわる専決処分でありまして、保険

事業勘定におきまして歳入予算の組み替えを行お

うとするものであります。

歳入の補正の主なものを申し上げます。１款保

険料では、介護保険料の減少により ３４７会 

０００円を減額するものです。

また、医療給付費等の確定により４款国庫支出

金では ３８５会 ０００円を減額し、５款支払 

基金交付金では６６９会 ０００円を減額し、６

款同支出金では ５８１会 ０００円を追加する 

ものであります。

地方自治法第１７９条１項の規定に基づき専決

処分をしたので、同条第３項の規定によりこれを

報告し、承認を求めるものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１４号は承認することに御異議ございま

せんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１４号は承認することに決定い

たしました。

日程第１７ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１５号 専決処分した事件の承認を求めることに

ついてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１５号 専決処分〇市長（加藤剛士君）

した事件の承認を求めることについて、提案の理

由を申し上げます。

本件は、平成２１年度名寄市下水道事業特別会

計補正予算の専決処分でありまして、第４表、繰

越明許費について、年度内に完了しない下水道管

渠内面補修事業ほか１件を繰り越しするものであ

ります。

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専

決処分をしたので、同条第３項の規定によりこれ

を報告し、承認を求めるものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。
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（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１５号は承認することに御異議ございま

せんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１５号は承認することに決定い

たしました。

日程第１８ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１６号 専決処分した事件の承認を求めることに

ついてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１６号 専決処分〇市長（加藤剛士君）

した事件の承認を求めることについて、提案の理

由を申し上げます。

本件は、平成２１年度名寄市簡易水道事業特別

会計補正予算の専決処分でありまして、第２表、

繰越明許費について、年度内に完了しない風連日

進浄水場流量計改修事業を繰り越しするものであ

ります。

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専

決処分をしたので、同条第３項の規定によりこれ

を報告し、承認を求めるものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１６号は承認することに御異議ございま

せんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１６号は承認することに決定い

たしました。

日程第１９ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１７号 専決処分した事件の承認を求めることに

ついてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１７号 専決処分〇市長（加藤剛士君）

した事件の承認を求めることについて、提案の理

由を申し上げます。

本件は、平成２１年度名寄市後期高齢者医療特

別会計補正予算にかかわる専決処分でありまして、

歳入歳出それぞれ９３８会 ０００円を減額し、

予算総額を２会 ０１０会 ０００円にしようと 

するものであります。

補正の主なものを歳出から申し上げます。２款

後期高齢者医療広域連合納付金８７５会 ０００

円の減額は、広域連合へ納付する保険料の確定に

伴うものであります。

次に、歳入について申し上げます。１款後期高

齢者医療保険料では、特別徴収保険料で ８５７

会 ０００円を減額、普通徴収保険料では滞納繰

り越しを含めて８８６会 ０００円を追加し、調

整を図るものであります。

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専

決処分をしたので、同条第３項の規定によりこれ

を報告し、承認を求めるものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し
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上げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１７号は承認することに御異議ございま

せんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１７号は承認することに決定い

たしました。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午前１１時５５分

再開 午後 １時００分

再開いたします。〇議長（小野寺一知議員）

日程第２０ 議案第１８号 平成２２年度名寄

市一般会計補正予算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１８号 平成２２〇市長（加藤剛士君）

年度名寄市一般会計補正予算について、提案の理

由を申し上げます。

今回の補正は、市長選挙のため当初予算に計上

できなかった政策的な経費と公共施設の補修など

臨時的経費を補正しようとするものでありまして、

歳入歳出それぞれ７会１３２会 ０００円を追加

して、予算総額を１９３会 １０２会 ０００円 

にしようとするものであります。

補正の主なものを歳出から申し上げます。６款

農林業費におきましては、農林水産物処理加工施

設整備事業費 １３４会 ０００円の追加は、国 

の農山漁村活性化プロジェクト支援交付金を活用

して加工施設を整備しようとするもので、施設建

設の実施設計費などであります。

７款商工費におきまして、複合交通センター整

備事業費１会 ０５１会 ０００円の追加は、駅 

横に建設を予定している複合交通センターの用地

取得費などであります。

１２款公債費におきまして、長期債償還元金１

会 ７９０会円の追加は、大学校舎整備の際に借

り入れした満期一括債の繰上償還を行おうとする

ものであります。

次に、歳入について申し上げます。事業費の変

更に伴う特定財源の調整のほか、収支不足を財政

調整基金繰入金で調整いたしました。

１款市税におきまして、固定資産税では償却資

産の増加などにより５８３会 ０００円を、また

都市計画税では家屋の増加などにより１９２会

０００円をそれぞれ追加しようとするものであり

ます。

１９款繰入金で減債基金繰入金１会 ０００会

円の追加は、満期一括債の償還財源として取りめ

ししようとするものであります。

次に、第３表、債務負担行為補正では、給食セ

ンターの食器洗浄機購入費を追加しようとするも

のであります。

次に、第４表、地方債補正では、事業費の変更

などにより庁舎バリアフリー化推進事業ほか１３

事業を追加、変更しようとするものであります。

以上、補正の概要について申し上げました。よ

ろしく御審議くださいますようお願いを申し上げ

ます。

お諮りいたします。〇議長（小野寺一知議員）

議案第１８号については、これ以降の質疑から

採決までの議事を６月１８日に延期したいと思い

ますが、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１８号については質疑から採決
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までの議事を６月１８日に延期することに決定い

たしました。

日程第２１ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１９号 平成２２年度名寄市国民健康保険特別会

計補正予算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１９号 平成２２〇市長（加藤剛士君）

年度名寄市国民健康保険特別会計補正予算につい

て、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、直診勘定におきまして歳入歳出

それぞれ ６９４会 ０００円を追加し、総額を 

５会 ６８１会 ０００円にしようとするもので 

あります。

補正の内容について、歳出から申し上げます。

１款総務費では、その他報酬等で２７９会 ００

０円を、３款施設整備費では医療機器等の備品購

入費等で ４１４会 ０００円をそれぞれ追加し 

ようとするものであります。

次に、歳入について申し上げます。４款繰入金

では、一般会計繰入金で ４８４会 ０００円を、 

６款市債では医療機器整備事業債で ２１０会円

をそれぞれ追加して調整を図ろうとするものであ

ります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

お諮りいたします。〇議長（小野寺一知議員）

議案第１９号については、これ以降の質疑から

採決までの議事を６月１８日に延期したいと思い

ますが、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１９号については質疑から採決

までの議事を６月１８日に延期することに決定い

たしました。

日程第２２ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

２０号 平成２２年度名寄市老人保健事業特別会

計補正予算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第２０号 平成２２〇市長（加藤剛士君）

年度名寄市老人保健事業特別会計補正予算につい

て、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、平成２１年度医療諸費の確定に

伴う調整が主なものであり、歳入歳出それぞれ９

８会円を追加し、予算総額を２０８会 ０００円

にしようとするものであります。

まず、歳出について申し上げます。３款諸支出

金では、道費負担金に係る精算返還金等におきま

して９８会円を追加しようとするものであります。

次に、歳入について申し上げます。平成２１年

度交付金等精算金の確定により、１款支払基金交

付金では２８会 ０００円、２款国庫支出金では

３７会 ０００円、４款繰入金では３１会 ００ 

０円をそれぞれ追加しようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

お諮りいたします。〇議長（小野寺一知議員）

議案第２０号については、これ以降の質疑から

採決までの議事を６月１８日に延期したいと思い

ますが、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第２０号については質疑から採決

までの議事を６月１８日に延期することに決定い

たしました。

日程第２３ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

２１号 平成２２年度名寄市公設地方卸売市場特

別会計補正予算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第２１号 平成２２〇市長（加藤剛士君）

年度名寄市公設地方卸売市場特別会計補正予算に
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ついて、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、施設の玄関屋根の修繕に要する

費用について補正しようとするもので、歳入歳出

それぞれ２９会円を追加して、予算総額を ６６

５会 ０００円にしようとするものであります。

補正の内容について、歳出から申し上げます。

１款商工費の市場管理費におきまして、玄関屋根

の修繕料２９会円を追加するものであります。

次に、歳入につきましては、２款繰入金におき

まして２９会円を追加し、収支の調整を図ろうと

するものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

お諮りいたします。〇議長（小野寺一知議員）

議案第２１号については、これ以降の質疑から

採決までの議事を６月１８日に延期したいと思い

ますが、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第２１号については質疑から採決

までの議事を６月１８日に延期することに決定い

たしました。

日程第２４ 報告第〇議長（小野寺一知議員）

１号 平成２１年度名寄市一般会計予算繰越明許

費の繰越の報告について、報告第２号 平成２１

年度名寄市下水道事業特別会計予算繰越明許費の

繰越の報告について、報告第３号 平成２１年度

名寄市簡易水道事業特別会計予算繰越明許費の繰

越の報告について、以上３件を一括議題といたし

ます。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

報告第１号から報告第３〇市長（加藤剛士君）

号までの平成２１年度名寄市一般会計外２特別会

計予算の繰越明許費の繰越について、一括して御

報告申し上げます。

初めに、報告第１号 平成２１年度名寄市一般

会計予算繰越明許費の繰越の報告について申し上

げます。光ケーブル移設事業ほか３７事業は、平

成２１年第１回定例会から平成２２年第１回定例

会までに予算計上し、平成２２年第１回定例会と

専決処分により繰越明許費の設定をしていただい

たものであります。

次に、報告第２号 平成２１年度名寄市下水道

事業特別会計予算の繰越明許費の繰越については、

下水道管渠内面補修事業ほか１事業を平成２２年

第１回定例会で予算計上し、専決処分により繰越

明許費の設定をしていただいたものであります。

次に、報告第３号 平成２１年度名寄市簡易水

道事業特別会計予算の繰越明許費の繰越について

は、風連日進浄水場流量計改修事業を平成２２年

第１回定例会で予算計上し、専決処分により繰越

明許費の設定をしていただいたものであります。

一般会計及び各特別会計繰越明許費繰越計算書

は、出納閉鎖に当たり、これを翌年度に繰り越し

するためのものであり、地方自治法施行令第１４

６条第２項の規定により御報告申し上げます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、報告第１〇議長（小野寺一知議員）

号外２件について一括質疑に入ります。御発言ご

ざいませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

報告第１号外２件を終結いたします。

日程第２５ 報告第〇議長（小野寺一知議員）

４号 公害の現況に関する報告についてを議題と

いたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

報告第４号 公害の現況〇市長（加藤剛士君）

に関する報告について、名寄市公害防止条例第４

条第２項の規定に基づき御報告申し上げます。

平成２１年度につきましては、大気汚染、水質
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汚濁、騒音、振動及び悪臭の５項目を中心に、関

係機関の御理解と御協力をいただき、指導及び監

視を行ってまいりました。

まず、大気汚染では、ダイオキシン類調査を中

心に実施をしており、炭化センターにおきまして

は排出基準を大きく下回り、ほとんど検出されな

い結果となっております。また、粉じん発生源と

言われるスパイクタイヤにつきましては、２月の

装着率が ３はと前年より上回ったものの低水準

で推移をし、スタッドレスタイヤが市民生活に定

着をしているものというふうに思われます。

次に、水質汚濁では、公共用水域の環境保全に

おきまして、本市から天塩町間の天塩川及び本市

の上水道水源である名寄川の水質調査を実施して

おり、いずれも平水時における河川の環境基準を

満たした水質を維持しております。また、ゴルフ

場の農薬使用に関する問題につきましては、関係

する環境保全指導要綱に基づく水質分析調査を２

回実施をし、いずれも基準値以内の水質が保たれ

ております。

次に、騒音、振動及び悪臭では、低騒音工法に

よる工事が一般的になっており、建設作業による

騒音、振動等への苦情は減少している状況となっ

ております。

その他、地球温暖化対策といたしましては、名

寄市地球温暖化防止実行計画に基づき、名寄市公

共施設の二酸化炭素排出状況調査を実施いたしま

した。

以上、公害の現況につきまして申し上げました

が、今後とも公害対策では継続した調査、啓発等

を行い、市民の健康と生活環境の保全に向けて努

力をしてまいります。

なお、詳細の内容につきましては、さきにお届

けしております公害の現状と対策を御高覧くださ

い。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

報告第４号を終結いたします。

日程第２６ 報告第〇議長（小野寺一知議員）

５号 名寄市土地開発公社の経営状況について、

報告第６号 株式会社名寄振興公社の経営状況に

ついて、報告第７号 株式会社ふうれん望湖台振

興公社の経営状況について、報告第８号 株式会

社ふうれんの経営状況について、報告第９号 名

寄市社会福祉事業団の経営状況について、以上５

件の一括報告を行います。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

報告第５号から報告第９〇市長（加藤剛士君）

号、名寄市土地開発公社、株式会社名寄振興公社、

株式会社ふうれん望湖台振興公社、株式会社ふう

れん及び名寄市社会福祉事業団の経営状況につい

て、一括して御報告を申し上げます。

まず、報告第５号 名寄市土地開発公社の経営

状況について御報告を申し上げます。

平成２１年度の収支状況は、貸借対照表及び損

益計算書のとおり８２会 ３２３円の当期益損失

となっております。その内容は、事業収益の部で

住宅用地２件の賃貸収益から販売費及び一般管理

費の部を差し引きし、２３会３１０円の事業損失

となっております。一方、事業外収益の部では受

取利息、公社土地貸付料、償還金利息収入等から

事業外費用の短期借入金支払利息を差し引きし、

５９会 ０１３円の事業外損失となっております。

なお、当期の益損失８２会 ３２３円につきま

しては、翌年度の保有地簿価に加算をされます。

今後とも経営努力の中でできる限り借入金の縮減

を行い、金利負担の軽減に努めてまいります。

次に、報告第６号 株式会社名寄振興公社の経

営状況について御報告を申し上げます。

平成２１年度第３８期の経営内容につきまして
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は、５月２１日の株主総会で報告を受けたところ

であります。名寄ピヤシリスキー場につきまして

は、１２月１２日にオープンをし、順調な降雪に

より年内に全リフト稼働による営業ができるなど

好調なシーズンインとなりましたが、年明け以降

は強風や吹雪などによるリフト運休の影響で利用

者が大きく減少をいたしました。その結果、利用

実績はリフト輸送人員で４８会 ３９２人、前年

度の１０ ２は、リフト収入で ３９８会 ５３  

０円、前年度の１０ ５はと前年度にのべわずか

な伸びにとどまったところでございます。

なよろ温泉サンピラーにつきましては、リピー

ターの定着化や季節や催しに合わせた宴会プラン、

セットメニューなど多彩な商品を企画販売をし、

積極的な営業活動を行った結果、宿泊客は減少い

たしましたが、日帰りの入浴や宴会利用者が大幅

に増加をし、総利用者数で９会 １９１人、前年

度の１０ １は、総売上高は１会 １２６会 ４  

０３円で、前年度の１０ ２はの利用実績となっ

たところでございます。

サンピラーパークにつきましては、沢の丘ゾー

ンにひまわり、コスモスなどを植栽するとともに、

花壇、ひまわりロードの設置など、おもてなしに

努めてまいりました。また、冬期間のカーリング

場は学校授業や全国、全道のカーリング大会の会

場として利用され、特に今年度は初めて国際大会

が開催されました。利用実績は、総利用者数で１

３会 ３５４人、前年度の１０ ７はとなってお 

ります。

パークゴルフ場につきましては、なよろ温泉サ

ンピラーの宿泊とセットにしたパークゴルフパッ

クの企画など営業に努めましたが、天候不順の影

響で健康の森及び名寄公園での利用者数で延べ５

会 ５９１人、前年度の９ ３はにとどまりまし 

た。

営業の詳細につきましては、お手元の事業報告

書に記載のとおりで、それぞれの施設と連携を図

りながらコスト削減に努めたことから、売り上げ

総利益が１会 ６７０会５５１円となり、一般管

理費等を差し引きし、わずかではありますが、当

期益利益４５会 １０８円となりました。今後と

も引き続き経営の健全化を進めるよう努力を促し

てまいります。

次に、報告第７号 株式会社ふうれん望湖台振

興公社の経営状況について御報告を申し上げます。

平成２１年度第２３期の経営内容につきまして

は、５月１４日の株主総会で報告を受けたところ

でございます。平成２１年度は、工事関係者の宿

泊や入浴客の増加により、若干ではありますが、

黒字の決算となっております。昨年度の望湖台セ

ンターハウスの利用状況につきましては、施設利

用件数で１会４７３件、前年度の１２ ５は、入

浴客数で ６６０人、前年度の１２ ５は、宿泊 

客で ０９８人、前年度の１１ １は、宿泊食事 

売り上げで７１６会 ０７１円、前年度の１２ 

３は、宴会売り上げで５８３会 ８１２円、前年

度の１１ １は、レストラン売り上げで２１２会

６４４円、前年度の１１ ９はで、総売り上げ 

８２７会 ２２８円、前年の１１ ２はとなり  

ました。

営業の詳細につきましては、お手元の事業報告

書に記載のとおりですが、売り上げ総利益で ８

４０会６０９円となり、一般管理費等を差し引き

したところ４５５会 ３７８円の利益となりまし

た。その結果、前期繰越損失額４３０会 １１３

円を差し引きし、１７会１０６円の当期未処分利

益となりました。今後も望湖台の自然を生かした

企画や地元企業と連携したイベントの開催に取り

組むとともに、一層の経営の健全化を進めるよう

努力を促してまいります。

次に、報告第８号 株式会社ふうれんの経営状

況について御報告を申し上げます。

平成２１年度第６期の経営内容につきましては、

５月２１日の株主総会で報告を受けたところであ

ります。平成２１年度は、風連本町地区第１種市

街地再開発事業の施行者として事業に取り組み、
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事業全体のおおむね８割の進捗となりました。既

に地域交流センターなどの供用が開始をされてお

り、今年度は旧ＪＡの解体と保健施設、調剤薬局

を整備をし、平成２３年３月には全体完成を見込

んでいるところです。

なお、収支面では、活動を市街地再開発事業の

業務に絞ったことにより売り上げはありませんで

したが、繰り延べ資産の減価償却を行ったことか

ら、税引き前で６会 ０６８円の損失となり、税

金８会円と前期からの繰り越し損失６会 ９０１

円と合わせて２１会９６９円の損失となりました

が、事業の清算時には収支の均衡を図るように指

導をしてまいります。

営業詳細につきましては、お手元の事業報告に

記載のとおりであります。

次に、報告第９号 名寄市社会福祉事業団の経

営状況について御報告を申し上げます。

名寄市社会福祉事業団は、高い倫理観を保ちな

がら利用者の意向に基づいた介護サービスの総合

的な提供に日々努めております。平成２１年度に

おける名寄市社会福祉事業団の運営につきまして、

まず特別養護老人ホームでは質の高いサービス、

安心、安全、利用者のニーズに即した自立支援を

目標に掲げ、入所者一人一人のケアプランに基づ

いて適切なサービスを提供してまいりました。

短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介

護事業では、地域の老人福祉サービスの拠点とし

て、施設の持つ専門的機能の効果的な活用を図り、

利用者及び御家族の身体的、精神的負担の軽減に

つながるよう努めてまいりました。また、居宅介

護支援事業所につきましては、介護に関する総合

的な相談に応じ、在宅で日常生活を営むために必

要な各種保険、福祉サービスを適切に利用できる

よう、要介護者とサービス提供事業者や行政との

調整を行ってきたところであります。高齢者世話

つき住宅生活援助員派遣事業におきましては、市

営シルバーハウジングの入居者が地域の中で自立

して安全、安心な生活を過ごせるよう生活指導、

生活相談及び緊急時の対応などの支援に当たって

まいりました。

次に、平成２１年度の収支の状況について申し

上げます。一般会計と市営シルバーハウジング特

別会計を合わせて、収入総額９会 ７５９会 ６ 

６６円に対し、支出総額は８会 ５４５会 ４５ 

５円となり、収入から支出を差し引いた ２１３

会 ２１１円を翌年度に繰り越したところであり

ます。今後とも利用者のさまざまなニーズにこた

え、施設の機能と特性を生かしながら地域におけ

る高齢者福祉を担う事業に取り組んでまいります。

以上、５件を一括して御報告させていただきま

す。よろしく御審議くださいますようお願いを申

し上げます。

以上で報告第５号外〇議長（小野寺一知議員）

４件の報告を終わりますが、本日の会議終了後、

議員協議会で質疑を行いますので、お含みおきを

願います。

日程第２７ 報告第〇議長（小野寺一知議員）

１０号 名寄市国民保護計画の一部変更について

を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

報告第１０号 名寄市国〇市長（加藤剛士君）

民保護計画の一部変更について申し上げます。

今般武力攻撃事態等における国民の保護のため

の措置に関する法律の規定に基づき、平成１８年

度に策定いたしました名寄市国民保護計画につき

まして、別紙のとおり上位法令、関係法令、国と

道の計画に沿った修正に伴い、所要の修正を行い

ましたので、国民保護法第３５条第８項に基づき

議会に報告するものです。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）
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質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

報告第１０号を終結いたします。

日程第２８ 報告第〇議長（小野寺一知議員）

１１号 専決処分した事件の報告についてを議題

といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

報告第１１号 専決処分〇市長（加藤剛士君）

した事件の報告について申し上げます。

本件は、市営住宅北斗団地に入居している借家

人が家賃を平成１０年３月分から滞納しており、

本人に対して再三にわたり納付催告や呼び出しを

行ってきたにもかかわらず、これらの督促に全く

応じようとせず、納付の意思が見られないことか

ら、本人に対し住宅の明け渡し及び滞納家賃等の

支払いの訴訟を提起したものであります。

以上、地方自治法第１８０条第１項の規定によ

り専決処分したので、同条第２項の規定により御

報告を申し上げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

谷内司議員。

少しお尋ねしたいと〇２１番（谷内 司議員）

思いますけれども、昨年の今ごろだと思いますけ

れども、昨年の今ごろも１人の方を専決処分で処

分をした経過がございますけれども、そのときに

も申し上げましたけれども、きょうの新聞にも出

ておりましたけれども、名寄、風連を合わせて１

５０件ぐらいの方が、未収の人がいるよというよ

うな形で出ていました。その中で、今回はこの方

１人なのですが、あの新聞を見ていますと１００

会円以上なのですが、この中で１年間に１人ぐら

いなのですけれども、本当に１人だけの人がこれ

の該当者になるのか。こういうことをするのに金

額的にどれぐらいの金額になったら、どれぐらい

の滞納額になればこういうような強制執行という

のですか、これをするのか。その辺がちょっとわ

かりませんから教えていただきたいのと、果たし

てこの中で、あの金額の中でどれぐらいの人が終

わって、本当に払えない人、また言葉は悪いので

すけれども、ずるをしていて払わないというので

すか。そんな人たち、昨年のときにもそれをお聞

きしたときには、そういうものをしっかり調査し

て、これからその対応をしていきますという御答

弁をいただいたのですが、それを教えていただき

たいのと、もしその中で本当のお年寄りの方で、

その家を明け渡してしまったときに、出ていった

ときにどこも行くところないとか、そういう人が

多いと思うのですが、自分でそういうことをやれ

る人はいいのですけれども、そういう人たちの対

応だとか、やはり１０年、２０年の滞納整理にな

ってくるのだと思うのですけれども、その辺を詳

しく教えていただきたいと思いますが。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

最初に、けさ〇建設水道部長（野間井照之君）

の地元新聞の部分について御説明を申し上げたい

というふうに思います。

私どもの２日の日の常任委員会のときに資料を

提出したのですが、この資料の説明の仕方が少し

悪かったようで、ここには１５０件というふうに

出ていますが、この名寄地区の５７件は間違いな

いのでありますけれども、風連地区の９７件が誤

りでございまして、風連地区は２３件、その他で

１６件ありまして、合わせて９６件ということで

御確認をいただきたいというふうに思います。

それと、どの程度の方が滞納をしていらっしゃ

るかというふうにお聞きだというふうに思います

けれども、現在のところ５０会円以上の方が１１

件程度ございます。

それと、こういう案件を幾ら程度になるとこう

いうふうに訴訟をかけるかというお話と福祉の関

係でありますけれども、私ども基本的には福祉の

ほうと協議をさせていただいて、どうしても住ま

う部分がない部分については福祉のほうと協議さ

せていただいて、住まいを確保したいというふう
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に基本的には思っています。ただ、今までのこの

２件は調べたところ、生活困窮者でもないという

判断から、今回の場合も福祉の部分とは相談をさ

せていただいておりません。

それから、今年度から始まる北斗、新北斗の住

みかえ住宅事業におきましても滞納者がございま

して、基本的には滞納していると住みかえが法的

には不可能だということもございまして、今年度

からこの部分をガイドラインを作成しまして、し

っかりした建てかえ計画を進めていきたいという

ふうに思っております。あわせて、この訴訟問題

に関しても計画、ガイドラインをつくっていきた

いというふうに考えていますので、御理解をいた

だきたいというふうに思っています。

（「また不足じゃない」と呼ぶ者あり）

今の段階では、〇建設水道部長（野間井照之君）

基本的には何ぼ以上滞納した部分には訴訟という

考え方は今のところは持っていません。ことしの

ガイドラインの中で作成していきたいというふう

に思っています。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

それはわかりますけ〇２１番（谷内 司議員）

れども、先ほど申し上げましたように昨年度のと

きも私も聞いたのですけれども、そのときに１０

５件の方が１００会円以上ですか、１０５件の方

が滞納があるのだよという報告を受けたのですけ

れども、それはないようなのですけれども、今回

はそれ違うのですが、その辺はどうなっているか

ちょっとわかりませんけれども、そのときに先ほ

ども申し上げましたようにずるをしていて払わな

い人もいるし、どうしても払えない人がいると。

それは、個別的に訪問をしてそれを見きわめなけ

ればならないだろうと。ただただ未収金が多いか

らといって、いきなりそういう形にはならないだ

ろうと。それをやっていくということなのですが、

それはもう当然１年以上たっているのですから、

その辺を訪問して、この人はどうだ、この人はど

うしても払えない、福祉に関係してそのようにな

るのか、それでなくて払わないのか、その仕分け

ができたと思うのです。それも教えていただきた

いのと先ほど申し上げましたように年金生活の中

で母子家庭の人だとか、いろいろあるのだと思う

のですけれども、その中においてもし滞納があっ

たら、３カ月以上たつとこういう人だって、当然

滞納をすると出なければならぬという規則もあり

ますから、そういう人たちをまた行き場所もない

のに出すわけにもいかないのですけれども、そう

いうお年寄りたちの対応はどのようになっている

かと先ほど申し上げたのですが、その答弁がもら

えなかったので、その辺をあえてお願いしたいの

と、当然これに対しては保証人がいると思うので

すよ、絶対に。そうしたら、その保証人との話し

合いはどのようになっているの。前回もそのとき

にも申し上げたのですけれども、保証人も含めた

中で協議をして、本当に本人が払えないものであ

るならば、保証人が立てかえて払うのは当然だと

思うのですが、そのような話し合いだとか、その

辺も含めてお願いいたします。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

１つ目の払え〇建設水道部長（野間井照之君）

る、払えないの判断なのでありますけれども、当

然電話、訪問、督促状、あわせていろんなことを

私どもも催促をさせていただいていますけれども、

なかなかその判断が難しい状況もございます。た

だ、額の問題は出てきますので、その１００会円

をという今のところは考えていますけれども、今

後その辺も含めて対応させていただきたいという

ふうに思っています。

それと、保証人の問題であります。今回の場合

は保証人が一時切れていまして、この場合は特殊

でございまして一時……立ち退きを１回していた

だいているのです。その時点で保証人が切れてし

まっていたということがございまして、今回保証

人がないということもあります。全体的には、保

証人の方とも一緒に相談をさせていただいていま

す。
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以上であります。

（何事か呼ぶ者あり）

数の部分は、〇建設水道部長（野間井照之君）

先ほど申し上げたように９７件が総体であります

ので、御理解をいただきたいと思います。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

何回も聞くようです〇２１番（谷内 司議員）

けれども、保証人はわかるのですけれども、だか

ら今回だって保証人が切れていたなんて、そんな

の言いわけになりませんよ。だって、公営住宅に

入居する以上は、どういう形であろうとも保証人

の判こやら印鑑があって、それがなければだめな

ものでしょう。それがいろいろな事情があったか

ら、保証人の任期が切れていたから、その人が保

証人いなかったと、だから話し合いできなかった

と、そういうことにはならないのですよ。それは、

しっかりやってもらわなければならないのですが、

だから先ほど申し上げた３カ月間、こういう人た

ちが出てくると、未収金が出ると、当然それに未

収金で立ち退きを請求する権利が生まれてくると

思うのです。ただ、それを何十年間も置いておく

ことになるととんでもないことになるので、その

間に３年間ぐらいたつとその時期に、前にも申し

上げたことがあるのですが、そのときはこんな高

額にならないと思うのです。ですから、３年なら

３年、３カ月なら３カ月でいいのですけれども、

その時期が来たときに払ってもらう、未収金が出

たときにそこへ行くなりなんなりして話をしてそ

れなりにしていけば、そしてそのときに保証人い

るなら保証人も立ち会いの中で話し合いをしてい

けば、こんな高額にならぬうちにまだもらえる見

込みがあると思うの。それを督促を出したから、

はがきを出したから、電話をしたからと言ったっ

て、お金の払わない人間の人がはがきや何かが来

たからといって、はいと対応するとは思えません。

当然訪問なりなんなりをしていかなければだめだ

と思うのですが、その時期から、こんな高額にな

る前の対応が大事だろうと、私はそう思うのです。

ですから聞いているのです。だから、保証人との

話し合いはどのようになっているのですかと聞い

ているのですが、話し合いはしていますと言うの

ですから。だから、もう少し、５０会円も１００

会円もならないうちに、３カ月たったらなったっ

て１０会円以下ぐらいなものでしょう。その時期

からやはり協議をするなりなんなりしていかなか

ったら、それは大きくなったから、協議したけれ

ども、払わぬから強制執行で裁判所においてそう

だろうと、そんなことでないのです。そんなこと

でしっかりやってもらわなければいけないのと、

その辺をお願いしたいのと先ほど申し上げたよう

に年寄りの人、仕分けができていないのでしょう、

まだ。払えるか払えないかと。その中にでも本当

に年寄りの方で、母子家庭の人だとかひとり暮ら

しがいると思うのです。その人たちがもし未収金

になったときに、あなた払えないから出ていきな

さいと言ったって、そういう年寄りの人を追い出

すことはとっても私自身も忍びがたいことであっ

て、そのようなときには、そういったときにどの

ような対応をするのかというのをこれで３回聞い

ているのですけれども、まだ答えていただけませ

んので、お願いいたします。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

なかなかこの種の滞納〇副市長（中尾裕二君）

整理につきましては、一律に金額だけでというこ

とにもならないということも承知をしておりまし

て、それぞれ事情があって滞っているということ

でございますので、それぞれの事情を伺いながら

納めていただく、こういう交渉をしているところ

でありますが、しかし残念ながらこれまで長い期

間を私どもの手続上といいますか、取り扱いの落

ち度ということもありまして、１００会円を超え

る滞納者もいるということであります。これらに

つきましては、納めていただく意思があるかどう

かということも含めて、悪質かどうかということ

で今回はこうした処分をさせていただきました。

御指摘のとおり、数カ月滞る段階での早目の手だ
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てということがこうしたことを防ぐということは

重々肝に銘じておりますので、今後はそうしたぜ

ひ徹底をしていきたいと思っておりますし、また

住まいを失って次の住まいをという市民の問題に

つきましては、住宅の問題と切り離しまして、福

祉サイドのことで今後の市民としての生活が立ち

行くような協議もぜひ進めさせていただきたいと

考えておりますので、御理解をいただきたいと思

います。

ほかに質疑はござい〇議長（小野寺一知議員）

ませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で質疑を終結い〇議長（小野寺一知議員）

たします。

報告第１１号を終結いたします。

日程第２９ 報告第〇議長（小野寺一知議員）

１２号 専決処分した事件の報告についてを議題

といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

報告第１２号 専決処分〇市長（加藤剛士君）

した事件の報告について申し上げます。

本件は、平成２２年２月２４日午後５時５０分

ごろ、名寄市西１条南２丁目１番地の名寄市が所

有管理しております名寄市役所旧自動車整備工場

屋根からの落雪により隣接する駐車場に駐車して

いた相手方車両を破損したものです。過失割合は

本市が１００はであり、相手方車両の修理代とし

て本市が３３会 １２７円を負担することで示談

が成立し、和解をしたところであります。

以上、地方自治法第１８０条第１項の規定によ

り専決処分したので、同条第２項の規定により御

報告を申し上げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

谷内司議員。

ちょっとお尋ねしま〇２１番（谷内 司議員）

すけれども、この件について、これは屋根の雪の

落雪により車、それからその次にもありますよう

に壁を物置をおっつけたというのですが、当然こ

こに車なりを駐車するスペースがあるところであ

りますと、道路に面したところについて物置、車

庫、その他については当然雪どめをしなければな

らぬと法律上で決まっていると思うのです。道路

あたりに屋根の雪が落ちたときに人身被害が起き

ることによって、そこに落雪防止の雪どめですか。

ああいうものをしなければならないことになって

いると思うのですが、このようなことはこの施設

の中でされていないのか、されてあったのかをお

伺いしたいと思います。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

車庫の関係につき〇総務部長（佐々木雅之君）

ましては、東西に雪が落ちる仕掛けになっており

まして、駐車場はそれの北側ということでありま

したので、通常の管理としましては西側の部分の

雪だめスペースのところを排雪をしまして、雪が

直接駐車場のほうに流れていかないような対応を

とっておりました。今回は２月１３日に排雪をし

まして、雪が落ちてきても大丈夫なようにという

ことで例年の対応で処理をしておりましたけれど

も、例年よりも雪が多かったことと一気に暖気が

来たこともありまして西側に落ちて、なおかつ北

側のほうに雪が流れていきまして、駐車場スペー

スにとめてありました方の車を破損をさせてしま

いましたので、そこについては通常から雪どめは

つけておりませんでした。そこは、排雪と屋根の

雪おろしも含めて適切な管理を通常やっておった

のですけれども、今回はちょっと時期の関係もあ

りまして屋根の雪おろしが不十分だったためにこ

の種の事故が起きました。

それから、旧中央保育所とホビーセンターの関

係につきましては、東側のほうに雪が落ちまして、

直接道路には面していないのですけれども、裏側

になりますホビーセンターの利用者の方々が持っ

ていました機材庫を直撃しまして、一部はホビー
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センターにも直撃をしまして破損をさせました。

これも通常でありますと、屋根の雪おろしをした

りして対応しておったのですけれども、そういう

こともありまして雪どめはそれぞれの施設等はつ

けておりませんでしたので、通年の管理としては

適切な時期に屋根の雪おろし等はやっていたので

すけれども、今回は例年の雪の量の多さが違って

いたことと暖気が一遍に来たということも含めて

管理が十分でなかったというふうに思っておりま

すので、この辺は徹底させていただきまして、こ

のような事故の起きないような形の対応をしてま

いりたいというふうに考えております。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

それはわかるのです〇２１番（谷内 司議員）

けれども、やっぱり北海道ですから、いつ雪が降

るかわかりませんし、こんな年もあるだろうし、

もっともっと雪の多いときもあれば少ないときも

あると思うのですが、やはりそういう損害で何十

会円も支払いするのですから、そういうことが起

きてしまったらうまくないので、やはりそこに雪

が落ちないように、そういうのを雪どめというの

ですか。ああいうものをみんなつけているのです

けれども、住宅あたりでも道路に面したところに

はみんなそれぞれ雪どめをつけて、適正にたまっ

たときに雪をおろすという形をとっているのです

から、こういう公共施設の中でそういうことを対

応していても雪が多かったから、それがなってし

まったというのではなくて、初めからそういうも

のをつけて、そういうのがないように会全を期し

たほうが私はいいと思うのですが、そういうこと

をする考えはあるのかないのかお願いいたします。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

車庫の関係につき〇総務部長（佐々木雅之君）

ましては、相当老朽化しておりますので、いつま

で使っていくかという問題もあります。今谷内議

員の指摘された部分につきましては、経費の関係

も確認をさせていただきまして検討してまいりた

いというふうに考えております。

なお、旧中央保育所の関係につきましては、放

課後児童対策の施設として利活用することを考え

ておりますので、雪どめの関係につきましては、

そちらも含めて経費の関係も相談させていただき

まして検討してまいりたいと思います。

ほかに質疑はござい〇議長（小野寺一知議員）

ませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で質疑を終結い〇議長（小野寺一知議員）

たします。

報告第１２号を終結いたします。

日程第３０ 報告第〇議長（小野寺一知議員）

１３号 専決処分した事件の報告についてを議題

といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

報告第１３号 専決処分〇市長（加藤剛士君）

した事件の報告について申し上げます。

本件は、本年２月２７日から２８日の間に名寄

市西２条南２丁目１３番地１の名寄市が所有管理

しております旧中央保育所東側屋根からの落雪に

より相手方所有のプレハブ物置の壁及び棚等を破

損し、損害を与えたものであります。過失割合は

本市が１００はであり、修繕代等として本市が２

６会 ４８０円を負担することで示談が成立し、

和解したところであります。

以上、地方自治法第１８０条第１項の規定によ

り専決処分をしたので、同条第２項の規定により

御報告を申し上げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

報告第１３号を終結いたします。

日程第３１ 諮問第〇議長（小野寺一知議員）

１号 人権擁護委員の候補者推薦につき意見を求
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めることについてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

諮問第１号 人権擁護委〇市長（加藤剛士君）

員の候補者推薦につき意見を求めることについて、

提案の理由を申し上げます。

人権擁護委員法の規定により、本市には８名の

人権擁護委員が法務大臣の委嘱を受け、活動を行

っておりますが、平成２２年９月３０日をもって

山崎博信委員及び佐藤源嗣委員が任期満了となっ

ております。

本件は、人権擁護委員の候補者として再度佐藤

委員を推薦し、また新たに村上勝浩氏を推薦いた

したく、人権擁護委員法第６条第３項の規定によ

り議会の意見を求めるものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

お諮りいたします。〇議長（小野寺一知議員）

本件については、市長が推薦する者について適

任と認めることに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、本件は適任と認めることに決定いたし

ました。

日程第３２ 請願を〇議長（小野寺一知議員）

議題といたします。

本日までに受理した請願は、お手元に配付の請

願文書表のとおり所管の経済委員会に付託いたし

ましたので、御報告を申し上げます。

お諮りいたします。〇議長（小野寺一知議員）

議事の都合により、６月５日から６月１４日ま

での１０日間を休会といたしたいと思いますが、

御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、６月５日から６月１４日までの１０日

間を休会とすることに決定いたしました。

以上で本日の日程は〇議長（小野寺一知議員）

すべて終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

御苦労さまでした。

散会 午後 １時５０分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 小野寺 一 知

署名議員 岩 木 正 文

署名議員 木戸口 真
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開議 平成２２年６月１５日（火曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 代表質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 代表質問

１．出席議員（２４名）

議 長 ２６番 小 野 寺 一 知 議員

副議長 １９番 熊 谷 吉 正 議員

１番 上 松 直 美 議員

２番 佐 藤 靖 議員

３番 植 松 正 一 議員

４番 竹 中 憲 之 議員

５番 川 村 幸 栄 議員

６番 大 石 健 二 議員

７番 佐 々 木 寿 議員

８番 持 田 健 議員

９番 岩 木 正 文 議員

１０番 駒 津 喜 一 議員

１１番 佐 藤 勝 議員

１２番 日 根 野 正 敏 議員

１３番 木 戸 口 真 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 山 口 祐 司 議員

１７番 田 中 好 望 議員

１８番 黒 井 徹 議員

２１番 谷 内 司 議員

２２番 田 中 之 繁 議員

２３番 東 千 春 議員

２４番 宗 片 浩 子 議員

２５番 中 野 秀 敏 議員

１．欠席議員（２名）

１４番 渡 辺 正 尚 議員

２０番 川 村 正 彦 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 田 中 澄 昭

書 記 佐 藤 葉 子

書 記 三 澤 久 美 子

書 記 高 久 晴 三

書 記 熊 谷 あ け み

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 中 尾 裕 二 君

副 市 長 久 保 和 幸 君

教 育 長 藤 原 忠 君

総 務 部 長 佐 々 木 雅 之 君

市 民 部 長 吉 原 保 則 君

健康福祉部長 三 谷 正 治 君

経 済 部 長 茂 木 保 均 君

建設水道部長 野 間 井 照 之 君

教 育 部 長 鈴 木 邦 輝 君

市立総合病院
香 川 譲 君

事 務 部 長

市 立 大 学
三 澤 吉 己 君

事 務 局 長

上下水道室長 扇 谷 茂 幸 君

会 計 室 長 竹 澤 隆 行 君

監 査 委 員 手 間 本 剛 君

平成２２年６月１５日（火曜日）第２回６月定例会・第２号



－44－

休会前に引き続き本〇議長（小野寺一知議員）

日の会議を開きます。

日程第１ 会議録署〇議長（小野寺一知議員）

名議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８０条の規定

により、

１番 上 松 直 美 議員

２番 佐 藤 靖 議員

を指名いたします。

日程第２ これより〇議長（小野寺一知議員）

代表質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

選挙公約について外６件を、駒津喜一議員。

おはようございます。〇１０番（駒津喜一議員）

ただいま議長より御指名をいただきましたので、

通告どおり市政クラブを代表いたしまして質問を

させていただきます。

質問の前に、厳しい選挙戦を戦い抜いて新市長

として就任されました加藤剛士市長に就任のお祝

いを申し上げるとともに、北海道で一番若い市長

誕生ということで同世代の若い年齢層が選挙に、

政治に参加あるいは注目されたということは、そ

うした年代の方々がこれからの新しいまちづくり

にも関心を持って参加していただくはずみをつけ

たと思います。そうした意味を含めて、これから

の行財政運営に情熱を持って積極的に取り組まれ

ますよう御期待申し上げ、質問に入らせていただ

きます。

最初に、新市長による任期中を見据えた選挙公

約の６項目について質問いたします。民間会社名

寄市的発想での行政運営について。限られた財源

状況が進む中で、財源確保あるいは市民との協働

によるまちづくりは、健全な財政運営と調和のと

れたまちづくりを目指し、行財政改革や民間活力

の導入を推進するために民間会社名寄市的発想で

取り組むと述べられていましたが、現実的にはど

のように進めていくのかお伺いいたします。

次に、基幹産業の農業の推進についてでござい

ます。基幹産業でもある農業に対する支援策とし

て、稲作、畑作、酪農、畜産等、バランスよく営

農している地域の利点を生かし、地域ブランドの

育成をどのようにお進めになっていくのかお伺い

いたします。

次に、名寄市立食肉センターについてですが、

建設以来４６年経過した食肉センターは開設以来

地域の雇用、さらに地域経済に大変貢献してきた

施設です。今回の食肉センター及び加工施設の建

設計画により生産面の向上、さらに雇用の面でも

大変期待できる計画と思いますが、本計画により

今後予想される地域への効果をお伺いいたします。

次に、名寄市総合病院のさらなる充実について。

医療スタッフの確保について、特に看護師の確保

は平成１８年から平成２２年までの看護職員需要

見通し計画が進められていましたが、病院、病床

の増加、医療安全の確保など、さまざまな要因に

より看護職の需要は増加し、需要と供給のバラン

スが崩れて看護職不足の傾向と思われますが、こ

うした看護職不足をどのように対応されるのかお

伺いいたします。

次に、駐車場の設備について、精神科病棟の老

築化、ドクターヘリポートの設置等、病院周辺環

境整備が急務になっております。特に病院前の外

来駐車場では満車状態が続き、市内だけではなく

遠方から来られる人にはあいている駐車スペース

を探すだけで貴重な時間を費やす状況がここ数年

続いております。昨年計画された外来用立体駐車

場の設置について、改めて今現在どのように進め

られているのかお伺いいたします。

次に、名寄市の財産を生かしたまちづくりにつ

いてでございます。大学院の設置と児童学科４年

制大化は、学生数と教員数の増加に伴う施設の増

設など財政面でも課題の多い取り組みですが、全

国的に４年制大学の大学院設置並びに保育系の４

大化が進んでいる傾向の中で今後どのように取り

平成２２年６月１５日（火曜日）第２回６月定例会・第２号
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組んでいくのかお伺いいたします。

次に、昨年度においてサンピラーパーク屋内カ

ーリング場では数多くの大会が開催され、新たな

交流人口拡大に役立ち、さらに道の駅では来客数

では全国でも上位に位置するなど、こうした市内

の特徴ある施設を活用した交流人口の拡大を今後

もどのように進めていくのかお伺いいたします。

次に、名寄市にとって自衛隊名寄駐屯地は周辺

整備事業を初め、災害など地域の安全、安心のた

めにも、さらに市民文化生活の面でも重要な存在

となっております。道内各市町村においても存在

と現体制維持のためにいろいろと活動を行ってお

ります。ここにおいて、以前の北方の脅威が減少

する傾向では北海道の自衛隊削減及び縮小が予想

されますが、現状の体制を維持していくために今

後さらに自衛隊名寄駐屯地増強促進期成会を通じ

て北海道自衛隊駐屯地連絡協議会との連携を強め、

自衛隊の堅持を地域の理解を深めていく必要性も

感じますが、御見解をお伺いいたします。

次に、市民福祉の推進に関連して子育て支援に

ついて。子供は、親にとっても地域にとっても夢

と希望でございます。近年少子化が進む傾向で、

名寄市の出生は平成２１年度で２４９人、前年度

より３０人も減少しております。少子化が深刻に

進む中で、少子化対策として安心して産んで育て

ていく環境づくりが必要と思われますが、これか

らの計画についてお伺いいたします。

次に、高齢者の福祉に関連いたしまして、介護

施設の整備について高齢化社会が進む中で施設に

頼る人も多くなっておりますが、公設、民間とも

これから予定される各施設の概要とその効果につ

いてお伺いいたします。

次に、市民の健康増進について。住みよいまち

づくりを協働で進めていくためには、市民が健康

であることが必要条件ですが、年齢を問わず、市

民の健康増進のためにこれからどのようにお進め

になっていくのかお伺いいたします。

以上、公約として述べられた６項目についてお

聞きしまして、次以降からは平成２２年度の行財

政運営について中心に質問をさせていただきます。

最初に、今後の財政運営についてお聞きいたし

ます。平成２２年６月１日、２２年度地方財政計

画では地方交付税が１兆円の増となりましたが、

国の財政状況を見ますと、この状況が今後どのよ

うに展開するかは極めて不透明です。このような

状況の中で、名寄市において今後どのような点を

留意しながら財政運営を行おうとお考えかお伺い

いたします。

次に、合併による特例債、特例基金についてで

す。名寄市は、平成１８年に合併により新市とし

て誕生いたしましたが、これにより合併特例債や

合併特例基金などの優遇策を受けております。こ

れらの活用についてどのようなお考えをお持ちな

のかお伺いいたします。

また、算定がえなど優遇対策が終了する将来を

見据えて、財政的にどのような長期展望が必要な

のかもあわせてお知らせいただきたいと思います。

次に、これからの事業展開について。景気の低

迷に伴い、国の景気対策予算が組まれ、地方では

建築事業を初めとして一定の効果があり、雇用の

維持にもつながったものと考えられます。当市で

は、道路などのインフラ整備、上下水道のほうの

更新や文化ホール等の新規事業、また学校の耐震

化など多くの期待と要望がありますが、建設の予

算のあり方についてどのような考えで臨もうとさ

れているのかお伺いいたします。

次に、健康で安心できる福祉行政について、名

寄市地域福祉計画についてお伺いします。すべて

の市民が生活の拠点である住みなれた地域で安心

した暮らしができるよう、地域福祉関連施策の推

進と仕組みづくりを通して市民の主体的な参加に

よる事業者、行政の協働によるあらゆる分野で市

民参加ができるこの地域福祉計画について、今年

度から準備段階に入りますが、今後のスケジュー

ルと策定にかかわる委員会の構成についてどのよ

うに進めていかれるのか、さらに関係機関との連
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携についてもあわせてお知らせください。

次に、市立総合病院改革プランについてお聞き

いたします。地域センター病院としてその役割を

担い、地域の医療を支えている総合病院ですが、

医師確保並びに平成１５年から続いている経常利

益の赤字などにより経営の健全化を目的に平成２

１年度から始まった名寄市立総合病院改革プラン

が進められていますが、前段に周辺整備について

はお聞きしましたので、ここでは経営上のプラン

の進行状況と今後の対応策についてお伺いいたし

たいと思います。

次に、経済の活性化によるまちづくりについて。

農業者の高齢化に伴い、後継者の問題解消が急務

となっていますが、担い手の育成を含めたこれら

の対策についてお伺いいたします。

次に、農商連携事業の推進について。地域の特

産物を活用して商業経済との連携により新しい産

業を創出するこの事業は、これからの農業経営の

改善と商業活性化に大きな期待を持てる事業です

が、従来からの事業を含めて今後どのように進め

ていかれるのかお伺いいたします。

次に、商工業への支援として中小企業振興条例

の改正による効果について。今年度中小企業振興

条例の大幅な改正は、融資条件の緩和を初め、各

種助成金の適用条件の緩和と中小零細企業にとっ

てはこれらの事業展開に希望の持てる内容となり

ましたが、この改正による経済効果をどのように

とらえていらっしゃるのかお伺いいたします。

次に、地産地消に始まる市内循環経済の推進に

ついて。市内で生産されるものあるいは製造販売

されるものを市内で消費することは、大きな意味

では内需拡大政策で地域経済にとっては大変重要

なことです。最初はわずかな収入でも地域の意識

が高まれば、後に大きな自主財源の確保にもなり

ますし、地域の活性化にも進展してきます。そう

した意味でも地元のものは地元で消費する意識の

仕組みづくりが必要と思いますが、お考えをお伺

いいたします。

次に、魅力あるまちづくりでにぎわいの創出と、

そして最初の小項目、名寄駅横の開発と文化ホー

ルの進捗状況についてお伺いします。駅横の複合

交通センター整備事業については、先般議員協議

会において説明がされたわけですが、併設する他

の施設設備については民間と団体で計画が今後進

められていくことと認識しております。今現在で

計画の進展があればお知らせいただきたいと思い

ます。

また、市内の公共施設の建設計画としてあわせ

てお聞きしますが、市民会館の建てかえに伴う文

化ホールの建設は市民懇談会を経てから今後どの

ように計画が進められていくのか、計画の進捗状

況をお知らせいただきたいと思います。

次の小項目として、４月１６日にオープンした

名寄市立天文台きたすばるは、長い間市民の有志

及び支援団体から要望された待望の施設だと認識

しております。天文台の建設により教育関係だけ

でなく観光、さらにまちづくりにも発展できる要

素を持っていますが、この天文台きたすばるに寄

せる期待と思いをこの小項目だけ市長にお伺いい

たしたいと思います。

次に、教育行政次行方次では５月５日現在で

５００人の入場者となっておりますが、６月８日

の報道紙によると１３日に帰還した小惑星探査機

「はやぶさ」による探査軌跡のＣＧ映像をきたす

ばるだけで上映したことで話題を呼んでいること

から、この期間だけでも多くの人が訪れていると

思います。その期間の入場者数から今後の予想が

できると思いますが、これから予定されている駐

車場の規模で対応できるのかお伺いいたしたいと

思います。

次に、きたすばるの名誉台長をお願いした山田

義弘氏は天文学に限らず、多方面で活躍されてい

る多忙な方ですが、天文台きたすばるに関して建

設以前から運営面でも御指導いただき、今後も引

き続き御指導いただきたい方です。名寄市として

は、初めての名誉台長としての地位でありますが、
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待遇はどのようになっているのかお伺いをしたい

と思います。

次の中項目として、名寄市立大学についてお伺

いいたします。学年完成年次の昨年度末において

退職者並びに転出、転入者の状況と本年度の状況

をお伺いし、これからの教員確保対策をお伺いし

たいと思います。

次に、大学図書館について。大学図書館の建設

は、従来から検討されている課題ですが、他地方

の図書館の電子化により学習支援だけではなく情

報発信の場として活用できる機能も必要となって

おります。さらに、地域のシンクタンクとしてこ

れからの地域との連携事業においても情報発信の

場として期待が持てる図書館整備についてお伺い

をいたします。

次に、教育環境の改善計画についてお伺いいた

します。これからの時代を担う子供たちの良好な

教育環境を目指して環境整備が必要でございます。

今年度も東小学校、風連中学校等々、市内小中学

校の環境整備も進んでおりますが、今後の改善計

画と名寄市立小中学校適正配置基本方次との整合

性についてお伺いいたします。

最後の質問になりますが、新学習指導要領につ

いてお聞きいたします。平成２２年度教育行政次

行方次で示されました小中新学習指導要領の対応

策について、特に道徳教育の取り組みについてお

考えをお伺いいたしまして、この場での質問を終

わらせていただきます。

加藤市長。〇議長（小野寺一知議員）

皆さん、おはようござい〇市長（加藤剛士君）

ます。質問の答弁の前に、昨日ワールドカップに

おいて日本が無事勝利をしたと。そして、「はや

ぶさ」のことでありますとか、非常に明るいニュ

ースが飛び込んできている中で、日本人のある意

味での底力というものを感じる明るいニュースだ

ったのかなというふうに思います。我々もこの地

域において明るい元気なニュースを市民に発信で

きるように皆様方の御指導をこれからお願いした

いというふうに思います。何分私も初めての経験

でありますので、どうぞ皆さんの御指導をよろし

くお願いしたいというふうに思います。

それでは、今ほどは駒津議員から大きな項目で

７つの質問をいただきました。大きな項目の１番

から６番まで私のほうからの答弁となります。な

お、大きな項目５のうちの小項目２の新天文台の

入場者の現状と以下の部分と大きな項目７につい

ては教育長からの答弁となりますので、御了承い

ただきたいというふうに思います。

それでは最初に、大項目１点目の選挙公約の民

間会社名寄市的発想での行政運営についてお答え

をいたします。国が人口減少社会を迎え、地方に

おいて少子高齢化と過疎化が進む中で国の三位一

体改革等による国庫補助金の見直し、地方交付税

の削減は地方自治体の財政基盤を根底から揺るが

しており、景気の後退や雇用情勢の悪化、個人消

費の落ち込みなど社会経済情勢は先行きが依然不

透明であり、地域経済は厳しい状況であります。

こうした中、名寄市には新天文台きたすばるや道

立サンピラー公園内のカーリング場、ピヤシリシ

ャンツェ、道の駅など地域の特殊性を生かした資

源があり、この資源を生かし、国内交流や国際交

流を通じて積極的に売り込んでまいりたいという

ふうに考えております。また、市民が主役のまち

づくりを進めていくために市民の意思を市政に反

映させるための情報発信や民間が持っている知識、

ノウハウ、これらを生かし、また民間でできると

ころは民間活力を生かし、コスト意識の徹底を図

って市民の皆さんに満足していただけるようなま

ちづくりを進めてまいりたいと考えております。

次に、基幹産業の農業の推進についてお答えを

いたします。初めに、農業の振興でございますが、

基幹産業である農業の推進については１次産業が

地場産業の足腰であるというふうな観点に立って

稲作、畑作、酪農、畜産を初めとする農業、農村

の持続的な発展、担い手の育成、産地づくりや食

育の推進など関係団体と協力をしながら取り組む
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とともに、都市と農村の交流や地産地消による多

様な農業経営の育成、地域ブランドづくりなど農

業・農村振興計画の推進に努め、農家経済安定の

ため農業の振興を図ってまいります。

次に、名寄市立食肉センターについてお答えを

いたします。名寄市立食肉センターは、昭和４１

年に市が公設のと畜場として開設をし、平成５年

にニチロ畜産株式会社が加工施設を新設して現在

に至っていますが、両施設ともに老朽化が進み、

一体的な整備計画が必要となっております。現在

の計画では、加工施設については平成２２年度実

施設計、平成２３年度新設の工事と。食肉センタ

ーについては、現在の加工施設を食肉センターに

改築することとし、平成２３年度実施設計、平成

２４年度改築工事の予定でございます。既存施設

の有効活用により事業費の低減を図っていくとと

もに、畜産の振興や雇用の創出、定住人口の確保

等、地域経済の活性化を図ってまいれるというふ

うに思っています。本市といたしましては、雇用

の拡大並びに道北の食肉生産基地として畜産の振

興など地域経済の活性化を推進していくために年

次計画を持って整備してまいりたいというふうに

思っています。

次に、名寄市立総合病院のさらなる充実につい

てお答えをいたします。平成１８年度に行われま

した診療報酬の改定では、入院基本料に新たな基

準が設けられ、病棟の看護師の配置に手厚い看護

体制をとる医療機関には従来よりも高い診療報酬

が支払われる制度が定められたところでございま

す。これらの診療報酬に係る改定は、病院運営に

直結をすることから新制度への移行を目指す都市

部の大きな病院が中心となり、看護師の争奪戦が

展開をされ、その結果地方の病院では看護師不足

が顕著となっているところであります。御質問の

とおり、当院でも１０対１の配置基準は辛うじて

維持をしておりますが、夜勤のできる看護師に人

的余裕がない状況でございます。看護師の確保対

策として、今定例会において一部を改正させてい

ただきました看護師等学資金の貸与条例の運用、

地元大学や各看護養成機関への協力依頼、定時及

び年齢要件を緩和しての随時募集による採用を行

うほか、市内における潜在看護師の状況把握も必

要であるというふうに認識をしております。看護

師不足による影響は、患者への看護サービスの低

下に直結し、さらには医療事故や労働過多による

離職等も危惧されることから最重要課題ととらえ

て的確に対処してまいります。

次に、市立病院の駐車場については、現在敷地

内に約２００台の駐車スペースを確保しておりま

すが、患者、関係業者、お見舞いの方々の利用に

より駐車スペースが不足しており、これまで病院

周辺の用地を取得して、その都度対応をしてまい

りました。しかし、これ以上病院周辺に用地を確

保することが困難であるため、財源問題も含めた

立体駐車場など具体的な検討を行わなければなり

ません。路上駐車などにより市民の皆様や地域町

内会の皆様にも御迷惑をおかけしており、また保

育所が近くにあり、交通安全対策上も課題がある

というふうに認識をしております。今後総合計画

のローリングで協議をする中で、しっかりとした

計画の方向性をお示しできるものと考えておりま

す。

次に、名寄市の財産を生かしたまちづくりの大

学についてお答えをいたします。平成１８年４月

に短期大学の主要部分を母体に４年制の名寄市立

大学を開学いたしましたが、児童専攻は児童学科

と名称を変更し、引き続き市立名寄短期大学にと

どまることとなり、平成２０年４月から名寄市立

大学短期大学部に名称を変更し、運営を行ってき

ているところであります。当時は、児童学科が４

大化しなかった背景には、短期大学のままでも学

生募集と就職に大きな問題がないという事情とと

もに、市の財政状況が全学科の４大化を許さなか

ったという事情があったことによるものでありま

す。近年１８歳人口と短期大学志願者の減少とい

う我が国全体を覆う状況は保育系短期大学でも例
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外ではなく、本学児童学科をめぐる応募状況及び

受験倍率は年を経るにつれて低下をしてきている

ところであります。加えて、子供をめぐる社会状

況の変化などにより、全国的にはここ数年保育系

の短期大学の４年制移行が急増している傾向にご

ざいます。

こうした中で、大学における将来計画検討委員

会、この構想案では児童学科の４大化に当たって

は現在の保健、医療、福祉の連携という保健福祉

学部の基本方次や基本目標にどのように関連を持

たせ位置づけをするのか、また現行の保育士、幼

稚園教諭の資格のほかに新たにどのような資格を

付与していくのか、さらには学生数と教員数の増

加に伴う施設の整備はどのように進めていくのか

など課題は多岐にわたっていることから、学内で

早急に検討を進める必要があるとしております。

一方、大学院の設置についても全国的に見ても

４年制大学において大学院を併設していない大学

は今や少数になってきており、高度専門的職業人

の養成や本学教員の安定的な確保のためにも必要

なことであるというふうに思われますが、研究指

導員の確保や研究室の増設など課題の検討が必要

となっています。いずれにしましても、これらの

取り組みを進めるに当たっては、学内の議論と将

来の大学の発展を見据えて財政問題を含め諸課題

の分析やメリット、デメリットを十分に検討しな

がら進めてまいりたいというふうに思います。

次に、交流人口の拡大についてお答えをいたし

ます。豊かな自然と歴史や文化、さらには地域特

性を生かした施設など名寄市には多くの財産がご

ざいます。道立サンピラーパークにつきましては、

北海道の広域公園として平成２０年に全面オープ

ンいたしました。ひまわり、コスモス、シバザク

ラなどを植栽するとともに、大学生、高校生、パ

ークサポートクラブなど地域住民の協力で花壇、

ひまわりロードの整備がなされているところであ

ります。屋内カーリング場では、地域の大会を初

め全道、全国大会の会場として利用され、昨年度

初めての国際大会となるパシフィックジュニアカ

ーリング選手権が開催をされました。また、道の

駅なよろでは名寄市の南の玄関口として平成２０

年４月２０日にオープンをいたしましたが、初年

度目の来客数は２６度 ９００人、２１年度は４

０度 ７６９人と大きく実０を伸ばしました。ト

イレのほかレストランや特産品販売、野菜の直売、

ＦＭ放送のサテライト局も設置され、名寄の観光

情報なども提供しております。今後もこうした名

寄市の施設活用について情報発信に努め、夏冬問

わず交流人口の拡大に向けて取り組んでまいりた

いと考えております。

次に、自衛隊名寄駐屯地についてお答えをいた

します。陸上自衛隊名寄駐屯地は、昭和２７年に

開設をされて以来、地域の災害救助活動や雪像づ

くり、派遣活動、周辺整備事業など名寄市におけ

るまちづくりに多大なる貢献をいただいておりま

して、地域に溶け込んで市民生活としても深くか

かわっているところでございます。しかしながら、

参議院外交防衛委員会では中国の艦船の動向など

から日本最西端に位置する沖縄県与那国島への陸

上自衛隊配置について前向きに検討するとしてい

るところであります。本格的な展開が進めば、北

方重視から南方重視への転換が予想され、政府が

策定する新たな防衛計画の大綱にも反映されるも

のと想定をされます。北海道において定数削減や

駐屯地の縮小は、地域社会や地域経済に与える影

響は甚大であり、本市にとっても死活問題となる

ことから今後も関係機関、団体、期成会などと連

携をして駐屯地の現体制の維持に向け、国に強く

要望をしてまいります。

次に、市民福祉の充実と推進についてお答えを

いたします。私は、少子高齢化が進む中で地域に

住む人々が連携を深め、互いに助け合い、一人一

人が大切にされ、安心して住むことができる名寄

市を目指すことが市民福祉の充実につながってい

くというふうに考えております。子育て支援につ

いては、次世代育成支援後期行動計画に基づき、
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学校や保育所を含めた行政、家庭、地域町内会や

企業が次世代を担う子供や子育て家庭を地域全体

で支援していくための取り組みに努めてまいりま

す。

次に、介護施設の整備予定と設置後の法解釈に

ついて御説明を申し上げます。介護保険事業計画

は、３年ごとに見直され、現在は平成２１年度か

ら２３年度までの間の第４期計画で取り組んでお

ります。第４期計画策定時には、市内の事業所か

らの具体的な施設設置の計画がなかったため、本

計画には２５人の登録制で設置する小規模多機能

施設のみの計画となっております。しかしながら、

国の経済危機対策の一環として介護基盤緊急整備

特別対策事業が施行されたことで平成２３年度開

設に向けた民間活力による施設整備の動きが具体

化しております。本事業は、通常の補助よりも有

利であること、また入所者数を制限する参酌基準

が適用されないこともあって事業に取り組みやす

いことが原因というふうに思われます。現在この

事業を利用して２９床の小規模ケアハウス、２９

床の小規模老人保健施設の２施設が計画をされて

おります。また、この事業とは別に３０床の介護

つき有料老人ホームと高齢者向け住宅である３０

床の住宅型有料老人ホーム、この建設の話も聞い

ているところであります。これらの施設が設置さ

れますと、特別養護老人ホームへの入所待機者が

緩和されることになると思いますが、第５期計画

の保険料への影響が懸念されますので、介護保険

事業計画の諮問機関であります名寄市保健医療福

祉推進協議会の意見を取り入れ、方向づけをした

いというふうに考えております。

健康増進については、市民一人一人が生涯を通

じて心身ともに健やかに住みなれた地域で生活を

できるよう健康づくり、保健予防活動、介護予防

活動を推進をしてまいります。健康づくり、保健

予防活動では、安心して子供を産み育てられる子

育て環境づくりや急速にふえている生活習慣病の

予防を重点課題として推進をしてまいります。ま

た、介護予防活動では、高齢者が介護を要する状

態になることを予防するとともに、介護を要する

状態になった場合でも可能な限り地域において活

動的で生きがいのある生活を送ることができるよ

うに市民参加の体制づくりを初め、市民がともに

支え合い、健康で安心して生活のできる優しいま

ちづくりを進めてまいります。

続きまして、大項目２点目の行財政運営につい

てお答えをいたします。平成２２年度の地方財政

対策は、地域主権の確立に向けた制度改革に取り

組むとともに、地域に必要なサービスを確実に提

供できるように必要な財源が確保されたところで

あります。地方財政計画の規模は、前年度あ ５

％減の８２兆 ２６８％円でありましたが、地方

交付税については１兆円増の１６兆 ９３５％円

となり、臨時財政対策債を含めた実質的な地方交

付税は２４兆 ００４％円となり、地方の厳しい

財政事情に一定の配慮がなされたものであります。

しかしながら、国の平成２２年度の予算は国債発

行額が税収を上回るなど極めて深刻であり、地方

交付税の伸びは今後は見込めないものと考えてお

ります。

このような状況下における名寄市の財政運営の

基本的な考え方についてでありますが、１点目は

スピード感を持って行財政改革に取り組んでまい

ります。組織機構のスリム化、使用料の見直しな

ど受益者負担の適正化、事務事業の見直しなど聖

域を設けないで行財政改革に取り組み、財源の確

保を図ってまいります。

２点目は、市民と行政との協働で行財政運営を

行います。福祉、教育、産業振興、基盤整備、公

共施設の管理など、すべての分野を公共サービス

として行政が担うことは、財源が限られている中

では困難であります。公園、コミュニティー施設

など地域に身近な公共施設の管理については、行

政が担う部分と地域の皆さんが担う部分とを役割

分担をさせていただき、またその他の施設につい

ても指定管理者制度の拡大など民間活力の導入を
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さらに進め、公共施設の効率的な維持管理に努め

てまいります。

３点目は、事業の厳選と経常経費の削減などを

より一層努めてまいりたいと思います。総合計画

の前期計画では、市債の発行額を地方交付税で１

００％措置される臨時財政対策債を除いて単年度

１２％円、５年で６０％円を目安に財政運営をし

てきております。今後も事業の実施に優先順位を

つけ厳選していくとともに、旅費、需用費、委託

料、これらの経常経費の削減に努めてまいります。

続きまして、平成１８年３月２７日に旧風連町

と旧名寄市が合併し５年を迎えております。議員

の御指摘のとおり、合併には多くの経費がかさむ

ことから普通交付税の合併算定がえ、臨時的経費

に対する普通交付税及び特別交付税の措置、合併

特例債の発行、合併特例基金の造成、合併補助金

の交付、これらの合併による優遇措置がございま

す。

お尋ねの合併特例債及び合併特例基金の活用に

ついてでございますが、合併特例債については合

併後のまちづくりの貴重な財源として平成１８年

度から平成２２年度までの５年間で３ ８％円を

活用する見込みです。今後も各種施策の推進に有

効に活用してまいりますが、特例債といっても借

金であることに変わりはないので、事業を厳選し

ながら慎重な発行に努めてまいります。

続きまして、合併特例基金についてであります

けれども、平成１８年度及び１９年度に合併特例

債を充当して１２％ １６０度円を積み立ててお

ります。この基金は、元金償還の範囲内で合併後

のまちづくりに必要な事業の財源として取り崩す

ことが可能となっておりますけれども、当面は総

合計画後期計画で予想される大型事業などの財源

として留保したいと考えております。

次に、普通交付税の合併算定がえの終了など優

遇措置が終了した後の財政運営の考え方について

申し上げます。普通交付税は、平成２７年度まで

の合併後の１０年間は旧風連町、旧名寄市として

算定した額の合計と新名寄市として算定した額の

合計をあべて多いほうの額が交付される仕組みに

なっております。その後、１１年目に当たる平成

２８年度から平成３２年度までの５年間で低減さ

れ、算定がえが終了する平成３３年度からは新名

寄市として算定する一本算定のみとなり、現在の

算定額をベースに想定をすると、およそ４％円の

普通交付税が減少することとなります。平成２０

年度から行財政改革推進実施本部を立ち上げ、組

織のスリム化、使用料、手数料及び負担金、補助

金の見直しなど歳入歳出の両面から行財政改革に

取り組んでいるところでございます。より一層ス

ピード感を持って行財政改革に取り組むことで健

全な財政運営を進めてまいりたいと考えておりま

す。

続きまして、これからの事業展開についてでご

ざいますけれども、議員御指摘のとおり平成２０

年度から２１年度にかけて国の景気対策による大

型の補正予算が３回組まれ、地方自治体に対して

各種の臨時交付金が交付されました。名寄市にお

いても老朽化した公共施設の改修、道路、河川の

補修など３回の合計でおよそ１０％円の事業を実

施をし、地域経済や雇用の安定に大きな役割を果

たしたものと考えております。

お尋ねの普通建設事業費の今後の見通しについ

てでありますが、合併後の平成１８年度からの事

業費の推移では平成１８年度は２ ５％円、平成

１９年度は１ ３％円、平成２０年度は２ ７％ 

円、平成２１年度は見込みですけれども、４０％

円、平成２２年度は６月補正後で１ ６％円とな

っております。今後の年度別の事業費は、総合計

画広域計画の策定の際に議論されることとなりま

すけれども、文化ホールの建設など大型事業も想

定されることから平均で２０％円程度は確保でき

るものと考えております。限られた財源の中で事

業を厳選し、有利債と言われる過疎債や合併特例

債、これらを活用しながら一定の事業量を確保し、

地域経済や雇用の安定に努めてまいりたいと考え
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ております。

続きまして、大項目３点目の健康で安心できる

福祉行政についてお答えをいたします。まず、地

域福祉の推進につきましてお答え申し上げます。

地域を取り巻く環境は、少子高齢化と核家族化が

進行する社会にあり、平成１２年度において社会

福祉事業法が社会福祉法に改正をされ、利用者の

立場に立った社会福祉制度の構築、サービスの質

の向上、社会福祉事業の充実、活性化などの地域

福祉の推進が法の柱として定められました。

地域福祉計画は、新名寄市総合計画を上位計画

とした地域福祉分野の施策を具体化する計画であ

り、本市の地域福祉を推進する基本計画としての

性格を持ち、社会福祉法第１０７条に規定する市

町村地域福祉計画として位置づけられております。

現在の高齢者福祉計画などの個別計画は、高齢者、

障害者などといった対象ごとの福祉施策をそれぞ

れの計画の領域としているのに対し、地域福祉計

画はこれらの計画に基づく施策を地域において総

合的に推進する上での理念と地域の福祉を高める

ための内容となったところでございます。計画の

策定に当たりましては、これらの個別計画と整合

性を図りながら取り組んでまいります。この計画

により地域内で福祉サービスを利用したいと思っ

ている人に町内の皆さんが日ごろより声かけを通

し、支え合う認識を持ちながら接することで福祉

の輪が広げられ、社会の一員として生活を営むこ

とができる環境づくりが重要であると考えており

ます。

さて、１点目の御質問の地域福祉計画の策定時

期及び今後の日程についてでございますが、計画

策定は今年度と来年度の２カ年で策定しようとす

るもので、今年度においては市民の実態を把握す

るためアンケートを名寄市立大学の協力を得て策

定委員会で協議の上、各年代別に実施したいと考

えております。来年度におきましては、アンケー

トや社会福祉協議会で策定する実施計画等と整合

性を図り、素案の策定作業を行い成案化に努めて

まいります。

２点目の御質問の策定委員会の構成につきまし

ては、地域住民が主体的にかかわり、地域福祉の

推進を図るために１５名程度とし、公募者を５名

程度各関係機関、そして団体から１０名程度を予

定をしております。具体的な人選につきましては、

今後内部で協議しなければなりませんが、名寄市

立大学を初め社会福祉協議会、町内会連合会、民

生委員、各事業所などから御推薦をいただく委員

会と庁内では部長職以上による推進委員会や課長

職による幹事会を組織し、審議をしてまいりたい

と考えております。

３点目の各関係機関、団体との連携につきまし

ては、策定委員会のほかに名寄市保健医療福祉推

進協議会や地域福祉を推進する上で中心的役割を

担っていただいている社会福祉協議会など関係団

体と連携を図り、地域内で支え合いの気持ちを持

ち、住みなれた地域で生きがいを持ち、元気に生

活できるような計画としたいと考えております。

次に、市立総合病院改革プランについてお答え

をいたします。近年多くの公立病院において損益

収支を初めとする経営状況が悪化するとともに、

医師不足に伴い診療体制の縮小を余儀なくされる

など、その経営環境や医療提供体制の維持が極め

て厳しい状況になっております。国は、公立病院

の経営環境や医療体制を安定的に提供していくた

め、平成１９年１２月に総務省自治財政局長通知

により公立病院改革ガイドラインを示し、全国の

公立病院に改革プランの策定を求めました。

名寄市立総合病院は、平成２１年３月２日に平

成２１年度から２３年度までの３カ年を計画期間

としてプランを策定をし、平成２２年度に経常収

支の黒字化を図るべく取り組んでいるところでご

ざいます。計画初年度の平成２１年度の経営状況

では、患者数の取りでいが入院で１１度 ９８８

名、外来では２４度 ８６０名となり、前年度に

あべて入院では診断群分類別包括制度というＤＰ

Ｃを導入したことで平均在院日数が短縮をし、
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０２０名の減少となりました。外来でも１度 ８

１１名の減となりましたが、入院、外来合わせた

病院事業収益は前年度にあべて ９％増加をし、

７０％５８８度 ０００円となりました。

一方、病院事業費用は前年度あ ４％増加をし、

７１％ １０３度 ０００円となり、この結果赤 

字額は前年度とあべ１％５９２度 ０００円字縮

をしましたが、単年度収支は１％ ５１４度 ０ 

００円の純損失を計上しての決算となったところ

であります。また、財務にかかわる主な数値は、

経常収支あ率は目標９ ７％に対して９ ２％、 

病床利用率では目標９２％に対して８６％といず

れも目標を下回る結果となりました。計画２年次

の本年度につきましては、１０年ぶりに診療報酬

がプラス改定となったことから入院収益で１０３

％、外来収益でも１０ ３％、医業収益を１０ 

４％と見込みました。医業費用では、オーダリン

グの更新、電子カルテの導入、医療機器購入とし

て６％ ０００度円を見込みました。課題となっ

ている材料費の見直しでは、ＤＰＣ環境下におけ

るコストマネジメントを行う医療系コンサルを導

入し収益増を図り、薬品費ではジェネリックの採

用あ率を高めて経費削減を図るなど大幅な改善を

行い、経常収支費の黒字化を図ってまいります。

なお、本年度の財務にかかわる数値目標は、経

常収支あ率を１００％、病床利用率を８ ０％と

しておりますが、これらの収支対策を行う中でも

日本医療機能評価機構による認定の更新を受ける

など医療の質を低下させない努力もあわせて行っ

ているところでございます。

続きまして、大項目４点目の経済の活性化によ

るまちづくりについてお答えをいたします。まず、

農業後継者問題についてお答えをいたします。農

家戸数の減少や農業労働力の減少など、農業従事

者の年齢は高齢化の一途をたどっており、地域農

業を支えるすぐれた担い手を育成、確保すること

が緊急の課題となっており、これらに歯どめをか

ける対策が必要であると考えております。これら

の対策といたしましては、高校、大学へ進学する

農業後継者に対する奨学金の貸付制度については、

一般の子弟と同様に名寄市育英奨学条例に基づく

貸し付けや北海道農業担い手センターによる就農

支援資金を利用しながら幅広い知識を身につけた

創造力豊かな人材の確保を図ってまいります。

次に、農業外から意欲のある人材の掘り起こし

のため北海道の農業担い手育成センターを通じて

首都圏などに情報を発信するとともに、研修、就

農に際しては名寄市新規就農者等に関する条例等

により支援をし、円滑な就農を促進します。また、

市、ＪＡ、農業高校との連携のもとに就農予定者

や候補者の動向把握を行い、各種事業などを活用

し、就農促進に向けた取り組みを進めます。また、

農業経営や生活の改善に積極的に取り組み、相互

連携の意識を持って地域農業発展の推進力となる

青年の意識高揚を図るため学習、研修する場を提

供するとともに、活動助長のため支援をいたしま

す。また、高い技術とすぐれた経営能力を有する

担い手の育成のため研修、教育制度の充実を図っ

てまいります。また、農業経営基盤強化促進法に

基づく認定農業者制度を積極的に推進をし、支援

することにより意欲のある経営者の育成を図って

まいります。以上、これらに基づき各種の支援措

置を講じておりまして、農業関係機関、団体が連

携してすぐれた担い手の育成確保に取り組んでま

いります。

次に、農商連携事業の推進についてお答えを申

し上げます。国においては、地域経済の活性化を

図るため基幹産業である農業と商工業の連携を強

化し、相乗効果が発揮されるようにと平成１９年

１１月に農林水産省と経済産業省が政策発表を行

い、平成２０年５月には法的枠組みの整備を行う

中で中小企業者と農業者の連携による事業活動の

促進に関する法律、農商工連携促進法が成立をし、

同年７月に施行されたところでございます。新政

権へ移行後も１次産業の農業、これらを加工する

２次産業、さらに流通、販売をする３次産業を一
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体的にとらえて６次産業化を推進する支援策を打

ち出しているところでございます。

近年、当市における農商連携の取り組みにつき

ましては、先進事例として道内外で評価を受けて

いるふうれん特産館のモチ加工がありますが、加

工に関しては取り組みが少ない状況にありながら

もトマトジュースでは３団体、漬物、みその加工

で３グループと徐々には芽が出ておりますので、

今後も情報提供や支援をしてまいります。

また、平成２０年度において採択をされた経済

産業省所管の農商連携事業、地域資源活用型研究

開発事業を活用し、アスパラ調製残渣低コスト乾

燥粉末化及び粉末の機能性加工食品の試作等の研

究を進め、いわゆるアスパラパウダーを活用した

製品化を進めてきたところでございます。このア

スパラパウダーを活用した製品は、市内において

は既にアスパラプリン、アスパラめん、大福、パ

ウンドケーキ、なよろバーガー等、たくさん商品

化され好評をいただいておりますが、本格的な製

品化に向けては課題も多く、製造業者で組織をす

るアスパラパウダー利用組合等を通じて今後も調

査研究を支援をしてまいります。さらに、昨年５

月に発足をいたしました商工会議所が事業主体と

なる「なよろブランド」創造研究委員会は、今年

度から新「なよろブランド」商品開発プロジェク

トへ組織がえを行い、農商工の関係者が本格的な

地域資源を活用した新たな商品開発を実際に取り

組むということとしております。また、ＪＡ青年

部や商工会議所青年部等の若い担い手に学習会や

交流会等の場を提供し、推進をしてまいりたいと

いうふうに考えております。

次に、商工業への支援についてお答えをいたし

ます。中小企業振興審議会の審議を経て平成２２

年度より名寄市中小企業振興条例施行規則の一部

を改正をいたしました。その改正内容は、全国的

な景気低迷の影響を受けている市内中小企業の経

営安定化を目的に、中小企業特別融資の貸付期間

の延長や店舗支援の対象事業費を３００度円以上

から２００度円以上とハードルを下げて利用しや

すい内容になっています。また、チェーン店、コ

ンビニなどについても地元企業という条件を付し

て補助対象といたしました。そのほか商店街環境

整備促進事業では、補助率を２０％から３０％に

引き上げて商店街の負担軽減を図りました。この

ように名寄市独自の商工支援融資制度を用意して

おりますので、積極的な利用をお願いするととも

に、商工関係団体と連携をとった中で企業ＰＲに

努めてまいりたいと考えております。

改正による効果でありますけれども、融資の関

係では期間が延長したことにより個々の企業が安

定的な経営、将来を見据えた事業展開に取り組め

ることなどがあると考えています。また、支援制

度のハードルを下げたことにより設備投資が容易

になり、他の業種に波及することもあり得るとい

うことで、市といたしましても一層のＰＲに努め

てリニューアル化や新規参入を促してまいりたい

というふうに考えております。

次に、地産地消に始まる市内循環経済の推進に

ついてお答えをいたします。農業従事者の高齢化

や担い手不足、農畜産物の価格低迷など多くの課

題を抱える名寄市農業にとって、市内農畜産物の

市内での消費拡大は農家経済の安定や農業の持続

的な発展、そして商、工、観光を含めた地域経済

の活性化に寄与するものというふうに考えており

ます。地産地消を推進するためには、生産者、農

協、行政を初め消費者や商工業者の連携を進める

とともに、安全、安心で良質な農畜産物を基本と

した産地づくり、名寄市農畜産物を利用した加工

品づくりを推進するとともに、都市と農村の交流

を促進して観光客も含めた地域内農畜産物の消費

拡大を図ることが必要であります。

名寄市では、平成２８年度を目標とした名寄市

農業・農村振興計画を策定をしており、その中に

おいて地産地消に係る当面の推進計画を樹立をし

ております。具体的には、名寄産モチ米の消費拡

大では現状が ７９０大に対して ５００大、名 
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寄産寄寄の消費量の向上では現状が ２キロリッ

トルに対して ０キロリットル、アスパラ、カト

チャの消費拡大では現状が ３トンに対して ７ 

トンなどのほか、直売グループ会員の増加、学校、

福祉施設等による地場農畜産物の利用促進を含め

て１１項目にわたって具体的な目標数値を掲げ、

計画を実現するために名寄市地産地消推進協議会

を設置をし、関係機関、団体が連携をして推進を

しているところでございます。

続きまして、大項目５点目の魅力あるまちづく

りでにぎわいの創出について、これをお答えをい

たします。駅横地区でのバスターミナルを核とす

る施設整備計画では、株式会社西條、商工会議所、

名寄市の３者で事業推進に関する協定を締結をし、

それぞれの分野ごとに主立った事業展開を立案し、

３者で協議して地区全体を一体的に開発するとし

て協議を進めているところでございます。民間事

業の取り組みでは、国の経済対策を活用して事業

化を予定をしていた部分もございましたが、国の

予算規模が縮小されたことや経済活動の実施には

十分な収支の測定が重要となることから、現在は

調査を重点に作業を進めているところでございま

す。一方、中心商業地内での企業の廃業などで人

の流れが大きく変化している状況が顕著となって

いることから、その対策についても商工会議所と

ともに、課題解決の手段について協議を進めてい

るところでございます。

次に、市としては３者による一体開発に不可欠

となるＪＲ北海道が所有する用地の一部買収補償

に係る協議に着手するとともに、懸案事項であり

ましたバスターミナル観光インフォメーションな

どの交通結節点としての機能整備のほか、市民が

さまざまな活動に利用することができる多目的活

動スペースなどを併設をし、駅横地区のにぎわい

を創出するための施設整備を進めます。施設整備

に当たっては、３者協議での案を基本設計に反映

させるとともに、計画案の段階でパブリックコメ

ントなどの市民意見を聴取をし、詳細計画を経て

施設の建設に着手をしてまいります。

次に、文化ホールの進捗状況についてお答えを

いたします。文化ホールの建設につきましては、

昨年度市民懇話会を設置し、北海道文化財団から

もアドバイザーを招き検討を重ね、報告書の提出

をいただいたところでございます。文化ホール建

設の今後の計画ですが、建設につきましては現在

推進中の名寄駅横再開発事業にも導入します国土

交通省所管の社会資本整備総合交付金、これを活

用することと考えております。つきましては、本

事業の最終年度が平成２６年度となっているとこ

ろから、文化ホールの建設は平成２４年度ないし

平成２５年度の着工、これをめどに今後建設位置

及びホールの規模等について関係各位及び議員の

皆様にも御意見を伺いながら決定していく所存で

ございます。

次に、５番の（２）の新天文台きたすばるに寄

せる期待と思いについてお答えをいたします。私

は、市長就任以前から名寄青年会議所を通じて開

設を応援してきただけに、新天文台については人

一倍の思い入れがございます。天文台の基本は、

子供たちに夢を持ってもらう施設であり、天文台

に訪れる子供たちの生き生きした目を見ていると

本当にこの地に設置できてよかったなと思わざる

を得ません。また、北海道大学との連携のもと、

平成２３年度春には天体観測の重要拠点としても

位置づけられ、天文台はこれら２つの特色を持っ

た施設と言うことができるというふうに考えてお

ります。

新天文台を通じて宇宙を学び、宇宙に興味を持

ち、大人や子供に夢を与える施設として、また星

と音楽などさまざまな融合を図りながら豊かな人

間性をはぐくむ施設として、学術的には金星観測

の国際的拠点、新たなる天文的発展の拠点として、

さらには国内でも例のない大学と自治体との連携

による天文台ということで全国からも注目をされ

ているところでございます。また、平成２３年の

春には北海道大学が ６メートルの国内最大春の
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望遠鏡を設置し、主に惑星観測を行う予定でござ

いますが、この研究分野の施設では世界最大春と

なります。全国的にもテレビなどで放映もされて

おり、道内では無論のこと、道外からの集客も見

込まれることから道立公園、健康の森、なよろ温

泉サンピラーなど、これら施設の一体となった観

光スポットとして道内外に発信をしていきたいと

いうふうに考えております。

また、将来はこの地で宇宙に興味や関心を持っ

た子供たちが天体観測の最前線に立ってもらえる

ことも夢ではないのかなと考えております。天文

台の開設に当たって、天体観測に最適であるとい

う自然環境は地域が持っている力であり、木原天

文台以来の天体観測の歴史と人材は市民が持って

いる力を引き出したものであり、まさに天文台は

私の所信でもある名寄市の財産を生かしたまちづ

くりを具体化する施設であると確信しているとこ

ろでございます。

続きまして、大項目６点目の名寄市立大学につ

いてお答えをいたします。平成１８年度に開学し

て５年目を迎えた名寄市立大学は、文部科学省の

大学設置計画履行状況の実地調査をクリアをし、

大学の裁量による自主的な運営が可能となりまし

た。お尋ねの教員人事については、本年３月の学

年完成をもって２４名の教員が定年並びに自己都

合で退職をされ、その後後任確保が懸念されたと

ころでございますが、全学の取り組みで２０名の

先生を新たにお迎えをし、保健福祉学部の教員総

数は５８名となっているところでございます。職

員内訳は、教授２１名、准教授が１６名、講師１

１名、助教、助手１０名で大学設置基準で定める

必要教員数を充足をし、また講師以上の専任教員

に占める教授の割合も最低限を満たしております

が、看護学科と社会福祉学科においては適正配置

には不足状態にあることから、数名の教員の採用

を予定しているところでございます。今後教育課

程の運営に必要な人材の確保と教員の定着化を図

るために、なお一層魅力ある教育、研究環境の整

備に努めるとともに、関係機関等とのつながりを

大切にし、教員組織の編成と教育活動の充実を図

ってまいります。

次に、大学図書館につきましては、大学開学に

合わせて図書館の拡張整備を行い、本館と分館の

２カ所で利用環境の改善を図ってきたところでご

ざいます。近年大学図書館には、学術情報基盤の

確立や教職員の研究、調査及び学生の自立的な学

習活動支援など従来の大学図書館の枠を超えた情

報環境の高度化、国際化に対応した学術情報発信

機能を有する情報、語学、教育支援センターとし

ての機能が新たに求められております。お尋ねの

地域に開かれた図書館として市民への生涯学習の

支援サービスも提供でき、またメディアセンター

機能を兼ね備えた地域情報センターとしての新た

な大学図書館の整備に向けて、総合計画後期計画

の早い時期に着手できますように学内議論を進め

てまいりたいというふうに思います。

以上で私からの答弁を終了します。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、大項目５の〇教育長（藤原 忠君）

（２）、新天文台についての（イ）からお答えい

たします。

名寄市立天文台きたすばるの入館者につきまし

ては、当初月平均で ０００人、年間で１度 ０ 

００人を想定していたところですが、４月１７日

のオープン日には無料開放ということもあり、約

６００名の方が入館されました。４月３０日まで

の入館者数は ２８０名、また５月１日から３０

日までの１カ月間では １２２名の方が入館して

おり、４月及び５月の１カ月おで ４０２名の皆

様に望遠鏡を通しての観望やプラネタリウムの観

覧、館内の設備や隕石などを見学していただきま

した。入館者の皆様からは、帰り際にまた訪れた

いと大変好評を得ているところであります。

ただいまお話のありました惑星探査機「はやぶ

さ」は、私たち日本国民に大きな夢と感動を与え

ながら７年間にわたる宇宙航海を終え、１３日の
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２３時ごろにはオーストラリア中部ウーメラ近く

の砂漠で無事カプセルが回収されました。小惑星

イトカワの岩石採取の有無と分析はこれからであ

りますが、成功すれば技術的成功のみならず、月

以外の石を地球に持ち帰るという世界で初めての

快挙となります。「はやぶさ」のＣＧ、コンピュ

ーターグラフィックによるロングバージョンの上

映は、北海道ではきたすばるだけが上映しており、

各地から見学者が訪れ、好評を博しているところ

であります。また、帰還当日は御案内のとおり、

きたすばるでは閉館時間を延長してインターネッ

ト中継を行い、市内外の愛好者が帰還を喜び合い

ました。上映は、プラネタリウム館で５月２９日

から土日の午後７時より行っており、時間帯別の

集計はとっておりませんが、５月２９日から６月

６日までの土日のプラネタリウム入場者数は２１

７名でございます。

次に、天文台の駐車場につきましては現在障害

者用２台、マイクロバス用３台、普通車用が１６

台の合計２１台分のスペースでございます。プラ

ネタリウムや観測を中心とした利用者を想定して

駐車スペースを確保しましたが、週末や祝日、イ

ベント開催時には手狭な状態になっております。

特にゴールデンウイーク期間中につきましては、

市の１０人乗りのワゴン車で天文台と臨時駐車場

をピストン輸送いたしましたが、それでも沿道上

に駐車する来館者の車がありました。今後夏休み

には多くの来館者が見込まれることから、駐車場

の整備については急を要すると判断し、北側の伐

採跡地については市で２０台から３０台程度の簡

易駐車場を市費で整備することで今回の議会に補

正予算として提案しているところであります。東

側の増設可能地につきましては、北海道に引き続

き整備を要請してまいりたいと考えております。

次に、名誉台長に委嘱しました山田義弘氏には、

本人の長年にわたる天文台建設のノウハウや専門

の隕石研究、天体望遠鏡を使っての天体観測プロ

ジェクトの指導などとあわせて全国的な人脈を通

じてのＰＲ活動など、名寄市から全国に向けて情

報を発信できるよう御指導いただくことになりま

す。さらに、この４月より北海道大学理学研究員、

宇宙観測基礎データセンター研究員になられてお

りまして、今後の北海道大学とのかかわりにおい

ても重要な役割を担っていただけるものと期待し

ております。待遇といたしましては、月に１回か

ら２回程度北海道大学での会議に訪れたときに名

寄まで足を延ばしていただくこととして、札幌か

ら名寄までの往復の交通費及び宿泊費について支

給させていただくことになっております。

次に、大項目の７、教育行政次行方次について

お答えいたします。初めに、教育環境の改善計画

につきましては、平成２０年４月に策定しました

名寄市小中学校適正配置計画におきまして市内を

３地区に分け、平成２０年度から平成２９年度の

適正配置の方向性を示しております。名寄市街地

区においては学春数、学校規模において小学校で

は１２学春、中学校では９学春を適正規模とし、

風連市街地区では小学校で６学春、中学校では３

学春を基本にしております。郊外農村地区におい

ては、児童生徒数の減少と学習環境に変化が見込

まれる状況になりましたら、地域の実情に合わせ

その対応を検討することとなっております。新名

寄市総合計画の後期計画の中に何校かの大規模改

修事業を掲上しておりますが、施設耐震化計画並

びに配置計画との整合性を図るため内部協議を進

め、次年度には具体的な計画についてお示しでき

るよう体制づくりを進めてまいります。

次に、学習指導要領の道徳教育についてお尋ね

がございました。新学習指導要領の総則の中で道

徳教育は、道徳の時間をかなめとして学校の教育

活動全体を通じて行うものでありと明記されるな

ど今回の改訂の重要な事項であり、発達段階に応

じた指導内容の重点化や道徳的実践の場となる体

験活動の推進、道徳教育推進教師を中心とした指

導体制の充実などが求められております。そこで、

各学校におきましては道徳教育の全体計画を作成
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し、道徳的指導場面を明らかにし、年間３５時間

の道徳の時間のほかに集団活動やトランティア活

動、自然体験活動などあらゆる場面で道徳教育に

取り組んでおります。名寄中学校では、参観日に

道徳の授業を公開するなど家庭や地域との連携を

図りながら推進している学校もございます。教育

委員会といたしましても、文部科学省が発行して

いる心のノートの活用をさらに促進するとともに、

さまざまな社会教育活動と連動させながら豊かな

心や伝統と文化の尊重、我が郷土を愛する心など

を養うことができるよう学習環境や体験活動の整

備にも努めてまいりたいと考えております。

以上、私からのお答えといたします。

駒津議員。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、再質問を〇１０番（駒津喜一議員）

させていただきたいと思うのですけれども、大項

目の１番目の６項目につきましては選挙公約とい

うことで、さきの市政次行方次にも織り込まれて

おりますけれども、後ほど再質問なり御提案など

をさせていただきたいと思いますので、先に大き

い項目の２番目から何点か再質問をさせていただ

きたいと思います。

最初に、財政運営についてでございますけれど

も、国が大変な債務を持っているということで、

ギリシャの例を見ても大変危機的な状況かなとい

うふうに思っております。そういった国の財政の

これからの動きを見据えて、前提に壇上でも申し

上げましたけれども、合併されたことにより支援

されている支援金が１０年後に４％円の合併算定

がえ支援の削減が始まるということでただいま御

答弁いただいたわけですけれども、こういうこと

が進んでいけば、これから大きな歳入の減額とな

ると予想されていくわけですけれども、そういう

やりくりといいますか、そういった状況に陥った

ときの対策があれば市長にお伺いしたいなという

ふうに思っております。

次に、農業者後継者問題についてでございます

けれども、こちらのほうにつきましてはいろいろ

と工夫をされてやっておられているのがよく理解

できました。ただ、この後継者問題というのは本

当に解消しなければいけない問題ではありますけ

れども、大変難しい難問でございまして、言い方

を変えれば商業者の後継者も本当にいなくて大変

な状況になっているのですけれども、特に農業に

関しましては奨学金などを設置して支援されてい

るということでございますけれども、また視点を

変えて奨学金の中身の検討とか、いわゆる今回提

出されます助産師の修学支援金の増額ですか。増

額という形ではなくて奨学金のいろいろな……奨

学金を返還しなくても一部負担しますよと、支援

しますよというようなやり方を変える必要も必要

だと思いますし、見方を変えて天文学をやりなが

らついでに農業をやりませんかとか、そういった

見方を変えたやり方も必要ではないかというふう

に思いますので、ぜひそういった形で進められて

いただきたいというふうに思っております。

ちょっと何点か飛ばしますけれども、名寄市の

総合病院の改革プランの成果でございますけれど

も、ことしで２年目ということで大変経費節減に

つながって、大変順調に進んでいるということが

お聞きしているところでございますけれども、今

後とも皆様の御尽力によりまして赤字が解消され

て周辺整備事業にも着手できるような形で進んで

いくような気もいたしますけれども、ここで経費

削減という部分でちょっとお聞きしたいのですけ

れども、１０の経費が検討した結果８しか必要な

いという部分は、２の経費削減という形になるの

ですけれども、１０の経費が１０の経費で残って

８の価格に下がるというのは、なかなか経費節減

という形ではないと思います。そういったことで、

市立病院で納入しております納入業者が納入の価

格が下がるということは非常に市内の業者も大変

ですし、逆に市外の業者がふえる結果にもつなが

っていくというふうに思っておりますので、価格

を下げることと市外の業者を使うということは経

費削減にはならないというふうに感じております
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ので、この病院に対する、納入業者に対するお考

えをちょっとお聞きしたいなというふうに思って

おります。

それと、天文台につきましては、大変「はやぶ

さ」の影響で入場者数が伸びているということは

大変ありがたいことだなというふうに思っており

ます。また、この名誉台長の思いの中に子供たち

に超新星を……新惑星。

（「わからないから言わない」と呼ぶ者あり）

発見するという、小〇１０番（駒津喜一議員）

学生がその発見をして小学生に名前をつけてもら

おうという夢のある、希望のあるプロジェクトを

考えている方なので、こういったことの実現に向

けてこれからも台長を中心に計画をしていただき

たいと望んでおきます。

以上、時間の関係もありますので、２点ばかり

再質問させていただき、御答弁をいただきたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。

加藤市長。〇議長（小野寺一知議員）

４点ぐらい質問ありまし〇市長（加藤剛士君）

たかね。財政の運営について、あと農業者の後継

者の問題、あと改革プラン、病院の。それと、最

後は天文台についてということでありました。天

文台については教育長のほうから御答弁いただく

として、まず財政運営について、特に合併後の算

定がえの問題等についてどのように考えているか

という御質問でございました。

何度も御案内のとおり、国の巨額な長期債務の

残高、ＧＤＰの ９倍にことし達する見込みとい

うことであります。２０年間大型の経済対策等に

つぎ込んできた要因が大きいのかなというふうに

も考えています。小規模な市町村は、言うまでも

なくこの地方交付税に大きく依存しているところ

でありまして、その地方交付税の原資も国の長期

債務残高に一部含まれると。当然将来現状のまま

では、地方財政にも影響が出てくるというふうに

考えております。税の無駄遣いの見直しによる歳

出削減と税制改正等も含めた国の抜本的な対策が

急務であるというふうに考えております。

さて、合併算定がえの支援額４％円が暫定的に

削減されることは合併時から決まっておったもの

であって、同じ人口規模の市町村並みに組織等の

効率化が求められ、普通交付税が毎年削減される

ということになりまして、平成２８年度から合計

で約１０％円の財源の対策が必要だというふうに

見込んでいます。名寄市として取り組める行財政

改革も今後も引き続き進めていくということは言

うまでもありません。また、本市の財政構造が国

の動向に左右されること、そして公共施設の改築、

公営住宅の建てかえ等も今後必要となってくるこ

とから公債費の適正な管理、そして有利な合併特

例債等を活用して、さらに合併特例基金もできる

だけ温存をして健全財政と調和のとれたまちづく

りを進めてまいりたいと、このように考えていま

す。

２点目の農業後継者の問題について、奨学金の

貸付制度も含めて、その中身の検討もしてはいか

がかということでございました。もちろんこれは

お金も絡んでくることなので、幅広く検討させて

いただきたいなというふうに思いますけれども、

今ほども申し上げたとおり農業後継者の問題はこ

うした奨学金の問題のみならず、農業本来の魅力

だとか、さまざまな要素も考えられるということ

でありますから、これらも一体的に取り組んでま

いりたいというふうに考えているところでありま

す。

次に、病院の改革プランのところで地元業者の

考え方と、こういったことなのかなというふうに

思っています。御指摘のとおり、経常収支の黒字

化を図っていくために費用の抑制、これを図って

いかなければならぬということであります。地元

で調達不可能な薬品または診療材料、医療品の消

耗備品など、こうした医療材料に関しましては業

務量の増加に伴い使用量が増加することも予想さ

れます。極力購入単価の抑制を図ることでこちら

のほうは収益の増につなげていきたいと。一方で
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旅費、光熱費、燃料費など、その他の経費につい

ても節減に努めてまいりたいというふうに思いま

すけれども、消耗品や印刷製本費、その他給食材

料など地元で賄うことのできる部分に関しては、

これまでと同じように地元で調達をさせていただ

くということを原則にさせていただきたいという

ふうに思います。

私からの答弁は以上です。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま名誉台長のお〇教育長（藤原 忠君）

話がございました。名誉台長の山田先生は、現在

も東京未来大学、大手前大学などで宇宙科学の担

当をしておられるということで、その道の大家で

ございます。そして、あわせて名寄のきたすばる

に対する思いは非常に熱いものがありまして、先

ほど待遇についてもお話し申し上げたところであ

りますが、本当に旅費だけで私はきたすばるのた

めに頑張ってまいりたいと、こういうお話でござ

いまして私も感激しているところでございます。

ただいまお話がございましたように、この山田

先生のほかに北海道大学との連携もございます。

子供たちが北大生と直接触れ合う中でさまざまな

大きな夢を持つ、あるいは今新しい学習指導要領

で理科教育が充実を図られております。この大き

なステップになるのがやはり私はきたすばるでは

ないかと、こう思っております。せんだっては、

佐藤靖議員から子供たちが星座の調べをして、子

供たちに星座の名前をつけさせたらどうかとか、

こういう提言もございました。そんなこともあわ

せてやはり子供たちが星を見て新しい惑星を見つ

けると、その中に名寄の子供たちの惑星に名前を

つけるとか、名寄の名前をつけるとか、こんな大

きな夢を山田台長も語っておられます。ぜひ私た

ちも全面的に取り組む中で、そういう夢を実現す

るよう図ってまいりたいと、こんなふうに考えて

おります。

駒津議員。〇議長（小野寺一知議員）

財政運営につきまし〇１０番（駒津喜一議員）

ては、大変基金に手をつけず、そのまま準備しな

がら緊急の場合は市民と協議した上で取り崩しを

その都度図っていくという部分につきましては最

初の答弁でもいただきましたので、そういうお考

え方、見方については、これからの国の地方に対

する交付金の行き先がわからない現在では、そう

いう考えが一番いい方法ではないかと思いますの

で、ぜひそのように取り組んでいただきたいとい

うふうに思っております。

市立病院のほうの納入業者に対する考え方なの

ですけれども、壇上でも申しましたように経済の

活性化も市内循環経済というのが非常に大切なこ

とだと思いますので、市内の業者を使うことであ

れば、めぐりめぐってそれが市税になり、はね返

ってくるというか、戻ってくるという、それが循

環経済の基本方策なのですけれども、そういった

意味を含めてなるべく病院に限らず、ほかの公共

施設に関しましても地元の業者を進んで使ってい

ただいて、地産地消と同じような運動に発展して

いけるように進めていただきたいというふうに求

めておきます。

次に、天文台の関係なのですけれども、実を言

いますと昨年７月にですか、１年前に会派の視察

で先生にお会いしまして、ひざを交えていろいろ

とお話を伺った経緯がございまして、教育長がお

っしゃるとおり非常に名寄の天文台に関しまして

本当に情熱を持って取り組んでいると。特に天文

学を知らない、興味がない方にどうやってこの天

文学のおもしろさを広げようかという、そういう

ことに非常に熱心な方で、今言った子供たちのプ

ロジェクトもそういった意味で子供たちが天文学

に興味を持ってこれからの社会を担う、そういっ

た役立てたいという、そういう思いが強い先生な

わけでございまして、今後ともこの先生のパイプ

が切れることなく、幸いにして北大の研究員にな

られてぐっと近づいたわけですけれども、待遇に

つきましても今の段階では旅費ということではご

ざいますけれども、今後いろいろなもので講習会
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あるいは講演会などを開く際には、それなりの応

援をしていただきたいというふうに希望しておき

たいと思います。

あと、項目が飛んでおりますけれども、最初の

選挙公約の６項目に戻らせていただきたいと思い

ますけれども、最初に地域福祉計画の推進につい

てでございますけれども、従来の福祉計画とは違

って大変多種多様に対応できる、今後これからも

期待できる福祉事業というふうに認識しておりま

すけれども、運営する際、策定のときにはいろい

ろな関係団体と協議しながら進めていくと思うの

ですけれども、運営案策定後の運営する段階に当

たりましては社協を中心に進めていくという話が

ございますけれども、少なくとも策定にかかわっ

た諸団体とは策定の後にも連携を保ちながら進め

ていかれるようお願いしておきたいと思います。

また、市立病院の総合改革プランの中の周辺環

境整備についてでございますけれども、こちらの

ほうも昨年の計画がまた見直しという形になって

おりますけれども、駐車場の不足に関しましては

本当に不便な状況が続いているわけで、これも早

急に整備していただくよう進めていただきたいと

いうふうに思っております。

また、次の４大化の大学院の設置についてでご

ざいますけれども、これも昨年からいろんな議員

の方々から要望等、質問等ございまして、いろい

ろと大学院の設置については財政と相談しながら

進めていくというふうに御答弁もいただいている

ところですし、学生数または教員数の不足も懸念

されることでございますので。しかし、全国的に

見ても答弁にありましたように非常に４大化をや

るところが大分あると。そして、児童学科にも４

大化の学校がふえてきているということもありま

すので、ぜひあきらめないでこれからも先実現さ

れるよう希望していきたいと思います。

次に、名寄市の自衛隊の駐屯地の問題でござい

ますけれども、いろいろと周辺整備事業で名寄市

にも貢献をいただいている団体ではございますけ

れども、これから削減ということでいろいろ騒が

れておりますけれども、名寄市にとっては思想と

かそういったものには関係なく、いろいろな形で

地域の安全のためにいろいろと貢献していただい

ているものでございますから、ぜひ削減がならな

いように各方面の直接的、間接的にも協力をいた

だきたいなというふうに思っております。

また、高齢者福祉についてでございますけれど

も、今後民間施設または……民間設備がほとんど

なのですけれども、いろいろな設備が計画されて

いるということで、これで待機者の待機人数が解

消されて、市長おっしゃったように保険料が上が

るのだとちょっと微妙なところもありますけれど

も、ただ施設がふえるということはいろいろな面

で待機者のいろいろな不安を解消できる面もあり

ますので、設置する民間団体と相談の上、推進し

ていっていただくようお願いを申し上げます。

あと、中小企業振興条例の見直しということ、

大変使いやすい振興条例ということで、非常に中

小零細企業にとってはこれから新しくフランチャ

イズの支援もしていただけるという部分も盛り込

まれておりますので、これから若い方が取り組む

チャンスもふえているわけですので、ぜひ経済効

果を期待できるものでもありますし、今後ともい

ろいろな関係団体を通じて推進していただきたい

のですけれども、私もつい最近、旧、従来の補助

金の制度を知らなかったという事業主の方のお話

を聞いておりますので、ぜひ新しく改正して使い

やすくなったこの制度を商工会議所を通じて、ま

たほかのメディアを通じてでもＰＲしていただく

ようお願いをしていきたいと思います。

あと、循環経済についてでございますけれども、

地産地消も当然のことながら産消協働という面も

非常に含まれてございまして、産業、市内には食

肉センターを初め、いろいろな誘致企業がござい

ます。そういった誘致企業に対しても、どんどん

消費をして促すという仕組みづくりも必要だと思

うのですが、特に小売の面で昨年ごろまで商工会
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議所で行っておりました地域振興券ですか。この

地域振興券がことしはちょっと財源不足でできな

いかもしれないという会議所のほうのお言葉も聞

いておりますので、こういった自主的にできない

のであればどの程度支援するのか、今後の協議に

なっていくと思うのですけれども、市内の需要を

促すためにも市としても何らかの方策をやらなけ

ればいけないというふうに思っておりますので、

この辺ちょっとお考えがあればお聞きしまして、

以上の点をお伺いします。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

市長の公約というより〇副市長（中尾裕二君）

も、むしろ具体的な内容のお話をいただきました

ので、その部分につきましては私のほうからちょ

っと答弁をさせていただきます。

地域福祉計画につきましては、市長答弁のとお

り今作業を進めております。先行する個別の高齢

者福祉計画なり障害者福祉計画等を統合する形で

の基本法ということで、市民の皆さんにも加わっ

ていただいて今後検討していきますけれども、御

指摘のとおり策定後の進行管理につきましてもま

たしっかりと進めていきたいと、このように思っ

ております。

それから、病院にかかわって、特に駐車場のこ

とでお話をいただきました。駐車場につきまして

は、スペースの関係から精神科病棟の改築と絡ん

での一体整備ということを想定しておりますけれ

ども、現在丸ごと全部市の一般財源ということで

はなかなか厳しい面がございますので、今後道や

国等とも相談をしながら、財源を見つけながら早

急な作業をしていきたいと、このように考えてお

ります。

それから、大学の大学院並びに児童学科の４大

化につきましては地域の思い、あるいは設置者と

しての思いとあわせて教育上の大学としての思い

というものがございまして、これら３つがフィッ

トしないことにはなかなか実質的には進まない部

分がございます。もちろん文部科学省の規制も教

育に関しては、教員免許に関してはございますの

で、これらも十分学内において、あるいは地域に

おいて検討を進めながら、ぜひ公約を実現すると

いうことに向かっていきたいと、このように考え

ております。

それから、駐屯地につきましては御指摘のとお

りでありまして、国防上あるいは地政学上の駐屯

地の必要性というのは論をまたないわけですけれ

ども、防災あるいは地域の経済にも密接なかかわ

りがあって、５０年以上駐屯地があるということ

を前提にまちづくりを進めてきたという名寄の歴

史もございますので、ぜひこの辺は現状維持とい

うことで議会の皆さんの御理解もいただきながら

しっかり進めていきたいと考えております。

それから、小規模多機能の施設につきましては、

御指摘のとおり特別養護老人ホームの２カ所の待

機者が相当数いるということも含めて、現在設置

に向けて検討を進めてまいりますけれども、お話

のとおり介護保険料にも影響の出る部分ございま

す。これにつきましては、協議会がございますの

で、ここに諮ってきちんと議論をいただいて前進

をさせていきたいと、このように思っております。

それから、中小企業につきましては振興条例、

議会の議員の皆さんにはなかなかお褒めの言葉い

ただけないわけですけれども、今回は使い勝手の

よいものになったということでお褒めの言葉をい

ただきましたので、ぜひ周知徹底をしてまいりた

いと思っております。

それから、循環型経済ということでお話をいた

だきました。名寄につきましては、あらゆる分野

につきまして地元の業者さんに協力をいただくと

いうことで調達をしておりますけれども、特に地

域振興券ということで特定の部分でのお話をいた

だきました。これまで商工会議所が取り上げてき

ました年末の大売り出し等もこれまで数年間続け

てきた実０がありますので、これらの検証もしっ

かりとしながら、また相談をして実効性のある事

業展開をしていきたいと、このように考えており
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ますので、御理解をいただきたいと思います。

駒津議員。〇議長（小野寺一知議員）

以上、選挙公約を含〇１０番（駒津喜一議員）

めたこれからの行政運営について多々お聞きした

わけでございますけれども、特に選挙公約につき

ましては加藤剛士新市長がこれから任期中４年間

取り組むべき課題だとは思います。また、市政次

行の方次の中に力強く発言され、その方次を述べ

られたことに我々は非常に感動しております。そ

して、この６項目の公約について今後とも実現に

向けて、あるいは調整に向けてますます情熱を持

って取り組んでいただきますことを心からお願い

を申し上げまして、私の代表者質問を終わらせて

いただきます。

以上です。

以上で駒津喜一議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午前１１時５３分

再開 午後 １時００分

休憩前に引き続き会〇議長（小野寺一知議員）

議を開きます。

市民主体のまちづくりの推進に関し外８件を、

佐藤勝議員。

議長のお許しをいた〇１１番（佐藤 勝議員）

だきましたので、凛風会を代表して質問をいたし

ます。クールビズを許していただきましたので、

クールビズでやることもよろしくお願いいたしま

す。ただし、質問のほうはクールビズのようにさ

わやかにいくかどうかは、私は全く自信はござい

ません。それでは、通告順に従いまして、大きな

項目で９点にわたって質問をいたします。

初めに、市民主体のまちづくりの推進に関し、

２点についてお伺いをいたします。１点目に、市

民との対話についてお伺いをいたします。市政次

行方次の中にも市民との対話を積極的に行い、あ

るいは市民が主役（お客様）のまちづくりと書か

れておりますが、風連庁舎の現在の市長室の位置

が果たしてそのことを実践することになっている

のか、私は非常に疑問に思っております。庁舎１

階の最も奥まったところに位置していて、庁舎を

訪れた市民は市長の存在をランプの表示のみでし

か知ることができません。市民を最も奥まった位

置でお迎えするのではなく、市民と積極的に触れ

合う、市民が市長に気軽に声をかけることができ

る、そんな位置まで市長は前面に出るべきではな

いでしょうか。私は、加藤市長にまずは即日実施

可能で市長と市民との距離を象徴的にあらわす風

連庁舎市長室をはるか前方に位置することを御提

案申し上げます。

さらに、市民との対話に関しては各種団体、グ

ループとの懇談の機会を持つことを求めるもので

あります。従来行われているまちづくり懇談会の

みならず、求められたとき、求めるとき、そのと

きその場所で市民との対話の機会を持つ。もって

そのことを市政に反映をしていくべきものと考え

るものでありますが、加藤市長のお考えを求める

ものであります。

２点目に、風連合併特例区終了後のまちづくり

についてお伺いをいたします。この５年間で得た

知恵、成果、ノウハウを今後の名寄市のまちづく

りに生かしていくべきであります。今後風連地区

に関しては、地域連絡協議会に特例区の意思が引

き継がれていくことになりますが、地域の課題、

問題点の洗い出し、地域の意思決定のあり方、財

源のあり方などを協議会のシステムとして機能さ

せていく方策を住民自治の観点に立って推進すべ

きであります。合併特例区総括とあわせて市長の

御見解をお聞かせください。

大きな項目の２つ目であります。創造力と活力

にあふれたまちづくりに関してお尋ねをいたしま

す。１点目は、名寄駅横地区整備事業の問題であ

ります。このことについては、市が土地開発公社

から取得した市有地南側について、平成２１年５

月２７日に市、（株）西條、商工会議所の３者に
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よる基本協定が交わされ、７月２４日には（１）、

土地の有効活用を図るため３者による基本協定に

基づいた利用の用途に供する、（２）、引き渡し

後速やかに着手するとの内容をもって市と（株）

西條との仮契約が結ばれております。その後、１

０月３０日の市議会臨時会において１％ ４９９

度 ０００円で処分が議決され、今日に至ってお

りますが、いまだに速やかに利用の用途に供した

形跡がありません。現在までの進捗状況、おくれ

ている原因、そして今後の見通しについて御説明

を願います。

２点目に、文化ホールについてお尋ねをいたし

ます。文化ホール建設につきましては、３月に市

民懇話会から建設地について市文化センター併設、

南広場など中心市街地の２案併記で報告書が出さ

れ、ホールの規模についても使い勝手のよい５０

０席、大規模な大会等が可能な７００から８００

席の２案について市に判断を求める内容で報告書

が提出されております。その後の動きと双方のメ

リット、デメリット、予定する財源、そして今後

のスケジュールについてお知らせを願います。

３点目に、ふうれん望湖台センターハウスの存

廃問題についてお伺いをいたします。市の行財政

改革推進実施本部で廃止検討が示され、昨年から

地域、利用団体と話し合いを重ねてきていて、市

としてもう少し存続、利用実０、営業努力などの

結果を見てからの判断をすべき、あるいは利用目

的がかつての観光的なものから近年は福祉的要素

を増してきている、くつろぎ、触れ合いの場を奪

ってはいけないなどの意見を把握しているはずで

あります。加えて、２０１０年３月期決算におい

ては２年ぶりに純利益を計上して４３０度円の累

積赤字を解消するなど収支が改善してきておりま

す。現在存続を求める請願も出されており、利用

者が一日も早く安心して施設を利用できるよう早

期の存続決断を求めるものであります。市長の御

英断を期待申し上げます。

４点目として、工事費の下限額を従前の１００

度円以上から５０度円以上に引き下げた新しい住

宅リフォーム助成制度の創設を求めます。２１年

度で終了した住宅リフォーム助成制度は、３年間

で１３％円にも達する事業成果を生み出し、建設

業界のみならず、多方面にわたって大きな波及効

果を残したところは御承知のとおりでございます。

経済不況が続く現在、谷は脱したと伝えられては

いるものの、ここ道北にあってはまだまだその実

感はなく、多くの市民は苦戦を強いられているの

が実態であります。最少の投資で最大の効果が期

待できるニュー住宅リフォーム助成制度は、改め

て名寄市に活気を呼び込むことができる景気浮揚

策として多くの市民が待ち望む施策として早急に

取り組むべきであります。市長の御見解をお伺い

をいたします。

大きな項目の３点目であります。行財政改革の

推進に関してお尋ねをいたします。１点目に、効

率的な市役所づくりについてお伺いをいたします。

近年団塊の世代の大量退職により市役所職員数が

急激に減ってきており、加えて地方分権の流れの

中でパスポート発給事務など市役所としての事務

量は年々ふえてきており、過重な労働実態の見ら

れるところがふえてきております。近隣の町村で

は、早くからその必要性からグループ制、スタッ

フ制の導入を図ってきており、確かな効果と住民

からの高い信頼を得る実０を積んでおります。従

来のおれ、私だけの仕事という壁を取っ払った市

民、職員ともども信頼する、信頼される市役所の

機構を構築すべき時期が来ていると考えるもので

ありますが、市長はいかがお考えでしょうか。そ

のお考えをお聞かせください。

２点目に、職員研修の充実についてお尋ねをい

たします。職員の質的能力向上を目指してさまざ

まな分野の研修、職員みずからが講師を務めての

研修などが続けられています。そんな中で、改め

て申し上げるのも心苦しいのですが、職員として

というよりもまず人として身につけなければなら

ない基本、マナーはあいさつであります。求めら
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れて行う義務的なあいさつではなく、自然に心か

らわき出るあいさつができたなら日々は必ず幸せ

であり、接する人をもさわやかにする魔法の所作

であります。すべてはあいさつからとまでは申し

上げませんが、ほぼそう言い切ってもいいのかな

と思うところでありますが、市長の御見解を求め

るところであります。

３点目として、今後予定する行財政改革の主立

ったメニューとスケジュール、行革の問題点、課

題についてお知らせを願います。

４点目として、総合計画の進行管理についてお

尋ねをいたします。新名寄市総合計画（第１次）

は、計画期間を平成１９年度から平成２８年度ま

での１０年間とし、基本計画は平成１９年度から

平成２３年度を前期計画、平成２４年度から２８

年度を後期計画と区分しています。実施計画につ

いては、３カ年の計画を毎年見直すローリング方

式で進行管理がなされているわけですが、その確

認、点検、見直しがどの程度の精度をもって行わ

れているのか、同時に行われる行政評価システム

による点検と評価がどのように実施されているの

か、あるいは公開されているのか、ローリングと

評価システムの両輪がどのように効果的に、有機

的に機能しているのかについてお知らせを願いま

す。

５点目に、地域活動への職員の参加についてお

伺いをいたします。町内会活動、地域連絡協議会

等、地域自治の流れは今後ますます勢いを増して

いくことが予想されます。地域と行政を知る職員

が地域活動に住民として、あるいはパイプ役とし

て積極的に参加する仕組みを地域担当制も含めて

検討、推進すべきと考えますが、市長の御見解を

お聞かせください。

大きな項目の４点目であります。基幹産業の推

進についてお尋ねをいたします。初めに、食、観

光、物づくりの連携による地域ブランドについて

お伺いをいたします。平成１９年３月策定の新名

寄市農業・農村振興計画を見てみますと、多様な

農業経営の展開として農産加工やグリーン・ツー

リズムの推進では、農業体験、ファームインによ

る都市住民との交流、集合型直売所の検討、農商

工連携を図り、地産地消の推進などが取り上げら

れています。農業経営の多角化、複合化等のいわ

ゆる６次産業化への取り組み、地産地消を後押し

するということでありますが、その進め方、方策、

またその実０についてお伺いをいたします。

次に、担い手対策についてお聞きをいたします。

今回私の求める担い手対策は、ずばり婚活であり

ます。事農業に限らず、すべての分野において強

力な婚活対策を推し進めなければなりません。そ

の必要性については、改めて申し上げるまでもあ

りませんが、今や男女ともに結婚の高年齢化が進

んでおり、また年齢が高くなるほど交流の場、機

会が減少しており、そこのところに対する企画が

必要になってきます。婚活対策は、今や市町村の

枠を飛び越して県レベルでも取り組む時代に突入

しております。フリーでリラックスした事業効果

の高い婚活対策を求めるものであります。

３点目として、農業生産施設についてお聞きを

いたします。農業・農村振興計画にも掲載されて

いるとおり、日本一のモチ米の質、量ともに兼ね

備えた名寄ブランドをより強固に確立し、全道、

全国へ発信していくために玄米ばら乾燥調製施設

の早期整備を進めるべきであります。安全、安心、

良質なモチ米の提供、大量にして均一な品質を誇

る産地としての名声を獲得、維持するために、さ

らには農家経済の負担軽減のために今後必要欠く

ベからざる施設であります。施設整備に向けた積

極的な取り組みに期待するものであります。

４点目に、エゾシカなどによる農作物の食害防

止対策についてお尋ねをいたします。このことに

つきましては、去る４月に新たな駆除体制確立に

向けて道内の大学やＮＰＯ法人、道や道猟友会な

どがエゾシカネットワークを立ち上げ、シカを群

ごと駆除する新たな情報の実証やその手法を用い

て職業として狩猟を行う人材の推進などを進める
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こととした動きがあります。シカの増加率は年間

２０％で、４年もすれば頭数は倍になるというデ

ータもあり、また電牧、防護さくともに一定効果

しか期待できないという実態も報告されていて、

最終的には思い切った予算措置を伴った駆除対策

しか選択肢として残らないのであります。被害農

家の営農意欲までもそぐ悲痛な叫びを深刻に受け

とめ、新年度における前向きな対応を求めるもの

であります。

５点目に、口蹄疫の侵入防止対策についてお尋

ねをいたします。去る４月２０日、宮崎県都農町

で発生が確認された口蹄疫は一たん終息するかに

見えたものの、その後宮崎県都城市、宮崎市、日

向市にも飛び火して６月１１日現在で殺処分対象

家畜は１９度頭を超え、４市５町に感染、汚染が

拡大し続けております。今後の対応について東京

農工大の白井教授は、口蹄疫は感染力が非常に強

い、今後さらに全国のどこかに飛び火する可能性

もある、全国的に厳戒態勢をとって防疫体制を徹

底すべきだと警告を発しております。人、物の移

動はもちろん、空気伝染もあると言われる口蹄疫

の侵入防止策について、危機感を持ち続けること

は難しいとされる中、改めて現場の防疫体制の徹

底、実施状況の点検など名寄市として農協、生産

者ともども連携を密にした度全の侵入防止対策を

とるべきであります。市の対応についてお聞かせ

を願います。

大きな項目の５点目であります。広域行政の推

進に関してお尋ねをいたします。定住自立圏構想

についてお伺いをいたします。従前の広域行政圏

施策の廃止に伴い、新たな地域活性化に向けた取

り組みとして定住自立圏構想の推進が打ち出され

ております。上川北部地区は、隣接する士別市と

名寄市を合わせた人口が４度人を超え、複眼型と

言われる２市での中心市として構想の要件を満た

すとされ、周辺の９町２村が連携意思を持ち、協

議参加を予定していると伝えられています。各分

野における役割を分担しながら、域圏の活性化を

図る取り組みについて名寄市として目指すところ、

また士別市との連携の進め方についてお聞かせを

願います。

大きな項目の６番目であります。循環型社会の

形成に関してお尋ねをいたします。平成１９年７

月に名寄市一般廃棄物処理基本計画が策定され、

ごみ問題は私たち一人一人行動様式が深いかかわ

りを持っており、日常生活の中で自分ができるこ

とから行動することが解決の基本であり、一方ご

み処理を取り巻く社会情勢は技術的、経費的ある

いは法令対応など課題が多く、長期的、総合的な

検討が求められていくことが期待されております。

さらに、年々複雑化、深刻化するごみ処理のあり

方を長期的ビジョンのもと、ごみの排出抑制、リ

サイクルの推進、適正処理の確保を基本にごみ排

出量の削減、リサイクル率、減量処理率の各数値

目標を掲げて市民、事業者、市が連携して取り組

むことをうたっています。計画期間を平成１９年

度から平成２８年度までとし、中間目標年次を平

成２３年度と定めております。そこで、計画期間

３年を経過して数値目標の達成率、中間目標年次

の達成見込み、また計画、目標数値の見直し、新

たな課題など基本計画の推移、計画についてお知

らせを願います。

大きな項目の７番目であります。地域医療の充

実に関してお尋ねをいたします。初めに、医療ス

タッフ、看護師の確保についてお聞きをいたしま

す。１点目は、地元名寄大学の看護学科学生の確

保策についてお伺いをいたします。今定例会にお

いても看護師、助産師を目指す学生の学資金貸与

額を増額する名寄市立総合病院看護師等学資金貸

与条例の改正が議決され、他市との遜色のない内

容となって一定程度看護職員が育ちやすい環境が

整えられたところでございます。また、このたび

市立病院は日本医療機能評価機構による病院機能

評価で新基準のバージョン６の認定を受けて、学

生の実習先病院としての認知度もさらに高まるも

のと期待するところであります。このようにさま
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ざまな角度から看護科学生にとって魅力ある施策、

病院づくりを通して看護師確保策をさらに強化す

べきであると考えますが、市の対応、方次につい

てお聞かせを願います。

次に、精神科病棟改築と狭隘さもここにきわま

れりの感が日を追って強まる病院駐車場対策の考

え方と今後の見通しについてお知らせを願います。

大きな項目の８番目、心豊かな人と文化をはぐ

くむまちづくりに関してお尋ねをいたします。１

点目に、大学教育の充実についてお聞きをいたし

ます。名寄大学は、看護師、管理栄養士など各種

国家試験受験資格を得ることができるのが魅力の

一つになっております。結果、成果が伴わなけれ

ば真のよい評価を得ることはできません。その合

格率を上げるための取り組みについてお知らせを

願います。

次に、名寄大学の学生と市民の交流についてお

聞きをいたします。名寄大学には、道内はもちろ

ん九州、沖縄など全国各地から学生が集まってき

ていますが、現在もパリ祭にかかわってのイベン

ト、農業体験などを通して市民との交流の輪は広

まっています。今後は、学生個々の出身地も含め、

さらに広く深く交流を進めるべく、その方策につ

いてお聞きをいたします。

３点目に、名寄大学大学院設置と短期大学部児

童学科の４大化について、その必要性とコスト、

課題と見通しについてお知らせを願います。

最後に、大きな項目の９番目、小学校教育の充

実に関してお尋ねをいたします。１点目に、来春

から小学校での新学習指導要領が完全実施され、

算数と理科の教科書の分量が大幅にふえ、算数の

教科書で３３％増、理科で３７％の増となります。

これは、近年の子供たちの学力低下が背景として

あるもので、特に道内では学力テストの算数の正

解率が全国下位にあり、教科内容の大幅増加は学

力向上に向けて保護者の期待も高まっているよう

であります。高橋道教育長も１１日の定例道議会

で、学力向上対策として学校５日制で休日となっ

ている土曜日について、学習機会を設けるなどの

活用策を検討することを示し、さらには東京都教

育委員会も月２回の上限や公開などを条件に土曜

授業の実施を促す指次を作成し、各市町村教育委

員会に通知したとされています。来春からの新学

習指導要領についての完全実施について、大きく

変わるところ、そしてその対策についてお知らせ

を願います。

次に、家庭学習の励行についてお聞きをいたし

ます。家庭学習については、１日１時間は必要と

されていて、全国平均が５７分、北海道は４１分

と少なく、来春からの教科内容の大幅増加を前に

家庭学習に対する具体策を持っての着実な取り組

みは必至であります。例といたしまして、家庭学

習チャレンジカードの活用、校内に家庭学習の場

を設置、礼文検定による学習に対する達成感と意

欲の継続、鹿部町の週２回開かれるトランティア

による寺子屋、稚内の学生トランティアによる自

主学習の手助けなど、各地で地域ぐるみで子供た

ちの学力の定着を図るための試みが実践されてお

ります。まずは、保護者が関心を持つことから始

まりますが、名寄市教育委員会としてのお考えを

お聞かせを願います。

３点目に、市内小中学校の適正配置計画につい

て、その推移と施設整備の状況についてお知らせ

を願います。

最後になりますが、道徳教育についてお伺いを

いたします。今回指導要領改訂の柱の一つに道徳

教育の充実があります。児童生徒の道徳性を４つ

の視点から分類して指導を行うもので、①として

主として自分自身にかかわること、②として主と

して他の人とのかかわり方に関すること、③とし

て主として自然や崇高なものとのかかわり方に関

すること、④として主として集団や社会とのかか

わり方に関することとし、人としてのあり方、人

生をよりよく生きるための基盤となる道徳性を育

成するものであり、年間３５時間を要するとされ

ております。具体的には、道徳教育推進教師を配
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置（ただし、先生が１人ふえるわけではありませ

ん）、年間指導計画の作成等、指導内容を周知徹

底することで道徳教育の充実を図るということで

ありますが、名寄市として具体的な取り組み、考

え方についてお伺いをいたします。

以上、この場からの質問を終わります。

加藤市長。〇議長（小野寺一知議員）

佐藤勝議員から大きな項〇市長（加藤剛士君）

目で９つの質問をいただきました。大きな項目の

１つ目から８つ目までは私のほうから、９つ目に

関しては教育長からの答弁ということにさせてい

ただきます。

まず、大項目１点目の市民主体のまちづくりの

推進についてお答えをいたします。名寄市では、

市民主体のまちづくりを目指し、本年４月に名寄

市自治基本条例を施行し、市民、議会、行政が対

等な立場で連携、協働し、まちづくりを進めると

いう共通認識のもとに情報の共有と市民の参加を

まちづくりの基本ルールというふうに考えており

ます。多くの市民の御意見を聞くために各種審議

会や委員会の公募委員の拡大、パブリックコメン

ト制度の導入に向けて準備を進めておりますけれ

ども、できるだけ多くの市民からの御意見やアイ

デアを伺う機会を設けるよう町内会会長会議やま

ちづくり懇談会等を実施し、意見交換ができるよ

うに努めてまいりたいというふうに思います。ま

た、本年度総合計画の後期計画を策定するに当た

り、各種団体やグループ等との意見交換の場を設

定をし、行政情報を積極的に提供し、理解と信頼

を深めてさまざまな御意見を集約できるように努

めていきたいというふうに考えております。

また、御指摘いただいた風連庁舎の問題であり

ます。本年４月から機構改革の見直しによりまし

て風連庁舎１階に空きスペースが生じておりまし

て、閑散とした雰囲気を住民に与えていると。こ

のことから、風連庁舎に勤務している部長、管理

職などで何回かにわたってこの空きスペースの利

用について協議を重ねてきているところでござい

ます。１つには、来年４月をめどに３階の経済部

が農業委員会も含めて１階の空きスペースに移動

する案あるいは公営住宅係、水道の業務係などの

住民と接する窓口的な係を配置してはどうかと、

こういう御意見もございましたけれども、現在の

ところ決まっていない状態でありまして、今後総

合的、有効的な配置のあり方について検討させて

いただきたいというふうに思います。

そして、市長室、副市長室、これを市民と触れ

合えるような場所に移動できないかと、こういう

ことでございますけれども、合併後名寄庁舎、風

連庁舎といった分庁舎方式を採用されたことから、

前の島市長は風連地域の市民との対話をもとに風

連地域との融合を図る目的から火曜日、木曜日の

週２回、風連庁舎での勤務を行っているところで

ございます。私も前島市長の意思を引き継いで風

連庁舎での勤務を考えております。１階空きスペ

ースの有効活用等を含めて今ほどの意見、御検討

させていただきたいというふうに思いますので、

御理解をいただきたいというふうに思います。

引き続きまして、合併特例区後のまちづくりに

ついて、風連地区に合併特例区を設置した理由に

つきましては、合併によって住民の声が行政に届

きにくくなるのではないか、こうした不安を解消

すること、また旧風連町で取り組んでいた独自の

事務事業あるいは名寄、風連双方同様の事務事業

でも内容に違いがあって一本化するには時間を要

する事務事業については一定期間特例区で行い、

ある程度の道筋をつけることが効率的かつ段階的

に処理できるとの考え方で、合併協議に基づいて

特例区を設置したというものでございます。本年

度は、法で定める特例区設置期間５年間の最終年

度でありまして、これまで規約で定められた特例

区の事務事業の処理につきましては定住対策事業、

区域高校振興対策事業など一部事業が完了してい

るものもありますが、市事業として継続するもの

につきましては特例区設置期間内でありましても

既に市のほうへ移管をしている事務事業もありま
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して、残った事務事業につきましても移管先とな

ります原課との協議を進めているところでありま

す。事務事業の一体性の確立に向けて調整をして

いるところでございます。

特例区の振興策にかかわるものにつきましては、

新名寄市総合計画を策定する際に特例区協議会の

意見を聞き、また市街地再開発事業の取り組み、

旧福祉センターの取りでい、風連高校の閉校後の

校舎の利用、さらに各種使用料等の見直しなど風

連地区にかかわるものにつきましては特例区協議

会の御意見を聞きながら対応してきておりますの

で、法の目的に沿って特例区の運営がなされてき

ていると、このように考えております。また、本

年４月には新名寄市が住民と行政の役割分担を通

して、ともに協力しながら進める協働のまちづく

りを目指していることを踏まえ、歴史ある行政区

制度から住民自治組織制度に移行をされ、同時に

風連地区町内会連絡会も設置されたところであり

ます。

特例区終了後のまちづくりの考え方としまして

は、市政次行方次でも述べさせていただいており

ますけれども、地域の将来を見据え、区域内のコ

ミュニティー活動の活発化を図り、課題や問題を

明確にして区域の住民が連携、協力、行政との協

働による活動、提言など地域住民の意見が市政に

反映できるように努めてまいる考えであり、その

ために必要な組織として風連地域連絡協議会を設

置させていただきたく、特例区協議会などと協議

を進めることとしております。

また、自主財源の関係でございますけれども、

特例区事業が市に移管されることから、これまで

の事業展開をするという要素を変えて地域住民の

結びつきを重視するとともに、地域文化の継承、

発展、またこれまでの歩みをもとにした新たな文

化の創造などを主体とした活動に転換をし、また

新名寄市としての一体性を持たせる意味からも既

に名寄地区では校区単位で設置され、市から１事

業５度円、事務費１度円の交付を受けて活動され

ている地域連絡協議会と同様な交付金を受けて活

動していただくことを考えておりますので、御理

解をいただきたいというふうに思います。

続きまして、大項目２点目の創造力と活力にあ

ふれたまちづくりについてお答えをいたします。

まず、名寄駅横再開発についてお答えをいたしま

す。市街地中心部に対するにぎわい創出のための

手法として、民間と行政との協働で事業を推進す

ることで関係者、関係機関で協議を進めて現在に

至っているところでございます。株式会社西條が

推進する事業に関しては、国の経済対策の中止な

どから事業の再構築を余儀なくされているところ

であって、当初の予定よりおくれていることはや

むを得ない状況にあると判断をしているところで

ございます。一方で、行政が進めるバスターミナ

ルを中心とした複合交通センターの整備に関して

は、都市再生整備計画の認可を得たことから、本

年度当初より用地確定測量や補償算定業務に着手

をしているところでございます。とりわけ本年度

の事業については、駅横地区の一体整備に不可欠

であるＪＲ北海道の土地取得を推進するとともに、

行政施設の基本設計に市民の意見を取り入れなが

ら施設の詳細設計を行い、施設建設を進めてまい

りたいというふうに考えております。

次に、文化ホールについてお答えをいたします。

名寄文化ホールにつきましては、昨年度北海道文

化財団からアドバイザーを招き、職員による庁内

検討委員会、さらには市民懇話会を設置して検討

をしてまいりました。本年３月には、市民懇話会

から報告書の提出をいただいたところでございま

す。建設につきましては、現在推進しております

名寄駅横再開発の財源となっております国土交通

省所管の旧まちづくり交付金、現在は制度の改正

がありまして社会資本整備総合交付金となってお

りますが、これを活用して実施をする計画として

おります。この事業では４０％の補助があり、残

りについては合併特例債を活用することとなりま

す。今回予定をしております社会資本整備総合交
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付金を活用する場合、今後のスケジュールにつき

ましては事業最終年度が平成２６年度となること

から、逆算をいたしますと遅くとも平成２３年度

内に計画を煮詰めて、平成２４年度ないし平成２

５年度工事着工となるところでございます。

また、建設位置につきましては、市民懇話会の

報告書にもございますけれども、文化センターの

西側に土地開発公社が文化ホール予定地として保

有しております用地が最も有力な建設位置と考え

られており、市民文化センターの管理事務室や各

部屋の有効活用が図られるということになります

が、名寄駅や市街地中心部から離れていることか

ら、公共交通機関の路線の見直しなどが課題だと

いうふうに考えられています。一方では、中心市

街地に文化ホール建設を求める意見もあり、中心

市街地に建設した場合、中心市街地の活性化と施

設の利用率の向上などの相乗効果が望めるところ

でございますけれども、中心部に保有する市有地

は南広場１度 ０００平米のみであり、駐車場の

確保のため、また冬期間の除雪を考慮すると新た

に土地を求めなければならない、さらには管理部

門や各種会議室を新設しなければならないといっ

た課題もあるというふうに思います。いずれにい

たしましても、市民が長く待ち望んでまいりまし

た文化ホールの建設につきましては、今回の社会

資本整備総合交付金を活用するのが現在の名寄市

の財政状況から判断をしてベストの方策であると

いうふうに考えております。

続きまして、望湖台センターハウスの存続につ

いてお答えをいたします。市の行財政改革推進本

部で廃止検討とされておりました望湖台センター

ハウスにつきまして、昨年度より株主、行政区長、

特例区協議会、老人クラブなどと意見交換を実施

し、８回にわたり１４団体、約２００名の方々か

ら御意見をお伺いいたしました。意見の多くは、

高齢者の憩いの場となっており、楽しみにしてい

るので、しばらくは残してもらいたい、または私

たちも利用に協力するので、住民の健康と保養の

場とする当施設を従来どおり存続させてほしい。

または、工事関係者の方が多いと一般客の足は遠

のくのではないだろうか、また地元とはいえ古く

なると足が向かない。また、市も財政が厳しい。

採算ベースを考えると、傷口が大きくなる前に廃

止したほうがよいのではないかと、こういった等

々の意見がございました。今後当施設を管理運営

するふうれん望湖台振興公社と協議を重ね、再度

地区住民と意見を交換させていただき、遅くとも

本年の９月をめどに方向性を示してまいりたいと

いうふうに考えております。

続きまして、住宅リフォーム助成制度について

お答えをいたします。この事業による経済効果は

３年間で６２８件、補助金で１％ ５６０度円、

事業費については１０倍以上の１３％ ０００度

円と大変大きなものであったというふうに理解を

しております。さらに、多くの工事を受注した会

社においては雇用の面でも効果があったものとい

うふうに受けとめておりまして、１つには高齢社

会に向けての施設整備、バリアフリー工事、２つ

には耐用年限の延長、３つには地元企業の育成、

そして４つには雇用対策などの効果があったと考

えられます。

御提案をいただきました小規模改修を助成対象

にとの補助基準の見直しにつきましては、３年間

の申請で事業費が１００度円から１５０度円まで

のものが全体の約４５％を占め、基準となる１０

０度円を満たすために追加工事を行うなど、小規

模な改修の希望も実際は多かったものというふう

に想定をしております。これまでの３年間の事業

検証を含め、これからの住宅事業の助成のあり方

について名寄市中小企業振興審議会、市内建設業

者さんとも十分協議をさせていただきたいという

ふうに思っております。

続きまして、大項目３点目の行財政改革の推進

についてお答えをいたします。まず、効率的な市

役所づくりについてでございます。団塊世代の大

量退職者による新規採用職員の採用と行財政改革
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による組織のスリム化に伴い、従来にあべて職員

の負担は増加をしているところでございます。住

民サービスを低下させないために職員研修の充実

と職場内の連携による協力体制を構築しながら、

総がかり的な意識改革を行って効率的に業務を進

めてまいります。これまでも課の枠を超えて庁舎

内全体で動員等の協力体制をとってきているとこ

ろでありますから、今後においてもこれを継続し

て行ってまいりたいというふうに思います。

グループ化の導入についてはという御質問ござ

いましたけれども、近隣の市町村でも一部導入さ

れてきておりますけれども、メリット、デメリッ

ト、両方の検証をしながら効率的な活用について

検討してまいりたいというふうに思います。今後

においても住民サービスの向上のために職員が減

少する中でスキルアップを行いながら、あらゆる

手法について検証してまいりたいというふうに考

えています。

そして、行財政改革におきましても組織のスリ

ム化に伴う人材育成が急務となっていることから、

職員研修の充実を図ってまいりたいというふうに

思います。具体的には、新たな試みとして団塊世

代の退職に伴い、本年４月以降に昇任をした新任

管理職員並びに新任係長職を対象にして研修を行

いました。そのほかにも新規採用職員を対象とし

て接遇、電話マナー等を含めた研修を年６回の開

催を予定をしております。また、採用２年目から

８年目までの職員を対象として初春職員研修を平

成２１年度から２２年度の２年間で市全体の業務

内容について担当係長が講師となり、研修を実施

しております。また、道市町村職員研修センター

や市町村職員中央研修所等で行われる研修に対し

ても研修計画を作成しながら、できるだけ多くの

職員に研修の機会を提供し、職員の資質向上を図

り、住民サービスの向上につなげてまいります。

改革のメニュー、スケジュールということでご

ざいますけれども、行財政改革につきましては平

成１９年２月に策定をした新名寄市行財政改革推

進計画に基づき、平成２０年度から市長を本部長

とする実施本部を立ち上げて組織のスリム化、使

用料、手数料及び負担金、補助金の見直し、公共

施設のあり方などを検討、見直しを実施をしてき

ました。平成２２年度においても５月２７日に名

寄市行財政改革推進実施本部を立ち上げて、組織

・機構検討部会、事業等見直し検討部会、この２

部会を設置をして協議を進めているところでござ

います。本年の課題といたしましては、社会教育

施設の有料化、風連パス券の廃止を予定をしてお

ります。実施に当たっては、説明会を開催をして

住民理解が得られるように十分意を配してまいり

ます。

続きまして、総合計画でありますけれども、総

合計画の進行管理は社会経済情勢の変化への対応

を図るため、向こう３年間の事業について確認、

点検、見直し、これを行うローリング方式を採用

しております。その実施に当たりましては、担当

部局における事業の見直し、市長ローリング、部

次長会議メンバーで構成する名寄市総合計画庁内

推進委員会及び市民委員で構成する名寄市総合計

画推進市民委員会を経て決定をし、毎年度の予算

へ適切に反映をさせ、総合計画に基づくまちづく

りを着実に進めてまいりました。ローリングの結

果については、市のホームページに掲載をし、市

民への情報提供に努めておりますが、直近の平成

２１年に実施をした第３期のローリングでは当初

計画事業数１９６本に対し、第３期ローリング後

事業数は２３７本、事業費では当初３２０％ ６

８２度円に対し、第３期ローリング後は３３７％

４８８度円となっており、約 ４％の増となっ 

ております。ローリング方式による進行管理は、

総合計画に基づくまちづくりの生命線であること

から、今後も適正に実施をしてまいります。

また、本年度市立食肉センターの改修など早期

の改修が必要と、早期の実施が必要と判断した事

業についても予算化をさせていただきました。平

成２３年度につきましても皆様の理解のもとに必
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要な予算を提案してまいりたいというふうに考え

ておりますが、現在の総合計画前期計画につきま

しては平成２３年度で終了となり、次年度には議

会はもとより市民の皆さんに参画をいただき、総

合計画後期計画の策定作業を進めることになりま

すので、その場において議論を尽くし、私の公約

と市民の皆さんの声を調和させた総合計画後期計

画の策定に取り組んでまいります。

続きまして、地域活動への職員の参加について

というところでございますけれども、旧名寄市に

おいては平成１０年３月に策定しました名寄市人

材育成基本方次の中で職員の地域担当制を明記を

して、過去の総合計画策定時に職員が地域に出向

いたことがありました。また、旧風連町において

も総合計画策定時に公民館単位で地域連絡協議会

を設置する中で、職員が各地区の担当として計画

策定に向けての議論や各地区のイベントや各種行

事等に対しても積極的に参加してきたことがござ

いました。地域活動に対して職員が地域担当者と

して参加することは、既に多くの職員、また職員

ＯＢが町内会を初め各種文化、スポーツ団体の役

員として活動しておりまして、組織のスリム化に

伴う業務量の増加もあり、難しい一面があるとと

らえております。私は、地域の担当者という枠組

みよりも常日ごろ職員が地域活動に積極的に参加

していくと、こうした姿勢が重要なのではないか

という認識を持っています。今後とも職員に対し

て周知徹底を図るとともに、地域活動への参加を

促してまいりたいと、推進してまいりたいという

ふうに思います。

続きまして、大項目４点目の基幹産業の推進、

これについてお答えをいたします。まず、地域ブ

ランド化についてお答えをいたします。厳しい経

済情勢の中、地域経済の活性化を図るためには１

次産業と２次、３次産業が一体となった個性のあ

る資源に付加価値をつける取り組みが重要と考え

ております。名寄には、市内外に大きな評価をい

ただいているモチ米、カトチャ、アスパラ、バレ

イショなどなどの農業資源が豊富であり、観光資

源についても健康の森、サンピラーパーク、望湖

台自然公園、ひまわり畑、道の駅、そして本年度

オープンいたしました天文台きたすばるなど充実

してまいりました。これらを農業と商工業、ホテ

ル、飲食業等の観光とが連携する必要があるとい

うふうに考えております。

さきの駒津議員の御質問にもお答えしましたが、

アスパラパウダーにつきましてもまだまだ課題は

ございますが、今後とも商品開発等の研究を進め

ていくということでございます。また、本年度商

工会議所が主体となって実施する新「なよろブラ

ンド」商品開発プロジェクトにつきましては、地

域資源を活用した新たな商品開発に期待をしてい

るところでございまして、市といたしましてもこ

うした農、商、工を含めた若い人たちの取り組み

に対する橋渡し的な役割を担ってまいりたいとい

うふうに考えているところでありまして、これら

の取り組みを通じて名寄の地域ブランドの構築を

してまいりたいというふうに考えております。

次に、担い手の対策についてお答えをいたしま

す。現在名寄市では、農業後継者を対象に名寄市

農業後継者対策協議会において、よき伴侶を得る

ための事業展開を行っておりまして、具体的には

農業体験を組み入れた北北海道で農業をやってみ

るかいツアーの実施や旭川市主催の出会いのパー

ティー、北海道マリッジ・カウンセリングセンタ

ー主催のパーティーなどの情報を発信するなど、

出会いの場の提供を行っているところでございま

す。また、一般市民を対象とした相談活動といた

しましては、民間トランティア１４名の方で運営

されている名寄市結婚相談センターに御協力をい

ただいて毎週金曜日に相談業務を行うとともに、

他市町村相談所と情報の交換、出会いの場にかか

わる情報発信、創出等の活動を行っておりまして、

現在この相談所にかかわる申し込み登録者数は３

５名となっているところでございます。

一方、都市と農村の交流や農業経営の多角化を
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推進するとともに、農業、農村への理解を深める

取り組みとして関心が高まっていますグリーン・

ツーリズム推進事業の取り組みとしては、本年は

名寄市立大学の学生さんが３回にわたって農業を

体験するという計画を持っているということでご

ざいまして、こうしたことも出会いの場になるの

かなというふうに考えております。お話ありまし

た公共団体が主催する異業種間の出会いの場の提

供的なものにつきましては、参加者にとりまして

も安心して気軽に参加できるような利点もあるも

のと考えますので、今後に向けてその目的など主

眼をどこに向けるか等、方策を整理した上で調査

研究をさせていただきたいというふうに考えてい

ます。

次に、農業生産施設についてお答えをいたしま

す。実需者からの売れる米づくりとしての要望に

こたえるために１等米生産はもとより、栽培指導、

履歴とあわせ乾燥調製施設の利用率向上による物

流改善、異物混入防止が叫ばれています。さらに、

実需者は高品質米に対する要求は当然ながら施設

利用による地区内の均一化、フレコン、紙袋によ

る物流改善、異物混入対策を求めてきております。

そこで、ＪＡではこれら実需者の要求に早急にこ

たえるために平成１５年度に生産振興総合対策事

業で玄米ばら集出荷施設の整備を図ってきました。

これまで名寄地区分のみの処理は可能でしたけれ

ども、風連地区分についても対応可能となるよう

既存施設の増設を計画をしているものでございま

す。

具体的な内容につきましては、道北なよろ農業

協同組合が事業主体となり、名寄市曙に現在所在

します既存の玄米ばら集出荷施設に増設するもの

でありまして、年間の目標処理能力を既存の ５

５０トンから ２００トンとし、目標の１日処理

量９ ３トンのうち３ ４トンを既存施設で対応 

し、残り５ ９トンを処理できる能力の増強を行

うこととしています。これに伴う増強設備につき

ましては、荷受け設備、タンク設備、調製設備、

色彩選別機、計量出荷設備などとなっておりまし

て、事業実施予定は平成２３年度を予定しており、

事業費につきましては３％ ０００度円を見込ん

でおります。名寄市といたしましては、これまで

の農業施設の設置経過等から補助事業等で対応す

べく、道北なよろ農業協同組合を含め上川総合振

興局とも鋭意協議を行っているところでございま

して、この施設の増設によって異物除去が可能と

なり、これまで以上に食の安全や産地評価と物流

改善につながることが期待をされております。

次に、シカ等による農産物の食害対策について

お答えをいたします。名寄市におきましても山間

部及びその隣接地を中心にふえ過ぎたエゾシカに

よる農作物の食害被害が深刻な課題となってきて

おります。エゾシカの駆除活動は、関係機関、団

体が連携し、有害鳥獣農業被害防止対策協議会を

中心に農作物被害防止を目的とした駆除対策を行

うとともに、中山間地域等直接支払制度交付金を

活用して農業者みずから電牧さくを設置するなど

の手法をとってきているところでございますけれ

ども、基本的には個体数を減少させることが最善

の策であるというふうに考えているところでござ

います。いずれにいたしましても、緊急な課題と

して受けとめておりますので、今後とも鋭意努力

するとともに、協議会に対する経費の増額等につ

いても理解と御相談をさせていただきたいという

ふうに考えております。

次に、口蹄疫の対策についてお答えをいたしま

す。既に御承知のように、本年４月に国内で１０

年ぶりに発生いたしました口蹄疫につきましては、

本道への侵入防止の徹底を図るべく、北海道を初

め関係機関、団体等が一丸となって取り組んでい

るところでございます。名寄市における対策とい

たしましては、発生と同時に畜産農家等に対し、

発生状況の周知とあわせて注意喚起を促す文書及

びパンフレット等を配布するとともに、５月６日

には道北なよろ農業協同組合と協議を行い、口蹄

疫ウイルスへの消毒薬の配付、ソーダ灰、各２０
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キロ、これを行ったところでございます。５月２

８日には関係機関対策会議を開催をし、上川家畜

保健衛生所から宮崎県における発生状況について

情報提供並びに対応策の指導を受けるとともに、

発生した場合の対策本部の確認、さらには今後の

対応策等について協議を行っているところでござ

います。

この協議を踏まえて、当面の対応策として名寄

市家畜自衛防疫組合を中心に市内の酪農家、肉寄

農家、養豚農家へ消石灰を配付するとともに、今

後も継続して注意喚起を促す文書、パンフレット

等を配付するほか、一般市民へは広報紙、ホーム

ページ等を通じて周知を行うこととし、これから

は本格的な観光シーズンを迎えることから来道者

向けの口蹄疫への注意喚起ポスター及びリーフレ

ット等を市内観光施設、宿泊施設等への掲示を依

頼していきます。当面は、風評被害等に配慮をし

ながら詳細な情報を収集し、的確な対応に留意を

するとともに、再度畜産農家に対する消石灰の配

付等を対応をしてまいりたいというふうに考えて

います。

大項目５点目の広域行政の推進についてお答え

をいたします。人口減少社会が訪れる中、地方圏

では少子高齢化と都市圏への人口流出による過疎

化と生産年齢人口の減少が進み、その活力を失い

つつあります。定住自立圏構想とは、こうした状

況を踏まえ、近接する市町村がさまざまな分野で

相互に連携、協力をし、定住のために必要な暮ら

しの諸機能を確保するとともに、自立のために必

要な経済基盤や地域の誇りを培うことで魅力あふ

れる地域づくりを推進をし、過疎や高齢化に備え

た圏域全体の活性化を図るということで人口流出

に歯どめをかけることを目指すものでございます。

具体的には、名寄市と士別市が連携をした中心

市となることで国の要件である大規模商業娯楽機

能、中核的な医療機能、各種生活関連サービス機

能などの生活に必要な都市機能についての集積、

みずからの住民のみならず、周辺町村の住民もそ

の機能を活用していることや人口４度人以上など

の条件をクリアすることができるため、複眼型中

心市として周辺町村と１対１で医療、福祉、教育、

産業振興、公共交通等で協定を結び、安心して暮

らせる環境をつくることで上川北部圏域の活性化

を図ってまいりたいというふうに考えております。

５月２８日に上川北部地区広域市町村圏振興協議

会総会が行われて、定住自立圏構想の推進につい

て承認をされ、本年１２月を目標に中心市宣言を

行えるように作業を進めてまいります。

また、士別との連携についてでございますけれ

ども、さきにも申し上げたとおり定住自立圏は人

口４度人以上の要件を満たす市を中心市として、

周辺市町村と１対１で協定を締結するということ

を積み重ねることで形成される圏域でございます。

名寄市単独では４度人の要件を満たしませんので、

隣接する士別市と合わせて要件を満たすことから、

複眼型中心市として連携をとりながら上川北部の

中核都市としてこの構想を進めてまいる考えでご

ざいます。

続きまして、大項目６点目の循環型社会の形成

についてお答えをいたします。名寄市一般廃棄物

処理基本計画は、本市が長期的、総合的な視点に

立って計画的なごみの処理の推進を図るための基

本方次となるものであって、ごみの排出抑制及び

ごみの発生から最終処分に至るまでのごみの適正

な処理を進めるために必要な基本的事項を廃棄物

処理法第６条に基づき定めたものでありまして、

計画期間は平成１９年度から平成２８年度までと

なっております。ごみ処理を取り巻く状況が大き

く変化する中、本計画に基づきリデュース、これ

はできるだけ廃棄物の排出を抑制すること、リユ

ース、これは再利用、リサイクル、これは再生使

用と。こうした順に徹底した循環的利用を行い、

できないものは適正に処分することとし、市民、

事業者、市がそれぞれ取り組んでまいったところ

でございます。

次に、本計画の数値目標の達成状況であります
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けれども、１番、ごみ排出量の削減目標は平成２

３年度目標１度 ２１４トンに対し、平成２０年

度は１度 ２９８トンとほぼ達成をしております。

２番のリサイクル率の目標ですけれども、平成２

３年度目標２１％に対しまして、平成２０年度約

１ ７％というふうになってございます。３番、

減量処理率の目標でありますけれども、こちらは

平成２３年度目標４８％に対して、平成２０年度

は約４９％と、これも目標を達成してございます。

以上、計画はおおむね順調に推移しておりますが、

平成２３年度が本計画の中間年次に当たることか

ら、平成２１年度の達成率がまとまり次第、最終

年度に向けて本計画の数値目標などの必要な見直

しに着手をしてまいります。

なお、昨年実施いたしました組成調査の結果、

回収される埋め立てごみの中にはリサイクル可能

品が４割近くもあり、排出者のリサイクル意識の

より一層の向上が今後の課題であるというふうに

考えておりますので、今後とも指導の徹底と引き

続きさまざまな機会をとらえて啓発に努めてまい

ります。

大項目７点目、地域医療の充実についてお答え

をいたします。まずは、医療スタッフの確保につ

いてであります。看護師不足につきましては、御

承知のとおり国の医療機関に対する診療報酬が通

常２年に１度改定をされておりますけれども、４

年前の２００６年の改定では病棟の看護師の配置

に手厚い看護体制をとる医療機関に対しては、こ

れまでよりも高い診療報酬が払われる、いわゆる

７対１という新しい制度が定められたところでご

ざいます。この診療報酬に係る改定は、病院運営

に直結をすることから、診療報酬が高い新制度へ

の移行を目指す都市部の病院が中心となり看護師

の争奪戦が展開をされ、結果として地方における

看護師不足が深刻になっているという状況でござ

います。当院では１０対１の配置基準を辛うじて

維持はしておりますけれども、先ほどもお話しし

ましたが、夜勤のできる看護師に人的余裕がなく

て１５名から１０名ほど不足している状況にある

と理解しております。

看護師確保対策といたしましては、看護部長が

例年５月から６月にかけまして地元の名寄市立大

学ほか、稚内、紋別、滝川、旭川市の各看護専門

学校や看護師養成機関を直接訪問をし、新卒者の

就職について協力を依頼しているところでござい

ます。また、平成２０年からは年齢要件を緩和し

て随時募集を行っており、これも一定の成果を上

げております。このほか、今定例会では看護師等

学資金貸与条例の一部を改正をし、貸与額の増額

をさせていただいたところでございます。

なお、本年は４月１日付で８名の新人看護師を

採用しましたが、このうちの６名は地元名寄市立

大学の卒業生でございます。生徒さんが就職先を

決めるポイントとしては、研修先で受ける印象と

指導される先生のアドバイスによるというところ

が大きいというふうに聞いております。当院は、

名寄市立大学看護学科の研修病院となっておりま

すので、今後とも大学との連携強化を図り、安定

的な看護師の確保に努めてまいります。このほか

環境整備としての２４時間保育所の設置につきま

しては、現行の保育所で設置が可能なのか、専門

家と協議をして検証をしてまいりますし、また名

寄市立総合病院の魅力をどう高めていくかという

ことも大きな課題になるのではないかというふう

に受けとめているところでございます。看護師確

保は、病院の運営に大きく影響する案件と認識し

ており、積極的な対応をしてまいりますので、御

理解のほどよろしくお願いを申し上げます。

次に、精神科病棟改築についてお答えをいたし

ます。士別市立病院が平成１５年に精神科病棟を

閉鎖後、旭川以北稚内間の精神科医療は、すべて

名寄市立総合病院が担っています。昭和４６年建

築後、老朽化が激しく病棟改築が大きな課題にな

っているところであり、あわせて狭隘となってい

る駐車場対策も講じなければならない、こういう

状況でございます。病院事務局からは、病棟改築
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と駐車場対策は１つの事業として計画をしており

ますので、今後総合計画のローリングで協議をす

る中でしっかりとした計画の方向性をお示しでき

るものと考えておりますので、御理解をお願いし

ます。

大項目８点目の心豊かな人と文化をはぐくむま

ちづくり、大学についてお答えをいたします。国

家試験の結果についてでありますけれども、学生

の能力は当然のことながら教育の質も評価される

結果となり、国家試験の合格率が大学の質を評価

する指標の一つとして使われております。平成２

１年度、第１期生卒業生の合格状況は全国平均を

上回り、望ましいものもありますけれども、全国

平均に達していないものもございます。そのため

管理栄養士、看護師、保健師、社会福祉士、これ

らの国家試験合格率の目標を定め、日々の教育を

充実させるとともに、模擬試験、補習授業、個別

指導など組織的な取り組みにより学生を指導をし

てまいります。

また、教育の基本方次の一つであります地域社

会の教育的活用、これを実現するために地域交流

センターを設置をし、地域の中で市民と学生が共

生するという目標を掲げ、活動をしております。

センターは、地域活動の総合窓口と調整機関でさ

まざまなトランティア活動への派遣などの窓口と

なり、学生の持っている特性を生かし、学生と地

域の交流を深めていくことを役割としております。

具体的には、センターの活動を主体的に支えるた

めに学生サポートチームを結成をし、市内外から

依頼をされたトランティア活動や学生みずからが

ニーズを探り、トランティア活動や講演を企画を

し、地域の皆さんとともに活動すること、またペ

ットトトルキャップを収集をしてポリオワクチン

にかえることなど、またＦＭラジオや新聞、大学

のホームページ等を通じて学生の視点から名寄市

立大学の地域を広める活動をしております。これ

まで北国博物館行事におけるトランティア活動、

風連、杉並都会っ子交流の学生リーダー、社会福

祉施設におけるステージパフォーマンスや各種行

事の手伝い、学生が食事をつくり、子供と高齢者

を大学に招いての食事会など大学の特色を生かし

ながら地域とのつながりを広げていく活動を行っ

てきております。これらの活動は、学生自身の成

長の糧となっておりまして、地域の方々からは感

謝の言葉もいただいております。ことしは、外部

との懇談、交流を一層強化するとともに、大学グ

ッズの作成を検討しているところでもございます。

大学院設置、大学部児童学科４大化についてで

ありますけれども、１８歳人口と短期大学志願者

の減少、加えて子供をめぐる社会状況の変化など

により全国的にはここ数年、保育系の短期大学の

４年制移行が急増している傾向にあります。しか

し、大学における将来計画検討委員会の構想案で

は、児童学科の４大化は現在の保健、医療、福祉

の連携という保健福祉学部の基本方次や基本目標

にどのような位置づけをするのか、また現行の保

育士、幼稚園教諭に加え、新たな資格というのは

どのようにするのか、そして学生数と教員数の増

加に伴う施設の増加は不可欠であるというような

ことなど課題は多岐にわたっているところであり

ます。

一方、大学院の設置につきましても、全国的に

見ても４年制大学において大学院を併設していな

い大学は今や少数になっておりまして、高度専門

的職業人の養成や本学教員の安定的な確保のため

にも必要なことであるというふうに考えておりま

すが、研究指導員の確保や研究室の増設など課題

の検討も必要となっているところでございます。

いずれにいたしましても、これらの取り組みを進

めるに当たって大学内の論議と将来の大学の発展

を見据えて財政問題も含め、諸課題の分析やメリ

ット、デメリットを十分検討をしてまいりたいと

いうふうに考えております。

私からの答弁は以上で終わります。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、大項目９の〇教育長（藤原 忠君）
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小学校教育の充実に関してお答えいたします。

初めに、（１）、新学習指導要領についてであ

りますが、教育基本法が改正されたことを踏まえ、

新しい学習指導要領では生きる力の育成、知識、

技能の習得と思考力、判断力、表現力などの育成、

授業時数の確保、学習意欲や学習習慣の確立、豊

かな心や健やかな体の育成などを基本的な考え方

として授業時数の増や教育内容の充実化が示され

ております。授業時数では、週時数当たり低学年

２こま、中高学年１こま、中学校では１こま増加

しますので、名寄市内の各学校では５時間目、６

時間目の授業をふやすなど日課表を見直し、適切

な対応に努めております。

教科内容では、特に理科教育の充実が挙げられ

ます。反復指導や観察、実験の充実が求められて

おり、名寄市教育委員会といたしましては各学校

における実験器具などの整備を行うとともに、新

天文台きたすばるの活用を通して理科教育への興

味関心をさらに高めていきたいと、このように考

えております。また、古典、歴史教育や文化遺産、

音楽では和楽器、体育では武道など日本の伝統や

文化に関する教育が重視されたことから、社会科

副読本の追記作業や武道に関する用具、道具の整

備にも努めております。小学校５、６年生の外国

語活動につきましては、ＡＬＴの活用や電子黒板

の利用などに取り組んでいるところであり、言語

活動の充実につきましては全教科で記録や説明、

批評や論述、討論の場面をできるだけ取り入れる

など各学校においてコミュニケーション能力の育

成に研究主題を掲げ、研修の推進に取り組んでい

るところであります。

次に、家庭学習の励行についてのお尋ねがござ

いました。名寄市教育委員会では、確かな学力の

育成に向けて大切な要素である家庭学習の習慣化

を重点施策の一つに挙げて取り組んでおります。

家庭学習の励行について幾つかの事例をお話し申

し上げますと、名寄東小学校では国語や算数のプ

リントを配付し、頑張り表を作成したりシールを

張ったりして意欲づけを図りながら取り組んでい

ます。ほかの小学校でも同様にほぼ毎日宿題を出

しており、低学年では必ずしなければならないと

いうような意識が芽生えつつあるところでありま

す。また、名寄東中学校では、漢字や数学の復習

プリント、英語の単語の意味やまとめ用プリント

などを配付しています。他の中学校も同様な宿題

を出しており、生徒が提出したプリントは採点し

たり教師のコメントを書くなどをして意欲づけを

図っているところであります。

中学校の保護者から、テスト前は宿題の量を減

らしてほしいなどという意見もあったりするわけ

でありますが、小中学校、保護者ともに宿題を続

けてほしいとの意見が多くを占めているところで

あります。しかし、宿題をする時間はふえたわけ

でありますが、自主的に勉強をする時間は決して

十分とは言えないのではないかと、こう考えてお

ります。先ほど佐藤議員からお話もありました記

録方式なども参考にしながら、家庭と連携し、今

後も学習意欲の向上に向けて取り組んでまいりた

いと、このように考えております。

次に、名寄市立小学校の適正配置につきまして

は中学校とも関連がございますので、あわせて御

説明申し上げます。平成２０年４月に名寄市立小

中学校適正配置計画第１期を策定し、市内を３地

区に分けて平成２０年度から平成２９年度の適正

配置の方向性をお示ししております。名寄市市街

地区では、小学校は１２学春を維持できる規模を

基本とし、５校から４校体制に向けた方向性を示

しております。また、中学校では９学春を維持で

きる規模を基本とし、２校体制を維持することと

しております。統廃合の実施時期につきましては、

児童生徒の将来推計に基づく小規模化の振興状況

及び学校施設の老朽化の状況、耐震化等の改築、

改修を勘案し、検討してまいりたいと考えており

ます。風連市街地区では、小学校６学春を維持で

きる規模を基本とし、中学校では３学春を維持で

きる規模を基本に小中それぞれ１校の配置となっ
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ております。郊外農村地区の小学校及び中学校に

つきましては、地域の実情に応じて中心となるべ

き学校への統合を含めた検討を行い、再編を進め

てまいります。実施時期につきましては、将来推

計による欠学年の発生や学校施設の老朽化の状況、

耐震化の推進なども考慮し、検討を行ってまいり

ます。

統廃合を進める上で大きなポイントとなります

学校施設整備計画の今後の取り組みにつきまして

は、現在総合計画後期計画で大規模改造等を予定

されている学校は名寄南小学校、豊西小学校、名

寄中学校、風連中央小学校の４校でありますが、

それ以外にも３０年以上経過している学校が５校

あり、これらの計画的な整備をする上でこれまで

に策定された小中学校適正配置計画及び小中学校

施設耐震化計画の両計画と連動した小中学校施設

整備計画を今後なるべく早期に策定し、計画的な

施設整備を図ってまいります。いずれにしまして

も、具体的な適正配置を進めるに当たっては保護

者や地域住民の皆様の共通理解を得ることが大前

提であり、理解と協力を得て個別の実施計画を策

定し、統廃合の取り組みを推進してまいります。

次に、道徳教育についてのお尋ねがございまし

た。今回の新学習指導要領の道徳の改訂の背景に

は、社会全体のモラルの低下や子供たちの社会体

験や自然体験の不足、国際化や少子化、価値観の

多様化などの課題があります。道徳教育は、これ

らの問題解決に向けて大きな役割を担う領域であ

り、その主なねらいは、１つには人としてよりよ

く生きようとする心や態度を育てること、２つに

は互いを認め合い、尊重し合いながら仲よく生活

しようとする心や態度を育てること、３つ目には

自然に畏敬の念を持つ心や態度を育てること、４

つ目には日本の伝統、文化を重んじること、５つ

目には公共物を大切に使うことなどが挙げられて

いるところであります。

これらの育成のために各学校では、道徳の副読

本や文部科学省が配付している心のノート、自作

の資料等を活用して道徳の時間に指導するととも

に、教科や特別活動など全教育活動の中で心を育

てる場面を位置づけながら指導しております。ま

た、これらをさらに推進していくためには、児童

生徒の実態に応じた指導内容や地域に根差した資

料の開発などが大切であり、各学校に配置されて

おります道徳教育推進教師、この資質の向上や心

豊かな体験の場の設定などが重要になることから、

教育委員会といたしましても教師の研修会への積

極的な参加の働きかけ、また各種機関や団体と連

携しながら児童生徒が心豊かな体験ができる教育

環境の整備に取り組んでまいりたいと、このよう

に考えております。

以上、私からのお答えをいたしました。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれお答えをい〇１１番（佐藤 勝議員）

ただきましたので、再質問をさせていただきます。

大きな項目の順に再質問をさせていただきます

ので、初めに市長室を前にという提案をさせてい

ただいたわけですが、市長の答弁の趣旨は空きス

ペースの有効活用が前面に出てきているように私

は受けとめました。私が申し上げている趣旨は、

もちろん風連庁舎の有効活用ということがこれは

あくまでも大前提ではありますが、それ以上に加

藤市長の姿勢として市長室を前へ出すべきだとい

う私の主張であります。ですから、風連庁舎全体

のレイアウトと分けて、私の発言の趣旨は先ほど

申し上げたとおり市長室は前へ出すべきでないか

ということで、加藤市長の御自身のお考え、これ

は市長の判断で即日実行可能なことだというふう

に私は思っております。それほどお金がかかるも

のでもありませんし、市民だれもが市長の存在を

知ることができる、あるいは市長に声をかけるこ

とができるという市民とともに歩む象徴ではない

かというふうに思うものですから、ぜひここのと

ころは加藤市長の御自身のお考えをお述べをいた

だきたいというふうに思います。

それから、１点目は、まず町内会連合会と、そ
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れから地域連絡協議会との明確な違いを市民に示

すべきでないかというふうに私は思っております。

なかなかイメージとしては、どうしてもダブって

しまうところが私はあるものですから、そこはや

はり町内会連合会の役割、それから今果たしてい

ること、それと目指そうとする地域連絡協議会の

役割、これは先ほど市長の答弁の中にもございま

したけれども、端的にこの２つの大きな組織の違

いを申し述べていただきたいというふうに思いま

す。特に風連地区においては、名寄地区は小学校

単位に設置をされる７地区、ただし風連について

は非常に地区も大きいという、それから対象人口

も多いということでありますので、私の発言の趣

旨は、例えば合併特例区時代は合併特例区協議会

というのがございました。これは各組織、それか

ら各年代を代表する方々で構成をして、その都度

意思決定をしていくということでありますが、そ

ういったシステムをやはり新しい風連地区で設置

される地域連絡協議会にも持ち込むべきだという

ふうに思うものですから申し上げました。この２

点です。

それから、大きな項目の２点目につきましては、

やはり駅横の進捗状況がおくれているということ

はよくわかりました。ただし、それをその原因も

含めてこういう状況で、当初の計画は雪解け早々

ということであったというふうに思いますので、

おくれた理由、それから今後の見通しについては

都度市民の皆さんに伝えていくべきだと、どんど

ん情報を出すべきだというふうな思いがあるもの

ですから、この部分についてはそれを即刻やるべ

きだというふうに思いますが、いかがでしょうか、

お答えを下さい。

望湖台については、ただいま請願も上がってお

りますし、これから経済常任委員会での審議もあ

りますので、一定市長のほうから９月をめどに結

論を出していきたいというふうな御答弁もいただ

きましたので、私の受けとめ方としては非常に前

向きな結論が出るものだというふうに大きな期待

を申し上げて、この問題についてはこれ以上踏み

込みません。

それから、住宅リフォームについては、非常に

事業効果が大きいということは市側もお認めであ

りますので、即刻新たな住宅リフォームの再開と

いいますか、リニューアルについて期待を申し上

げます。これは、御答弁はよろしいです。

それから、３点目、行財政改革の推進に関して

なのですが、１点答弁が欠落しておりましたので

答弁を求めますが、あいさつの励行であります。

これについては、市長がどのようにお考えで、市

長がどのように日々励行されているかについても

含めてお答えを願います。この部分の答弁がござ

いませんでした。

それから、総合計画の振興計画に関しては、や

はり公約で非常に大きな事業が、当初計画にのっ

ていなかった事業が入ってくるという可能性がご

ざいます。ある自治体においては、市民で構成す

る総合計画の検討委員会的なものの中で、そこが

認めなければ市長の公約であっても認めないとい

うような非常に厳格な総合計画の進め方、進行管

理をしているところもあります。やはりそれは、

あくまでも計画に基づいた財政の裏づけのある計

画を進めていくという意味での総合計画の考え方

でありますので、今回公約として大きな金額を要

する事業も入ってきているわけなのですが、私は

今の５年５年で見ていく前期計画、後期計画はよ

ろしいのですが、非常に今言ったように窮屈な部

分が出てきます。やはり市長の考えで政策の部分、

変わってくるのは当然だというふうに思いますの

で、そこに市長の公約が入り込む余地のある計画

を組んでいくべきだというふうに思います。これ

は、４年プラス１年で可能なわけです。５年では

なくて４年プラス１年で、その１年というのはそ

のときの市長の考え方を検討する期間として１年、

実施する期間として４年という考え方が私は可能

だというふうに思いますが、実際やっている自治

体もございますので、その点についてお考えあれ
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ばお答えを願います。

それから、４点目です。この婚活の問題ですが、

今御答弁の中にあったとおり名寄大学の中で農業

体験がことしから正式なカリキュラムとして取り

入れられて年３回、同じ農家に入るということで、

先日私のうちにも３名の学生が来ていただきまし

た。お一人は宮崎の出身であり、お一人は札幌の

出身であり、お一人は岡山の出身ということであ

ります。私は、この受け入れ農家として今現在４

０戸ほどグリーン・ツーリズム協議会の中で登録

されているわけですが、今適齢期というのは非常

に私は好きな表現ではないのですが、努めて受け

入れ農家をふやしていくのが今の目下の課題だと

いうふうな言い方をしているわけですが、受け入

れ農家に対する働きかけ、これについて強めてい

ただきたいというふうに思っております。今現在、

これから１７日の日に札幌から中学生が来ますし、

それから過日田植えの時期にも札幌から稲陵中学

校の子供たちが１４０名でしたか、来てくれまし

た。そんなことで、これからどんどんグリーン・

ツーリズムあるいはそういった動きが強まってき

ますので、特にこの婚活と連携してそういう受け

入れ農家の登録を積極的にふやしていくべきだと、

的を絞って。そういう動きをすべきでないかと思

うわけですが、いかがでしょうか。

それから、玄米ばら貯蔵乾燥調製施設について

は、今２３年から実施をしたいという非常にいい

情報を出していただきましたので、心待ちにして

おきます。

それから、口蹄疫については、私が改めて申し

上げるまでもなく、かといって過度に市民の皆さ

んが不安を抱くのではなく、やはり正しい情報を

市民全員が、関係者だけではなくて全員が持つと

いうことがまず求められてくるというふうに思い

ますので、このことについてはより一層対策を強

化して、発生したときの対応もそうなのですが、

発生しないための状況をしっかりとつくり上げて

いくということが大事かなというふうに思います。

それから、６番目の循環型社会の形成に関して

は４０％が埋め立ての中にリサイクル可能物とし

て含まれるということで、私はこの最大の防御策

は、チェック体制は自主搬入の際のチェック体制

をきつくすると。これは、もうそれしかないとい

うふうに思っています。水際作戦、これに尽きま

す。ですから、新年度以降民間委託というような

方向も示されておりますが、とりあえず受けると

きに徹底的にチェックをすると。そのことによっ

て必ずやこの数字は大幅に下がっていくものとい

うふうに思いますので、そのことについてお考え

を述べていただきたいというふうに思います。

７番目、地域医療の充実に関してですが、看護

師の獲得策の一つとして２４時間保育が今市長の

ほうでも御答弁いただきましたが、これは施設的

な要件もクリアしなければいけないということで

ありますので、即刻取り組んでいただいて、その

実現に向けて進んでいただきたいということであ

ります。

それから、８番目、心豊かな人と文化をはぐく

むまちづくりに関してでありますが、大学の地域

交流センターというのは、私の認識不足なのかも

しれませんけれども、余り市民の皆さんには知ら

れていないのかなというふうに思います。ですか

ら、まずそこのＰＲをしていただきたいと。名寄

大学には地域交流センターというのがあって、そ

こでいろんな活動をしていますよと。こういう活

動もあるし、ああいう活動もあるのだよというこ

とをまず市民の皆さんに知っていただいて、そこ

から市民との交流が始まるということが１点と、

それからもう一つ、先ほど申し上げましたが、名

寄大学には日本全国各地から学生がいらしている

ということで、その学生と、これはあくまでも任

意によりますが、私は交流大使というか、例えば

宮崎から来ている学生がぜひ私は宮崎の日向市と

名寄市との交流大使の任を請け負いますよという

ふうなことであれば、それは４年契約でも３年契

約でもよろしいのでしょうけれども、いろんな形
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で名寄を紹介して日向市を紹介するというような、

そういったキャッチトールが学生を通してできた

らいいなというふうに思うものですから、その辺

の可能性、これは学生のあくまでも自主性による

ものですが、制度としてできないものかというふ

うに思っております。たまたま風連地区にも地域

交流センターというのがありますので、その辺が

こんがらがっている部分も私にはあったものです

から、そこのところの整理を、ＰＲをしっかりや

っていただければというふうに思います。

それから、最後の９点目、小学校教育の充実に

関しては、家庭学習の実践については先ほど教育

長のほうから名寄でもやっていますよということ

で非常に安心したというか、勇気づけられたので

すが、さらにすべての学校で自分の努力が見える

形で出てくることが子供にとって、これは子供に

限らず私たちもそうなのですが、ここまで頑張っ

てこういう成果が出たというのが目で見えるよう

な取り組みをぜひやっていただきたいというふう

に思います。これは、私はテレビでたまたま知っ

たのですが、道南のある小学校ではそういったチ

ャレンジカードをつくって、きょうは何時間やっ

て、あしたは何時間やったということがそれぞれ

記入されることによって、ただそれだけの繰り返

しなのですが、子供たちは明らかに変わってきた

と。もう１時間を超えるぐらいの家庭学習をそれ

ぞれやってくるようになったというような大きな

成果の報告もございましたので、学校の主体性を

持ちながら名寄市全体として子供たちの頑張りや

努力が目に見えるような形で検証できるような形

の仕組みをつくっていただきたいというふうにぜ

ひ思います。

それから、もう一点、道徳教育に関してなので

すが、私がこの道徳教育を取り上げたのは、この

始まりは私の思いの中では、さかのぼれば中曽根

内閣あるいは安倍内閣のころから一種の国家主義

的な思想を傍らに、衣の下に隠しながらという部

分があったようにも思うものですから、それは私

のちょっと思い過ごしなのかもしれませんが、今

回いろいろ具体的な取り組みを見てみますと、主

として集団や社会とのかかわりに関することにつ

いては、小学校中学年においては愛国心、それか

ら自然や崇高なものとのかかわりに関することに

ついても愛国心が入ってくるというようなことが

ありますので、愛国心についてどのように……も

う国民として国を愛するのは当然であり当たり前

でなければかえっておかしなわけでありますが、

愛国心についての取り組みについてお答えを願い

たいというふうに思います。

以上です。

加藤市長。〇議長（小野寺一知議員）

たくさん御質問をいただ〇市長（加藤剛士君）

きましたので、抜けていたら言ってみてください。

まず、風連庁舎の市長室を前にというお話でご

ざいました。正直、４月２３日に次務してから総

会等重なって、びっちりと風連庁舎にまだ行けて

いる時間が少のうございます。この定例会が終わ

ってから、こんな時間もふえていくのかなという

ふうに思いますので、そうした方法でしか市民と

の対話が本当にとれないのかどうなのかというこ

とは、建物の構造的な問題も含めて検討してまい

りたいというふうに思いますので、御理解をいた

だきたいというふうに思います。

町内会の連合会、地域連絡協議会の問題につい

てでありました。あくまでも風連の地域連絡協議

会は、合併特例区の受け皿として、この風連地域

のさまざまな文化活動だとか、そうしたいい面を

これから聞き伝えていく協議会だというふうに私

は理解しております。町内会組織のように、連合

会のように個別にまだまだきめ細かい対応が必要

だということであれば、そのように対応してまい

りたいというふうに思いますけれども、協議会と

いうのはそうした認識であり、町内会連合会とい

うのは町内会の集合体であるという私は認識を持

っています。

続きまして、駅横の計画のおくれの情報発信の
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問題でありましたけれども、これまでもさまざま

な場面で議会の常任委員会でありますとか新聞報

道を通じてこうしたことは情報発信をしているつ

もりでありましたけれども、足りないということ

で御指摘ございましたので、今後の情報提供、ホ

ームページ等も含めてしっかりとやっていきたい

というふうに思います。ただ、西條さんの進捗状

況については、民間企業との対応もあるというこ

とでありますから、なかなかその辺で十分な公開

はできない場合もあるかもしれませんけれども、

知り得た情報に関しては公開できるものは積極的

に公開してまいりたいと、そのように考えており

ます。

行財政改革の推進ということで、あいさつのこ

とが抜けていましたということでございました。

職員のあいさつの話、私も職員の基本はあいさつ

であるということは全くそのとおりであるという

ふうに思いますし、これを徹底しているつもりで

ございますけれども、さらに住民サービスや窓口

業務の基本はあいさつだと、そして市民をできる

だけお待たせしないような心がけや体の不自由な

方に対しては職員が窓口まで来て対応していくと、

そんなような仕組みづくりについても検討してま

いりたいというふうに考えているところでござい

ます。

総合計画についての御質問がございました。総

合計画の枠と公約についての緩さとかということ

での総合計画のあり方がどうなのかというお話な

のかなというふうに思っていますけれども、総合

計画の基本計画と実施計画というふうにあると思

いますけれども、実施計画というのはそうしたも

のを柔軟に反映できるものなのかなというふうに

考えていまして、後期の計画を策定するに当たり、

そうしたことはできるだけ私の公約も含めて市民

と対話をして後期計画に反映させていきたいと、

このような考え方でございます。

婚活、グリーン・ツーリズムなのかな。もうち

ょっと受け入れの農家に働きかけをしたほうがい

いのではないかと、こんなようなお話だったかと

思います。まさにそのとおりかと思います。これ

も次につながっていくような協議を今ほどいただ

いた御提言も含めて進めてまいりたいと、このよ

うに考えております。

そして、ごみの分別のお話がございました。今

ほどもお話あったように、最終処分場に搬入され

るごみは多くのリサイクルが可能なものが含まれ

ているということでございます。さまざまな媒体、

さらには各種イベント等におけるＰＲを通じて啓

発に努めるとともに、今ほど議員がおっしゃられ

た受け付け時の啓発も進めてまいりたいというふ

うに思います。改めて本年度は、最終処分場にお

いて強化月間的なものを設定をして、搬入される

これらのごみの分別の点検等を実施して直接指導

して強化を図ってまいりたいというふうに思いま

す。この中でも事業者に対し、事業系ごみ分別マ

ニュアルを配付しながら産業廃棄物についても周

知徹底を図って適正な処理を促してまいりたいと

いうふうに思います。

また、昨年に引き続きまして事業所の訪問も実

施をさせていただき、分別指導など適正な処理に

も努めてまいりたいというふうに考えております。

また、あわせて内淵の処分場につきましては、今

ほどもお話ありましたけれども、その管理の運営

につきましては平成２３年度から業務委託をする

べく内部協議を進めてまいります。その中で、分

別指導の効率的な実施についても検討してまいり

たいと、このように考えております。

大学の交流センターの最後に話がございました。

地域交流センターがなかなかＰＲをされていない

ということでございました。御指摘をいただいた

ということでありますので、今後ＰＲには努めて

いかなければならぬというふうに思いますけれど

も、私の見る限りでは交流センターの担当の先生

もかわって、ことしは４月からかなり積極的に動

いてくださっているというふうにも思っています

から、今後に御期待したいというふうに思ってい
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ますし、交流大使のお話もございました。こちら

についても非常にいいアイデアというふうに受け

とめさせていただきますけれども、何よりも私は

それよりも大事だと思っているのは、まずはここ

に来て学ぶ大学生がこの地域を本当に好きになっ

て、この地域で学んでよかったというふうに言わ

れてというか、そういうふうに育っていただくこ

とが名寄っていいまちなのだよというふうに全国

に発信していただけるまずはもとなのかなという

ふうに思っていまして、このことについても地域

全体で大学生をはぐくむ、そんなような体制づく

りもしっかりと努めてまいりたいと、このように

考えております。

以上でございます。

（「２４時間保育」と呼ぶ者あり）

２４時間。〇市長（加藤剛士君）

（「７番目」と呼ぶ者あり）

２４時間の市立病院の保〇市長（加藤剛士君）

育の御質問がございました。御指摘のとおり、最

近では女医さんも増加しているということも含め

て、こちらの検討のスピード感を持って進めてま

いりたいというふうに思います。

以上です。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま佐藤勝議員か〇教育長（藤原 忠君）

ら、家庭学習と、それから道徳教育についてのお

尋ねがございました。

まず、家庭学習でございますが、議員のお話の

とおり家庭学習で頑張ることがしっかり学力につ

ながる、こういう検証が私たちにとっても大切な

ことだと、こう考えているところであります。そ

ういう意味では、私は読書と家庭学習というのは

２点セットとして、これは学力の根底にかかわる

ものだと、こういうとらえ方をしておりますし、

今名寄市内の各学校はしっかりとこのことは受け

とめていると。しかし、それを具体的にどうして

いくかということでありますが、先ほどもちょっ

と例を申し上げましたように東小学校の頑張り表

などのような、こういう取り組みを名寄市内全校

でできないかという、そんな御提言だったと思い

ますので、その辺はしっかり今後検討して統一と

はいかなくてもどこの学校もそういうような形で

家庭学習を励行する、そんなシステムを構築して

いきたいと。もう一つは、やはり早寝早起き朝御

飯、この運動をしっかりと徹底していきたいと。

このことによって基本的な生活習慣も定着する、

その中から勉強をする姿勢をつくっていく、こん

なことに努めていきたいと、こんなふうに考えて

おります。

それから、道徳教育についてのお話がございま

した。先ほど私は、心のノートなどを使ってとい

うのは、実はこれなのでございます。これは、小

学校の低、中、高、それから中学生と配られてお

ります。それぞれ全校生徒に配付されております。

これは、中身は大変すばらしいものがございまし

て、例えばこれは中学生でございます。礼儀知ら

ずは恥知らずとクエスチョンマークがついている

のです。そして、何げなく交わされるあいさつに

も礼儀の精神は脈々と受け継がれていると、古今

東西不朽の価値があると。こういうことから、い

ろんなことが書いてあるとか、あるいはもう一つ、

コミュニケーションは心のキャッチトールである

とか、こういうことでいろいろ書かれている。こ

ういうのをしっかりと活用すること、これが子供

たちの心を育てるやはり一つのプロセスになるの

ではないかと、こう思ったりしております。

今道徳教育というのは、決して国家主義的なこ

とを教えるというのではなくて、むしろ郷土を愛

する心、ふるさとを思う心を育てる、このことを

主眼にしております。そういう意味では、名寄市

教育委員会としてもやはり社会科副読本をつくる

などしてふるさとを教材にした、そういう教育を

しっかりと進めていくと。そうすると、例えば札

幌に行ったとき名寄を懐かしく思い出す、そして

東京に行ったとき北海道を懐かしく思い出す、海

外に行ったときに日本を懐かしく思い出し、それ
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がやはりふるさとを愛する心につながっていくと、

私はそういうふうに考えているところでございま

す。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

残り時間もございま〇１１番（佐藤 勝議員）

せんので、２点だけ市長にお尋ねをいたします。

まず、文化ホールについてなのですが、これは

交付金の関係で可動式に限定されるというふうな

情報もあるわけですが、可動式がよしという意見

もあれば、やはり固定席でなければというふうな、

それぞれの御意見が今市内にはあるわけですけれ

ども、今予定をしている財源の中では可動式でし

か、多目的利用という観点から可動式でなければ

認められないというふうにお聞きをしております

が、そのことについて市長のお考え、私は固定式

がいいのだがとか、あるいは可動式でもよいので

はないかとか、そのことで結構ですので、市長の

お考えをお聞かせを願います。

それから、もう一点、一番最初の所信表明の中

で市長は、市民が主役（お客様）というふうにな

っているのですけれども、私は市民はお客様では

ないというふうに思うのです。主役ではあっても

お客様ではないと。協働という言葉を使いますが、

あくまでもパートナー、仲間、フレンドシップで

あるべきだというふうに思うものですから、その

ことについて市長はお客様というふうに認識をさ

れているのか、その点について２点お答えを願い

ます。

加藤市長。〇議長（小野寺一知議員）

まず、文化ホールのお話〇市長（加藤剛士君）

がございました。可動式か固定式なのかという判

断は、懇話会でもいろいろと出ているところであ

りまして、私がここでこうだというようなお話は

ちょっと避けたいというふうに思いますけれども、

何回も繰り返しになりますけれども、財源として

予定している国土交通省の社会資本整備総合交付

金、これにおける地域交流ホールの位置づけは地

域コミュニティーの活動の場として有効活用する

と。このようなことが目的になっているため、全

席固定席は目的から外れるということであります

けれども、一部固定でということは認められてい

ると、こういうことでありますから、こうしたこ

とも含めて建設に向けて限られた範囲の中で最大

限市民が利用しやすいものになるように検討した

いというふうに思います。

また、今の民主党政権下でも一括交付金の中身

がこれからどうなっていくのかというのも、これ

も先行き、こうした縛りもどうなっていくのかと

いうこともわからないわけでありまして、いずれ

にしても２６年度までにということでありますか

ら、その時限も見きわめてこれは判断してまいら

なければならぬのかなというふうに思っていると

ころであります。

最後、市民はお客様であると、協働ではないの

ではないかという観点、そのとおりだというふう

にも思いますけれども、私が申し上げたかったの

は、市役所に来ていただく市民はお客様として対

応しなさいと、対応したほうがいいのではないか

と、こういうような判断であります。当然自分も

職員みずからも市民でありますから、お客様とい

う概念は幅広くは通用しないのかもしれないけれ

ども、市役所に来ていただく市民の皆さんはお客

様という視点を持って対応するように心がけたほ

うがいいのではないかと、そういうような私の考

え方であります。

以上でございます。

終わります。ありが〇１１番（佐藤 勝議員）

とうございました。

以上で佐藤勝議員の〇議長（小野寺一知議員）

質問を終わります。

１５分間休憩いたします。

休憩 午後 ２時５８分

再開 午後 ３時１５分

休憩前に引き続き会〇議長（小野寺一知議員）

議を開きます。
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新市長の政治姿勢について外４件を、中野秀敏

議員。

それでは、議長より〇２５番（中野秀敏議員）

指名をいただきましたので、緑風クラブを代表し

て代表質問を通告順に従い、順次させていただき

たいと思います。前段駒津議員、また佐藤議員と

若干ダブる部分もありますけれども、改めて御答

弁をいただきたいと思います。

さて、名寄市と風連町が合併して５年目を迎え

るわけですが、さきの市長選挙においてはこれか

らの名寄市に思いを込め、市民が選択する意義あ

る選挙であったわけでありますが、立候補された

お二人には心から敬意を表するところでございま

す。さらには、選挙において多くの支援のもと、

第２代名寄市長に就任されました全道一若い加藤

市長には心からお祝いを申し上げるところでござ

います。今後は、３度市民の首長として手腕を発

揮されることを心から御祈念を申し上げるところ

でございます。

初めに、加藤市長の政治姿勢についてお伺いを

したいと思います。市長選挙に臨んだ政策的公約

についてでありますが、改めて選挙中の市民に約

束をした主な政策的な公約について答弁を求めた

いと思います。

また、その主な公約実現に向けての方策、また

スケジュール等はどのように考えておられるのか

お伺いをいたしたいと思います。

２つ目に、市政次行方次の基本的な考えについ

てであります。市長は、所信表明の中で民間会社

名寄的発想で行政運営を推進すると述べておりま

す。行政においてのコスト意識が重要であること

は十分認識をしますが、すべてが費用対効果で判

断をできないのが行政であり、本当に困っている

人に手を差し伸べるのが福祉行政であると考える

ところでございます。市長の民間会社名寄市の基

本的理念についてお伺いをしたいと思います。

また、民間会社名寄市として市長がトップセー

ルスマンとして頑張っていただくのは当然であり

ますが、それを支える職員の研修、教育は非常に

重要だと考えるところでございます。民間会社名

寄市として、職員の窓口業務等研修、教育につい

てどのように取り組まれるのかお伺いをいたしま

す。

現在どの市町村においても少子高齢化、過疎化、

厳しい財政状況の中にありますが、このような状

況の中で名寄市の２０年先を見据えた将来像を市

長はどのように考えているのか改めてお伺いをし

たいと思います。

次に、大きな３点目になりますが、行財政につ

いてお伺いをいたします。国は、菅新政権が誕生

し、財政再建を重視する菅カラーを鮮明にしてお

ります。このことによって、地方は交付税の削減、

また国庫補助金の見直しが危惧されるところです。

健全な財政運営は、そこに住む人たちにとって大

きな安心につながることは言うまでもございませ

ん。

初めに、今回の肉づけ予算７％１３２度 ００

０円を加え、一般会計合計１９３％ １０２度 

０００円でありますが、昨年１０月見直しの中期

財政計画との整合性についてお伺いをいたします。

あわせて、今後の地方交付税の見通しについても

お伺いをいたします。

次に、合併特例債についてお伺いをいたします。

合併特例債は、１０年間で公共施設の施設整備等

に７６％円余りを見込んでいるところであります

が、現在までの活用状況と今後の見通しについて

お伺いをいたします。

次に、基金についてでありますが、健全な財政

運営とはまさに基金に頼らない予算編成であると

考えます。島前市長も常々基金に頼らない財政運

営を心がけておりました。現時点における基金の

状況、今後の活用策についてお伺いをいたしたい

と思います。

次に、大きな項目４つ目、今後の主要課題につ

いて、初めにことし４月より施行されました自治

基本条例について、まちづくりに関する情報の積
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極的かつ速やかな提供による情報の共有について、

行政の新たな取り組みとしてどのように考えてい

るのかをお伺いをいたします。

次に、組織機構と分庁方式のあり方についてで

あります。先ほどの佐藤議員の質問にもあります

が、組織機構の見直しについては５部体制から６

部体制に、あわせて組織のスリム化を図られてい

るところでございますが、現在の分庁方式におけ

る風連庁舎１階が空きスペースが多く、非常に寂

しい感じを受けるところですが、今後風連庁舎空

きスペースをどのように活用されるのかをお伺い

をしたいと思います。

次に、次行方次の中で特例区後の風連地区振興

を図るため、地域連絡協議会の設置がうたわれて

おります。設置の考え方、また町内会連絡会との

連携についてどのように考えておられるのかお伺

いをいたします。

次に、望湖台センターハウスについてでござい

ます。これについても先ほど佐藤議員より質問が

ありましたが、これまで先ほどの答弁によります

と８回、１４団体との話し合いを進められてきて

いるというわけでございますけれども、改めて市

長の見解をお聞きし、また地域要望にどのように

こたえられるのかお伺いをしたいと思います。

次に、大学院の設置と短期大学児童学科の４大

化について、これは市長の公約でもありますが、

現時点における諸課題についてお伺いをいたした

いと思います。

６点目に、風連地区コミュニティセンターの地

域移管についてでありますが、町内会移行後に行

うというこれまでの答弁があったわけですが、今

後どのように進めようとしているのか、進行管理

についてお伺いをいたしたいと思います。

次に、教育行政次行方次についてでありますが、

初めにことし４月にオープンをいたしましたふう

れん地域交流センターについて、まさに文化交流

の拠点として地域住民に現在利用されているとこ

ろでございますが、今日までの利用状況、また利

用者の声等についてお知らせをいただきたいと思

います。

２点目に、名寄市文化ホールの建設についてで

ございます。今後のスケジュール、また財源等を

含めてどのように考えておられるのかお伺いをい

たしたいと思います。

次に、教育関係施設の管理委託についてでござ

います。行財政改革推進計画によると、給食セン

ター、北国博物館、図書館、女性児童センター、

市民会館等、教育関係施設の部分について管理委

託が調査検討を４年間にわたってされているわけ

ですけれども、今後どのようにされるのか改めて

お伺いをいたしたいと思います。

以上、この場からの質問にさせていただきます。

加藤市長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま中野議員から大〇市長（加藤剛士君）

きな項目で５つの質問をいただきました。大きな

項目の１から４まで私のほうから、５については

教育長からの答弁とさせていただきます。

まず初めに、大項目１点目の政治姿勢について

お答えをいたします。さきの選挙において、６つ

の公約をお約束をいたしました。１つ目は、民間

会社名寄市的発想での行財政運営についてでござ

います。国内外の社会経済情勢の悪化が地域の厳

しさに拍車をかけている現在、私は１００年の歴

史に培われた地域の力、市民の力、そして各界各

層のあらゆる力を結集してこの厳しい時代を乗り

越えていきたいというふうに考えております。私

は、民間出身の市長のため、健全な財政運営と調

和のとれたまちづくりの必要性を痛感しておりま

して、行財政改革による簡素、効率化を行う一方

で市民との情報共有のもとに市民の皆さんととも

に知恵と汗を流し、調和のとれた協働のまちづく

り、市民主体のまちづくりを進めてまいります。

２点目には、基幹産業である農業の推進につい

てであります。新たな食料・農業・農村基本計画

が閣議決定をされ、国民全体で農業、農村を支え

る社会の創造を目指すことが示されたところでご
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ざいます。名寄市においては、１次産業が地場産

業の足腰であるという観点に立ち、地域の利点を

生かした農業、農村の持続的な発展、担い手の育

成、産地づくりに取り組むとともに、都市と農村

との交流や地産地消などによる多様な農業経営の

育成、地域ブランドづくりを進め、活力のあるま

ちづくりを進めてまいりたいと思います。また、

市立食肉センターについては早期改修に向け、一

部国の補助制度も活用して進めてまいりたいと考

えてございます。

３点目は、名寄市立総合病院のさらなる充実で

ございます。地方センター病院である名寄市立総

合病院は、市民の安心のかなめとしてはもとより、

近隣の地域医療の確保、充実を図るためにも医師

を初めとする医療スタッフの人材確保を図ってま

いります。施設整備については、課題となってい

る老朽化した精神科病棟と狭隘な駐車場について、

２年次を迎える名寄市立総合病院改革プランとの

整合性にも考慮しながら今年度中に方向性を示し

てまいります。

４点目は、名寄市の財産を生かしたまちづくり

についてであります。名寄には、豊かな自然と歴

史に培われた地域の持っている力と市民が持って

いる力がございます。本年開設をした新天文台を

初め、道の駅、道立サンピラーパークには近隣を

初め多くの利用者でにぎわい、交流人口の拡大を

もたらし、名寄市立大学に学ぶ学生や陸上自衛隊

名寄駐屯地に働く若者は地域で生き生きと生活を

し、地域を支える大きな力となっております。私

は、道立サンピラーパークや新天文台の機能を生

かしたイベントの開催や大学を生かしたまちづく

りなど、地域の財産を生かしたまちづくりを進め

てまいります。

５点目は、陸上自衛隊名寄駐屯地の堅持でござ

います。陸上自衛隊名寄駐屯地は、昭和２７年に

開設をされて以来、文化、スポーツ、地域の災害

活動や周辺整備事業など地域に溶け込み、市民生

活と深くかかわってきております。政府が決定す

る新たな防衛計画の大綱については、北方重視か

ら南方重視への転換が懸念をされますが、自衛隊

の定数削減や駐屯地の縮小は地域社会、経済に及

ぼす影響が甚大であり、特に本市においては死活

問題にもつながることから、駐屯地の現体制維持

に向け、関係団体、機関、期成会と連携をし、国

への要望活動に取り組んでまいります。

６点目は、市民の福祉の充実についてでありま

す。少子高齢化が進んでいく中、安心して住むこ

とができる名寄市を目指し、子育て支援において

は子供や子育て家庭を社会全体で支援していく取

り組みを、また高齢者福祉については保健、医療、

福祉、介護のサービスが継続的また包括的に提供

できる取り組みを、そして健康増進においては健

康づくり、保健予防活動、介護予防活動などの取

り組みをそれぞれ進めてまいります。

また、これらの公約の推進についてでございま

すが、まず１点目の民間会社名寄市的発想での行

財政運営については、私の理念、信条であります

市民が主役のまちづくり、行財政改革にかかわる

部分であり、４月に施行された名寄市自治基本条

例の具体的な推進や５月に設置しました行財政改

革推進本部を機能させることにより、速やかに進

めてまいりたいというふうに考えてございます。

２点目の基幹産業である農業の推進については、

市立食肉センターの改修については、さきに加工

施設にかかわる実施設計の予算を提案をさせてい

ただきましたが、本年度より年次計画で改修を進

めてまいりたいと考えております。また、１次産

業の振興については国の政策が転換期を迎えてい

ることから、その動向を調査しながら関係機関、

団体と連携をし、着実に進めてまいりたいと考え

ております。

３点目の名寄市立総合病院のさらなる充実につ

いては、先ほども申し上げたとおり精神病棟改築

と駐車場、これについて年度内に方向性を示して

まいりたいと考えてございます。

４点目の名寄市の財産を生かしたまちづくりに
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ついては、名寄市立大学大学院の設置及び児童学

科４大化について、将来の発展を見据え、諸課題

の分析、メリット、デメリットを十分検討して進

めてまいりたいと考えてございます。

５点目の陸上自衛隊名寄駐屯地の堅持について

は、議会を初め関係の皆様には汗を流していただ

き、積極的に国へ要望をしてまいります。

６点目の市民の福祉の充実については、国や道

など関連する機関、団体と連携をし、市民の皆様

にも御協力をいただいて進めてまいりたいと考え

ております。

以上、早期に取り組むもの、そして今後総合計

画後期計画も視野に入れ検討するものなど緩急を

つけて取り組むことになりますが、いずれにいた

しましても任期中の取り組みに向け、全力で努め

てまいりますので、御理解のほどよろしくお願い

をいたします。

続きまして、大項目２点目の市政次行方次につ

いてお答えいたします。まず、民間会社名寄市に

ついてお答えいたします。名寄市には、新天文台

や道立サンピラーパーク内のカーリング場、ピヤ

シリシャンツェ、道の駅など地域の特性を生かし

た資源がたくさんございます。私は、この名寄市

の観光資源等を名寄市が進めております国内交流

や国際交流を通じて国内外に積極的に売り込んで

まいりたいと考えております。また、名寄市自治

基本条例の理念に基づき市民が主役であるとの視

点に立ち、広く市民の意思を市政に反映させるた

め、民間が持っている知識やノウハウを活用し、

民間でできるところは民間活力を導入をし、職員

の能力を最大限に発揮をすることやコスト意識の

徹底を図ることなど、市民の皆さんが満足いただ

けるように機能的、効率的な市役所づくりを推進

してまいりたいと考えております。

次に、職員研修、教育についてお答えをいたし

ます。民間の視点を取り入れるためには、職員が

民間的知識やノウハウなどを共有をして連携、協

力により施策の推進に努めなくてはならないと考

えます。民間の基本としては、先ほどもございま

したけれども、あいさつの励行から始まり、市民

サービスをいかに向上させていくかということで

ございます。また、団塊世代の退職により新規採

用職員がふえ、さらには組織のスリム化が進む中

で、住民サービスを低下させないために職員研修

の充実が求められております。具体的には、新採

用職員に対して年６回の研修計画を組み、接遇、

電話対応等から職員としての基礎知識の習得を目

指しています。さらには、初春職員研修として採

用２年から８年までの職員に対して、市全体の仕

事の内容が理解できるよう２年間で計１２回の研

修を行います。これからも若手職員の育成と職員

全体のスキルアップを図るため、職員教育を充実

してまいる考えでございます。

次に、２０年先を見据えた将来像ということで

お答えをいたします。私たちが住む名寄市は、１

００年を超える歴史とともに産業や文化をはぐく

んできました。この歴史の中で築かれた財産を生

かし、２０年先を見据え、夢を語れる元気な名寄

市をつくるために力強い産業づくりと雇用の創造

を推進をし、市民の皆さんから愛され、明るく住

みよい活力あるまちづくりを目指してまいります。

そのためには、地場産業である１次産業の地域性

などを生かした農業、農村の持続的な発展や食、

観光、物づくり等の連携による地域ブランドの育

成により地場産業の振興や雇用の創造を推進する

とともに、道立サンピラーパークや新天文台きた

すばる等の観光資源を生かした交流人口の拡大と

若い人が集まる名寄市立大学や陸上自衛隊名寄駐

屯地を通じ、地域力の創造を図り、各界各層のあ

らゆる力を結集をして未来に誇れる郷土を築いて

まいります。

続きまして、大項目３点目の行財政についてお

答えをいたします。関連がありますので、小項目

の１、２を一括して答弁をいたします。さきの市

政次行方次の中でも述べさせていただきましたが、

平成２２年度は４月に市長選挙があったことから
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骨格予算を編成をし、本定例会に提案している肉

づけ予算７％１３２度円を加え、一般会計の総額

は１９３％ １０２度 ０００円となりました。 

初めに、中期財政計画とのあ較では、まず肉づ

け後の予算規模は中期財政規模にあべて７％ ０

００度円程度上回っています。これは、当初想定

していなかった子ども手当関係で１％ ２００度

円、また満期一括債の繰上償還で１％ ７９０度

円増加したことなどで予算規模が膨らんだものと

いうふうに考えております。中期財政計画の段階

での収支不足は３％ ４１０度円を見込んでいま

したが、肉づけ予算後の収支不足も３％ ４５４

度円とほぼ計画どおりとなりました。このように

おおむね中期財政計画で見込んでいたとおりの結

果となったと考えてございます。

次に、地方交付税の動向を含めた今後の財政見

通しについて申し上げます。平成２２年度の地方

財政対策は、地方交付税の１兆円増など厳しい地

方の財政事情に一定の配慮がされたわけでござい

ます。しかしながら、国の平成２２年度予算は国

債発行額が税収を上回るという大変深刻な状況で

あり、また平成２３年度予算においても国債発行

額を本年度の４４兆 ０００％円以内に抑えたい

との一部報道がなされております。税収が伸びて

いない中で国債発行額を本年度以内に抑えるとい

うことは、地方交付税も含めて歳出の相当な字縮

が考えられます。このように国の財政状況は極め

て深刻であること、また名寄市においても合併に

よる支援や市立大学の学生数の増加による増額補

正などの措置が平成２２年度で終了することを考

えると、平成２３年度以降の地方交付税の伸びは

期待できないものというふうに考えております。

平成２０年度から行財政改革推進実施本部を立ち

上げ、組織のスリム化、使用料、手数料及び負担

金、補助金の見直しなど歳入歳出の両面から行財

政改革に取り組んでおります。必要な事業を厳選

しながら、スピード感を持って行財政改革に取り

組むことで今後の財政運営を進めてまいりたいと

いうふうに考えておりますので、御理解をいただ

きたいと思います。

次に、合併特例債の活用状況と今後の見通しな

どについてお答えをいたします。合併特例債は、

合併後の１０年間まちづくりに必要な事業に対し

て活用することができ、名寄市では平成１８年度

は １％円、平成１９年度は ２％円、平成２０ 

年度には ２％円、平成２１年度は１ ８％円、 

平成２２年度は見込みで ５％円、５年間の合計

で３ ８％円を活用する予定でございます。今後

の見通しについては、平成２３年度は現段階では

４％円程度を想定をしてございますが、平成２４

年度以降は総合計画後期計画の中で議論をするこ

とになります。合併特例債といっても３割は一般

財源で返済する借金でございますから、今後も事

業を厳選しながら必要な事業に有効に活用してま

いりたいと考えておりますので、御理解をいただ

きたいというふうに思います。

次に、基金の状況と今後の活用策等について申

し上げます。平成２１年度末における各種基金の

残高は、財政調整基金８％ ８６８度円、減債基

金２％ ５２７度円、公共施設整備基金１％ ８ 

６７度円、合併特例基金１２％ １６０度円など

合計で３４％ ３８４度円となっております。当

初予算の段階では、財政調整基金の３％７４０度

円を初めとして合計で４％ ０３１度円の繰り入

れを予定をしておりましたが、決算剰余金の積み

立て、地方交付税の増加や経常経費の削減などに

より財政調整基金の繰り入れを全額取りやめたこ

となどにより平成２０年度末にあべて １２１度

円の増加となりました。これらの基金は、今後も

有効かつ適切に活用してまいりますが、特に合併

特例基金については元金償還の範囲内で取り崩し

が可能であるものの、総合計画の後期計画で予定

されている文化ホールなどの大型事業の財源とし

て利用したいと考えておりますので、御理解をい

ただきたいというふうに思います。

大項目４点目の今後の主要課題についてお答え
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をいたします。まず、自治基本条例施行後の取り

組みについてお答えいたします。佐藤議員からの

質問の答弁と重複する部分がありますけれども、

本年４月に施行された名寄市自治基本条例は、ま

ちづくりの主体は市民という原則に立ち、市民、

議会、行政が対等な立場で連携、協力をしてまち

づくりを進めるという共通な認識のもとに情報共

有と市民参加をまちづくりの基本ルールというふ

うに考えております。

自治基本条例の施行に先行する形で本年１月か

ら市長の意思決定として毎月開催をしている部、

次長会議の要約会議録と市民生活にかかわる庁議

等の決定事項をホームページ上に公開をしてまい

りました。さらに、次行機関の意思決定として教

育委員会、農業委員会の会議録、これらも４月以

降開催分からホームページ上に公開する準備を進

めております。今後の推進につきましては、パブ

リックコメント条例の整備、市民が対象となる補

助、助成制度の情報発信、行政評価の実施などを

行うべく準備をしているところでありますが、ま

ず市民と行政が情報を共有することが第一である

と考え、市ホームページ等を積極的に活用した情

報発信に努めてまいります。情報発信の現状につ

きましては、市広報紙のホームページへの登載あ

るいは出前トークの開催、町内会会長会議の開催、

まちづくり懇談会の実施、施政方次、行政報告の

ホームページ登載を実施をしております。また、

まちづくりに関する情報提供といたしまして各種

計画のホームページ掲載や情報公開コーナーで文

書公開を実施をしておりまして、一部の計画につ

きましては計画の進行管理を要約会議録で公開を

しているところでございます。今後も市民にわか

りやすい行政を目指し、市長の意思決定の過程等

を情報発信に努めてまいりたいというふうに考え

ております。

次に、組織機構の見直しについてお答えをいた

します。本年４月の組織機構見直しにより、５部

から６部体制になりました。また、風連庁舎の１

階には市民部地域住民課を新設をして窓口業務の

一元化を図りました。組織機構見直しについては、

今後においても検証等を行う中で見直しを行って

まいります。風連庁舎の１階については、合併し

て４年が経過して組織のスリム化ということで職

員数が減少している実態もあり、風連地区の社会

福祉協議会の事務局の移転も含め、これまでも風

連庁舎の職員で今後の風連庁舎のあり方等につい

て議論を行ってきております。平成２３年４月に

は、風連地区振興課が廃止をされることから、今

後においても庁舎の有効活用について住民サービ

スの向上に視点を置きながら議論を進めてまいり

ます。

次に、風連地区の地域連絡協議会設置の考え方

についてお答えをいたします。こちらもさきの佐

藤勝議員の御質問と一部重複する答えになると思

いますが、御理解いただきたいと思います。合併

協定書には、合併特例区設置期間終了後は合併前

の風連町に地域自治区を設置する旨、明記をされ

ております。既に名寄地区においては、地域自治

意識を高める過渡期として小学校区域ごとの広域

的な枠組みの中で地域連絡協議会を設置をして地

域課題等に対応しておりますが、風連地区におき

ましては特例区協議会の性格の一部継承を含めて

独自性を有する協議機関として風連地域連絡協議

会を設置いただくことを考えてございます。こう

した考え方、組織のあるべき姿につきましては、

その組織が地区住民の意見が市政に反映できるも

のとなるように現行の特例区協議会等とも今後協

議を重ね、意見を拝聴しながら組織化を図りたい

というふうに思いますが、現段階での考え方を申

し上げたいと思います。

まず、１点目の風連地区連絡協議会設置の内容

でございますけれども、風連地域の振興発展に資

するため住民と行政との協働のまちづくりを目指

し、風連地区の施策、諸課題の解決等、現行の特

例区協議会に付議しておりますことと同様に地区

にかかわるものについて行政サイドから事前の協



－91－

平成２２年６月１５日（火曜日）第２回６月定例会・第２号

議報告を行い、必要に応じて調査及び審議、意見

の答申または市政への提言をいただくなど予定し

ているところであります。また、委員の選出につ

きましてでありますけれども、主な団体、諸階層

の見識者、女性、青年、風連地区町内会連絡会の

代表、公募委員等で構成、１５名から２０名程度

を予定しているところでありますので、御理解を

いただきたいと思います。

２点目の地域連絡協議会として予定される事業

でございますけれども、議員御承知のとおり合併

特例区事業は合併後の一定期間、地域住民の意見

を反映しつつ、一定地域の事務事業を処理するこ

とにより事務の効率的な処理と地域住民の生活の

利便性を図るとともに、風連地区ならではの事業

または調整に時間を要する事業に取り組み、新市

の一体性に向けて円滑に確立するためにソフトラ

ンディングを図ることを目的に実施をされており

ます。現在取り組んでいる事業一本一本について

特例区終了後、市事業として継続するものについ

ては特例区協議会の審議方次を反映をし、引き継

ぐ原課と事務分掌の調整を行っておりますので、

風連地区の地域連絡協議会は一定の事業を取り組

むための役割を持たず、風連地区の振興発展の施

策、諸課題の解決等、現行の特例区協議会に付議

しておりますことと同様に、地区にかかわるもの

について行政サイドから事前の協議、報告、協議

会の独自性をも含め、必要に応じて審査及び審議、

意見の集約、答申または市政への提言をいただく

ことなどを予定しているところでありますので、

御理解を願いたいと思います。

次に、望湖台センターハウスの方向性について

お答えをいたします。昨年度より風連地区の方々

と意見交換をさせていただいており、特に老人ク

ラブの利用は例会をセンターハウスを会場に実施

をしており、おふろに入り、１日ゆっくりと遊ん

で帰る老人の楽しみを奪わないでほしいと、また

これらふえる高齢者のために多少の赤字でも存続

してほしい、そしてさらには日向温泉、五味温泉

のほうが近いので、ほとんど利用していないなど

といった意見も出されました。今後当施設を管理

運営するふうれん望湖台振興公社と協議を重ね、

再度地区住民と意見交換をさせていただき、遅く

ともことしの９月、これをめどに方向性を示して

まいりたいというふうに考えております。

次に、大学についての諸課題についてお答えを

いたします。昨年の６月、大学における中長期重

要課題の素案として児童学科の４大化とこれに伴

う保健福祉学部の再編と大学院の設置、この２つ

がまとめられたところでございます。１８歳人口

と短期大学志願者の減少、加えて子供をめぐる社

会状況の変化等により全国的な保育系の短期大学

の４年制移行が急増している傾向を踏まえて、本

学の児童学科を４大化しようと計画しているもの

でございます。

お尋ねのありました課題についてでありますが、

児童学科の４大化に当たり現在の保健、医療、福

祉の連携という保健福祉学部の基本方次や基本目

標に対してどのように関連を持たし、位置づけを

するのか。２つ目には、現行の保育士、幼稚園教

諭に加え新たな資格付与はどのようにしてまいる

のか。これは、小学校教諭一種免許の付与との案

が出されておりますけれども、新政権の方次であ

る教職課程６年制と教育職員免許法の改正との関

連もございます。３つ目には、学生１００名と教

員七、八名の増加、これに伴う施設の増設及び財

源確保が必要になってくると。続いて、４つ目に

は安定した学生の確保と就職先の確保、こうした

問題が想定をされます。また、大学院の設置につ

いても全国的に見ても４年制大学において大学院

を併設していない大学は今や少数となっておりま

して、高度専門的職業人の養成や本学教員の安定

的確保のためにも必要なことであると思われます

が、研究指導員の確保や研究室の増設、こうした

ことが課題として挙げられます。

次に、風連地区のコミュニティセンターの地域

移管についてお答えいたします。議員も御承知の
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とおり、各地域にありますコミュニティセンター

の管理につきましては、合併協議では地域による

自主管理を基本として地域協議を進め、協議が調

った施設から地域組織への維持管理を行うとなっ

ておりますので、この方次に沿って指定管理者制

度による管理運営に関する協議を地域の各関係町

内会と行ってまいりたいというふうに考えており

ます。

御質問の現状と方向性でありますけれども、３

月に各関係行政区長にお集まりをいただき、今後

の進め方について御説明をさせていただきました。

この時点では、風連地区の各地域におきましては

４月から区域の再編を含めて町内会制度へ移行を

され、新しい組織が発足されることが決まってお

りましたので、今後風連地区町内会連絡会、特例

区協議会に御説明、７月から各関係町内会等との

協議を開始したいと考えております。また、地域

コミセンの７施設の現行の維持管理費については、

施設の規模等によって施設間に相当の差異がござ

います。また、地域の自主管理となりますと当然

住民の方々に一定程度の負担が伴いますので、施

設整備をしてきた経緯等を考えると、維持管理費

のすべてを地域に求めることは困難であると考え

ておりますので、維持管理運営費について各施設

ごとに一定金額を委託費として助成する形を考え

てございます。

今後地域に主体的になって維持管理を行ってい

ただくためには、各地域住民の負担が均一となる

ような調整が必要であり、また風連地区で自主管

理をしている地域の会館あるいは名寄地区で地域

の方々が自主管理をしている施設に住民の方がど

の程度負担をしているかを参考にするとともに、

特に地域の皆さんの理解を得ることが先決であり、

理解が得られなければ物事は進められませんので、

余り過度な負担とはならぬようにどのような形で

自主的な維持管理、運営をお願いするかを使用料

の改定も含め、十分な協議が必要であると考えて

おります。

また、各施設につきましては、建築年数が新し

い施設で平成１０年、古い施設では昭和４８年と

いうふうになっておりまして、今後の修繕、補修

の関係につきましては地域協議の中で具体的に出

てくるものと思いますので、大規模なものにつき

ましてはその時点で緊急度合いを見きわめながら

年次計画で対応してまいりたいと考えております

ので、御理解をいただきたいというふうに思いま

す。

私の答弁は以上でございます。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、大項目の５、〇教育長（藤原 忠君）

教育行政次行方次についてお答えいたします。

まず初めに、ふうれん地域交流センターオープ

ン後の現況についてでありますが、ふうれん地域

交流センター風っ子ホールは風連町本町第１種市

街地再開発事業の一環として建設が進められ、風

連福祉センターと風連母と子と老人の家の機能を

あわせ持つ新たな地域の文化、福祉団体の活動拠

点施設として平成２２年３月に完成し、引っ越し

など館内の整理を行い、４月１２日に市民の皆様

への貸し館業務を開始いたしました。４月１９日

にはオープニングセレモニーを挙行し、多数の市

民の皆様の祝福を受けたところであります。

オープン後の利用実０についてでありますが、

４月は１９日間の開館日数で ５１４名、６９件

の利用があり、平成２１年度の風連福祉センター

並びに母と子と老人の家とあ較しますと、地域交

流センターの開館日数が１１日間少なかったこと

から ９％、利用人数で１５７名の減少となりま

した。５月からは全日の開館となりましたので、

利用人数実０は ７６７名、５８件と前年度とあ

較しますと１ ２％、利用人数で２０６名の増加

となり、多くの地域の皆様に有効に活用されてい

るところであります。また、地域交流センターを

利用していただいている皆様からは、エレベータ

ーがついて大変便利になったとか、あるいは旧福

祉センターにあべ料金が少し高いような気がする
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などの声もあるところでありますが、今後も種々

の要望等につきましてはしっかりと承り、対応を

検討してまいりたいと考えております。

次に、名寄市文化ホールの建設についてお尋ね

がございました。さきの駒津議員並びに佐藤議員

の代表質問にもお答えいたしましたが、文化ホー

ル建設の今後のスケジュールにつきましては、来

年度中に計画を煮詰め、平成２４年度ないし２５

年度には建設着工し、最終年度を平成２６年度に

予定しております。財源につきましては、駅横再

開発整備事業で取り組んでいます国土交通省の社

会資本整備総合交付金を活用することを予定して

おります。現在の市民会館大ホールの老朽化に伴

う代替施設としての役割もあるところであります

ので、市民会館の解体についても本事業で取り組

めることから、解体を含め平成２６年度中の終了

を予定しているところであります。建設位置につ

きましては、とりわけ重要な事項と考えていると

ころでありまして、できるだけ早い時期に市の考

えをお示しし、議員各位並びに市民の皆様にお諮

りしたいと考えております。名寄市にとりまして

もかけがえのない財産となりますので、将来に悔

いを残さないよう十分な議論を重ねてまいりたい

と思っております。

次に、教育関係施設の管理委託についてお答え

いたします。行財政改革推進実施本部では、毎年

推進状況を取りまとめておりますが、推進項目、

民間活力の導入につきましては、その多くは教育

関係施設となっており、また年度別当初計画にお

いて実施ではなく調査検討となっており、この間

各施設で業務または管理の委託について調査検討

をしてまいりました。各施設での調査検討の結果、

特に教育施設が持つ専門性、特殊性などにより管

理及び業務を委託するよりも直営が望ましいと判

断するものも多くあり、継続検討となっていると

ころでございます。例えば学校給食センターにお

いては、アレルギー給食を名寄市独自の事業とし

て推進しており、女性児童センターでは各相談業

務において個人のプライバシーに関する問題が多

くあるところであります。図書館、博物館におき

ましても司書や学芸員などの資格を有する職員が

必要であり、専門的な経験と知識が求められてい

る業務となっております。なお、調査検討の結果、

現時点での委託化が難しいと思われる教育施設に

つきましては、これまでもコスト削減に努めてま

いりましたが、今後とも臨時職員または嘱託職員

を配置するなどして財政的な抑制を図ってまいり

ますので、御理解を賜りたいと存じます。

以上、私からのお答えとさせていただきます。

中野議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれ答弁をいた〇２５番（中野秀敏議員）

だきましたので、何点かについて再質問をさせて

いただきたいと思います。

初めに、加藤市長就任以来５０日余りが経過を

するわけですけれども、まさに民間からの首長と

して現在御活躍をいただいているわけなのですけ

れども、当然行政経験がないということは常々言

われているわけなのですけれども、５０日余りを

経過して思いと違った部分というか、民間目線か

ら見ていて、まさに行政の中に入り込んでみて想

像と違った部分というのがありましたら、５０日

間を終えての感想を含めて御答弁をいただきたい

と思うところでございます。まさに夢を語れるま

ちづくりを推進するということで、基本姿勢に挙

げているところでございまして、大人はもとより

子供たちがまさにこれからの名寄市の夢を語り合

える、そしてまた市長みずからが夢を聞くという

か、そういう場をじっくりとつくっていただきな

がら名寄のまちづくりに邁進をいただきたいとい

うふうに思うところでございます。

次の行財政についてもちょっと伺いたいと思う

のですけれども、まさに総合計画後期計画の中で

策定議論を経て、今後合併特例債の有効活用をさ

れるとは思うわけですけれども、後期計画の中に

も文化ホールを初めとして大きな事業費を必要と

するところでございますけれども、５年、１０年
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先を見据えたときに、まさに人口減少が続くとい

う中でありますけれども、公債費の償還負担が重

くのしかかってくるのではないかというふうに考

えるところでございますけれども、交付税等が今

後削減が予想される中において、現時点での公債

費の適切な管理についてどのように考えておられ

るか、財政全般を含めて再質問をさせていただき

たいと思います。

次に、今後の主要課題の部分についてでござい

ますけれども、初めに風連庁舎の部分なのですけ

れども、まさに先ほども佐藤議員も言われたので

すけれども、非常に空きスペースがあって、１階

へ入ってがらんとしているという寂しさというか、

これが庁舎なのかというような感じでいるわけな

のですけれども、５部体制から６部体制というふ

うに変わったわけですから、特に名寄庁舎、風連

庁舎というこだわりでなくてもう一部を風連に持

っていくとか、そういった議論も含めながら、非

常に自分が言うのも勝手みそですけれども、非常

に風連庁舎においてはここの庁舎より会議室等も

あって、使い勝手は非常にここよりは、失礼な言

い方かもしれないですけれども、使い勝手はいい

のではないかなというふうな感じもするところで

ございますし、風連、名寄といった旧来の２部、

３部で分けているというふうなこだわりにこだわ

ることなく、改めてまた新しい形の中での検討、

議論もいただきたいというふうに思うところでご

ざいます。

次に、特例区の関係でございますけれども、特

例区が風連においては終了するのですけれども、

地域連絡協議会という形の中で先ほども話が出て

いたのですけれども、町内会の連絡会議との整合

性といったものを十二分に図っていただかないと、

せっかく町内会組織へ移行して、それぞれ町内会

長さんも新しい形の中で頑張っていただいて、町

内会の連絡会議も任意ではというような形の中で

それぞれ情報交換をしながら進めているのですけ

れども、まさに地域においてはその方々がトップ

として、町内会長さんの方々がトップとして地域

課題の解決に向けて取り組んでおられますし、地

域の先頭に立って頑張っていただいているという

わけでございまして、町内会の連絡会も地域連絡

協議会も結局は風連は１つの形の頭は１つなので、

ちょっと名寄と違った形だというふうに考えると

ころなので、名寄についてはそれぞれ町内会があ

って校区別というふうな形の中で分かれて行うの

ですけれども、風連についてはどっちも１本とい

う形で頭は１つなので、そういった部分の連携と

いいますか、その部分を十二分にとっていただい

て進めていただきたいというふうに要望をしてお

きたいと思います。

次に、望湖台については、それぞれ加藤市長も

選挙期間中については住民要望も十二分に聞きな

がら、地域に入ったときにはその地域の重要性と

いうか、必要性を認識しておられたという部分は

理解をしているところでございまして、９月をめ

どにということでございますけれども、指定管理

も今年度で一区切り、５年間の契約が終わるとい

うふうな形でございますし、そういった部分も振

興公社との十分な議論もしてからというふうに答

えられておりますけれども、でき得れば特別支障

がないような状況であれば、トイラー等も非常に

傷んできていると、修繕費もかかるというふうな

形にはなっておりますけれども、使えるものであ

ればそのまま使えなくなるまで使いたいというよ

うな要望が地域には多いというふうに思いますの

で、そういった部分も十分考慮しながら、十分検

討をいただきたいというふうに考えているところ

でございます。

あと、教育行政次行方次のほうの地域交流セン

ターについてなのですけれども、これは施設の部

分においてなので建設のほうに関係あるかなと思

うのですけれども、あそこがちょうどでき上がっ

て国道側と道道側と両方バス停があるのですね。

ですから、道道側はバス停はこっち側は玄関があ

りますので、玄関の中で休めるというふうな部分
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が、冬でもだから寒さもしのげるし、問題ないと

思うのですけれども、国道側がちょうどバス停な

のですけれども、ちょうど下に軒下と言ったら変

な言い方かもしれないですけれども、ちょうどバ

ス停になるような場所がちょっとあいているので

す、建物の下が。ですから、そこをもし改造とい

いますか、何か窓等をつけてそういったふうに改

造ができるのであれば検討をいただきたいなとい

うふうに思いますので、これは要望事項にさせて

いただきたいと思います。

次に、市民文化ホールの建設についてですけれ

ども、これも先ほどから質問が出ているのですけ

れども、それぞれ答申については、立地場所につ

いては両論併記のような形の中で答申が出ている

という部分は拝見をしているのですけれども、２

３年度の計画ということでございますので、今教

育長からは早い時期に立地場所を決めたいという

ことでございますけれども、本当に早い時期には

決めていただかなければ、これはどっちが結論を

出すのか、行政側がやはり一定程度のものを出し

て議論をしていただくかというふうな形だと思う

のです。いつまでもこのまま意見を聞きながらと

いうふうにはならないと思いますので、今もそれ

ぞれこの間の新聞でも意見を募集しているのです

けれども、なかなかそんなに集まらないというふ

うなことも新聞には書いてありましたし、どこか

でやっぱりこっちから投げかけて、行政側から投

げかけて一定の結論を早い時期に出して、そして

またそのことによって建物の検討というものがま

た、長い期間どういったものができ上がるかとい

うのは、立地場所が決まらないことにはどういっ

たものをつくるかというふうなこともできないわ

けでございますし、そういった部分は改めてそう

いった時期等について検討というか、一定の判断

を持っておられたらお答えをいただきたいと思い

ます。

以上、再質問をさせていただきます。

加藤市長。〇議長（小野寺一知議員）

質問にお答えしたいとい〇市長（加藤剛士君）

うふうに思いますが、まず５０日余りを経過して

率直な感想ということでありますけれども、何と

いいましょうか。全く環境が変わって驚きの連続

なのかもしれません。また、総会等もあって、な

かなか忙しさも含めてそれぞれ一つ一つの物事が

歴史も踏まえてきちっと認識しながら前に進めて

いけているのかという自戒もあるところでござい

ます。しかしながら、職員の皆さんの温かい御支

援もいただいて何とかここまでやってきていると

ころであります。ここまで接させていただいてい

るに当たって、職員の皆さん方の力量というか、

そうしたものも肌で感じますし、まだまだこの地

域をよくしていける財産はあるなということも改

めて痛感をさせていただいているところでありま

す。就任直後にわくわくしているという話をさせ

ていただきましたけれども、今もその気持ちに変

わりはないところであります。これからも皆様方

の御指導をいただければなというふうに思います。

また、いい意味での緊張感をこれからも持続して

いきたいと。変になれることなく、この緊張感を

常に維持しながら市政の運営に当たってまいりた

いと、このように考えております。

財政の全般のことについての御質問がございま

した。合併特例債、過疎債、これは同様に借入金

の元利償還金の７割が交付税措置をされるため、

７割補助と一緒で合併後これらを有効に活用して

きたところであります。しかしながら、御案内の

とおり返済期間は１５年と短いということから返

済能力の点で制限がかかり、全額を借り入れする

ことはできません。事業の厳選と年度間の調整が

必要だというふうに考えています。起債借入額に

ついては、前期計画では５年間で６０％円、これ

を目安としておりました。後期では、交付税措置

のない起債の借り入れを抑制をし、借入額と償還

額等を調整をして残高の減少に努めてまいりたい

と、このように考えております。

平成２０年度と２１年度は、国の補正予算で約
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１０％円の臨時交付金と本年度の地方交付税の増

額が見込まれて、本市も小規模他市町村と同様に

財政が若干好転する兆しは見えてきたところであ

りますが、一方で巨額な長期債務で菅新政権は財

政の健全化で地方交付税の抑制に方向転換するの

ではないかと、こんなような懸念も出始めており

まして、来年度から本格導入予定の一括交付金も

補助事業をたくさん抱える本市にとって悪い影響

が出ないか危惧しているところでもございます。

いずれにいたしましても、今年度後おから総合計

画後期計画の策定の準備に着手をいたします。合

併特例債を有効に活用しても３割の借金が伴うこ

とでありまして、あらかじめ減債基金に積み立て

も行い、いつでも繰上償還や公債費の償還財源に

充当できるよう将来を見据えた適切な公債費の管

理運営に努めてまいりたいと、このように考えて

おります。

続きまして、風連庁舎の１階の空きスペース等

のことがございましたけれども、先ほどもお話し

したとおり何せまだ２カ月足らずで風連庁舎にじ

っくりとまだ座って次務していないということも

ございます。業務内容等も照らし合わせて、お金

の関係もあるのでしょうから、そうしたことも含

めて管理職の皆さんとも相談をしながら検討をし

てまいりたいというふうに考えているところでご

ざいます。あわせて、市民の利便性、機能性、機

動的な行政運営の視点ということからも検討して

まいりたいと、このように考えているところでご

ざいます。

続きまして、地域連絡協議会の話、地域連絡協

議会と今の町内会連絡会との役割の整合性という

ことなのでしょうか。あくまでもさっきも申し上

げましたけれども、地域連絡協議会は特例区協議

会の受け皿ということで認識をしているつもりで

ございます。新たな地域づくり、組織づくりであ

りまして、当然これまでの歴史も十分に踏まえて

よりよいものを、組織をつくっていく、その整合

性を図ってまいりたいと、このように考えており

ます。

望湖台につきましても、今ほどの意見も含めて

地域の御意見、そして株主の皆さんの御意見と、

そして会社の御意見も含めて総合的に９月中をめ

どに判断してまいりたいということでございます。

交流センターの部分について……これはこっち

でよろしいですか。ということでございますね。

私からの答弁は以上とさせていただきます。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

中野議員から２つの再〇教育長（藤原 忠君）

質問がございました。

１つは、地域交流センターバス停のところでご

ざいますが、現在はバスを待たれている方のため

にいすは置いてあるわけでありますが、特にバス

の待合場所としてお話のとおり雨、風、雪などを

しのげる囲み等はしておりませんし、その計画は

なかったのでございます。今お話がございました

ので、どのような方法をとればいいのか、今後ま

た関係機関とも協議してまいりたいと、こんなふ

うに考えておりますので、御理解をいただきたい

と、このように思っております。

それから、市民文化ホールについても早い時期

に市が提案すべきと、こういうお話がございまし

た。ちょっと時間をおかりましてお話し申し上げ

ますと、実はこの市民文化ホールについては歴史

がございまして、名寄市社会教育中期計画という

のを平成２１年１月に策定いたしました。これは、

その中では文化大ホールを建設するという、そう

いう文言が入っておりました。この流れは、実は

旧名寄市では第３次総合計画の中に３大事業、３

つの大きな事業が組み込まれておりました。その

一つが市立病院の改築であります。これは、平成

４年に完了いたしました。それから、もう一つは

総合福祉センターの建設でございました。これが

平成８年に完成いたしました。そして、もう一つ

が文化大ホールの建設だったのでございます。し

かし、それが先送りされて合併まで至ったと。こ

ういうことから、社会教育中期計画の中では旧名
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寄市文化協会などが想定していた文化大ホール、

大という名前がついているのであります。この大

ホールの建設という思いがずっと流れてきていた

というのが１つあるのでございます。こういう熱

い思いが実は歴史の中にある。ところが、昨今に

なりまして市民会館が非常に老朽化してきたと。

それで、その代替施設が急を要する課題になって

きたと。こういう発想が１つ新たに生まれてまい

りました。それから、もう一つは、今盛んに議論

されております中心市街地活性化に伴うその事業

の一環として文化ホールをという、こういう３つ

の大きな線が入りまじってきておりますので、今

あるように大変思惑が錯綜しているということを

ひとつ御理解いただきたいと思うのであります。

思惑の交錯と市民ニーズが多角化してきているこ

とから、なかなか難しい問題に直面しているとこ

ろだと、こんなことを御理解いただきたいと思い

ます。

しかし、基本的には市民懇話会を立ち上げて名

寄市が諮問し、答申をいただきました。この答申

は、しっかりと重視してまいりたいということを

考えております。しかしながら、その中で設置場

所については両論が併記されておりました。その

後も名寄市教育委員会では市民の意見を広く取り

寄せているのでございますが、平成２１年からこ

としの６月までに１２件の意見が寄せられました。

この意見を大きく分類しますと、町中に建てるべ

きだというのが５件、それから市民会館跡地に建

てるべきだという意見もございました。それから、

文化センター横に建てるべきだという意見、その

他などが７件ということで、意見は実は拮抗して

いるのでございます。そのようなことを考えます

と、名寄市としてもやはり一定程度新しい市長を

迎えたことから決断を下し、市民や議会の皆さん

に意見を問う、そういう場面を設定していかなけ

ればならないと、こういうことを考えているとこ

ろであります。今中野議員から早い時期にという

お話でございました。先ほど答弁では、来年度中

に計画を煮詰めると答弁させていただきましたの

で、今年度中には場所並びに規模についても提案

するよう努力してまいりたいと、このようなこと

で御理解いただきたいと思います。

中野議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれ御答弁をい〇２５番（中野秀敏議員）

ただきました。

加藤市長におかれましては、６点の公約実現に

向けて、４年間の中でというふうなことでござい

ます。それぞれたくさんの職員、プロがバックに

おられるわけですけれども、職員につぶされるこ

となく、トップとしての指示をしっかりと出しな

がら、ちょっと苦言を申し上げますと、大学院の

設置または短期大学の児童学科の部分については、

所信表明では早期実現を目指してというのが次行

方次の中では十分に検討をしてから進めるという

ふうにちょっと後退したのでないかなというふう

に私個人的にはちょっと受け取っているわけです。

ですから、市長のなる前の思いとみずからが現場

に入ってからの思いとは、なかなか思うように進

まないというのがこれは現実だと思います。しか

しながら、そこは決してぶれることなく、しっか

りと名寄市のトップとして今後とも頑張っていた

だきますことを御祈念を申し上げまして、私の代

表質問を終わらせていただきたいと思います。

以上で中野秀敏議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

以上で本日の日程は〇議長（小野寺一知議員）

すべて終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

御苦労さまでした。

散会 午後 ４時２４分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。
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議 長 小野寺 一 知

署名議員 上 松 直 美

署名議員 佐 藤 靖



－99－

平成２２年第２回名寄市議会定例会会議録

開議 平成２２年６月１６日（水曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 代表質問

日程第３ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 代表質問

日程第３ 一般質問

１．出席議員（２４名）

議 長 ２６番 小 野 寺 一 知 議員

副議長 １９番 熊 谷 吉 正 議員

１番 上 松 直 美 議員

２番 佐 藤 靖 議員

３番 植 松 正 一 議員

４番 竹 中 憲 之 議員

５番 川 村 幸 栄 議員

６番 大 石 健 二 議員

７番 佐 々 木 寿 議員

８番 持 田 健 議員

９番 岩 木 正 文 議員

１０番 駒 津 喜 一 議員

１１番 佐 藤 勝 議員

１２番 日 根 野 正 敏 議員

１３番 木 戸 口 真 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 山 口 祐 司 議員

１７番 田 中 好 望 議員

１８番 黒 井 徹 議員

２１番 谷 内 司 議員

２２番 田 中 之 繁 議員

２３番 東 千 春 議員

２４番 宗 片 浩 子 議員

２５番 中 野 秀 敏 議員

１．欠席議員（２名）

１４番 渡 辺 正 尚 議員

２０番 川 村 正 彦 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 田 中 澄 昭

書 記 佐 藤 葉 子

書 記 三 澤 久 美 子

書 記 高 久 晴 三

書 記 熊 谷 あ け み

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 中 尾 裕 二 君

副 市 長 久 保 和 幸 君

教 育 長 藤 原 忠 君

総 務 部 長 佐 々 木 雅 之 君

市 民 部 長 吉 原 保 則 君

健康福祉部長 三 谷 正 治 君

経 済 部 長 茂 木 保 均 君

建設水道部長 野 間 井 照 之 君

教 育 部 長 鈴 木 邦 輝 君

市立総合病院
香 川 譲 君

事 務 部 長

市 立 大 学
三 澤 吉 己 君

事 務 局 長

上下水道室長 扇 谷 茂 幸 君

会 計 室 長 竹 澤 隆 行 君

監 査 委 員 手 間 本 剛 君

平成２２年６月１６日（水曜日）第２回６月定例会・第３号
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昨日に引き続き本日〇議長（小野寺一知議員）

の会議を開きます。

日程第１ 会議録署〇議長（小野寺一知議員）

名議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８０条の規定

により、

１１番 佐 藤 勝 議員

１７番 田 中 好 望 議員

を指名いたします。

日程第２ これより〇議長（小野寺一知議員）

代表質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

市長公約と新名寄市総合計画について外７件を、

竹中憲之議員。

おはようございます。〇４番（竹中憲之議員）

議長より指名をいただきましたので、市民連合を

代表して質問をいたしますが、同僚の一般質問と

重複を避けて質問をさせていただきたいというふ

うに思いますが、昨日の３名の代表質問の方の中

と重複をするかもしれませんが、御理解をいただ

きたいというふうに思います。

それでは、さきの通告順に従って質問をいたし

ますが、風連と合併をして４年が経過をしたわけ

でありますが、市長におかれましては合併後新市

の第２代市長として就任され、本日まで多忙な毎

日だというふうに思います。名寄市と風連が合併

し新市となり、名寄市民憲章が策定をされ、また

安全・安心都市宣言、教育都市宣言、健康都市宣

言、非核平和都市宣言と４つの都市宣言をしてお

ります。行政も市民もこの憲章と都市宣言に基づ

いたまちづくりをしていかなければならないので

はないかというふうに思っているところでありま

す。

市民憲章と４つの都市宣言とあわせて、新市と

なって１年後に２００７年から２０１６年の総合

計画、新名寄市総合計画が策定をされました。そ

の内容は、５つの基本目標から成り立っておりま

す。これに沿って基本計画が策定されております

が、基本目標の１つとして市民と行政との協働に

よるまちづくり、２つとして安心して健やかに暮

らせるまちづくり、３つとして自然と環境に優し

く快適で安全なまちづくり、４つに創造と活力に

あふれたまちづくり、最後の５つ目に心豊かな人

と文化をはぐくむまちづくりとなっております。

この計画は、前期、後期で１０カ年という計画

になっておりますが、前期５カ年の当初事業が２

９９９ ６８０９９の総９９であります。全事業

は、本年を含めて２年となりましたが、既に終了

した事業、継続されている事業がありますが、計

画に沿って事業が進められているというふうに思

います。そこで、事業の進捗状況と財政計画との

整合性及び市長が選挙公約として６つの約束があ

ったと思いますが、１期４年で実現するものある

いは１年目に施策として実現するものがあろうか

と思います。今定例会でどのような施策を打ち出

したのか、また新名寄市総合計画との整合性につ

いてお伺いをしたいというふうに思います。

次に、保健、医療、福祉についてであります。

名寄市立病院についてお聞きをしたいというふう

に思います。地域医療の充実は、重要な課題と考

えておりますが、名寄市立総合病院は名寄市民の

健康を守ることだけでなく、道北の医療としての

かなめであることは承知のとおりだというふうに

思います。この間、病診連携の推進、地域医療を

担う名寄市立総合病院の医師等スタッフの確保あ

るいは強化が進められてきました。地方センター

病院として、現在より充実強化を図らなければな

らないと考えます。市長として、市立総合病院の

現状についてどのような認識を持たれているのか、

また今後どのように市立総合病院の充実を図って

いこうと考えておられるのかお聞かせを願いたい

というふうに思います。

次に、福祉行政についてお聞きをいたしますが、

福祉行政は子供から高齢者まで幅が広く、今日ま

平成２２年６月１６日（水曜日）第２回６月定例会・第３号
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で国の施策によって大きく右へ左へと変わってま

いりました。その中でも高齢者保健医療、介護事

業についてお聞きをいたします。名寄における高

齢化率は２６％となっているとの報告でありまし

たが、近年の家族構成は承知のとおり核家族で高

齢者世帯が増加しております。多くの方は健康に

気をつけ、健康増進に努めておられますが、高齢

者が１度病に冒され入院となると、退院しても体

力が落ち、介護が必要になってくることが多く見

受けられます。在宅介護をしてもできない状況に

なっているのではないかというふうに思うわけで

す。

そこで、介護施設が必要になってくるわけです

が、政府の医療保険制度改正で平成２３年度まで

に全国の療養病床３８９床のうち、介護療養病床

１３９床は廃止となり、医療療養病床も２２９病

床に再編され、結果としてさきの議員協議会で介

護施設の現状についてお聞きしましたように清峰

園、しらかばハイツの待機入所者数が公的の両施

設で２００名を超えることになるわけであります。

近年核家族家庭がふえ、また経済的なことから共

働きで在宅での介護が厳しい、難しい状況になっ

てきておりますが、今後の行政としての施策、対

策についてお聞かせを願いたいというふうに思い

ます。

次に、市長は所信表明、市政執行方針の中で名

寄の財政について少子化、高齢化と過疎化が同時

進行し、収入が減少し続ける極めて厳しい財政状

況の中にあると分析しておりますが、一方で国の

政策転換、諸制度が大きく変わろうとしており、

地域裁量が大きい社会資本整備総合交付金の創設

がされ、地域主権の確立の動きになっていると執

行方針では認識されておられるようですが、私は

必ずしも地域裁量権が大きく変わるとは思われま

せん。それは、今の国の財政力を見れば、長期的

に行われるとは思わないからであります。不透明

であるということは否めないというふうに私は思

っています。増税、消費税率引き上げなどで財源

をつくらないと厳しい状況であると思っていると

ころであります。社会資本整備総合交付金が湯水

のように出てくるとは思われません。今後の活用

と財政運営について、どのように進めようとして

いるのかお伺いをいたします。

名寄はここ数年、基金を取り崩しての厳しい９

９編成となっておりますが、市民の財布の中は市

の財政より厳しい状況になっていることは言うま

でもありません。直接市民にかかわる保健、福祉、

医療問題、特に子育て世代、低所得者、高齢者は

厳しい生活を余儀なくされております。政府の施

策で一部負担軽減がされているものもありますが、

全体的には政府、行政が弱者を守る責任があると

思います。市長として、市民生活をどのように守

っていくのかについてお聞かせを願いたいという

ふうに思います。

次に、産業振興についてお聞きをしたいという

ふうに思います。北海道は、食料の供給基地とし

て先人が開拓をした土地で長年酪農業を中心に営

農をし続けてきています。しかし、国の施策の変

更のたびにその経営は左右されました。厳しい経

営状態は続きましたし、現在も同様と考えており

ます。基幹産業の推進と発展は、名寄市にとって

も大きな力になることは明らかでありますが、市

長は農業の推進に全力を注ぐと言っておられまし

たが、どのような政策で推進をしようと考えてお

られるのか、国の施策だけでなく名寄市単独の施

策はどのように考えておられるのか、市政執行方

針では読み取れません。２２年度の名寄市農林業

施策の概要が出されておりますが、市長として基

幹産業である農業施策についての考え方をお聞か

せを願いたいというふうに思います。

次に、食肉センターの改築、建設についてであ

ります。総事業費が１６９ ０００９９とのこと

ですが、その概要が明らかになりました。新名寄

市総合計画では、食肉センターの改修事業計画と

なっており、マスコミ報道では建設決定としか読

み取れません。早急な建設が必要であるのか、疑
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問なところが多くあります。この計画は、総合計

画の変更となるのか、どの時点で計画決定をした

のか、提案説明を聞いた限りでは食肉センターを

新築することと受け取りましたが、名寄市の財政

が厳しい中にあって過疎債、国庫補助での事業が

優先としなければならない事業なのかどうか理解

ができませんので、再度お聞かせを願いたいとい

うふうに思います。

次に、（仮称）複合交通センター建設について

であります。過日の説明では、建設に向けての大

ざっぱなタイムスケジュールが提示をされました。

建設ありきでＪＲの用地の取得にしても（株）西

條との一体化として購入とのこの間の説明である

が、西條の建設計画、タイムスケジュールが明ら

かになっていない中でのＪＲ用地の取得が理解が

できないし、市民への説明もできません。理解で

きるような説明を求めておきたいというふうに思

います。

次に、インフラの整備についてお聞きをいたし

ます。名寄は、地震や災害が少なく住みやすいま

ちとされていますが、インフラの整備については

総合計画に沿って住宅整備、上下水道管網整備、

公共施設の耐震調査など整備更新が進められてい

るところですが、しかし名寄だけではありません

が、公共工事が盛んに進められたのが高度成長期

であります。その時期に建設された公共施設、公

営住宅、上下水道、橋梁など多くありますが、総

合計画をローリングして更新を進めることにして

も名寄市の９９総額をつぎ込んでも数年かかると

思われます。そこで、９９との兼ね合いもありま

すが、耐震度調査が必要と考えますが、耐震度調

査はどの程度進められているのかについてお聞か

せください。

次に、教育行政についてお聞きをいたします。

新学習指導要領が平成２３年度より小学校で、平

成２４年度より中学校で施行が決定をしておりま

すが、名寄市としては教育環境整備を進めている

ことと思います。豊かな人間形成のための教育方

針をもとに、教育活動の推進を努めていると思い

ます。教育行政執行方針で、名寄地区における小

中学校適正配置問題について、次年度からの議論

に向け内部協議を進めるとのことですが、平成１

８年８月に検討委員会が設置をされ、名寄市の小

中学校適正配置について５カ月で８回の委員会が

開催をされ、平成１９年２月に名寄市小学校適正

配置検討委員会より報告書が出され、それ以降３

年間が経過をしていますが、この間教育委員会か

らの議論経過について私は聞いたことがありませ

ん。教育委員会として庁内議論はどのように進め

られたのかについてお聞かせを願いたいというふ

うに思います。

次に、市長は大学の今後について公約で大学院

の設置、短期大学部児童学科の４大化を訴えてい

ましたが、執行方針では検討課題となっておりま

す。市長も述べられておりますが、大学院の設置、

短期大学部児童学科の４大化のメリット、デメリ

ットについて十分検討したいとしていますが、現

時点での考えをお聞かせを願いたいというふうに

思います。

次に、広域行政についてお聞きをしたいという

ふうに思います。上川北部の広域行政が重要にな

ってきているのではないかと私は思っています。

名寄が中心となって広域における地域の振興発展

を進めなければならない問題が多くあるのではな

いでしょうか。例えば福祉、病院問題あるいは過

日マスコミ報道されました定住自立圏構想につい

てもマスコミでしか承知をしませんが、士別との

複眼型で進めたいとのことですが、他町村とのこ

とも含めどのような形を考えておられるのか。今

後の広域的な行政とあわせて、タイムスケジュー

ルについてお聞かせを願いたいというふうに思い

ます。

また、この場でなじまない事項なのかもしれま

せんが、管理者としてお聞きをいたしたいという

ふうに思います。それは、消防における日常業務

の広域化、署員の交流と消防無線のデジタル化に
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ついてであります。消防無線のデジタル化につい

ては、アナログの使用期限が２０１６年５月と定

められましたが、消防無線のデジタル化移行につ

いてどのようなお考えを持たれているのかお聞か

せください。また、消防の広域化について２０１

３年３月までとされておりますが、現時点でどの

ような議論をされているのか、また考え方があれ

ばお聞かせを願いたいというふうに思います。

最後になりますが、日本国憲法についてお聞き

をいたします。憲法が生活の中に、あるいは行政

の施策の中に生かしていかなければならないと私

は思っています。憲法改正、憲法擁護の２つの議

論がありますが、憲法改正を推進をしているグル

ープと護憲グループがあることは承知のことと思

います。憲法改正グループは、現憲法は日本人が

策定したものではなく、日本人に合った日本人が

つくる憲法の策定を求めているようであります。

一方、護憲グループは世界に類を見ない平和憲法

であることを訴えながらその運動を続けておりま

すが、しかし本年５月１８日に憲法改正手続を定

めた国民投票法が施行されました。市長は、現憲

法についてどのようなお考えを持たれているのか

お伺いし、この場からの質問を終わらせていただ

きます。

加藤市長。〇議長（小野寺一知議員）

おはようございます。竹〇市長（加藤剛士君）

中議員から今ほど大きな項目で８つの御質問をい

ただきました。大きな項目５番のうちの小項目

（１）、小中学校の適正配置については教育長か

ら、それ以外は私から御答弁をさせていただきた

いというふうに思います。

まず、大項目１点目の市長公約と新名寄市総合

計画においてお答えいたします。まず、総合計画

の整合性についてということでありますけれども、

総合計画における進行管理のかなめとなるローリ

ングについては、計画策定後の情勢変化等に対応

するため、毎年度向こう３カ年の事業計画を確認、

点検、そして見直しを行っているものでございま

す。平成２１年度に実施をした第３期ローリング

が直近の数字となっておりまして、平成１９年度

の当初計画に比べて事業数は当初計画１９６事業

に対し、第３期ローリング後２３７事業で４１事

業の増、事業費では当初３２０９ ６８２９９に

対して第３期ローリング後は３３７９ ４８８９

９で１７９ ８０６９９、約 ４％の増となって 

おります。

基本目標別というお話もございました。市民と

行政との協働によるまちづくりでは６事業で３９

３６３９ ０００９、安心して健やかに暮らせ 

るまちづくりでは６４事業、４２９４９ ０００

９、自然と環境に優しく快適で安全なまちづくり

では５６事業、１３０９ ９０５９ ０００９、 

創造力と活力にあふれたまちづくりでは６９事業、

１４１９ ９８６９９、心豊かな人と文化をはぐ

くむまちづくりでは４２事業、２０９ ２２８９

０００９となってございます。

公約の推進につきましては、緊急度の高い事業

から優先順位をつけて対応してまいりたいという

ふうに考えておりまして、早期の実現が求められ

る市立食肉センターについては必要に応じ、順次

実施に向けて進めてまいりますけれども、慎重な

対応が求められる事業につきましては総合計画が

平成２３年度で終了いたすため、次年度市民の皆

さんとともに進める総合計画後期計画、こちらの

策定において十分な議論を尽くして公約と総合計

画との整合性を図ってまいりたいというふうに考

えております。

続きまして、大項目（２）番の市民憲章等の関

係についてお答えをいたします。本市の市民憲章、

安全・安心、教育、健康、非核平和の各都市宣言

は、ともに平成１９年に制定をされました。市民

憲章は、現在抱えている大きな問題を根本的に考

えさせてくれる契機となるものであって、市民生

活の最高規範であり、また市民生活や環境にかか

わる理想や願望を重点的に示したものというふう

に考えられております。また、都市宣言はある時
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期の社会的テーマに対して、市及び市民の態度を

市の内外に表明するものというふうに考えられて

おります。

市民憲章、都市宣言は、それぞれ市民の規範意

識の高揚、社会的テーマに対する市及び市民の態

度の表明にあって、市民が自分のまちをよくする

ための誓いであり、本市においても市民憲章の５

項目によって総合計画にある５項目の基本計画が

成り立っておりまして、市民憲章の精神が総合計

画の中に生かされているものでございます。また、

４つの都市宣言についても総合計画の基本目標の

中にそれぞれが包含されているものであります。

その具現化のための推進活動が個々の具体的な政

策であって、市民の生活がより豊かになるように

行政としてそれらの施策を進めていくというもの

でございます。市民憲章は３２施設、３４カ所、

都市宣言は市内４カ所に看板を設置して市民への

広報活動を行っています。また、新成人の集いな

ど、こうした各種行事や式典、それらの中で市民

憲章を朗唱するなど、今後もあらゆる機会を活用

して市民への浸透を図ってまいりたいと考えてご

ざいます。

続きまして、大項目２点目の保健、福祉、医療

の充実についてお答えをいたします。まず、病院

についてでございます。名寄市立総合病院の現状

といたしましては、１つ目には道北第３次保健医

療福祉圏の地方センター病院として一般、先進医

療から高度、特殊医療、また急性期医療から慢性

期医療、第１次救急から第３次救急までのすべて

の医療を担うほか、サテライト診療や地方への医

師派遣など地域医療支援事業にも積極的に取り組

んできたところでございます。２つ目には、平成

２２年３月５日付で財団法人日本医療機能評価機

構から新評価基準バージョン６として認定病院と

なりました。当院といたしましては３回目の認定

となりますが、このことは患者の権利と医療の質

及び安全性の確保など患者が満足し、安心できる

医療のレベルの病院だというふうに評価をされた

ものということでございます。３つ目には、地方

における医師不足が言われて久しくなりますけれ

ども、医療の崩壊は地域の崩壊につながってまい

ります。今後とも地方センター病院として現在当

院が保有している医療資源を最大限に活用し、病

診連携の推進役を担い、地域医療の確保に努めて

まいりたいというふうに考えております。

当院が抱える課題といたしましては、施設面で

は老朽化している精神科病棟改築と狭隘となって

います駐車場整備が挙げられます。いずれも現状

を認識しておりますから、総合計画のローリング

を経て方針を示してまいりたいと考えてございま

す。医師については、医師法による適正数を確保

はしておりますけれども、常勤の呼吸器内科医な

どまだまだ充足していないところもありまして、

今後も医師確保対策を講じてまいります。看護師

につきましては、１０対１の配置基準は満たして

はおりますけれども、夜勤のできる看護師の数に

余裕がないなどの状況のために、さらに１５名か

ら２０名ほど必要と考えておりまして、確保に向

けて努力をしてまいります。今後とも健康を守る

だけの医療ではなくて、健康づくり、９防活動な

ども重要な役割となっていることから、健康づく

り、市民公開講座などを通して身近な疾病につい

ての９防法について周知に努めてまいります。

最後になりますけれども、日本医療機能評価機

構から新基準の認定病院となりましたけれども、

一方では患者へのサービス向上のための取り組み

の一つとして患者に対する接遇のあり方が大切で

あるというふうにも考えております。これは、医

療というサービス業としての基本ということでご

ざいますから、引き続き患者接遇マナー研修、こ

ちらを強化して職員の資質の向上を図り、地域住

民に安心し親しまれる病院となるよう努力をして

まいります。

次に、（２）番の介護施設の増床等の展望につ

いて申し上げます。当市の高齢化率は、４月末現

在で２ ８％となっております。１０年後には３
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４％に４するのではないかという推計の中で、

高齢者対策は早目の対応が必要だと私も考えてお

ります。住みなれた地域でできるだけ長く生活が

できるよう、居宅介護を中心としたサービスを基

本としては進めておりますけれども、議員が指摘

されますように経済状況の悪化などの理由で核家

族化や共働きの増加により施設入所への要望も多

いことと認識をしております。

現在名寄市内の介護施設は、指定介護老人福祉

施設が２施設で１８０床、介護老人保健施設が１

施設で１００床、指定介護療養型医療施設が１施

設８床、認知症対応型共同生活介護施設が２施設

の３６床、計６施設３２４床が整備をされており

ます。介護保険事業計画を策定するに当たり、介

護施設の設置に関しては要介護者の利用目標とし

た国の参酌基準が示されております。先ほど申し

上げた施設の定員数からは、この参酌基準を十数

％超過をしている状況にあるため、今後の施設の

増設は難しくなることが９想されております。し

かしながら、上記施設への入所申請者数は２７０

名ほどになっているという現状がございます。

このような状況の中で、昨年３月に策定されま

した第４期介護保険事業計画では、介護施設の増

床に当たる具体的な整備計画はないというふうに

はされておりましたけれども、御案内のとおり国

の経済危機対策の一環であります介護基盤緊急整

備特別対策事業、これが施行されましたことによ

って平成２３年度開設に向けた民間活力による施

設整備の動きが見られるところでございます。こ

の民間活力と介護保険事業計画の整合性を図りな

がら、市民の需要にこたえられるよう整備に当た

りたいと考えてございます。

続きまして、大項目３点目の産業の振興につい

てお答えいたします。まず、農業の施策について

ということでございます。名寄市の基幹産業であ

る農業の振興につきましては、国の施策によるも

のが大方を占めておりまして、農業農村整備事業

や農業近代化施設整備事業及び戸別所得補償制度

等を有効活用することによって名寄市の農業、農

村の振興発展に結びつけていかなければなりませ

ん。例えば平成１７年度から開始をされた中山間

地域等直接支払制度及び平成１９年度から開始を

された農地・水・環境保全向上対策、これらにお

きましては今後も新たな対策が継続をされること

となっておりまして、本年度は総額で２９ ３０

０９９の交付が見込まれておりまして、これに対

する名寄市の持ち出しが ８００９９程度になろ

うかと思います。この制度につきましては、集落

において地域の実情に合った事業展開を図ってい

くことがある程度可能な制度でありまして、小規

模土地改良事業、有害鳥獣対策、廃プラ適正処理

対策等に有効に活用されております。

議員も御指摘のように、目に見える単独の事業

は従来に比較すると若干縮小しているという実態

もございますけれども、当市の基幹産業は農業で

あり、農業、農村の目指す姿の５つの柱でありま

す１つ目には収益性の高い農業の確立、２つ目に

は多様でゆとりある農業経営の促進、３つ目には

農業の担い手の育成と確保、４つ目には環境と調

和をした農業の促進、５つ目には豊かさと活力あ

る農村の構築、これら５つに基づいて名寄市総合

計画並びに農業・農村振興計画の着実な推進に努

め、農業の振興を図ってまいります。

次に、２つ目、食肉センターの改築についてお

答えをいたします。現在名寄市立食肉センターは、

昭和４１年に公設のと畜場として開設をし、その

後年次を追って衛生面等を強化するために設備等

の改修も行ってきてはおりますけれども、４０年

以上が経過をして老朽化が著しいところでござい

ます。平成１８年からは、指定管理者制度に基づ

いてニチロ畜産株式会社へその運営を委託してお

りまして、平成１９年からは従前の１日平均３０

頭処理から４０頭処理へと増頭を図るなど地域畜

産の振興、食肉の流通に大きく寄与しているとこ

ろでございます。

ニチロ畜産株式会社は、平成５年に設置した加
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工施設の設備改修、浄化槽の劣化等による改修な

ど老朽化に伴い、将来的な処理頭数の増頭計画を

盛り込んだ施設の改修計画を平成１９年に樹立を

いたしましたが、市といたしましては平成２０年

度に実施をした構造診断調査結果等を踏まえ、食

肉センター及び加工施設を一体とした新築整備計

画とすべく、平成２１年度に農林水産省の農山漁

村活性化プロジェクト支援交付金、こちらに申請

をしたところ、平成２３年度までの事業期間での

加工施設のみが採択となりまして、食肉センター

については不採択となっているところでございま

す。市とニチロ畜産株式会社といたしましては、

両施設を整備することで畜産の振興、雇用の創出、

定住人口の確保等、地域経済の活性化等を推進す

るためにもあわせて食肉センターの整備も必要と

考えているところから、現在使用している食肉セ

ンターの有効活用を図りながら既存の加工施設を

食肉センターへ改築するということなどの手法に

より需用費の低減を考えているところでございま

す。

計画といたしましては、国の補助対象事業期間

が平成２３年度までとなっているため、本年度に

ついては加工施設にかかわる用地確定測量調査、

地質調査、実施設計のほか各種法手続を進め、平

成２３年度には加工施設の整備を図り、現在の食

肉センターと渡り廊下で接続をして営業を継続し

ながらの改修を考えているところでございます。

さらに、現在の加工施設については食肉センター

へ改築をするために平成２３年度において実施計

画を行い、平成２４年度の改築を考えているとこ

ろであり、現在の食肉センターにつきましては耐

震強度の補強を図り、係留所として活用していく

ことなどを検討しているところでございます。

事業費につきましては補助事業、さらには有利

な起債の活用を図るとともに、財源負担について

はニチロ畜産株式会社とも鋭意協議を進めており

ますが、現在のところ総額で１６９ ０００９９

程度を９定しており、国庫補助金では加工施設分

で４９ ０００９９、起債では過疎債で５９ ０ 

００９９、と畜場債で６９ ０００９９を見込ん

でいるところでございます。

また、名寄市総合計画には食肉センターの改修

について登載をさせていただいており、一部ロー

リングが必要となるところでありますけれども、

早期改修は私の公約でもありまして、名寄市に立

地する企業の流出を防ぐことは産業振興の大きな

柱にもなると考えておりますので、本年度におい

て変更させていただきたいと思っていますので、

御理解をいただきたいというふうに存じます。現

在も旭川以北、稚内を初め東は紋別地方まで廃用

牛の集荷を行っておりますけれども、この事業後

はさらに増頭数を見込んでおり、将来的には２０

名程度の従業員の増、家族数においても５６名程

度の定住人口の増加が見込まれ、雇用の場の創出

とともに地域経済の活性化が図られ、さらには地

域の畜産の振興、食肉の流通等に大きく寄与され

るというふうに考えております。

続きまして、大項目３番目の複合交通センター

についてお答えをいたします。本事業の計画につ

きましては、名寄市と株式会社西條、商工会議所

の間で協定を締結をし、事業化を進める事業とし

て現在に至っていることは御案内のとおりでござ

います。株式会社西條の当初の事業展開では、国

の経済対策を活用して事業化を進める計画であり

ましたけれども、対策が中止されたことから計画

の大幅な見直しが発生をし、現在に至っていると

いうところでございます。現時点での状況では、

有料老人ホームについては来年度早々に着手をす

るほか、商業集客施設部分については提携して事

業を推進する相手方と交渉がまとまり次第着手を

したいと、このような報告を受けているところで

ございます。このような状況にあることと、民間

の事業と行政の事業の一体的整備をこの間協議し

てきたことと、市が計画をする複合交通センター

の整備は平成２３年度から事業化をしていく９定

でありますことから、本年度中にＪＲ北海道から
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用地を求めることに御理解をいただきたいという

ふうに思います。

続きまして、大項目４点目のインフラ整備につ

いてお答えいたします。まず、１つ目、上下水道

の整備でありますけれども、まず上水道の事業に

ついては名寄地区が昭和３５年に、風連地区が昭

和３６年にそれぞれ給水を開始し、ともに現在ま

での普及率は９３％まで４しております。これま

で積極的に整備を行って高い普及率を４成をし、

快適で安全な水道水の供給を行ってまいりました

けれども、一方で創設期から高度成長期において

集中的に整備をされた配水管が法定耐用年数を迎

え、こうした老朽管と呼ばれる水道設備の更新が

新たな課題となっているところでございます。ま

た、近年では地震や事故、これらによる断水など

で市民生活に深刻な影響を与える事例が多発をし

て、改めて災害や事故に強い水道整備が求められ

ているところでございます。

こうした状況のもと、平成７年度からは第２期

拡張事業を開始をし、浄水場施設の近代化とあわ

せて市内における管網整備と水道未普及地域解消

のための区域拡張を進めています。浄水場の近代

化では、施設の耐震化を初め高度な浄水処理が可

能な機能強化を図り、安全性の向上を図っており

ます。また、管網整備におきましては、市内にお

ける水循環の均一化を図って水質の劣化を防ぐと

ともに、事故における断水を最少の区域にとどめ

るブロック化を進めております。老朽管の更新で

は、管路台帳をもとに法定耐用年数の４０年を経

過した管路と漏水の多い管種を抽出をして更新計

画を立てて対応を図っております。今後新名寄市

総合計画の目標年次である平成２８年度までの７

年間でこうした老朽管の更新を１ ５年ロメート

ル、事業費にして４９ ０００９９を投じて実施

をする９定としております。しかし、こうした老

朽管の更新に活用できる国の補助制度はなく、費

用負担が水道事業を圧迫することからも今後もふ

え続ける老朽管の更新に苦慮しているといった実

情もございます。

一方で、下水道の事業に関しては名寄地区が昭

和５５年に、風連地区では平成９年に供用を開始

をし、水を化普及率では名寄地区が９ ６％、風

連地区が８ ０％と市連地区での整備はおおむね

終了し、郊外地区にあっては合併浄化槽の設置を

進め、清潔で快適な生活環境の実現に向けた取り

組みを進めているところでございます。こうした

下水道の設備にあっても本格的な整備から時間が

経過をし、現在は老朽化した施設の更新などが事

業の柱となっているところであります。

これまでも計画的に環境設備のマンホールぶた

や漏水箇所の修繕、また処理場施設の機械及び電

気設備の更新を進め、下水道機能の維持を図って

おりますけれども、こうした施設は機械、電気設

備を除き新たな耐震基準が示される以前に完成し

たものが多く、その大部分は耐震基準を満たして

いないのが現状でございます。また、こうした下

水道施設の更新には多額の費用を要し、この多く

を国庫補助金に頼っているところから、現在コス

トを最小化して効率的な修繕や更新を図ることを

目的に下水道長寿命化計画の策定を進めています。

この長寿命化計画は、平成２４年度までに策定を

し、これをもとに処理場施設などの修繕や更新を

図っていくことになり、耐震化もあわせて検討さ

れることになります。なお、環境施設については

標準耐用年数が５０年とされておりまして、この

長寿命化計画の策定は次回以降ということになり

ます。

これら上下水道における将来計画は、新名寄市

総合計画はもとより、名寄市水道ビジョン及び名

寄市下水道中期ビジョンでも示され、また当面す

る経営方針は上下水道中期経営計画、こちらをも

とに進捗を図っております。今後ともこうした計

画の着実な進展を図り、安全、安心はもとより一

層のサービスの向上を目指してまいります。

次に、橋梁の耐震度調査等についてお答えをい

たします。市で管理している橋梁は、名寄地区、
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風連地区合わせて２４４橋ございます。そのうち、

現在の耐震基準に適合した橋梁は１４橋でありま

して、ほとんどは旧基準によって１９７０年から

８０年代に集中してかけられたものでございます。

新基準は平成７年の阪神・淡路大震災、これを受

けて平成８年に耐震基準の改定を図り、平成９年

度以降の橋梁設計で適用されているところであり

ます。しかし、新基準に適合していない橋梁を一

斉にかけかえたり、耐用年数に４したからといっ

て機械的にかけかえたりすることは財政的あるい

は人員的な観点からも困難な状況でございます。

これは全国的な問題でもありまして、国土交通省

では各自治体において長寿命化計画を策定してか

ら事業を展開する施策を進めています。これを受

けて当市でも総合計画に組み入れ、平成２１年度

から平成２４年度までに耐震化、老朽化に対して

全橋梁の調査を行い、平成２５年度には財政負担

を極力抑え、平準化した事業費による修繕やかけ

かえのための長寿命化計画を策定をして、橋梁個

々の延命を図りながら年次的に整備をしてまいり

たいというふうに考えております。

続きまして、大項目５番目の（２）から、市立

大学についてお答えをいたします。こちらは、昨

日の代表質問の答弁とかぶるかもしれませんけれ

ども、１８歳人口と短期大学志願者の減少、加え

て子供をめぐる社会状況の変化などにより、全国

的にはここ数年保育系の短期大学の４年制移行が

急増している傾向でございます。しかし、大学に

おける将来計画検討委員会の構想案では、児童学

科の４大化に当たっては現在の保健、医療、福祉

の連携という保健福祉学部の基本方針や基本目標

にどのように位置づけをするのか、また現行の保

育士、幼稚園教諭に加え、新たな資格付与をどの

ようにするのか、また学生数と教員数の増加に伴

う施設の増設は不可欠であるなど課題は多岐にわ

たっているところであります。

一方、大学院の設置につきましても全国的に見

ても４年制大学において大学院を併設していない

大学は今や少数になっておりまして、高度専門的

職業人の養成や本学教員の安定的確保のためにも

必要なことであるというふうに考えておりますけ

れども、研究指導員の確保や研究室の増設など、

これも課題の検討が必要となっております。いず

れにいたしましても、これらの取り組みを進める

に当たっては大学内の議論と将来の大学の発展を

見据えて財政問題を含め諸課題の分析やメリット、

デメリットを十分に検討をして進めてまいりたい

というふうに思います。

大項目６点目の広域行政についてお答えをいた

します。こちらも昨日と重複するかもしれません

けれども、定住自立圏構想、これは中心市と周辺

町村が１対１で医療を初め福祉、教育、産業振興、

公共交通など協定を結び、安心して暮らせる環境

をつくることで圏域全体の活性化を図って、人口

流出に歯どめをかけることを目指すものでござい

ます。名寄市は、中心市になるための条件である

人口４９人以上の市ではありませんので、単独で

中心市になることができませんけれども、士別市

と合わせることでその要件をクリアすることがで

き、複眼型中心市になることができます。この複

眼型中心市は、道内では唯一、道外にも２つの圏

域しかございません。

定住自立圏構想の推進につきましては、現在上

川北部地区広域市町村圏振興協議会の９市町村に

おいて進めておりますけれども、具体的には複眼

型中心市と周辺町村の１対１での協定協議となり

ますので、その合意形成が整えば協定締結という

ふうになります。これから上川北部９市町村にお

ける協議となりますけれども、南宗谷の浜頓別町、

中頓別町、そして枝幸町、網走管内の西興部村に

協議参加の意向がありまして、５月２８日に開催

をされました上川北部地区広域市町村圏振興協議

会、こちらの総会におきまして３町１村の参加が

承認をされましたので、今後は１３市町村での協

議を行ってまいります。

今後の目標とするスケジュールでございますけ
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れども、６月から１０月にかけまして協定する項

目の協議を行い、協議結果に基づき１２月には中

心市宣言を行えるように作業を進めてまいりたい

と考えております。また、協定書の締結や協定ビ

ジョンの作成は平成２３年度を目標に協議を進め

てまいります。

続きまして、大項目７点目の消防広域化とデジ

タル化について御質問がございました。まず、消

防の広域化でありますけれども、大きく変化する

消防へのニーズや人口減少という大きな変化に対

応し、消防の責任を果たすためには消防のさらな

る広域化が課題との考え方から、平成１８年６月

に消防組織法の改正が行われ、自主的な市町村の

消防広域化の推進が行われてまいりました。

道内の各消防本部の広域化の取り組み状況は、

面積が広大な地域では災害出動における現場到着

時間の短縮、適正な署所及び人員配置が困難であ

り、消防の広域化のメリットとされている住民サ

ービスの向上あるいは消防体制の効率化並びに消

防体制の基盤の強化等を見出すことが難しい状況

であると思います。このため、現在まで富良野地

区消防組合と上川南部消防組合による富良野広域

連合が設立されたのみとなっています。名寄消防

署といたしましては、今後上川北部消防事務組合

の組織の中で構成市町村との協議を行い、消防の

広域化が行財政上のメリットにつながるのかどう

なのか慎重に判断をしていかなければならない問

題だと考えております。

お尋ねの当組合の人事交流ということでありま

したけれども、消防本部への人事異動は過去平成

９年から１０年間、人事の活性化と職員のレベル

アップを目的として異動が行われた経緯がござい

ます。しかしながら、各消防署間の人事交流につ

きましては給料、勤務体制及び各種の装備品など

が統一されていないと、こういったことから非常

に困難な状況であるというふうに認識をしており

ます。また、消防職員の教養訓練の交流につきま

しては、上川北部消防事務組合消防職員教養規定、

これに基づき消防本部が行う各消防職員合同によ

る特別教養等を実施をし、消防隊員の資質の向上

を図っているところでございます。

また、デジタル化についてでございますけれど

も、御案内のとおり総務省が平成１５年１０月に

電波法関係審査基準の一部を改正したことに伴い、

従来のアナログ方式での消防、救急無線の使用期

限は平成２８年５月末までとなっております。消

防、救急無線のデジタル化の必要性につきまして

は、消防、救急活動において個人情報の伝４等に

かかわる個人情報の保護の観点から、より秘匿性

を向上させた通信や消防、救急車両の動態、位置

管理等の各種データ電送の対応、大規模災害時の

広域的活動への対応及びチャンネル数をふやすこ

とが可能となるというものでございます。このた

め、限られた期限までにアナログ方式の無線機器

をデジタル方式の無線機器に全面的に更新する必

要があるというふうに思います。

平成２０年７月に策定された北海道消防救急無

線広域化・共同化及び消防指令業務の共同運用に

係る整備計画は、現在修正の手続中であり、事業

の実施には至っておりませんが、全道の消防本部

を７ブロックとした地区割りによるグループを単

位として、既に基本設計に向けた事前の検討が行

われているところでございます。名寄市の加入団

体である上川北部消防事務組合は、旭川市消防本

部を中心とした道北地区１２消防本部グループ枠

として消防通信に関する連絡協議会を組織をし、

現在まで５回の会議を重ねて平成２３年度の基本

設計、伝搬調査を目指しておりましたけれども、

道の整備計画の修正手続上で必要な北海道消防広

域化等検討協議会による議論、また市町村長から

の意見集約及び道民からの意見聴取がおくれてい

ることから平成２４年度に見据えた取り組みを行

っているところです。今後は基本設計、伝搬調査

等の結果に基づき、９想されます無線電波の不感

地帯の対応を含め実施設計の検討を行い、デジタ

ル化の整備計画を進めていかなければならないと
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いうふうに考えております。

続きまして、最後ですけれども、大項目８点目

の日本国憲法についてお答えをいたします。日本

国憲法は、制定をされてから６３年が経過をして

おりまして、社会情勢や国際情勢が大きく変革を

していく中で、現状に対処できる憲法はどうある

べきかなどさまざまな意見がございます。憲法改

正手続を定めた国民投票法が本年５月１８日に施

行され、憲法改正の是非を問う環境が整備された

ことになります。しかしながら、昨年の政権交代

以降は衆参両院の憲法審査会は休眠状態が続いて

いるというふうに報道されております。憲法の理

想や理念については、国民的議論の高まりにより

改正をされるべきであって、国民にとって不利益

があってはならないというふうに考えております。

憲法改正については賛否両論があり、多岐にわた

っておりますけれども、その１つであります自衛

隊活動をめぐる問題については国を守る、国民を

守るといった観点から国の責務であると考えてお

ります。駐屯地を抱える本市といたしましては、

災害救助やまちづくり活動などさまざまな分野で

協力、連携をしながら行政運営を行ってまいりた

いと考えており、あわせて戦没者追悼式や市民平

和音楽大行進を継続をして恒久の平和を念願をし、

市民と平和の大切さを今後も共有してまいりたい

というふうに考えております。

１点、答弁漏れがありましたね。新名寄市総合

計画の中で、生活に困っている方への福祉施策を

財政状況もかんがみてどうなのかという御質問だ

ったのかなというふうに思います。生活に困って

いる市民への福祉施策につきましては、国と北海

道とともに福祉補助事業を実施をし、単独福祉事

業については現行制度を当面継続をして、真に支

援の必要な方に支援が行き届くように検証をして

進めてまいりたいというふうに思います。

また、②、名寄市総合計画の答弁の中で総合計

画が平成２３年度で終了するというふうに言いま

したけれども、これは前期の総合計画が平成２３

年度に終了するということでございまして、訂正

をしておわびをしたいと思います。

私からの答弁は以上でございます。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、大項目の５、〇教育長（藤原 忠君）

教育問題について、（１）、小中学校適正配置に

ついてお答えをいたします。

名寄市教育委員会では、平成１８年に名寄市立

小中学校適正配置等検討委員会を設置して、平成

１８年には小中学校の適正規模について、平成１

９年度では小中学校の適正配置について諮問し、

それぞれ答申を受けたところであります。これら

の報告に基づき、名寄市立小中学校の適正規模及

び適正配置に関する基本方針案を策定し、素案に

対する意見の集約を行った後、平成２０年第６回

目の名寄市教育委員会議において審議、可決され

ました。

適正配置計画の実施につきましては、小規模化

の進行状況、学校施設の改築、改修等の施設整備

の時期を考慮して検討、また小規模校及び極小規

模校については児童生徒数の将来推計等を考慮し

て検討することとしております。具体的な統廃合

の実施に当たっては、保護者や地域の皆様の理解

と協力を得て推進することとなります。これまで

の施設整備につきましては、平成２１年１月に名

寄市立小中学校施設耐震化計画を策定し、市内１

６校の耐震化優先度調査を実施した結果、優先順

位が高く危険と判断された名寄東小学校の屋内運

動場の改築、風連中学校校舎及び屋内運動場の施

設移転による耐震化事業に取り組んだところであ

ります。今後につきましては、小中学校適正配置

計画及び小中学校施設耐震化計画の両計画と連動

させながら、今年度中に名寄地区の小中学校施設

整備計画についても策定し、議員各位並びに市民

の皆様の御意見を賜りたいと、このように考えて

おります。

私からは以上でございます。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）
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それでは、答弁をいた〇４番（竹中憲之議員）

だきましたから、再質問をさせていただきたいと

いうふうに思います。

私が第１項の中で総合計画あるいは市民憲章、

都市宣言等々の問題を提起をしたというか、お聞

きをした中身は、あるいは一番最後のこの憲法の

問題を出したのは、実は承知のように法のもとで

国民は一定程度その保障をされているということ

が基本になっていまして、それが名寄市において

も同じように名寄市における憲章等々で、あるい

は基本計画の中で一定程度市民が生活を保障され

るというか、営まれる状況が私は必要だというか、

それが当たり前だというふうに思ったものですか

らこういう言い方を、質問をさせていただきまし

た。

非常に基本計画の中でも５項目の目標があって、

それぞれ各事業でそれぞれ進められているわけで

すけれども、医療の問題にしても福祉の問題にし

ても、あるいは建設の問題にしても、どうしても

財政との絡みが一番大きな問題だと私は思ってい

ます。そこで、お聞きした問題の中では、市長は

名寄の財政は非常に厳しいという状況認識をされ

ておりますから、それぞれの施策の中で膨大な財

政をつぎ込む必要があるものも相当出てくるわけ

です。これは、やるやらないは別にしても名寄大

学の大学院化あるいは４大化の問題も施設をつく

らなければならない、あるいは教授をそれぞれ連

れてこなければならないというか、そういう問題

もあるでしょうし、市立病院の問題でいきますと

先ほど答弁があったように精神科の病棟の建築の

問題あるいは周辺整備の問題もあるでしょう。あ

るいは、中身的に今後どういうふうになっていく

かは別にしても救急医療、地方センター病院とし

ての救急医療の強化であったり、あるいは女性専

門外来の設置であったりということで、そういっ

た意味ではますますそういったスタッフの必要も

一方で出てくるわけでして、そういった意味では

大変な労力も必要でしょうけれども、金銭的にも

厳しい状況に私はなってくるのではないかという

ふうに思うものですから、そういうことで質問を

させていただきました。

この問題についても再度市長のほうで考え方が

あれば、お伺いをしたいというふうに思いますし、

広域行政の中でいきますと福祉の問題あるいは先

ほど若干ここで議論の問題でないというふうに後

ろのほうからやじ飛びましたが、消防の問題だと

か、あるいは福祉の問題も含めて広域的にやって

いく可能性というか、出てくるのではないかとい

うふうに思うものですからこういう質問をさせて

いただきましたので、その辺の中身を読み取って

いただければというふうに思います。

福祉事業の問題でありますが、市民の健康増進

あるいは医療の適正化あるいは子育て支援だった

り、障害者支援だったり、あるいは高齢者福祉の

問題など、この問題は名寄市の第４期計画でした

かね。その中でサービスの提供だとか、あるいは

地域医療の充実に向けた支援ということで一定程

度明らかにされていますけれども、先ほど市長が

話された特に介護の問題について、今の現状では

大きな問題が生じているという。民間活用も含め

て、今後介護施設のあり方について進めていくと

いうことになるのですが、実はなぜこの問題を私

が提起をしたかというと、私ごとなのですが、先

月、多くの皆さんにもお世話になりましたけれど

も、母をみとりました。

実は、一昨年病に伏しまして、体は不自由では

なかったのですが、認知症ということで家庭で在

宅での看護はできないということもあって名寄じ

ゅうを回った結果、入れないと。これは、等級の

問題もありますけれども、結果としては隣のまち

へ入れたわけですが、そういう家庭が前段で質問

をしたようにふえている現状は、確かにこれはあ

るというふうに私は思っていますし、私の町内だ

け見ても高齢者世帯がふえていますし、高齢者の

単身世帯もふえています。もうそろそろあの世行

きかなと自分でみずから言っている老人もいるこ
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とはいるのですが、しかしそう言うだけまだ元気

なわけです。しかし、施設に入らないと生活がで

きないという人をどういうふうにしていくのか、

そういうことを早急にやっぱり指導して、民間を

活用してもよろしいのですが、やっていかない限

り、このことはますます入所待機者がふえていく

のではないかというふうに思うものですから、通

所介護の問題だったり、在宅でのケアの問題も含

めていろいろやり方はありますが、しかし家庭で

みとれない、そういう方の設備、施設のあり方を

再度やっぱり私は見直す必要があるのかなという

ことで質問をさせていただきましたので、再度あ

ればお聞きをしたいというふうに思います。

あと、次に食肉センターの問題です。開設が昭

和４１年ということでありますが、実はちょっと

調べてみたら、新総合計画の中でもわかるのであ

りますが、調べてみたらこの２０年間、食肉セン

ターの設備投資というか整備費が２０年間でたし

か２９ ０００９９か ０００９９ぐらいしか使 

っていません、大きくは。それで、ほとんどが修

繕費、一部保健所をおととしですかね。建設した

問題もありますが、そのようなものしか使ってい

ません。この間、恐らく前期の計画の中でローリ

ングも含めてそういう話はなかったのかどうか。

あったとしたら、なぜそのときにローリングがで

きなかったのかどうか。

食肉センターの問題は、非常に大きな問題であ

りますし、市民も実はマスコミで承知をしたとい

うことだけで、市民説明責任がこれも問われる一

つの中身でありますけれども、そういった意味で

この１月にも黒井議員からそのような質問があっ

て答弁が一部されていますけれども、そのときの

概９の総事業費と若干差異があるのでありますが、

その辺の中身がもしわかればお知らせを願いたい

というふうに思います。

次に、複合交通センターの建設の問題でありま

すが、きのうも質問されておりましたから余りし

ませんが、（株）西條さんが早急に年明けで建設

開始ということになっていて、結果としてあれを

売ったわけでありますが、状況的にはいまだにく

い打ちもされていないと。そういう状況の中で、

駅横の一体化ということだけで西條さんの中身が

わからないままＪＲの用地を取得することがどう

なのかというふうに私は思っています。それは、

西條さんが決まってからでも取得は、土地は逃げ

ていきませんから、取得してもいいのではないか

というふうに私は思っているところでありまして、

その横にいわば複合交通センターをつくるという、

そのセンターの中身についてもきちっとされてい

ませんけれども、私としてはあの土地を買って一

元化というか、一つのものにしていくということ

が本当になるのかどうかというのが非常に私は疑

問でありまして、ある市民は本当にあそこでいい

のかという話もされていますけれども、私はＪＲ

の土地の取得については時期尚早でないかという

ふうに思っていますが、そのことについてお聞き

をしたいというふうに思います。

それから、橋梁の問題等々を含めて、それぞれ

インフラ整備について答弁をいただきましたけれ

ども、実は名寄は御存じのように川に挟まれたま

ちでありまして、先ほど答弁の中にありましたよ

うに２４０からの木製も含めて橋があります。一

たん災害が起きると、どのような災害が起きるか

は別にしても橋を渡らないと避難ができない状況

に私はなるのではないかというふうに実は思って

おりまして、これは橋だけでないのでありますが、

道路網の整備も含めてでありますが、かなり市民

生活というか、市民に大きな負担を私はかける、

災害が起きたときにはかけるというふうに思って

おります。がしかし、今すぐ橋梁等々の建設をす

ることは、現状の名寄市の財政の中では困難とい

うふうには思っておりまして、そこで耐震度調査

等々を含めてどのようにやられているかというふ

うに聞いたわけであります。非常に工事費が膨大

だというふうに思っておりまして、これも上下水

道の問題もそうでありますが、下水道の問題もそ
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うでありますが、膨大な費用がかかるだけに計画

の中できちっとやっていくことが私は重要だとい

うふうに思っていますから、そんなところを先ほ

ど答弁がありました中身で後期のローリングをし

て進めていくことが重要だというふうに思ってい

ますので、再度の答弁を求めたいというふうに思

います。

上水道の扱いについて、実は事業費の圧迫も含

め、上水道の事業所の費用圧迫ということも実は

あるのでしょうけれども、一方でこれをやること

によって私は受益者負担がふえるのではないのか

というふうに心配をしております。市長の方針の

中で、受益者の問題も含めて考えるという項もあ

りましたけれども、水道事業は非常にそういった

意味では今のところどうにかきているのかもしれ

ませんが、受益者負担がふえるということになれ

ば、かなり市民生活もそれによって圧迫されると

いうことでありますから、そんな中身があるとし

たら大きな問題だと私は思っていますので、その

ことについてはきちっとした年次計画の中で進め

られる、そういうことが重要だと思いますので、

再度の答弁を求めたいというふうに思います。

次に、小中学校の適正化についてでありますが、

教育長答弁されたとおりでありますけれども、校

舎の老朽化の問題もあって適正化配置をどうする

か。ここまでおくれてきたということは、そうい

う中身なのかもしれませんが、私は１８年に検討

委員会設置をして委員を委嘱をして、１９年２月

に報告書をいただいて、そして２０年４月に基本

計画が出されました。私は、これ初めて見たので

ありますが、しかしこれ以降庁内議論がされたの

かどうかというのが非常に疑問なところなのです。

なぜかというと、教育方針の中では来年度から議

論をするというふうに出されておりまして、非常

にそういった意味では検討委員会の委員の皆さん

に失礼だというふうに思うのです。１８年に５カ

月間お願いをして、８回の会議を開いて報告書を

出しました。そして、次の年に基本方針を出しま

したけれども、しかし庁内議論のないまま来年か

らその議論を始めるということは、何のために検

討委員会を設置をして報告をされたのかというこ

とだと思うのです。

この報告書の結びのほうにこういうふうに書か

れています。具体的な再編成案がなければ議論は

深まらないというふうに記述をされていますし、

教育目標あるいは方針、方向が示されなければな

らないとの指摘もありました。では、何をこのと

きに諮問をして議論をしてもらったのかというの

も私は一方で疑問になってくるわけでありまして、

再度この１８年に検討委員会を設置をしたときの

何を求めたのか、そしてこの間報告を受けて基本

方針を出した以降の庁内での議論はどのようにし

てあったのかについてお聞かせを願いたいという

ふうに思います。

あと、大学の問題については、建設費の問題だ

ったり等々を含めてあります。学内議論も含めて

進めてもらって、どうメリット、デメリットがあ

るのかも含めて、その議論も含めて市民説明も中

間で行いながら、やるやらぬは別にしてもきちっ

とした方向性だけは出していただきたいというふ

うに思うところでございます。

次に、デジタル化、広域化の問題はさておいて、

デジタル化についてでありますが、どうも調べた

ところによると、デジタル化に対して単費でやら

ざるを得ないというところがあるのかもしれませ

んが、かなりお金がかかるというような話も聞い

ておりまして、これが２４年になってしまうとか

なり厳しい財政が強いられるのかなというふうに

思っていますが、費用の問題がわかれば教えてい

ただきたいのでありますが、これも単費でやるの

かどうかも含めて、あれば教えていただきたいの

ですが、何せ法で決められたということで期日が

決められているわけでありますから、できる限り

早い対応をしていかなければならないのかなとい

うふうに思いますので、よろしくお願いを申し上

げたいというふうに思います。
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消防の広域化の問題について、先ほど答弁をい

ただきましたし、職員の交流の問題も含めて答弁

をいただきました。広域化の問題については、期

限は定められておりますけれども、しかしペナル

ティーはありませんから、やらなくてもいいとい

うことだと思うのです。中身的にはそういうふう

に私は理解をしているのでありますが、広域化を

進めるに当たって、これを進めるかどうかは別に

しても署員あるいは市民の理解を得られるように

市長さんも言われたように慎重な取り扱いを求め

たいというふうに思いますし、必要であれば署内

の（仮称）検討委員会でもつくって議論をしてい

ただくということも私は必要かなというふうに思

いますので、答弁は要りませんが、そのような中

身を頭のどこかに入れておいていただければとい

うふうに思います。

あと、憲法の問題、先ほども若干言いましたけ

れども、承知のようにすべての国民が法のもとに

平等でということがあって、政治的にも、あるい

は経済的にも社会的にも差別されてはならないと

いうことが実はうたわれているわけであります。

しかし、現状を見たときに働きたくても働けない

方がいるわけであります。一方で、安いパート労

働で額に汗して働いている労働者もいるわけであ

ります。一方で、国の生活保護を受けている家庭

もあるわけであります。しかし、額に汗して働い

ている方よりも生活保護を受けている方のほうが

生活実態というか、がいいということも実はあり

得るのです。そのことをどういうふうに行政とし

ては進めていくのか。市民を保護をしていくのか。

私は、きちっとした方向性を出しながら、単独で

の施策も含めて、あるいはこれはただ単に金銭の

問題だけではありません。医療の問題や福祉の問

題もありますから、そういう問題も含めてあれば

お伺いをしたいというふうに思います。

最後に、農業の問題、若干答弁いただきました

けれども、真新しい問題はなくて、国の施策に乗

って名寄市としても若干それに上積みをしている

というのが中身になっておりますけれども、循環

型社会の形成もこの間ずっと言われていて、これ

は農業だけでなくて、いろんなあらゆるものが循

環型として進めていくというのが中身であります

けれども、実はちょっと私だけが気になっている

のかもしれませんが、言葉の遊びをするつもりは

ありませんが、１つ聞きたいことが実はあります。

それは、私は努力という言葉も好きなのであり

ますが、使い方を間違えれば実は大変な誤解を招

くことがあります。これは、頑張れとかという言

葉も同じなのでありますが、教育現場ではよく使

っているかどうか、たまに聞くのでありますが、

頑張っている子供に頑張れと言ったら、それはプ

レッシャーなのです。プレッシャーなのですよ。

テレビで２４時間テレビをやっていて、その中で

マラソンをやっている方が過日こういう言い方を

していました。沿道から頑張れと言われたら非常

に落ち込む、プレッシャーよりも落ち込むと言っ

ていました。

何を言いたいかというと、市長の公約の中に力

強い産業と地域ブランドづくりが１個目にありま

した。その中で、こういう書き方がされていまし

た。努力すれば報われる農業の確立というふうに

ありました。私は、今日まで農業だけでなくてい

ろんな経営をされている方は努力をしてきている

と思うのです、農業にしても林業にしても。しか

し、それ以上にどう努力すればいいのよというこ

となのです。私は、そういうふうにこの言葉をと

ったのです。これは、私だけかもしれません。議

員で８名います、農業経営者。どういうふうにと

られたかわかりません。がしかし、私はそういう

ふうに理解をしたのです。特に農業は天候に左右

されます。何ぼ努力しても収入がゼロのときもあ

るのです。そういう言葉の使い方について、私は

どうなのかというふうに思いますので、その言葉

遣いのあり方について市長の見解をお聞きをした

いというふうに思います。

加藤市長。〇議長（小野寺一知議員）
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ちょっとおなかいっぱい〇市長（加藤剛士君）

になるぐらい質問をいただきました。漏れたらご

めんなさい。１つ目から順を追って、教育以外の

部分について答弁させていただきたいと思います。

まずは、いろいろと大学の問題も含めて大きな

事業が出てきている中での財政と福祉の関係はど

うなのだというようなお話でありました。特に病

院もしくはホール、そして食肉センター、ＪＲの

駅横の話と。こうした大型の案件が続いている中

で、今後の財政の見通しも含めてどうなのかとい

うお話でございました。昨日、代表質問、駒津議

員、中野議員にも答弁しましたけれども、１２９

０００９９という合併特例基金があります。こ

うしたことをできるだけ温存して使っていく、ま

た合併特例債を有効に活用しているということで、

あらかじめ減債基金への積み立てもしっかりと行

って適正な公債費の管理に努めて将来に備えたい

というふうに考えているところでございます。

また、国の情勢が非常に不透明だということで

ありまして、このことは名寄市だけでの問題でも

ないのかなというふうに思っていまして、そうし

た問題に直面をしましたら、全国の共通の問題と

いうことでありますから市町村会、市長会を通じ

て等、地方の財源確保の要請をきちっと行ってま

いりたいというふうに思います。

また、大学の４大化については、これは私の思

いも多少多く含まれている公約でございます。そ

ういったことも含めて、これはまだ私の就任後間

もないということもあって一定時間お話のとおり

時間をかけて検討してまいりたいというふうに思

います。

また、今ほどから文化ホールの話、病院の話、

食肉センターの話もちょっと後でもまた触れます

けれども、こうしたことは私がなってからぽっと

出てきた話ではなくて、長年議論を積み重ねてき

て出てきた話だというふうに考えていますから、

これらのことをやっていくためには有利なやっぱ

り財源活用ということも含めたタイミングの問題

もあるのかなというふうにも思っています。建設

時期及び場所も含めて総合計画のローリング作業、

これをしっかりと経て議会並びに市民の皆さんに

お示しをして御意見をいただき、実行に移してま

いりたいと、このように考えております。

２つ目、福祉の関係、特に施設整備の話を中心

に聞かれておったかと思います。これもきのうち

ょっとお話もしましたけれども、現在介護基盤緊

急整備特別対策事業という国の事業によって名寄

市においては２９床の小規模ケアハウス、２９床

の小規模老人保健施設が計画をされていると。そ

の事業とは別に３０床の介護つき有料老人ホーム

の建設の話も聞いております。また、名寄市への

届け出だけで開設できる３０床の住宅型有料老人

ホーム、そして１１名対応の認知症対応型通所介

護施設、こちらの計画も聞いてございます。しか

し、これらの施設が開設されますと、サービスの

向上はもちろんされるでしょう。しかしながら、

介護保険料、市の負担が増額されるところでもご

ざいます。本件につきましては、介護保険事業計

画の諮問機関である名寄市保健医療福祉推進協議

会、こちらの意見を踏まえて適切に対応してまい

りたいと、このように考えてございます。

続きまして、食肉センターもぽっと出てきた話

でないかというお話でしたけれども、実はこれ昨

年のローリングに上がってまいりましたけれども、

事業化するために財源負担が煮詰まっていなかっ

たので、後期計画に先送りしたという経過がある

ということであります。一方で、今お話のとおり

農山漁村活性化プロジェクト交付金の採択を受け

たということで急遽こうした事態になったという

ことを御理解いただき、先ほどから申してあると

おり私の公約でもあり、また力強いこれからの足

腰をつくっていく産業基盤に欠かせない施設だと

いうふうに判断していますので、御理解をいただ

きたいというふうに思います。

４つ目、ＪＲの用地の取得のお話がございまし

た。こちらに関しても行政が９定している複合交
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通センター、こちらの用地だということは御案内

のとおりでありまして、既にこれはまちづくり委

員会等の採択をいただいているというふうに認識

をしておりますので、これも御理解をいただきた

いというふうに思います。

続きまして、インフラ整備のお話が出ておりま

した。その中でも受益者の負担がふえるのではな

いかという今後懸念があるのではないかというこ

とでございました。今後のこうした水道、下水道

の受益者負担、今後の事業の扱いについては中期

経営計画をもとに進めているところであります。

今の計画では、平成２３年度までの５カ年の計画

となっておりまして、これまでの事業費につきま

してはこの計画に織り込んでいるところでござい

ます。これ以降の事業費の扱いについて、受益者

負担の扱いについても慎重に検討してまいりたい

というふうに思います。今ほどもお話をさせてい

ただきましたけれども、更新だけでなくて修繕も

含めてそうした受益者負担の扱いについても慎重

に検討しながら進めてまいりたいというふうに思

います。

消防はいいですか。消防はいいのですね。農業

の問題、努力すれば報われるという言葉が失礼で

ないかというお話がありましたけれども、実は選

挙の最中、若い青年たちと何度か話をさせていた

だく機会を設けて、その中で実はこれ農業の青年

たちの中から出てきた言葉でございました。なか

なか……

（何事か呼ぶ者あり）

ですから、何か頑張って〇市長（加藤剛士君）

もどうなのだろうというようなお話なのかなとい

うふうに思います。いろんな角度からこれは政策

を打っていかなければならない問題だなというふ

うに思っていますので、今後ともそうした今言っ

たような問題も含めて、若い人たちがこの地域で

農業をやってやりがいがあるというような施策を

打てるよう私なりにも努力をしてまいりたいとい

うふうに考えております。

生活保護の問題について、どうなのかというお

話がございました。生活保護にかかわって、受給

者の自立といった観点からもお尋ねをいただいた

というふうに思います。お話のとおり、地域経済

が大変厳しい状況であることは御案内のとおりで

ありまして、就労も含めてそうした自立について

も意を配してまいりたいというふうに考えている

ところでございます。これらも含めて、憲法の話

もございました。名寄市といたしましては、憲法

の精神にきっちりとのっとって、真に支援を必要

としている住民の把握に努めて行政施策を推進し

てまいりたいというふうに考えてございます。

以上でございます。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま小中学校適正〇教育長（藤原 忠君）

配置後の進め方について、経緯はいかがであった

かという、こういう御質問でなかったかなと、こ

う考えております。

この名寄市小中学校適正配置の計画を策定する

に当たりましては、議員もお話にございましたよ

うに平成１８年８月３１日に名寄市小中学校適正

配置等検討委員会を設置いたしまして、そこで諮

問をさせていただきました。これは、大きく２つ

の押さえがございました。１つは、名寄市内の小

中学校の適正規模はどうあるべきなのか、この議

論でございます。平成１８年度は、その議論に１

年間費やしたということでございます。例えば小

規模校のメリット、デメリット、大規模校のメリ

ット、デメリット、そして名寄の実態などを把握

しながらこの適正規模に関する議論をいただいた

ところであります。そして、平成１９年度にかか

わりましては、今度は適正配置について１年間検

討委員会に御議論をいただきました。これは、も

ちろん名寄市の実態に応じた学校の配置のあり方

はどうあったらいいのかと、こういうことでござ

います。こういう基本的な教育のあり方、名寄に

おける学校教育のあり方について、この２年間で

御議論をいただいた。その答申が平成２０年１月
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２８日に出されたところであります。この中では、

学校規模の望ましいあり方、そしてさらにそれに

応じた名寄市内における学校の配置の望ましいあ

り方について述べられているところであります。

ただ、その中で１点だけ先送りされたものがご

ざいました。それは、小中一貫教育でございます。

これについては、十分なまだ検証をする時期に至

っていないということから、教育委員会の内部で

しっかり検証、研究をしていただきたいと、こう

いうお話でございました。そういうことでござい

まして、先日来小中一貫教育についての御議論も

ございますが、教育委員会の中で鋭意今検証を進

めていると、こういうことでございます。

この１月２８日の答申を受けまして、その後教

育委員会といたしましてはこの答申を公開し、パ

ブリックコメントを求めたところであります。こ

れは、名寄市立小中学校の適正規模及び適正配置

に関する基本方針の案をつくりまして、そしてパ

ブリックコメントを求めさせていただきました。

こういう冊子でまとめているものでございます。

これを４月に策定いたしまして、第６回の教育委

員会議にかけ、この内容について、もちろんその

前から検討委員会の検討内容については教育委員

会で報告させていただいておりますが、この教育

委員会議で基本方針について正式に決定したとこ

ろであります。

その後、これと並行して大切なものに小中学校

の耐震化計画がございました。したがいまして、

平成２０年度、言ってみれば２０年１月に答申を

いただき、２０年４月に名寄市教育委員会として

の基本方針を定め、そしてその後すぐに耐震化に

かかわる優先度調査を実施させていただいたとこ

ろでございます。その優先度調査の結果に基づき、

平成２１年１月には名寄市立小中学校施設耐震化

計画という冊子をつくらせていただきました。私

が答弁の中で再三この耐震化計画と、それから適

正配置計画と連動させながらと言っているのはこ

のことでございます。こういう中で、では具体的

に名寄市内の小中学校はどうあるべきかという、

そういう観点で平成２１年度には東小学校の屋内

体育館、そしてあわせて風連中学校が非常に危険

な校舎になっているという観点から、風連高校へ

の移設ということを決めてその事業を２１年度、

そして今年度とあわせて進めていると、こういう

経過でございます。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

最後になりますけれど〇４番（竹中憲之議員）

も、答弁は要りませんが、憲法問題で先ほど答弁

いただいて、自衛隊の問題が加藤市長から出され

ました。自衛隊問題をやると時間が足りません。

国防という意味での自衛隊ということなのか、そ

れ以外に出ていっての自衛隊なのか。私は、日本

の自衛隊が海外に出てそれを、任務は別にしても

出ていっていること自体が私自身は許されない、

そういう考えを持っている人間でありますから、

防衛という意味でいくと何がどう防衛なのかとい

うことも含めて次回のところで、何かのところで

市長とは議論をさせていただきたいというふうに

思いますので、これで私の質問を終わりたいと思

います。

以上で竹中憲之議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午前１１時４３分

再開 午後 １時００分

休憩前に引き続き会〇議長（小野寺一知議員）

議を開きます。

代表質問に引き続き一般質問を行います。

平成２２年度市政執行方針にかかわって外１件

を、川村幸栄議員。

通告順に従いまして、〇５番（川村幸栄議員）

質問をさせていただきます。

まず、大きな１点目、平成２２年度行政執行方

針にかかわってお尋ねをいたします。旧名寄市と

旧風連町が合併して５年目のことし、名寄市のか
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じ取りが交代されました。新市長は、名寄市は大

きな変革の時を迎えようとしていると述べられて

います。その変革の時をどのように迎えようとし

ているのか、平成２２年度の行政執行方針から市

民サービスの充実と福祉の充実についてお考えを

お伺いいたします。

１つに、市民サービスの充実についてでありま

す。機能的かつ効率的な市役所づくりを目指すと

述べています。機能的で効率的であれば、働く職

員はもとより、市民にとっても利用しやすい市役

所となります。本年４月から組織機構が一部変更

になり、広報３月号、４月号で市民周知が行われ

たところですけれども、３月号では組織機構図が

示され、仕事の内容なども記載されていて非常に

わかりやすくなっています。また、４月号では庁

舎内の配置図がより詳しく知らされております。

しかし、いつもそれを持って市役所に来るわけに

はいきませんので、庁舎入口に案内表示などを設

置するなどして市役所に来られた市民の皆さんや

市外から来られた方々に親切でわかりやすい対応

が必要と考えますが、お考えをお伺いいたします。

さらに、庁舎の有効活用についてお伺いいたし

ます。名寄庁舎、風連庁舎の有効活用については、

組織機構とともに議論も進められているようです

が、市民が利用しやすい、職員が働きやすい市役

所づくりについてお考えをお聞かせいただきたい

と思います。昨日の代表質問の中でも触れられて

おりましたが、風連庁舎１階のような大きな空き

スペースが生ずることのないような有効活用が求

められます。市民からも使い勝手がよいと言われ

るような配置を願うところですが、どのようなお

考えかお伺いいたします。

次に、市長は市民ニーズに的確かつ迅速に対応

できる職員の育成と職員研修の充実に努めると述

べられています。具体的にどのように進めようと

しているのかお伺いいたします。市民ニーズも多

種多様に広がっています。また、スピード感も求

められています。専門知識はもとより、窓口での

適切で迅速な対応のありようなども研修の必要が

あるのではないでしょうか。市長は、市民が主役、

お客様のまちづくりを信条とすると述べておられ

ます。職員の育成と職員研修の充実の中でどのよ

うに生かしていこうとされているのかについても

お伺いをいたします。

２つ目に、福祉の充実についてお伺いいたしま

す。加藤市長の基本政策の一つとして市民福祉の

充実を掲げていらっしゃいます。少子高齢化が進

む中で、地域に住む人々が連携を深め、互いに助

け合い、一人一人が大切にされ、安心して住むこ

とのできる名寄市を目指すためと述べられていま

す。そこで、子育て支援、高齢者、障害者の福祉

について伺います。

まず、子育て支援の推進についてお伺いいたし

ます。本年３月に策定された次世代育成支援後期

行動計画、名寄ひまわり子育てプランでは、アン

ケートにおいて子育ての経済的負担の軽減に強い

ニーズがあらわれていると現状を把握し、施策目

標に子育ての経済的負担の軽減に努めるとありま

す。今民主党政権による子ども手当がスタートし

ました。しかし、先が見えない分、不安と不満が

広がっています。安定的な経済的負担の軽減が求

められていると思います。日本共産党は、国の制

度として子供の医療費を小学生まで無料化するこ

とを訴えています。全国各地で自治体独自の子供

の医療費助成が行われていますが、住民の要望が

多いことのあらわれではないでしょうか。やはり

国の制度として行ってもらうことが必要だと思い

ます。そこで、名寄市では国と道の基準に沿って

医療費助成が行われていますけれども、名寄市独

自の助成への考えはないのかどうかお伺いをいた

します。

次に、高齢者福祉の充実について伺います。執

行方針の中で、緊急事態への迅速な対応と実態把

握を進めるとあります。高齢化率が２ ８６％に

なっている中で、独居の高齢者、高齢者夫婦、高

齢者の親子など高齢者のみの世帯がふえています。
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支援を必要としている世帯が多くなっているので

はないでしょうか。こうした皆さん方の実態を把

握することが急がれますが、個人情報の保護の立

場から慎重な対応が求められます。士別市では、

本年度からこの実態把握が始められているようで

すが、名寄市ではどのように進めようとしている

のかをお伺いいたします。

３つ目に、障害者福祉の推進について伺います。

応益負担が導入された障害者自立支援法に対し、

反対の運動が広がり、世論と政治と動かし廃止の

方向に進められています。しかし、今検討が進め

られている新法障害者総合福祉法に対して、私た

ち抜きに私たちのことを決めないでと障害者自身

から実態に基づく新法制定が必要との声が上がっ

ています。名寄市も第２次名寄市障害者福祉計画

作成の中で行ったアンケートで明らかになった障

害者の皆さんの思いを国へ要請することも必要で

はないでしょうか。計画の中では、障害のある人

や家族などが抱えるさまざまな問題解決に向けて

相談窓口は重要な役割を果たすことから、専門的

な知識を持った相談員の配置など相談窓口機能の

充実に努めるとともに、情報の確保に努めるとの

基本的方向が示されています。障害者の意向を尊

重したサービスができるよう相談支援体制の確保

が必要です。地域の実情に応じた地域生活支援体

制づくりの確立が地域の中で安心して暮らせる環

境整備と社会参加ができるための支援となるので

はないでしょうか。お考えをお伺いいたします。

次に、平成２２年度教育行政執行方針にかかわ

ってお尋ねをいたします。重要施策の一つとして

取り組むとされた生徒指導についてお伺いをいた

します。昨今の青少年による暴力行為や問題行動

については、多くの大人が心を痛めています。執

行方針でも述べられているように、日常の巡視活

動ばかりでなく、青少年の問題行動を早期発見し、

適切な指導が求められ、未然防止が何より重要と

考えます。名寄中学校では、先生が生徒たちに声

をかけることで学校の雰囲気が変わってきている

と聞きます。監視ではなく見守り、寄り添うこと

が大事であることを教えられます。平成２０年に

は、名寄市内小中学校生徒指導連絡協議会も発足

されているわけですが、一層の充実を図ると言わ

れています。具体的な取り組みについてお知らせ

をいただきたいと思います。

また、子供たちがこのような行為に至るにはい

ろいろな要因が考えられます。親や兄弟、友人な

どに相談できないことなどを話せる場、心の教室

相談員の配置はなくてはならないものと考えてい

ます。教育相談の一層の充実を図ると述べられて

いますが、その内容についてお知らせをいただき

たいと思います。

２つ目に、教職員への支援についてお伺いいた

します。執行方針の中では、各学校における自校

の特色を生かした教育課程の編成、実践、評価、

改善を通しながら期待と信頼にこたえる教育活動

の実現に努めると述べられ、教師の専門性を高め、

基礎、基本の定着と学ぶ意欲を高める授業の推進

を図ると述べています。今先生たちは、新学習指

導要領の施行への準備もあり、点検評価も行われ、

さらに４月には教職員の実態調査も行われるなど

負担が大きくなり、気の安まるときがないのでは

ないかと危惧をしています。先生たちのそうした

状況は、生徒たちにもすぐに伝わってしまいます。

教職員の皆さんへの支援についてどのようにお考

えかをお伺いいたします。

以上でこの場からの質問とさせていただきます。

どうぞよろしくお願いします。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま川村幸栄〇総務部長（佐々木雅之君）

議員から大きな項目で２点の質問をいただきまし

た。大項目１点目の小項目（１）の市民サービス

の充実については私のほうから、小項目（２）の

福祉の充実につきましては健康福祉部長から、大

項目２点目の教育行政執行方針については教育部

長からの答弁となりますので、よろしくお願いい

たします。
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市民サービスの充実について答弁いたします。

まず、機能的かつ効率的な市役所づくりについて

お答えします。効率的で市民満足度の高いサービ

ス提供を目指し、生活福祉部を市民部と健康福祉

部の２部にするなど４月より組織機構を改め、こ

れに伴い一部で庁舎内の配置がえを実施し、広報

３月号別冊と４月号でお知らせをいたしました。

庁舎内における各部署の配置につきましては、市

民が利用しやすい点を第一に機能的な配置のあり

方の検討を重ね、その時々の施策や事業展開に応

じた柔軟な対応を図っているもので、近年では合

併に伴い平成１８年に分庁舎体制による大幅な配

置がえを行ってまいりました。

来庁者には名寄、風連両庁舎とも１階に庁舎全

体の案内図、名寄庁舎１階を除く各階にその階の

案内図を掲示しておりますが、限られたスペース

にその部署が一目でわかるように掲示するにはど

のような方法があるのか、さらなる工夫をしてま

いりたいと考えています。また、目的とする部署

がわからない来庁者に対しましては職員が率先し

て声をかけておりますが、より励行し、身近に感

じてもらえる市役所づくりに日ごろから職員の意

識づけと職員研修を進めてまいります。また、機

構改革に伴い、風連庁舎の１階にある空きスペー

スの有効活用につきましては、平成２３年４月の

風連特例区廃止に伴う風連地区振興課の廃止に合

わせて風連庁舎全体の活用策を建設水道部、経済

部とともに現在内部協議を進めておりますので、

御理解をお願いいたします。

いわゆる団塊世代の大量退職により技術の継承

がうまく進まず、日本全体の各分野でこのことが

大きな課題と懸念されまして、その対策が急務で

あると報道されています。名寄市においても定年

退職者数はここ数年、一般職で１５名から２０名

程度で推移しておりますが、行財政改革に伴う組

織機構の見直しと合併により肥大化した組織のス

リム化を進めて新規採用を抑制しているところで

あり、計画を上回る削減となっています。このこ

とから、職員１人が抱える業務が従来より広範囲

に及び多様化が進んでいます。一方、小規模市町

村の状況を考えると、効率的な事務処理に工夫の

余地もありますので、適正な職員配置と事務事業

の見直しをあわせて行い、より市民の皆様に満足

いただける行政運営に努めてまいりたいと考えて

います。あいさつの励行はもとより、電話対応に

つきましては相手が見えないこともあり、日ごろ

から親切な対応を心がけるよう新入職員を対象と

いたしました外部講師による職員研修においても

接遇指導等をしているところでありますが、さら

に日常業務の中で所属長を通じた指導も徹底して

まいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

三谷健康福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

私のほうからは、〇健康福祉部長（三谷正治君）

小さい項目（２）の福祉の充実についての３点に

ついて申し上げます。

１点目の子育て支援の推進につきましては、平

成２１年３月に実施いたしました子育てに関する

アンケート調査によりますと、子育てしやすいま

ちづくりのために今後どのようなことが最も重要

なことかとの問いに、子育てへの経済的支援の充

実が一番高く、子育てしながら働きやすい職場環

境の整備、小児医療体制の充実の順に続いており

ます。この結果にあらわれているとおり、失業や

雇用体制の変化など子育ての経済的負担は少子化

の大きな要因になっていることも事実であります。

国におきましては、本年４月に子ども手当が創

設され、当市におきましても今月の１０日に１回

目として ４１９世帯、延べ ６５１人の子供を 

対象に金額で ０４６９ ０００９を支給いたし 

ました。内閣府が行ったアンケートによりますと、

半数近くが将来のために貯蓄するとの結果であり

ましたが、子育て家庭にとっては大きな経済負担

の軽減になっているのではないかと考えておりま

す。期限が９月３０日となっていることもあり、

一部の方々がまだ手続をされておりませんので、
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引き続き制度の周知を図ってまいりたいと考えて

おります。

また、これまで母子家庭が対象であった児童扶

養手当につきましては、父子家庭も支給対象とな

るよう本年８月に法改正が行われましたので、こ

れにつきましても申請漏れのないようにしっかり

とした制度の周知に努めてまいりたいと考えてお

ります。

保育所の入所状況につきましては、６月１日現

在の市立３保育所の定員２２０名に対し２０９名

が在籍しておりますので、待機児童は発生してお

りませんということでございます。また、平成２

１年度より就学前児童第３子目以降につきまして

は保育料の無料化を実施しており、さらには一時

保育、延長保育、障害保育など特別保育事業によ

る多様なメニューを実施し、就労機会の確保と就

労によりゆとりある生計が維持できる環境づくり

に引き続き努めてまいりたいと考えております。

具体的な取り組みは、名寄ひまわり子育てプラン

にも掲げておりますが、保育、教育の負担軽減と

して公立保育所に対する国庫補助の廃止による厳

しい状況の中、保育所運営の効率化を進め、保育

料水準の適正化に努めてまいります。

幼稚園就園奨励費補助につきましては、国庫補

助３分の１の基準を継続できるよう努めてまいり

ます。また、認可外保育施設につきましても夜間、

日曜、祝日保育事業の補助継続を実施するととも

に、保育料の適正化に努めてまいりたいと考えて

おります。各種手当等につきましては、経済的支

援へのニーズを適宜把握し、市の財政負担になら

ない範囲で既存の各種助成制度及び国や北海道の

各種制度を最大限活用し、促進を図りながら負担

の軽減に引き続き努めてまいりたいと考えており

ます。

子供の医療費の負担軽減につきましては、乳幼

児医療費給付事業として対象年齢を就学年前から

小学生まで拡大し、北海道医療給付事業に基づき

子育て世代の経済的負担を図るため平成２０年度

に改正してきております。子育てを行っている中

で子供の医療費の負担は、家計にも大きな影響を

及ぼしていることは理解しておりますが、現状以

上の名寄市の独自の助成制度の拡大は非常に困難

と考えておりますので、御理解をいただきますよ

うお願い申し上げます。今後とも保護者のニーズ

に的確にこたえる子育て支援施策を推進できるよ

う、国や北海道への要望を通じて財源確保に努め、

ここで育って、ここで育ててよかったと言えるま

ちづくりを目指し、環境の整備充実に努めてまい

りたいと考えております。

次に、２点目の高齢者福祉の充実について申し

上げます。全国的に普及が進んでいます救急医療

情報年ットの活用につきましては、当市も本年度

実施に向け準備を進めてきております。もしもの

ときの安全、安心を守る取り組みとして６５歳以

上の高齢者、特に独居高齢者や病弱な夫婦世帯、

危険な持病を持っている方など、自宅においてぐ

あいが悪くなり緊急の事態が発生した場合、この

年ット、命のカプセルの設置により救急隊や病院

等での迅速な対応ができると期待しております。

さらに、設置することにより高齢者にとって安心

感につながる等の効果もあるのではないかと考え

ております。独居高齢者などを対象として、町内

会ネットワークの協力をいただきながら、本年度

は ５００個を用意いたしました。

交付の方法でありますが、過日町内会連合会か

らの協力を得ましたので、今月末から市内４カ所

で町内会の担当者を対象とした説明会を開催し、

随時交付する９定となっております。町内会ネッ

トワークを組織していない町内会もありますので、

一般周知として広報なよろ７月号でチラシの全戸

配布を行う９定にしております。本事業の実施に

当たりましては、今後も増加が見込まれる独居世

帯と高齢者の世帯の実態を把握するよい機会とも

考えておりますので、救急医療情報用紙に同意の

あった高齢者の方につきましては、カプセルに入

れる複写式の個人情報用紙の一部を地域包括支援
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センターが管理し、必要に応じて町内会、関係機

関と個人情報の共有を図り、災害時要援護者支援

計画を初め高齢者福祉の充実に利用したいと考え

ております。

また、平成１６年度に民生委員児童委員の協力

のもとに実施いたしました高齢者生活アンケート

調査や関係機関等の情報から、内部資料としての

高齢者災害時要援護者マップを作成し、独居高齢

者及び高齢者世帯や介護認定者等の実態把握に努

めておりますが、地域から独立している高齢者や

介護家族等の状況を必ずしも十分に把握すること

ができていないことから、今後も関係団体と連携

をとり、高齢者やその家族、近隣の方が困ったと

きに通報を受け、必要な援助を迅速かつ効果的に

対応できる高齢者見守り支援ネットワークの構築

を検討し、高齢者を地域とともに見守り、支え合

い、安心して暮らせる環境整備を進めてまいりた

いと考えております。

次に、３点目の障害者福祉の推進について申し

上げます。平成１８年度から始まりました障害者

自立支援法では、応能負担から応益負担となり、

原則１割を自己負担する仕組みとなりました。第

２次名寄市障害者福祉計画の策定に当たり、平成

１９年度の基礎調査では経済的不安が大きいと答

えた人も少なくありません。国では、障害者団体

の強い要望もあり、ことし４月から低所得者に対

する福祉サービスや補装具の自己負担をなくすよ

う改正されたところであります。

名寄市における障害者手帳を交付している人の

数は、身体障害者手帳が ５４０人、療育手帳が

３１３人、精神障害者保健福祉手帳が１２７名の

方々にそれぞれ手帳を交付しております。障害の

ある人がサービスを利用するに当たり必要な相談

事や悩み相談を受けるため、身体、知的、精神の

３障害それぞれに相談員を配置し、更生援護や日

常生活についての助言、指導等を行っております。

また、事業者や同じ悩みを抱える家族会でも本人

や家族からの相談を受け、助言等の支援をしてい

るほか、道障害者福祉協会でも障がい者１１０番

の受け付けを２４時間体制で行い、相談に対応し

ております。さらに、近年は心の病を抱える人が

ふえる傾向にありますので、名寄保健所でも月に

１度医師や保健師が心の悩みを持つ方や家族から

の相談に当たっております。相談の内容にもより

ますが、早い対応や情報の共有が必要な場合には

関係機関、団体の担当者が集まり協議を行うなど

対応に努めております。

地域支援体制につきましては、地域に住む一人

としてふれあい広場や町内会行事、スポーツや文

化活動を通じ、健常者とかかわりを持つことによ

り障害者が社会参加できる体制が築かれるものと

考えております。市といたしましては、社会参加

に必要な手話通訳や移動の支援、生活訓練などを

行うなどの支援とあわせて関係機関や福祉団体と

協力し合う体制づくりを進めていくことが重要と

考えております。

次に、障害者手帳を所持していない人に対する

対応についてでありますが、知的障害のあると思

われる人につきましては総合福祉センターを会場

として行っております道の巡回相談を受けた後、

道の総合相談所においての判定結果に基づき申請

し、療育手帳が交付されますが、精神障害のある

人は自分が精神障害であることを自覚したくない

傾向にあることもあり、申請をしない場合が多い

ことなど手帳を所持しない状況にあります。した

がいまして、人数を把握するのは困難ではありま

すが、最近のストレス社会にあっては数多くの方

々がおられるのではないかと推測いたします。こ

れらの方々に対しては、本人や家族の方が病気の

症状を認識することが重要と考えておりますので、

気軽に相談に来てもらい、症状等を聞き取る中か

ら医師との相談を呼びかけるなどの対応を従来よ

り行ってきておりますので、今後におきましても

さらに相談支援の充実と市民への周知に努めたい

と考えております。

次に、安心して暮らせる環境整備と社会参加に
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つきましては、市内事業所においては自立に向け

共同生活の場を提供し、通所しながら事業所で就

労できる形態となっております。市といたしまし

ては、環境整備として共同生活の場を提供してい

る事業所に対し、事業費の一部の補助及び就労す

る場所の改修についても一部補助するなどの環境

整備やスポーツ交流会、手話、要約筆記奉仕員の

養成講座、障害のある人の自動車運転免許取得や

自動車改造に係る費用の一部助成など支援を行い、

社会参加が図れるよう今後もさらに推進していき

たいと考えておりますので、御理解をいただきま

すようお願い申し上げます。

以上、私のほうからの答弁とさせていただきま

す。

鈴木教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

私のほうからは、大〇教育部長（鈴木邦輝君）

項目２番、平成２２年度教育行政執行方針にかか

わってお答えをさせていただきます。

小項目（１）、生徒指導についてでありますが、

全国的に青少年の暴力行為が多発をしており、特

に中学校での器物破損や生徒間暴力、対教師暴力

の増加が顕著であります。幸い名寄市におきまし

ては、現在大変落ちついた環境の中で教育活動が

展開されておりますが、このときだからこそ人を

思いやる心、みずからを律する心、物事に感動す

る心など豊かな人間性を培う取り組みを強化をし、

いじめや不登校の撲滅を図るとともに、確かな学

力を定着させることが大切であります。そのため

には、非行事故や問題行動などの未然防止への取

り組みとあわせまして早期発見による早期対応が

不可欠であり、各学校では教育相談を実施をした

りアンケート調査を行いながらその実態把握に努

めております。また、校内の生徒指導委員会の充

実を図り、定期的に児童生徒の様子について意見

交換するなど、教師間で共通認識に立って指導を

行うよう工夫している学校もございます。

教育委員会といたしましては、心の相談員の配

置や名寄市小中学校生徒指導連絡協議会の充実を

通して早期発見、早期対応を図ってまいります。

また、新しい方策としまして名寄市青少年センタ

ーにおいては、名寄市児童生徒補導協議会や各学

校の安心会議など関係団体とセンター、指導員と

の一層の情報交換を通じて早期発見に努めてまい

ります。

心の相談員についてでありますが、中学校３校

に配置をしております心の相談員は、それぞれ相

談員の持ち味を生かして指導に当たっており、多

くの生徒から相談を受けております。教育委員会

といたしましては、カウンセリング講習会や交流

会を実施しながら心の教室の相談員の資質向上を

図ってまいりたいと考えております。

次に、名寄中学校での声かけ運動についての取

り組みですが、朝の職員打ち合わせの後、担任以

外の生徒指導の先生方が生徒玄関であいさつをし

たり、休み時間に先生方が廊下に出て生徒に声か

けをしたりしながら生徒との信頼関係の醸成に努

めております。名中の生徒は進んであいさつをし

てくれることが多いと地域の方々からも好評をい

ただいております。ほかにも南小学校では、ＰＴ

Ａが中心となってあいさつ運動を行うなど、各学

校でそれぞれに工夫をしながらあいさつ運動を推

進をしております。

教育委員会としての生徒指導の基本的な考え方

を申し上げますと、生徒指導につきましては不易

と流行を見きわめ、社会の変化、時代の風潮に敏

感に対応していくことが求められており、教員の

資質向上が重要であります。また、少年犯罪や虞

犯行為、薬物乱用、携帯電話等によるトラブルな

どの非行事故が発生しないよう、早期発見と未然

防止に組織的に取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

次に、小項目２、教職員への支援についてでご

ざいます。議員の御指摘のとおり、教職員の多忙

はきわめております。昨今学校に求められている

ことが非常に多様化、複雑化してきております。

このことから、子供と向き合う時間を一層確保し、
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教育活動の充実を図ることが改めて問い直され、

その一環として北海道教育委員会では教職員の時

間外勤務縮減のための取り組みを行ってきており

ます。具体的には、各学校で時間外勤務等縮減強

化週間を設定する、事前に資料を配付をして諸会

議の効率化を図ったり、パソコン等を活用いたし

まして事務の効率化を図ると、またノー残業デー

の日を決めるなど、先生方みずから創意工夫する

活動も行っております。教育委員会といたしまし

ても全職員にパソコンを配置いたし、校内ＬＡＮ

を整備をしてメールでのやりとりなど事務の効率

化を図るなどの取り組みを通じて点検評価を行い

ながら時間外業務の削減に取り組んでいるところ

です。また、国や道の制度をフルに活用いたしま

して、加配教員の増に努めますとともに、市負担

の支援員の増員を図るなどして先生方の業務軽減

に努めておりますので、御理解のほどをお願いを

申し上げます。

以上、私のほうからの答弁とさせていただきま

す。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれ御答弁をいた〇５番（川村幸栄議員）

だきました。ありがとうございます。再質問と要

望をさせていただきたいと思います。

まず最初に、市民サービスの充実についてです

が、この広報３月号の号外には本当に詳しく書か

れていて、部署の横に仕事の中身も書かれている

わけです。このことを聞きたいときには、ここに

行けばいいのかというのがよくわかるようになっ

ていて、本当にこれは活用しやすくていいなとい

うふうに私は思っているのですが、高齢の方たち

は市役所がなれているというふうに思っていても、

ここはどこに行くのだったかなというふうな思い

というのは結構あるように私も聞いているもので

すから、ここまで詳しく書いた案内板があるとい

うのは、大変かとは思うのですけれども、極力わ

かりやすい案内板をお願いしたいなというふうに

思っているところです。

それで、名寄庁舎１階のところにかかっている

のですが、正面玄関から入ったところにあるわけ

ですね、案内板が。大体ここの名寄庁舎を利用す

る市民の方々というのは、下のピロティーのとこ

ろから出入りしていて、そこから入りますと案内

板が見えないわけです。あと２階、３階ですと階

段をおりたところにありますので、わかりやすい

のですけれども、そういった工夫もぜひお願いし

たいなというふうに思っています。

総務文教常任委員会で昨年視察させていただい

た福岡県の大野城市では総合窓口が、案内窓口が

あったのですが、ここは人口９９ ０００人とい

う大きな市でありますので、人口３９人の名寄市

ではちょっと難しいのかなというふうには思うの

ですが、市長が市民サービスナンバーワンの市を

つくるのだというふうな方針の中で取り組んでき

た、試行錯誤しながら検討を重ねてやってきたの

だというようなお話を聞いてきたわけですが、こ

ういった構えといいますか、そういったことが必

要ではないかなというふうに思っています。苦情

を私のところに寄せてくるのは、なかなかいいね

という話は来なくて、なかなか市役所へ行っても

わかりづらい、だれに聞いたらいいかわからない、

そんな声が多いわけでして、そういったことが出

ないような、そういう優しい市役所づくりという

のをお願いしたいなというふうに思っていますが、

その部分についていかがお考えでしょうか。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

前の市長の時代か〇総務部長（佐々木雅之君）

らも市民の方々にまずはあいさつをして、おはよ

うございますということ、それから市民課の窓口

の関係で結婚をされました、お子さんが生まれま

したというと職員の口から笑顔でおめでとうござ

います、よかったですねと声をかけましょうとい

うことはやっておりました。そこが今回新たにま

た若い加藤市長が就任されましたので、よりその

辺の部分については民間的な発想も含めて徹底は

したいなというふうに思っています。
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それと、毎度毎度問題になるのは、やっぱり名

寄庁舎のつくりが昭和４３年にできたことも含め

まして十分なスペースが確保できないと。あると

きによっては、障害関係のハイヤーチケットなん

かの交付の関係につきましても職員が１階の市民

ロビーにおりておいて机等を用意しまして、該当

者の皆さん方に御迷惑をかけないサービスをやっ

てきたのですけれども、たまたま選挙の時期であ

るとか、パスポートの交付であるとか、年金関係

の手続のためということで多目的に市民ロビーを

使われている関係もありまして、この辺について

は克服しなければならない課題だなというふうに

は考えています。

今回改めて市長の民間的な発想なり、お客様と

して市民の方々を迎えると。ここは、市民の皆さ

ん方は私どもと違って毎日毎日役所に来るわけで

はないので、年に本当に１回か２回来るときに右

も左もわからない状態で来るということが想定さ

れますので、看板の見やすさの関係が１つと、そ

れからもう一つは体の不自由な方のために自動昇

降の機械も設置してあるのですけれども、なかな

かここは利用しづらいのか、仕組みそのものがわ

からないということもありますので、もう少しそ

の辺をわかりやすくすることを検討したいなと思

っています。

最後には、市長からの提案なのですけれども、

具体的にどの程度の市民の方々があの入口に入っ

てきて、どういう往来をしていて迷われているの

かと。この辺の実態は改めて確認する、試行でも

構わないので、１カ月間なのか、そういう試行を

して住民の方々の本当に困っている状況というの

を改めて確認をして、それに対する対策を考えて

いきましょうと。こういうことも含めて指示があ

りましたので、この辺については職員の親切な応

対をまず第一にしまして検討して進めてまいりた

いというふうに考えています。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

本当に親切な対応をお〇５番（川村幸栄議員）

願いしたいなというふうに思っています。いいこ

とばかりで市役所を訪れないことも多々あります

ので、やはり声をかけていただく、親切な対応を

していただく、そのことで安心感も得られるのか

なというふうに思っています。

今来庁者の、市役所に訪れる皆さん方の動向の

調査もというふうなお話、本当にぜひこれ進めて

いただいて、どういった方々がどこで困っている

のか、そんなこともつかんでいただけたらいいな

というふうに思っているのです。今昇降機の話が

出されましたけれども、私も足が不自由な方がそ

れをどうやって使ったらいいのだろうというよう

なことで困っていらっしゃった話も聞いていまし

た。今は、どなたでもブザーを押してくださいと

いう案内を書いていただいて、ちょっとほっとし

ているのですが、そういった本当に小さなことで

も市民は感激というか、うれしいことですので、

ぜひ進めていただきたいなと思います。

名寄庁舎の十分なスペースがとられないという

ようなお話もされました。昨日の代表質問の中で

もあったわけですが、私は例えば両方の庁舎の有

効活用という点では、１つ例を挙げると会計室と

監査室、名寄庁舎と風連庁舎が別々になっている

と。動線的というか、仕事の部分でも知っている

方たちにとっても訪れる方たちにとってもちょっ

と離れ過ぎているのではないか、これでは機能的、

効率的とは言いがたいのではないかなというふう

に思っているわけです。私、栄養士でありますの

で、調理をするときの動線というのを結構気にし

ます。働く部分でもその動線というのが重要かな

というふうに思うのですが、このことについても

先ほど検討をされているというふうなことでした

けれども、この部分についても検討が今進められ

ているのかどうかお聞かせをいただければと思い

ます。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

島市長時代に地域〇総務部長（佐々木雅之君）

の方々にできるだけ不便をかけないということも
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含めまして、２つの庁舎を有効活用するというこ

とが大前提でした。その一方でそこを利用される、

職員だけが利用するわけではなくて、住民の方々

が利用しますので、住民の数、往来する住民の方

のことも配慮した形で当初は５部制の中で３部、

２部という形の使い分けをして両庁舎を無駄なく

使いましょうということの対応でありました。現

実的には例月出納検査も含めまして毎月１回、会

計の書類を監査事務局に持ち込んで仕事をしてい

るという部分がありまして、この関係につきまし

ては大量なデータを持ち出しているという実態も

ありますが、全庁的な施設の配置の中で余り市民

の方に御迷惑をかけない部分については、一定程

度風連庁舎を有効活用するという大前提は外した

くないなと。今来年の４月に向かって検討してい

るのは、先ほども述べましたように市民の皆さん

方に不便をかけないで、風連の庁舎１階ががらが

らのスペースになってすごく寂れた感じがするイ

メージの悪さというのを解消して、片一方では名

寄市の基幹産業は農業であるという面で見ると、

農家の方々の往来も一番風連庁舎のほうが多いの

かなという判断もしていまして、その辺はイメー

ジの悪さの解消と住民の方々の利便性をきちっと

確保すると。ちょっと監査の問題については、い

ま一度検討はしてみようと思っていますけれども、

まずは優先すべきは住民の方の利便性で、そこは

職員の方には行ったり来たりということで書類の

紛失をしないように十分注意して仕事をしてまい

りたいというふうに考えております。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

先ほどもお話ししまし〇５番（川村幸栄議員）

たように市民が見て、本当に２つせっかくある庁

舎を有効に活用しているなというふうに思ってい

ただけるような中身に、鋭意職員の皆さんの知恵

を出し合っていただきたいなというふうに思って

おります。

次に、福祉の部分について再質問をさせていた

だきたいと思います。高齢者の実態の把握のとこ

ろですけれども、先ほどもお話がありましたよう

に命のカプセル、これをお届けしながら実態をと

いうことでしたので、同時に何を希望し、何が必

要なのか、ここのところをじっくりと聞いていた

だきたいと。それをまた介護保険制度等にも反映

していただきたいなと、そのように思っています

ので、よろしくお願いいたします。

障害者の部分なのですけれども、応益負担とい

うのは障害者が人間らしく生きるために福祉サー

ビスなどを利用することを応益とみなすというよ

うな、こんな障害が重い人ほど負担が重くなると

いう基本的人権を無視した制度だったわけで、こ

れが大きな怒りとなって廃止の方向に進んでいる

ということだというふうに思います。

先ほどのこの計画の調査結果の中でも日常生活

をする上で、病気などにより医療費の支払いやサ

ービスの自己負担などから生活の切り詰めや利用

を差し控えるなど経済的負担が多く、だれかに相

談したいと考えていると、このように障害者の皆

さんの現状と思いが述べられているところです。

新しい法律を今検討中ですけれども、これは国だ

けの問題ではなくて、要するに私たち、この実施

主体である自治体の課題でもあるわけで、こうし

た皆さん方の思いを推進するための財源が一番だ

とは思うのですけれども、ここのところを国に求

めていくことも必要ではないかなというふうに思

っています。

先ほど障害を持った方々の手帳を交付された方

々の数が出されていて、精神障害の方々のところ

では申請されていない人も多いのではないかとい

うお話がありました。私もいろんな方からお話を

聞く中で、やっぱりここに上がっている数の倍以

上はというふうに聞いております。こうした方々

は、本当に相談窓口へということもなかなか足が

向かないという状況になっているように聞いてお

りますので、いろんなところで相談する窓口とい

うか、間口を広げていただくということが必要か

なというふうに思っているのですが、先ほど名寄
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保健所の話も出されていましたが、以前にこの保

健所管内のところで名寄市だけでしたが、精神障

害者の地域ケア調整会議というのがされていて、

それがされなくなったというようなお話があって、

いろんな立場の人たちが集まって地域の精神障害

を持った方たちのケアについて話し合う場があっ

たというふうに聞いているのですが、現在それが

どのようになっているのか、もしおわかりになれ

ば教えていただきたいと思います。

三谷健康福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

今御質問ありま〇健康福祉部長（三谷正治君）

した精神障害の部分で従来そういう会があったと

いうことで、私も４月から来て、その話は若干聞

かせていただきました。実は６月、今月の下旬に

その会議が保健所、今私の記憶では吉田肇会長さ

んだったと記憶しているのですが、の名前で御案

内がありましたので、今月の下旬にその会が開か

れるということで、私のほうでも出席をさせてい

ただきたいという返事を出しておりますので、そ

の内容につきましては会議が終了後、また議員の

ほうに御報告申し上げたいと思います。よろしく

お願いいたします。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

精神障害をお持ちの皆〇５番（川村幸栄議員）

さん方は、なかなか表面に病状といいますか、そ

れが見えにくいという部分もありますので、やは

りそういった地域の専門家の皆さん方の連携も強

めていただいて、やっぱりさらに相談窓口も広め

ていただくというようなことの対応をお願いする

ところです。お願いをして、次に移りたいという

ふうに思います。

教育行政の問題になりますが、先ほど生徒指導

に対する早期発見、そして適切な早期対応、未然

防止に組織的に教育委員会として取り組んでいく

のだというふうに今お話がありました。その辺の

具体的な中身のところがちょっと見えないのかな

というふうに思っているのですが、名寄市内の小

中学校生徒指導連絡協議会、これも発足されてい

るわけですが、ここでは市内の小中学生の非行問

題など、児童生徒一人一人に対する望ましい指導、

支援のあり方をそれぞれ研究するのだというふう

になっていたわけで、こういった先ほどもお話し

しましたように監視をしたりではなくて、やっぱ

り見守り、寄り添う、このことで徹底をしていた

だければというふうに思っているところです。

教職員の方々への支援の部分についてでありま

す。先ほど時間外勤務の縮減、ノー残業デー、こ

んなことも出されておりました。私は、ついこの

間わかったのですが、５月の末に北海道教育委員

会が学校教育における法令等違反にかかわる情報

提供制度に関する要請、これを決定をして市町村

教育委員会と道立学校に通知がされたと聞いてい

ます。保護者の通報制度の導入だというふうに聞

いています。保護者や住民から学校指導要領に基

づかない指導や政治的行為に関する通報を求めて

いると、こんなふうに言われているようですが、

私たち日本共産党道議団は道教委へ廃止を要請し

たところですが、これでは父母の方たちと教職員

が一体となって信頼をはぐくんで子供を中心とし

た学校づくりを進めてきた、このことに対して不

信と対立をあおるものではないかというふうに私

も考えています。こうしたことがまた重なる中で、

教職員の皆さん方の心の健康の問題も非常に心配

になってくるところであります。

１４日の報道があったのですが、厚生労働省が

まとめた中で労災申請、心の病が過去最多と報道

されていました。教職員にこれは限ってはいない

のですけれども、教職員が例外になるとは思われ

ないわけです。教員を退職された方々のお話を聞

いてみますと、自分たちが教員となったころは毎

日の職員会議や、また教職員組合の中で先輩教員

に話を聞いてもらったり相談に乗ってもらいなが

ら頑張ってこれたのだと、こんなふうにおっしゃ

っているわけです。これが今こうしたことができ

づらくなっているのかなというふうに私は感じて

います。ですから、教職員の皆さん方の話を十分
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に、今でもされていることとは思うのですけれど

も、さらに十分に聞いていただいて適切な対応、

支援をお願いしたいと。これがもう本当に子供た

ちに即影響するというふうに思って危惧をしてい

るところです。この部分について、お考えをお聞

かせいただきたいと思います。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

先生方の多忙化につい〇教育長（藤原 忠君）

て、今川村議員からいろいろ御心配されたお話が

ございました。私も同様でございまして、先生方

が忙しくなれば、まずもって子供たちとの接する

時間も少なくなる、そしてまた先生方自身も追い

込まれていって、本当に望ましい教育の形が損な

われる危険もあると、このことをしっかりと認識

しているつもりでございます。

そういう中で１つ、名寄市でも先生方の負担軽

減を図るということを大きな学校経営の目標にす

るよう、校長先生方にも指導をしているところで

ございます。かつては、部活動あるいは少年団活

動などにしっかりと入り込んでいく先生とそうで

もない先生がいたりとか、そういうことが結構話

題になった時期もございました。今は、もう学校

では全員分担制のような形にして、部活動でもき

ちっと交代に一定程度休みがとれるような、そん

なシステムを築いたりしながら、一部の先生に負

担加重にならないように留意しているところであ

ります。

それから、ただいまお話のございました道教委

が新たに制度化した法令等違反情報提供制度、こ

れは今議員のお話のとおりでございます。もろ刃

の剣といいましょうか、裏にはかなり危険な要素

が潜んでおります。それでなくても今の風潮から

いきますと、私たち教育委員会に何の相談もなく、

いきなり道教委あるいはその他の相談機構にスト

レートでいろんなお話がいってしまうケースも結

構ございます。そういうことを助長するのではな

いかと。やはり現場の教育委員会が一番先生方を

知っており、また大切なのであります。ですから、

このことは私も先日の上川管内教育長会議でもし

っかりとお話しさせていただきました。そういう

ことにならないように、やはり一番先生方を知っ

ている私たち教育委員会がいろんなことについて

考え、悩み、一緒に相談する、こういうものであ

っていただきたいと、こういうお話をしたところ

でございます。もちろん私としてもこれについて

は、今後の運用についてしっかりと見詰めてまい

りたいと、こう考えております。

また、メンタルヘルスについては、道教委がメ

ンタルヘルスハンドブックというのをつくりまし

て、議員ごらんになったかどうか、各学校に配付

しております。これは、管理職用でございますが、

その中にはかなり今議員が心配されたようなこと

などもきめ細かな対応の仕方が載っております。

これをまずマニュアルとしてしっかり学校でやっ

ていただくこと、そして何よりもコミュニケーシ

ョンだと私は思っています。学校の中で先生方が

心を割って話し合える、こういう雰囲気づくりこ

そ大切ではないかと思っておりますので、そのこ

とについても今後しっかりと進めてまいりたいと、

こう考えております。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

今教育長のほうから先〇５番（川村幸栄議員）

ほどの新たな制度の中身についてもお話がされて、

ちょっと安心をしているところではあるのですが、

やはり今最後におっしゃったようにコミュニケー

ション、本当に大事だなというふうに思っていて、

先ほども紹介しましたように職場の中で先生方同

士でお話をし合う、そしてまた校長先生だから別

になるのではない、また教育長だから別になるの

ではなくて、みんなでやっぱりこの子供たちを守

るところで、みんなで力を合わせて知恵を出し合

って子供たちを守っていきたいなというふうに思

っているところなのですが、教育長もお忙しい中

だと思うのですが、この先生方との、校長先生だ

けでなくて一般の教員の皆さん方との話し合う場

とか、また生徒の皆さん方との交流の場だとか、
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そういった部分というのはどのくらいお持ちにな

っているのか、もしよかったらお知らせをいただ

ければと思いますが。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

私は、先生方とお話し〇教育長（藤原 忠君）

するのが大好きでございまして、学校訪問をした

したときにはまず最初に職員室に入ってまいりま

す。職員室の先生方といろいろ、今どんなことで

困っていますかとか、そういうお話をさせていた

だいております。しかし、やはり子供たちとは直

接なかなかお話しする機会というのは、私の場合

はないのが少し寂しいのでございます。できるだ

けそういう機会も学校にお願いしてつくっていた

だければと、こんなことを考えております。

以上で川村幸栄議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

子宮頸がん９防ワクチン接種の助成等外２件を、

高橋伸典議員。

議長の御指名をいた〇１５番（高橋伸典議員）

だきましたので、通告順に従いまして質問をして

まいりたいというふうに思います。

まず、大きい項目１番目、子宮頸がん９防ワク

チン接種の助成についてお伺いいたします。２０

０６年６月には、公明党の強力な推進によりがん

対策基本法が制定され、国民の皆様の健康と命を

守ろうとさまざまながん対策が進められてまいり

ました。その中でも女性特有のがんである乳がん、

子宮がん検診の助成が進められております。

皆様御存じでしょうが、子宮がんは他のがんと

異なりヒトパピローマウイルス、ＨＰＶというウ

イルスが原因のがんであることがわかっておりま

す。ほとんどの女性が一生に１度はヒトパピロー

マウイルスに感染すると言われております。しか

し、このウイルスの大半は感染しても自然に消え

るのですが、一部感染した状態が続き細胞に異常

が起こるとがんに至るケースがあるのです。１０

歳代でワクチンを接種すれば約７０％が９防でき

るため、そのため検診による早期発見、早期治療

と９防ワクチンの接種によってほぼ１００％９防

が可能と言われております。

ウイルスが原因ですから、実はワクチンが開発

されております。世界１００カ国以上で承認され、

接種されております。先進国３０カ国で公費助成

が行われており、北海道でも５市町村で全額公費

助成が行われております。近年子宮頸がんは、２

０代前半から３０代の若い女性に急増しており、

発症のピークは３０代に移っております。自覚症

状が余りないため、発見のおくれなどで年間１９

０００人以上の人が発症し、０くなる方は毎年

４００名にも上っております。４下注４による

３回の接種で４９９から６９９の金額が自己負担

になるため公的援助が重要と思われます。

女性特有のがんであり、乳がんや子宮がん対策

も進められておりますが、９防ワクチンだけでな

く定期的な検診も重要です。しかし、日本のがん

検診の受診率は２割程度で、欧米の７割から８割

に対して極めて低い状況にあります。無料クーポ

ンによる乳がんや子宮がん検診の受診率、本市の

無料検診の状況をお伺いいたします。

子宮頸がんの検診無料クーポン配付と検診手帳

の交付が始まり、救われる方もおられますが、先

ほど言われましたが、１０歳代でワクチン接種を

すれば７０％９防できる、早期発見、早期治療が

必要だということですが、昨年から始まりました

無料クーポンによる子宮頸がんの無料検診での名

寄市で検診された方の陽性反応と出た方がおられ

るのかもお伺いいたします。

また、３月に１５日間、公明党女性局によりま

して子宮頸がんの９防ワクチン接種の公費助成を

求める署名運動を行いました。名寄市内の女性を

対象に約 １３０名の方々の署名を島前市長にお

渡しし、次の市長に引き継ぎたいと言われており

ましたが、本市の子宮頸がんの９防ワクチン接種

の助成について理事者の御見解をお伺いいたしま

す。

続きまして、大きい項目の２つ目、介護保険事
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業計画の推進状況についてお伺いいたします。名

寄市は、住みやすいまちラン年ングでも北海道の

上位であり、福祉のまちとして病院、福祉施設、

大学と大変充実したまちであることは言うまでも

ありません。平成２０年には６５歳以上、２ ９

％と人口の約４分の１を超えた状況になりました。

年金生活者の高齢者は、ぎりぎりの生活をされて

おられる方もおり、民間の高齢者、老人ホームの

入所や病院へ行くのも控えざるを得ない方もたく

さんおられます。そのような意味で、特別養護老

人ホームなど介護施設の待機者の実態数とその待

機者解消策に向けて実効性のある実施計画が進め

られているのかどうかをお伺いいたします。

次に、有料老人ホーム、ケアハウスへの当該施

設利用者の経済的負担の実態について、その負担

軽減策、本市の取り組みについてもお伺いいたし

ます。また、待機者解消策に向けて特別養護老人

ホームなど今ある空きスペースに増床の考えをお

伺いいたします。また、特別養護老人ホームの入

所希望が多い中、中でも利用料の負担が少ない多

床室や老老介護、老障介護に対応できる２床室の

要望が今ふえておりますが、その整備の上で配慮

すべき見解と取り組みの理事者の御見解をお伺い

いたします。

次に、大きい項目の３つ目、平成１７年２月に

文部科学大臣が２１世紀を生きる子供たちの教育

の充実を推進するため、教員の資質や能力の向上

や条件の整備と教育課程での基準の見直しに対し

て見直しが開始されました。中教審では平成２０

年１月、幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び

特別支援学校の学習指導要領等の改正について答

申が出され、その答申を踏まえ、３月には学校教

育法施行規則を改正されたとともに、幼稚園教育

要領、小学校教育要領及び中学校教育要領が公示

されております。そのうち、小学校教育要領は平

成２１年４月から移行措置として９数、理科を中

心に内容を前倒しして実施されております。

名寄市の平成２２年度教育行政執行方針の中で

小中学校の教育充実は、確かな学力、豊かな人間

性、健やかな体など生きる力をはぐくむ教育活動

の推進が求められており、各学校における自校の

特色を生かした教育課程の編成、実績、評価、改

善を通して期待と信頼を得られる教育活動の実現

を目指されておられますが、確かな学力の確立の

ために学習指導要領では読み、書き、計９など基

礎、基本的な知識と技能は小学校低学年、中学年

では体験的な理解や繰り返しの学習を重視してい

る、また段階に応じて徹底して習得し、基礎を理

解することを重視している、また思考力、判断力、

表現力をはぐくむため観察、実験とレポートの作

成や論述など知識と技能を活用するとあります。

名寄市において確かな学力の確立のためにどのよ

うに取り組まれているのか、理事者の御見解をお

伺いいたします。

また、学習指導要領において豊かな心の育成と

して、言葉の能力の重視や体験活動の充実により

人々や自然、社会、環境とかかわる中で生きる自

分の自信を持たせることを重視されておりますが、

社会生活を送る上で人間として持つべき最低の規

範意識を身につけさせるための道徳教育の改善と

充実が挙げられております。名寄市は、確かな学

力確立のための取り組みについて理事者の御見解

をお伺いいたします。

学習指導要領では、健やかな体を育成するため、

運動を通じて体力を養うとともに、望ましい食習

慣など健康的な生活習慣などを育成するとありま

すが、名寄の健やかな体をはぐくむ取り組みにつ

いてお伺い申し上げます。

最後に、環境とのかかわり、地域とのかかわり

をお尋ねいたします。近年地球温暖化などの地球

規模の環境問題が世界共通の課題となって提起さ

れております。このような学校施設について、地

球環境の保全を進め、エネルギーの効率的な利用

を図るという観点が盛られております。また、地

域とのかかわりにおいては、近年地域における教

育力の低下の問題が問題視されております。学校
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と地域の連携を推進するさまざまな取り組みが行

われているのか、名寄市の環境にかかわり、また

地域のかかわりについての取り組みについて理事

者の御見解をお願い申し上げ、壇上からの質問を

終わらせていただきます。

三谷健康福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

私のほうからは〇健康福祉部長（三谷正治君）

大きな項目１と２を、３の新たな学校施設づくり

につきましては教育部長の答弁とさせていただき

ます。

まず初めに、大きな項目１の子宮頸がんワクチ

ン接種の助成等の小項目の１点目、乳がん、子宮

頸がんの無料検診状況について申し上げます。平

成２１年度国の補正９９による緊急経済危機対策

の一環として、女性特有のがん検診に対する支援

事業が実施されました。具体的には、乳がん、子

宮頸がん検診の受診率が他のがん検診に比べて２

０％程度と低いことから、一定の年齢に４した女

性を対象に乳がん、子宮頸がん検診の無料クーポ

ン券とがんについてわかりやすく解説した検診手

帳を交付し、受診の促進を図るとともに、がん９

防に向けての普及啓発を図ることを目的とされて

きました。

このことに基づき、当市においても乳がん検診

については国の指定があった４０歳、４５、５０、

５５、６０歳に４した年齢の方 ０３０人に対し、

また子宮頸がん検診についても同じく国の指定の

あった２０歳、２５、３０、３５、４０歳に４し

た年齢の方９３３人に対し、それぞれクーポン券

や検診手帳を交付してまいりました。その結果、

乳がん検診は ０３０人中２５９人が受診され、

受診率が２ １％となっております。また、子宮

頸がん検診は９３３人中２１６人が受診され、受

診率が２ ２％となり、高くない数字にはなって

おりますが、これは国の指定されました年齢の方

々において既に個人で検診されていた方や職場で

検診されている方も多くいるためであり、実際の

数字はこれ以上の高い数字が９想されます。

それぞれの検診における年代別の受診状況であ

りますが、乳がん検診につきましては無料クーポ

ン券を利用して検診を受けた４０歳代から６０歳

代の方について、各年代による受診率の差は見ら

れませんでした。また、初めて受診された方が４

割以上を占めていたところであります。次に、子

宮頸がん検診につきましては、無料クーポン券を

利用して受診された方の２０歳代の受診率は１０

％台と低く、３０歳代では２０％台、４０歳代で

は３０％台と年代とともに受診率が高くなる傾向

が見られました。また、初めて受診された方が６

割以上を占め、特に２０歳代においては５１人の

すべての方が初めて検診を受けられました。以上

の点から、この無料クーポン券によるがん検診事

業が特に若い年代の方には検診を初めて受ける重

要なきっかけづくりになっていることが大きな効

果につながってきていると考えております。しか

し、子宮頸がんについては２０歳、３０歳代の若

い年齢層に急増してきていることからも受診率の

低い２０歳代からがん検診に対する関心や意識を

高め、受診への働きかけをしていくことが今後の

課題であると考えております。

この事業につきましては、平成２１年度はすべ

ての事業費に国の９９措置が図られスタートして

きましたが、今年度においては２分の１の９９措

置に減額され、不足分については市の９９措置の

もと事業の継続を図っているところでございます。

これをきっかけに継続して検診を受けられるよう、

受診率の向上と早期発見、早期治療に結びつける

ことを目指し、この事業の推進を図ってまいりた

いと考えております。

次に、子宮頸がんワクチン接種の助成について

申し上げます。子宮頸がんの国内での発症は約１

９ ０００人、そのうち約 ５００人が万０して 

おり、特に２０、３０歳代の若い女性にふえてき

ております。その原因は、ほとんどが性交渉によ

るヒトパピローマウイルスの感染によるものと言

われています。そのため、性交渉を経験する前の



－132－

平成２２年６月１６日（水曜日）第２回６月定例会・第３号

１０代前半に感染９防のためのワクチンを接種す

ることで７割以上の子宮頸がんを９防することが

可能と言われ、その効果が世界的にも高く評価さ

れています。日本では、昨年１２月にワクチンが

発売され、接種できるようになりましたが、９防

効果を得るためには３回の接種が必要で、その費

用は約５９９と高額であり、医療保険が適用にな

らないことから全額自己負担となっております。

このことから、ワクチンの接種率を高め、積極

的に子宮頸がんを９防していくことを目的に、今

年度から全国で約３０の自治体が公費助成に取り

組んできております。道内におきましても斜里町、

幌加内町、佐呂間町、福島町、泊村の４町１村が

一部または全額助成を実施しております。宗谷線

の近隣市町村におきましては、国の動向と他市町

村の状況を勘案し、検討していくとの情報を得て

おります。現在名寄市内医療機関においては、風

連国保診療所、たに内科クリニックが既にワクチ

ン接種を実施してきており、さらに名寄市立総合

病院においてもこの１４日からワクチンの接種を

開始いたしました。

ワクチンに対する市の考えといたしましては、

平成２１年度出産した２４９人のうち、２０歳代

の数人から妊婦健診を受けたときに子宮頸がんが

発見されたとの情報を得ております。この現状か

らも、若い世代から積極的にワクチンの接種を行

い、９防していくことは重要と考えております。

また、この３月から市民団体からの子宮頸がんワ

クチン助成に対する市への要望も２件寄せられて

おり、市民の方のワクチンに対する期待や関心が

高まってきていると受けとめております。全国的

にも各団体より国民が必要なワクチンを安心して

受けられるよう、また各自治体の助成により地域

間の格差が生じないよう、国に対して制度の構築

に向けた要望が出されてきております。これらを

受け、現在厚生労働省は継続的効果はまだわから

ない、任意接種のワクチンはほかにもあり、今後

の審議会で任意ワクチン全般について考えていき

たいとの意向を示されています。市といたしまし

ては、これらの状況を踏まえ、任意で行っている

他の９防接種、例えばヒブワクチンなどとの兼ね

合いや９９措置から今後国の動向を見据えながら

情報収集を行い、十分な議論を必要と考えており

ますので、御理解をいただきますようお願い申し

上げます。

次に、大きな項目２の介護保険事業計画の推進

状況についての４点について申し上げます。最初

に、介護施設の待機者の実数と解消策について申

し上げます。介護つきの施設の入所申請者数では、

特別養護老人ホーム清峰園で１３０人、しらかば

ハイツで７０人、老人保健施設そよかぜ館で６０

人、認知症対応型共同生活介護施設であるそよか

ぜ館アネックス、里の家でそれぞれ５名程度の計

２３０人となっております。ただ、入所申請者に

は他の施設との重複しての申請、病院や他の施設

へ入所中、念のための申請などがあるため、現在

待機者に対してアンケート調査を実施し、実態を

把握する作業を進めております。

これらの方々の解消策といたしましては、国に

おける介護基盤緊急整備特別対策事業が施行され、

民間での施設整備計画が協議されてきました。当

初６施設ほどありました計画も近郊の動向や市民

の要望を考慮した中で現在市に提出されている施

設は、２９床の小規模ケアハウスと２９床の小規

模老人保健施設となっております。また、この事

業とは別に３０床の介護つき有料老人ホームと３

０床の住宅型有料老人ホームの建設が計画されて

いるようです。これら施設を合計すると１１７床

の増床となり、早期入所希望者の解消は大きく進

められることになりますが、施設整備と新たなサ

ービスの提供に伴い、介護保険料や市の負担金の

大幅な増加が懸念されますので、名寄市保健医療

福祉推進協議会に図り、慎重に対応をしたいと考

えております。

次に、２点目の有料老人ホーム、ケアハウスな

どの特定施設利用者の経済的負担と負担軽減策に
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ついて申し上げます。介護施設は、その用途と目

的により数種類の施設に分類されます。しかし、

どの施設をとっても附属的なサービス加９があり、

在宅介護サービスに比較して割高になる傾向があ

ります。特別養護老人ホームでの経済的負担は、

他の施設よりも低額で入所でき、また低所得者に

対する軽減措置を利用できることもあり、多くの

方々が入所を希望されています。しかしながら、

施設の増設とともに介護保険料の負担も大きくな

ることから、これらの状況を踏まえ、名寄市保健

医療福祉推進協議会に諮り、慎重に対応していか

なければならないと考えております。

次に、３点目の特別養護老人ホームの増床につ

いて申し上げます。入所希望の状況から判断する

と、必要性は感じるところでありますが、介護施

設の設置に関しては要介護者の利用を目標とした

国の参酌基準が示されておりまして、施設の定員

数からこの参酌基準を十数％超過している状況に

あることから、増設に伴う介護スタッフの確保及

び設置運営費用のことを考えますと大変困難な事

業であると考えております。現在民間活力による

さまざまな介護サービス事業が計画されておりま

すので、第４期介護保険事業計画との整合性を図

りながら対処してまいりたいと考えております。

次に、４点目の多床室や２床室の整備への見解

と取り組みについて申し上げます。北海道でも全

室ユニット型個室一辺倒から施設全体の３０％の

範囲内で多床室を認める方向になってきておりま

す。名寄市の特別養護老人ホームにおきましても

ある程度の収入を得ている方でも多床室を希望す

る現象が見られていることから、検討を要するこ

とと感じているところであります。今後におきま

しても利用者間のプライバシーの確保、昨今のみ

とり希望の状況、圧倒的に多い女性の利用者など

の状況を踏まえ、整備する際には利用者の意向を

把握しながら進めるべきものと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

鈴木教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

私のほうからは大項〇教育部長（鈴木邦輝君）

目３番目、新たな学校施設づくりについてお答え

を申し上げます。

小項目（１）、確かな学力についてであります。

各学校での具体的な取り組みでありますが、各学

校では児童生徒の興味や関心を高めながら複数教

員によるチームティーチングや学生支援員の活用

など、個に応じた指導に取り組んでございます。

また、学習の定着を図るために朝学習を行うなど

家庭学習の習慣化を目指し、漢字プリントや計９

問題集の宿題を出したりしております。ほかには、

名寄小学校では到４度チェックや発展問題の準備、

ちょこっと先生と称される地域の方々に放課後指

導をしてもらうなどの取り組みを行っております。

また、風連中学校では教科担当の授業のない時間

を利用して複数で指導を行うなど、個に応じたき

め細かな指導ができる体制を工夫をしている学校

もございます。教育委員会といたしましても個別

指導の充実を図るために加配教員制度を最大限活

用するとともに、市負担の支援員を配置するなど

取り組んでいるところであります。

御質問のありました体験的理解や繰り返し学習

をする場についてですが、教室内でグループをつ

くっての学習やオープンスペース、空き教室、特

別教室を活用して個別指導やグループ指導を行っ

ております。

小項目２番目、豊かな心、健やかな体について

であります。豊かな心の育成に向けましては、心

のノートを利用した道徳の時間の工夫や道徳的実

践の場をつくるなど、各学校で道徳教育の充実に

取り組んでおります。幾つか紹介をいたしますと、

外部識者の御講演をいただく命の授業、職場体験

学習、名寄農業高校での栽培体験、森林教室の開

催、そのほかカヌー体験や農業体験など、名寄の

すばらしい自然を生かした体験活動を通して豊か

な心を育てる取り組みをしております。教育委員

会といたしましても規範意識を高める取り組みや

早寝早起き朝御飯運動など望ましい生活習慣をつ
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けさせるために、社会教育とも連携をいたしなが

ら機会あるごとに家庭や地域への普及啓発活動を

行ったところであります。

健やかな体の育成でありますが、体力テストの

結果などから名寄の小中学生は特に持久力が弱い

との結果もあります。体力づくりに向けて各学校

では、マラソンや縄跳びなど運動の日常化に取り

組んでいるところであります。教育委員会といた

しましてもマラソン大会であるとか歩くス年ー大

会など各種行事を開催をしたり、少年団活動や部

活動への支援をしているところであります。

また、望ましい食生活についてですが、栄養教

諭の配置や地産地消、楽しい食事などを通して工

夫をいたしております。名寄市の学校給食センタ

ーでは、新しい摂取基準の献立づくりや地場産品

を活用するなど、名寄市食育推進計画に基づいて

安全で安心な学校給食の提供をしております。

小項目３番目の環境とのかかわり、地域とのか

かわりでございます。御質問にもありましたよう

に地球環境の保全というのは、大変重要で喫緊な

課題でもあります。名寄市においては、学校施設

における環境負荷の低減や自然エネルギーの有効

活用を行い、消費電力の節減を目指す取り組みの

一つとして名寄小学校に太陽光発電設備を設置を

し、児童に環境問題について関心を持たせるとと

もに、環境教育の教材として活用を目指しており

ます。施設につきましては現在工事中であり、８

月中旬の完成９定となっております。

地域とのかかわりでは、名寄地区では御存じの

ように名寄東小学校のコミュニティー活動が挙げ

られ、児童と地域の方が直接触れ合いながら、教

育活動の向上の一助となっております。風連地区

におきましては、下多寄小学校が地区の中心とし

て伝統芸能の風連獅子舞の伝承保存活動や日進地

区におきましては風連御料太鼓の継承、また雪祭

りやスケートリンクの造成など学校の存在が大き

なものとなっていることから、今後とも各地域で

の学校とのかかわりを深めるような取り組みを進

めてまいりたいと思います。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

大変ありがとうござ〇１５番（高橋伸典議員）

いました。要望と再質問をさせていただきます。

まず、子宮頸がんのことについてお伺いいたし

ます。先ほど無料クーポンのもので、対象者が

０３０人おられて受診者が２５９名、２ １％、

その中に初診の方が４割おられたと。また、子宮

頸がん受診では対象が９３３名のうち２１６名、

２ ２％という、大体日本が約２割ぐらいの受診

率ですから同じぐらいなのですけれども、子宮頸

がんも６割の方が受けられたのですけれども、や

はり２０代、３０代が大変受診率が低くなってい

るような感じがいたします。

なかなか、先ほど言われていましたけれども、

この子宮頸がんの無料検診で受けられた方が陽性

反応が数名出たというお話をさっきいただきまし

て、やはりこの検診を受けることによって発見で

きるがんでありますし、ワクチンによってやっぱ

り７０％守っているものだというふうに言われて

おります。きょうの読売新聞では、山梨県が全市

町村全額助成を決められたと。これは山梨県が、

県自体が半分助成を出すので、市町村が半分を出

しなさいという形でやっておられると思うのです。

やはり昔ありました、今は子ども手当に変わりま

したけれども、児童手当、あれは日本で始まった

ものではなくて、各市町村の１カ所のところがス

タートして、それを各市町村の私たちみたい議員

が訴えていって、数カ所やったところで国会議員

の中でこれは児童手当は必要なものだといって国

が助成を出していったのですよね。

ここの最後に、つくば大学教授の方が１年に１

９ ０００人が発症して、 ４００人が０くなる 

中で、なかなか国にはできないけれども、地方か

ら声を上げて、地方である程度やっていった中で

やはり国で認められていかない限りなかなか難し

いというふうに書いてあります。できれば、本当
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にこの子宮頸がんは無料ですから、職場で受けて

いる方もおられると言っていましたけれども、子

宮頸がんの職場の人たちはほとんどいないのでは

ないかな。普通健診を受けて、子宮のものはきっ

とないと思いますので、別個な料金ですから、ぜ

ひこの無料クーポンの数字２ ２％ではなく、や

はりほとんどの方が受けられる体制をまず名寄市

としてとれないのかどうか、ちょっとそれをお聞

きしたいのと現状風連の診療所で４９２，０００

９ぐらいと言っていましたか。最低なのですけれ

ども、そしてもし名寄で、各市町村は小学校６年

生の学年を対象にして接種したり、また中学校１

年生を対象に接種したりなんかしているのですけ

れども、もし名寄市で小学校６年生を対象に進め

るとすれば、どれぐらいの金額が持ち出しになる

のか、それの２点をちょっとお聞きいたします。

三谷健康福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

お答えする前に、〇健康福祉部長（三谷正治君）

答弁の誤りがございましたので、訂正をさせてい

ただきたいと思います。

先ほど介護つきの施設への入所申請者数で、合

計２３０人とお答えさせていただきましたが、合

計２７０人ということで、大変申しわけございま

せん。訂正のほどよろしくお願い申し上げたいと

思います。

それから、先ほど議員のほうからお話ありまし

た今回の国の、先ほど議員の御質問の中で私が回

答させていただきましたのは、妊婦健診の部分で

数名の方がおられたということでありますが、今

回のクーポン券を利用した対象者の中では、乳が

んの部分については３人の方が乳房の病気なので、

２カ月から３カ月の経過を見るということで該当

者がいなかったと。それから、同じく子宮頸がん

の部分につきましても総体では８名の方が子宮の

病気なのでということで、これも該当がなかった

ということは報告を受けていますので、御報告申

し上げます。

それから、検診の部分でございますけれども、

今もお話ありましたけれども、御存じのように名

寄市の状況といたしましては、現状の９防その他

の状況を踏まえると、なかなかこれだけに助成を

していくという部分では非常に難しいと。特にこ

れは女性の部分でありますけれども、子供につい

てはヒブワクチンというもう一つ、まだ子供のゼ

ロ歳児も大変これも結構な金額でございますけれ

ども、この部分もございますので、それぞれの部

分で考えますと、やはり今のこういうワクチン等

につきましては国、全国地域にバランスの悪くな

らない、やっぱり国がするような方向ではないか

と私のほうは考えてございます。

先ほどの２つ目の質問でございますけれども、

年齢的に１２歳、小学６年生の学生を該当にさせ

ていただきますと、現在私の持っている資料では

約１２６名程度、先ほどもお話ししました５９９

程度としますと約６３０９９程度、１３歳、中学

１年でいきますと１２７名程度、６３５９９、中

学２年生、１４歳ですと１２２人の６１０９９、

１５歳で１３４人で６７０９９、合計でこの部分

で１２歳と１５歳でトータルで全額するというこ

とになれば５０９人で約２，５００９９というよ

うな概９の数字だけは御報告申し上げます。

以上です。

（「受診率アップの対策」と呼ぶ者あり）

受診率の対策に〇健康福祉部長（三谷正治君）

つきましては、これはやはり今議員からもお話あ

りましたが、このワクチンで、それから早期発見

ということでございますので、保健センターを中

心にそれぞれの各講座または検診等々の部分で皆

様方に広報等を通じながら周知徹底を図っていき

たいと考えているところでございます。この部分

では少しでも、１％も２％も向上は図っていきた

いと考えております。

以上です。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

本当にこの受診率を〇１５番（高橋伸典議員）

上げるだけでも３０％、この子宮頸がん９防でき
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ることになりますし、本当に子宮頸がんはかかる

までわからない。私も持っているものではないで

すから、わからないのですけれども、発症するま

で発見できないという部分がある、何も起こらな

いという部分、一番やっぱり怖いかなという部分

があります。

そういう部分で、ぜひ無料クーポン、去年まで

は全額国だったのですけれども、ことしからは半

分、来年になったらどうなるかわからないという

今の与党の政策みたいですけれども、ぜひ与党の

皆さんには全額そういう無料にさせていただきた

いなというふうに思いますけれども、この検診率

を上げていただく部分等を含めて各市町村、今小

学校、中学校、全額までいって二千何ぼという形

に言われましたけれども、助成している市町村を

ちょっと見させていただくと、大体小学校６年生

から中学校３年生まで含めた１学年、その中学１

学年だけのところもありますし、小学校の６年生

のところもありますし、できれば本当に財政的な

部分、大変だというふうに私は思います。しかし、

一人でもそういう子宮頸がんにかからない体制を

つくってあげることによって国民健康保険の支出

もふえる部分も減るでしょうし、やっぱり今この

２０代から３０代というのは本当に人生の一番女

性にとっていい人生のときではないかなというふ

うに思います。そのときにがんになって、本当に

もう夢も希望もなくなるような地域ではなく、本

当にもう名寄に住んでいればそういうことがない

のだなという福祉のまちをつくっていただきたい

なというふうに思います。

先ほども言っていましたけれども、全国３４の

自治体が公費助成を行っているのですけれども、

一番重要なのは本当にもう答弁中にありましたよ

うに国が一括やっていただければ最高なことだと

いうふうに思います。ぜひ市長会等で市長のほう

から国等に、全道の市長会等で要望をお願い申し

上げ、この子宮頸がんの質問を要望を添えて終わ

らせていただきます。

次に、介護老人保健施設についてお尋ねをいた

します。先ほど市長が言われたように平成２１年

で老人の数約２ ８％、１０年後には３ ３％と 

いうことで、約３割強の人口の方がこの高齢にか

かわるということであります。今国でも市町村老

人保健福祉計画において高齢者のニーズ調査を行

いまして、この要介護高齢者の状況を把握しまし

た。１９９３年水準で約２００９人だったのが２

０５０年には５３０９人、倍以上になるというふ

うに言われている状況の中で、本当に今介護のこ

のサービスが介護保険になって１０年になりまし

た。いろいろな部分で５年ごとに変えてこられた

部分はあるのですけれども、なかなかやっぱり利

用する中で先ほど言ったように年金生活者、少な

い年金の中で介護保険が引かれているという部分

だとか、先ほど竹中議員も言われていましたけれ

ども、なかなか生活が厳しい中で介護保険料を支

払われているという方もおられるように聞いてお

ります。その中で、やはり介護を受けている方は

ある程度１割の負担で在宅でしたら１２種類のサ

ービスを自分で選んで受けることができるのです

けれども、なかなか介護施設の部分になると先ほ

ど言ったように約２７０名の方が入所待ちという

状況にあります。

そして、その中でこの待機者解消策に移りまし

て、今現状は介護基盤整備事業ですか、を使いま

して民間の活力を使うという形で２９名のケアハ

ウスだとか２９名の老人施設だとか老人ホームだ

とかで約１１０名ぐらいの方々が入れるかなとい

う部分があります。しかし、民間になりますとこ

の特養、公的な部分と違って料金が高くなるとい

う部分があってなかなか入所できづらい部分もご

ざいます。そういった意味で、さっき言った待機

者解消策の民間のこの４施設、いつぐらいの計画

で今介護福祉推進協議会にかけられて、どれぐら

いを目安に民間にゴーサインを出される９定なの

か、それをとりあえずお聞きしたいなというふう

に思います。
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三谷健康福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

９定といたしま〇健康福祉部長（三谷正治君）

しては、協議会のほうは今月の下旬に開催を９定

してございます。道のほうには、今のスケジュー

ルの中では８月ぐらいまでに道のほうへというこ

とで文書が来ております。施設につきましては道

を経過した後、それぞれ認可を出した後、来年、

平成２３年度に向けてというような形で今準備を

進めているところでございます。

以上です。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

来年、２３年度から〇１５番（高橋伸典議員）

この民間施設がされますけれども、それに向けて

なのですけれども、まずそういう民間の有料施設

に入る方々がもし出るとします。そして、年金生

活者、国民年金であられると約６９ ０００９か

ら７９９だと思います。奥さんの場合は、３種で

すから約４９９ぐらいですかね。その中で、この

今言われた民間のケアハウスと老人施設、老人ホ

ームに入れる可能性のある方々というのはどれぐ

らいおられるのか、ちょっとお聞きしたいなとい

うふうに思います。

三谷健康福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

施設の料金につ〇健康福祉部長（三谷正治君）

いては、まだ表示されておりませんので、私のほ

うではつかんでございません。しかしながら、他

の施設、他市町村の施設等々をお聞きしますと今

議員がお話ございましたその金額ではなかなか難

しいのではないかと。先ほど答弁させていただき

ましたように、やはり特別養護老人ホームがそう

いう所得の部分の方が多く入っておられるという

ことでございますので、なかなか民間の部分につ

いては、その金額の中では対応がしづらいのかな

という認識は持っているところでございます。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

結局そうなってしま〇１５番（高橋伸典議員）

うと、今２７０名の方が待機待ちをされている、

そして約１２０名の方はその民間施設には入れる

のだけれども、なかなか国民年金の方々は入所で

きない。そうなると、名寄市として何かの方策と

して低所得者の支援策というのはこの第４期……

第５期になるのですか。今第４期の高齢者保健医

療福祉計画、介護保険事業計画に盛り込まれてい

るとおり物はつくらせたよ、民間だよと。先ほど

言ったように、介護保険料は上がるというのはわ

かります。でも、結局上がったとしても物はあり

ますよと。でも、私たちは国民年金で金額が足り

ないから入れませんよとなると、また同じ繰り返

しになるかなというふうに思われるのですけれど

も、そのような場合、名寄市としての援助策とい

うのは考えておられるのかどうか、ちょっとお聞

かせいただきたいなと。また、国でもしあればよ

ろしいのですけれども、どうなのでしょうか。

暫時休憩いたします。〇議長（小野寺一知議員）

休憩 午後 ２時５３分

再開 午後 ２時５３分

再開いたします。〇議長（小野寺一知議員）

三谷健康福祉部長。

現時点で私のほ〇健康福祉部長（三谷正治君）

うで認識している部分については、国等での助成

もございませんし、金額的に先ほど申し上げまし

た部分でございますけれども、ただ２７０名の中

では今言った国民年金者ばかりではないと私のほ

うは認識してございますので、その部分では総体

的に考えると少しは解消されるのではないかと認

識はしてございます。

以上です。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

わかりました。この〇１５番（高橋伸典議員）

低所得者の方々にもそのような形でうまく入所で

きるような体制をぜひとっていただきたいという

ふうにお願い申し上げ、介護のほうは終わらせて

いただきます。

最後に、教育のほうに移らせていただきます。

現状を今お聞きして、いろんな各学校の取り組み、
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お聞きさせていただきました。本当に先生方、ま

た地域、ＰＴＡの方は努力されていることという

ふうに思っています。その中で、先ほど質問され

ていた議員の方が言われておりました学校施設の

整備計画の中での適正配置ですか、の件なのです

けれども、現状は先ほど小学校が１２学級、４校、

中学校が２学級、９校ということでこれから話が

進められますけれども、逆に今は小学校５校あり

ますので、南小学校だとか豊西小学校になるのか、

どこになるのかわかりませんけれども、耐震の関

係が入るのはやっぱり豊西小と南小だというふう

に思いますので、その２つを新しくつくり直すの

か改修するのかというのも考えられますし、この

改修に当たって本当に子供たちとやっぱり……一

人一人の子供たちに教員が向き合えるやはり環境

だとか、またきめ細やかな対応ができる環境、今

はやはり学校として本当に昔からの間仕切りをつ

けた、名寄というのは冬寒いですから、廊下と教

室はあれをしないと寒いという部分がありますか

ら、本当に真四角い学校なのですけれども、その

部分で各学校において本当に学力は向上できる、

また子供たちと先生が触れ合える、そういう学校

に整備していかなければいけないなというふうに

私は思うのです。その中で、適正配置計画が次年

度から入りまして、内部協議だとか住民説明が始

まって、でも校舎の耐震化の問題で先ほど言った

ように南小、豊西小、どちらを改修するのかはま

だわからないですよ。どこかに新しくどんと新築

するのかだとかという部分も可能性があると思う

のですけれども、一人一人の子供に教員が向き合

える環境づくり、きめ細やかな対応ができる環境

づくり、また質の高い教育ができる環境づくりと

いうのが必要になってくると思います。

そして、子供は朝７時半から３時半、４時まで

８時間、９時間学校で暮らすわけなのですよね。

その中で、やはり本当にもうここの学校に来たら、

こういうところに来たら勉強がやりたいという環

境づくりというのがこれから求められてくるとい

うふうに私は思っています。そして、質の高い教

育をやるための教育条件をつくるために現状いろ

んなところからお話があって、逆に本当にもう学

校をつくる部分、改修する部分で建設部の担当の

方が先生からどういうふうにしたらいい、後は設

計事務所に丸投げしてこういうものが来ましたと

いう部分も必要なのですけれども、ぜひ教員を含

めてＰＴＡ、地域、そして担当者だとか、そして

設計事務所を含めたお話し合いをこれからの学校

づくりには必要ではないかなというふうに思うの

ですけれども、その部分でちょっと何かあればお

聞かせいただきたいなと思います。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

今年度中に教育委員会〇教育長（藤原 忠君）

としては、名寄地区の小学校の適正配置について

の原案を作成したいと、こういうお話をさせてい

ただきました。その中で当然９想される大規模改

修か、あるいは小学校の新築か、こういう中に当

たっての今さまざまなお考えをお示しになられた

と、こういうふうに考えております。

新しい学校をつくるに当たっては、やはり今求

められているものをしっかりと包含するような、

そういう設備が大切だと、こう考えております。

今差し迫って言えることは、例えばオープンスペ

ースの教室づくりだとか、あるいは地域と密着し

たコミュニティー的な要素をしっかり持ったもの

とか、あるいは今南小学校でやっておりますが、

学童保育なども行えるようなそういうもの、その

ほかにも校舎の環境を質の高いものにするとか、

夢を語れば切りがないわけでありますが、そうい

うことについてはしっかりと検討しなければなら

ないと、こう思っているところであります。

当面、東小学校の体育館をつくるときには、地

域の皆様にも検討委員会に参加していただきまし

た。そして、地域の声をたくさん聞かせていただ

きました。聞けば聞くほど大変なのでございます

が、やはりそういう中からできること、できない

ことを整理していく。あるいは、風連中学校が移
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転するに当たって風連高校の改修に当たっても地

域の方あるいは先生方からもたくさん何回も委員

会を開いて意見をいただきました。やはりこうい

う積み重ねでないかなと、こう思っておりますの

で、ぜひそういう形をとっていきたいと、こうい

うふうに考えております。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

よろしくお願いしま〇１５番（高橋伸典議員）

す。

本当に今は学習指導要領の対応だとか、質の高

い教育実現に向けて文部科学省では３０のアイデ

アという、学校の施設をこういうふうにしたら、

教育上こういうふうに上がったという例が出てい

る部分が出ました。確かな学力、豊かな心、健や

かな体では、教科書学習の魅力を高めるだとか、

そういう教室だとか、いつでも本が手にとれると

ころだとか、心地よいトイレの手をいだとか、そ

して自分たちのつくり上げた作品が学校で触れら

れるだとか、２０項目のアイデアも出されていま

す。また、地域のかかわりだとか地区協議会のか

かわりでは１０項目のアイデアが出されています。

それがいいとは私は言いません。ぜひこれから学

校づくりにおいて、本当にもう名寄の小学校、中

学校の皆さんがここの学校に来たら本当に楽しく

て勉強に張り合いが出るという環境づくりがやっ

ぱり一番必要かなというふうに思います。８時間、

９時間学校におられる子供たちのために、ぜひす

ばらしい教育環境をお願い申し上げ、私の質問を

終わらせていただきます。

以上で高橋伸典議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

１０分間休憩いたします。

休憩 午後 ３時０１分

再開 午後 ３時１３分

休憩前に引き続き会〇議長（小野寺一知議員）

議を開きます。

新名寄市総合計画について外１件を、上松直美

議員。

議長の御指名をいただ〇１番（上松直美議員）

きましたので、通告に従って質問をしてまいりま

すが、先輩議員との重複もあるかと思いますが、

お許しをいただき、理事者の皆様の意のある御答

弁をお願いいたします。

さて、今地方の課題として少子高齢化、地元商

店、地場産業の衰退、大規模複合施設による生活

環境の変化と自治体の財政的逼迫などが取り上げ

られています。しかし、このような課題は確かに

重要な問題でありますが、本質的な問題は地方分

権一括法に見られるように地域の財政的、政策的

自立化推進がベースになりつつも地方分権の先の

ビジョンとそのつくり手にあると思われます。地

方にはミッションの異なるさまざまな主体、企業、

ＮＰＯ、自治会等が存在し、協働や政策、連携な

ど得意分野を生かした協力関係の構築が問題を解

決し原動力となると思われています。そこで今注

目されているのは、社会企業という社会的ミッシ

ョンを持ち、その実現に既成概念、既存手法にと

らわれず事業化し、利益の再分配を行い、企業形

態が社会問題解決と地域経済の活性化を同時に担

い、資本主義精神と社会的使命の融合した新しい

例として注目されています。以上の観点から、通

告に従い質問させていただきます。

まず、１点目でありますが、新名寄市総合計画

について質問させていただきます。最初に、計画

策定に当たっての基本コンセプトと基本計画につ

いて御説明いただきたいと思います。

次に、その基本計画の細部についての内容と実

施計画のローリング方式と行政評価システムにつ

いて詳しく御説明お願いいたします。

最後に、総合計画における広域ネットワークと

しての定住自立圏構想の活用と今後の方向性と進

捗状況について御説明お願いいたします。

２点目は、複合交通センター整備事業について

質問させていただきます。まず、基本計画につい

て、事業構想から基本計画へ移行することになり
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ますが、中心市連地の経済状況等の変化はどのよ

うになっているのでしょうか、御説明お願いいた

します。

次に、ＪＲ名寄駅横整備事業との整合性につい

て、民間企業が進める事業と行政が進める事業の

整合性の確保について協議はどのように進捗して

いるのでしょうか、御説明お願いいたします。

最後に、中心市連地活性化との今後の方向性並

びに市民ニーズと事業計画の実現性について御説

明いただきたいと思います。

以上でこの場での質問を終わらせていただきま

す。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま上松議員〇総務部長（佐々木雅之君）

から大きな項目で２点の質問をいただきました。

１点目は私のほうから、２点目は経済部長からの

答弁となりますので、よろしくお願いいたします。

大きな項目１点目の新名寄市総合計画について、

小項目（１）の基本コンセプトと基本計画につい

てお答えします。名寄市総合計画は、議会の議決

をいただき平成１９年２月に決定されました。策

定に当たっては、市民１００人を委員に委嘱をし

た名寄市総合計画策定審議会及び専門部会におけ

る議論を初めアンケート調査、市民懇談会の開催

など市民の参画のもとに策定を進め、協働、健康、

生活、活力、人づくりの５つの理念のもとにまち

づくりを進めることとしています。

名寄市総合計画の期間は、平成１９年度から２

８年度までの１０カ年としており、基本構想１０

年、基本計画及び実施計画につきましては前期、

後期各５年となっています。計画の構成は、分野

ごとのまちづくりの目標と基本的な方針を示す基

本構想、基本構想の方針に基づく施策を示す基本

計画、基本計画の施策を具現化するために必要な

事務事業を示す実施計画の３つの計画で構成をし

ております。

基本計画については、基本構想の基本的な方針

に基づく施策として合計で１３２の施策を示して

います。５つのまちづくりの目標ごとに申し上げ

ますと、市民と行政との協働のまちづくりでは、

市民自治の仕組みづくりや効果的、効率的な行政

運営の推進等に必要な施策としてコミュニティー

活動の推進や国内外の交流など、合わせて１９の

施策を示しています。安心して健やかに暮らせる

まちづくりでは、保険、健康、保健、医療、福祉

の推進に必要な施策として健康づくりの推進、子

育て支援施設の整備拡充など、合わせて２０の施

策を示しています。自然と環境に優しく快適で安

全なまちづくりでは、生活環境や都市基盤に必要

な施策として環境の保全、道路交通環境の整備な

ど、合わせて４４の施策を示しています。創造力

と活力にあふれたまちづくりでは、産業振興に必

要な施策として農業の担い手の育成と確保、商業

の活性化など、合わせて２４の施策を示していま

す。心豊かな人と文化をはぐくむまちづくりでは、

教育、文化、スポーツに必要な施策として教育環

境の整備、青少年の健全育成事業など、合わせて

２５の施策を示しています。

ローリングにつきましては、社会経済の情勢等

の変化に対応するため毎年度計画の確認、点検、

見直しの作業を行うもので、総合計画においては

実施計画を対象として実施し、向こう３年間の事

業計画について毎年度見直しの作業を行っていま

す。本市におけるローリングの流れは、担当部局

における見直し、市長ローリング、部次長会議の

メンバーで構成する総合計画庁内推進委員会及び

市民で構成する名寄市総合計画推進市民委員会を

経て決定し、次年度以降の９９編成に反映をして

います。総合計画の着実な推進を図るためには欠

かせない作業として今後も継続をして実施をして

まいりたいと考えています。

次に、事務事業評価につきましては、市が実施

をする事務事業について、目的や目標に対して実

施結果による成果を評価し、評価結果に基づいて

事務事業の改善、見直しを図る手法であります。

新名寄市では、２０年度に実施をしており、担当
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部局における１次評価、部長以上で構成する名寄

市事務事業評価検討会議における２次評価及び名

寄市総合計画推進市民委員会を経て評価を行って

います。効率的かつ効果的な事務事業の推進に有

効な手法と考えておりますので、より的確な評価

となるよう改善に努めてまいります。

（４）の総合計画における広域ネットワークと

方向性については、少子高齢化の進行と国、地方

を含めた財政状況の厳しさの中、国は新たに定住

自立圏構想をスタートさせました。本構想は、一

定の都市機能を有する中心市とその機能を活用す

る周辺市町村が医療を初め福祉、教育、産業振興、

公共交通などの分野において１対１で協定を結び、

圏域全体の活性化を図ることを通じ、圏域からの

人口流出に歯どめをかけることを目的としていま

す。本市においては、士別市と合わせることで複

眼型の中心市として国の要件を満たすことからこ

れにより進めることとし、現在上川北部９市町村

を中心に協議を進めることとしており、本年度内

の中心市宣言に向け、作業を進めてまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきました。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、大きな項〇経済部長（茂木保均君）

目２点目、複合交通センターについてお答えいた

します。

初めに、基本計画についてでございますが、駅

横地区整備に関しましては、都市再生整備計画を

策定して国土交通省の支援を受けて事業を推進す

ることとして、平成２１年度当初の市連地の状況

を基本として計画を策定してまいりました。委員

会につきましては、３月２５日付で受けて４月１

日より事業に着手しているところでございます。

しかし、既にこれまで市連地中心部にあった大型

宿泊施設が廃業し、取り壊しになったことにより

市連地中心部のイメージや人の流れも変わってき

ております。中心連と駅横に必要な事業の議論は、

商工会議所が中心になって中心市連地活性化特別

委員会、まちづくり委員会などで十分検討されて

きました。その結果、駅横バスターミナルを含め

た２８事業を決定した経緯がありますが、公共で

でき得るところからの事業推進となり、現在認可

をいただいた都市再生整備計画での推進となって

いるところであります。中心市連地の経済動向、

市連地中心部ににぎわいを創出するためにも現在

計画している本事業の推進が必要と考えていると

ころでございます。

次に、ＪＲ名寄駅横整備事業との整合性につい

てお答えをいたします。本事業は、昨年民間事業

者に売却した土地とこれから市が求めようとして

いるＪＲ北海道、名寄市土地開発公社の土地にお

いてバス利用者を初めとする市民の利便性を高め

るとともに、民間が計画している商業施設により

これまでにぎわいのなかった地区に新たなにぎわ

いを創出することを大きな目標として事業化を西

條、商工会議所ともに協議してまいりました。午

前の竹中議員の代表質問でもお答えさせていただ

きましたとおり、国の経済対策の中止により民間

事業において当初計画の変更を余儀なくされてい

る状況となってございます。また、市が整備する

施設につきましては、より多くの市民が利用でき

る工夫としてバスターミナルをベースとして各種

団体が会議や趣味のほかイベントなどに利用でき

る多目的スペースの配置などを協議しているとこ

ろでございます。

次に、中心連活性化と今後の方向性についてで

ございます。御存じのとおり、名寄市中心連の消

費購買力は郊外の大型店の進出により流出したこ

とは定点観測で明らかとなっております。１度離

れてしまった消費者を市連地中心部に呼び戻すこ

とは容易でないと考えておりますが、市民が市連

地中心部に来訪していただける魅力づくりの取り

組みを商工会議所や商店連連合会などと協議しな

がら努力したいと考えているところでございます。

整備計画の目標は、市連地の整備によるにぎわい、

公共交通機関の充実、緑地整備など快適で魅力あ

るまちづくりであります。駅前と３・６地区、そ
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して文化ホールでの事業とそれを結ぶ交通アクセ

ス事業、商店連のファサード事業などであります。

交通結節点の整備とともにアクセスの整備、観光

インフォメーション、さらには商業施設、福祉施

設の整備、商店連のファサード事業等々、市民の

利便性とともに高齢社会に向けて大切な事業であ

ると考えておりますので、御理解をいただきたい

と思います。

次に、市民ニーズと事業計画の実現性について

でございますが、都市再生整備計画の認可には事

前評価として市民アンケートにより市民要望を聞

き取ることが義務づけされており、名寄地区の事

業においてもアンケートにより調査を行っていま

す。要望には駅横地区、３・６地区、文化ホール

などの具体的な施設整備の要望や市連地内の生活

環境の整備など広範な内容となっておりました。

また、本事業の基礎となった中心市連地活性化

基本計画策定の市民との意見交換でございますけ

れども、１つ目に商店連についてでは、各店舗に

特色や魅力がない、やる気、接客、品ぞろえの努

力が不足している、駐車場がないなどの意見があ

りました。２つ目の生活関連では、バス路線の見

直し、市立病院駐車場が狭いなどの意見がありま

した。３つ目に、今後の基本計画構想では、駅、

商店連、市立病院、大学を生かした計画策定を望

む、スポーツ施設、福祉施設の整備を望む、廉売

方式の再構築などでありまして、総合計画との整

合性を図りながら計画づくりを心がけてきたとこ

ろであります。

以上、私からの答弁といたします。

上松議員。〇議長（小野寺一知議員）

ありがとうございまし〇１番（上松直美議員）

た。

新名寄市総合計画について再質問をさせていた

だきます。ただいま総合計画の概要等について御

答弁いただきましたが、お答えにありましたよう

に総合計画前期計画、平成２３年度で終了するわ

けですが、後期計画について何点かお伺いしたい

と思います。

まず、１点目は、いつごろから策定計画が始め

られるのか、おおよその時期を教えてください。

２点目は、策定手法ですが、前期計画は１００

人の市民を委員に委嘱するなど市民の参画の下に

策定作業が進められていましたけれども、後期計

画については名寄市自治基本条例の施行を受け、

一層の市民参画が必要と考えますが、策定作業に

当たりどのような手法がいいのかお答えください。

以上です。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほど上松議員か〇総務部長（佐々木雅之君）

ら、これからのまちづくりの一つのポイントにつ

きましては、より一層の地域の自立化ということ

が先ほど言っておられまして、そのことに対して

は私も同感だというふうに考えています。そこの

自立化をするためにも総合計画の中で計画的な実

施事業を構築していかなければならないというふ

うに思っています。

先般５月２５日に今ローリングをやっておりま

す名寄市総合計画推進市民委員会を開催させてい

ただきまして、加藤市長から新委員さんに委嘱状

の交付をさせていただきまして、２２、２３の２

年間審議いただくことにしました。先ほどスケジ

ュールの関係につきましては、今回の議会が終わ

った後その市民推進委員会の皆さん方と今までの

議論よりももう少し深みのある回数も含めて、若

干委員さんには御迷惑かけますけれども、自治基

本条例の施行も含めてより突っ込んだ話し合いを

させていただきながら総合計画の進行管理をして、

あわせてその中で後期計画の進め方についても議

論をしたいなというふうに考えています。

スケジュールの関係につきましては、６月に市

民委員会の委員長、副委員長と事務局と私たちと

話し合いをさせてもらいまして、今までよりもよ

り深みのある突っ込んだ話し合いができないかと

いうことが１点と、それを受けましてことしの秋

口から後期計画の準備作業を立ち上げまして、各
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種データの集めも含めまして行いまして新年度、

２３年度中に後期計画の策定を市民の委員の皆さ

ん方と一緒に議論をさせていただいて取りまとめ

をしていきたいなというふうなスケジュールを描

いています。詳細の関係につきましては、まずは

市民委員会の皆さん方ともうちょっと議論させて

いただいてから議会のほうにも報告させていただ

きたいなというふうに考えています。

問題は、自治基本条例ができましたので、より

後期計画の策定につきましては市民の意見をどの

ように取り込んでいくかと。それで、今具体的な

話につきましては市民委員会との協議にまだして

おりませんので、これからになりますので、事務

局のほうで考えている方向としましては、少なく

とも大勢の市民に参画をしてもらう必要があるな

と。前回のときも１年間に５回、６回、夜市民の

皆さん方に集まってきてもらって１００人の委員

会さんで仕事をやりました。今回は後期計画の部

分、５カ年間の部分であるのですけれども、今代

表質問も含めていろいろありました厳しい財政状

況の中で、これから１０年先を見越した今後５カ

年間の後期計画はどうあるべきかについては、さ

まざまな市民の意見があるのではないかなという

ふうに思っておりまして、この辺も含めまして少

なくても前回１００人の委員さんにお願いした経

過もございまして、そこは同じレベルで人数的に

は対応していただきたいなと。場合によっては、

もうちょっとふえることになるかもしれません。

それから、新市長が若い世代が選挙に関心を持

っていただきまして当選したということもいろい

ろ言われておりまして、そのことに対しましても

年代別に市民１００人の委員さんをお願いをしま

して、前回もやったのですけれども、年齢的なバ

ランスの関係でいうと、少し若い人の発言する場

がもしかすると少なかったのではないのかと。そ

の辺も含めまして、年齢別の構成についても市民

委員会の皆さんから忌憚のない意見をいただきま

して、できるだけ若い世代、これからの将来の名

寄市を担っていただける若い市民の皆さん方の意

見も積極的に取り入れることで進めていきたいな

と。今事務局で考えているのはその程度なのです

けれども、それらを踏まえまして一番よりよい総

合計画のつくり方、手法についてもうちょっと市

民委員会の皆さんと議論をしてまいりたいという

ふうに考えています。

以上です。

上松議員。〇議長（小野寺一知議員）

ありがとうございまし〇１番（上松直美議員）

た。

続いて、複合交通センター整備事業について再

質問させていただきます。まず、１点目、ＪＲ名

寄駅横整備事業について、東地区とのかかわりに

考慮した点はあるのかどうか、そこについて質問

します。

２点目は、東地区を含めたバス路線の利便性の

向上について、デマンド交通のようなシステム導

入等はできないのでしょうかということで質問い

たします。

以上の質問にお答えください。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

駅横整備にかかわる〇経済部長（茂木保均君）

部分で、東地区との関係について御質問をいただ

きました。

商工会議所が中心となって作業を進めた中心市

連地活性化基本計画、これのときに概要的なもの

ができたときに市内の町内会といいますか、そう

いうところを中心に２２カ所ぐらい御意見を聞く

機会を持ちました。そのときに東地区の方々から

の意見としては、やはり東地区にいわゆるお店が

ほとんどなくなりました。そんなこともありまし

て、利便性のよいところに小売店といいますか、

ちょっとした生鮮食料品店みたいのができないの

かという、こんなことの意見が何点かございまし

た。そういったことにも駅横整備の部分について

は一定の配慮をするというようなことで、小売店

の部分もあの中につくる計画をされているという
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ことでございます。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

上松議員も御存じ〇総務部長（佐々木雅之君）

のとおり、名寄の地形というのは平たん地で碁盤

の目のように道路が走っております。名寄市のバ

スの公共交通の運行につきましては、近隣でいい

ますと紋別市を見ていただくとわかるのですけれ

ども、山坂が多くて１年を通じて市民の方々がバ

スを利用するような地理的に余りいい条件でない

ところではバス路線網が発４をしていまして、そ

れから比べますと名寄地区におきましては転勤者

がびっくりするのは、夏場の自転車の多さだとい

うふうに私たちも認識をしております。

そういう観点からいいますと、今のバス路線そ

のものが市民の方々が利用する関係でいうと夏場

は自転車、冬になるとバスが欲しくなると。これ

は、名寄高校に通う通学生の悩みでもありまして、

そういう面から見ると少し恵まれていたのか、バ

スの路線としては恵まれていなかったのか。その

中でも歴代の市長さんが取り組んできましたのは、

市内循環バスを上手に活用して市民の皆さん方の

利便性を向上してきました。その後、東西南北に

市の公共施設を配置して、まちづくりを拡大して

広げていこうという市長さんもいらっしゃいまし

た。そのときに東西バスの路線網を整備をしまし

て、公共施設間の足確保と。それが東地区のほう

にも足が延びていきまして市内循環と東西バスと。

一定程度バス路線については整備をされたのかな

というふうに思っています。最近では、ポスフー

ルに通うバスがまた新たな路線として入ってきま

して、その部分についての東地区にも一定の影響

があったのかなというふうに思っています。

今少子高齢化も含めまして、駅横のところにバ

スターミナルをつくるというのは、高齢化社会を

にらんでまちとしてはコンパクトなまちづくりと

いうことを手がけていますけれども、既に近郊部

のほうに相当の住宅が張りついておりまして、買

い物へ行くにしても高齢化では大変不便になって

きて、なおかつマイカーを使うことも厳しい状況

になっているということで、今公共交通のあり方

についても駅横の関連する事業の一つとして検討

してまいりたいと思っています。

ただ、現実に進めておりますのは東西バスの運

行の時間帯の部分であるとか、そういうことを調

整をしながら地域の皆さん方の利便性の確保、拡

大のほうに向けて作業を進めていますけれども、

民間会社が営業しておりますバスで、東西バスに

よりますと年間約３００９９ぐらいの市の助成も

して運行しておりますので、より地域の皆さん方

に使いやすいようなバスの運行時間であるとか停

留所の関係も含めて、地域要望の関係につきまし

ては御意見を伺いながら進めていきたいと。抜本

的には、公共交通のあり方については、今年度国

交省からの交付金もいただきながら今準備を進め

る作業をしておりますので、その辺につきまして

は御理解を賜りたいというふうに思います。

上松議員。〇議長（小野寺一知議員）

どうもありがとうござ〇１番（上松直美議員）

いました。やっぱりひとり暮らしとか、老老夫妻

とか、ひとり暮らしのおばあちゃんたちが結構東

地区、旭東地区にいっぱいおりまして、週に１回

の買い物等についてもタクシーを使って往の ５

００９とか、ポスフールに行ってくるとか、西條

さんに行ってくるとか、そういった現状が私のほ

うに伝わってきまして、その中でやはりただのバ

ス路線の見直しとか利便性の向上だけではなく、

そういった人たちのニーズにこたえた的確なレス

ポンスの早い実効性のある確実にできる方向のも

のをやってほしいと思いますので、ひとつよろし

くお願いいたします。

最後に、私なりのちょっと新名寄市総合計画と

２つ目のＪＲ跡地についての意見を述べさせてい

ただきます。新名寄市総合計画について、市民自

治をベースに地方自治体として行政能力、財政基

盤を強化し、自立性を高め、多種多様の住民ニー

ズの中、住民みずからが主体となる地域自治、住
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民参画のまちづくりが重要になってきております。

少子化、急速な高齢化、労働力の減少による社会

保障の増大、また地球温暖化、オゾン層の破壊等

の問題をどのように解決していくかが問われてお

ります。そこで、協働参画により資源循環型の社

会経済システムの構築が必要となってきておりま

す。そういう考えのもとで、やはり新総合計画を

ローリング及び行政評価システムを踏まえながら、

レスポンスの早い抜本的な見直しをしていく。

次に、ＪＲ名寄駅整備事業について、自分なり

の考えを申します。今後名寄市が中核都市として

広域ネットワークの構築と再生プロジェクト的発

想を生かし、多種多様なニーズと産業構造改革な

どをどのように実行していくかが問われてくると

思います。さまざまな可能性をじっくり検討し、

考察し、あらゆる情報と人的ネットワーク、財源

をしっかり確保し、経済効果が最大限生かされる

プロジェクトとなることを熱望し、一般質問を終

了させていただきます。ありがとうございます。

以上で上松直美議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

以上で本日の日程は〇議長（小野寺一知議員）

すべて終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

御苦労さまでした。

散会 午後 ３時４５分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 小野寺 一 知

署名議員 佐 藤 勝

署名議員 田 中 好 望
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開議 平成２２年６月１７日（木曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（２５名）

議 長 ２６番 小 野 寺 一 知 議員

副議長 １９番 熊 谷 吉 正 議員

１番 上 松 直 美 議員

２番 佐 藤 靖 議員

３番 植 松 正 一 議員

４番 竹 中 憲 之 議員

５番 川 村 幸 栄 議員

６番 大 石 健 二 議員

７番 佐 々 木 寿 議員

８番 持 田 健 議員

９番 岩 木 正 文 議員

１０番 駒 津 喜 一 議員

１１番 佐 藤 勝 議員

１２番 日 根 野 正 敏 議員

１３番 木 戸 口 真 議員

１４番 渡 辺 正 尚 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 山 口 祐 司 議員

１７番 田 中 好 望 議員

１８番 黒 井 徹 議員

２１番 谷 内 司 議員

２２番 田 中 之 繁 議員

２３番 東 千 春 議員

２４番 宗 片 浩 子 議員

２５番 中 野 秀 敏 議員

１．欠席議員（１名）

２０番 川 村 正 彦 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 田 中 澄 昭

書 記 佐 藤 葉 子

書 記 三 澤 久 美 子

書 記 高 久 晴 三

書 記 熊 谷 あ け み

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 中 尾 裕 二 君

副 市 長 久 保 和 幸 君

教 育 長 藤 原 忠 君

総 務 部 長 佐 々 木 雅 之 君

市 民 部 長 吉 原 保 則 君

健康福祉部長 三 谷 正 治 君

経 済 部 長 茂 木 保 均 君

建設水道部長 野 間 井 照 之 君

教 育 部 長 鈴 木 邦 輝 君

市立総合病院
香 川 譲 君

事 務 部 長

市 立 大 学
三 澤 吉 己 君

事 務 局 長

上下水道室長 扇 谷 茂 幸 君

会 計 室 長 竹 澤 隆 行 君

監 査 委 員 手 間 本 剛 君

平成２２年６月１７日（木曜日）第２回６月定例会・第４号
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昨日に引き続き本日〇議長（小野寺一知議員）

の会議を開きます。

日程第１ 会議録署〇議長（小野寺一知議員）

名議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８０条の規定

により、

５番 川 村 幸 栄 議員

２１番 谷 内 司 議員

を指名いたします。

日程第２ これより〇議長（小野寺一知議員）

一般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

名寄市職員提案要綱にかかわって外３件を、佐

藤靖議員。

おはようございます。〇２番（佐藤 靖議員）

議長の御指名をいただきましたので、通告順に順

次質問をいたします。

最初に、名寄市職員提案要綱についてでありま

す。市長は、ことし３月２６日、名寄市職員提案

要綱について訓令を発しました。この訓令は、要

綱の第１条で記載されておりますように、市の事

務事業の改善などに関する職員提案を奨励し、実

現することにより職員の士気の高揚と活力ある組

織づくりを進めるとともに、公共の利益向上と効

率的、効果的な行政運営に資するを目的としてい

ます。

また、提案の内容は業務及び作業の能率が向上

するもの、市民サービスが向上するもの、経費が

節減されるもの、収入増加が期待されるもの、公

益上効果が増大するものに該当し、実現可能で具

体的かつ建設的なものでなければならないとして

います。地方財政が厳しくなりながらも市民ニー

ズの多様化が続いている時代にあって、職員の意

識改革の意味合いを込めたと思われる職員の提案

要綱が定められましたことは、今後その成果が大

いに期待されるところですが、この種の職員提案

はいつの時代も求められたことであります。特に

１９８０年に大分県で取り組まれた地域振興運動、

一村一品運動以来全国的に新たな発想による地域

振興策として積極的に取り組まれ、名寄市でも一

課一品運動が求められました。名寄庁内のピロテ

ィーから１階フロアへのスロープなど、一定の成

果を上げたことも記憶に新しいことです。当然の

ことながら、この種の取り組みについては継続的

に実施されているものと考えておりましたが、今

回改めて訓令として名寄市職員提案要綱が作成さ

れたことにかかわり、まず職員提案の過去５年間

の状況及び策定までの検討経過、さらに目指すべ

き成果についてお伺いします。

また、所属長に所属職員に対して事務事業の改

善に関する意欲の高揚を図るとともに、提案の機

運を高めるように配慮をしなければならないと求

めておりますが、具体的にどのような手法で意欲

高揚、機運を高めようとしているのかお知らせを

いただきたい。

さらに、職員研修担当の役割の中で提案の処理

に当たり審査の間、提案者の職及び氏名を秘とし、

採択された場合のみ公表するとしていますが、定

めにある既に提案された事項と著しく類似してい

るもの、単に不平不満または欠点などの状態を記

述しているもの以外については、職員の士気の高

揚と活力のある組織づくりの一助とする意味で公

表されてもよいのではないかと考えますが、御所

見をお伺いします。

次に、安心な名寄づくりにかかわりお伺いしま

す。住宅用火災警報器については、建物火災の死

者に占める住宅火災の死者の割合が約９割を占め、

建物火災の約６割が住宅火災、住宅火災の死者数

の５割以上が６５歳以上、住宅火災の死に至った

原因の約７割が逃げおくれなどの実情から設置が

法制化され、約１年後の来年５月３１日までに設

置しなければならないことになりました。名寄市

では、公営住宅への設置、名寄市高齢者住宅用火

災警報器設置助成事業の実施により高齢世帯を中

平成２２年６月１７日（木曜日）第２回６月定例会・第４号
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心に一定の成果を上げていると思いますが、昨年

１２月末現在の設置率は全国５２％に対し名寄市

は４ ５％となっています。昨年１年間の火災件

数は１２件、死者１名という状況もあり、さらに

積極的な設置アピールが求められますが、残す１

年間完全設置に向け、市としてどのような対応を

とられるのかお伺いします。

平成１１年１０月１５日に制定された北海道消

費生活条例が昨年１０月１６日に第３次改正とな

りました。ことし４月１日から施行となった同条

例の主な改正点は、悪質商法からの消費者被害防

止に力点が置かれていることでありますし、北海

道消費者協会を初め全道各消費者協会とも悪質商

法被害の撲滅を掲げて取り組んでいるところです。

さきの市政執行方針の中で市長は、消費生活の安

定にかかわり、消費者被害を未然に防止するため

に消費者みずからが正しい消費知識を得られるよ

うに適切な情報提供、消費者相談、講演会などの

啓発活動に努めますとわずか３行で示されており

ますが、これで十分とお考えなのでしょうか。名

寄市においても過去に悪質商法による被害が発生

しているとともに、今後も被害の発生が懸念され

るところですが、まず本格施行となった北海道消

費生活条例に対する市の認識についてお伺いしま

す。

また、改正条例の第１６条第１号の規定に基づ

く不当な取引方法として掲げられている消費者が

依頼または承諾していないにもかかわらず、消費

者の住宅もしくは業務を行っている場所を訪問し、

または住居などに電話をかけることにより消費者

の意に反して、または消費者に対して勧誘を拒絶

する意思表示の機会を与えずに契約の締結を勧誘

し、または契約を締結させること。消費者が勧誘

を受けることを拒絶し、または契約を締結しない

旨の意思を示しているにもかかわらず、契約の締

結を勧誘し、または契約を締結させることなどに

ついては、より周知の徹底で被害の未然防止につ

ながると考えますし、玄関先に不当な訪問販売お

断りなどと明記したステッカーを作成し、市内全

戸に配布する取り組みが必要と考えますが、御見

解をお伺いします。

次に、名寄市立総合病院にかかわってお伺いし

ます。まず、医療スタッフの動向についてであり

ます。市政執行方針では、２０の診療科に４９名

の固定医と７名の臨床検査医、合わせて５６名の

医療スタッフによって診察を行っていますと述べ

られましたが、２１年度中、加えて本年度に入っ

てからの医師、看護師を含め全医療スタッフの退

職者数、採用者数についてお知らせください。

また、新たに総合診療科の設置を掲げておりま

すが、同科を含め名寄市立総合病院の規模として

必要な医療スタッフの数についてもお知らせくだ

さい。特に医療スタッフにかかわり、２００５年

に受けた病院機能評価の際に受けた指導事項をど

う改善されたのか、また昨年の評価の中で新たな

指摘事項があればお教えください。

医師、看護師の確保については自治体病院全体

の課題であり、特効薬はないと考えられますが、

執行方針に掲げられております精神科病棟改築と

駐車場対策とともに、医療スタッフの負担軽減の

ため、一例ではありますが、コンビニ受診化の傾

向も見られる夜間の子供の病気などに対し、応急

対処の方法のほか適切な受診相談に応じる小児救

急電話相談の設置なども検討すべきと考えますが、

御所見をお伺いします。

最後に、ＪＲ名寄駅横整備事業にかかわってで

あります。経緯などについては、これまでの議会

議論、さきの代表質問で一定の理解をするもので

すが、土地の所有者がかわったことで一体開発の

行方も不明朗になっている状況下にあるのではな

いでしょうか。事業内容に関して執行方針では、

バスターミナルを初めとする施設整備、市民の利

便性を高め、市街中心部のにぎわい創出再生につ

ながる事業、名寄市民文化ホールの検討と述べら

れているだけで商工会議所が提案している経済セ

ンターの行方、西條が行う集客施設の概要などは
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不明のままです。改めてＪＲ名寄駅整備事業につ

いて、市の方針をお伺いします。加えて、市、商

工会議所、西條との３者協定書に基づく協議過程

についてもお教えください。さらに、今後の問題

点と課題についてもお伺いし、この場からの質問

とさせていただきます。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

おはようございま〇総務部長（佐々木雅之君）

す。ただいま佐藤靖議員から大きな項目で４点の

質問をいただきました。大項目１点目と２点目の

小項目（１）の住宅用火災報知機につきましては

私のほうから、大項目２点目の小項目（２）、

（３）の消費者行政については市民部長から、大

項目３点目は病院事務部長から、大項目４点目は

経済部長からの答弁となりますので、よろしくお

願いをいたします。

大項目１点目の名寄市職員提案要綱についてお

尋ねがありました。まず、これまでの経緯と策定

までの検討経過についてお答えをいたします。職

員提案制度につきましては、これまで平成１０年

度に旧名寄市が制定した名寄市人材育成基本方針

を合併後についても継承をして行ってきましたが、

人事評価制度の導入を制度化する必要が生じたこ

とから、平成２２年３月に新名寄市人材育成基本

方針を策定して、あわせて職員提案についても制

度化をすることにいたしました。これまで制度化

されていなかったので、職場改善等の提案を初め

事務事業など行政全般に関する提案まで範囲を拡

大して職員のやる気を引き出し、職場の活性化に

つながるよう日ごろから問題意識を持っている個

人やグループからの提案をより促すために制度化

をいたしました。

職員提案の過去５カ年間の状況につきましては、

自主研修グループ、Ｔ・Ｐ・Ｏというグループで

ありまして、スノードーム等の試験研修等を行っ

ております。また、上下水道室の職員では給水台

帳や管路網図のデータベース化、税務課におきま

しては滞納管理システムの構築、財政課におきま

しては起債管理システムの構築など事務の効率化

を目指して、また市民会館の嘱託職員の修理修繕

に対する提案もありまして、この辺につきまして

は積極的に取り組んだことに対しまして一定の成

果を上げたことに対しまして、市としましても表

彰条例の規定に基づきまして特別表彰をしてまい

りました。

目指す成果につきましては、職員提案制度の導

入が組織内で定着をし、職場の縦のつながりを超

えて市民サービスの向上や事務事業の効率化に対

して職員同士が職場の枠を超えてグループ的な議

論や提案ができるような環境づくりができるよう

になることを期待するものであります。また、若

い人でもこれまでの慣習にとらわれず、市民目線

で提案できるような仕組みや余り規制をかけない

自由な発想も今後の行財政改革に必要になること

が考えられます。今後具体的な手法につきまして

は整備をしていくことになりますが、この職員提

案制度を通じまして職員同士が研さんを深めてみ

ずからも積極的に住民サービスの向上につながる

事務事業など、行政全体に関する提案ができるよ

うな取り組みを進めてまいりたいと考えています。

所属長、職員研修担当者等の役割については、

制度の中で職場長の役割として所属職員に対して

事務事業の改善に関する意欲の高揚を図るととも

に、提案の機運を高めるように配慮することにな

っています。具体的には、課内会議や職場会議に

おいて制度の周知や活用について周知するととも

に、積極的に職員に対して働きかけをすることに

しています。その他職場議論だけではなく、職場

を超えて議論ができるような提案制度活用に関す

る研修等の開催についても検討していきたいと考

えています。

提案内容の公表につきましては、現状では審査

の間、提案者の職及び氏名を伏せ、採用された場

合のみ公表することにしていますが、提案に対す

る審査結果については提案者に対して具体的な説

明を行います。さきに述べましたように、この制
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度が組織的に認識をされ、職員同士が切磋琢磨し、

みずからも積極的に住民サービスの向上につなが

る事務事業など、行政全般に関する提案ができる

ようにという意識を持つようになった時点で市民

に対しても職員がどのような提案をしているかと

いうことについても公表できるようなシステムづ

くりを目指してまいりたいと考えています。

大項目２点目の安心な名寄市づくりについての

うち、住宅用火災報知機の設置状況についてお答

えします。住宅用火災報知機の完全義務化まで残

り１年となりましたが、昨年１２月の調査では議

員御指摘のとおり設置率は全国平均を下回ってい

る状況にありました。名寄市では、名寄市高齢者

住宅用火災報知機設置助成事業として、平成２１

年３月１日から平成２２年３月３１日まで機器の

購入、取りつけ費用の助成を行ったところであり

ます。当初の計までは ３９７世帯が該当となり、

その７割の世帯が申請すると見込んでおりました

が、実際には市民税課税者、所得割の人数約 ３

００名を０いた約 １００世帯が対０世帯となっ

ておりました。 １００世帯に対する設置世帯数

は８３５世帯で設置率は７６％となり、既に設置

済み世帯と合わせますと名寄市での高齢者世帯設

置率はおおむね８割を超えていると予想をされま

す。

なお、名寄市における住宅火災警報器の設置率

につきましては、消防署が計まをしております防

火訪問等を通して調査をいたしたいと考えており

ます。また、消防署では昨年 ８００世帯の一般

住宅及び独居老人宅を防火訪問し、防火指導とあ

わせて設置促進とチラシの配布、さらに各種普及

活動等を行ってきましたが、今年度は昨年の活動

に加え、共同住宅の所有者に対する説明会の開催、

避難訓練、救急救命講習、町内会及び老人クラブ

での普及活動の実施、さらにタクシーの車両を媒

体とする広報を予定しています。

住宅用火災報知機の普及の原点は、市民の防火

意識をいかに高めていくことができるかでありま

して、そのためには地域に密着した町内会活動と

の連携を深めていくことが大切と考えています。

残り１年、各町内会が行う防犯、交通安全運動に

加え、防火も意識の中に加えていただき、町内会

との連携を図りながら普及促進に努めてまいりま

す。火災等を未然に防止するためには、市民一人

一人に改めて広報等で防火意識を高めるよう意識

づけをするとともに、町内会においては子供たち、

高齢者、体の不自由な方などの火の取り扱いに特

に留意をしていただき、隣近所で助け合う関係を

ふだんから築くことを啓蒙し、防火対策の一環と

してまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

吉原市民部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは２の（２）、〇市民部長（吉原保則君）

北海道消費生活条例の改正への認識についてまず

お答え申し上げます。

本条例は、消費者と事業者との間の情報の質及

び量の違い、交渉力等の格差に考慮し、消費者の

利益を守り増進することを基本理念に定め、明確

に消費者の利益擁護を掲げ、平成１１年１０月に

制定され、その後２度の改正を経て、ただいまお

話のありましたように今回ますます巧妙になる悪

質商法や振り込め詐欺、死に至ることもある製品

事故等々、消費者生活を取り巻く状況が時代とと

もに複雑多様化している消費者問題により適切に

対応できるよう改正されたところでございます。

主な改正点につきましては、基本理念に消費者

の権利の尊重と消費者の自立支援を盛り込んだこ

と、事業者の責務をより細かく設定したこと、消

費者団体の役割を新設したこと、禁止される不当

な取引方法を明文化したことなどがあり、消費者

被害の発生拡大を防止する上でも大変有効な改正

と認識しているところでございます。名寄市とい

たしましてはこれらを踏まえ、消費者団体との緊

密な連携のもと、市民に対しさまざまな場を通じ

ての消費生活に関する知識の普及啓発活動の推進

に努めてまいりたいと考えているところでござい
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ます。

次に、悪質訪問販売被害撲滅への取り組みにつ

いてお尋ねがございました。悪質商法、不当な訪

問販売に対する住民への周知につきましては、広

報紙や消費者協会、防犯協会、警察署等が発行し

ている住民チラシなどによるほか、消費者センタ

ー、消費者協会によるセミナー、出前講座などに

より被害に遭わないよう注意喚起を促し、啓発に

努めているところでございます。

議員御指摘のステッカーの作成、配布につきま

しては、昨年北海道消費者行政活性化事業の助成

を受け ０００をを作成し、関係機関、団体を通

して配布したところでございます。ただいまお話

のございましたとおり、被害の未然防止と抑止効

果を高めるためには、このステッカーが非常に効

果的と考えますので、今年度も同活性化事業の補

助金を活用し、広く全戸に行き渡るよう努めてま

いります。なお、作成に当たりましては限られた

サイズでございますので、デザインや文言等につ

いても消費者団体とも十分に協議の上、より効果

的なものにしてまいりたいと考えておりますので、

御理解を賜りたいと存じます。

また、悪質訪問販売の被害者は、高齢者など社

会的な弱者の方が多いことから、今後とも消費者

団体はもとより地域包括支援センター、社会福祉

協議会など関係機関との連携を一層深め、その撲

滅に向けて地域の安全は地域全体で守るを基本に

さまざまな取り組みを進めてまいりたいと考えて

いるところでございます。

私のほうからは以上でございます。

香川病院事務部長。〇議長（小野寺一知議員）

大きな〇市立総合病院事務部長（香川 譲君）

項目３番目、名寄市立総合病院にかかわってとの

御質問がありましたので、答弁させていただきま

す。

最初に、医師、看護師を含めた医療スタッフの

退職及び採用の状況についてお答えします。まず、

医師につきましては、退職は平成２１年度末に１

２名、今月の４日付で１名、一方採用は本年４月

１日付で１１名、今月２１日付と７月１日付で１

名採用の予定であります。次に、看護師につきま

しては、平成２１年４月１日時点で２６３名、年

度末までに１８名が退職、その間に随時募集を行

い９名を採用、本年４月１日付で８名、随時採用

でも２名採用しております。今後退職予定が２名

おりまして、差し引き看護師の数は２６２名とな

っております。このほかに臨床心理士１名、診療

情報管理士を新たに１名採用したところでありま

す。

当院の規模として必要な医療スタッフ数につい

ての御質問がありましたけれども、全国的にも医

師、看護師不足が社会問題となっている中、看護

師は現行で１５から２０名ほど不足しているほか、

医師の適正数についてはどのような医療方針にす

るかによって大きく異なってくると思います。例

えば地域完結型の医療方針ですと、ＩＣＵに３人

から４人、呼吸器内科に３人、消化器内科に２人

から３人、このほか精神科にも１名が考えられま

す。現状は、医師法の規定による基準は満たして

おりますけれども、今後も現状以上の医療スタッ

フの確保に努めてまいります。

病院機能評価における指摘事項につきましては、

平成１６年の受審の際に労働安全衛生委員会が法

律で定められているとおりに開催されていなかっ

たことで指摘を受けていました。現在では、毎月

開催をして医師、看護師などの時間外労働状況の

把握を行い、負担軽減につながる取り組みを行っ

ているところであります。なお、昨年１１月に受

審をしました病院機能評価では７領域で５８０小

項目について審査を受け、その結果、審査時点で

は５項目について指摘事項を受けましたけれども、

その後文書による改善報告を行いまして、その結

果、本年３月５日付で通算３回目となる認定病院

となったところでございます。

次に、医療スタッフの負担軽減に関する御質問

がありました。最初に、医師の負担軽減対策につ
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いてでありますが、このたびの診療報酬改定によ

り１０年りりに診療報酬が ５５％引き上げられ

ました。ただし、この中には重点課題として救急、

産科、小児、外科等の医療の再検討、病院勤務医

の負担軽減が掲げられています。前回の改定でも

勤務医の負担軽減のための計ま策定を義務づけた

加算設定がありましたが、今回も急性期看護補助

体制加算等については勤務医負担軽減計ま等が義

務づけされております。加算を取得するための施

設基準に病院勤務医の負担軽減及び処遇の改善に

対する体制という文言も付加されていることから、

各医療機関においては勤務医の負担軽減に向けた

取り組みが必要となっています。当院での取り組

みとしましては、医師への勤務時間、労働実態に

関するアンケート調査を行うほか、毎月開催しま

す安全衛生委員会で時間外勤務の実態を把握、検

証して医師の負担軽減につながる方策をとってい

きたいと考えております。

また、看護師の状況につきましては、代表質問

でもお答えしたとおり１０対１の配置基準は辛う

じて維持はしていますが、夜勤のできる看護師の

数に余裕がないことから、部署によってはオーバ

ーワークになっている状況にあり、早急に看護師

確保が必要となっております。看護師の確保に当

たっては、代表質問での答弁の繰り返しとなりま

すけれども、今定例会において一部改正をさせて

いただいた看護師等学資金の貸与条例の運用、大

学、看護師養成所への協力依頼及び定時、随時募

集による採用のほか、名寄市立病院ＯＢ会やＯＢ

看護職員などのネットワークを活用し、確保に努

めてまいりたいと考えています。さらには、院内

の看護師などからの潜在看護師に関する情報の取

得も必要であると認識しております。このほかに

医師、看護師確保対策の一端として２４時間保育

などの環境整備が求められていることも理解して

おりますので、現行の保育施設での対応が可能な

のかどうか検討してまいります。

コンビニ受診を危惧されての御質問がありまし

た。胆振管内の診療所では、年中無休の２４時間

診療に取り組むなど地域医療のモデルケースとし

て全国から注目を集めておりましたが、いわゆる

緊急性のない軽症患者によるコンビニ受診の横行

が医師の過重労働を招き、その結果、常勤医３人

全員が退職するという事態が起きております。

当院では、正規の診療時間以外にも医師、看護

師を配置して日当直体制をとり、救急診療に備え

ております。夜間、休日診療に係る患者は、平日

の５時以降で１日平均２０から３０名、休日では

１日平均４０から６０人であり、医療スタッフは

通常で小児担当医１名、小児以外の担当医が１名、

そして研修医が１名、合わせて３名、看護部門で

は看護師が３名から５名、薬剤師１名が日直、当

直をしている状況にあります。このほか各種検査、

緊急手術等の呼び出しに対しては各科医師、手術

室の看護師及び放射線技師、医療技術部職員が自

宅待機をしております。

お尋ねの夜間、休日診療に係るコンビニ受診的

患者の状況、現段階では十分に把握はできており

ませんけれども、そのような患者が受診をして本

来の救急診療が必要な患者さんの診療の妨げにな

っている状況にはなっておりません。まれにその

ような患者と思われたときは、医師からできる限

り平日の診療時間内に受診していただくようにお

願いをしているところであります。

御提案のありました小児科救急電話相談の設置

につきましては平成１９年、士別市立病院と名寄

市立総合病院の小児科を当院に集約したときから

夜間、休日に電話相談を受ける体制を既にとって

おります。小児科だけに限りませんけれども、夜

間多いときで１０件ぐらいの電話相談に対応して

おります。周知が足りないとの御指摘を受けるか

もしれませんけれども、対応できるマンパワーの

問題もあり、現状では不都合はないと考えており

ます。よろしく御理解くださるようお願いいたし

ます。

以上、答弁といたします。
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茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、大きな項〇経済部長（茂木保均君）

目４点目、ＪＲ名寄駅横整備事業についてお答え

をいたします。

初めに、一体開発の行方についてでございます。

昨年１０月に議会の承認をいただき、土地を株式

会社西條に譲渡させていただきました。この間、

国の経済対策の縮減に伴い株式会社西條において

も相当な計まの見直しを行っており、譲渡した土

地での開発には至らなかったことや具体的な案と

して公表ができなかったことを議会の皆様にも御

心配をかけている状況と考えているところでござ

います。しかしながら、西條からは経済活動にお

いての十分な収支の調査が必要であるとのことか

ら、現在も出店業者の選定など必要な調査活動を

進めていると伺っている状況でございます。また、

西條の事業計まは市が整備する行政機能と相乗効

果のある施設開発を念頭に進めており、市とは随

時調整を進めているところであります。また、現

在の予定地内にはＪＲ北海道の所有地があり、西

條の商業集客施設機能と行政機能の複合化には不

可欠となっていることから、土地の一体利用を推

進するために用地交渉を進めてまいりますので、

御理解をいただきたいと存じます。

次に、３者協定に基づく協議経過についてお答

えをいたします。昨年５月に締結した協定に基づ

き、西條の事業計ま案に対する助言や上部関係機

関との調整など、必要な作業に対する協議につき

ましては定時及び随時開催し、今日に至っている

ところでございます。また、昨年来より計ま立案

を行っていた名寄地区都市再生整備計まが国土交

通大臣の認可を得たことから、複合交通センター

に商工会議所が提案している経済センターの併設

の検討や西條の集客施設と一体となった地区の一

体開発の具体的な事業展開へ移行することから、

引き続き３者での議論を重ね、事業計ま案を樹立

し、パブリックコメントなどにより市民意見を聴

取する機会を設定し、事業化を進めてまいります。

次に、今後の問題点と課題についてお答えをい

たします。厳しい経済環境の中で中心商店街の現

状は、消費者のライフスタイルの変化、モータリ

ゼーションの進展に加え、商圏人口の減少や後継

者不足による高齢化などで商店街の空洞化が進行

しております。中心商店街の最近の問題点として

は、市街地中心部での大型宿泊施設の事業廃止に

伴い人の流れが縮小し、大きく変化してきており

ます。そのため、駅横地区のにぎわいの創出をき

っかけとして市民を誘導する地域に根差した魅力

ある中心商店街を目指し、中心市街地近代化事業

や店舗、事務所の施設整備等の支援策を商工会議

所はもとより、商店街振興組合や個人事業者など

関係者と協議を行い、中心商店街の振興を進めて

いかなければならないと考えているところでござ

います。

以上、私からの答弁といたします。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれ御答弁をいた〇２番（佐藤 靖議員）

だきましたので、再質問をしていきたいと思いま

すけれども、まず職員提案要綱についてでありま

すけれども、これは私は非常にタイムリーという

か、効果を非常に期待をする要綱であるだけに少

し御質問をさせていただきたいと思うのですけれ

ども、細かい点になるかと思いますけれども、ま

ずはその要綱の市の例規類集に記載しているのは、

部長の答弁の中にも人事評価という部分がありま

したけれども、第４編、人事、第４章、研修、表

彰というところで記載されております。つまりこ

れは、基本的に人事考察に加えるというものなの

か、それとも職員研修の一環という意識なのか、

これによって要するに職員側の受けとめ方がちょ

っと変わってくると思いますけれども、その点に

ついてはどういうふうにお考えになっております

でしょうか。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

基本的には、職員〇総務部長（佐々木雅之君）

研修を積極的に進めたいというふうに考えていま
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す。先ほどの実績の関係につきましても平成１７

年、合併前の旧名寄市での実績がほとんどであり

ました。嘱託職員の方については、平成２０年度

ということでありましたので、合併してからやは

り仕事の一元化ということで旧名寄市、旧風連町

の職員が一生懸命にお互いの持っている情報、仕

事のやり方も違っている部分の調整、すり合わせ

もしながら取り組んできて、言葉はちょっと悪い

かもしれませんけれども、もがき苦しんできて合

併後の新名寄市の仕事を事務執行後してきたのか

なと思っていますので、基本的にはやっぱり職員

研修を積極的に拡大をしていきたいなというふう

に考えておりまして、よろしくお願いいたします。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

私も人事考察というこ〇２番（佐藤 靖議員）

とよりもやっぱり職員研修という意味合いでこの

ことを考えたほうがいいというふうに考えますけ

れども、次にもうちょっと細かく入りますけれど

も、目的の中に使っている士気という言葉、武士

の士を使って士気と。これを辞典でひもとくと、

兵士の戦いに対する意味合いと。ある意味では、

人々が物事を団結して行うことでの意気込みと。

もう一方、志の志気という表現があります。こち

らのほうは、物事をなそうとする意気込み。どち

らかというと、この要綱に合っているのは志の気

のほうだと思いますけれども、それをあえて武士

の士を使う士気を使ったという意味合いは何かあ

るのかというのをお伺いしておきたいと思います。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

この職員提案の関〇総務部長（佐々木雅之君）

係につきましては、個人だけというよりは今の仕

事がどちらかというと個人でできることにつきま

しては限界がありまして、業務見直し等の関係に

つきましてもグループを使って先ほども一部答弁

をしましたけれども、縦割りから横のつながりを

大切にした事務事業の改善等も必要なのかなと。

そういうことも含めまして、そのような使い方を

させていただきました。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

今までの答弁を見ると、〇２番（佐藤 靖議員）

職員研修の一環であると。もう一つは、そのグル

ープという。そうすると、第６条から第８条、い

わゆる処理から審査までの進め方という流れを見

ていくと、受理した提案が特定の課に限られてい

ると、場合によっては所管に属する課長の意見を

徴し、課長は内容を調査検討した場合は提案に対

する意見書を職員研修担当に提出、その提案参考

意見書があると同意見書を添えて提出審査会に付

すると。この審査会は部次長の構成員で構成され

ている、内容によっては庁議において審査する、

場合によっては審査会で提案者から説明を受ける、

非常にかた苦しくなっております。もっと部長が

おっしゃる例えば縦ラインではなくて横ラインだ

と、個人ではなくてグループだと、グループでい

ろいろ検討して挙げてきたこと、それがこの審査

会で、それは正しいのかもしれません。ルール上

は正しいのかもしれませんけれども、こういうか

た苦しいやり方をしていて本当に提案というのが

受けやすい、出しやすい、発議しやすいものと言

えるのでしょうか。私は、もっと自由闊達に意見

が出せるような運用をしていかないと、それはあ

る意味で再検討というのは今後していくというこ

とになると思いますけれども、そういう意識をも

っと持ったほうがいいのではないかというふうに

思いますけれども、その辺の見解をお伺いしてお

きたいと思います。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

一部表彰の関係も〇総務部長（佐々木雅之君）

ありましたので、類似するようないろんな市町村

の提案制度の要綱等を調べましてつくりましたけ

れども、趣旨は今議員おっしゃるとおり積極的に

職員から提案制度をさせて手続的な形を明確にす

るということもありましたので、このようになっ

ていますけれども、基本的には縦割りだけではな

くて、さまざまな分野の部分につきまして個人だ

けではなくて職員の提案もできるだけ多く出させ
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たいと思っていますので、制度の要綱の不備なと

ころとか、もう少し出しやすいような環境づくり

については先ほど言いましたように説明であると

か職員研修も含めて積極的な事例も発表しながら

取り進めていきたいなというふうに考えています。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

私も合併から４年が経〇２番（佐藤 靖議員）

過して、旧風連町職員の皆さんあるいは旧名寄市

職員の皆さんそれぞれがやっぱり感じることを、

もっとシステム的に改善をしなければならないと

思っていること、あるいは新しく入ってきた職員

の皆さんが市民感覚で、いや、こういうふうに変

えたほうがいいと思えるような、それがきちっと

発議しやすいようなシステムを何とかやっぱりこ

れを生かしていただきたい。そういう意味では、

部長おっしゃるように課内会議あるいは職場会議、

職員研修、それを積極的に活用するとともに、１

３条の必要な事項は職員研修担当が別に定めると

いうこの要綱があるわけですから、これをもっと

生かしてよりわかりやすい、より効果的なものに

なることを御要望しておきたいと思います。

２点目の安心の名寄市のまちづくりについては、

答弁のとおり住宅用火災警報器については、これ

は個人の意識高揚というのが非常に大切なもので

ありますけれども、一方去年の１２月でまだ５０

％に達していないという状況からいうと、部長お

っしゃるようにやっぱり町内会活動の中でどうい

うふうにこの火災への意識啓発というのをしてい

くか、そのことをやっぱり真剣に考えていただき

たいと。町内会は、おっしゃるように防犯あるい

は交通あるいは育成部、衛生部、それぞれの部は

持っておりますけれども、防火というのはなかな

か広がっていないと。ただ、一番おっかないのは

火災が１件発生した場合、延焼を含め町内会の住

民の皆さんがあるいは亡くなる、あるいはけがを

負うということもありますので、これは町連協と

も連携をしながらぜひ進めていただきたいと思い

ます。

それと、訪問販売防止のステッカーについては

全戸配布を検討されるということでありますので、

それはよしといたしますけれども、私も士別がこ

の基金を使ってシールをつくりまして全戸配布を

しました。それを１をもらってきて自宅に張って、

士別市あるいは士別警察署というのは切り取って、

そこの悪質訪問販売お断りしますという、それだ

け張っているのですけれども、先日見ず知らずの

人がうちのチャイムを鳴らしまして、行こうと思

って、ちょうどうちはベランダから玄関が見える

ものですから、見たら知らない人で紙袋を持って

いて、ぱっと押した後そこに見たのでしょうね。

そのまんまＵターンして帰っていきましたので、

これは効果があると。特に今でも昔、２０年ほど

前につくった悪質訪問販売禁止のステッカーを掲

げている住宅がまだありますし、高齢世帯の皆さ

んあるいは独居の皆さんを含めて門前で払うと。

それに加えて、やっぱりどういう対処をするかと

いうアピールをすると。とにかく被害が起きてか

らはどうにもなりませんので、ぜひそのことは徹

底して進めていただきたいと思います。

さて、病院ですけれども、まず小児、１９年か

ら病院のほうでは小児の電話相談というのを受け

ていると。ところが、それは部長もおっしゃって

いましたが、周知の部分についてはまだ足りない

と。実質それどこで、例えば病院のホームページ

を見ても一切その掲載はありません。小児科のと

ころを開いてもこういう相談がありますとは書い

ておりません。だけれども、どこかでそれをＰＲ

して、それをＰＲして積極的にうたわないと、こ

の小児科の部分のコンビニ受診というのは減って

いかないと。それは何件か、１０件ぐらいあると

いうことでありますけれども、その１０件の方は

どこで知って、どうやって対応しているのかが全

く、アピールをしていかないと見えてこないとい

うふうな、私はやっぱりそれはやっていますとい

うことではないというふうに感じますけれども、

部長はどういうふうに思っていますか。
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香川病院事務部長。〇議長（小野寺一知議員）

夜間の〇市立総合病院事務部長（香川 譲君）

窓口について、主な普通の患者さんの来方として

は、まず事前に電話でこういう容体ですと、そう

いうことでお話しされてくるのが一般的と。そう

いうことで、ほとんど事務当直あたりに聞きます

とそういうことが一番多いですよと。それに対し

て事前にお名前を伺って、カルテや何かを出して

おくと、そういった中でやっております。ただ、

この１９年、確かに議員指摘のとおり私どものほ

うで小児外来についてもこのように相談を受ける

ようにしたところなのですけれども、これについ

ては正直言って対外的というか、周知については

ほとんどしていなかったと、これは率直に認めざ

るを得ないということでありますので、今後この

種の問題については速やかな対処をしていきたい

と、こういうふうに考えております。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

私は、夜のコンビニ受〇２番（佐藤 靖議員）

診、小児科で来た場合は今部長がおっしゃったと

おり、まず患者さんから状況の電話が当直に入る

と。当直は、それを医師には渡さないのですよね。

看護師さんに電話入っていますと。看護師にその

判断はできないのですよね、逆に言えば。こんな

状況です、１週間前から熱が出て、せきがひどい

のでと。それなら、あした受診してくださいと言

われたとき患者さんのほうから何かあったらどう

するのと言われたら、では来てくださいと。それ

は、電話相談ではないのですよ。電話相談という

のは、しっかり番号を明記して、そこでちゃんと

それを受けてドクターが、いや、それならこうい

う対応を今はしておいてあした来てくださいとい

うのが電話相談なので、その辺をやっぱり私は履

き違えたらだめだと。しっかりやっぱりアピール

するときは、その辺も考えてアピールしてもらわ

なければ困るというふうに思いますので、ぜひ善

処をお願いしたいと思います。

特に医師あるいは看護師の確保対策を見ると、

私は看護師確保対策をこれまでも議会あるいは予

算、決算でそれぞれ各議員の皆さんにおっしゃっ

ていますけれども、ずっと言ってきたことは足り

ないのなら、例えば潜在看護師をしっかり確保し

なさいと、したほうがいいのではないかと言って

いて、それは対処していると思っていた。ところ

が、１５日、駒津議員の答弁で市長は市内潜在看

護師の状況把握も必要と考えているということは、

していないということなのです。そうでしょう。

それと、佐藤勝議員の答弁でも看護師確保につい

ては部長が訪問活動をして協力を依頼していると。

看護部長は看護師の全体、先ほどのを言うと２６

２名、この中で今ぎりぎりのものをやっていて、

どうやって調整しようか、参事あるいは課長ある

いは係長と日々そういうやりとりをしなければい

けないのに看護師確保だけは、今度は看護部長が

訪問活動をしていますと。それだけで本当の確保

と言えるのでしょうか。もっとやっぱりそこには

真剣に取り組む必要があると思いますけれども、

これでは万全とは言えないと思いますけれども、

部長はどういうふうにお考えでしょうか。

香川病院事務部長。〇議長（小野寺一知議員）

例年看〇市立総合病院事務部長（香川 譲君）

護部長が大学も含めて近郊の各看護師養成所、こ

れに対して依頼していることについては、これは

もう過去何十年というか、そういうことでやって

きていることであります。ただ、今言われている

とおり、かなり看護師確保が深刻になっている中

で果たしてそれだけでいいのかと、その方法でい

いのかということだと思いますけれども、それに

ついては例えば看護部長は私はやっぱり率先して

そういう部分に出るべきだと思いますし、ただそ

の場合の陣容についてもただ看護部長が１人で行

くのではなくて、ほかに例えば看護部の中にも参

事というのがおりますので、例えばそういうふう

に複数体制にして病院のそういう看護師確保にか

ける意気込み、そういった部分もまたあらわして

いくのが必要でないのかと、最近このように思っ
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ておりますけれども。

なお、潜在看護師の確保について、何もやって

いないのではないかという御指摘がありました。

今回、本年度１年かけて医療コンサルを導入して

の経費節減、収入増加を図る中で、さきのインス

トラクターの中からもそういう看護師の確保につ

いて、特に潜在看護師についてはなかなか把握は

難しいだろうと思いますけれども、例えば院内の

看護師さんからの情報を得るとか、そういった潜

在看護師に対する。そういった部分でなるべく確

保に努めていってはどうですかと、そういうよう

なアドバイスも受けておりますので、改めてそこ

の部分も強化していきたいと、こういうふうに考

えております。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

潜在看護師については、〇２番（佐藤 靖議員）

今部長は何もしていないということではないと言

うけれども、今言っているのは何もしていないと

いうことですよ。これからするということですよ。

そこは間違ってもらっては困ると思いますけれど

も。

それと、看護師の雇用条件というのがホームペ

ージにアップされております。それぞれ給料体系

を載っけて正直なのです。物すごく名寄市立病院

は正直だと思うのです、私は。看護師２年卒で１

７万 ２００７、３年卒で１７万 ８００７、４ 

年卒で１８万 ８００７、助産年で２０万７、そ

れはいいです。都市部の病院に比較して当然なが

ら水準が低いというのは、それは名寄市の状況か

らいってそうだというのは、それもいいのです。

その後に続くのですよね。加えて、期末手当につ

いても採用後６カ月以内の場合、在職期間により

期末、勤勉手当が減額になりますと。さらに、注

意書きでも上記給料などの条件は平成２１年１２

月現在の内容ですと。条例、規則の改正により採

用時の条件などが変更になる場合がありますと。

なお、平成２４年３月までの間、名寄市の財政健

全化計まに伴い、給与月額の３％削減されますと。

正直なのです。間違っていないのです。正しいの

です。

ところが、これで本当に新しい看護師がこの状

況を見てくるのかと。今の病院の経営、例えばい

ろんな病院が経営苦しい、自治体病院が苦しい、

赤字がある、いや、でもあれだと言っているとき

により不安感を募るような内容、正直なのですよ、

何回見ましても。もっと書き方があるだろうと。

例えば名寄市立病院は、地域にしっかり貢献して

いますと、名寄市とともに名寄市民あるいは患者

の皆さんに親切にやっていますと。要するにぼか

せとかということではなくて、名寄市立病院が市

民の、名寄市にあってどういう位置にあって、ど

ういう活動をしてきているのか、だからこの地で

働きませんかというふうに、厳しいかもしれない

けれども、やってみませんかというような私は内

容に変えて、これが新しい看護師を確保するとい

うことにもつながるかもしれないので、その辺は

検討すべきと思いますけれども、部長はどういう

ふうにお考えですか。

香川病院事務部長。〇議長（小野寺一知議員）

ホーム〇市立総合病院事務部長（香川 譲君）

ページの件だと思いますけれども、昨年の１１月

に病院の機能評価、これを受けました。その中で、

その過程の中でずっと使っていましたホームペー

ジをリニューアルを取り急いで行いました。そし

て現在に至っております。それは、議員は見られ

ていると思いますけれども、その中で内部の中で

もいろいろ取り急いでつくったものであるから、

見直す部分もあるのではないかという議論もあり

ます。ただ、今御指摘のありました給与について

の削減の関係、これは確かに名寄市は独自削減に

ついてうたっております。お隣の士別ではうたっ

ておりません。稚内、留萌ではうたっております。

こうしたことで、随分いろいろな取り扱いはまち

まちだと思いますけれども、やはり応募する方の

立場からすれば、この削減についてだけ言えば、

やはり正確なところを知っておきたいと、そうい
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うことが私は求められているのではないかなと思

っておりますし、それと病院の魅力についてもっ

と訴えるべきだというお話がありました。確かに

そうだと思います。ことしの年度の病院の方針の

中にホームページの充実と情報の発信、これが一

つのテーマになっております。こういったことも

考えまして、議員の指摘については謙虚に受けと

めていきたいと、こういうふうに思っております。

以上でございます。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

今議論しているように〇２番（佐藤 靖議員）

医師あるいは看護師、医療スタッフの確保という

のは非常に厳しい状況、全国的にこれは厳しい状

況。そういう意味では、だけれども結局やっぱり

医師は院長を含めて独自の世界というのがあるの

で、院長が率先して確保すると。看護師は、これ

も独自のことで看護部長が中心的にやる。それは

当たり前、当然のこと。ただ、私はそれを支援す

る機構というのが事務部に必要だと思うのです。

市長は、お伺いしますけれども、ことし、今回の

行政執行方針の中にことし５月に平成２２年度の

行財政改革実施本部を立ち上げましたと、設置し

ましたという報告をされました。これまでその種

実施本部で年度を区切ったというのは、私は異例

だというふうに感じているのですけれども、この

年度を区切ったというのは、市長がいつもこの議

会でもおっしゃっているスピーディーな検討とい

うことだと思いますので、ぜひこういうスタッフ

の確保についても機構的にどうであるべきなのか

というのを、そういう行財政改革実施本部の中の

でも検討されてはどうかというふうに思いますけ

れども、市長の見解をお伺いします。

加藤市長。〇議長（小野寺一知議員）

今行財政改革本部が年度〇市長（加藤剛士君）

を区切ってというのは、本年度に限ったことでは

ないのかなというふうには理解をしています。正

直申し上げて、私も入ってまだ２カ月の中で、中

の部分の問題点がすべて把握できているわけでは

ありません。しかしながら、今議員から御指摘い

ただいた意見も含めて、最初の初登庁のときにも

私申し上げましたけれども、明るい元気なまちづ

くりだと。そのためには、まずは市役所から明る

さと元気さと、そうしたことを発信していかなけ

ればならぬと。そのために我々がどうするべきか

ということを考えなければならぬというふうに思

っていますから、そうしたことがまずは行財政改

革の基本かなというふうに思っていまして、今ほ

どからずっと御指摘いただいている人材育成も含

めて、私みずから汗をかいて頑張ってまいりたい

というふうに思っています。よろしくお願いいた

します。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

最後に、ＪＲ駅横につ〇２番（佐藤 靖議員）

いては最終日、関連の議案もありますので、そこ

でもまた議論を深めたいと思いますけれども、そ

の参考にさせていただきたいのですけれども、こ

の課題というのは去年１０月３０日、民間に売る

というのを議決しました。それは、ある意味で西

條さんがくい打ちもしなければいけないというこ

ともあり、議会としては異例ではありますけれど

も、議長のコメントをつけて議決をすると。その

基本にあったのはやっぱりにぎわい、あるいは一

体感あるいは３者協定書、これが基本にしっかり

あるのだという意味を込めたある意味では議決と。

ところが、それ以降どうも一体感が見えなくなっ

て、事業の特殊性もあるのでしょうが、見えなく

なってきた。特に西條さんがやろうとした高齢者

向け住宅というのは、名寄と伊達に決めようとし

ていたけれども、伊達のほうに決まってしまった

と、名寄はだめでしたと、こういうことでそれも

見えてこない。

そういう中で私は１つ気になったのは、あの協

定書の第１条に速やかにという表現をされており

ます。速やかにというのは、行政的には直ちに、

遅滞なく、速やかに、ある意味では３段階あった

らその３番目、速やかに、あれだけ遊休地がある
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ので急がなければいけないという、速やかにとい

うのはそういうことかと思ったら、ある意味では

３番目と。

もう一つ気になったのは、あの住宅をつくると

きに法令上、出入り口が１カ所ということが許さ

れていたのかと。これは、野間井建設部長にぜひ

この辺は御説明いただきたいのですけれども、当

初計まにあった出入り口１カ所で建設することと

いうのは、法令では可能というふうにあったのか

どうなのか確認をしていきたいと思います。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

今３者協定あるいは〇経済部長（茂木保均君）

土地の売買契約書の中で速やかに事業に着手する

と、この意味合いの関係でございます。私どもの

思いとしては、やはりなるべく早く事業に着手す

るというような思いでございました。しかし、先

ほど来お話ししておりますようにやはりこの一つ

の経済不況といいますか、この状況あるいは国の

制度の変更というようなことで、どうしてもやは

り商業ベース、経済ベースの中で収支の問題があ

ります。こういったものがきちっとプラスになる

ようなというようなことを含めて、いろいろ調査

をしているというようなことでやむを得ない状況

かなというふうに思っておりますけれども、名寄

市あるいは商工会議所、そして西條とともにこの

ことについては、いわゆる信頼関係の中で成り立

っている土地の処分でございましたから、今後も

いわゆる当初のこの速やかにという、この思いを

きちっとお伝えをして事業展開をしてもらうよう

に要請をしたいと思います。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

建物の出入り〇建設水道部長（野間井照之君）

口の関係でございますが、きのう図面を見せてい

ただきました。建築基準法的には、出入り口はこ

の構造物、中身が少しわかりませんけれども、こ

の構造物ですと２方向が必要だということであり

ます。ただ、公道に接している部分では建物は建

築できるということも含めて、一方の方向的には

公道に面しなくてもそういう避難口がとれれば、

避難路がとれれば建てる可能性がある建物だと。

ただ、どんな建物か詳細図面がないので、法的に

は何とも今のところ申し上げられないというふう

に思っています。

以上で佐藤靖議員の〇議長（小野寺一知議員）

質問を終わります。

加藤市長の選挙公約について外２件を、木戸口

真議員。

おはようございま〇１３番（木戸口 真議員）

す。ただいま議長のお許しをいただきましたので、

順次一般質問をいたしたいと思います。今定例会

では、私は加藤市長に３件の質問をいたします。

１５日からの代表質問でも質問がなされ、重なる

部分もありますが、皆様方の御理解をいただきた

いと思います。

１点目に、加藤市長の公約についてということ

で、名寄市市長選挙は新人同士の戦いで３９歳の

若さあふれる加藤剛士市長が誕生いたしました。

選挙期間活動中、多くの市民に支持を訴え、多く

の約束をしたと考えます。加藤市長には、６項目

４０件に上る公約を掲げ、見事当選され、合併後

２代目市長となられました。任期の中での公約を

どう取り進めるかを伺います。

１点目に、公約として６項目４０件の市民の皆

さんとの約束をどう進めるのか。

２点目に、公約を進めるに当たり財源確保、市

民理解をどう進めるのか。

３点目に、選挙期間中の中でも発言されていま

したが、責任世代とはどのような世代で、期待す

るところは何なのか。

４点目に、民間出身者の加藤市長が描く目指す

新たな名寄市はどんなものか。

２番目に、現状の名寄市行財政改革について。

加藤市長は、施政方針の中で収入が減少し、厳し

い環境の中でまちづくりを進めるには、行政改革

は必須の取り組みとの考えを示されました。名寄

市の財政状況は、平成２１年５月末現在で基金は
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一般、特別会計合わせて３８一 ５５２万７で市

民１人当たり１２万 ３４４７、また民金は地方

債残高で特別会計を含む全会計総額で４２３一

２７６万７となっています。１人当たり１３７万

７６７７となっております。私は、大変厳しい状

況にあると考えております。待ったなしの行財政

改革をどう進めるのかをお伺いいたします。

１点目に、平成２０年決算、２１年決算見通し、

今後の財政状況をどうとらえているのか。

２点目に、待ったなしの行財政改革を民間会社

名寄市的発想とスピード感を持ってと示されてい

るが、考え方について。

３点目に、その具体的な取り組みについて。

３番目に、定住化促進及び短期移住体験住宅、

滞在型観光の創設について、近年団塊の世代の退

職者の発生、田舎暮らしにあこがれる若者、新規

就農を目指す者、夏場の北海道体験を目的の人々、

近隣市町村でも活発な事業を展開しているもので

ありますが、加藤市長の公約でも体験型観光の創

出、支援、定住型促進のための基盤整備充実を掲

げていますが、考えをお伺いいたします。

１点目に、現在の取り組み状況は。

２点目に、気軽に名寄を知ってもらえる短期移

住体験住宅事業が必要と考えるが。

３点目に、名寄市立大学の名寄休暇村構想提言

をどのように検討されたのか、実現に向けて進む

べきと思うが。

４点目に、近隣では公営住宅、教員住宅などの

有効利用を行っているが、取り組む考えはないの

か。

５点目に、庁内横断的プロジェクトチームでの

対応を検討できないのか。

以上３点を申し上げ、壇上からの質問といたし

ます。よろしくお願い申し上げます。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま木戸口議〇総務部長（佐々木雅之君）

員から大きな項目で３点の質問をいただきました。

すべて私からの答弁となりますので、よろしくお

願いいたします。

大項目１点目の加藤市長の選挙公約についてお

答えします。市民の皆様に約束をした公約につい

ては、任期中の実現に向け、取り組んでまいりた

いと考えておりますが、１０年先、２０年先を見

据えたものもあり、その推進につきましては緊急

性の高い事業に優先順位をつけた対応が必要と考

えています。市立食肉センターの改修につきまし

ては、さきに加工施設に係る実施設計費の補正予

算を提案させていただき、本年度から年次計まを

持って進めたいと考えています。また、市立総合

病院に係る精神科病棟改築や駐車場整備など、利

用者や地域町内会の皆様に御迷惑をかけている緊

急の課題についても早急にその方針を出してまい

りたいと考えています。陸上自衛隊名寄駐屯地の

堅持や行財政改革など不断の取り組みが求められ

る課題や地場産品のＰＲ、地域ブランドづくり等

については精力的に取り組んでまいります。一方、

児童学科の４年制への移行や大学院の設置など、

まだ議論の余地を残すものについては慎重に検討

し、進めていく必要があると考えており、次年度

より策定作業がスタートする総合計まの後期計ま

の中での議論も視野に入れてまいりたいと考えて

います。いずれの取り組みにつきましても議会を

初め市民の皆様との情報共有を図り、御理解のも

とに進めてまいりたいと考えております。

公約を進めるに当たりについてお答えします。

公約の進め方につきましては、先ほどの答弁のと

おりでありますが、公約の中には民間会社名寄市

のように取り組みの視点を変えるもの、これまで

築かれた地域の財産を活用するもの、トップセー

ルスマンとして市長みずから汗を流すもの、ある

いは高速道路、サンルダムの早期着工、名寄駐屯

地の堅持のように市民及び関係の皆さんにともに

知恵と汗をお願いするものなど多くの事業費を要

しないものがあることをまず御理解いただきたい

と思います。

さて、地方自治体の財政状況は、国の三位一体
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改革等による国庫補助金の見直しや地方交付税の

削減など極めて厳しい状況にあります。本市にお

いては、総合計まに基づく計ま的な事業の推進に

努める一方、平成１９年２月に策定した新名寄市

行財政改革推進計まに基づき行財政改革を推進し

てまいりました。この間、負担金、補助金の見直

しや公共施設の統廃合やその受益者負担の適正化

など市民が痛みを伴う見直しもありましたが、そ

の都度市民や関係の皆様に説明をし、理解のもと

に進めさせていただきました。公約の推進に当た

っては、事業内容、規模等の精査により経費の適

正化を図るととに、行財政改革をスピード感を持

って進め、事務事業の一層の簡素化、効率化に努

めるとともに、補助金や適債等の調査、確保によ

り財源を確保してまいりたいと考えています。

また、市民の理解につきましては、市民との情

報共有を努めるとともに、関係の皆さんとの協議、

さらには次年度から始まる総合計ま後期計まの策

定の場においても意見を交わしてまいりたいと考

えております。

責任世代についてお答えをいたします。１９８

０年代以降、経済力や社会構造の変化が起き、団

塊の世代が社会のリーダー的役割を担い初め、そ

の団塊の世代が２００７年くらいから２００９年

にかけ一斉に定年退職を迎え、社会問題になりま

した。市長が考える責任世代とは、親として子育

てに対する責任、子供としてこれまで育ててくれ

た親に対する責任、お年寄りを支える責任、地域

を支える責任など多様な役割を中核的に担うべき

世代を意図しており、これまでの戦後復興を支え

た世代及び団塊世代の諸先輩方の功績に感謝をし、

これからはこれらの世代の人たちが行ってきた責

任ある行いを我々の世代が引き継ぎ、頑張り支え

ていくことが地域社会において求められています。

責任世代の人々がこれからの名寄のまちづくりに

おいて大きな役割を果たすことを期待するととも

に、我々も責任世代として市民の皆様と同じ目線、

同じ感覚を持ち、全力を尽くしてまいります。

市長が目指すまちづくりについてお答えします。

本市は、１００年の歴史の中で培われた文化、知

恵、人材、コミュニティー、さらには各施設など

多くの財産が築かれています。この歴史の中で築

かれた財産を生かし、市民の皆様から愛される明

るく住みよい活力のあるまちづくりを目指してま

いりました。具体的には、１次産業が地場産業の

足腰であるという観点から地域の利点を生かした

農業、農村の持続的な発展や食、観光、物づくり

の連携による地域ブランドの育成により地場産業

の振興や雇用の創造に努めるとともに、道立サン

ピラーパークや新天文台などの豊かな観光資源を

生かした交流人口の拡大を通じ、地域力の創造を

図り、活力あるまちづくりを目指します。また、

２００９年版全国住みよさランキングで高い評価

を受けた都市環境の充実による住みよさの向上と

名寄市自治基本条例の推進による情報共有と市民

参加の促進、市民ニーズに的確かつ迅速に適応で

きる職員の育成を通じ、市民が主体のまちづくり

を進め、市民から信頼され、愛されるまちづくり

を目指します。

大項目２点目の名寄市の行財政改革についてお

答えします。名寄市の財政状況については、財政

健全化法で公表を義務づけられている平成２０年

度決算における健全化判断の４指標では、実質赤

字比率及び連結実質赤字比率では赤字が出ていな

いものの、実質公債費比率及び将来負担比率の数

値が高いことから、大ざっぱではありますが、全

道３５市中では中位ぐらいの位置づけでないかと

考えております。

お尋ねの２１年度の決算見込みについては、現

在決算の取りまとめ分析を行っておりますが、詳

細につきましては今後議会に明らかにしたいと考

えていますが、一般会計の実質収支ではおおむね

４一７となる見込みであります。これは、当初予

算に比べまして政権交代の影響もありまして普通

交付税、特別交付税などが大きく伸びたこと、国

の景気対策に伴う補正予算により２年間で１０一
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７規模の臨時交付金が交付されたこと、経常経費

の削減に努めたことのほか、減債基金の取り崩し

を３一７も行ったことによるものと考えておりま

す。また、今後の財政展望につきましては、平成

２２年度が地方交付税の伸びが期待できるものの、

国の財政状況を考えると２３年度以降の伸びは見

込めず、むしろ菅新政権は地方交付税の削減と地

方の歳出削減を求めてくるという懸念が出ており

ますので、スピード感を持って行財政改革に取り

組むことが最も重要と考えておりますので、御理

解をいただきたいと思います。

次に、民間会社名寄市的発想によることに対し

まして答弁をいたします。平成１９年２月に策定

をしました新名寄市行財政改革推進計まに基づき、

平成２０年度から市長を本部長とする実施本部を

立ち上げて組織のスリム化、使用料、手数料及び

負担金、補助金の見直し、公共施設のあり方など

を検討、見直しを実施してきました。平成２２年

度においても５月２７日に名寄市行財政改革推進

本部会議を開催し、組織・機構検討部会、事業等

見直し検討部会の２部会を設置して協議を進めて

まいります。これまでの行財政改革の中でも民間

活力の導入ということで清掃センターの塵芥収集

業務や道路維持事業の０排雪等の業務について委

託を行っています。指定管理者制度を活用して体

育施設を初め３２施設の公共施設の管理を民間に

指定管理し、施設の利用促進の拡大に努めていま

す。今後も費用対効果の減少と更新する施設の決

算状況を精査しながら地域の雇用確保と施設の有

効活用と安全な施設の管理を調整した上でコスト

の削減も図ってまいります。

また、行政評価についてもこれまで庁舎内での

議論を中心に進めてまいりましたが、今後におい

ては外部評価の導入についても検討を進めてまい

りたいと考えています。行財政改革につきまして

は、これまで島前市長が築き上げてきたものを継

承しながら、民間活力を活用するなどコストの削

減を市民理解を得ながらスピード感を持って対応

してまいります。さらに、職員の人材育成につい

ても基本であるあいさつの励行など市民の立場に

立ったサービスの提供を目指して接遇マニュアル

の作成による指導、新採用職員の接遇研修にも取

り組んできました。また、組織のスリム化に伴い、

業務のマニュアル化等を推進し、窓口業務のより

迅速な対応ができるよう努めてまいりたいと考え

ています。市民の皆様に満足いただけるためには、

窓口のワンストップサービスの必要性は認識して

おります。名寄庁舎においては、スペースの課題

がありますので、同様の効果が出る方策を検討す

るとともに、それに対応できる職員の資質向上に

向けての研修制度の充実についても進めてまいり

ます。

大項目３点目の定住促進及び短期移住について

お答えします。名寄市では、平成１８年度から北

海道移住促進協議会に加盟をし、昨年度組織の見

直しを行ったＮＰＯ法人住んでみたい北海道推進

会議等と連携を図り、行政と民間組織が協働の視

点に立ち効果的なプロモーション活動等の事業に

取り組むべき主に関東、関西圏の団塊の世代の退

職者等に向け、道北の中核都市名寄市の認知度を

上げるべく移住等のＰＲ等を行っています。また、

名寄市のホームページ上にワンストップ窓口を開

設をし、ちょっと暮らし体験プログラムの紹介や

移住関係の相談を受ける等の対応やふるさと会等

の会報などを通じて移住情報を提供しています。

今後は、さらなる情報発信としてホームページの

充実、パンフレットの作成などによるＰＲ事業を

行いながら、道内各市町村や北海道と連携し、よ

り魅力的な移住体験ツアーなどについても検討を

するなど積極的に取り組みを進めてまいります。

次に、定住促進、移住体験事業、滞在観光の創

設についてお答えします。名寄市は、北北海道の

中核都市として交通の便、医療機関の充実、学生

など若者が集う文化があり、また何よりも自然豊

かな環境に恵まれた立地条件にあると考え、この

特色ある条件を生かし、都市住民と交流拡大に取
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り組んでいきたいと考えております。短期滞在型

体験プログラムとして、夏のパークゴルフ体験、

木工クラフト作成体験、冬のカーリング体験、ス

ノーモービル体験、年間を通じて天体観測等のプ

ログラムを準備して対応しております。また、名

寄市は移住関係の滞在施設を保有していないため

市内民間業者とタイアップをし、ショートステイ

マンションやレンタルハウス等を活用しての北海

道体験、ちょっと暮らしを実施しておりますので、

御理解を申し上げます。

（３）の名寄大学の名寄休暇村構想の提言につ

いてお答えします。名寄市立大学白井ゼミの学生

から提言をいただいた名寄休暇村、名寄で過ごす

１週間は、全国各地から来て学んでいる学生たち

が在学中ふるさとから両親や友人たちに夏休み、

冬休みの期間を利用してこの地方を訪れてもらい、

この魅力ある地域財産を生かした滞在型観光を楽

しんでもらい、名寄市の観光事業振興につなげる

提言書をモデルコースとしてまちに活気とにぎわ

いを生み出し、地域のよさを全道、全国に発信す

ること等を目的に提案されたものでございます。

現在名寄市立大学の生徒、学生を合わせて約７７

０名がおり、学生のほとんどは市外、道外から来

られておりまして、道北地域の観光推進にとって

有益な提案であると考えておりますので、広域的

な連携を図ってまいりたいと考えています。

御提言のあったモデルコースにつきましては、

既に道北観光連盟の事務担当者会議に提案をして

おりまして、連盟では今後このプランをもとに市

内、市近郊での滞在休暇を楽しんでもらうモデル

コースを取り入れたパンフレットの作成やホーム

ページへの登載など情報の発信、さらには大学生

を交えての意見交換会も予定していると聞いてお

りますので、道北観光連盟やなよろ観光まちづく

り協会など関係団体とも協議を重ね、実行に向け

取り組んでいきたいと考えております。

続きまして、小項目（４）の公営住宅、教員住

宅などの有効活用についてお答えします。公営住

宅、教員住宅などの有効活用につきましては、申

し込み資格の条件を満たしていれば申し込みが可

能であり、ホームページ上では民間住宅に係る不

動産業者などの移住情報を紹介し、定住促進に向

けた情報発信に努めています。また、教員住宅に

つきましては利用目的のある施設でございまして、

現行のままでは定住促進や移住体験施設として利

用できませんが、教員住宅としての将来的な用途

目的がない場合はその用途を廃止して活用するこ

とは可能でありますので、教育委員会と協議をし

てまいりたいと考えています。

最後に、定住促進の関係で庁内横断的プロジェ

クトについての質問にお答えします。現在正式な

プロジェクトということではなくて、業務処理す

る中で担当部、課を超えた取り組みを行っていま

す。移住関係業務からということではないのです

が、例えば天文台施設敷地にバスを運行すること

ができないかと産業振興課、企ま課、教育委員会

の３者で協議を行っている状況です。あるいは、

駅前再開発計ま策定に関しては産業振興課と企ま

課で協議を進めています。移住関係では、農務課

と企ま課により就農と移住関係の合同相談会にも

参加し、名寄市のＰＲを連携して行っています。

今後も横断的に他課との連携を密にし、移住促進

につながるよう進めてまいりたいと考えておりま

すので、御理解をお願いいたします。

以上、答弁とさせていただきます。

木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

ただいまそれぞれ〇１３番（木戸口 真議員）

質問に答えていただきました。順次再質問をして

まいりたいと思います。

まず最初に、加藤市長の選挙公約についてとい

うことで、ここにもパンフがあるわけですけれど

も、加藤市長の６項目４０件に余る公約というこ

とで、今も答弁の中にもありましたけれども、優

先順位を間違うことなく任期の中で検討して順次

進めていただきたいと思います。

それで、公約の中で１つ、食肉センターが今補
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正にもちょっと実施設計の分が出ているのですけ

れども、それを１つもうちょっと聞いてみたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。食肉

センターの部分は、と畜場、加工場一体開発とい

うことで、きのうも竹中議員のほうからも新総合

計まの中にも全部、加工場の絵なんか入っていな

かったという部分もあって、今後見直しをしてい

くということだったのですけれども、１つ私がお

聞きしたいのは、大変と畜場については補助事業

がないということで、今の段階では一般会計の実

施設計等の持ち出しですか。６一 ０００万７と

いう説明を聞いているわけですけれども、今の状

況で、先ほどから財政状況が厳しいという中で一

般財源を６一７以上手出しするというのは大変な

ことだと思いますけれども、これらについてニチ

ロと協議をしているのか、そして市としてそうい

ったものが、道の補助事業なんかもというお話も

していましたけれども、そういったものがなくて

も一体開発と言っている以上、途中でこの分は補

助事業なかったから、と畜場の関係はなかなかや

めようということにもならないと思うのですけれ

ども、その辺は今の状況はどういう状況にあるか、

まずお聞きしたいと思います。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

食肉センターにつき〇経済部長（茂木保均君）

ましては、市長のほうからるる御答弁をいただい

ておりますけれども、詳しいお話をさせていただ

きます。

今お話にありましたように、加工施設につきま

しては国の補助事業、そして補助残の部分につい

ては過疎債ということで、有利な起債というよう

なことで対応を考えてございます。と畜場の関係

については、今現在の状況の中で実施設計を含め

て６一 ０００万７というようなことで、補助事

業の対０については現在の段階では難しいという

ようなことでございます。それで、と畜場債とい

うことを今現在の中では考えておりますが、と畜

場債は今現在金利 ８％、５年据え置き２０年場

還という、こういう起債でございます。

それで、いずれにいたしましてもこの部分だけ

でというのは非常に厳しいというふうに私どもも

認識しておりまして、今お話ありましたいわゆる

応分の財源負担、この部分についてニチロ畜産と

協議中でございます。今現在具体的にニチロさん

が何％持つとか、幾ら持つとかという具体的な数

字を申し上げる状況にはなってございませんけれ

ども、鋭意協議中でございます。

さらには、国の支援というのは難しいというこ

とになってございますけれども、引き続いて国あ

るいは道の支援を強力に要請をしてまいりたいと

いうふうに考えてございます。具体的な財源対策

の時期という部分につきましては、ことしの総合

計まのローリングあるいは来年度の予算編成の時

期ぐらいまでには具体的なお示しをしたいという

ふうに考えてございます。市民理解も含めて、市

長からもお話ありましたように当市に立地する企

業の流出を防ぐためには産業振興の大きな柱とい

うふうに考えておりまして、畜産振興あるいは定

住化対策を含めて御理解をいただきたいというふ

うに考えております。

木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

ただいまニチロの〇１３番（木戸口 真議員）

ほうにも応分の負担を求めていきたいと、また来

年度の予算編成までにはそういった形を示したい

という考え方を示されましたけれども、やはり市

民の皆さんも経済効果、また道北の畜産基地とし

てのそういった評価も私は高いと思いますけれど

も、しかしながらそういった負担ということはや

はり今後の、例えばきのうも玄米調製施設の計ま

が出ましたけれども、あれについても有利債のそ

ういった活用がなかなか厳しいというお話を私は

聞いておりますし、そういった中でここの食肉セ

ンターの部分を有利債がなくても進む、そしてそ

ういった企業に対して応分の負担を求めていくと、

こういう形が１つの例としてこれからそういう形

も出していかなかったら市民理解が得られない部
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分があるのかなと思いますけれども、ぜひともそ

ういった応分の負担というものがどの程度なのか、

そして市としてどのぐらいその６一７の事業費に

対して出せる考えがあるのかということを早急に

というか、今後煮詰めていただきたいと思います

し、示していただきたいと思います。

そして、後戻りができないということがまず間

違いないことなのか確認したいのですけれども、

一体事業でやるということですから、もしそうい

った補助事業がなくても取り組むということでよ

ろしいのですか。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

今定例会におきまして〇副市長（中尾裕二君）

食肉センター加工施設につきましては、財源の面

で議員の皆さんから大変御心配をいただいており

ますけれども、一方では地域経済を活性化すると

いう大きな使命もまた議会からも提言等もいただ

いているわけでありまして、今回の施設整備につ

きましては直接的な人員で２０人の雇用がふえる

と。家族も含めると５６人ということでありまし

て、これらの経済効果につきましては税も含めて

おおよそ年間 ０００万７、少なくとも ０００ 

万７、かなりの部分が教育あるいは医療等も名寄

ででとされるとなりますと ０００万７程度の効

果があるだろうと、こんなふうに試算をさせてい

ただいております。

一方で、名寄で受け持つ部分につきましては食

肉センターの部分で、これはと畜場債を活用して

今のところ２０年場還ということを想定をしてお

りますけれども、当然利息はかかりますけれども、

２０年で割り返すとニチロさんの負担がなくても

０００万７ですか。当然ここの部分につきまし

ては、議員御指摘のように今鋭意協議を進めてお

りまして、どの程度の割合になるかということは

まだ具体的になっておりませんけれども、早急に

詰めてニチロさんにも応分の御負担をいただくと、

こういうふうに考えておりまして、これら加工施

設と食肉センターは一体の整備でないと機能しま

せんので、ぜひ御理解をいただいてしっかりと進

めていきたいと考えておりますので、御理解をい

ただきたいと思います。

木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

わかりました。ぜ〇１３番（木戸口 真議員）

ひとも市民にも私たちにも早急に考え方を示して

いただきたいと思います。

あと、もう一点、公約の中でもう一点だけなの

ですけれども、女性専門外来を公約の中にもうた

っていたかと思うのですけれども、私も選挙期間

中にそういった……これにもちょっと出ているの

ですけれども、これ大変いいことだなと。うちの

家内も女性にとっては最高だなというお話もして

いたのですけれども、後で医療関係の人に聞きま

すと、そんな簡単なものでないと。やっぱり人口

的なものもあって、また先ほどから看護師不足、

そういった医師の確保というのは簡単でないとい

うお話もしていたのですけれども、これらについ

ても今後時間をかけて検討するということなので

すけれども、今の段階で現実的にはどうなのでし

ょうかね。私が聞いた医療関係の人に言わせると、

女性医師の増員のほうが間違いないというお話だ

ったのですが、この辺についての見解はどうなの

でしょうか。

香川病院事務部長。〇議長（小野寺一知議員）

女性専〇市立総合病院事務部長（香川 譲君）

門外来というか、男性の医師になかなか相談でき

ないような部分、例えば女性特有の症状に対応で

きるような女性医療スタッフによる診察、それが

女性専門外来というふうに認識しております。確

かにうちの病院でもいろいろ外来はありますけれ

ども、特に泌尿器科や皮膚科、小児科、産年人科、

そういった部分では年齢に関係なく女性の医師に

見てもらいたいという傾向が見られると思います。

現在当院では、先ほどお話ししたとおり５６名

のお医者さんがいますけれども、そのうちの女性

は研修医を含めて９名おります。その場合、当院

の全体に占める割合というのは１ ７％という率
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です。ただ、最近、以前の議会でもお話ししたと

おり最近は女性の医師の割合がふえておりまして、

医師国家試験でも約３割が女性の医師と。この傾

向は当分続くだろうと、そういうことで考えてお

ります。ただ、何分にも今はその過渡期でありま

して、それよりもまず医師の絶対数が足りないと。

そうした厳しい状況が考えられておりますけれど

も、今後機会あるたびにそういった女性専門外来

については大学当局に働きかけるように努めて、

なるべくなら任期内で方向性を示していきたいと、

こういうふうに考えております。

木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

簡単にだめだとか、〇１３番（木戸口 真議員）

そんなのではなくて、ぜひとも努めて公約の実現

に向けて努力していただきたいと思います。

それでは、公約についてはあれなのですけれど

も、次に３番目の定住促進にちょっと先にいきた

いと思いますので、よろしくお願いいたします。

先ほどから定住化、また短期移住体験事業、また

滞在型の観光の現況ということで報告があったわ

けですけれども、移住に関しても農家の新規就農

あたりは名寄はいるのかなと。ことしも４名とい

うことで出ていたわけですけれども、団塊の世代

や何かを対０にした短期移住とかそういった取り

組みは実際市としてはなかなか、ホームページか

何かで出しているのかもしれないけれども、施設

としては民間にお任せしているという部分もある

ようなのですけれども、昨年あたりのそういった

問い合わせだとか、そういった民間の利用をした

方の人数あたりは実際的にわかるのでしょうか。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

残念ながら地理的〇総務部長（佐々木雅之君）

な条件もありまして、夏場の気候のいい状態のと

きに来られたり、逆に言うと冬のスキーに来られ

る方というのが大体年に１件程度ということです。

その辺を含めまして、かなり道南方面とか札幌近

辺に近いところは地の利があるのかなと。ただ、

ここは旭川空港もありますけれども、やはり本当

に空気がきれいだとか雪質を頼りにしたりして、

あるときには夏のパークゴルフ場が比較的利用し

やすいということも含めて来る方はいらっしゃっ

たのですけれども、そう複数、５件も６件も来る

というよりは大体毎年一、二件程度の問い合わせ

が来る方がいらっしゃいまして、問い合わせは数

件ありますので、器としては民間のものを活用し

て御紹介をさせていただいて、話がうまくまとま

れば来ていただけると、そんなような状況であり

ます。

木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

今回私が短期移住〇１３番（木戸口 真議員）

型体験住宅ということも提案させていただいたの

は、近隣の士別市で昨年９月から始めているそう

です。それで、これは２つの住宅、Ａ棟とＢ棟は

合宿所になっているそうですけれども、この間ち

ょっと問い合わせてみますと５日以上２カ月以内

の利用ということで、それで夏であれば１カ月、

月額４万 ０００７ということで、格安でことし

はびっしり予約が９月まで入っているということ

なのですけれども、それで担当者に聞きますと、

これは朝日地区でやっているそうですけれども、

今市営住宅、教員住宅、まちの中でもそういった

有効利用できる住宅はないかということで、今検

討に入って来年度から枠を広げたいというお話で

した。

それで、私が今回この質問をしたのは、移住し

ていただくのも結構なのですけれども、やっぱり

名寄を知ってもらうと。先ほどから市長も名寄市

には潜在能力があって、いろんな要素が確かに言

われると士別よりかはあるかなと私は思っている

のですけれども……

（何事か呼り者あり）

それで、それであ〇１３番（木戸口 真議員）

ればなおさらこういった取り組みを先進的にやっ

ぱり取り組んでいただきたいという思いがありま

して、今回こういった取り組みをぜひとも進めて

いただきたい。



－168－

平成２２年６月１７日（木曜日）第２回６月定例会・第４号

そして、もう一点は、名寄市立大学で名寄休暇

村構想、白井教授が昨年提案したのですけれども、

これが決算委員会や定例会で結構質問されている

のですよね。それで、中尾副市長も結構いいこと

を言っているのですよ、これの実現に向けてと。

それで、私もそうやって調べるとなかなか、協議

されているということなのですけれども、先ほど

の答弁の中にも実現に向けてと答弁の中に返って

きているので、私は先ほど言った今回の質問をす

るときに、加藤市長もそういったものをやっぱり

公約の中で上げて取り進めたいと、そして名寄市

のよさをやっぱり多くの人に知っていただきたい

という、そういった思いがあると思いますし、士

別は牧野市長になって取り組みました。ぜひとも

名寄市もですね。それで、今現状として民間任せ

ばかりではなくて短期体験住宅、こういったもの

に取り組む考えはないのかお伺いします。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

農業後継者、農業〇総務部長（佐々木雅之君）

の新規就農の関係でいきますと、農業指導をする

方の力もありまして、名寄は全道で先進的な取り

組みもありまして、支援策についても全道ピカ一

の支援策を持っておりまして一定の実績を持って

おります。

今移住、定住の関係で考えているのは、団塊の

世代の大量退職に備えてぜひ北海道で、名寄市で

住んでみませんかと、こういう提案でありました。

この関係につきましては、既にもう数年前に名寄

がずっと関係を持っていました東京なよろ会に緑

丘の第２団地跡地の分譲住宅も含めてさまざまな

検討をして積み重ねてきたのですけれども、なか

なか本州方面にいる方については観光で来ること

とそこに定住で住むこととのやっぱり踏ん切りが

つかないということもありまして、そういうＰＲ

活動、周知活動については市長を先頭にして東京

なよろ会でも事あるごとにＰＲをしてまいりまし

た。そういう状況でありまして、なかなか家を建

ててくれるについては難しいのかなという判断を

していました。

その一方、移住関係の一つの受け皿としまして、

例えばユースホステルを名寄に来て建てられた方

もいらっしゃいますし、名寄の旅館関係とか、名

寄市内には公設というか、第三セクターで持って

いるサンピラー温泉と、それから望湖台もありま

すので、その辺の施設の有効活用も含めてという

ようなこともちょっと考えておりましたので、た

またま士別の例につきましては岩尾内湖の関係も

含めて上手に施設を利用しているという情報もあ

りまして、その辺については今後私たちも既存施

設の有効活用について検討をしてみないといけな

いなというふうには考えております。

木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

ぜひともそういっ〇１３番（木戸口 真議員）

た近隣でも取り進めていますし、難しい問題はあ

ろうかと思いますけれども、市としてもそういっ

た移住もそうなのですけれども、短期移住型の住

宅の確保も努めていただければと思います。

もう一点、名寄市立大の名寄休暇村構想、これ

先ほども答弁にありましたけれども、学生７７０

名、その中で冬休みとか夏休みの期間に父兄に来

ていただいてという条件は最高に私は整っている

と思うのです。改めて名寄に来てほしいのではな

くて、子供が名寄に来て学んでいるところ、そこ

にぜひとも来てくださいという、改めて名寄市に

来てくれというわけではなくて、そういった子供

がいるところを見てほしいという、こんないい条

件は私はないと思うのです。それで、この実現に

向けて協議しているということなのですけれども、

これに向けてはどのように進めて、どう実現に向

けて取り進めるのか、その辺詳細にちょっとお聞

かせ願えればと思います。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほども申し上げた〇経済部長（茂木保均君）

わけなのですけれども、名寄の部分もありますけ

れども、広域的な連携というようなことで道北観

光連盟にもこの取り組みについて具体的に取り組
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んでいただくということが１つと、それから地元

の部分でもＮＰＯなよろ観光まちづくり協会にも

取り組んでいただくというようなことがあります。

協議中というよりは、もう議員提案のとおりこと

しからは実行に向けて取り組んでいくということ

ですから、いわゆるそのパンフレットだとかホー

ムページの登載というだけではなくて、具体的な

取り組みというようなところでやっていくという

ようなことで御理解をいただきたいというふうに

思いますけれども、それはもう当然学生方との話

し合いの場も設ける予定でございますので、そう

いったことを通じて具体的に取り組んでいくとい

うことで御理解をいただきたいと思います。

木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

ぜひともことしか〇１３番（木戸口 真議員）

ら取り組むということで、行政としても力添えを

かけていただければと思います。

あと、４番目の公営住宅、学校教員住宅という

ことで、公共住宅の有効利用ということで、先ほ

ど目的だとか用途があってなかなか難しいと。私

も先ほど言いましたように、士別はそういった公

営住宅、教員住宅を何とか活用しようということ

で、来年度に向けてそういった取り組みをすると

いうことでお話を伺っております。

それで、これ今回出したのは、昨年の１２月だ

ったかと思うのですけれども、風連日進地区の地

域懇談会の中でも若い世代の方が地域の教員住宅

がかなりあいてきていると。そうした中で、地域

の農業後継者が結構Ｕターンして帰ってきている

のだけれども、なかなか同じ世帯に住むという中

では大変厳しいので、それで地域のそういった住

宅を民りていたり、何か２組ぐらい現実にいたわ

けですけれども、なかなか冬になるとそういった

寒さがあって、今はまちのほうに１組移動された

というお話も聞いて、その地域の方も大変残念が

っていたと。やはりせっかく地域に戻ってきてい

ただいて、そういった地域活動をしていただく。

また、その方は特にそういった一つのボランティ

ア活動みたいなのもしていただいて、大変地域に

根差して頑張っていただけるところだったのです

けれども、そういったものができなかったという

ことで、それであのときも大変厳しいという意見

はあったのですけれども、きのうあたりも学校の

適正配置云々というお話もあったのですけれども、

そういった中でかなり教員住宅があいてきている

という問題もありますけれども、ぜひともそうい

った地域の要望があって、そういう地域にとって

不利益になるようなことがあれば、やはり耳を傾

けてどういったことがだめなのか、そして最善を

尽くせることはどうなのか、条件的には教員住宅

はあるのですから、全くないものに建ててくれと

かそういった要望ではなくて、そういったあるも

のをどうか有効利用して地域に使わせてくれとい

うことを地域で要望しているわけですから、この

件についても今回こういった移住だとか体験だと

か、そういったものに絡めて検討課題として検討

していただけないのか、その点についてお聞きい

たしたいと思います。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

具体的な地理関係、〇総務部長（佐々木雅之君）

場所関係はちょっとわからないです。

それで、教員住宅の関係につきましては、学校

の周辺にあるところと町場の中にあるところもあ

ります。学校の周辺に存在する教員住宅の関係に

つきましては、教育的な環境との調整も必要なの

かなとちょっと思っていまして、過去には智恵文

地区におきまして中国からの農業研修生のために

使っていない施設を活用したことがあります。や

っぱり学校敷地内にあるについては、使わなくな

った教員住宅であっても果たして地域の方々に貸

すことがいいかどうかについてもうちょっと具体

的な内容をお聞きしましてから検討していきたい

なというふうに思いますので、ちょっとこの場で

はすぐお答えできませんので、御理解賜りたいと

思います。最低でもやっぱり教員住宅の関係は、

場所によって教育的配慮の必要な部分が出てくる
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のではないかと思っておりますので、よろしくお

願いいたします。

木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

今回移住促進また〇１３番（木戸口 真議員）

滞在型観光ということで各部にまたがったわけで

すけれども、そういった中で私はそういった庁舎

内の横断的なプロジェクトチームをということで

お話をさせていただいたのですけれども、今も連

携をとっているというお話だったのですけれども、

やはりこういう機会をもとに定期的に情報交換す

るだとか、やっぱり年に何回か集まって情報交換

しようだとか、例えば総務ですか、移住。そして

観光は経済、公共施設、公営住宅だったら建設、

または教員住宅だったら教育部といった中で、や

っぱり何回か集まってどうなのだというような、

そういった定期的なものを持って進まないと、こ

ういうのは向こうで何かやっているみたいだけれ

ども、こっちはちょっとわからないのではなかな

か現実的にはいかないと思うのですが、そういっ

た考えはお持ちでしょうか。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほども言いまし〇総務部長（佐々木雅之君）

たように風連庁舎と名寄庁舎は距離感の近さもあ

りまして、職員はしょっちゅう行き来しまして、

具体的な事案が発生したときに速やかに対応させ

ていただいています。今回の天文台の駐車場の問

題につきましても市長が５月の連休中に行かれま

して、職員がすぐうちの総務のほうと教育委員会

のほうと話しして、建設部も働きかけさせていた

だきまして、すぐ土現のほうとも建設部のほうが

行くと、こういう部分でかなりスピーディーな展

開をさせていただいたと思っておりますので、そ

こは常設型でなくても既に臨機応援に職員は対応

しておりますので、御理解を賜りたいと思います。

木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

ぜひともそういっ〇１３番（木戸口 真議員）

た有効的に働く庁舎にしていただきたいこと、実

現に向けて努力していただきたいと思います。

最後になりましたけれども、名寄市の行財政改

革ということで、財政状況は先ほども決算状況で

も全道３５市中、中ぐらいということなのですけ

れども、加藤市長も私が聞いたときに街頭の中で

も名寄市は財政は決して悪くはないというお話を

されていました。すごく悪いとは私も思いません

し、でも決していいほうでもないとは思いますけ

れども、今後の行財政改革の進め方によってだと

私は思います。

それで、先ほど地方交付税や何かが来年はちょ

っといいのではないかと。逆に２３年は大変でな

いかというお話もされてはいましたけれども、こ

とし従来のまちづくり交付金が社会資本整備総合

交付金ということに名前も変わって、何かちょっ

と範囲も広くなったのかなと思いますけれども、

そのことしの状況と、それで一応来年度は一括交

付金制度というものが導入されるという進み方に

なっているのですけれども、それについての見込

み、予定、その辺をお聞かせ願いたいと思います。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

社会資本整備総合〇総務部長（佐々木雅之君）

交付金の関係につきましては、国土交通省の所管

するものでありまして、そこのところは１年早く

モデル事業ということで一括交付金制度のモデル

ということで実施が進められています。ここにつ

きましては、道路関係、治水、下水道関係、風連

地区でやっておりました従来のまちづくり交付金

関係と、それから公営住宅関係ということで４つ

のカテゴリーでありまして、それぞれそれに必要

な計まを立てて、それに基づいて進行していくと、

こういう状況になっています。

それで、一括交付金の関係につきましては、今

民主党政権が取り進めているのは２３年度に抜本

的に取り組みたいと。そういう形になっています

ので、その辺の状態が見えてくるのは１２月ごろ

でないかというふうに考えています。これは、１

２月の中旬ごろに新年度の予算の関係の概要が出

てきますので、それに地方財政にどのように響く
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のか、国の補助金を削減をして一括交付金で市町

村に出すときに市町村に出すのか、都道府県に出

すのか、そういう形でいろんな交付の形態があり

ますので、実際問題につきましては、うちは補助

事業を上手に使って下水道とか公営住宅とか道路

に取り組んでおりますので、そこは第２交付税的

に人口とか面積によって配分されますと、事業を

やっているところと余りやっていないところにつ

いて差が出るのかなと。そこは第２交付税という

考えでいきますと、将来の施設整備に備えてあら

かじめ市町村に交付するのですよと言われると、

名寄市にとってみると事業量をいっぱい抱えてい

る段階におきましてはちょっと苦しいのかなと、

厳しい状況になるのかなと、こんなような見込み

を持っています。具体的な話につきましては、１

２月の新年度予算に向けての国の方針が決まる段

階でわかってきますので、必ずしも喜べる状態で

はないのかなと。そういう事業をたくさんやって

いることに対するデメリットも頭に描きながら、

合併特例債とか過疎債とか有利な起債を使って、

ここ当分上手な財政運営に心がけていきたいなと

いうふうに考えています。

木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

地方分権、地方分〇１３番（木戸口 真議員）

権と言われている中でも地方が頑張れば頑張るほ

どお金は使わなければならないということで、大

変イタチごっこかなと思いますけれども、最後に

ちょっとお聞きしたいのですけれども、先ほど行

政改革の中で行政評価は今までどおり庁内、しか

し今後は外部評価の導入を検討したいというお話

だったのですけれども、どのように進める考えを

持っておられるのかをお聞きして、私の質問とい

たします。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

いろんな、例えば〇総務部長（佐々木雅之君）

先ほどの病院の機能評価も含めて、たくさんのお

金をかけて、その効果も期待できるところありま

してやっているところもあります。行政評価の場

合については、なかなか行政そのものを評価する

システムを持っているところというのは、この近

隣ではいないのではないかなと思っています。例

えば札幌方面とか東京方面とか、一定のノウハウ

を持った団体もしくは業者さんがいらっしゃるの

かなと思っています。それでも一応自治基本条例

を制定して、できるだけ評価そのものも行政内部

の内部評価から外部評価のほうに切りかえていこ

うと。その辺については、総合計まの後期計まの

策定作業にも入りますので、２２年度中に具体的

にどのようなことができるのか。ただ、莫大なお

金がかかるようであると、それはまたちょっと困

った問題になりますので、いろんな手法を通じて

さまざまな人材が名寄にいらっしゃれば、例えば

公認会計士さんとか行政に明るい税理士さんがい

らっしゃると、また別な話になるのでしょうけれ

ども、なかなかそこまでの人材は人口３万 ００

０のまちではいないのかなと。そうすると、勢い

札幌方面とか本州方面のそういう能力あるところ

にお願いをすると、どの程度のお金がかかるかと、

そういう費用等の問題もありますが、基本的には

何らかの形で外部評価というものはやるべきだと

いうのを基本にしておりますので、この辺もうち

ょっと時間をかけさせていただいて進めてまいり

たい、検討してまいりたいというふうに考えてい

ます。

（何事か呼り者あり）

先ほど言ったので〇１３番（木戸口 真議員）

すけれども、この質問において終わりますと言っ

たのですけれども。

以上で木戸口真議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午前１１時５９分

再開 午後 １時００分

休憩前に引き続き会〇議長（小野寺一知議員）

議を開きます。
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名寄市の行財政運営から外１件を、大石健二議

員。

緑風クラブの大石健二〇６番（大石健二議員）

です。議長より御指名をいただきましたので、こ

れより通告に従い２件４項目について質問を行い

ます。

最初に、加藤市長の所信表明及び市政執行方針、

その中から行財政改革ほか市政推進施策について、

その対応についてお聞きをしてまいります。加藤

市長は、本年４月の市長選挙で市民の皆さんから

圧倒的な支持を得て当選を飾られました。一昨日

来の代表質問から一般質問まで、多くの議員から

加藤市長の所信表明及び市政執行方針にかかわる

質問が相次いでいます。いずれも加藤市長の手腕

に対する期待値が高い、そのことを裏づける証左

と言えると思います。ここでは質問内容の重複を

避けて、行財政改革に焦点を絞ってお尋ねをして

まいります。

加藤市長の行財政改革にかける決意のほどは、

さきの所信表明及び市政執行方針からも十分にう

かがうことができます。加藤市長は、この５月に

前任の島多慶志市長から引き継いだ名寄市行財政

改革推進実施本部の新本部長として、今後大いに

その手腕を発揮される期待値の高い行財政改革に

対するあるべき形と進むべき方向、その立ち位置

について御見解をお伺いをしたいと思います。

次に、名寄市行財政運営から中心市街地の再生

整備と活性化についてお聞きをいたしてまいりま

す。名寄地区市街地区再開発は、御承知のとおり

社会資本総合整備交付金の活用による（仮称）複

合交通センター整備事業のみならず、市街地を構

成する中小企業、零細事業の振興などもあわせて

今後取り組んでいかなければ、仏をつくって魂を

入れずの例えにも似て箱物だけの再開発になりか

ねません。（仮称）複合交通センター整備とあわ

せて（仮称）文化ホールの建設地など、市民の皆

さんの真摯な御意見や御提言を反映した協議の場

を新たに設けることで魅力ある中心市街地の形成

に結実していくものと考えます。この駅横再開発

と文化ホール建設など、トータルで描く市街地再

開発の青写真について、新たにどのような場で協

議を深めるのか。その手法と名寄地区中心市街地

の再生と活性化への取り組みと今後の新たな展開

の工程とその対応についてお聞かせを願います。

次に、名寄市行財政運営からピヤシリヘルシー

ゾーン施設利用についてお聞きをいたします。名

寄市日進地区に広がるピヤシリヘルシーゾーンの

一翼を担う健康の森には、四季を通して健康づく

りや余暇を有意義に過ごす多くの市民の姿でにぎ

わいを見せています。総面積２００ヘクタールの

敷地には、陸上競技場やカーリング場などを初め

サッカー、クロスカントリーコース、パークゴル

フ場、キャンプ場など本格的なスポーツやさまざ

まな文化施設等が整備されている中で、とりわけ

多くの市民で活況を呈しているパークゴルフ場、

今シーズンより早々に利用時間の設定変更が行わ

れています。この利用時間の設定の経緯について

お知らせを願います。

最後に、名寄市立大学の基本理念から名寄市立

大学の品格についてお伺いをいたします。名寄市

立大学短期大学のホームページを拝見すると、大

学案内の冒頭のページに名寄市立大学の基本理念

が掲載されています。それによると、同大は保健、

医療、福祉という人のよりよき生活のための支援

サービスに携わる人材をはぐくむ大学として、栄

養、看護、社会福祉の３学科で学部を構成するこ

との利点を生かし、保健、医療、福祉の連携と協

働、少人数教育の実践、地域社会の教育的活用と

地域貢献、この３項目が基本理念に掲げられてい

ます。この基本理念は、向学の志が高い志願者や

在学生に入学志望や在学への強い動機づけになっ

ているものと推察をいたします。こうした同大の

高い資質を裏づける証左として、高い就職率や各

種国家試験の合格率などからもうかがい知ること

ができます。

こうした中で、４月中旬のある期間、このホー
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ムページ上に忽然と着任間もない青木紀新学長の

「不祥事のおわび」というタイトルが記された記

事が掲載されました。今春に第１期生１３１人を

送り出した晴れの門出に雲が陰るような出来事に

私たちは驚きを禁じ得ませんでした。事件のてん

まつについてお知らせを願います。

以上でこの場からの質問とさせていただきます。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま大石議員〇総務部長（佐々木雅之君）

から大きな項目で２点の質問をいただきました。

大項目１点目の小項目（１）、行革等については

私のほうから、大項目１点目のうち小項目の

（２）、（３）につきましては経済部長から、大

項目２点目は大学事務局長からの答弁となります

ので、よろしくお願いいたします。

まず、行財政改革についてお答えします。これ

まで大石議員から何回か御指摘のありました行財

政改革実施本部としての協議結果及び進捗状況に

つきましては、市のホームページに掲載をして市

民の皆さんにもごらんいただけるようにいたしま

した。行財政改革につきましては、本年５月２７

日に市長を本部長とする名寄市行財政改革推進実

施本部を立ち上げて議論を進めてまいりたいと考

えております。新市長が誕生いたしましたので、

今まで推進してきました行財政改革にさらに民間

の視点での検証を加え、進めてまいりたいと考え

ています。

行財政改革は、住民に負担を押しつけるかのよ

うな悪いイメージがありますが、施設使用料の場

合、すべて税で賄うと利用する人と利用しない人

で意見が分かれ、受益に応じた負担をどの程度負

担いただくか議論になります。市民に対する十分

な説明をして理解をいただくことが大切と考えて

います。新市長の誕生には、若い世代の動きがポ

イントとなり、国じゅうに閉塞感漂う中で名寄市

にとって大きな転換期になったのではと認識して

おりまして、１０年先を見据え、若い世代の意見

も行財政改革に反映する仕組みの構築を含め、新

たな視点で住民満足度とコストの両面から検証を

行い、市政運営を推進してまいりたいと考えてお

ります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは小項目〇経済部長（茂木保均君）

（２）、中心市街地の再生整備と活性化等から再

生と活性化推進と今後の課題についてお答えいた

します。

平成２１年度で策定しておりました名寄地区都

市再生整備計まは、３月２５日付で国土交通省大

臣の認可を得たところでございます。本年度の事

業について、その後着手してきているところでご

ざいます。事業内容については、駅横地区で市と

民間の協働で取り組む商業業務施設の整備や文化

ホールの建設、中心商業地の整備により市街地内

のにぎわいを創出していくこととしております。

各種施設整備については、今後所管課とともに基

本計ま等を策定し、市民から意見を聴取する機会

を設定するなどして計まを具体化してまいります。

複合交通センターの整備に関しては、用地補場交

渉に必要な調査に着手しており、資料がまとまっ

たことからＪＲ北海道と交渉を進めてまいります。

今後は、施設の基本設計の準備を進めるとともに、

準備が整い次第市民意見を聴取し、詳細設計を経

て施設整備を進めてまいります。

次に、小項目（３）、ピヤシリヘルシーゾーン

施設利用の促進とその施策についてお答えをいた

します。なよろ健康の森パークゴルフ場の利用時

間設定の経緯でございますが、えんれいコースが

平成８年度に、あかげらコースが平成１２年度よ

り市の直営でオープンし、平成１３年度からは有

料化となりました。平成１８年度からは、名寄振

興公社が指定管理者となりましたが、利用時間の

設定がなく日の出から日没までの時間で運営され

てまいりました。名寄振興公社では、４年間の管

理経験の反省と利用者の声を踏まえ、快適な利用

環境の確保及び安全、安心、平等とした運営に一
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部支障を来していることから、芝の養生管理、利

用者の安全確保や事故などに迅速な対応をするた

めにも利用時間の設定についてことしの１月に名

寄振興公社から要望があり、利用時間については

午前８時から午後６時まで、６月から７月は午後

７時まで、適用の時期は平成２２年度のシーズン

からとの要望がありました。

早速市内の主なパークゴルフ愛好団体４団体と

２回にわたり意見交換を行いました。主な意見と

しては、時間設定をすべき意見としては、１つに

は管理者がいないときの事故の対応の問題から時

間設定すべきと。２つ目には、ほかの市町村では

ほとんど有料コースは時間が設定されている。３

つ目には、国際パークゴルフ協会公認コースであ

る。４つには、芝生の維持管理と利用者の安全、

安心のため、これらの意見の中で時間設定をすべ

きということでございます。次に、時間設定すべ

きでないと主張する意見としては、勤め人は朝プ

レーしてから仕事に行くと。朝しかプレーできな

い。土日、祝日は休みでないのでプレーできない。

３つ目には、６月から８月までの月曜日、火曜日、

その期間を芝の養生として、それ以外を５時半か

らとしてほしいという、そういう要望でございま

す。それから、４つ目には、なぜ今になって時間

を設定するのか等々の意見がございました。

その後、３回目の４月の説明会で名寄振興公社

の最大限の譲歩を受けまして、５月中旬から９月

中旬までの土日、祝日を午前６時から日没まで、

その他の平日は午前８時から日没までとした最終

案を提示したところでございます。最終案につき

ましては、４団体のうち３団体については御理解

をいただきましたが、毎日早朝に利用している一

部団体からはこれまでどおりとすべきとの意見が

ございましたが、最終案の内容で今シーズンから

の運営をすることといたしました。前段申し上げ

ましたけれども、時間設定により利用者の快適な

利用環境の確保と良好な芝の養生管理及び利用者

の安全確保と事故などに迅速な対応をするための

ものでございますので、どうか御理解をいただき

たいと存じます。

以上、私からの答弁といたします。

三澤大学事務局長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、〇市立大学事務局長（三澤吉己君）

大きな項目２点目の名寄市立大学の基本理念から

（１）、名寄市立大学の品格についてお答えいた

します。

まず初めに、このたび本学教員が大学の信頼を

損ねる不祥事を起こしましたことはまことに遺憾

であり、改めて議員の皆様並びに市民の皆様に対

して深くおわびを申し上げます。

それでは、お尋ねのありました事案の概要と経

過について申し上げますが、プライバシーの関係

から被処分者をＡ教員とさせていただきます。こ

の事案につきましては、平成２０年８月に本学の

学生からＡ教員がセクシュアルハラスメント及び

パワーハラスメントをしていると人権相談委員会

に訴えが寄せられたことが始まりであります。こ

れを受けまして、人権相談委員会と人権擁護委員

会の合同での対応が始まり、学生に不利益が及ば

ないように十分配慮し、慎重に相談者等からの事

情聴取が行われました。その結果、Ａ教員の言動

に疑いを持たれても仕方がないセクハラ及びパワ

ハラに該当する可能性があることから、平成２１

年６月に学長立ち会いのもとＡ教員に注意喚起の

ための通知が行われました。しかし、その後９月

及び１１月にＡ教員のセクハラとパワハラに関す

る新たな２件の訴えがあり、人権擁護委員会で検

討の結果、６月の通知の時点よりも深刻な状況と

の判断がされ、学長に調査委員会の設置を勧告し、

１２月２日の教授会で調査委員会設置が承認され

ました。その後、本年３月１５日、調査委員会報

告が学長に提出をされました。その中で、教員と

学生との関係性においては、不適切な女子学生へ

のボディータッチ等のＡ教員の行為が日常的に存

在し、これらは環境型ハラスメントに当たること、

また６月の通知後においてもＡ教員の行為等に反
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省の変化が見られないことが報告をされました。

これを踏まえまして、３月１６日、学長から教授

会にハラスメント行為を事由としたＡ教員の懲戒

処分にかかわる審査が付議され、名寄市立大学教

員等懲戒審査委員会の設置が承認されました。

大学としては、調査委員会報告書の検討とＡ教

員に対する事情聴取を行い、学長、副学長、学部

長が３月末をもって定年退職となることから、現

執行部での年度内決着を前提に作業を進めてきた

ところでございますが、Ａ教員の体調不良等もあ

り速やかな事情聴取がかなわず、ようやく３月２

９日に事情聴取となり、規定に定める陳述の機会

等の手続等を踏まえると新年度に引き継いでの対

応とならざるを得ない状況となったところでござ

います。懲戒審査委員会では、Ａ教員による日常

的なセクハラ行為、パワハラ行為があったと認定

するとともに、これまでのハラスメント行為につ

いて素直に認めず、反省もせず、それを改めよう

としていないことから、これらを総合的に見てＡ

教員に懲戒処分が相当と判断し、４月７日の教授

会において６カ月間の停職が決定し、学長の申し

出に基づいて同日付で名寄市長から懲戒処分を行

ったところでございます。あわせて、Ａ教員から

提出をされた退職願も４月７日の教授会において

承認したところでございます。

これらを踏まえまして、翌日の４月８日に記者

発表を行いまして、学長談話で謝罪をするととも

に、ホームページ上でも公表いたしたところでご

ざいます。学内においては、学生に周知をすると

ともに、再発防止と信頼回復に向けて教職員一同

努力をしているところでございます。御理解を賜

りたいと思います。

以上、答弁といたします。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、いただきま〇６番（大石健二議員）

した答弁をもとに再質問をさせていただきます。

多少順番が入り繰りあるのをあらかじめ御承知お

きを願います。

加藤市長は、この第２回定例会の会期末の１８

日で４月１８日の投票日から起算してちょうど２

カ月目になろうかと思います。加藤市長が市政を

担うことが決まった際に発したわくわく、どきど

きするというあのフレーズは、市民の皆さんも大

きな期待と関心を寄せていることだろうと私も思

います。

ここで、名寄市の行財政改革について加藤市長

にお聞きをいたします。私は、基本的に減税もし

くは負担減なき行革は行革とは言えないだろうと

思っています。いろいろ財政の問題については代

表質問、一般質問の中でも取りざたされておりま

すけれども、行革から見た場合の財政について考

えると、今申し上げたように私は基本的に繰り返

しになりますが、減税もしくは負担減なき行革は

行革とは言えないだろうと重ねて申し上げたいと

思います。

顧みると、平成１９年３月に推進されている名

寄市の行財政改革推進計まは、市民の減税や負担

減までには直接結びついていないなと考えます。

合併後の使用料、利用料あるいは手数料、これら

は名寄、風連地区において当座は二重、二層の価

格設定となってしまって、後々負担公平原則とい

う大義名分のもとに、どちらかといえば負担減と

ならないで価格の高いほうに設定されているほう

に準用されているというケースも否めないと、そ

う話す市民も少なくありません。私は、加藤市長

には旧来にまではない着想と発想の転換でぜひと

も長い任期の中で市民の減税、負担増のない新た

な視点と、そしてその期待される手腕で行財政改

革に取り組んでいただけるようお考えをお聞きし

たいと思いますが、よろしくお願いします。

加藤市長。〇議長（小野寺一知議員）

行革について減税、また〇市長（加藤剛士君）

負担減ということがどうなのかという御質問でご

ざいました。

今、これもまた名前を言ったら怒られるから言

いませんけれども、全国でもそうした首長さんだ
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とかが注目を浴びている現状があるのは重々承知

しているところであります。しかしながら、大都

会とこうした地方都市の違いもあるのでしょう。

また、元来申し上げているとおり国の財政の先行

きの見通しがままならない中で、交付税にかなり

依存している当市においてそうしたことが本当に

将来的にわたって市民の幸福につながるのかとい

うことは、これは慎重にやはり検討していかなけ

ればならぬのかなというふうに思います。それ以

上にさきの答弁でも申し上げたとおり、まずは職

員の皆さんが市民の皆さんに対してしっかりとし

た満足していただける仕事をしていくということ

がまずは第一なのだろうというふうに思っており

ますので、御了解いただきたいというふうに思い

ます。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

ありがとうございます。〇６番（大石健二議員）

首長として道内では最年少の市長と、あるいは民

間出身、直接的な行政経験が少ない、これらは決

して私はマイナス要因ではないと。むしろ既成概

念や固定観念にとらわれることなくて、新しい名

寄市の再起動を促すような第２代市長として、ぜ

ひとも恐れず、ひるまず、退かずに新名寄市の第

２章の新たなページを記していただきたいと念願

をいたします。

次に、中心市街地の再生と活性化についてお聞

きをしてまいります。先ほど茂木部長から極めて

建設的な御答弁をいただきました。そういう答弁

を踏まえてお話をお伺いしてまいりますが、さき

の新聞事例で商工会議所の専務理事が新たにかわ

るというような報道がありました。こうした人心

の一新というか、新たな有為な人材を迎えること

で新展開も期待できるかなというふうに私は期待

しております。茂木部長にあえてお聞きをするの

ですが、名寄市の中心市街地は私は衰退したと思

っているのですが、茂木部長は衰退の理由につい

てお考えになったことございますか。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

衰退の理由でござい〇経済部長（茂木保均君）

ますね。先ほども佐藤議員の質問にもちょっとお

答えいたしましたけれども、やはり郊外型の大型

店、そういったものができたというのも大きな原

因だというふうに思いますけれども、従来から見

ると構造的にいいますとやはり人口の減といいま

すか過疎化、こういったものがやはり非常に大き

な要素としてあるのかなというふうに思っており

ます。どうしても従来、名寄も一番人口の多いと

きは３万七、八千というような時期もありました。

周辺も入れると相当な部分がありました。名寄は、

道北の部分ではかなり周辺のまちから名寄にとい

うようなことで、かなりの買い物客ありましたか

ら、そういった部分というのもやっぱり構造的な

部分として１つあるのだろうと思います。その後、

先ほど言ったようなやはり郊外型の大型店舗、こ

ういった部分も含めてどうしても中心街というも

のが空洞化になってきた。そういう中で、先ほど

言いましたように後継者不足だとか、いろいろな

課題が出てきたと、こういうふうにとらえており

ます。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

今挙げられた理由も含〇６番（大石健二議員）

めて、さまざまな要因があるのでしょうけれども、

私は市街地に住んでおられる方が郊外に移り住ん

だ、あるいは転入者が郊外に移住した。移住とい

う言葉が当たっているかどうかはわかりませんが、

そういうふうな少し住みかえの時期もあったのだ

ろうと思います。例えばここ二、三日の答弁を聞

いていますと、公共施設を東西南北に配置をした

というような御答弁があったかと思いますが、ど

こでだれがというようには申し上げませんが、例

えば今文化ホールの、あるいは文化大ホールの建

設位置がことしの９月ぐらいまでには結論を導き

出したいというお話がございました。こうした公

共施設が郊外に配置されることによって、住民が

環境のよさを考慮して移り住むというケースもな

くはないだろうと。これは、文化ホールについて
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はまた後ほど質問をしてまいりますが、今挙げら

れた中心市街地の衰退について理由をお聞きした

のですが、そうすると中心市街地をさらに復興さ

せていく有効な手だてというのも考えられますか。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

復興という部分がど〇経済部長（茂木保均君）

の程度の意味になるかは別にしましても、やはり

今の現状の部分を少しでもやはり回復していくと

いうことが大事かなというふうに思っております。

そういうためにも名寄市も平成１９年度から中心

市街地の活性化の事業をいろいろ議論をしてきて、

何らかの形で中心市街地の活性化に導く事業とい

うことで取り組んできた経過があります。その後、

なかなか民間事業の部分がまとまらなくて、駅横

を中心とした部分あるいは文化ホールも含めて公

共が主体となる部分について先行で実施をせざる

を得ないような、そんな状況になっておりますけ

れども、しかし引き続いて民間の皆さんのやはり

やる気といいますか、そういったものを何とか導

き出して、３・６を中心とした部分の事業展開を

やっていきたいというようなことで、我々担当の

部分としてはそういう思いで今事業を進めている

ということであります。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

３・６の事業を中心に〇６番（大石健二議員）

復興を図っていきたいということでございます。

衰退、復興、今お聞きしてまいりましたが、以前

随分耳にする機会が多かったコンパクトシティー

というのが最近は余り聞かれなくなってきている

のですが、このコンパクトシティーというのは要

するに生活サービスの集積拠点という意味合いで

とらえておられるのだろうと思うのですが、私は

郊外に流出した市民の皆さんに中心市街地に戻っ

ていただければ、人口密度を高めれば今までにな

い活力が生じるだろうと、そう思っております。

そのための手段としてこれまで文化センター、こ

こで出てくるのですけれども、文化センターを郊

外に……文化センターではないですね。文化ホー

ルもしくは文化大ホール、これらの新たに建てる

であろう施設を郊外に建てるのではなしに中心市

街地に持ってくることで人口集積を図るという考

え方も出てくるだろうと思います。

通告の質問では、特にヒアリングはなかったの

ですけれども、建設水道部長と市民部長にちょっ

とお聞きをしたいのですが、もしお答えできなけ

れば、それはそれで結構ですが、建設水道部では

これまでに舗装した道路、上下水道、０排雪関連

のコストを積算していただく、これを条、町名ご

とに。同じように、市民部のほうでは市民税を扱

っておられる、あるいは税を扱っているというこ

とで、固定資産税収を条、町名ごとに積算するこ

とは可能かどうかちょっとお聞きしたいのですが。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

そういう生活〇建設水道部長（野間井照之君）

インフラの部分で条、町名ごとのコストを積算す

るというのは、今の段階ではちょっと私も詳しい

ことは、どういうふうな積算の仕方でしていいか

ちょっとわかりませんけれども、できないことは

ないと思いますけれども、今の段階ではちょっと

無理かなというふうに考えます。

吉原市民部長。〇議長（小野寺一知議員）

固定資産税の税額に〇市民部長（吉原保則君）

ついて条、町名ごとに積算ができるかということ

でございますね。御質問ですね。それぞれ条、町

名につきましては、路線価を設定する中で税額計

算、それぞれの土地の形状なり面積等に応じて税

額が計算されているわけでございますけれども、

一つ一つの条、町名ごとの積算というのはちょっ

と現段階では少し困難かなと考えているところで

ございます。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

かなり時間と労力を要〇６番（大石健二議員）

するものだろうとは思ってはいますが、今すぐや

ってくれということではなしに、ただそうしてい

きますと郊外の投資をした経費と入ってくる税収

との貸方、民方が出てくるだろうと思います。そ
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うすると、貸方、民方でマイナス、赤字になるの

はやはり郊外だろうと。黒字になるのは、やはり

中心市街地だろうというふうに思います。これは、

やってみなければわからないので、何とも言えな

いのですが、ぜひ時間をかけてじっくりやってい

くことで将来図が見えてくる可能性もあるかなと

いうふうに考えますので、ぜひ御検討をしていた

だければと思います。

それでは、あと中心市街地には空き店舗、空き

地あるいは後継者が不在、後継者確保に悩んでい

る経営者の皆さん、いろいろそれぞれ事情を抱え

たスペースがあるのだろうと思います。こうした

スペースを抱えていて、現在茂木部長のほうでや

っておられる中心市街地の活性化計まというのが

デッドロックに乗り上げている１つの要因だろう

というふうに考えます。ここで１つ、不動産、動

産のアマチュアの方、素人の方がやはり鳩首を並

べて相談しても余りいい案というのは出てこない

のかなと、これまでの経過を見ていますと。いっ

そのこと動産、不動産のプロに入っていただいて、

こうしたいろいろ問題を抱えている、悩みを持っ

ている経営者の方あるいは地元にいなくて本州だ、

あるいは道内の各地に散らばっている地権者の皆

さんと連絡、連携をとりながら、中心市街地に集

合住宅あるいは共同住宅を建てることで中心市街

地の人口の密度を高めていくという手法はいかが

ですかね。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

名寄の５丁目、６丁〇経済部長（茂木保均君）

目を含めて、かなりの地主の方がそれなりの多く

の所有をしているというお話は聞いてございます。

そういった部分というのがやはりこの一つの事業

をまとめる部分の中では阻害というか、そういう

要因の一つにもなっている部分は否めないのかも

しれません。これを専門家といいますか、不動産

屋さんを含めたそういったところにというお話だ

ろうと思いますけれども、このことについてはい

ろんな先進的な事例等も道内外であるというふう

に思っておりますので、会議所なんかともいろい

ろ相談しながら、そういった手法について検討と

いうか研究をしていきたいなというふうにちょっ

と思いますけれども、今現在具体的にこうしたい

という部分は持ち合わせておりません。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

少し時間の配分を考え〇６番（大石健二議員）

ながら、後でまた中心市街地の活性化についてお

聞きすることがあるかもしれませんので、御理解

ください。

それでは、大学の答弁をもとに、三澤事務局長

からいただいた答弁をもとにお聞きをしてまいり

ます。先ほど時系列的に追っていただいた御答弁

をいただきましたが、ホームページ上に小さくし

みついた黒い汚点のような事件のてんまつなので

すけれども、私は質問の中でハラスメントという

言葉は使わなかったのですが、三澤事務局長のほ

うでとらえておられるハラスメントというのは、

どういう言葉の定義でお使いになっておられます

か。

三澤大学事務局長。〇議長（小野寺一知議員）

ハラスメン〇市立大学事務局長（三澤吉己君）

トの定義の部分で御質問ございましたが、実は学

内で人権擁護とハラスメント防止に関するガイド

ラインというのを設けてございまして、その中で

ハラスメントについてということで定義をしてご

ざいます。

この中で、環境型ハラスメントあるいは対価型

ハラスメントということで、大きくは２つの２種

類に分けてこの中では説明してございまして、先

ほど私のほうから環境型ハラスメントということ

で審査委員会の中であったということで御説明さ

せていただいたところでございますが、この定義

というのは性的な言動などにより不快感を抱かせ、

勉学や職務のための環境を悪化させることと、こ

ういう定義がしてございます。さらには、対価型

という部分では権力や腕力など何らかの優位な立

場を利用し、相手に利益を与えることを条件に性
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的な要求をすること、また相手が要求に応じない

場合に不利益を与えることということで、ただハ

ラスメントの部分についてはいろいろ定義してい

る部分がございまして、学内ではこういうことで

ガイドラインで定められていると、こういうこと

でございます。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

ハラスメントの定義に〇６番（大石健二議員）

ついて御説明をいただきました。こうした陰湿で

卑劣きわまりないという行為を日常に行っていた

よわい５８も重ねた分別盛りの人物が果たしてこ

のハラスメントというのはお聞きした２０年３月

ごろだけだったのか、短期大学時代の古くからの

行為はなかったのかどうなのか、その辺はいかが

でしょうか。

三澤大学事務局長。〇議長（小野寺一知議員）

今回の一連〇市立大学事務局長（三澤吉己君）

の事情聴取等々の中で、確かに着任をいただいた

短期大学の時代、数名の上司も含めて注意があっ

たというお話は聞いております。ただ、それがハ

ラスメントに当たるのかどうかというのはなかな

か難しくて、その当時は事実解明はされていなか

ったというふうにお聞きしています。どういうこ

とがあったのかというのは、やはり肩にさわった

だとか、周りから見たらあれはセクハラでないの

かだとか、こういう定義の部分があったような話

は聞いていますけれども、具体的に訴えがあった

ということはなかったようにお聞きしております。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

時間の配分を考えなが〇６番（大石健二議員）

ら、もう少し簡単に聞いてまいります。このハラ

スメントで自主退学あるいは自己都合で退職され

た教職員の方というのはいらっしゃるのでしょう

か。

三澤大学事務局長。〇議長（小野寺一知議員）

私が知る限〇市立大学事務局長（三澤吉己君）

りではいないというふうに思っております。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

さらにお聞きをしてま〇６番（大石健二議員）

いります。このハラスメントで心的外傷ストレス

というＰＴＳＤで治療、加療を受けている学生と

いうのはいらっしゃいますか。

三澤大学事務局長。〇議長（小野寺一知議員）

今回直接訴〇市立大学事務局長（三澤吉己君）

えた案件が２件ございまして、専門医の診断では

そういう名称で診断書が出ているということでご

ざいまして、私どもはやはり学生に対してのケア

が一番重要であるということで専門医の相談員と

も相談しながら対応してきたと、そういう経過が

ございます。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

多くの市民がこの卑劣〇６番（大石健二議員）

なよわい５８を重ねた分別のない男性に対して怒

りを持っているのは、専門の指導分野がソーシャ

ルワーカーという、日本語に訳すと社会福祉ある

いは社会事業というようなことになるのだろうと

思うのですが、その教えている学問とやってしま

った行為が余りにも対極的であるという、その最

も恥ずべき行為を営々と続けてきていたというこ

とが市民の感情を逆なでにしているという側面が

あります。

加えて、大学の下した処分が停職６カ月と。聞

くところによりますと、懲戒解雇に次ぐ最もとは

言わないですけれども、重い処分であるというお

話ですけれども、年ごろのお子さんを抱える市民

の方には今回の大学の寛大な措置は、とってもで

はないが理解できないというお話をされている方

がいらっしゃいます。なぜ最も重い懲戒解雇とい

う処分が行えなかったのかお教えいただけますか。

三澤大学事務局長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほど議員〇市立大学事務局長（三澤吉己君）

のほうから質問の中で人材をはぐくむ大学と、こ

ういう学問を指導する場で教員がこのような行為

を行ったという部分では、本当に私ども重く考え

てございます。

量定の関係につきましては、実際に私ども今回
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は初めてのケースでございまして、弁護士さんと

もいろいろ相談をさせていただいたという経過が

ございます。やはり訴えがあって初めて事件とし

て出てくるといいましょうか、そんな部分ござい

まして、実際にはすべてのものが訴えにより調査

が始まったかという部分ではない部分もあるもの

ですから、非常に時間を要したという部分もござ

います。

それで、量定を決める際に私どもとしては当然

市の規定等も参考にするわけでございますが、人

事院で国家公務員の部分で懲戒処分についての指

針を設けてございます。これは、標準的な部分が

あって、その内容によって軽減を図るという、重

くしたり軽くしたりと、こういうのがあるのです

が、今回私どもの部分でいきますと今お話にござ

いましたように免職に次ぐ６カ月の重い処分とい

う部分では、先ほど言った内容を踏まえて私ども

としては軽いとは思っておりません。そういう部

分では、弁護士さんとも相談しましたが、私ども

学内ではやっぱり学内で起きた今回の案件という

のは非常に重く見るべきでないのかと、こういう

判断で免職に次ぐ６カ月とされたと。ただ、いろ

いろ免職という部分がございますので、それから

比べたらどうなのだという判断はございますでし

ょうけれども、実際の今回の案件を実際に調べた

部分の中では、私どもは最大に重い処分だという

ふうに学内では考えているところでございます。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

さらにお聞きしていき〇６番（大石健二議員）

たいなと思うのですが、その処分を申し渡す際あ

るいは申し渡した際に、御本人のほうからは不穏

当な発言があったと聞いてはいるのですが、訴訟

も辞さないというような発言があったのか。つま

り地位保全の確認というような、そういう訴えも

起こすのだというような発言があったのかどうか

お聞きしていいですか。

三澤大学事務局長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほど経過〇市立大学事務局長（三澤吉己君）

の中で申しましたように相談者等からの事情聴取、

最後は本人からの確認という部分が経過を追って

取り組んできたわけなのですが、その中で本人の

部分では先ほどもハラスメントの定義がございま

したけれども、本人はハラスメントにならないと、

こういう見解も持っていまして、そういう部分で

はそこはやっぱり裁判といいましょうか、お互い

にそういう意識を持ちながら話を進めてきたとい

う経過はありました。私どもとしては、先ほど言

いましたように私どもの弁護士さんを通じて協議

をする中で取り組んできたということで、被処分

者についても弁護士さんと相談しながら対応させ

ていただきますと、こういう話は経過の中でござ

いました。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、懲戒解雇で〇６番（大石健二議員）

もなく諭旨解雇でもないと。本人の自己都合によ

る退職ということですから、当然と言えば当然の

ように退職金も支払われているのだろうなと思う

のですが、名寄市は退手組合に入っていますから、

退職金はこの退手組合から支払われているのでし

ょうか。

三澤大学事務局長。〇議長（小野寺一知議員）

そのとおり〇市立大学事務局長（三澤吉己君）

でございます。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

御本人の反省がないま〇６番（大石健二議員）

まの自己都合による退職なのですが、結果から見

ると御本人は学内で起こしたその罪の重さに良心

の呵責があっておやめになったのだろうと私は善

意の解釈をするのですが、退職金の自主返納を促

す考えはありませんか。

三澤大学事務局長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほど申し〇市立大学事務局長（三澤吉己君）

ましたように、大学としては今回の事案の部分に

ついては重い処分を下したと、こういうふうに判

断してございます。それで、退職金の関係につい

ては、当然これまでの勤めた年数を含めての部分
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ということなのですが、当然今回の処分を含めて

ペナルティーが付されていると、こういうように

お聞きをしております。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

今回の事件のてんまつ〇６番（大石健二議員）

を時系列で追っていくと、その対応すべきときに

リアルタイムでその対応に必要な定めやガイドラ

イン、要綱が十分に整備されていなかったなと。

その対応が後手で回ってしまって、当事者の自己

都合や虚実を織りまぜた言動に振り回されたなと

いう感じがしないでもないのですが、今後の対応

に十分課題を残しているなと。つまりは、ここ一、

二週間でも道内の大学で２件ほどハラスメントの

報道がなされています。今後のこうした事態に対

する人権擁護委員会あるいは人権相談員、そうし

た組織を含めた対応についてはいかがお考えです

かね。

三澤大学事務局長。〇議長（小野寺一知議員）

１８年に大〇市立大学事務局長（三澤吉己君）

学を開学しまして、その前は短期大学ということ

で、学内からハラスメント行為をなくすと、こう

いう考えのもとにそれぞれの規定を設け、機関を

設け対応してきたと、こういう経過がございます。

そういう中で、それぞれ教職員全員の研修も実は

参加をするということで、参加を条件に専門の講

師をお招きをして複数の日程を設ける中で対応し

てきたと、こういう経過もございますし、パンフ

等も配布をしたり掲示もしてきてございます。当

然学生にも参加をいただくと、こういうことでこ

れまで取り組みをしてきました。そういう中で今

回こういう事案が出たということでございますの

で、学内では先ほど申しましたように再度引き締

めて二度と起こさないような対応をしようという

ことで、教授会はもちろんでございますが、学長

を先頭にそういう取り組みをしていると。基本的

には、やはり短期大学から慣習としてあります学

生を含めて声かけ運動というのがやっぱり大学の

場合は強化されている部分ございますので、そう

いうものもあわせてひとつ大きく広げていくと、

こういう取り組みをこれからしていきたいと、こ

のように思ってございます。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

ありがとうございまし〇６番（大石健二議員）

た。今回この大学の事件について、質問に取り上

げることはいささかちゅうちょがありましたが、

同年代のお子さんを抱える御父兄の皆さんからの

そのてんまつについてどうしても知りたいという

要望がございましたので、あえてお聞きをいたし

ました。

あと４分ほどあります。もう一度、中心市街地

の活性化について１点だけ、まだ２点ほどあるの

ですが、１点だけお聞きをしてまいりたいと思い

ます。商店街あるいは中心市街地の関連でいろん

な関係資料だとかを見ていきますと、なかなか名

寄市にメリットのある事業というのが私には探せ

なかったのですが、たまたまホームページでサー

フィンをしていくと地域雇用創造推進事業という

事業がございました。茂木部長、この事業名は御

存じでしたか。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

厚生労働省の事業で〇経済部長（茂木保均君）

はないかなと思うのですが、名前だけはそんなよ

うな記憶があります。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

この地域雇用創造推進〇６番（大石健二議員）

事業は、本年度から２０１４年まで４年間だけ実

施するという事業でした。後でまた調べていただ

ければいいのですけれども、この地域雇用創造推

進事業というのは対０事業に選定されると事業費

全部、１０分の１０、丸ごと国の面倒で賄っても

らえます。私、手元にホームページの写しがあり

ますので、よろしかったら差し上げますが、ペー

ジの末尾に、およそ官僚がつくったかどうかはわ

かりませんよ。そういう方がつくったかどうかは

わかりかねますが、どうぞお気軽に御相談くださ

いと、御支援申し上げますと書いてあるのです。
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私、この国の機関でここまで懇切丁寧に書いてい

る案内文というのは余り拝見していないものです

から、非常に関心を持ってあえて茂木部長にお聞

きをしたのですが、ぜひともこの事業について対

０になるかどうか、御検討、研究を進めていただ

きたいと。

まだ２分ありますので、もう一点、事業ありま

したので、お聞きしてまいりたいと。地産地消の

活動に必要な施設整備に対する支援事業というの

を御存じですか。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

地産地消については、〇経済部長（茂木保均君）

もう国のほうももちろんそうなのですが、道、市

町村、名寄市におきましてもこの部分については

従来から１つの大きなテーマというか、取り組ん

でおりますので、そういった事業もあるというこ

とについては承知しております。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

今おっしゃるとおり、〇６番（大石健二議員）

これは農水省の水産局技術普及課、こちらでやっ

ている強い農業づくり交付金という名目がついて

おりました。私は、商店街を自転車で随分流すの

ですけれども、どうも今の商店街の夕方、夕げど

きは走ってみても人のにぎわいがないと。あるの

は一部の精肉店と鮮魚店の周辺だけ。昔の商店街

というのは、これに青果店、生鮮野菜あるいはお

総菜が加わった、そういう生鮮３品プラス総菜と

いう、こういう店舗構成で商店街がにぎわいを見

せていたなと思います。今申し上げたこの支援事

業の対０となる事業を調べていきますと、生鮮販

売所みたいのが対０になりそうです。農産物の直

売所と言ったほうがいいかもしれませんが、これ

が施設整備で２分の１の補助があるという。商店

街に農産物の販売所がないというふうになれば、

もしこの事業で支援を受けられるようになれば、

ぜひ検討していただきたいと思います。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

十分検討して勉強し〇経済部長（茂木保均君）

たいと思います。

以上で大石健二議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

指定管理者制度について外３件を、佐々木寿議

員。

議長より発言を許可〇７番（佐々木 寿議員）

されましたので、通告順に従いまして４点につい

て質問をしてまいります。

１点目は、指定管理者制度について、指定管理

者制度とモニタリング評価について伺います。平

成１５年に地方自治法改正により創設された指定

管理者制度は６年が経過しています。当市におい

ても民間企業、団体等、民間事業者を指定管理者

として公の施設の管理を行っております。ところ

が、近年制度発足後数年にして全国各地で指定管

理者の倒産あるいは経営不振、不祥事の発生等に

よる撤退といった破綻の事例が相次いでいるとい

う状況が散見されるようになりました。これらは

公の施設の老朽化、いわゆる減価場却による施設

変化のモニタリングあるいは指定管理者の経営状

況の変化のモニタリング、施設の設置目的と指定

管理者による管理との整合性がとれているかなど

の常にチェックする機能が十分に発揮されていな

いということが挙げられるのではないかと思われ

ます。そこで、公の施設としての管理水準をより

向上させるため、第三者評価制度を導入して客観

的な点検、評価を実施し、指定管理者みずから業

務改善を行うＰＤＣＡサイクルの確立を図ってい

くべきだと思われますが、見解を伺います。

２点目には、教育行政について、初めに学童保

育について伺います。学童保育は、共働き、ひと

り親の小学生の放課後の生活を継続的に保障する

こと、そのことを通して親の働く権利と家族の生

活を守るという役割を持っております。名寄市に

おいて、中央保育所の学童施設が秋ごろ開設の予

定であり、ある程度待機児童や受け入れ人数の対

応はできるものと思っております。しかしながら、

主年が働く環境もふえつつあり、学童保育は年々
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増加傾向にあります。そして、必要とする家庭が

まだいると思われます。名寄市においても子供た

ちが毎日生活し、成長していく子供たちの受け入

れ施設としての条件整備、すなわち施設と職員の

確保、学童保育でも一定の水準を確保する体制づ

くり、自治体の責任の明確化と仕組みづくり等の

体制は確立しているのか、現状の実態把握をして

将来の学童保育に備えるべきと考えますが、見解

を伺います。

次に、小１プロブレムについて伺います。小学

校では、現在小１プロブレムと呼ばれる現０が大

きな問題となっています。このため、文部科学省

は学識者、教育関係者らで成る会議を設置し、幼

稚園や保育所などから問題なく小学校に移れるよ

うにする方法を探ることとしております。幼稚園

や保育所などでは、子供たちの自発的活動として

の遊びが重視されています。これに対して小学校

では、教員による教科の学習が中心となり、時間

割りどおりに授業が行われます。小学校の入学直

後、この違いに戸惑う子供はこれまでも少なくあ

りませんでした。しかし、最近ではいつまでも小

学校のやり方になじめない子供がふえており、教

員の話を聞かなかったり授業中に勝手に歩き回っ

たりするなどして長期間にわたり授業が成立しな

いというケースが増加しているといいます。小学

校長の２ ９％が１年生で授業が成立しない状況

にあったとしており、小学校の４校に１校で小１

プロブレムが発生しているということが調査でわ

かってまいりました。名寄市としての実態はどの

ようになっているのか、現状とどのように対応し

ているのか伺います。

次に、土曜活動について伺います。日本の教育

は、小学校、中学校は義務教育であり、だれもが

就学しています。ですから、教育問題は私たちに

とって非常に身近な問題でもあり、将来の子供に

とっても地域にとっても非常に意味のある大切な

９年間と思っております。このような教育行政の

中で、ゆとり教育という考え方が１９７０年代以

降の詰め込み教育の反省に立って導入された教育

議論が始まりました。近ごろでは、ゆとり教育は

賛否両論がある中で見直しの方向に進んでいます。

現在実施されているゆとり教育を受けて育った世

代をゆとり教育世代と呼りそうですが、その世代

が大学を卒業するのがことしです。つまりこの世

代の一部は既に学校を卒業し、さらに近い将来全

員が社会に出ることになります。一体ゆとり教育

世代が現在どのような状態なのか、社会的にはど

のような評価を受けているのか、実情はわかりま

せんが、土曜日教育の復活、いわゆるゆとり教育

の終了ということが議論されつつある中で、名寄

市としても土曜授業を復活させてもよいのではな

いかと考えます。もちろん現在実施されている冬、

夏休みの縮減しての授業の成果とともに、今後い

ろいろな角度から議論を尽くさなければならない

と思いますが、見解を伺います。

次に、電子黒板の活用実態について伺います。

当市においても電子黒板を本年度市内の全小中学

校に各１台、１５台が導入されました。電子黒板

の有効活用に向けた研修会を全教員対０に各１回

の研修会を予定しているという報道がありました

が、習得実態はどのようになっているのか伺いま

す。電子黒板は、教材を作成することで教師の教

材理解が深まるし、使いながらま面上でペン書き

ができるので、子供たちの学習により生かすこと

ができ、子供たちの授業への意欲が高まり、学力

向上につながるメリットがある一方、ある自治体

では電子黒板を使用するには、ある程度のパソコ

ンの基礎知識が必要になるということで使いこな

せない教員あるいは電子黒板自体が非常に重く移

動が大変だとか、セットに手間がかかるとか、教

材をつくる時間がないとか、こういう課題が出て

きているようです。１校に１台の現状では、さま

ざまな問題と課題があると思いますが、教育現場

の当面の課題と将来の課題をどのように対応して

解決していくのか伺います。

３点目に、医療事業について、初めにコンビニ
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受診について伺います。これは、佐藤議員の答弁

と重複する部分があると思いますが、よろしくお

願いいたします。医療の現場で夜間救急医療の場

に通常の医療を求めて患者がやってくる現０、い

わゆるコンビニ受診が問題になっています。医療

機関にとっては、コンビニ受診は負担になり、医

療現場の疲弊の原因となっていると言われます。

一方、救急患者にとっても受け入れてくれる病院

が少なくなって、場合によってはどの救急指定病

院にも受けられなくて手おくれになりかねないと

いうことになります。都市では、たらい回しと医

療ミスの２択の問題になっている現状があります。

２４時間活動をする社会に呼応し、時間外受診は

さらにふえる傾向があると予想されます。当面の

課題として、夜間、休日に見る医療機関をふやす

医療機関の体制を充実させることも必要なのでは

と考えます。そのためには、医師の待遇や医療現

場の労働環境の整備も必要になってきます。当市

は、コンビニ受診は限られているのかもしれませ

んが、将来的に２４時間活動社会に対応するため

現状をよく調査して、救急診療の実情や夜間、休

日診療に来る人たちの理由などを正確に把握し、

それに沿った医療事業の対応、対策を考慮してお

く必要があると思います。見解を伺います。

次に、家庭医について伺います。地域住民が日

常のさまざまな健康問題を気軽にまず相談できる

最も身近で信頼できる医師、すなわち家庭医であ

りますが、患者の年齢、性別、疾患などにかかわ

らず、どのような健康問題でも専門外などと言わ

ずにとにかく診てくれる、内科、小児科の病気を

中心に外科や整形外科、皮膚科、耳鼻科、精神科

などの一般的な病気に広く対応できる最新の医療

知識や技術を持ち、自分で治療できる範囲を的確

に判断した上で専門医の力が必要な場合は専門病

院にも速やかに紹介する医者、また患者や患者の

家族と密接な連携を保つことで予防治療、リハビ

リなどを行う医者、総合医とも言われているいわ

ゆる家庭医の実態はどのようになっているのか伺

います。

４点目に、防災について、町内会防災体制につ

いて伺います。昨年の第３回定例会において、こ

の防災について質問させていただきました。答弁

では、来年度はぜひ地域連絡協議会または個別の

町内会とタイアップした形で実効性の高い防災訓

練を実施したい、そうした中で防災訓練の成果を

市民の防災意識高揚や町内会における防災活動な

どに生かすことができるのではないかということ

でした。また、地域連絡協議会を立ち上げて実際

に防災のモデル町内会もつくり、災害時要援護者

の把握事業も含め、２町内会をモデル町内会とし

て対応するという答弁もいただきました。

防災に関する意識は、名寄市においては大きな

災害に見舞われることがなかったということで危

機管理意識が低いのではないかと思いますが、か

といって災害に対する備えを怠ることはできませ

ん。災害は予告なしで時間的に余裕のないことが

多く、パニックに陥ることになります。そのため

に常日ごろから自分の防災に対する考え方や組織

立った町内会行動等の整備が住民に安心感と損害

や被災を最小限にとどめることができると考えま

す。そこで、町内会の防災組織、防災モデル町内

会の立ち上げの状況、今年度の防災訓練の概要を

伺います。

以上でこの場からの質問を終わります。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま佐々木議〇総務部長（佐々木雅之君）

員から大きな項目で４点の質問をいただきました。

大項目の１点目と４点目を私のほうから、２点目

は教育部長から、大項目の３点目は病院事務部長

からの答弁となりますので、よろしくお願いいた

します。

大項目１点目の指定管理者制度についてお答え

します。指定管理者制度は、民間の活力を利用し

て公の施設の管理を行い、コストの削減とともに

住民サービスの向上を図ろうとするもので、本市

における指定管理者の導入状況につきましては平
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成２２年４月現在３２施設、２２団体となってい

ます。

指定管理施設のモニタリング評価につきまして

は、指定管理者制度を導入した公施設の指定管理

者による施設の管理運営及び公共サービスの提供

が協定書や仕様書に基づいて適正に行われている

かを確認し評価するもので、指定管理者に対して

単なるコスト削減だけではなくサービスの質的向

上等の取り組み意欲を高め、自主性や創造性を十

分に発揮できるようにするなどレベルアップを図

るために効果的でありますが、制度の趣旨から指

定管理者に対する関与は必要最小限度にするもの

とすることに配慮しなければならないと言われて

います。本市においても毎年のように予算編成時

に市と指定管理者の間で住民からの苦情、施設の

管理に対する考え方等、それから施設の改修等に

必要な予算措置の関係について協議をして適切な

管理に努めているところであります。

本市においても昨年の１０月に健康の森等の指

定管理の更新作業が実はありました。その段階で

総合的なモニタリング評価の導入を検討した経過

があります。検討の結果、制度の趣旨を理解して

一部ではありますが、管理運営に対する評価シー

トを指定管理者に自己評価をしていただき、それ

に対して担当する課のほうで意見をつけて副市長

を委員長とする部長職レベルでの選定委員会にか

けまして、物によっては指定管理者と直接聞き取

りをさせていただいて評価というか、改善を図っ

ているところであります。

第三者評価の制度の導入に当たりましては、経

営状況の調査など専門性が強く求められるものと

考えておりまして、外部委託によるコストの増も

含めた検討が必要になってくると考えております。

名寄市における地域的な事情ということもあるの

ですけれども、指定管理者制度の課題となってい

るものにつきましては、本市のような地方都市で

は実際に指定管理者となり得るノウハウを持った

地元業者が限られております。第三者評価の導入

をすることによって、勢い大都市の大手業者に寡

占状態を許すことになるのではないかという懸念

もあります。基本的に名寄市の考えとしましては、

できるだけ地元調達可能な事業については地元調

達を基本に進めておりまして、さらに雇用確保の

観点からも慎重に対応してまいりたいというふう

に考えています。当面利用者の利便性を図るため

には、今後もあらゆるチャンネルを利用して指定

管理者の状況把握に努めるとともに、利用者の意

見を聴取するために意見投函箱の設置を一部施設

から拡大をしてまいりたいというふうに考えてい

ます。施設の点検、指定管理者との意見交換等か

ら管理水準の向上を図りながら他市の状況等も参

考にさせていただき、第三者評価制度については

さらに研究してまいりたいと考えております。

大項目の４点目、町内会防災体制についてお答

えします。お尋ねの自主防災組織の立ち上げ状況

につきましては、本年６月現在で名寄地区で１町

内会となっております。しかし、ことし当初にお

いて名寄地区の町内会に自主防災組織と災害要援

護者の把握状況について聞き取りした結果、自主

防災組織を有している町内会はありませんでした

が、６８町内会中６４町内が回答をしたうち、２

７の町内会から自主防災組織の立ち上げを考慮し

ているという回答をいただきました。同じように

風連地区におきましては、１４町内会中８町内会

が自主防災を立ち上げることを考慮しているとい

うふうにお聞きをしております。

また、災害時にも活用できる要援護者の把握事

業においても名寄地区におきましては既に３９町

内会が民生委員さん等によるリストの把握等の事

業を行っており、今後自主防災組織を立ち上げる

ことにより本人等から同意を得られた要援護者情

報を防災関係機関と共有し、災害時に当該者の安

否の確認ができるよう防災モデル町内会の選定を

し、働きかけをしていきたいと思っています。な

お、風連地区においては２町内会がリスト把握を

行っている状況であります。
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地域連絡協議会との関係であります。防災訓練

の成果を市民の防災意識高揚や町内会における防

災活動などに生かすことができるようにするため、

防災訓練のやり方を平成２２年度から防災訓練に

町内会の自主的な取り組みを行うことで考えてお

ります。メニューといたしましては、初期の情報

収集伝達訓練、消火訓練、避難訓練、救護訓練な

どとともに図上訓練をイメージトレーニングで町

内会ができる災害時の対策を考えてもらうなど、

より実効性の高い訓練を取り組むことを考えてい

ます。今年度では、希望地区及び風連地区を対０

にこれらのメニューを提示して行うことで考えて

います。また、市災害ボランティア、他の防災機

関等の災害時の動きの連携についての防災訓練に

ついては、今までどおり継続して行っていくこと

が肝要であり、風連地区の町内会の訓練と同時期

に行うこととし、訓練体制の充実を図ってまいり

たいと考えております。

Ｊアラートの関係につきまして、全国瞬時警報

システム、通称Ｊアラートとは通信衛星と市町村

の同報系防災行政無線等を利用し、緊急情報を住

民に瞬時に伝達する消防庁が整備した全国瞬時警

報システムの通称であります。津波や地震など対

処に時間的余裕のない事態が発生した場合に、通

信衛星を用いて消防庁から情報を送信し、市町村

の同報系防災行政無線等を自動起動するなどして

住民に緊急情報を瞬時に伝達することができます。

名寄市全国瞬時警報システム導入に係る北海道

防災情報通信設備整備事業交付金の執行につきま

しては、当予算は２１年度の予算でありましたが、

システムや機械の生産が２１年度で間に合わない

ことから、２２年度に全国の自治体に供給できな

いこととなりました。そこで、２２年度で予算を

繰り越しをしまして夏場以降に執行する予定で今

準備を進めています。最新の情報では、１０月以

降に供給が整いまして１２月以降に、システムの

構築等もありますということで、当初の予定より

は若干おくれる予定というふうに聞いております。

費用につきましては３００万７で、設置場所は名

寄庁舎３階総務部の部屋の中に配置をし、ＦＭ放

送の緊急割り込み装置と連動をして緊急時に対処

できるようにしてまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

鈴木教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

私のほうから大項目〇教育部長（鈴木邦輝君）

２、教育行政についてお答えさせていただきます。

小項目１、学童保育についてです。最初に、放

課後児童対策の学童保育の現状について説明をい

たします。現在名寄市では、公設で南児童クラブ

と風連児童クラブの２カ所、民間ではコロポック

ルとどろんこはうすの２カ所で学童保育を開設を

しており、そのほかに公設で自由来館型の児童セ

ンター１カ所と児童会館が１カ所を運営をしてお

ります。

御質問のどの保育所においても一定の水準を確

保する体制づくりについてでありますが、学童保

育所は社会福祉法の第２種社会福祉事業に位置づ

けされ、社会福祉法並びに児童福祉法のほか各種

の通達によって設置、設備、運営について基準が

定められております。また、国が示す放課後児童

クラブガイドラインというのは、子育てと仕事の

両立支援に対するニーズの増大から１４項目にわ

たるガイドラインを策定し、児童クラブとして望

ましい運営内容を目指すよう指導がございます。

名寄市におきましても、これらの定めに基づきど

の学童保育所においても一定の水準を確保し、児

童の健全育成並びに福祉の向上を目的に資質の向

上を目指して運営をしております。

次に、学童保育所に対する自治体の責任とその

仕組み、体制の確立についてでありますが、公設

の南児童クラブにつきましては利用希望者の増加

が予想されましたので、平成２１年度に南小学校

の御理解をいただきスペースの拡張工事を行いま

した。また、風連児童クラブにつきましては国が

示すガイドラインに基づき、児童館と児童クラブ

を分割するために旧風連福祉センターのこれから
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の解体に伴って、その北側に平成１２年に増設さ

れました研究室をそのまま活用するために本年度

改修工事を行いまして、１１月の開設を目指して

いるところであります。

なお、公営の運営につきましては保護者の会、

名寄市児童クラブ運営委員会におきまして運営内

容を審議をいただいております。民間の学童保育

所は、それぞれ長年にわたり運営の実績がありま

す。利用者からの一定の信頼もございます。利用

する保護者による運営委員会によって運営方針、

それから運営内容を決定をしており、財政面につ

いては市と毎年学童保育所運営委託契約を締結を

して運営費を補てんをしております。経済状況や

社会情勢の変化により、学童保育所の利用希望者

が増加していることから、旧中央保育所を学童保

育施設として再活用することとして、本年１０月

の開設をめどに耐震補強工事と施設内部の改修工

事を実施して利用希望にこたえてまいりたいと思

います。

次に、実態把握による将来の学童保育行政に備

えるべきという点についてでありますが、将来の

学童保育所利用希望者を予想することは、社会情

勢や経済情勢により影響が大きいために難しいと

ころもございます。平成２０年１月に作成いたし

ました名寄市小中学校適正配置等検討委員会報告

による児童生徒数の将来推計から、毎年の学校別

入学児童数並びに過去３年間の利用率等を基本に

算出をして将来の学童保育行政に備えてまいりた

いと思いますが、今後小学校の児童数につきまし

ては御存じのように減少傾向にありますが、社会

情勢の大きな変化がなければ現状の利用数で当分

推移するのではないかと考えております。

次に、小項目の２、小１プロブレムについてで

ございます。名寄市の小１プロブレムの現状につ

いてでありますが、今年度の小学校１年生で４月

から５月にかけまして小１プロブレムが原因で連

続または断続的に欠席していると考えられる子供

はおりませんが、ただいまお話がございましたよ

うに小学校の生活環境や学習環境になれない子供

も中にはいることから各学校では１つには子供た

ちが小学校の雰囲気に早くなれるために入学前に

小学校に招待して一緒に遊りなどの取り組みをす

るとともに、４月の生活科の学習では学校探検や

先生や友達との名刺交換など興味、関心を持たせ

ながら先生や友達のこと、学校の決まりなどを一

日も早く覚えるように努めております。２つ目に

は、幼稚園や保育所との引き継ぎを綿密に行うた

めに小学校教師が保育所、幼稚園を参観をしたり、

子供の様子について話し合いを持ったりするなど

教師自身の理解を深めるように努めております。

３つ目には、発達障害など支援が必要な子供への

対応といたしまして、育ちと学びの応援ファイル

であります名寄版の「すくらむ」を活用して引き

継ぎを図るとともに、支援の必要な子へは複数の

先生方で指導する体制をつくりながら、その子の

困り感を解消する工夫をしております。教育委員

会といたしましては、今後も名寄市において深刻

な小１プロブレムが発生しないよう名寄市特別支

援連携協議会や就学指導委員会、またさまざまな

諸活動などを通して積極的に幼稚園、保育園と小

学校との綿密な連携に努めてまいりたいと考えて

おります。

小項目３番目の土曜活動についてであります。

土曜授業の復活ということでございますが、子供

たちと家族との触れ合いを大切にして一緒に活動

する時間を確保しようという目的で平成１４年か

らいわゆる学校週５日制によりまして土曜日の授

業がなくなりました。名寄市教育委員会では、こ

の時間を活用して学校内外で行う社会体験活動や

自然体験などを通じて豊かな人間性や社会性など

を培っていくことを期待をいたして平成１４年か

らウイークエンド学校活用支援事業を行ってまい

りましたが、近年土曜休日が定着をしてきました

ので、土曜日のみの授業というのは少し少なくな

ってきたことから、平成２１年度より特色ある教

育活動の助成というところに統合したところであ
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ります。国では、学力向上のための授業時間数増

加を図るために長期休暇の短縮、１日の授業時間

数の増加のほか土曜日の補習を検討した経緯もあ

りますが、新しい学習指導要領では土曜授業につ

いては示されてはおりません。現状においては、

東京都が土曜授業を認めているようでございます

が、今後とも国や道の動向も注目をしてまいりた

いと考えております。

４番目の電子黒板の活用実態についてでありま

す。電子黒板設置後の習得実態についてですが、

国のスクール・ニューディール政策の一環として

各小中学校に１台以上ずつ電子黒板が配置をされ

ました。教育委員会では、各教室で使えるように

ＬＡＮケーブルの配線工事を行ったり、ことし３

月末にその工事については終了をいたしておりま

す。また、設置業者による各学校への使い方の説

明会など、学校での積極的な活用を依頼したとこ

ろであります。また、北海道教育委員会の上川研

修センターの出前講座を活用して５月１０日には

名寄東小学校を会場に東小学校と中名寄小学校が

教員向けの研修会も実施をしております。また、

校内研修に位置づけながらその活用方法について、

名寄市教育研究所の中に情報研究班がございます

ので、それらによる研修などを今後予定をしてお

ります。

操作面ですが、同じフロアであれば移動につき

ましては、下部にキャスターがついておりますの

で、比較的簡単に行えます。また、議員おっしゃ

るようにたくさんの機能がついておりまして、そ

れらを活用したり教材を作成するとなると、今お

話のあったとおり相応の技術と時間を要する場面

もあろうかと思われます。小学校の外国語の電子

黒板用ソフトなどもありまして、日常パソコンを

使用している方であれば、電子黒板の操作機能や

手順を覚えることで利用することができるという

ことであります。

電子黒板は、子供の興味を大いに引きつける教

育用具であります。子供の理解を深めさせる教材

の工夫により、その活用場面は非常に多方面にわ

たると考えておりますので、計ま的、効率的な活

用を期待をしているところであります。電子黒板

については、現在配置直後のため、授業への本格

的な活用についてはこれからでありますが、将来

的にはソフト面が充実すると活用場面は一層広が

ると思われますので、教育委員会といたしまして

も黒板の使い方についての研修会の実施、それか

ら授業場面を公開するなどしながら普及に努めて

まいりたいと思います。また、先生方の負担過重

にならないよう十分に配慮しながら、教科書に準

拠したソフトの整備などを計ま的に進めてまいり

たいと考えております。

以上、私のほうからの答弁とさせていただきま

す。

香川病院事務部長。〇議長（小野寺一知議員）

大きな〇市立総合病院事務部長（香川 譲君）

項目の３番目として、医療事業についての御質問

がありましたので、説明をさせていただきたいと

思います。

最初に、コンビニ受診に関する現状と対策につ

いてお尋ねがありました。午前中の佐藤靖議員の

答弁と重複しますが、お許しください。夜間、休

日に当院を受診される患者さんは、平日の５時以

降で１日平均２０人から３０人、休日では１日平

均４０人から６０人でございます。それに係る体

制は、小児科担当医１名、小児以外の担当医が１

名、そして研修医１名の合計３名、看護師は３名

から５名、薬剤師が１名、日当直をしております。

また、各種検査、緊急手術等の呼び出しに対して

は、各課医師、手術室の看護師及び放射線技師等

医療技術部職員が自宅等待機をしております。

お尋ねの夜間、休日診療に係るコンビニ受診的

患者の状況、理由は、現段階では十分に把握でき

ていませんが、そのような患者が受診をして本来

の救急診療が必要な患者さんの診療の妨げになっ

ている状況にはなっておりません。まれにそのよ

うな患者と思われたときは、医師等からできる限
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り平日の診療時間内に受診していただくようにお

願いをしているところであります。

直接的なコンビニ受診対策とは言えませんけれ

ども、当院では市民に対する救急医療の基礎知識

の提供が必要と考えています。現在市民を対０に

した医療の公開講座を年に５回行っております。

１回当たりの開催で６０名から８０名、多いとき

で１００名以上の方が集まられ、病気に関する基

礎知識や予防法について受講されております。こ

れまでで通算４９回開催しておりますので、少な

くとも ０００人以上の方が受講されているもの

と思われます。このほかには、各種研修会での講

演を行っているほか、名寄市広報を利用して市立

病院の健康講座を毎月掲載しているところであり

ます。今後この健康講座の中でも簡易なけが等の

治療方法などの提供も検討していきたいと考えて

おります。

次に、家庭医についての御質問がありました。

お尋ねの家庭医は、本来外来診療を主に担う医師

でかかりつけ医とも呼ばれ、以前は名寄市はもと

より、どのまちにおいても何々医院として地域の

方々にとっては大変身近な医療施設となっていま

した。現在の日本の医療は、専門医中心の医療、

専門医療偏重で進められている状況にあります。

しかし、欧米諸国では専門医療偏重への反省、患

者本位の医療の提供という観点からいわゆる総合

医の養成がかなり以前から行われており、既に専

門医としての地位を確立しております。日本にお

いても大病院での専門医療に対し、体全体をふだ

んから診てくれ、気さくに相談に乗ってくれる身

近なかかりつけ医、いわゆるプライマリーケア医

の養成は必須であり、特に年齢を問わず、信義、

社会的側面を含めた、また患者さんの家庭、地域

社会を含めた幅広い医療を提供することのできる

家庭医は患者中心の医療を提供する観点から、こ

れらの日本の医療にはなくてはならない存在にな

ると考えられています。しかしながら、現在総合

診療科を標榜する病院自体も北海道内ではほとん

どなく、またその養成も余り行われていない状況

であります。

当院としましては、さきの市政執行方針で述べ

ましたように今後新たに総合診療科を設けて、複

数の疾患を持った高齢者に対して効率的な医療を

提供していきたいと考えております。そのため、

北海道の総合内科医養成研修センター運営支援事

業を活用し、総合医養成後期研修プログラムを作

成して総合診療内科医養成に参加する計まであり

ます。この研修で養成された総合医は、地域医療

において入院医療や初期救急にも幅広く対応、診

療できるものであります。指導医を含めた医師確

保のめどは立っておりませんが、今後とも設置に

向けて鋭意努力をしていきたいと考えております

ので、よろしく御理解くださるようお願いいたし

ます。

以上、答弁とさせていただきます。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま再質問がな〇７番（佐々木 寿議員）

いくらい御丁寧に御答弁をいただきました。あり

がとうございます。でも、若干再質問あるいは要

望をさせていただきます。

まず、指定管理者とモニタリングの評価につい

てでありますけれども、先ほどの御答弁によりま

すと、ある程度チェック機能が働いておって、今

までは淡々とやってこられたということでありま

すけれども、この指定管理者制度というのはちょ

っと私も問題があるのではないかと。第三セクタ

ーの場合と違って、例えばさまざまな民間企業が

主体となって、それで公募によって、それから指

定管理者を選定して、選定基準とか手続とか、あ

るいは選定理由を公募して、それでそれを協定を

して告示をするということで、これは全くすると

任せたらもう完全に任せきりという感じで責任が

ちょっとなくなるような感じがするというふうに

私は考えているのです。

もう一つは、この指定管理期間の設定なのです

けれども、これも名寄市のは大体５年間ぐらいな
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のですけれども、この設定期間が決められている

というのは、やっぱり自治体がこれは指定管理業

務の見直す機会を設けるとか、あるいは新規の参

入の方を入れるとかという、そういう機会を設け

るためにこの期間を設定されていると思うのです。

したがって、私は今まで問題はないということで

ありましたけれども、これは例えば１８年に風連

と名寄が合併した際に指定管理者が大体ほとんど

が見直しというか、そういうふうになったと思う

のです。

そこで、こういう例えば指定管理者について名

寄市の公の施設に係る指定管理者の指定手続等に

関する条例、これがあります。これは、その例え

ば１年ごとの収支報告並びに経営状況を報告され

ますが、その中でこういう項目に基づいてそのと

きに今まで点検されてきたのかどうか。そうする

と、例えば経営状況が悪いというときにはちゃん

とそのときに、例えばあなたは業務をやり直して

ください、これから改修してください、そういう

勧告する権利を持っているわけですよね、市では。

これは、今までそういうような勧告をやってきた

経緯というのは、あるいは施設がありますか。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

毎年の指定管理の〇総務部長（佐々木雅之君）

状況につきましては、決算委員会でも議会の皆さ

ん方に収入状況と支出状況、収入状況につきまし

ては利用料と指定管理料の報告もさせていただき

まして点検をさせていただいているつもりでいま

す。当然議会に出す前には、担当課で毎年毎年決

算の関係で利用の実態、それから運営上の瑕疵が

なかったかどうか、それから施設の瑕疵によって

利用者の方々へ迷惑をかけていないか、当然のこ

との点検をやっています。

ただ、先ほど議員もおっしゃっていましたよう

に会社の経営がうまくいっているかどうかの関係

につきましては、単に担当だけではわかりません

ので、市長も含めて職員のいろんな情報、皆さん

会社の経営に対する情報を持っていますので、そ

れらを総合的に判断をして倒産の危機とかなんと

かというところについては別な形の情報収集をし

て、その業者のほうに運営上問題はないのかいと、

そんなような形の部分についても検証してまいり

たいと、やっているというのが状況です。実際に

は、経営的に不都合が生じてなったという例はあ

りません。

それから、苦情の関係で住民の方々から受付の

マナーが悪いとかということで苦情があったこと

に対しては、速やかに担当課を通じましてチェッ

クをさせていただきましたけれども、経営状況が

悪くて非常に厳しい状態になったということにつ

いては、現在までのところないというふうに認識

をしております。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

私も今この最初の１〇７番（佐々木 寿議員）

番の質問の中で、やはり公の施設の老朽化、いわ

ゆる施設検証のモニタリング、それから指定管理

者の経営状況の変化、それからもう一つは目的と

指定管理者のこの整理との整合、この辺をしっか

りとモニタリングしなければいかぬということで

第三者制度を設けたらいいのではないかというこ

とを私は言いました。これは、例えば減価場却に

よって、例えばふうれん望湖台の例を出して、風

連の望湖台は適切でないかもしれませんが、９月

にそれぞれの角度から議論をされて決定されると

思いますが、この風連の場合で例えばふろまでや

った場合にこれはどこが、名寄市が持つのか、そ

れとも指定管理者のほうが持つのか、ここはどう

いうふうな考えをお持ちということなのですか。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

指定管理者制度の〇総務部長（佐々木雅之君）

関係で冒頭話しましたように、公の施設を民間の

方々に指定管理をお願いするという仕組みになっ

ています。当然施設のものにつきましては市が、

公が建てたものを原則的には民間の方々に指定管

理をしていただくということが建前になっていま

すので、必要な施設整備の関係については原則市
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が行うべきだと思っています。ただ、ＰＦＩとい

うことで美術館とか特殊な建物については、管理

運営も含めて民間で建設と施設管理と両方をやっ

ているのは本州方面でありますけれども、名寄市

の施設につきましては全部市が建てて、そこの管

理運営をお願いしているということでありますの

で、大型の維持補修関係につきましても公施設の

持ち主であります名寄市が対応すべきものだとい

うふうに考えています。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

私は、これはやはり〇７番（佐々木 寿議員）

指定管理者が市に対して報告している場合には、

これは市に責任があると思う。こういう事情を報

告していないなら、指定管理者に責任があると私

は思っているの。こういう例えば責任範囲にして

も、これはやはりそういうような部分に関しても

やっぱり監視のニタリングの制度を取り入れたほ

うがいいのでないか。もし入れないのであれば、

私の意見ですけれども、神奈川あたりでは先ほど

部長の御答弁でもありましたようにその会社の経

営状況、収支対照表とかも全部、そういうものを

全部出させてやっていると。あるいは、業務日報

とか、あるいは月例の業務報告書、これを作成さ

せているのです。そういうことをもとにしっかり

と判断をしなければ、この指定管理者制度という

のは周りの責任になってしまうと。そうすると、

あっと気づいたときには大変な事情になっている

のではないかと私は思うためにそういうものをや

ってくれと言っているわけで、それでそういうふ

うに前向きに検討をしていただきましてやってい

ただきたいと思います。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

ちょっと説明が不〇総務部長（佐々木雅之君）

十分だったのか、申しわけないと思います。指定

管理のときに小規模な維持補修関係については、

取り決めで市ではなくて、例えばガラスが壊れた

とか、そういう部分につきましては指定管理者側

のほうで、例えば年間２０万７の範囲とか３０万

７の範囲とかということであらかじめ経費の中に

織り込んだものについては指定管理者にやらせて

いますので、そこは御理解いただきたいと思って

います。

それから、昨年の１２月に民間の法人がやりま

した指定管理制度についてのモニタリングの調査

がありまして、 ０００件の市町村が回答しまし

て、約５００件が調査に応じて回答する中で、議

員のおっしゃるとおり会社の経営状態も含めて公

認会計士、税理士さんを入れて調査をやったのは

５００件のうち約 ５％、それ以外は市の委員会

として民間の方々にも入ってもらって先ほど言っ

たように担当課のほうの聞き取りした調査を報告

していただいて外部評価をすると、そういうもの

も含めても全体では約１８％ぐらいです。さっき

の ５を入れて１８％ぐらい、１ ５％ぐらいの 

状態になっています。

だから、これからはできるだけ名寄市の場合の

指定管理者については全部地元の業者でありまし

て、ほとんどどういう経営をしているかについて

はわかりますということと、逆に近いだけに利便

性が悪くなった場合については住民の方々からい

ろんな投書、苦情が市役所のほうに参ってきます

ので、そこのところは速やかな指導も含めて今ま

でも対応していますし、これからも対応してまい

りたいと思っています。そういうことであります

ので、よろしくお願いします。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

この指定管理者に関〇７番（佐々木 寿議員）

する手続等の項目あるいは必要な書類、これはし

っかりとやっぱり市の側として必要であれば要求

して、それで１年ごと判断するあるいは期ごと判

断をするという体制をしっかりと組んでいただき

たいというふうに思います。

次に、同じ所管でありますので、町内会の防災

体制について簡単にちょっと御答弁をお願いした

いと思います。１つは、町内会は特例区ですから、

自主防衛組織を立ち上げたということなのですけ
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れども、これは例えばモデル町内会となった場合

に市からの補助金とか、そういう予算づけという

のはできるのでしょうか。その辺、御答弁願いた

いと思います。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

具体的には、そう〇総務部長（佐々木雅之君）

いう団体から要望があった場合に助成が必要かど

うかの判定をさせていただいて考慮しますので、

現時点では町内会の要請もありませんので、考え

ておりません。ただ、地域連絡協議会等も含めて、

それから町内会の連合会の総会にもうちの担当が

出向きまして、まずは自主的にその辺を立ち上げ

をお願いしたいと、こういう話をしていますので、

その辺の中でモデル町内会としてどういう支援が

できるのか、お金がどれぐらいかかるのかという

ことも聞かせていただきまして判断をしたいとい

うふうに考えています。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

わかりました。先ほ〇７番（佐々木 寿議員）

どＪアラートの部分もありがとうございます。質

問にはなかったのですけれども、ありがとうござ

います。わかりました。

それでは次に、教育行政について駆け足でいき

たいと思いますが、学童保育につきましては、名

寄市としてはある程度その施設は十分だというこ

とであります。これは、１点だけ聞きます。例え

ばこの学童保育の指導員の方、これはやっぱり十

分に足りているのでしょうか。足りていないとい

うのは、どういう関係で足りていないのか。ある

いは、その報酬はどこから経費が出てくるのでし

ょうか。それで、これは名寄市としても補助とか

いうものがあるのでしょうか、簡単に御答弁をお

願いします。

鈴木教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま御質問のあ〇教育部長（鈴木邦輝君）

りました各施設の職員の数をまずお知らせしたい

と思います。今年度のそれぞれ学童保育、児童セ

ンター等の施設の職員につきましては、コロポッ

クルにつきましては５名、どろんこはうすについ

ては５名、南児童クラブにつきましては４名、そ

のほかに代替要員として４名、それから風連児童

クラブについては４名、風連児童館については３

名、それから名寄市の児童センターについては３

名、それぞれ専任の職員がございます。

開設の部分につきましては、市の予算対応とな

っておりますし、それぞれの民間の部分につきま

しては２１年度の決算実績でいいますと、コロポ

ックルにつきましては全体の経費が約 ４０９万

７ほど、そのうちの７５８万７ほどが補助金とし

て支出をしてございます。どろんこはうすにつき

ましては、８２７万 ０００７のうち３５０万７

ほどの補助金が支出となっているという現状でご

ざいます。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

指導員の人は、今は〇７番（佐々木 寿議員）

十分に足りているということですね。

そうしたら、違うのをもう一つ、小１プロブレ

ムについてなのですけれども、これは今名寄市で

はないということなのですが、例えば今は先ほど

の答弁とか、核家族のコミュニケーションがない

ということがもう一つあると思うのですよね。そ

して、これは１人の子供が今はなくてもぱっとな

ってこれが連鎖反応で起きる場合もあるというこ

とですので、十分に注意をしながら、子供の動向

を見ながら、余り学習に影響がないような体制を

取り組んでいただきたいと、こういうふうに思い

ます。

それから、土曜の活動なのですが、これ１点だ

け聞きます。これは、法律上は原則として正規授

業はないのですけれども、この土曜日授業という

のは学習指導要領なんかでも今度は授業時間もふ

えるし、平日の授業時間もふやすということにな

りますよね。そうすると、ゆとりを持った教育が

できないということになる。それよりもやっぱり

土曜日もやっている自治体もあるわけで、これは

公開授業とかという形でやっていると、こういう
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ことなのです。これは、名寄市としては可能でし

ょうか、今後の体制として。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

新しい学習指導要領で〇教育長（藤原 忠君）

は、授業時数等がふえる。それが例えば小学校低

学年などでは５時間目、６時間目ということが若

干負担ではないかと、こういう懸念から土曜日に

勉強したらどうかという、そんな発想が生まれて

きたと私は考えているのでございます。名寄市の

場合は、これについても小学校低学年から十分な

配慮がなされていて、恐らくこれから５時間目、

６時間目の授業が生じても大きな子供たちの負担

にはならない。このことが１点と、学校週休２日

制の本来の趣旨を踏まえること、それからまた学

校によっては授業ではなくても土曜日にほかの教

育活動を行っている学校もございます。あるいは、

夏休み、冬休みに学校に来ていただいて勉強をし

ていると、こういう事例もございますので、こう

いうニーズに応じた取り組みをしていきたいなと、

こんなふうに考えております。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

例えばこの学校の５〇７番（佐々木 寿議員）

日制になったというのは大分なるのですけれども、

これはやっぱり学力が低下するという危機感もあ

るということです。その辺も含めて、今後子供た

ちの学力向上のためにどういう施策がいいのか、

その辺も含めた考えでやっていただきたいと、こ

ういうふうに思います。

あと、その他黒板授業につきましては、宝の持

ち腐れにならないように、課題の対応はしてある

ようですので、今後の教育向上に期待したいと思

います。

それから、医療事業について、特に家庭医につ

きましては、今は若いお医者さんの卵がやっぱり

普通の専門医というよりもそういうスーパードク

ターみたいなものを目指している人が多くなって

まいりました。これは、将来ですね、名寄市もそ

ういうような医療事業に向けて、実現に向けて努

力していただきたいなと、こういうふうに思いま

すので、よろしくお願いしたいと思います。

以上で私の質問を終わります。

以上で佐々木寿議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

１０分間休憩いたします。

休憩 午後 ３時０１分

再開 午後 ３時１３分

休憩前に引き会議を〇議長（小野寺一知議員）

開きます。

教育行政について、田中好望議員。

議長より御指名がご〇１７番（田中好望議員）

ざいましたので、今定例会につきましては教育行

政１点について質問をさせていただきます。

まず、１点目の小中一貫教育についてでござい

ます。ことしの１月に私ども緑風クラブの政務調

査で、広島県呉市が取り組んでおります小中一貫

教育を学んでまいりました。担当職員の説明、資

料等を１時間半いろいろお聞きをいたしまして私

が感じたことは、まずはいい意味での学校が変わ

る、子供たちの学力の定着、向上、教職員の意識

の向上、子供たちの自尊心の向上が図られると判

断をいたしました。義務教育を終了するのに質の

高い教育を行っていくための有力な方策であると

私は思ったところでございます。名寄市風連地区

では、小中連携を風連町の５校の小中学校で取り

組んでおりますが、当市といたしまして一貫教育

を推進すべきと思いますが、お考え方をお聞かせ

を願いたいと思います。

最後の２点目の風連中学校校舎解体後について

でございますが、またかという方もおられるかと

思いますけれども、ことしの４月に加藤市長にな

りまして、私のこの中学校の解体後の跡地のこと

についてもある程度お聞きをいただきたいといっ

たことで再度質問をさせていただきたいと思いま

す。本年３月をもって廃校となった風連高校の跡

に風連中学校が移転をするわけであり、明年、２
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３年に風連中学校の解体を予定しているとの報告

を受けております。その後の跡地につきましては、

風連地区の将来的な展望を踏まえ確定すべきでは

ないかと思うところであり、このことにつきまし

ては市長部局とも協議をしなければならないこと

だというふうに思っております。私が思うには教

育地区、ゾーンといいますか、そこで活用できな

いか、お考えをお聞かせをいただきたいと思いま

す。

以上でこの場からの質問とさせていただきます。

鈴木教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

田中議員からは、教〇教育部長（鈴木邦輝君）

育行政１項目、２つの小項目についての御質問で

すので、私のほうからの答弁とさせていただきま

す。

まず、教育行政のうち小項目１、小中一貫教育

についてであります。小中一貫教育につきまして

は、歴史的に国の構造改革特区の中で教育特区と

して小学校と中学校の課程を調整をし、無駄を省

いた一貫性を持たせた体系的教育として全国で推

進地域を設けて研究を推進しているのが現状でご

ざいます。その趣旨につきましては、１点目は義

務教育課程にある小中学校間における相互連携の

促進、２点目は指導の継続性や接続の７滑化、３

点目は教員の児童生徒理解を深めて学習指導、生

徒指導、学校運営の改善、充実を図るという点、

４点目に児童生徒の発達段階を考慮して系統的で

発展性のある指導を積み上げるというものであり

ます。国の方針を受けまして北海道教育委員会で

は、平成１４年以降に中高一貫教育を全道６圏域

に導入をしております。

また、御提案の小中一貫教育につきましては、

義務教育の９年間を見通した教育課程の変遷や継

続的な児童生徒の理解に基づく学習へのつまずき

への対処という観点から大変意義あるものとは考

えられております。具体的には、北海道内では三

笠市が教育特区を活用いたしまして小中一貫教育

のモデル的な取り組みを行っている事例がござい

ますが、ここ上川管内で一貫教育の取り組みは現

在のところございません。

名寄市では、議員御指摘のとおり同じ風連地区

の子供を育てるという視点から、小学校、中学校

全部５校で風夢プロジェクトとして平成１８年度

より学校の教育目標の連携や交流活動を行ってお

ります。内容については、小学校４校が合同で学

習する交流学習や小中学生が一緒になって行うボ

ランティア活動のクリーン作戦など、小中学校間

の交流や小中連携教育に向けて取り組みが行われ

てきております。また、中学校の先生が各小学校

に出向いていって小学６年生に教える出前授業な

ど、ここでは中１ギャップの防止にも一役買って

いる内容となっております。

ただいま具体例としてお話のありました広島県

呉市の取り組みですが、呉市の呉中央小学校と呉

中央中学校というのは隣接をしてございまして、

一貫教育について交流促進が可能であるという観

点から、義務教育課程を見通したカリキュラムの

もとで５、６年生で一部教科担任制、中学校で行

っている教科担任制を導入するなど、これまでに

例のない取り組みも行っているところと聞いてお

ります。名寄市の教育委員会におきましても現在

のところ風夢プロジェクトをさらに発展をさせて

いく中で、今お話のありました呉市の取り組み等

も参考にしながら地域の特性や小中学校の今後の

適正配置計まなど総合的な検討のもとに検討して

まいりたいと考えているところであります。

次に、小項目の２番目の風連中学校の校舎解体

後の利用についてでございます。風連中学校につ

きましては、平成２０年度から風連高等学校の転

用協議を振り出しに改修基本プランを作成し、平

成２１年４月に風連中学校校舎移転準備協議会で

の諸問題の検討の後、平成２１年１２月に改修実

施計まを作成をいたしました。それに基づきまし

て、改修工事を本年６月から１１月の工期で現在

取り組んでいるところでございます。移転は１２

月中旬を予定いたしておりまして、移転完了をも
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って風連中学校として新たに使用されるところで

あります。

風連中学校の旧校舎の校舎、屋内運動場の移転

後の取り扱いにつきましては、総合計まの中で平

成２０年度のローリングの調整におきまして平成

２３年度の解体撤去を新たに登載はしてございま

す。解体費用につきまして、現在算定を一部して

おりますけれども、本校舎、それから屋内体育場、

倉庫、自転車置き場など主要部分で約 ０００万

７ほど、そのほかにフェンスであるとか校門等工

作物の撤去にも ０００万７、合計で約１一７が

見込まれております。財源については一般財源を

予定しておりますが、その時期等につきましては

今後活用可能な補助金もしくは事業費の圧縮も含

めまして再度現在検討中でございます。

また、跡地の将来的な利用計まにつきましては、

風連中学校の現在の敷地が面積で２万 ０２５平

方メートルと大変大きなものになっております。

風連市街地区の全体的なまちづくりとも密接に関

連をする部分でありますので、総合計まの後期計

まとの整合性を図りながら検討してまいりたいと

考えております。

以上、私のほうからの答弁とさせていただきま

す。

田中議員。〇議長（小野寺一知議員）

今答弁がありました〇１７番（田中好望議員）

けれども、再質問をさせていただきたいと思いま

すけれども、まずは小中一貫教育の中で風連地区

で行われております風夢プロジェクト、これは小

中一貫校とは中身は違ってもやる方向性というの

はこれ一緒といいますか、そういう感じがするわ

けですけれども、ではこの風連地区で行われてお

ります風夢プロジェクト、これの課題等々につき

ましてはそこの校長先生、教頭先生等が協議をし

ているかと思うのですけれども、教育委員会とし

てどのような判断をされているのか、その点１点

ちょっとお聞きをしたいのですけれども。

鈴木教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

風夢プロジェクトの〇教育部長（鈴木邦輝君）

今後についてということでございますけれども、

現在平成２２年度中に風連高校の移転が決定をし

てございます。また、先ほどもお話しいたしまし

たように市内の小中学校の適正配置計まが示され

ておりますので、学校の統廃合と、それから中央

小学校の校舎の改築等の問題について今後まだ不

透明な状況もございます。また、来年度からは学

校支援地域本部事業等が始まりまして、地域ぐる

みの支援体制を整える必要が迫られております。

風夢プロジェクトの５校間の連携につきましては、

同じ風連地区の子供を育てるという観点から、こ

れからも一層重要になってくるとは考えてござい

ますので、これからこれらの取り組みにつきまし

ていろんな情勢を踏まえながら、実態に即してス

リムでより質の高い連携を目指すようにその方向

性を見定めていきたいと考えてございます。

田中議員。〇議長（小野寺一知議員）

委員会としては、い〇１７番（田中好望議員）

いことということで判断をしてもよろしいという

ことですね。

それでは、今まではお話を聞きますと、学校の

先ほど申し上げました校長、教頭等でいろいろ課

題や何かもやっているというふうに聞いたのです

けれども、今後は保護者、ＰＴＡを初め教育関係

者等との協議で課題に向けていくのも一つの手法

かなと思うのですけれども、その点についてはど

うですか。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

風夢プロジェクトにつ〇教育長（藤原 忠君）

きましては、今部長の答弁のように教育委員会と

しても大変効果のある取り組みであると。特に小

規模校、それから風連中央小学校を中心にしたあ

あいう交流も盛んでありますし、それから小学校

と中学校との交流も盛んであります。特に私が重

視しているのは、中学校の先生が小学校にお見え

になって、そして実際に授業などを中学校に近い

形でやるというような体験もされていると。英語
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の授業などをちょっとやってみたりとか、こうい

うところが中１ギャップを取り０く大きな要因に

なっているのかなと。これは、まさに風連地区だ

からできるというふうに一定程度考えているので

あります。名寄地区の大規模校になってくると、

なかなかそういうふうにはならない。多くの小学

校から１つの中学校に行くケースが多いわけでご

ざいまして、なかなか難しい部分もあるのですが、

やはりそこは風連地区のいいところであると。そ

ういうことから、風連地区では現在は小中連携教

育と私たちは呼んでおります。一貫教育ではない

けれども、連携教育が大変濃密な関係で進められ

ている、このことについてはやはり私たちも大変

評価をしておりまして、これからもぜひ進めてい

きたいと。

そして、連携教育が一貫教育まで発展できるか

どうかは、きのう竹中議員のときにも適正配置は

粛々と進められているけれども、その中で小中一

貫教育については教育委員会にげたが預けられて

いると、検討委員会では結論は出さなかったとい

うお話をさせていただきました。そういう中で、

私たちもしっかり検証していかなければならない。

ですから、少しお時間をいただきながら、今の風

夢プロジェクトとあわせて校長、教頭や、あるい

は先生方の意見も聞きながら、これを一貫教育ま

で進めていくかどうかも考えていきたいものだと、

こう考えているところです。

田中議員。〇議長（小野寺一知議員）

そういう形で教育委〇１７番（田中好望議員）

員会としても風連の連携教育を推し進めていって、

名寄地区も見習うような形をとっていただきたい

と思います。

それと、今大きな大規模校についてはなかなか

難しい問題もあるといったことでございますけれ

ども、先ほどの小項目の２番目の風連中学校の跡

地の問題ですけれども、今現在小学校は下多寄が

１８人、中央小が１５８人、東風連が１４人、日

進がちょっと忘れたのですけれども、恐らく２０

０人を切っていると思うのです。そういった中で、

やはり確かに連携は下多寄も東風連も日進も入っ

てやっているのでしょうけれども、私がいろいろ

情報によりますと、どうしてもいわゆる中央小だ

けがメーンになってしまうという、そういう話も

郊外の父兄からも聞いたことあるのですけれども、

そういった中で田中さん、ぜひ小学校を一本化に

していただけないだろうかという、名前は差し控

えますけれども、そういう方も一部にはいるとい

うことです。

これは、いわゆる名寄地区もそうでしょうけれ

ども、風連地区も郊外につきましては、今は小学

校なり中学校は１つの公共施設だけです。それに

は、学校があれば教員も最低でも４人ぐらいはい

るといったことで、学校がなくなるということは

その地域が疲弊すると、少子高齢化が進んで。そ

ういうこともあって、非常にこれは難しい問題だ

と思いますし、２年ほど前に私も一般質問の中で

言って、やじも入りましたけれども、風連で町長

も早く言えば首になり、議会までがリコールかか

ったという小学校統合問題、そういったこともあ

りますので、私は平成１８年３月２７日に名寄市、

風連町と合併した、その問題と同等ぐらいにこの

問題というのは地域としては問題点だというふう

に思いますので、そういったことを含めてやはり

これからも地域の方々と適正配置検討委員会です

か。その方は、委員会にボールを投げたような判

断しかないのですけれども、そういった中でやは

りこれからは子供の目線で教育区を考えてあげる

というか、そういうふうにして、それこそ先ほど

言いました呉市のように２３万も２４万もいると

ころではない、名寄の場合、風連地区は。そうい

った中で１つにして、中学１年生も小学校６年生

も同じレベルで義務教育をさせてあげると。そう

いう方向性を、あすやあさってにはならないので

すけれども、そういう方向性を考えていただきた

いなというふうに思うのですけれども、そこら辺

の考え方をちょっとお知らせ願います。
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鈴木教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

今御指摘のありまし〇教育部長（鈴木邦輝君）

た風連中学校の改修の問題、それから風連地区郊

外農村部の小中学校の統廃合問題、またこれは大

変デリケートな問題でもございますが、今までの

適正配置のことにつきまして何回か答弁しておら

れる部分と少し一緒になってしまいますけれども、

教育委員会といたしましては、やはり平成２０年

４月の名寄市小中学校適正規模及び適正配置に関

する基本方針というのを基本にしたいと考えてお

ります。郊外の農村地区小中学校につきましては、

現実問題として児童生徒の減少、それから欠学年、

将来にわたって継続していくというのがデータ的

にも現実にも予測されております。基本方針では、

地域の実情に応じて統廃合を含めて検討を進める

とされておりますけれども、具体的な適正配置の

進め方につきましては、何よりも保護者や地域の

住民の皆さんの共通理解を得ることがまずもって

大前提と考えております。その後に地域の実態に

合わせた個別の実施計まを策定するということに

なります。実施計までは、学校の統廃合に係る諸

問題の解決を具体的に図りながら実施をしていく

ということになりますので、今後風連中学校の移

転を含めて風連中央小学校の整備と、また学校の

配置状況が大きく変わるということも予想されま

すので、御提言を参考にして教育委員会内で、ま

た関係部局と少し研究を重ねていきたいと考えて

おります。

田中議員。〇議長（小野寺一知議員）

今週の１３日に運動〇１７番（田中好望議員）

会がありまして、日進小中学校の運動会、招待さ

れてちょっと行ってきたのですけれども、そのと

きに日進小中学校長の牧野校長が日進中学校最後

の運動会といったことで、来年は風連中学校と一

緒になると。先生、生徒は何人ですかと言ったら、

いや、３人なのですと。３年生が２人で２年生が

１人で１年生がゼロだそうです。そのときにちら

っと話したのですけれども、小学校と言ったら、

いや、今ちょっとそれはという感じで。それは、

仮に私がその地域になってもそうなるでしょうと

いうふうに思います。そういったことで、私は中

学校の跡地を、今の中学校の跡地に仮に小学校を

建てるのではなく、もっと南側のいわゆる旧風連

高校、ことしの１２月からなる風連中学校に近く

なれば、そこで一本化すればすぐ歩いても五、六

分で行ける一貫校を目指しやすいかなと。これは

１つの……財政的なことは全く考えておりません。

私は、教育というのと高齢者に対する福祉とい

うのは、財政がどうのこうのというふうに、特に

教育問題というのはこれから名寄を担う子供たち

を育てていくのに、いわゆる金がないからできな

かったとか、そういうことではないということを

根には持っているのです。そういったことで、先

ほど壇上での質問でも言いましたけれども、いわ

ゆる今ある風連中央小学校の近くには児童会館だ

とか、そういった形でいろいろ市街地の父兄から

の反論は来るのでしょうけれども、やはり将来を

見据えたときに一本化された場合には、風連の中

にも中学校と小学校しかなくなるわけですから、

それが距離が離れるのではない、やはり近くにあ

ったほうが教職員もいいでしょうし、子供たちが

一番よいと思うのです。そういった中で、先ほど

答弁にもありましたけれども、約３万平方メート

ルある風連中学校の跡地を風連市街地区全体的な

まちづくりとも密接に関連するし、総合計まの後

期計まとも関連するということで、そういうまた

プロジェクトチームを立ち上げてはいただけない

かなということを久保副市長、その考えがもしか

あればお聞きをいたしたいのですが。

久保副市長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほどの教育長と、そ〇副市長（久保和幸君）

れから教育部長の答弁を聞いておりまして、この

問題については教育委員会の問題だというふうに

思ってはいるのですが、あえて質問がありました

ので、私なりの考え方ということで、若干時間を

いただきたいというふうに思います。
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この跡地利用につきましては、基本的に地域課

題として特例区協議会がございますので、そうい

う協議会で跡地利用についての案を出していただ

くということも必要かなというふうに考えている

ところでございます。

また、プロジェクトというふうになりますと、

総務部等々との協議も必要になってきますので、

現段階ではそのプロジェクトについての明快な回

答はできませんけれども、基本的には風連地域の

課題として先ほども申し上げましたけれども、特

例区協議会で検討させていただくことは可能かと

いうふうに思います。

答弁は以上でございます。

田中議員。〇議長（小野寺一知議員）

プロジェクトチーム〇１７番（田中好望議員）

を立ち上げて、市街地関係で。風連で再開発もや

っと終わって、また何かあるのかという批判もあ

ろうかと思いますけれども、私は教育を中心とし

たそういう再度見直しといいますか、そういうこ

とを前提として申し上げておきたいと、そういう

ふうに思うわけでございます。

それでは最後に、加藤市長に今までのやりとり

の判断、これを聞いて私の質問を終わらせていた

だきたいと思います。

加藤市長。〇議長（小野寺一知議員）

皆さんの意見をよく踏ま〇市長（加藤剛士君）

えて十分検討していきたいというふうに思います

ので、よろしくお願いいたします。

以上で田中好望議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

教育行政について外３件を、岩木正文議員。

議長より指名をいただ〇９番（岩木正文議員）

きましたので、待ちに待った一般質問を最後にな

りますが、進めてまいりたいと思います。

まず最初、教育行政について、平成１９年度よ

り全国学力テストが始まりまして、本年度で第４

回目となります。小学６年生で最初のテストを受

けた子が今回中学３年生で、その経年経過がはっ

きりと出るわけです。本当にことしは、その結果

に対して非常に私自身期待もしていますが、ひょ

っとしたらという不安もあるのも事実でございま

す。もう何せ何度言っても答えていただけない客

観的データの共有を親はできないわけですから、

その点を踏まえてしっかりとした指導改善プラン

のもと、この３年間の努力がどうあらわれるのか

非常に楽しみであります。教育長に対しましては、

今年のこの結果をどう予測されているのか、そし

てまた秋に出ます結果をどう生かしていくのか、

そして教育改善プラン、今後のあり方に対しては

どう考えているのか、また来年から始まります新

学習指導要領への移行の関連をどう連携させてい

くのかをお知らせいただきたいと思います。

続きまして、携帯電話トラブルの啓発、啓蒙に

ついてお伺いいたします。２１年度の消費者セン

ターの相談内容が昨日公表されました。平成１５

年５２９件、平成１６年６３３件をピークに年々

減ってきており、平成２１年には何と半分以下の

２５０件、金銭貸民関係の金融保険サービスが相

談件数のずっとトップであったのが平成２１年に

は携帯、パソコンのインターネット関係の運輸通

信サービスが相談のトップとなっております。今

後さらにふえることと思っております。

例えばテレビで今盛んにコマーシャルしていま

す皆さんも御存じのとおりモバゲー、ゲームが無

料だよということがございますが、これも私の友

達のお子さんがモバゲーで一月で７万７の請求が

来たと。子供たちは、やはり無料という言葉に踊

らされて、中に入っていくアイテムは有料ですと

いうことまではなかなか楽しいがためにいかない。

例えば釣りゲーム、無料ですと。見たら、私はも

うメールも打てないアナログな人間ですから、た

だほど高いものはないと娘に言い聞かせるのです

が、やはり無料という言葉で子供たちは何をやっ

ても無料だと思ってしまうのです。私もいろいろ

調べてみますと、あれは何か金魚を釣るような釣

りゲームで、コイを釣るには強い釣りざおと強い
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針、大きなえさ、それ全部何針７、 ０００７、

０００７とお金かかるのです。私もそれを知り

まして、テレビ見ていますと小さく有料コンテン

ツもありますと書いてあります。ですから、やは

りこういったことは親もなかなかわからない。親

の携帯でやってしまった場合も大変な問題が起き

ております、全国的には。もう２０万７、３０万

７の請求が来ているというのもあります。こうい

ったこともありますので、やはりそういったこと

で子供たちを守るという指導というのをぜひやっ

ていただきたいという思いから、現状の子供たち

の携帯の所持の現状、そして啓蒙、啓発の考え方

についてお知らせいただきたいと思います。

次、２点目、子育て支援の推進について、ブッ

クスタートの推進についてお尋ねいたします。ブ

ックスタートは、１９９２年に英国バーミンガム

で始まった運動です。赤ちゃんと親が絵本を通じ

て楽しさと喜びを分かち合うことで親子のきずな

がはぐくまれ、本への愛情も芽生えることを信じ

て始めたものです。日本においては、２０００年

の子ども読書年を契機に北海道の恵庭市が全国で

最初に実施したのが始まりです。２０１０年、本

年２月末現在、全国で７１８市町村、北海道にお

いては８３市町村、そしてこの名寄市が含まれま

す道北では２５自治体でもう既に実施されており

ます。ブックスタートは、図書館、保健センター、

子育て支援センターやボランティアの人の協力を

得て地域の人たちが赤ちゃんの幸せを願う気持ち

を共有して力を合わせて行う活動であると考えて

おります。

また、絵本や読み聞かせは子供の発達にとって

極めて大切と思います。子供が話すことができる

言葉の数は４歳で ６００、６歳で ４００とさ 

れていました。しかし、これが大きく変わってき

て、今では小学校に入るときに話すことができる

言葉の数は ６００です。かつての４歳の子供の

レベルの子供がふえているという現状です。先ほ

どの佐々木議員の小１プロブレムの原因の一端は

ここにあると思います。幼児の低年齢化、昔の１

年生の言葉のレベルは今４歳レベルまででちてい

るという現状があります。フィンランドにおきま

しては、北海道と同規模の独立国家でございます。

人口五針数十万人、ＰＩＳＡにおける学力テスト

の結果を見ますと、絶えず国語、数学ともにトッ

プレベルを維持しております。授業時間は、日本

の教育より少ないのです。それなのにこれだけの

学力を持っているということは、やはり小さいと

きからの読書、これの徹底が行われている。学力

を保つために読書をしているのではなく、それが

子供たちの成長に有意義だから国全体でその読書

というのも行っております。一言言うのを忘れま

した。道北地方には、お隣の士別市がブックスタ

ートが既に入っておりますので、御報告申し上げ

ておきます。この今申し上げましたブックスター

ト事業への取り組みについてお尋ねしたいと思い

ます。

続いて、名寄の財産の活用をということで、新

市長は民間的な発想を持ってやっていくというこ

とですので、やはり名寄も交流人口をもっともっ

と拡大して名寄にお金をでとしてもらおうよとい

うことを考えてはいかがかなと思っております。

昨日、高体連のバドミントン団体、そしてきょ

うは個人と。それだけでももう数針人の子供たち

が来て、宿泊をし、外食をし、お土産を買うだけ

でも数針万７の経済効果があります。そういった

ことも含めてお尋ねいたしたいと思います。これ

は、多くの受験生を持つ親御さんから言われたこ

とです。どうして名寄に大学があるのにセンター

入学試験できないのと。考えてみれば、今まで名

寄の公立大学、数十年やっていて何で今まで出て

こなかったのかなと不思議なぐらいに今になって

思うわけですが、やはり今年度は新インフルエン

ザが流行し、親御さんたちは旭川まで風邪引きな

がら行くの何か心配だよねと。やはりこの名寄、

全国最北端の公立大学ですから、こういった地元

で受験できるということは子供たちにとって非常
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に安心、安全で経済的にも負担が少なく済むとい

う要望もございます。実際は本年度、稚内の受験

生はわずか１１１人です。名寄、士別、この近郊

で大学受験、今は経済的にも国公立に行きたいと

いう子がふえていますから、きっと名寄に受験に

来る数は稚内の１１１人どころかその倍近い受験

生が非常に有意義な、有利な受験をとり行うこと

ができると思いますので、その考え方についてお

知らせいただきたいと思います。

次は、サマージャンプ台の活用について、名寄

のジャンプ台は名寄の本当の大きな財産です。冬

は日本で一番最初に飛べるジャンプ台、ワールド

カップ、海外遠征をしていない選手、針数十名す

べてがこの名寄の地に来ていただけるわけですか

ら、非常に名寄にとっては経済的に大きな大会で

あります。そして、サマーの大会も夏にはノーマ

ルヒルを使って１大会だけございます。私が今回

言いたいのは、その隣に立っているミディアムヒ

ルのジャンプ台、ここ数年冬も、特に夏はもう全

く利用されていないように見受けられますが、せ

っかくある財産のジャンプ台を使わない手はない。

数日前の新聞で皆さんも見ていただいたと思いま

すが、サマーの大会、雪印が約２週間の合宿を朝

日町でやると。名寄も知っていたら、やっぱり少

し営業努力をして、事前に名寄で合宿をやってく

れないかというようなことぐらいのやはり営業活

動というのは名寄市としてもしていく必要がある

のではないかなと思っております。

そして、もう一点は、各種視察の誘致の拡大、

これも名寄には非常に大学であるとかサンピラー、

そして今回はきたすばる天文台と名寄として非常

に自慢できる施設が多くあります。この自慢でき

る財産をぜひ地方の北海道だけではなく全国から

名寄に見に来ていただきたいなと思っております。

行政のほうでそういった営業活動というか、やは

りもっと名寄をＰＲするということにお金を使っ

てもいいのではないかなと思っておりますので、

その見解をお知らせいただきたいと思います。

最後、行財政改革の一環として、これは歳入の

ほうについてお尋ねしたいと思います。まず、歳

入のほうの第１点目、有料広告についてです。市

の財産を広告媒体として活用して、民間企業等の

広告掲載により市の新たな財源を確保し、市民サ

ービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを

有料広告は目的としていると思います。平成２０

年度から始まりまして、２０年には広告収入９８

万７、そして２１年は７８万７、特にホームペー

ジ等への掲載が多くあるようですが、何もしなけ

ればこれだけの自主財源は生まれないわけです。

今法律が変わりまして、広告がある程度できるよ

うになりましたので、名寄市としてはさらなる拡

大を考えてはいないのか。私ども議員として視察

させていただいていきましたら、封筒の広告であ

るとか命名権、名寄市営球場に命名権をやるであ

るとか、例えば庁舎の車に宣伝媒体を横に張って

走る有料広告だとか、考えればいろんなことが可

能性があります。そういったことの拡大について

のお考え方をお知らせいただきたいと思います。

最後は、今度歳入というか、これは未収を減ら

すための施策として、また納税をしやすい市民サ

ービスへということで市税及び病院、水道等の納

入をコンビニで納入ができないものだろうかと。

今の時代、もう時代の背景が変わりまして、もう

２４時間コンビニがあいている時代です。やはり

９時から３時までの銀行、郵便局へ行って払いた

いのだけれども、なかなか払いに行けない。コン

ビニだったら払えるかなと、そういう人も中には

何人か声を聞きます。へ理屈な人がいて、そうし

たら市役所を２４時間あけていればいいだろうと。

それも現実不可能ですので、かわりに今はコンビ

ニ納税というのが全国的にも非常にふえておりま

す。そういった現実を踏まえて、費用対効果の関

係もありますが、そのコンビニにおける納入の名

寄市としての考え方をお伺いして、この場からの

質問を終わります。

鈴木教育部長。〇議長（小野寺一知議員）
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岩木議員からは、た〇教育部長（鈴木邦輝君）

だいま大項目で４項の質問がございました。大項

目１と２及び３の小項目の２と３につきましては

私のほうから、大項目３の小項目（１）につきま

しては名寄市立大学事務局長より、大項目４につ

きましては総務部長からの答弁とさせていただき

ます。

（何事か呼り者あり）

申しわけありません。〇教育部長（鈴木邦輝君）

４の２は市民部長でした。申しわけございません

でした。

それでは、私のほうから大項目１、教育行政に

ついてお答えします。小項目１、学力テストの検

証についてでございます。今年度の成果をどのよ

うに生かしていくかということでございますが、

今年度の結果の活用についてでありますが、全国

学力状況調査につきましては本年度から抽出方式

となりまして、小学校５校、中学校１校が選ばれ

ましたが、名寄市はすべての学校でことし４月に

実施をいたしました。結果につきましては今年度

も分析をいたし、成果があらわれてきた点や問題

となる点などの公表をしてまいりたいと考えてお

ります。

また、指導改善プランの今後のあり方について

でありますが、平成１９年度第１回の結果につい

て作成されて以来、昨年度で３回目を迎えてその

集大成を図ったところであり、当面はこの指導改

善プランを基本に指導を深めたいと考えておりま

す。今年度は、例年のような冊子を作成する予定

はありませんが、本年度の結果を検証する中でさ

らに加えるべき課題や方策について検討をしてま

いります。

取り組みの検証についてでございますが、各学

校においては指導改善プランをもとに職員会議や

校内研修で活用するなどして教育課程の改善に役

立てております。教育委員会といたしましては、

確実に成果が上がってきていると押さえていると

ころでありますが、学習内容が増加する新学習指

導要領への対応へ指針ともなりますので、今後も

継続して先生方にこの指導改善プランを熟読いた

だき、日常の授業の中で生かしていくことが大切

であると考えております。

小項目の２番目、携帯電話のトラブルの啓発、

啓蒙についてでございます。名寄市の小中学校生

徒指導連絡協議会では、平成２０年と２１年度に

小学校５年生、６年生と中学生を対０に携帯ネッ

トアンケート調査を実施をいたしております。平

成２２年１月の調査では、名寄市の小学５、６年

生が自分専用の携帯電話を所持している割合は約

１７％、全道はちなみに１ １％です。中学生で

は４３％となっておりまして、中学生の所持率は

全道とほぼ同じであります。また、携帯ネット上

で何かトラブル、困ったこと、心配なことはない

かとの問いにあると答えた中学生が１２％と、全

道の６２％と比較すると名寄では少ない結果にな

っておりますが、今後ふえる可能性が十分にある

と考えております。また、フィルタリングをかけ

ていないと答えた生徒が３割、３３％いることか

ら、今後さらに本人だけではなくて保護者、家庭

に指導を強化していかなければならないと考えて

おります。

市内の全小中学校では、携帯電話を学校には持

ってこないように指導しておりますけれども、そ

のトラブルなどについては外部講師を招いての指

導を行ったり、講演会を開催するときには保護者

と生徒が一緒になって参加する計まを立てている

学校もございます。北海道教育委員会では、サイ

バーパトロールを行って個人が特定されそうな情

報の書き込みなどについて広く各教育委員会に報

告をしており、その都度学校で適切に対応するよ

うに指導をしております。今後も未然防止に向け

て名寄市小中学校生徒指導連絡協議会と連携しな

がら、保護者と家庭への啓発活動に取り組むとと

もに、トラブルの発生時には速やかに各学校との

連携を図りながら万が一の事故に対応してまいり

たいと考えております。
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次に、大項目の２、子育て支援の推進でござい

ます。小項目の１のブックスタートの推進につい

て、私のほうから答弁させていただきます。ブッ

クスタートは、絵本を介した楽しいひとときを通

じて親子のきずなを深めてもらうため、赤ちゃん

とその保護者を対０にメッセージを伝えながら絵

本を手渡しする事業でございます。議員も述べて

おられるとおり、平成４年にイギリスで始まりま

して８年後の日本では平成１２年、一部東京その

他で道内も含めて試験的に開始をされたところで

あります。翌年、地域の活動をサポートする機関

としてＮＰＯブックスタート支援センターが設立

されて、現在もその理念の普及に努めているとこ

ろでございます。

議員もおっしゃっておりましたが、全国の市区

町村約 ７５０ございますが、その中の４割近く、

７３０以上で実質ブックスタートが実施をしてい

るところでございます。図書館では、上川管内２

３市町村の図書館、それから図書室に実行状況を

問い合わせいたしました。その事業内容や担当す

る部局は異なる部分もございますけれども、議員

御指摘のとおり１市１４市町村で既に取り組まれ

ているということでありますし、またことしから

取り組まれるというところもございました。

市立名寄図書館では、ブックスタートそのもの

については実施をしておりませんが、名寄市保健

センターにおきまして子育て支援センターや本読

み聞かせのボランティアの皆さんの御協力により

乳幼児健診時に赤ちゃんへの読み聞かせを行い、

小さいうちから絵本を通して親子の触れ合いの大

切さを伝えてきております。また、図書館から保

健センターに赤ちゃん絵本の選書や配本をいたし、

現在までその数は約３００冊ほどとなってきてお

ります。平成２０年からは、子供たちがたくさん

の本と出会えるように、そのきっかけづくりとし

て保護者が子供に本を勧めるときに使っていただ

けるようにと赤ちゃんに読んであげたいお勧めの

本のリストを作成をして配付をしております。ま

た、ゼロ歳児から３歳児未満の保護者を対０とし

た絵本読み聞かせのペンギンクラブや図書館の風

連分館では児童と保護者を対０としたお話し会で

ありますおはなしポケットを開設するなど、赤ち

ゃんからの読書の大切さの普及に努めております。

ブックスタートの取り組みにつきましては、事

業を進めるということになりますと事業費とクリ

アをしなければならない問題等もありますことか

ら、現在のところは今後の課題とさせていただき

たいと思っている次第であります。

次に、大項目の３番目、名寄の財産の活用の小

項目の２番、サマージャンプ台の活用についてで

ございます。名寄市のピヤシリシャンツェの利用

につきましては、年間延べ ３００人から ４０ 

０人の利用がございます。うち夏の間は、平成１

８年から２１年度の平均で約 ０００人ほどの利

用があると押さえております。ノーマルヒルジャ

ンプ台、Ｋ点９０メーターですが、これとミディ

アムヒルジャンプ台、Ｋ点６５メートルの利用状

況につきましては、おおむねノーマルヒルジャン

プ台の利用者の２５％から３５％の者が調整のた

めにミディアムヒルジャンプ台を利用していると

いうのが実態であります。

ミディアムヒルジャンプ台は、過去にはたくさ

んのジャンパーに利用されておりましたけれども、

平成１４年にノーマルヒルジャンプ台が全面改修

をされてからは、道内でも数少ない施設であるこ

とから、そちらのジャンプ台がメーンで使用され

るようになりまして、ミディアムヒルについては

利用人数が減少してまいっているのが現実でござ

います。また、ミディアムヒルジャンプ台を平成

１８年に飛び出し部分のカンテを改修をいたした

り、平成２１年に平らな部分であるアウトラン等

の改修工事を行ったために、その間の利用者もな

かったという現実もございます。夏場の利用につ

きましては、雪解けの状況によって大きく左右さ

れているところでありますけれども、例年５月中

旬以降はノーマルヒル、ミディアムヒルとも利用
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できる状態となっておりますが、合宿等につきま

しては低価格で長期間利用できる宿泊施設を有す

る近隣の市町村を利用されているというのが実態

でございます。

ミディアムヒルジャンプ台は、ジュニアの育成

には欠かせない台でございます。現在のところ、

平成２４年２月には全国中学スキー大会が当市で

開催の予定でありまして、スペシャルジャンプと

コンバインドにミディアムヒルが使われる予定に

なってございます。これらもあわせまして、全国、

全道規模の大会などの誘致などを体育協会、スキ

ー連盟とも協議いたしまして、競技人口の拡大を

図り、活用してくれるよう導いていきたいと考え

ております。

大項目の（３）、各種施設の誘致拡大をという

ことですが、これにつきましては対０の施設が教

育施設が多いということから、私のほうから答弁

をさせていただきます。各施設の視察について、

主に教育施設についてお答えをさせていただきま

す。

平成１８年１１月にオープンいたしました道立

サンピラー交流館は、全国規模のカーリング場を

有しまして、年間の利用人数も昨年度は ２２９

人の利用がありまして、施設の視察も５５０人ほ

どがあったということでございます。また、本年

４月１６日にオープンいたしましたなよろ市立天

文台につきましては、５月末現在で ４０２名の

来館者があったところでございます。天文台につ

きましては、来館者のうち １４５名が市外から

の利用者でございますので、うち視察につきまし

ても市民見学会その他５団体、１５０名ほどの視

察がございました。同じく４月１９日にオープン

いたしましたふうれん地域交流センターにつきま

しては、５月末現在で ８８７名の利用があった

ところでございます。

今後におきましてもサンピラー交流館や天文台

は、市立大学など名寄市を誇れる施設でございま

す。さらには、観光施設やイベントなどの情報を

ホームページなどを活用して対外的な発信に努め

てまいりたいと思います。市長の所信表明でも述

べておりますが、市長みずからトップセールスマ

ンとして積極的に名寄市のＰＲをするということ

としておりますが、職員においても会議等で道内

外に出向いた折には一人一人がセールスマンのつ

もりでＰＲするよう促してまいりたいと考えてお

ります。

以上、私のほうからの答弁とさせていただきま

す。

三澤大学事務局長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、〇市立大学事務局長（三澤吉己君）

大きな項目３点目の（１）の名寄市立大学におい

てセンター入学試験の実施についてお答えをいた

します。

名寄市立大学は、開学２年目の平成１９年度の

入学者選抜から大学入試センター試験を導入し、

入学試験を実施しております。平成２年から実施

されております大学入試センター試験は、センタ

ー試験利用大学の増加に伴いまして試験の実施体

制や試験問題の輸送、保管、管理等で多くの問題

が生じたことから、試験会場の設定について大学

入試センターでは各試験地区の状況等を考慮しな

がらも原則として平成１４年度大学入試センター

試験の総試験会場数をめどとして抑制する方針を

掲げておりまして、この間試験会場の数を減らし

てきております。本学のセンター試験利用に当た

っては、大学入試センター及び北海道地区大学入

試センター試験連絡協議会の世話役大学である北

海道大学と協議をした結果、今後北海道地区では

試験会場の増設は行わないとのことから、実績の

ある近隣大学と共同実施するよう指導され、北海

道教育大学旭川校と提携し、共同で入学試験を実

施してきているところでございます。

また、御質問の中で稚内北星学園大学１１１名

の現状で実施をしていると、こういうお話でござ

いましたが、稚内北星学園大学につきましては平

成１４年度からセンター試験を利用してございま
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す。先ほど申しました抑制方針とのかかわりはど

うかと、こういうことでございますが、離島など

の地域特性を重視し、統合等の対０から外れて稚

内大学で実施をしていると、こういう状況になっ

ておりますので、御理解をいただきたいと思いま

す。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、私のほ〇総務部長（佐々木雅之君）

うからは大きな項目４の（１）、有料広告の拡大

について答弁します。

有料広告事業につきましては、平成１９年１０

月に名寄市広告掲載要綱が定められ、現在広報な

よろ、市勢要覧、市民生活ガイド及びホームペー

ジがそれぞれ広告掲載要領に基づき企業等の広告

を掲載することを可能としております。事業収入

につきましては、平成１９年度ホームページ広告

４件で３７万 ０００７、２０年度は広報、ホー

ムページ合わせて１８件で９２万 ５００７、２

１年度は広報、ホームページ、市民生活ガイド合

わせて２１件７８万 ０００７となっており、３

年間の合計では２０９万 ５００７となっており

ます。

有料広告事業を実施するに当たり、広報なよろ

については各号、縦４５ミリ、横９０ミリの大き

さで２枠のみを掲載することを掲載要領に明記い

たしました。これは、市内全戸に配布される公共

の印刷物であることから、紙面に多くの広告欄を

割き、また積極的に広告の募集を行うことにより

事業収入に固執する印０を与えないことや広告宣

伝をなりわいとする市内事業者に及ぼす影響を考

慮したものです。

御質問の広告掲載対０を拡大すべき点につきま

しては、行政として対０となるものにふさわしい

もの、先ほど申し上げました影響などを含み合わ

せて研究してまいりたいと思っています。最近の

研究では、昨年の決算委員会で答弁させてもらい

ましたけれども、封筒の関係につきましてはでき

るだけコストを下げることも含めまして、数年間

分をまとめて地元に印刷を発注をして、一定の量

を保存して必要の都度使っておりますので、そう

いう兼ね合いもあります。それから、税務課の発

行する納税の通知書の封筒を利用している市町村

もありますけれども、これも全体的なキャパの関

係と、それから実際に広告主になってくれる方が

地元の経済がこれだけ疲弊していて、地元新聞が

２社あってＦＭ放送もあります。こういう状況の

中で、非常に難しいなという判断をしておりまし

て、最近の検討状況では封筒への検討について検

討はしましたけれども、非常に厳しいという判断

をしております。

私からの答弁は以上とさせていただきました。

吉原市民部長。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、私のほう〇市民部長（吉原保則君）

からは最後に大項目４、小項目２の市税及び各種

支払いのコンビニ納入についてお答え申し上げま

す。

北海道内の市町村における税のコンビニエンス

ストアにおける収納委託状況につきましては、昨

年、平成２１年７月１日現在の数字でございます

けれども、札幌市を初め６市１０町で実施されて

いるところでございます。名寄市におきましては、

本年１０月より上下水道料のコンビニ収納が開始

されますが、市税に関しましては初期投資に多額

の費用がかかることに加え、ほかの納付手段と比

較して、口座振替等との比較でございますけれど

も、収納手数料が高額であるため導入には至って

おりません。また、名寄市の現年課税分の市税の

合計徴収率は平成２０年度で９ ５％、全道３５

市中４位、平成２１年度につきましては順位の確

定はまだしておりませんが、９ ７％と高位に位

置しております。この残り ３％の未納者の方の

大部分につきましては、担税能力があるにもかか

わらず、督促やたび重なる催告にも応じず、支払

わないといったものが大多数と分析しておりまし

て、したがいまして費用対効果を考慮いたします

とコンビニ収納の導入につきましては、現段階で
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は困難と考えているところでございます。

しかしながら、議員お話のように休日や夜間、

２４時間いつでもあるいは全国どこのコンビニで

も納付が可能になるなど、このことは納税者の納

付機会の拡大と利便性の向上が図られるなど、市

民サービスの向上に大きくつながると考えており

ますので、１０月から実施されます名寄市の上下

水道料の収納の状況、さらには他市の導入の状況

を注視してまいりたいと考えているところでござ

います。

また、市立病院の利用料金のコンビニの収納に

つきましても市税と同様の理由の費用対効果の関

係から当面の導入は困難と考えておりますので、

御理解を賜りたいと思います。

私のほうからは以上でございます。

岩木議員。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、再質問をさ〇９番（岩木正文議員）

せていただきます。

まず、全国学力テストの関係でありますが、今

回名寄市は５校、小規模校が抽出されたというこ

とで、全国で発表される全道の数値においてはな

かなか正確なあれが出てこないと思うのですけれ

ども、それは道教委とともにほかも参加されたわ

けですから、その評価というのは道教委にやった

分と全国から出たものを合わせて名寄の数字が出

てくるようなシステムになっているのでしょうか、

お願いします。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

北海道教育委員会が実〇教育長（藤原 忠君）

施したこのテストについてのまだ正確な取り扱い

については私たち示されておりません。採点母体

が違うというふうに聞いておりますので、全国で

採点したものと道教委が独自に委託して採点した

ものとの母体が違うということから、その辺のと

ころはもう少し時間をいただきながら検討してい

きたいと思います。

岩木議員。〇議長（小野寺一知議員）

マスコミ紙上に今回の〇９番（岩木正文議員）

テストの結果を受けて指導改善プランを改めてつ

くることはないというような発表がありましたが、

私も何回もこの改善プランを見ていて思ったので

すが、指導改善のポイント、国語とか算数に出て

いますよね。これは、普通の授業でやることと同

じことではないのですか。何か違いというのはこ

れあるのですか、指導改善プランの教え方という

のは。お願いします。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

指導改善プランの大き〇教育長（藤原 忠君）

な視点は、全国学力・学習状況調査の名寄におけ

る子供たちの成績動向を踏まえて、この辺に留意

した学習の進め方をすればいいという、そういう

視点に立ってつくられております。ですから、も

ちろん基本は通常の授業でございます。その授業

の中でも特にこういうところに留意すると、名寄

の子供たちはさらに学力の向上といいましょうか、

そういうものが望まれると、そういう視点でつく

られているということでございます。

岩木議員。〇議長（小野寺一知議員）

今回の結果をどう評価〇９番（岩木正文議員）

するかというのは、結果が来てみないとなかなか

わからない部分がありますが、やはり過去４年間

続けてきて名寄市の教育の現状がどうなのか、こ

の学力の情報の共有がないわけですから、その責

任を担っている教育委員会としては、しっかりと

した方向性だけは忘れないでいただきたいなと思

います。

私がそして一番危惧するのは、やはり家庭学習

調査なのです。これがやはり４年間でとてもでは

ないけれども、家庭学習がふえているとかゲーム

の時間が減っているというような雰囲気が自分の

子供を含めて見ていてなかなかないというのが困

った問題で、やはりこういった先生方が指導を行

うプランというよりも名寄市家庭教育資料という

ことでこの５つの提言、２３の方策、これ非常に

いいのですよね。わずかこれだけのものなのです

が、これをもっと家庭と具体的なやりとりができ
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るような形を１年に１回、忘れたころにぽっと出

すのではなく、毎日先生方が出しているような通

信のように家庭とのやりとりを学校と、こうやっ

て学力向上のためにという本当の基本のことでご

ざいますので、こういったことも学力向上のため

に検討いただければなと思います。

それと、代表質問、一般質問の中で教育長は２

回も心のノート、これも私も何度もこれを使って

道徳教育をやるべきだということを言ったのです

が、実際これ現場で使われていないのですね、残

念なことに。教育委員会は、校長会、教頭会など

でしっかりとこういった道徳教育には活用してく

ださいよということは言っていただいているとは

思うのですが、現場ではほとんど使っておりませ

ん。学校の通信も１年に１回、心のノートを配っ

ておりますので、ぜひお父さん、お母さん、お子

さんと一緒に読んでみてくださいという、それだ

けです、１年に１回。うちの娘にきょう来る前に

確認しましたけれども、授業としてはありません

と。やっていないよと。何かのときに心のノート

というのがあるよという話があるだけで、残念な

がらそれが現実です。

しかし、第１回目の民主党の事業仕分けでこの

ノートがひっかかりまして、使用されていないと

いうことで次年度からちょっと出るかどうかまだ

わからない状況ではございますが、新学習指導要

領で道徳教育の教科書がきっちりできるので、心

のノート、お役に余り立たないで終わってしまう

のかなと寂しい思いもしますが、来年の新学習指

導要領における道徳教育をどのように行っていく

か、やはりしっかりととらえていただければなと

思います。

道徳教育に関しましては、前西小学校の校長の

原校長先生が広報紙の最後の寄稿で３つの勇気と

いうことを言っていました。目標を持って、夢を

持って前へ進む勇気、そしてお酒だとかたばこだ

とか好奇心でいってしまわない踏みとどまること

のできる勇気、そして友達と何かトラブルがあっ

たときには、ごめんなさいと言える引き返すこと

のできる勇気、この３つの勇気を持って皆さん、

西小っ子として頑張ってくださいねと。こういう

やはり言葉が非常に子供たちには大切で、携帯の

問題もそうです。やはり遊びは楽しいですし、本

を読むことよりも漫まだとか携帯をやっているほ

うが楽しいのも現実ですが、そこら辺はやっぱり

親との、学校と家庭の連携をどうとらえていくか

ということが非常に大切ですので、注意深く見守

っていただければなと思います。

携帯電話の件ですが、ここに、余り恥ずかしい

話、うちの子の請求書があります。これパケット、

５８万７２６７、その前の月が４７万 ２４０７、

これは定額でパケットを全部使ったら、これだけ

の料金が請求来るということです。それを ２０

０７の定額料を払っているから、五十何万７はお

まけしますよと。だから、先ほど言いましたよう

に子供たちが無料だというので親の電話でパケッ

ト、モバゲー通信をやるとこれだけの請求が来て

しまう現実があるということを御理解いただきた

いと思います。あってしまって、さあ大変だとい

っても親の携帯でやったら、なかなか払わなくて

いいよということにはならないのが現実ですので、

皆さん、お孫さんや何かに十分御注意されて、そ

ういったことのないように心がけていただければ、

本当にこういうことが起こり得るということです。

そのほかにも消費者センターへ行って聞いてきま

したら、やはり２万７や３万７、１回やってしま

って来て、それぐらいは聞いたら本人使ってしま

ったのだから仕方ないよねといって相談には来な

いけれども、払っている人は相当いるのではない

かと言っています。それが高額になってしまった

ら非常に大変なことですので、ぜひそういったこ

とも道徳教育と、やはり親もこれ突然請求来たら、

もう私でもわからないです。防ぎようがないとい

う現実があります。

それと、消費者のことなのですが、電子消費者

契約法というのができまして、やはり小さい字で
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パケットがかかりますよとか書いてある責任があ

りますので、そういったことで払わなくていいと

いう項目もあるそうです。やはり何かあった場合

には、専門の消費者センターのほうに相談をぜひ

していただきたいなと思います。そういったこと

もお知らせいただければなと思います。１回そう

いったところに払うと、もう次から次、ネズミ講

のようにいろいろ情報が入ってきます。特にこれ

から中学生の出会い系であるとかアダルト系、興

味でやってしまった経験のある議員もいると思い

ますけれども、そういったことは子供というのは

やはり成長期にあるのです。だから、そういった

ことでもやはり注意、もし万が一のときはぜひ消

費者センターに御相談に行っていただければいい

かなと思います。ぜひ道徳教育と絡めましてこの

携帯電話、非常に危険が潜んでおります。ぜひ啓

蒙、啓発のほうを今後ともよろしくお願いいたし

たいなと思います。

それでは次、ブックスタートですが、私は本当

に支援センターであるとか保健所であるとか保育

所であるとか、一生懸命本の普及、読み聞かせ会

をやっていただいたのも本当に目にしてわかって

おります。しかし、私はその子供たちが名寄に生

まれてきてありがとうという感謝の気持ちで全員

に差し上げるというのがやはり大切なことで、子

供たちのかわいいのってゼロ歳から３歳まででは

ないですか。やっぱり本当にかわいいときに一生

懸命読んで聞かせるというのが大切だと私は思い

ます。うちも３人の子供、皆さん方も使っている

でしょう。「いないいないばあ」、「きんぎょが

にげた」、これは大人版でいえば「ウォーリーを

さがせ！」みたいなものですけれども、もうぼろ

ぼろになるまで、何の言葉も要らなく子供と楽し

める、そういった親との小さいときの触れ合いが

やはり子供たちが成長したときに何げなく残って

いるということがあります。

ここで１つお願いですけれども、金曜の夜１１

時１５分から「ハガネの女」というドラマを見て

いる方いますかね。

（「見ていません」と呼り者あり）

見ていませんか。では、〇９番（岩木正文議員）

ぜひ１度見ていただきたい。これは、小学校４年

生が起こす事件を対０にした鋼のような強い女子

教師がいろんな事件を解決していくのですが、こ

れはきっとこんなひどい親だねというように親に

見てもらいたい番組としてつくっていると思うの

です。夜中の１１時にやるわけですから。大げさ

にはやっていますけれども、本当に親として考え

させられる部分もありますので、ぜひもし機会が

あったら見ていただければなと。道徳教育にも本

当に勉強になると思います。

携帯電話、もう一点だけ。やはりフィルタリン

グが３３％、まだしていないという現状がありま

すので、これをやはり強制はできないですけれど

も、小中学校の携帯を持つのにフィルタリングさ

れて困るようなことをするようなやっぱり指導は

しないように親御さんにしっかり言っていただけ

ればなと思います。ＰＴＡ等を通して、やはり逆

に親御さんに今の携帯電話の現状であるとか恐ろ

しさというのを知っていただくというようなこと

をぜひ企ましていただければありがたいなと思い

ます。

そういったことで、要望だけで終わりますけれ

ども、ブックスタート、３人の子育てをされてい

ます新市長、どうお考えになるのか、一言お願い

します。

加藤市長。〇議長（小野寺一知議員）

御指摘のとおり、ブック〇市長（加藤剛士君）

スタートは北海道でも多分私が把握しているのは

半分以上の自治体で今実施しているという話を聞

いています。すばらしい事業だというふうにも思

うし、もう一方で比較的金額というか、お金がか

からないから取り組みやすいという一面もあるの

かなというふうに思います。

本の読む習慣というのは非常に大切だと思いま

すし、うちの子供たちも図書館に毎週行って必ず



－208－

平成２２年６月１７日（木曜日）第２回６月定例会・第４号

本を三、四冊民りてということをしています。こ

のブックスタートという事業をやることで、その

本の習慣化、読む習慣化につながるのかというこ

とは、これはやっぱり検証していかなければなら

ないのかなというふうには思います。

一方で、今御指摘のように行政が生まれてくる

子供たちに本当におめでとうという気持ちでそう

いうものを差し上げるという気持ちは大事だと思

うし、もう一つ、これは相談していないから何と

も言えませんけれども、大学で児童学科を持って

いますから、児童学科で本当にそうしたブックス

タートという事業が子供たちの読む習慣につなが

っていくのかという研究も含めて、名寄のオリジ

ナルのそういった事業をやってみるという研究も

含めて検討していきたいというふうに思います。

岩木議員。〇議長（小野寺一知議員）

これが現実に読書にず〇９番（岩木正文議員）

っとつながっていくかどうかということはなかな

か難しいかもしれませんが、小さいときにお父さ

ん、お母さんと一緒にこの本を読んだのだという

何か心のつながりという部分も大切だと思います

ので、ぜひ今後の検討を期待したいと思います。

それと、あと時間もございません。名寄市の財

産の活用につきましては、名寄大学のセンター入

試、これは縮小の方向で、これもなかなかわかり

ます。しかし、地理的条件、またこの名寄は冬あ

るということで、旭川まで受験に行くにはやはり

不安もあり、宿泊してやらなくてはいけないとい

う現実もあると。経済的な負担もありますので、

縮小であきらめるのではなく、やはり名寄、最北

端の公立大学を持っている点、そして名寄のこの

地域の子たちが都会に住む子と同じ条件で受験を

できるような体制を地理的条件から考えてぜひ要

望はし続けていっていただきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。

それと、サマージャンプ台も２１年度に改修し

たということですので、ぜひ活用をお願いします。

それと、皆さんも新聞等で出ているので、わか

ると思いますが、スポーツの拠点構想、ジャンプ

台はナショナルトレーニングセンター、大倉山と

宮の森に決定したということで非常に、名寄はＦ

ＩＳの大会を開催できるジャンプ台ではございま

せんので、難しいとは思いますが、そういった国

のいろんな強化とかいうのが全日本とかいろいろ

ありますので、絶えず目を光らせておいて、そう

いったことの要望に対しては漏れることがないよ

うやっていただければなと思います。

また、各種視察につきましては、議会事務局長

にお願い申し上げます。やはり議員視察というの

も大きな経済活動の一つだと思います。名寄は、

もう本当に恥ずかしくない先進的な条例を初め、

いろんな視察をしていただきたいなと逆に思うよ

うなこともございますので、ぜひ名寄のほうにも

こういったすばらしいものがありますよという、

視察先にも加えてくださいというような少しＰＲ

もしてもいいのではないかなと思いますので、機

会を見て、現実にもう全国の市町村を調べますと

何十カ所はぜひこの点について視察に来てくださ

いというＰＲをしている市町村もたくさんあるの

です。だから、名寄も通過点ではなく泊まってく

れる視察先として有望ですので、ぜひよろしくお

願いしたいなと思います。

あと最後は、有料広告……

（何事か呼り者あり）

有料広告の拡大につき〇９番（岩木正文議員）

ましては、いろいろな問題もありますけれども、

今後さらに命名権であるとか、スポーツセンター

の室内の垂れ幕も今はできるようになっています

ので、自主財源の確保という観点からぜひ検討を

続けていただければなと思います。

コンビニの納税は、非常に皆さん頑張っていた

だいて９ ５％、９ ７％、ほとんどが入れてい 

ただいておりますけれども、やはり市民へのサー

ビスという観点からは、コンビニ納税というのは

時代の潮流ではないかなと思っておりますので、

検討のほうをよろしくお願いいたします。
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質問の最後ということですので、加藤市長に一

言申し上げておきたいなと思います。志を同じう

する者、相集い、力を合わせ青年としての英知と

勇気と情熱を持って明るい社会を築き上げよう、

これは青年会議所の綱領でございます。時期は違

いますけれども、同じ夢を形にまちづくりをしよ

うという活動をしてきた者としてやはり新市長に

はぜひ頑張っていただきたい。

最後に、ウォルト・ディズニーの夢をかなえる

４つの言葉、１つ目は好奇心、市長のわくわくす

る気持ちです。２つ目は自信、部下を信じ、やり

抜くのだということです。そして、３つ目は先ほ

ど言いました３つの勇気です。最後、４つ目は継

続、どんな困難があっても続けるのだよと。この

ことをぜひ先人たちがつくってくれたこの名寄市

というキャンパスを今度ぜひ加藤色というか、新

たなキャンパスに塗る余地がまだまだありますの

で、温故知新を忘れることなく、ともにまちづく

りをやっていきたいなと思いますので、ぜひ頑張

っていただきたいなということを申し上げ、質問

を終わります。ありがとうございました。

以上で岩木正文議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

以上で本日の日程は〇議長（小野寺一知議員）

すべて終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

御苦労さまでした。

散会 午後 ４時３８分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 小野寺 一 知

署名議員 川 村 幸 栄

署名議員 谷 内 司
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開議 平成２２年６月１８日（金曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 平成２２年第１回定例会付託議案第１

号 名寄市犯罪のない安全で安心な地

域づくり条例の制定について（民生常

任委員長報告）

日程第３ 議案第１８号 平成２２年度名寄市一

般会計補正予算

日程第４ 議案第１９号 平成２２年度名寄市国

民健康保険特別会計補正予算

日程第５ 議案第２０号 平成２２年度名寄市老

人保健事業特別会計補正予算

日程第６ 議案第２１号 平成２２年度名寄市公

設地方卸売市場特別会計補正予算

日程第７ 意見書案第１号 子宮頸がん予防ワク

チン接種の公費助成を求める意見書

意見書案第２号 小規模グループホー

ムの防火体制強化を求める意見書

意見書案第３号 コメの戸別所得補償

対策等の見直しを求める意見書

意見書案第４号 機能性低血糖症に係

る国の取り組みを求める意見書

意見書案第５号 森林・林業政策の早

急かつ確実な推進に関する意見書

日程第８ 報告第１４号 例月現金出納検査報告

について

日程第９ 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

日程第10 委員の派遣について

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 平成２２年第１回定例会付託議案第１

号 名寄市犯罪のない安全で安心な地

域づくり条例の制定について（民生常

任委員長報告）

日程第３ 議案第１８号 平成２２年度名寄市一

般会計補正予算

日程第４ 議案第１９号 平成２２年度名寄市国

民健康保険特別会計補正予算

日程第５ 議案第２０号 平成２２年度名寄市老

人保健事業特別会計補正予算

日程第６ 議案第２１号 平成２２年度名寄市公

設地方卸売市場特別会計補正予算

日程第７ 意見書案第１号 子宮頸がん予防ワク

チン接種の公費助成を求める意見書

意見書案第２号 小規模グループホー

ムの防火体制強化を求める意見書

意見書案第３号 コメの戸別所得補償

対策等の見直しを求める意見書

意見書案第４号 機能性低血糖症に係

る国の取り組みを求める意見書

意見書案第５号 森林・林業政策の早

急かつ確実な推進に関する意見書

日程第８ 報告第１４号 例月現金出納検査報告

について

日程第９ 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

日程第10 委員の派遣について

１．出席議員（２５名）

議 長 ２６番 小 野 寺 一 知 議員

副議長 １９番 熊 谷 吉 正 議員

１番 上 松 直 美 議員

２番 佐 藤 靖 議員

３番 植 松 正 一 議員

平成２２年６月１８日（金曜日）第２回６月定例会・第５号
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４番 竹 中 憲 之 議員

５番 川 村 幸 栄 議員

６番 大 石 健 二 議員

７番 佐 々 木 寿 議員

８番 持 田 健 議員

９番 岩 木 正 文 議員

１０番 駒 津 喜 一 議員

１１番 佐 藤 勝 議員

１２番 日 根 野 正 敏 議員

１３番 木 戸 口 真 議員

１４番 渡 辺 正 尚 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 山 口 祐 司 議員

１７番 田 中 好 望 議員

１８番 黒 井 徹 議員

２１番 谷 内 司 議員

２２番 田 中 之 繁 議員

２３番 東 千 春 議員

２４番 宗 片 浩 子 議員

２５番 中 野 秀 敏 議員

１．欠席議員（１名）

２０番 川 村 正 彦 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 田 中 澄 昭

書 記 佐 藤 葉 子

書 記 三 澤 久 美 子

書 記 高 久 晴 三

書 記 熊 谷 あ け み

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 中 尾 裕 二 君

副 市 長 久 保 和 幸 君

教 育 長 藤 原 忠 君

総 務 部 長 佐 々 木 雅 之 君

市 民 部 長 吉 原 保 則 君

健康福祉部長 三 谷 正 治 君

経 済 部 長 茂 木 保 均 君

建設水道部長 野 間 井 照 之 君

教 育 部 長 鈴 木 邦 輝 君

市立総合病院
香 川 譲 君

事 務 部 長

市 立 大 学
三 澤 吉 己 君

事 務 局 長

上下水道室長 扇 谷 茂 幸 君

会 計 室 長 竹 澤 隆 行 君

監 査 委 員 手 間 本 剛 君

平成２２年６月１８日（金曜日）第２回６月定例会・第５号
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昨日に引き続き本日〇議長（小野寺一知議員）

の会議を開きます。

日程第１ 会議録署〇議長（小野寺一知議員）

名議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８０条の規定

により、

１０番 駒 津 喜 一 議員

１６番 山 口 祐 司 議員

を指名いたします。

日程第２ 平成２２〇議長（小野寺一知議員）

年第１回定例会付託議案第１号 名寄市犯罪のな

い安全で安心な地域づくり条例の制定についてを

議題といたします。

付託いたしました委員会の審査の経過並びに結

果の報告を求めます。

民生常任委員会、佐藤勝委員長。

おはようご〇民生常任委員長（佐藤 勝議員）

ざいます。議長より御指名をいただきましたので、

平成２２年第１回定例会付託議案第１号 名寄市

犯罪のない安全で安心な地域づくり条例の制定に

ついて、民生常任委員会における審査の経過並び

に結果を御報告申し上げます。

委員会は、市民部長を初め担当職員の出席を願

い、平成２２年４月２１日、５月１１日、６月１

４日、６月１６日、６月１７日の５回にわたり開

催し、担当職員から資料の提出も含め説明を受け

た後、慎重に審査を行ったところであります。

付託されました議案は、条例制定の趣旨として

近年複雑多様化する社会情勢を踏まえて名寄市、

市民、地域活動団体、事業者及び関係行政機関が

役割を自覚し、互いに連携し、協働し合って地域

の安全は地域で守る、人と人とのつながりを大切

にともに支え合うという意識のもと、市民一人一

人が条例の趣旨を理解し、安全で安心な地域づく

りを担うところにあります。現行の名寄市生活安

全条例を見直し、新たに用語の定義及び基本理念

の明記、事業者の責務の明記、犯罪被害者等への

支援を盛り込んで内容を整理したものであります。

提案を受けた条例案は全１１条で構成され、第

１条で目的及び内容を定め、第２条では条例の解

釈に当たり用語の意義を明確にし、第３条は運用

の解釈指針となるもので、理念や方針を明らかに

し、市民一人一人がしっかりとした意識を持ち、

市民運動として行動することが安全で安心な地域

を築き活動を継続させていくことを明記していま

す。第４条から第６条では、目的達成のため基本

理念にのっとり、市、市民、事業者の役割、責務

を明確にし、第８条で関係行政機関及び地域活動

団体等で連絡調整及び協議するための協議会を組

織することができることを定めております。さら

に、第９条では犯罪のない安全で安心な地域づく

りをするための総合的な必要な施策について基本

となる事項を定めています。附則の施行期日につ

いては、平成２２年７月１日から施行する内容と

なっております。

各委員から出された主な質疑では、第２条の定

義で説明される語句と説明文との間の空欄に「と

は」などの助詞、動詞を入れると平易でわかりや

すいのではないか、第４条の市は自治基本条例の

市とリンクするのかについては、１ますあけたの

は従前の条例に倣いあけた。第４条は、自治基本

条例の表現に倣い文言を整理したとの答えであり

ました。

提案の条例は犯罪に特化しているが、現行条例

は総合的な生活安全条例の位置づけであり、犯罪

に特化した必要性は何か、過度の監視社会になる

おそれがあるのではないかについては、名寄市の

犯罪の状況は特に件数がふえてはいないが、全国

的に凶悪化、潜在化が多く見られ、そのことを防

ぐため地域全体で取り組みを進めていくことを提

起した条例と考えている。名寄市でも数年来、凶

悪犯罪があることは事実で、犯罪被害者への支援、

社会的弱者に対する配慮を踏まえて見直しを図っ

たとの答弁でありました。
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さらに、非常に大事な条例であり、市民からの

パブリックコメントも含め、市民を巻き込んだ議

論が必要ではないかについては、提案の条例はほ

ぼ道の条例を踏まえたもの、犯罪被害者への支援

で各関係機関を網羅して連絡調整していく部分は

名寄市独自のものであり、他市町村もその流れに

ある。今回提案に当たっては、社会福祉団体、行

政機関、老人クラブ等のさまざまな分野から２０

人で構成されている生活安全推進協議会に素案を

示して、その中で市民意見、団体の意見をいただ

いているとの答弁でありました。

犯罪の範囲として強盗、殺人だけではなく、い

じめ、セクハラ、ＤＶ、不法投棄、人権問題など

を総称したものか、条例に基づいた施策はどこで

検討することになるのかについては、法律に触れ

るものは当然のこと、そうでなくても被害者が出

てくるものは犯罪に含まれると解釈している。条

例制定後、名寄市安全安心地域づくり推進協議会

を立ち上げ、そこに実際の活動、情報の提供、広

報啓発活動を図り、市の責務として進めるとの答

えでありました。

その後、委員から次の８項目にわたっての疑問

点が提出され、委員間で議論をして整理を行った

ところであります。①、条例名に犯罪を入れるこ

との是非。②、市、市民等は自治基本条例に沿っ

た文言整理をすべきこと。③、第３条中に「優し

さ」の文言を挿入すべきこと。④、第３条、基本

理念については既存団体に限定すべきではないこ

と。⑤、第８条中、分析は協議会の限界を超える

役割であること。⑥、第８条、協議会の構成に関

し、既存団体に限定せず公募市民も入れること。

⑦、施策の実施状況の公表、人権に配慮を加筆、

修正すべきこと。⑧、施行期日を市民周知を図る

ことから７月１日より延ばすこと。以上について

委員間で議論を重ね、次のとおり整理をしたとこ

ろであります。

①につきましては、市の提案は犯罪を基軸とし

ており、犯罪を抜くと極めて広義の解釈になり、

似て非なるものとなる、違和感がある。②につき

ましては、市の責務の重大性から市を先としてい

る。③につきましては、「優しさ」は旭川の例で

入っている。犯罪が起きる背景に人間関係の希薄

さがあり、人を思いやることの大切さは認識する

ものの、人により程度、解釈の異なる形容詞・修

辞句は用いるべきではない。④につきましては、

第２条中、地域活動団体は市民等に含まれるので、

これに置きかえ修正する。⑤につきましては、名

寄市だけの表現だが、説明対策に協議会としての

分析は必要であり欠かせない。⑥につきましては、

市民公募については市はその考えを持っている。

第８条中、関係行政機関、地域活動団体等につい

ては、④と同じく地域活動団体は市民等に含まれ

るので、これに置きかえ修正する。⑦につきまし

ては、施策の実施状況の公表については、第９条

の施策の推進の条項に書き加え修正する。人権に

配慮については、第３条、基本理念に書き加え修

正する。⑧につきましては、施行期日は市民周知

を図るため、８月１日に修正する。

以上、委員会としての提案を受けての条例案に

つきましては整理をし、次のとおりといたしまし

た。

第３条第１項中、「役割分担による協働の下

に、」の次に「常に市民等の人権に配慮し、」を

加え、同条第５号中「地域活動団体」を「市民

等」に改める。

第８条第３項中、「、地域活動団体等」を「と

市民等」に改める。

第９条中、「政策を行うものとする」を「政策

を行い、その結果を市民に公表するものとする」

に改める。

附則第１項中、「平成２２年７月１」日を「平

成２２年８月１日」に改める。

ただいま申し上げたとおり、当委員会に付託さ

れました平成２２年第１回定例会付託議案第１号

名寄市犯罪のない安全で安心な地域づくり条例の

制定につきましては、全会一致で修正すべきもの
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と決し、修正部分を除く部分を原案のとおり可決

すべきものと決定したところであります。

以上を申し上げまして、当委員会の審査の経過

と結果の報告といたします。

これより、委員長報〇議長（小野寺一知議員）

告に対する質疑に入ります。御発言ございません

か。

川村幸栄議員。

１点、質問させていた〇５番（川村幸栄議員）

だきたいと思います。

本当に慎重な審議をされたことに敬意を申し上

げたいと思います。今回修正された中で、常に市

民との人権に配慮するというふうな文言が入れら

れています。この議論の経過をもう少し詳しくお

知らせをいただければと思いますが、いかがでし

ょうか。

佐藤委員長。〇議長（小野寺一知議員）

今川村議員〇民生常任委員長（佐藤 勝議員）

のほうから、人権に配慮しの議論経過を聞かせて

ほしいということでありました。今ちょっと資料

を開きますので、時間をお願いいたします。

先ほどの報告の中にもありましたが、関係行政

機関あるいは地域活動団体、市民等も含めて近年

犯罪に対する防衛意識の高まりがある中で監視カ

メラ等を初めとして、特に都市部においては監視

社会の度合いを増してきているという中で、この

条例の中で人権に配慮することによって、それを

一定程度抑制するということを一つの防波堤とし

て人権に配慮という文言を入れたわけでございま

す。これについては、委員会内の議論についても

当初からやはりこの文言は必要であるということ

で、他市の条例の制定等も比較検討しながら、今

回この条例の中に組み込んだわけでございます。

御理解を願います。

以上です。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

ありがとうございます。〇５番（川村幸栄議員）

私もこのそれぞれの市民の皆さん方の人権といい

ますか、個人情報であったりプライバシーの問題

が、今やはり犯罪に対する意識も高まっている反

面、こちらのほうの意識も高まっているのではな

いかと。ここをやはり担保できるような、そうい

う内容があったらというふうに思っていましたの

で、このことが組み込まれたということで担保さ

れ、またこの条例を施行していく中で、そのこと

を本当に重要に考えていただきたい、そのことを

お願いをして終わります。

佐藤委員長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほど私の〇民生常任委員長（佐藤 勝議員）

報告の中に一部字句の間違いがありましたので、

訂正をお願いいたします。

皆様の資料の第９条中の部分ですが、私「政策

を行うものとする」あるいは「政策を行い、その

結果を市民に公表するもの」というふうに読み上

げましたが、これは「施策を行うものとする」、

「施策を行い、その結果を市民に公表する」とい

うふうに改めていただきたいというふうに思いま

す。「政策」を「施策」に変えていただきたいと

思います。大変申しわけありません。よろしくお

願いいたします。

ほかに質疑はござい〇議長（小野寺一知議員）

ませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

正副委員長は自席にお戻りください。

お諮りいたします。本件は委員長報告のとおり

決定することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、平成２２年第１回定例会付託議案第１

号は委員長報告のとおり可決されました。

暫時休憩いたします。

休憩 午前１０時１６分

再開 午前１０時１７分

再開いたします。〇議長（小野寺一知議員）
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日程第３ 議案第１８号 平成２２年度名寄市

一般会計補正予算を議題といたします。

６月４日の議事を継続いたします。

これより、質疑に入ります。御発言ございませ

んか。

佐藤靖議員。

それでは、何点か御質〇２番（佐藤 靖議員）

問したいと思いますけれども、７款１項１目商工

業振興費、（仮称）複合交通センター整備事業、

土地取得及び土土の補償料で１土 ０５１土 ０ 

００円にかかわってでありますけれども、この用

地については過去西條に売却した部分も含めてで

ありますけれども、相当議会内で議論もしてきた

課題でありますし、この土地が有効に活用される

のが議員それぞれの願いであります。ただ、この

土地については、特に昨年を振り返りますと７月

１７日あるいは７月２０日、議会報告会というの

を市内４カ所で開催をしました。総合福祉センタ

ーでやったところでは、中尾副市長も来ていただ

きましたけれども、相当各会場で市民の皆さんが

その成り行きをを注目しているというか、どうな

るのだという話があります。

しかし、議会側としては５月２７日に市、西條、

商工会議所の３者協定書あるいは７月２４日に市

と西條の仮契約を受けて、それと前島市長もこの

議会は民間が進める事業に余り踏み込まないほう

がいい、あるいは商工会議所も塩漬け用地の再開

発を早期に実現してほしいという強い思いもあっ

て１０月３０日の臨時議会で西條さんへの売却を

決めたと。このときの一番の原点は、さきの代表

質問あるいは一般質問の中でも議論されましたけ

れども、やはりここは土地開発公社、土土用地、

そして西條に売る用地、これを含めて一体開発を

するのだというのが一つの大きなものであります。

また、３者協定書というのをしっかり遵守するの

だということが１つ基本にあります。

そして、何といっても今だんだんシャッター街

になりつつあり、活性化が薄れてきている名寄地

区の中心街をにぎわいを取り戻すのだと、これが

大きな基本として取り組まれて、議会としてはい

ろんな議論ありましたけれども、市民の皆さんの

いろんな思いはありましたけれども、異例ではあ

りますけれども、議長が発言を加えて全会一致で

売却をすると。約 ８００土円の売却売売が出て

いましたけれども、これから夢があるものがつく

れるのだという思いで可決をしたと。あのときの

議長の発言を振り返ってみても３者による基本協

定書の内容を尊重し、所期の目的である市街地活

性化を柱に商店街のにぎわい創出と高齢化社会へ

の対応を通じて市民の利便性向上を目指した事業

展開が図られるように強く要望すると。あるいは、

できるだけ早い時期にその施策について議会に報

告できるように対応することを望むと、この２つ

がありました。

我々も西條さんの意向あるいは西條さんにして

みれば定住自立圏構想がだめになっても、その事

業がだめになっても高齢者向け住宅については自

力でもやるのだと、くい打ちを早くしたいのだと

いう思いがありましたけれども、今現在それはこ

の８カ月が経過して全く姿が見えない。そういう

状況からいって、市民の皆さんに改めて一体開発

という言葉も含めてでありますけれども、今ここ

で１土 ０００土円、１土 ０５１土円、土地だ 

けで言うと用地取得ですから違いますけれども、

この予算を計上してやると。ところが、計画の先

が見えないと。計画の中については、代表質問あ

るいは一般質問の中でもいろいろなその後の経過

があるにしても、余りにも見えない中でまたこれ

で土地を買って事業を進めるということをしてい

くと。議会としても来月また議会報告会をすると

きに、正直どういう説明を市民の皆さんにしてこ

の土地の取得というのを認めてもらうのか、改め

て市民理解が得られるかどうかを含めて少しお考

えをお伺いをしておきたいというふうに思います。

それと、もう一つは、１０款６項９目天文台費

の天文台維持管理費で、駐車場の整備ということ
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で ０００土円上げておりますけれども、これは

市長の思いもあってこれから夏休み、天文台に多

くの人が来るときの対応ということで緊急的にや

るということでありますけれども、天文台は御承

知のように昼ばかり人が来るわけではありません。

夜も当然来るわけでありますけれども、その照明

対策というのは、駐車場のときには一定余り明る

い照明をすると今度天文台に影響すると、暗い照

明だと交通事故が心配されるということがあると

思いますけれども、その辺はどういうふうにお考

えになっているのか、この２点をまずお答えをい

ただきたいと思います。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

駅横の土地の利用の〇経済部長（茂木保均君）

関係について御質問をいただきました。これまで

も経済常任委員会あるいは議員協議会等々で説明

をし、今回の代表質問、一般質問の中でもいろい

ろと御論議をいただいているところでございます。

なかなか民間の部分の事業展開が見えないとい

うことでございます。これにつきましては、何度

か御説明をさせていただいてございますけれども、

この景気の状況あるいは国の一定の補助というも

のを見込んでいた部分が見込めなくなったという

ような、こういう状況の中で西條のほうも新たな

事業展開という部分でなかなか計画が立たないと

いうようなことであります。

実は、６月の初めに西條のほうからもこのこと

についての申し入れが市長のほうにございました。

西條としては鋭意努力をするということで、１つ

は福祉住宅といいますか、住宅型の有料老人ホー

ム、これにつきましては本年度やるというような

ことで進んでおりましたけれども、道内でもう一

カ所の部分が優先的にするということになったと

いうことで、これについては来年度というような

お話をいただいております。さらには、集客施設

のいわゆるスーパーマーケット部分に併設をする

部門が、これは今現在交渉中ということで、これ

は決まり次第やるというようなことで御返答をい

ただいているところでございます。

ただ、建物が西條さんがやるスーパーマーケッ

ト部分を先行してやるとどうしてもコストの面、

そういったものがどうしても高上がりになるとい

うようなことを含めて、この商業施設の部分に併

設する部分についてはあわせてやりたいというこ

とで、これが決まり次第着手をしたいと、こうい

うお話をいただいております。それから、高齢者

の賃貸住宅につきましては、これはいろいろ先ほ

ど申し上げましたように国の交付金が得られない

というところでかなりの見直しをしております。

今の中では高齢者の賃貸住宅という視野もござい

ますけれども、一般のマンションというか、アパ

ート的なものということも視野に入れているとい

うお話を聞いてございます。

いずれにいたしましても、３者協議に基づきま

して定時あるいは随時協議をしておりまして、私

どもとしてもこのことについては会議所とともに、

いろいろと注文もつける部分も含めてお願いをし

ているということであります。非常に経済状況が

見えないというところで、民間のそういう投資の

部分についてかなり厳しいという状況も一定程度

理解せざるを得ないということで私どもも判断を

しておりますが、いずれにいたしましてもこの土

地についてはいろんな経過があって西條が求めた

わけですから、あの土地をいつまでも遊ばせてお

くというようなことはないということを確約をい

ただいておりますので、その点については私ども

としても信頼的な部分を含めて西條あるいは会議

所とともに、３者協定に基づく趣旨に沿った事業

展開について、引き続いてこれを遵守していただ

くというようなことでお話をしているところでご

ざいます。

鈴木教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

私のほうからは、天〇教育部長（鈴木邦輝君）

文台駐車場の照明と事故防止対策、安全対策につ

いての御質問についてお答えさせていただきます。

御存じのように、天文台は１３時の開館後２１
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時に閉館いたしますので、開館時間のうちおよそ

半分が夜間にかかる部分もございます。現在天文

台の周辺には、駐車場を中心といたしまして野外

の照明施設が何灯かついておりますが、もともと

この照明灯に関しては箱形の中に照明器具を収納

をして直下、その下を直接照らすようにして光が

上部のほうに反射にならないように、そういう仕

様のものを使ってございます。

ただ、一般入館者がプラネタリウムの鑑賞であ

るとかという部分につきましてはこれでよろしい

のですが、天文台主催の観望会であるとか、これ

から北大が設置をいたします天文台の部分での観

測となりますと、北大側からも一般車両の照明も

しくは天文台の窓からこぼれる明かり等も実は観

測の邪魔になるのだというようなお話もございま

す。この部分で照明灯の設置につきましては難し

い部分もあるのですが、現在は直下型の照明のほ

うでしのいでおります。

今後駐車場の整備の中でも照明灯につきまして

は、安全対策を行いたいと思っておりますが、い

ずれにしましても明るくすることは防犯には当然

役立つわけですけれども、観測には若干ふぐあい

があるというちょっと二面性を持っている部分が

ありますので、工夫はしていきたいと考えており

ます。いずれにしましても、防犯と事故防止には

十分注意を図りながら照明設備の設置について、

これから新しく設置する部分については考えてい

きたいと思っております。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

天文台の照明について〇２番（佐藤 靖議員）

は、駐車場の照明については今部長がおっしゃる

とおり、ただやっぱり心配されるのは本当に観測

に影響があるというのと余りに足元を照らして暗

過ぎると、例えばお年寄りあるいは子供が車のと

ころから走っていても見えないと。ここは非常に、

だからといって人をつけると今度人件費がかかる

という難しい問題もありますけれども、少ししっ

かりと研究検討をされて特に観測あるいは事故防

止に土全を期していただきたいと、ぜひそれは強

く求めておきたいと思います。

駅横の土地の関係でありますけれども、今茂木

部長おっしゃるように１つは経済動向あるいは経

済の状況、国の一括交付金の問題、政権がかわっ

た、いろんな問題が絡んでのものでありますけれ

ども、実際に今回補正で上がってきているのは市

の関係する部分あるいはバスターミナルを含めた

設計をしていくのに必要で、あの土地をあのまん

まにしておいて設計も人の土地の上に勝手にする

わけにもいかないということもわかるのです。そ

して、もう一つは、大臣認可を受けた事業につい

ても５年間の中でやるのだということであります

ので、それは中で計画が変わっていくのはしよう

がないと、ある意味ではそういうこともあるのか

もしれません。それも認められた内容であると。

ただ、それで市民の皆さんの理解が得られるの

か。あの ８００土円の売売が出ただけでもあれ

だけの議論を呼んで、またそこの姿が見えないと

きにまた土地を買って、いやいや、計画はつくり

ますよ、来年度から高齢者住宅は建てますよと、

そういうことだけで本当にできるのか。今までの

事業とは違うというのは私どもわかるのです。と

ころが、一般の市民の皆さんにこれだけ財政が苦

しい、財政が厳しいと言っていて、やっと買って

何もしない、また買って計画はこれからですとい

うことが理解を得られるのですかと。そういう意

味では、例えば今回出ているこの部分については

凍結をして、きちっと計画ができて、それから土

土との交渉を、土地の契約をするということにで

きないのか、改めてその辺をお伺いしておきたい

と思います。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

議員からお話しいただ〇副市長（中尾裕二君）

きましたとおり、昨年の議会の市民説明会のとき

に私も出席をさせていただきまして、市民の皆さ

んのお話を伺いました。平成５年、６年当時に清

算事業団から取得をした価格と当然１５年程度の



－219－

平成２２年６月１８日（金曜日）第２回６月定例会・第５号

管理経費も含めて、あるいは当時想定をしなかっ

た地価の下落ということも含めて、買ったときよ

りも低い金額で売却したということで、市民の皆

さんに御心配をいただいたのは重々承知をしてお

ります。

平成５年、６年のときに清算事業団から、特に

先方の都合で鉄道事業の再建ということで資産を

処分するという、こういう時代背景のもとに、で

きれば行政に一括売却をしたいというお話をいた

だいて取得をしたわけですけれども、そこの土地

につきましては当時から事業計画を持たないで、

いわば事業団の要望にこたえて、もう一つは名寄

の顔としての土地を、例えば民間の方に切り売り

をされて思わしくない事業展開をされるのもいか

がなものかということも含めて対応させていただ

いたということでございます。それ以降、文化セ

ンターのホールの機能を持つものとして当時の土

土シアターを模した建築をしたらどうかという議

論もありましたけれども、やはりしっかりとした

ホールが要るということと場所については現在の

文化センターの隣接地にぜひという市民の声が強

くて、その計画も立ち消えになって以降計画は持

ち上がりませんでした。

結局は、事業展開をしたくても名寄市の財政状

況では、なかなか国の補助メニュー等がなければ

単独で自前での開発はなかなか難しいと、こうい

う状況で推移をしてきておりましたけれども、今

回国の政策としてまちづくり交付金、現在は政権

がかわりまして社会資本整備等総合交付金という

名前に変わりましたけれども、これらを活用する

ことで駅横のバスターミナルあるいはインフォメ

ーションセンターと、さらには念願であります市

民会館のホールの建てかえ、これは場合によって

は長年の名寄市民の夢でありました文化センター

大ホールの意味合いも持った建物を整備するとい

うことで国交省のほうに申請をしておりまして、

３月に認可をいただいたと。これは、事業全体の

計画そのものの認可もいただきましたけれども、

予算上はあくまでも２２年度の事業に対して交付

をいただくということで、この部分は公共が受け

持つ部分の全体の設計部分と調査部分と、あわせ

て土地がひっかかります土土が持っている用地と

建物の部分の取得費と補償費もあわせて認可をい

ただいたと、こういうことでありますので、ぜひ

長年の事業展開を模索していた部分が国のメニュ

ーによって日の目を見るということですので、こ

れについてはしっかりと対応していきたいと思っ

ております。

また、全体の建設計画につきましては、もう一

つ現在新政府が進めております地域主権に絡んで、

これの核となる財源手だてということで来年度か

ら一括交付金制度が導入されます。この一括交付

金と私どもが認可をいただいた社会資本整備等総

合交付金がどういうつながりを持つのか。場合に

よっては、一括交付金の内数として今回認められ

た社会資本整備等総合交付金が入るのかと。これ

を見きわめないことには、交付金の全体像がわか

りませんで、よって財源手だても難しいというこ

とですので、これは恐らく今回の参議院選挙後に

全体像が出てくると思いますので、その時点でし

っかりと規模も含めた建設計画を立てて市民の皆

さんにもお知らせをして、御意見をいただいて進

めてまいりたいと、このように考えておりますの

で、御理解をいただきたいと思います。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

副市長がおっしゃるこ〇２番（佐藤 靖議員）

とはよくわかるのですけれども、１つはやっぱり

市民感情として、これは過去土地開発公社の審査

を議員協議会でしたときも要するに遊休土地の後

をどうするのだと、処分をしなければいけないの

ではないかと。例えば市民の皆さんにとってみれ

ば、営林署跡地、警察署が移転するのだよと。そ

れで買ったけれども、今もまだ空き地です。駐車

場として使ってくださいというのはありますけれ

ども、空き地として置いてある。そして、今度土

土の西條に売った土地も ８００土円の売売を出
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して売ったけれども、結局は着手できない。また

今度この土地も一体開発と市のバスターミナルや

何かも含めて計画をつくるときにまた買うのです。

目的はわかりますけれども、姿が全然伴っていな

い。そして、またそれを買うというのだったら、

私は逆にきちっと計画がつくられてから買うとい

うことが本当に、副市長のおっしゃることはわか

るのですけれども、市民の皆さんに説明をすると

きにそれがないと理解が得られないのではないの

ですかと。

だから、うがった見方をすれば、きのうも質疑

をしましたけれども、表現の速やかにという表現、

直ちにあるいは遅滞なく速やかにという表現、行

政側としてはあの３者協定書を結ぶときに、極端

な例ですよ。これうがった見方をすると、やっぱ

りこの事業は難しいと、直ちにということにはな

かなかならないと言っていたのが直ちにというこ

とでしたけれども、文面的には難しいということ

で直ちに遅滞なくということではなくて速やかに

という表現にしたのではないかと。これは、あく

までもうがった見方であります。

もう一つは、高齢者住宅をつくるのだと言って

いて、きのう野間井建設水道部長からいただきま

したけれども、法律上、建物の構成はありますけ

れども、出口が１カ所というのは、出入り口が１

カ所でなくてやっぱり出入り口は２カ所と、道道

のほうも許可は得たようでありますけれども、そ

の作業だって最近やっと決まったというような状

況ではないの。それを持って、またこれを買って

計画、その次のを買ってからまた計画していきま

すということが本当に市民の皆さんが今ここにお

金を費やしてやるということ、あるいは町中を見

てもメープルさんがなくなって、もうあそこは空

き地になっている。本当ににぎわいというのはど

う創造するのだと。当初の言っていた２８事業、

これをどう展開するのか。いや、それは商工会議

所ですと。西條さんのあの土地は、いや、それは

西條さんですと。いや、市のほうはここだけです

と。それなら、本当の一体開発あるいは点を線に、

面にと言っていた当初のことというのが大きくず

れてきて、それぞれ独自になっているのではない

のかという印象さえも受けてしまう。

それと過去、これは手間本経済部長が現役のこ

ろからこの市街地活性化については、市民の皆さ

んも入れてしっかり議論をしていく、にぎわいを

つくるためには市民の皆さんの協力を得ないと絶

対ににぎわいはできないですよと。それが結局行

われないまま、商工会議所のまちづくり委員会あ

るいは文化ホールについては検討、懇談会でした

っけ。それをつくってやっていると。ここで改め

て３者協定書の重みがあると言うのなら、この３

者に市民の皆さんを入れてもう一回きちっと議論

をしていくというぐらいの姿勢がないと、なかな

かこれはうまくいかないというふうに感じますけ

れども、その点について改めて答弁を求めて終わ

りたいと思います。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

議員から御指摘のあり〇副市長（中尾裕二君）

ましたように市が平成５年、６年に清算事業団か

ら取得をした ５００平らの土地につきましては、

まさしく遊休資産の売却という側面も確かにござ

いました。あの当時コープさっぽろと、それから

西條ということで引き合いがありましたので、そ

の意味からすると高く買っていただくほうに売却

するというのが資産の有効活用という面からする

と、そういう考えも成り立ったのかもしれません

けれども、一方でその前に徳田の地区に大型店が

進出をしまして、全国的な傾向として皆さん御存

じのとおり中心街が疲弊をすると。まさしく名寄

も同じ現象が起きておりまして、さらに駅横に

０００平方メートルを超す店舗展開では、いよい

よ商工会議所傘下あるいは商店街連合会傘下の商

店が立ち行かなくなるということで市のほうに要

請がありましてできれば共存できる事業について

市のほうでも売却がやむなしというのであればお

願いをしたいという、こういうお話をいただきま
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して、西條については事業展開については名寄市、

さらには商工会議所と相談をして、商店街と競合

をしない共存できる道をぜひ進めたいということ

での３者協定での西條に対する土地の売却と、こ

ういうことでございました。時期につきましては、

文言では確かに年数の時限は区切っておりません

けれども、名寄市が現在進めております駅横ある

いはホールの建てかえ事業につきましては国の時

限で採択後５年間という区切りがありますので、

西條の展開する事業につきましてもぜひ市と連動

する形で最終的な整備の完了は同じ時期にという

ことで３者協議の中でしっかりと話をしていきた

いと思います。

ただ、これまでも議会でやりとりをして繰り返

しお答えをさせていただいておりますけれども、

西條に売った ５００平方メートルの開発につい

ては民間活力を生かしての開発ということでござ

いまして、あくまでも主体は西條のほうで実施を

すると。これは、慈善事業でするわけではござい

ませんで、西條のほうもやっぱりしっかりとした

企業戦略に基づいて事業展開するということでご

ざいますので、本体も含めたトータルな戦略とい

うことでタイミングも見ながらやはり事業展開を

すると。当初想定をしていたときと変わっており

ますのは、国の補助金が当初３割あるいは１割の

補助ということで事業を組んでおりましたけれど

も、これがゼロになったということと、さらに当

時と比べましてまた一層景気が後退しているとい

うことでございますので、多少経済部長も答弁を

しておりますけれども、当初の予定よりはおくれ

ぎみでありますけれども、しっかりとこれは３者

協定の中で協議の中で詰めていって進めていくと、

こういうことで御理解をいただきたいと思います。

（何事か呼ぶ者あり）

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

申しわけありません。〇副市長（中尾裕二君）

３者協定、少なくとも ５００平方メートルの西

條さんが民間で実施をするというのが、３者協定

の事業の内容について商工会議所あるいは市の意

向、これは当然市民の皆さんのニーズもしっかり

と受けとめながらのことになりますけれども、作

業でありますので、ここに市民の方あるいは第三

者機関が入るということはその成り立ち上、極め

て困難と思っておりますけれども、一方では今回

土土から取得をする土地も含めて平成１２年に取

得をした北側の用地につきましては、これは公共

事業でございますので、またここの部分につきま

しては、より参議院選挙後の全体的な財源スキー

ムがまとまりました段階で事業を詰めて、議会に

も市民の皆さんにもまた改めて相談をしたいと、

このように考えております。

川村幸栄議員。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、１点お尋ね〇５番（川村幸栄議員）

をさせていただきたいと思います。

６款の農林水産物処理加工施設用地の問題にか

かわって御質問させていただきたいと思います。

今回の代表質問、一般質問の中で明らかになって

きましたこの食肉センターの件についてですが、

大きなお金がかかるという中で、財源負担につい

ては今ニチロ畜産とも協議中というようなお話が

されていました。ただいまの土土横の話もそうで

したけれども、なかなか市民にとってはっきり見

えてこない。これも今検討中、これも今協議中と

いう中で大きなお金がハードのところに使われて

いくというところで理解に苦しむというような声

もあるわけです。この食肉センターの部分につい

ては、この間の代表質問、一般質問の中での答弁

の中でも地域活性化の問題等々出されていて、こ

れは必要だというふうに私も思っております。

しかし、その中で今回一般質問の中で出されて

いました子宮頸がんワクチン、さきの予算委員会

の中でも私もちょっと出させていただいたのです

が、予算の関係でなかなか難しいというお話もさ

れていました。さきの答弁の中では１学年、大体

６００土円から６５０土円ぐらい生徒数によって

かかるというふうな答弁がありました。いろいろ



－222－

平成２２年６月１８日（金曜日）第２回６月定例会・第５号

見てみますと、確かに小学校６年生から中学校３

年生一斉にできればいいのですけれども、１学年

ごとに全額負担を助成をしている市町村もありま

す。ですから、例えば小学校６年生だけを対象に

するということであれば６００土円から６５０土

円ぐらいの予算でできるというふうになるのかな

と思います。

市立病院などでもこのワクチンの接種が始まっ

ているわけで、市民の皆さんの要求度が高まって

いるのかなというふうに思っているわけです。国

で助成してもらうのが一番だというふうに私も思

います。私も女性団体とも一緒になって国への要

望も出したり署名も集めたりしているところです

けれども、早く国のほうの助成が実現できればい

いというふうには思うのですが、しかしこの子宮

頸がんワクチンの場合、命にかかわる問題という

ことでは緊急性が高いのではないかなというふう

に私は思っています。先ほども言いましたように

ハードの部分でも必要性は感じますけれども、協

議中であったり検討中であったりということでい

えばソフトの部分での、緊急性のソフトのこの部

分をどのようにこれから対応されていくのか、市

民の皆さんが納得できるようなお考えをぜひ御説

明をいただければというふうに思いますが、よろ

しくお願いします。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

議員御指摘のように、〇副市長（中尾裕二君）

なかなか計画の全体像が見えていない段階での市

民の皆さんの御理解というのは極めて難しい部分

あろうかと思います。今日現在の課題と中長期的

に次の世代に残すべきものも含めて設備投資をす

る部分等、いろいろ行政サービスもあろうかと思

います。

御指摘のように、ワクチンのお話もありました

けれども、全体的な行政サービスの中でどうして

も財源は伴います。もちろん財源を抜きにしてで

もやらなければならないという緊急のテーマもあ

ると思います。今回一般質問等でもお話をいただ

きましたワクチンの部分につきましては、既に市

立病院におきましても国保診療所におきましても

ワクチン投与は始まっておりますので、市民の皆

さんは御利用いただくことができます。

それから、議員のお話のように小学校６年生を

対象としますと年間六百四、五十土円ぐらいの一

般財源がかかるということですが、これにつきま

しても例えば皆さん生活にお困りでワクチンがな

かなか接種できないということでもないというふ

うに思っておりますので、例えば生活保護に準じ

た世帯、こうやって線引きするとまた違う数字も

出てくると思いますし、この辺につきましてはま

た今後ちょっと研究検討をさせていただきたいと

思います。

それから、もう一つ、市が設備投資をするとき

は、もちろん丸ごと自賄いで対応できれば速やか

に計画も立てて、さらには議会にも市民の皆さん

にも相談をしてということで対応できますけれど

も、今回の駅横の開発につきましても、あるいは

食肉センターにつきましても国の補助メニューが

あって初めて日の目を見るという、こういうこと

でございますので、時宜を失して事業展開が見え

なくなるということもありますので、ここについ

てはここの部分のまた説明をしっかり市民の皆さ

んにもしながら御理解をいただいて進めてまいり

たいと考えておりますので、御理解をいただきた

いと思います。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

確かにお金はかかりま〇５番（川村幸栄議員）

すし、食肉センターの部分もずっと計画の中にあ

って進められてきているわけですし、過疎債、国

庫補助等を使いながらということでなってはいる

のですが、やはり市民的に考えると大きなお金が

動くハードの部分は何かすぐ決まるような、私た

ち議員としての説明もちょっと不十分かなという

ふうには反省をするのですが、そういうふうに受

けとめがちです。やっぱり一番緊急というか、命

にかかわる、また暮らしにかかわる、日ごろせっ
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ぱ詰まった部分の支援のところがやはり市民の皆

さん方にとっては大きな部分を占めているのだと

いうふうに思うのです、受けとめ方としては。で

すから、そこの部分をやはり今副市長がおっしゃ

ったように十分な説明、市民の皆さんへの説明を

繰り返し繰り返し行っていただくということが必

要でないかなというふうに思っています。

また、今ワクチンの助成の部分でも非課税世帯

へのというお話もありました。それも含めて、確

かに経済的にそんなに困らない方もいらっしゃい

ますけれども、やはりすべての子供たちが一様に

支援をしてもらえるような、そういう部分をして

いくことで、さきの一般質問の中でもおっしゃっ

ていましたけれども、やっぱり地方が声を出して

動き出せば国も動かざるを得なくなるというよう

な、そういった部分も必要かなというふうに思い

ますので、ぜひ鋭意検討をしていただくことをお

願いして終わりたいと思います。

竹中憲之議員。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、２点ほどお〇４番（竹中憲之議員）

聞きをしたいというふうに思います。

１つは、６款１項２目、今川村議員からも話が

ありましたと畜場の扱いについてであります。私

から代表質問でもさせていただきましたけれども、

国のメニューの中で農水省のと畜場のほうについ

ては不採択という状況になって、結果としては今

年度から加工施設をやるという状況で提案をされ

たわけでありますけれども、何が何でもやっては

だめだということではないのでありますが、中身

的に加工施設をやるということは結果としてと畜

場もやらざるを得ないということですね、裏を返

せば。そういう状況にあるだけに、今回の議会で

何人かの方も質問をされていますが、本当にそれ

では今緊急性があるのかどうかと。私は、やるな

とは言っていませんが、緊急性があるのかどうか

と。これだけの１６土 ０００土円ですか、から

かけてことしから来年、再来年にかけてやる事業

をもう少し遅くできないのかどうか。補助メニュ

ーですから、確かに期限が切られていますけれど

も、そういう意味ではどうもしっくりいかないと

いうのが中身だと私は思っていますし、状況的に

総合計画の中でもありませんから、そういった意

味ではどこでどういうふうにこの計画が持ち上が

ったのか。ここ二、三年の中で、ローリングも含

めてなぜそれではできなかったのか、あるいは提

起ができなかったのかというのは、私自身非常に

不快に思っているところであります。そういった

意味では、市民への説明責任も含めて、結果とし

ては借金になるわけでありますから、そういった

意味ではその辺の中身について再度お聞きをした

いというふうに思います。

次に、今佐藤議員からも言われました７款１項

１目の駅横の扱いでありますが、これも若干私も

質問をさせていただきましたけれども、当初から

（株）西條とのとことん一体開発だというふうに

実は言われてきて、結果的にはこれが進んでいな

いと。一方で、一体開発なのだから旧国鉄が持っ

ていた土地を買収をしたところも含めて今回土土

の土地を取得をすると。私は、どうもそこが見え

てこないのであります。西條がどういうふうにつ

くっていくかということも見えない中でそこを取

得する。代表質問の中でも話をいたしましたが、

あの土地はどこへも逃げていかない土地でありま

して、そういった意味ではどうも私自身は理解を

できないし、にぎわいづくり、にぎわいの創出の

拠点としてつくるのであれば、佐藤議員も言いま

したように市民を入れて、西條の問題でなくて、

入れてきちっとしない限り、私はもし間違ったと

きに汚点を残すだろうというふうに思っています。

確かに補助メニューですから、期限が切られて

いますので、早急にということはあるのかもしれ

ませんが、しかし私はそういった意味でどうも理

解ができないし、けさもある方から言われました。

本当にやるのですかと、やってきちっとできるの

ですかと、にぎわいづくりも含めて。私は、西條

さんのあの土地を西條に売ったときに、確かに３
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者協議の中でやられました。しかし、あれをつく

って一体化するに当たって、にぎわいづくりをす

るためには商店街ではなくて市民がどうつくるか

なのですよね。私はそう思っています。ですから、

私は市民も入れてどういう考え方であそこをつく

っていくのか。３・６も含めて、６丁目を含めて、

あるいは病院までの一つの枠をどう考えていくか

ということも私は必要だというふうに思っていま

して、そんなところについて答弁を求めたいと思

います。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

食肉センターの関係〇経済部長（茂木保均君）

について御質問をいただきました。食肉センター

につきましては、それほど従来から論議があった

ということではないのかもしれません。ただ、平

成１９年にニチロ畜産側のほうでこれからの名寄

工場における計画といいますか、そういったもの

を立ててございまして、そのときに市のほうにと

畜場の改修についての要請というものがございま

した。その時点ぐらいからいろいろと全道的なと

畜場の状況を含めて、これは道のほうでミートプ

ラン構想というのがありまして、増頭等について

はなかなか勝手にできるという状況ではありませ

んから、そういった部分で道全体の状況等々を調

べながら、あるいは補助事業だとかそういった課

題も含めて、担当のほうではいろいろと構想を練

ってきたという経過があります。

さらには、平成２０年の時点で建物が四十数年

たっているというようなことで耐震の調査をやり

ました。調査の結果につきましては、既に申し上

げてありますように１土点げ点としますと ８１

９点ということで、文科省基準でいけば建てかえ

が必要だという、こういった構造診断の結果であ

ります。こういう中で、２０年度ぐらいから具体

的な計画をやっぱり立てなければならぬというこ

とで、担当の農務課を中心としながら、ニチロと

いろいろ協議をしながら、と畜場の新築あるいは

改修の計画についていろいろ協議をしてきました。

なかなか国の補助事業、いわゆる農水省の補助事

業があるのですが、補助事業の基準からいいます

とこのと畜場というのは国でもかなり再編合理化

をやってきた経過があります。したがいまして、

つくりたいところで勝手に何ぼでもできるとか、

あるいは増頭できるという状況がありませんで、

あるいは北海道あるいは県単位でそこそこの人口

規模等々に応じた形での再編合理化を図っており

まして、道内においては北海道畜産公社が主体に

やっているというのが実態でございます。

名寄市においても平成１２年ごろだったと思い

ますけれども、ＢＳＥの関係を含めて衛生対策に

対応した施設にしなければならぬということで約

２土円近くかけて施設の改修をやってきた、ある

いは浄化槽の改修もやってきた経過がございます。

そういった状況の中で、ニチロも名寄において将

来的にもやはりこの事業を展開していきたいと。

そういう中でもニチロもマルハと合併なんかをし

まして、名寄における状況をどうするのかという

ようなこともありましたけれども、何とか北海道

においてはと畜場を含めた部分が名寄しかござい

ませんので、名寄のと畜場、加工場、一体的な施

設として将来的にもやっていきたいと、そんなよ

うなことが示されました。加工場については十勝

にもあるのですが、そんなことで先ほど来の部分

の中身について具体的に計画をしてきたという経

過があります。

ただ、なかなか財源対策というものが伴わない

ということで、総合計画のローリングにも２０年

ごろからいろいろ相談させていただいていました

けれども、２０年、２１年度でやはり具体的な財

源の裏づけがないということで、なかなか総合計

画のローリングで上げるような状況ができません

でした。しかし、２０年から２１年度にかけて国

でいろんな経済対策が出ました。何とかこれにの

っかってやれないのかということもいろいろ模索

しましたけれども、なかなか金額も大きいもので

すから、あるいはやはり基本的な部分は農水省の
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採択基準というものがありますから、なかなかそ

れにはのせてもらえなかったという経過でござい

ます。

そういう中で、きのうもちょっと説明しました

けれども、農山漁村活性化支援プロジェクト交付

金、これに実は２０年度の補正予算という形で実

は上げまして、そうしたときにと畜場部分はやは

りいわゆる大動物で３５０頭ベースなのです。し

たがって、その部分はだめと。しかし、加工場に

ついてはメニューにもあるということで、これは

何とかなるというようなことになったわけであり

まして、いろいろ内部協議もしました。ニチロ側

とも話しました。そういう中で、何とかこの事業

の期間に、加工場もだめになってしまうと、この

計画全体が頓挫してしまいますので、２２年度設

計、２３年度実施というような加工場をやれば何

とか国の補助にのれるというようなことがありま

して、これを何とか実現させようというのが今回

のねらいであります。

それで、先ほど来ちょっとお話のあると畜場で

あります。と畜場が先ほど来言うように補助メニ

ューがないというところで、昨日も御説明いただ

きましたけれども、本当に今現在の状況で申しわ

けなく思っておりますけれども、財源については

と畜場債という中身だけしか明確にお示しができ

ないということについては、非常に申しわけなく

思っておりますが、鋭意ニチロさんとも応分の負

担、これは応分の負担という部分の金額について

は、今現在申し上げられる状況ではありませんけ

れども、これについてはニチロさんも当然のよう

に考えているわけでありまして、この部分につい

ては一定の負担をいただくと。それから、非常に

財政状況は厳しいということはありますけれども、

北海道のほうにもできる範囲の応援ができればな

と、そういう思いでいろいろとこれから要請活動、

一部やっておりますけれども、要請活動を進めて

いきたいということでございまして、来年度の予

算編成時期等々、道に明らかにしたいなというふ

うに考えているところであります。

それから、駅横の関係でございますけれども、

これについては先ほど中尾副市長からもいろいろ

御説明いただきました。一体開発というのが基本

ではありますけれども、基本的にはやはり民間で

やる部分、公共でやる部分というようなことで、

そういう中で例えば壁の色だとか施設のデザイン

だとか建物のいろんなものについては何とか一体

的に見えるような、そんなような施設展開をやっ

ていきたいというふうに思っておりますし、これ

についても非常に申しわけなく思いますけれども、

このまちづくり交付金を活用して公共部分をやる

わけで、これについてはもう今採択をいただいて

おりまして、これでもしだめということになった

場合は全体的な計画、またこれも狂ってしまうと

いうことがありますし、来年度にまでこの土地取

得等が回っていけば、全体的な計画が大きな狂い

が出るというところで、何とかこれを一つの契機

として西條の施設展開あるいは５丁目、６丁目に

通じるにぎわいというもの、これを契機として何

とか促していきたいと、そういう思いでございま

すので、どうか御理解をいただきたいと思います。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

と畜場のものについて〇４番（竹中憲之議員）

は、どう答弁をいただいても理解ができないとい

うのが中身でして、６土円からのお金が必要にな

ってくるわけですね。結果としては、議員協議会

での説明ですとと畜場も加工場も計画どおりやり

たい雰囲気での説明でありましたけれども、どう

もこの算出方法等々を含めて理解ができないとこ

ろもありますが、ただ雇用の問題でいくと確かに

２０名ほどの雇用がされるというふうに資料には

載っておりますけれども、家族を含めて５６名と。

しかし、これがどういう算出方法なのかわかりま

せんが、これは２０名直接雇用、家族を含めて５

６名ということでありますが、名寄へ流入してく

るということでの計算でしか見えないのです。こ

れは、地元採用もあり得ると私は思っています。
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そういう意味でいくと、ここはどうも理解ができ

ない。技術者が２０名も来るとは私は思いません

から、そういった意味ではその算出方法を含めて、

これはあくまでも施工するに当たって数字だけは

合わせたのかなというふうに実は思います。現状、

代表質問のときに私がお尋ねしたときに市長は、

公約ですからやらせていただきますという言い方

をされました。しかし、市民説明をきちっとしな

いままいくとしたら、これは大変な問題になりま

すし、自治基本条例の中でも協働のまちづくりの

中できちっとうたわれているわけですよ。５条で

したかね。それもやらないでこのまま突っ走ると

いうことは、私はいかがなものかというふうに思

います。

駅横の問題についても一方で民間、（株）西條

ですから、それはそれとしても一体開発と言って

きた中身がここへ来て一体開発にならないという、

私のこれは思い込みなのかもしれません。がしか

し、私はそういった意味では西條が見えないだけ

に、あるいはこの議員協議会の資料で見ますと６

月初旬には土土北海道用地買収協議着手、中旬に

は複合交通センター基本計画にかかわる関係者協

議等着手、もう既に中旬です。そして、市民説明、

意見を聞く場はどこですか。１１月ですよ。これ

は、協働のまちづくりをするために市民と一緒に

なってどうつくろうかというときには、もう少し

早い時期での市民の意見を求めるということが私

は協働のまちづくりの一つの基本でないかという

ふうに思っていまして、そういう意味では非常に

駅横の問題もと畜場の問題も私自身は市民に説明

できませんし、もう少し詳しいところでお願いを

したいというふうに思いますし、と畜場、かえっ

て申し上げませんが、と畜場の問題は部長が言い

ましたように国の施策の中で多く集約されている

ことは承知をしていまして、このままいくと名寄

のと畜場からニチロは引き揚げるという状況にな

るのかなというふうに思っていることは、私も若

干それは危惧をしているところでありますけれど

も、しかしこれだけの大きな金を使うということ

自体が私自身はちょっと解せないということで再

度答弁を求めたいというふうに思います。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

食肉センター、と畜場〇副市長（中尾裕二君）

の再整備につきましては、先ほど経済部長のほう

から答弁をさせていただいたとおりなのですけれ

ども、築後４６年を経過して、既に耐震も含めて

構造の調査をして、この先そうはもたないという

判断もありまして、今計画を進めているところで

ございます。この計画につきましては、新総合計

画の中にも織り込みをしておりますが、実際に実

施をするということになりますと大変な資金を要

するということで、なかなか国の財源手だても含

めたメニューがなければ実際に実施計画には移せ

ないと、こういう状況にありました。

一方で、国のメニューが今回経済対策も含めて

出ていましたので、これに申請を出して、このこ

とにつきましては議会の委員会等でもお話をさせ

ていただきながら、これまでの進捗状況について

はお知らせをさせていただいたつもりであります。

計画自体は、と畜場の部分がメニューにのらなか

ったということでありますので、ここの部分につ

きましては財政負担を軽くする意味でも全面改築

ではなくて既存の建物を活用したリニューアルと

いうことで対応させていただいておりまして、現

在のところ６土 ０００土円の事業費でと畜場債

を活用して２０年で償還をしていくと。ここの部

分につきましては、具体的な国の補助メニューが

のる前に前市長の段階からニチロの経営陣とは改

築計画について協議をしておりまして、名寄市の

自腹の部分については一定の負担をさせていただ

くと。額については、まだニチロのほうの取締役

会議等で正式決定しておりませんので、協議の段

階というふうなお話ししかできませんけれども、

一定程度の負担をして双方で協調してやっていく

ということに、この件では話が一致をしておりま

すし、一方で委員会でもお知らせをさせていただ
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きましたが、今後の課題ということですけれども、

北海道のほうにも支援策があるということですの

で、これについても相談をさせていただいて、で

きるだけこの６土 ０００土円がききをされると

いうことでの協議は現在進めておりますので、ぜ

ひこの点につきましては御理解をいただきたいと

思います。

それから、駅横の開発につきましては、一体開

発ということでの御指摘もございました。この事

業につきましては、あくまでも民間と名寄市が協

働をして一つの事業をつくり上げるということで

はございませんで、 ５００平方メートルのほう

については民間活力で対応していただくと。ただ

し、自由な事業展開をしていただくということで

はございませんで、これは土地を売却したとき、

議長からも発言の中でしっかりといただいて大変

強く受けとめておりますけれども、事業内容ある

いは事業の期間についても３者で協議をして一致

をした部分で進めていくということでありますの

で、この部分については全体的な一体の一つの面

での開発になるということでの一体開発という表

現をさせていただいておりまして、これについて

はお互いの開発の効果を高め合って相乗効果を生

むということも含めての一体開発という言葉を使

わせていただいておりました。当然両方の事業に

ついては、人の流れもまた生み出すということで

ありますので、これらも含めて一体の同じ思いを

持った開発ということで進めていきたいと思って

おります。

それから、市民の皆さんの御意見をいただくと

いうことでのお話もございました。これにつきま

しては、４月から自治基本条例が施行したわけで

ありますし、市民と協働のまちづくり、あるいは

市民の参画ということも高らかにうたっているわ

けですので、これにつきましては先ほどの佐藤議

員の御質問にもお答えをさせていただきましたけ

れども、参議院選挙後には一括交付金あるいは総

合交付金の全体像が見えてくるということで期待

をしておりますので、この時点で実施計画の本体

の部分も練り上げをして、また議会に相談をする

のと、あわせて市民の皆さんの御意見もいただく

機会を設けまして、しっかりとニーズを把握して

意向を酌みながら作業を進めていきたいと考えて

おりますので、御理解をいただきたいと思います。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

最後になりますけれど〇４番（竹中憲之議員）

も、中身的に交通センターの扱いあるいはと畜場

の問題も含めて財政的にはかなり厳しい状況にな

って、結果的にはと畜場債を使っても償還、返さ

なければならないお金でありますから、それは２

０年なのか５０年なのかは別にして、将来借金を

負うと、若い人に借金を負わせるということです

から、そういう意味でいくとこの交通センターの

問題、と畜場の問題、両方とも補助がなければ、

あるいは一括交付金が多くならなければこれはで

きないということになるのではないかと。そのと

きには、実は責任問題として私は浮上をしてくる

のかなというふうに思っていまして、そういうと

ころの中身についてどのように市長はお考えなの

か、お聞かせをいただいて終わります。

加藤市長。〇議長（小野寺一知議員）

食肉センターの話であり〇市長（加藤剛士君）

ますけれども、ＢＳＥ問題のときでしたかね。い

ろいろとあって、名寄のと畜場も危ういという話

があって、何とか今、しかしながらいろんなお力

もいただいて今しっかりとこうやって脈々と営業

を続けてきていただいているということでありま

す。加えて、今部長からもお話があったとおりこ

れは勝手に増頭とかということができない、北海

道の食肉計画に沿ってこれは許可をいただいてい

るということも含めて、ある意味でこの今のタイ

ミングがチャンスなのだろうというふうに私は考

えています。中期的に１０年、２０年先を見据え

た地域のしっかりとした足腰、経済の基盤を確立

することが何よりも自立した地域をつくっていく

ことが大事だということをお訴えをさせていただ
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いて、食肉センターの問題に関しても常々選挙で

もいろんなところでお話をさせていただいて御理

解をいただき、当選をさせていただいたものとい

うふうに思っています。食肉センターは増頭にな

ることによって、これから運送業だとか、あとそ

うした食肉の関連の加工だとか冷蔵庫の問題だと

か、そうしたクラスターが生まれてくる可能性も

ある。そんなことも含めて、ぜひともこの今の国

のそうした補助金の採択をいただいているこのこ

と、いろんな意味での今のタイミングをチャンス

だと思ってやらせていただきたいということで御

理解をいただきたいというふうに思います。

土土の駅横に関しても同様に、今までいろんな

皆様方がお話しいただいたとおり降ってわいてき

た話ではなくて、いろんな議論の積み重ねの中で

今この補助金のタイミングだとか、そうした中で

取得していかなくては今後先が見えないという話

だというふうに理解しています。これも中長期的

に見て、名寄の駅横というのが観光ということも

含めてしっかりとしたにぎわいづくりをしていか

なければならない。そうした意味で、長い目で見

て必要な事業だというふうに判断をするものです

から、こちらに関してもそうした意味での今がチ

ャンスだというふうに考えて整理をしていくとい

うことで御理解をいただきたいというふうに思い

ます。

休憩いたします。〇議長（小野寺一知議員）

休憩 午前１１時２５分

再開 午前１１時２５分

再開いたします。〇議長（小野寺一知議員）

加藤市長。

ちょっとどういう意味で〇市長（加藤剛士君）

の責任ということか、わかりかねますけれども、

常にしっかりと責任を持って一つ一つの政策を判

断しているつもりでございますので、よろしくお

願いいたします。

谷内司議員。〇議長（小野寺一知議員）

二、三点お伺いした〇２１番（谷内 司議員）

いのですけれども、私自身経済委員であって、そ

の委員がこのようなことを申し上げるのは大変申

しわけないのですけれども、きょうは議決という

ことですので、この後委員会もないので、あえて

聞かせていただきますけれども、前回のときに、

土地を売買するときに、１０月末だったと思いま

すけれども、議長の配慮によっていろんなことが

起きたときには逐次情報を流してそれなりにしな

さいよという言葉があったと思うのですが、前回

５月に行われたときの委員会のときにもその報告

はなく、また６月１５日のときに行われたときに

もそんなような報告もなかったことなのですけれ

ども、５月のときに私が申し上げて、昨年の１０

月のときに早急に測量と工事をしたいので土地を

売買してほしいという、緊急にそういう提案があ

って売買した経過があります。それであっていま

だにそれが、雪が解けてもその工事がなされてい

ないのはおかしいのではないかと言ったときに、

そのときの答弁のときに担当の方が言ったのは、

何か陸橋のほうに道道のほうの出入り口があるか

ら、それの許可がおりなければできないのだよと、

そんな話の説明がありましたけれども、それ以上

のことは言わなかったのですが、いまだにそれが

陸橋のほうの許可もおりているにもかかわらず、

くい１本も打たない、草がぼうぼうで草刈りもし

ていない、あんなような状態であるから今現在こ

のような問題が出てくるのかなと。あそこで工事

が始まれば、やっぱりそこの中で一体感も生まれ

てくるし、その中でバスターミナル、複合交通セ

ンターですか。そういうのも着手するということ

も認められると思うのですが、本当に西條さんが

それをやるのか疑問なのですよ。

ある市民からいっぱい言われているのですが、

前にも、その委員会のときにも申し上げましたけ

れども、市民からいっぱい言われているよと。や

ると言ったのにいまだにやらないのですよ、やっ

ていないのに本当にやるのかと。そうすると、こ
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の間も言われましたけれども、あそこの老人施設

をつくるのも有料で８土円も９土円も、あんな高

いものだれも入らないだろうと。入らぬから、そ

うしたら空き部屋ができたら困るからやらぬので

はないかとか、そんなうわさがいっぱい飛び交っ

ているのですよ、そういうことばかりが先行され

て。ですから、あのときに早急に事業をしたいか

ら、測量とくいを打ってやりたいから、それをや

らせてくれと言うのですから、それこそ認可がお

りたらすぐやるべきなのです。それを今になって

５年あるからとか、そんなことはないのです。そ

れを早急にやるべきでないですか。だから、あえ

て本当に西條さんがあのときに出した計画のとお

り事業展開をするのかしないのか、その辺をお願

いいたします。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほど来ちょっとお〇経済部長（茂木保均君）

話しさせていただいておりますけれども、非常に

あそこに何の形も見えないというところが今谷内

議員の言われる部分として私どもも感じていると

ころでございます。これについては３者協議、先

ほど来何回か繰り返しますけれども、月に１回程

度やらせていただいておりまして、その都度事業

の進展状況というか、交渉状況についてお伺いを

しているところであります。何らかの形であそこ

で先行してできるものが一つでもないのかという、

そんなことも当然私どももお話の中でさせていた

だいておりますし、あれだけの広場ですから、せ

めて何かのイベントができないのかとかというこ

とも含めてお話をさせていただいているわけであ

ります。

事業については、先ほど説明したとおりいろん

な状況変化の中でおくれているということについ

ては、西條との話し合いあるいは申し入れもいた

だいておりますから、先ほど話したとおりでござ

いまして、それぞれ高齢者の賃貸住宅については

計画が整い次第行う、あるいは住宅型の有料老人

ホームについては明年の春に着手をしたい、ある

いは西條が直営での商業施設につきましては現在

ほかの２社と鋭意詰めているということで、詰ま

れば何らかの形で着手できるのではないかという、

こういう御返答をいただいておりますので、そこ

の部分を何とか具体的にというようなことでお話

し合いをさせていただいていますので、そのこと

については御理解をいただきたいなと思っており

ます。

それから、経済常任委員会の中でそれぞれ説明

しているつもりですけれども、時間的なものが合

わなかったりして多少ずれる場合はあるかもしれ

ませんが、極力３社協議の内容なり、あるいはそ

れぞれの事業展開が進んだ段階では経済常任委員

会の中で御説明をし、御意見をお伺いする機会を

持っていきたいというふうに思っておりますので、

よろしくお願いいたします。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

別に私は反対するわ〇２１番（谷内 司議員）

けでないのですけれども、経済常任委員会で質問

をしたのですけれども、委員で。だから、昨年１

０月末に売買して終わって、そのとき議長の話の

中で、その点あったときにはちゃんと報告しなさ

いよと、協議しなさいよと言ったのに、今までだ

って１回か経済常任委員会の中で報告したことあ

りますか。委員会を何回もやって一回もないです

よ。だから、それがあって前回のときにこれはど

うなっていると私は聞いたのですよ。そうしたら、

そんな答弁だったのです。もっとそれを３社協議

をしたなら、こういうぐあいになっていますよと、

今現在こうだと、そういうことをそこの場所で委

員会の中でも報告してくれれば我々も委員として

わかるのですけれども、それがなかったからわか

らないから、あえて今回聞かせてもらっているの

ですけれども、その中でこれから協議が調えば、

いろいろな事業展開をしていくと言うのですけれ

ども、この間もある人から言われたのですけれど

も、またあそこにおふろができないかなんて、そ

んなことを言われまして、ふろがどうのこうの、
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またそんな話をしてきたという話を聞いていまし

たけれども、まだそれが決まっていないようなの

です。

だから、去年の１０月の末に土地を売ってくれ

と言ったときに、測量とくい打ちでしょう。くい

を打ちたいと。ということは、くいを打つという

ことは、もう全部それはそういう計画できたので

はないですか。ここにこういうものをつくる、こ

こにマーケットをつくるからくいを打ってつくり

たいとか、もうそういう計画できたから、測量と

くい打ちをやらせてほしいから土地を早急に欲し

いと言っているのですよ。それを今になって、そ

れが協議が調えばなんて言っているのはおかしい

ではないですか。だから、あえて私が聞いている

のは本当に西條さんはやるのですかということを

聞いているのですけれども、部長から西條さんが

やりますという言葉は聞けないのですけれども、

あえてお願いいたします。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

西條との話し合いの〇経済部長（茂木保均君）

中では、西條は実施をすると。時間は多少かかる

かもしれませんが、３者協定に基づく目的に沿っ

た事業展開はすると、こういうふうにお伺いして

おりますので、それを信用しております。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

わかりました。それ〇２１番（谷内 司議員）

はわかりましたけれども、だからあのときに、去

年の暮れにああいうような形の中で大至急やるか

ら、その土地を売ってくれなんて言っていて、そ

うしたら私どもも本当にすぐ測量をしてくいをや

るのだなと思ったのがいまだにできないというこ

とは、おれらもだまされたのかなと。だから、市

民に言われているのですよ。あの土地をそういう

中で売って、これが本当にできなかったときは、

あなたたち議員の責任だぞと、あなたたちにも責

任あるのだと私どもは言われているのですよ。そ

こまで言われると、やっぱり市民の人たちはそれ

だけ不安を持って、それなりのものがあって言っ

ていると思うのです。ですから、私たちもやはり

反対をするのではなくて、あの道路の計画の中で

早急にやってほしい。そして、早くくい打ちをや

って、そしてそれが見えてきた中で一体感を持っ

てその横でバスターミナルの交流施設でもつくっ

ていけばいい。それを何もしないで、一番先にそ

の施設が何もくい打ちもしないでバスターミナル

なり、そればかりを先行してやろう、やろうとい

うからこういうことになると思うのです。その辺

の順序を間違えないようにきちっとやってくださ

い。それでお願いいたします。

佐藤勝議員。〇議長（小野寺一知議員）

今それぞれ議員のほ〇１１番（佐藤 勝議員）

うから質問あるいは意見が出されておりますが、

私も基本的には先ほど市長が申し上げたとおり１

０年先、２０年先を見据えてやはり必要な事業で

あるというふうには思っております。ただ、その

進め方、手法に関してなかなか私たち、というこ

とは市民の皆さんがすとんとこないと、理解でき

ない部分があるものですから、いろいろ質問なり

意見が出ているのかなというふうに思います。

そういう観点から何点かお聞きしますが、初め

に食肉センターに関してなのですが、ニチロ様に

関しては地域イベント等にも非常に貢献をしてい

ただいております。そんなことで、この名寄市に

とってはなくてはならない企業だという認識は皆

さん同じくお持ちだというふうに思います。ただ、

さりとて６土 ０００土円の借り入れを起こすに

当たって年間の償還額、元金と利息を含めての償

還額が幾らになるのかというようなこと、それか

らまだニチロ様の負担分については協議中だとい

うことなのですが、６土 ０００土円の借り入れ

を起こすに当たって、中身がまだきちっと整って

いない中での提案というのがやはり私は市民理解

をいただけない、拙速だというふうに言わざるを

得ないわけです。

金額が金額ですので、先ほど竹中議員も申し上

げておりましたが、そういうことで金額からいっ
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て、代表質問の中でも少し私申し上げましたが、

総合計画と公約の関係、３年ごとローリングとい

うような関係もありますが、どのようにローリン

グ、実施計画に組み込んでいくのかと。それが無

理くり入ることによって、当然はじき出される事

業あるいは先延ばししなければいけない事業が出

てくると。川村幸栄議員もおっしゃっていました

が、やはり市民の生命にかかわる事業も多々ある

中で、そういったことが犠牲になる可能性もある

という中で、総合計画の中にどのように組み込ん

でそれを市民の皆さんに見ていただくという部分

を、そういった作業がまだなされていないのでは

ないかというふうに思わざるを得ません。そのこ

とをきちっと整理してからでなければ、私たちも

なかなか今回の提案にはうなずくことが難しいの

ではないかというふうに言わざるを得ません。

それから、同じくこの複合交通センターにつき

ましても、これも代表質問で申し上げています。

それから、去年の１０月３０日の臨時会でも申し

上げましたが、やはり市民周知を図っていく、そ

れからもう一つ、信頼関係をしっかりと保ちなが

らやっていかなければ、その一角が崩れることに

よって本来進めていかなければならない事業もと

まらざるを得ないというような状況も起こってく

るかなというふうに思います。そんな意味では、

去年の１月２６日の経済常任委員会で老人ホーム

の建設を民間と連携をして進めていくという報告

があったはずであります。それがその後いつの時

点で、伊達のほうにその優先順位を奪われたとい

うような話もありますが、それがいつの時点でわ

かったのかと。それを先ほど谷内議員もおっしゃ

っていましたが、それがわかった段階でいつ経済

常任委員会あるいは議会のほうに報告なりがあっ

たのかということも少し時間、タイムロスがある

のかなというふうに言わざるを得ません。そんな

ことからいって市民周知、それから信頼関係の構

築、それをどのようにやってきたか、考えている

かということについてまずお答えを願わなければ

なりません。

それから、もう一つ、都市再生整備計画につい

て、そもそものこの事業の主体はどこが担うべき

なのかと。市なのか、あるいは商工会議所がどこ

まで担うのか、その辺の役割分担がなかなか見え

てこないものですから、３・６の動きについても

見えてこないと。今駅横が盛んに議論されており

ますが、例えば複合交通センターについては商工

会議所が移るというような情報もありますが、そ

の辺の確たる情報と、それであれば商工会議所が

抜けたあの一帯はどうなるのだろうというような

ことも含めて、先ほどから一体感を持った開発と

いうのはお話の中に出てきていますが、これは決

して駅横の中のあの地帯一帯だけの（株）西條と、

それから市が持っている土地の一体的な開発のみ

ならず、この整備計画全体の中での一体感を持っ

た開発というものがなかなか私たちの目には見え

てこないものですから、どうなっているのだろう

というような疑問と不信がわいてくるということ

になってくるかというふうに思います。以上につ

いてお答えを願います。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

何点か御質問をいただ〇副市長（中尾裕二君）

きました。これまで駅横も含めて、土地のやりと

りの話で終始をしておりまして、なかなか本体計

画といいますか、上物が見えてこないということ

で市民の皆さんの不安、不信あるいは議会のほう

の意向というのもあるというふうに受けとめてお

ります。

３者協定に基づいて、少なくとも月に１度は３

者協議を進めておりまして、この中で西條が進め

ようとしている ５００平方メートルの土地の部

分につきましては、議会の意向あるいは市民の思

いもその都度私どものほうで西條のほうに伝えさ

せていただいて、時として不信感もあるというこ

とも含めてお話をさせていただいております。西

條のほうでも市民に支えられての商売を展開をし

ているということも含めて大変重く受けとめてお
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りまして、鋭意事業化に向けて、全部がみずから

の直営の部分ということではございませんので、

相手と協議をしながら実現化ができるものについ

てはその都度進めていくということでお話をいた

だいております。このことは、経済部長が答弁を

させていただいたとおりでございます。

それから、食肉センター、と畜場の関係で起債

の償還がどのぐらいかということでお話をいただ

きました。昨日、２０年のと畜場債を全くニチロ

の負担も、あるいは今協議をしようとしておりま

す道のほうの支援もなかりせば、２０年償還で元

金だけで年間 ０００土円、これは現行の金利か

ら想定をしますと利息も含めておおよそ四千二、

三百土円の年間の元利償還になろうかと思ってお

りまして、このことにつきましては前期の総合計

画の際には長期的な起債の管理も含めた運用とい

うことで単年度１２土円、５年で６０土円ですか。

そういう起債の縛りをかけまして、これまで財政

の健全化を進めてまいりました。後期計画は、こ

としから実際に作業に入りまして、２４年度から

後期計画ということでございますので、事業のボ

リュームも含めてどのぐらいの起債の縛りをして

管理をしていくかというのは、今後の後期の総合

計画と、あわせて中期財政計画とも整合性を保ち

ながら総枠を決めてまいりますけれども、大枠が

同じとしてもこの起債の管理の中でしっかりと保

護をしていくと、こういうことで考えております

し、今お話をさせていただいた四千二、三百土円

というのはあくまでも全部名寄市が負担をしてと

いうことでございますので、ニチロとの協議が調

った際のニチロの応分の負担あるいは場合によっ

ては道の支援も含めますとこれが相当分ききされ

ると、こういうことでございますので、ぜひ御理

解をいただきたいと思います。

それから、都市再生整備計画の実施主体は、現

在市が計画をしております部分につきましては公

共事業でありますので、市が行政として行うと、

こういうふうに考えておりますが、一方で商工会

議所のほうも建物の老朽化が著しく進んでおりま

して、場合によっては駅横のほうに進出というこ

とも案として持たれているようでありますので、

これは会議所のほうの正式な機関決定ということ

でございませんので、会議所のほうの意向も伺い

ながら、どういうふうにあの地域で整備をしてい

くのかは今後詰めていきたいと考えておりますけ

れども、しかしそのことにつきましても会議所が

進出した場合には、会議所に係る負担については

会議所でしていただくと、こういうことでありま

す。

また、会議所の移転した後の跡地利用という話

もいただきましたけれども、あそこの土地は会議

所の土地でございますので、私ども特に相談は受

けておりません。今後何らかの相談があれば、ま

たお話を伺ってということで対応したいと思って

おります。

それから、常任委員会も含めて、どうも議会に

タイムリーに情報が流れていないのではないかと

いうおしかりもいただきました。最近、各常任委

員会を積極的に開いていただいて、正副委員長等

とも相談をさせていただきながら、その都度のテ

ーマについてお諮りをさせていただいております

けれども、御指摘のように確かにおくれがちで不

十分ということもあろうかと思いますので、その

辺につきましてはまた正副議長あるいは正副委員

長に相談をしながらしっかりと情報を提供して、

場合によっては具体的に３者協議がそう進展がな

くてもその時点、時点での報告も含めて対応させ

ていただくということでさせていただきたいと考

えておりますので、ぜひ御理解をいただきたいと

思います。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれお答えをい〇１１番（佐藤 勝議員）

ただきましたが、食肉センターの関係からお話し

しますと、まず今中尾副市長の御答弁で全額市が

負担した仮の話として元利合計で ２００土円、

３００土円の返済額になるというふうなお話が
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ありました。これは、過日の質疑の中で経済部長

がニチロ様の企業としての立地によって今後年間

０００土円ほどの還元といいますか、地元に対

する潤いが生まれることが予想できるというよう

なお話があったかというふうに思います。これは、

単単に単し引きしますと ０００土円ぐらいが名

寄市の中で潤いをもたらすということになります

ので、大変これは結構なことではないかというふ

うに思うのですが、やはりそうはいいながら何と

かニチロ様にはこの地に残っていただかなければ

いけないわけですが、やはりこれは相手との交渉

事ですので、なかなか途中でそういった情報を流

すということは御法度でしょうけれども、ただ市

民の皆さんはそこのところがわからない中で、暗

やみに手を突っ込むようなことなどをなぜ我々議

会がオーケーするのだというふうになってしまう

と答えに窮すると。確かにいろんな数字が出せた

としてももう少し市の持ち分、それから事業者の

持ち分というものが見えてこなければ難しいとい

うのは、これはやっぱり指摘せざるを得ません。

それから、もう一つ、道というふうなお話も出

てきましたが、道のどのあたりの補助金、助成金

を期待しているのか。今御案内のとおり、道も財

政運営に四苦八苦というような状況でございます

ので、本当道のほうに幾らにしても助成金、補助

金が期待できるのかというその信頼度、確度がな

かなか見えてきません。そのあたりもしっかりと

伝えていただきたいというふうに思います。

それから、ローリングについては、総合計画に

ついては、やはりいずれにしても大きい金額が入

ってくると。総体の中では６０土円という縛りが

あったにしろ、何千土円という金額が入ってくる

わけですから、そういったことがそれによって当

然事業の取捨選択をしていかなければならないこ

とに対する考え方もしっかり市民の皆さんに伝え

ていかなければならないというふうに思いますの

で、それについての考え方をいま一度御答弁を願

います。

それから、複合交通センターにつきましては、

今この都市整備計画については公共事業であるか

ら、今の市が中心となってというのはわかるので

すが、やはり商工会議所の動きがまだ定かでない

ということであります。これ商工会議所がそこに、

複合交通センターに入るということは、物すごく

この全体の流れの中では大きなことだというふう

に思います。ですから、そこのところを、地べた

の図面は私たちもいただいていますが、例えばレ

ンタサイクルにしても非常にデザインも含めてま

だ、平面図はあったにしても立体図が全く見えて

いないと。前回も中尾副市長の御答弁の中で、や

っぱり名寄市のランドマークとしての建物あるい

はその位置づけをしていきたいというのであれば、

もう土土の用地を取得するに当たって商工会議所

がここに来るのか来ないのかの確度も含めて、５

年間の計画とはいいながら余りにも見えなさ過ぎ

ると。一つ一つ解決しながら前へ進んでいくこと

は大切なことでありますが、結果、全体像が見え

ない中で一つ一つ積み上げていったら、当初予定

していたものとはかなり変わってしまったものが

でき上がるというようなことはよくある話であり

ます。ですから、私たちは市民の皆さんに説明す

るに当たってもそこのところがきちっとできなけ

れば立ち往生してしまうということでありますの

で、そのことについて改めてお聞きをいたします。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

食肉センターの関係〇経済部長（茂木保均君）

ですけれども、いわゆると畜場の財源の関係であ

ります。先ほど来お話ししていますようにと畜場

債以外の部分についてニチロの応分の負担、さら

には北海道のというようなお話をしておりますが、

これについてはまだ具体的な金額を申し上げる段

階にないということで御理解をいただきたいと思

います。道は、一応地域づくり総合交付金という、

こういった補助制度がありまして、国の制度にの

らないような事業について一定の支援をする事業

メニューがございますから、これらの中で何とか
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当てはまらないかというようなことについて協議

をさせていただきたいなというふうに考えてござ

います。

それから、ニチロの関係の負担については加工

場の関係もございます。加工場とこのと畜場、食

肉センターと両方合わせてどれぐらいの部分にな

るかということで、一定の事業費がある程度見え

た段階においては、これはきちっとした基本的な

協定書を交わして、将来的な負担もきちっといた

だくものはいただくというようなことを交わして

いきたいなというふうに思っておりますし、先ほ

ど申し上げましたように来年度の予算編成時期あ

るいはことしのローリング、総合計画のローリン

グの時期ありますから、そういった時期をにらみ

ながら財源対策を明らかにしていきたいというふ

うに考えておりますので、御理解をいただきたい

なと思っております。

それから、複合交通センターの関係であります

けれども、これは公共部分については従来からお

話ししていますようにベースはバスターミナル、

それからインフォメーションセンターということ

がベースであります。そこに会議所の事務所とい

うものがどういう形で入ってこれるのかこれない

のかということでありますけれども、基本は公共

施設ですから、名寄市がやる事業をベースにしな

がらということになります。ここの部分について

も会議所の部分については、これまでも協議させ

ていただいていますので、その方向づけをなるべ

く早目に決めていかなければ詳細設計に入れませ

んから、あるいは基本計画に入っていけませんか

ら、これについてはなるべく遅くない時期に会議

所の事務所の関係については整理をしたいなとい

うふうに考えております。

私からは以上です。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

私自身、市の行政の目〇副市長（中尾裕二君）

的は住民福祉の向上に尽きると、このように思っ

ております。それゆえの行財政改革ということで

ありまして、人件費の節減もしながら住民サービ

スを確保するということでこれまで進めてまいり

ました。実際に大学問題あるいは病院の運営につ

きましても改組の時期であるとか、あるいは病院

の拡大事業、職員の人件費も削って事業費の確保

をしたという経緯もございまして、今回もまさに

１０年後、２０年後の名寄の経済をしっかりと支

えていく企業にはしっかりとした支援が必要とい

うことでのお願いをしております。

議員からは、ニチロの負担の部分あるいは道の

支援の部分が見えないので、市民もなかなか不安

感が払拭できないという、まさにそのとおりだと

思いますけれども、これまで鋭意それぞれニチロ

あるいは北海道とは別のテーマでもしっかりと協

議をして、これまで信頼関係に基づいてしっかり

とした負担もいただきながらの事業展開というこ

とであります。むしろ私ども説明をしている中で、

議会のほうから私どもの日ごろの行政の執行のあ

り方が不足しているのか、どうもしっかりとした

信頼をいただいていないということをいたく反省

をしております。ぜひこれまでの経過も含めて、

あるいはこれまで私どもが手がけてきた行政対応

について、いま一度信頼をしていただいてやって

いこうと、こういうことでぜひ御理解をいただけ

ればと思っておりますので、お願いをいたします。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

時間も経過しており〇１１番（佐藤 勝議員）

ますが、中尾副市長が今市側に対する信頼をいた

だいていないというふうな言い方をされましたが、

私は全くその逆で信頼を崩さないために情報も早

期のものを求めるし、それから市民の皆さんが理

解できるような中身を示してほしいということを

言っているわけでありまして、決して不信をもと

に話をしているのではなくて、あくまでも少なく

とも私、それから議会も含めてよろしいかという

ふうに思いますが、信頼をベースにしてこういっ

た議論をしているということはこの場ではっきり

と申し上げておきます。ですから、信頼を崩さな
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いでくれと。これは、前回も同じことを言って恐

きなのですが、市側と私たち議会、それから議員、

そして今回であれば事業者、特に私は何度も申し

上げますが、ニチロ様には何としてもこの地に残

っていただかなければなりません。これは、それ

こそ１０年後、２０年後を見据えるまでもなく、

きょう今現在でも欠かすことができない事業者で

あるというふうな認識を私はもちろん皆さんも持

っているというふうに思います。ですから、そう

いったことを市民みんなでそういった思いを共有

できるような情報をきちっと私たちに流してほし

いと、私たちにも情報を持たせてほしいというこ

とを申し上げているわけでありまして、その点、

副市長の誤解とまでは申し上げませんが、思い違

いもあろうかというふうに思いますが、最後にお

伺いいたします。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

議員のお話しされてい〇副市長（中尾裕二君）

る部分については、十分理解をしながら答弁をさ

せていただきました。現在相手があって、相手と

交渉をしている部分でありまして、先方も企業と

してしっかりとした機関決定をしない限りは、数

字は公表できないということでございますので、

かなり煮詰まった協議はさせていただいておりま

すけれども、これは場合によっては協議が調わな

くなるというリスクもあるわけですから、お知ら

せをできる段階で速やかに議会のほうにも市民の

皆さんにも明らかにさせていただくということで

ぜひ御理解をいただきたいと思います。

１３時まで休憩して、〇議長（小野寺一知議員）

午後から引き続いて審議を進めたいというように

思います。

なお、今協議の中で昨年の用地売却に当たりま

しては、私のほうからも特に理事者に対しまして

情報を議会に漏れなく伝えてくれというようなお

話をしておきましたけれども、それが多分に欠落

している部分もございましたので、今のような不

信感を招いているというように考えておりますの

で、ぜひこれからはそういうことのないように私

からもまた強くお願いをしておきたいというよう

に思います。

休憩いたします。

休憩 午前１１時５９分

再開 午後 １時００分

休憩前に引き続き会〇議長（小野寺一知議員）

議を開きます。

ほかに質疑はございませんか。

熊谷吉正議員。

補正予算の中の６款〇１９番（熊谷吉正議員）

１項５目の畜産業費、そして７款１項１目の商工

業振興費の関係、いずれも食肉センター絡みある

いは駅横の複合交通センター整備事業に関連して、

最初に午前中のやりとりを聞いていながらの関連

で質疑をさせていただきたいと思います。

その前に、午前中に竹中議員からの市長の御答

弁あるいは佐藤勝議員の副市長の答弁を聞いて若

干ちょっと違うかなという感じがして、冒頭危惧

をするのですけれども、市長の答弁の中で食肉セ

ンターについては選挙で勝ったし、市民もそれを

認めていただいているので推進をしていきたいと

いうようなことでお話があって、それはそれで当

然なのかもしれませんが、もう少しやっぱり謙虚

さも必要なのかなという感じがしておりまして、

自治基本条例ではありませんけれども、当然その

後に、答弁の後に基本条例なども含めて説明責任、

情報公開、市民の合意や議会のしっかり理解を得

てということがあって初めて完結する言葉なのか

なという感じもしておりまして、少しおごり過ぎ

てはいないのかなという感じがして心配しており

ます。見解があればお知らせいただきたいと思い

ます。

副市長の関係も、いろいろ説明責任を指摘をさ

れて、お答えの中に時折必要に応じて正副議長だ

とか正副委員長にも説明をしてきましたというこ

とが言われておりましたけれども、それは当然な
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ことではあるのですけれども、正副議長、正副委

員長に説明というのはオーダーを与えていただく

場ではなくて、経過としてこんな作業の進捗状況

ですと。それに応じて議長や委員長がもっとちゃ

んとした場で説明したらいいのではないかという

ようなことでいろいろ御指導もあるのではないか

というふうに思っていますので、若干それを使い

分けされても立場であるほうからすると迷惑な話

なのかなという感じがしておりまして、若干２人

に苦言を呈しておきたいというふうに思っており

ます。お答えがあれば、それについてまずいただ

きたいと思いますが。

それで、駅横の関係も食肉センターも共通する

関係は、いわゆる自治体として民間業者に支援を

する、応援をするという関係については、もちろ

ん理由もなく制度をつくって、その枠の中で支援

をする、補助をするということではなくて、少な

くても市民全体の皆さんにそれが還元をされると。

経済的にも、あるいは便利さだとか、にぎやかさ

だとか、両課題ともやっぱりそういう共通項があ

って初めて成立する話で、一方的に民間に税金を

つぎ込むなんていうことはあり得ないのです。

特に駅横の最初の約束は、ほかの議員も言って

おりましたけれども、私どももこの間ずっと聞い

ていたのは国の制度、特に高齢者住宅の関係につ

いては国の制度が１割か３割かわからぬけれども、

あってもなくても西條さんの意思として決意があ

りますというふうに聞いておりますということだ

ったのです。そして、あとは３者協定の内容に基

づいて、もう本当に一日も早くということで、去

年の秋の臨時会で用地の買収について許可を、議

会でオーケーをして、今回の経過は皆さんが指摘

しているとおりで、あのいわゆる一体化計画だと

か３者の関係だとかを含めて、私どもにその説明

を、私どもというか、市民に説明をしている理由

がもう二つも三つも崩れて前提が崩れているので

す。

おくれている理由には、本当に茂木部長には２

つとも担当部で御苦労も多いのではないかと思い

まして恐きなのですけれども、これは副市長、市

長のやりとりする問題にもう既にきているのかな

というふうに思っていまして、そういう延びてい

る理由は、もう間違っていましたという整理がな

いと、経済状況がよくなっていないと。それは、

別にわずか半年間、決めてから半年、８カ月ぐら

いか、話が持ち上がってからもう１年以上たって

いまして、決して大きく飛躍的に経済状況がよく

なるという、これは名寄市だけの問題ではないで

すけれども、あるいはそういう国の制度が１割、

３割の補助がなくてもやるというふうに私どもは

この間聞いている。

それから、店舗の関係も集客施設が多少おくれ

るかもしれないけれども、当然いろんな相手、部

外、対外的なこともあるから。だけれども、先ほ

どの話ですと集客施設も店舗だけで走るというの

はいろいろメリットが出てこないというようなこ

とで、主要な理由づけがもう全部崩れてしまって

いるものですから皆さん不信が出てきているので

はないかと思っているのです。

ですから、日進の食肉センターの課題も駅前の

ものもやっぱり私は民間事業、民間参入、何でも

ありではないですよね。やっぱり民間ももうけな

ければいかぬですから、これは。どなたも会社を

やって、小さかろうが大きかろうが、もちろん株

主がいれば株主にも配当していかなければならぬ

というようなことで、市民がお客さんだといいな

がらも結局はそうではないことも実際の社会の中

ではあるわけで、やっぱり民間とこの際、この議

案が通れるか通れないかというのは、私は自治体

が民間業者に支援する場合は、やっぱりそれなり

の経営体の経営方針だとか、それにかかわる約束

事をしっかり明確に協定か何かを結んでいかなか

ったら、結果として責任が、先ほども言いました

けれども、だれが責任を持つのかと。順風げ帆で、

いやいや、やっぱりいろいろ心配があったけれど

も、よかったと、手をつけて。そう言われれば一
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番いいのです。私もできるだけ完成を早いうちに

見てほしい、あるいは事業も伝わってほしいとい

う気持ちは皆さんが言っているとおりなのです。

だから、その辺については大事な部分だと思いま

すから、この問題に限らずこれから、特に今回は

この問題なのですけれども、自治体が支援をする

という約束について不透明なままは、やっぱりな

かなか議会では理解は得られないということなの

です。

もし仮にこの事業をしないでやれば、先ほど言

いましたように子宮頸がん、６００土円から７０

０土円、これはやり始めれば未来永劫に続いてい

く話ですから、単年度では終わらないという慎重

さももちろんあるのでしょうけれども、これだっ

て国、道が、特に国が今、今までの流れを変えな

がら福祉に一つの流れを変えていくということに

なる、あるいは健康に関心を持っていくというこ

とになれば、そう遠くない時期にこれについても

始まるのではないかと思いますから、そういうこ

とを想定するとやっていこうという答弁が一般質

問や代表質問でも出ていることについては、これ

は超党派、全市民が願うことなので、これさえも

できないでこっちだけやるのかということに不信

が特に残ってきたのではないかと思うのです。そ

こは、しっかりわきまえて説明責任を尽くす、あ

るいは民間業者とは非公式なやりとりは表に出な

くても責任を持って協定を結びますと。

あるいは、ニチロさんにしてもこれから市場動

向もどうなっていくかわからない、道の食肉全体

の計画の中でどう動くかという問題もありますけ

れども、決してニチロさんも、いやいや、そんな

難しいこと言うなら撤退させていただきますと、

そういうことではないと私は思うのです。この計

画をのんでくれなかったら、市がやりたい、やり

たいということではないですよね、少なくても。

政策の根拠について、もう少ししっかり明確にし

た上で、そしてニチロさんがどれだけ負担するの

かということなどについてもしっかり明記して、

一般質問で木戸口議員が質問していたとおり、ま

さに食肉の部分だけ単品だったら、別にすぐにで

もいいのではないですかという話、制度面で。し

かし、一体なものだと、と畜も。そういう認識で

いるからスタート、見切り発車というのは非常に

皆さんも不安があるということを言われているわ

けです。やっぱり民間業者とのあり方について、

もう少し踏み込んで整理をしていただかなければ

ならぬと思いますので、見解をお願いをしたいと

思います。

それから、西條さんの問題についても、西條さ

んも御苦労は大変多いのだろうと思うのですけれ

ども、当初私どもに説明いただいた部分が全部説

明理由として変わっているのです。ここは、非常

にやっぱりこの条件が変わったと思うのです。御

苦労は、いろいろ私どももいろいろな機会をとら

えて聞いてはいるのですけれども、そうすると、

いやいや、一体的な運営あるいは事業というよう

なことで言うけれども、一体感をとらえないと。

それで、この件は私はやっぱり３者協議、市と

民間業者の西條さんと商工会議所、竹中議員も言

っていましたけれども、３者だけで本当に、議会

からも関係者同士で話を任せておいていいのかと

いうやっぱり不安、一般市民だれでもということ

ではないでしょうけれども、やっぱり駅横のにぎ

わいの関係では別にハードができれば、それで終

わったのではなくて市民皆さんにいいものにして

利用してもらうということで、これまでのいろん

な経験、道路をやった、アーケードをやった、さ

まざまなこともやっていますけれども、なかなか

やっぱり難しい。ですから、やっぱり一般市民に

そこをしっかり理解をいただくためには、３者プ

ラスアルファの市民の意見を受け入れる場を少し

担保しなければ、これは私ども議員もあなたたち

はそれだけで、はいと返事したのかという問われ

方を常にされるわけです。

私どもは、議会基本条例に基づいて言いたくな

いことも時には言わなければならぬ立場、役割と
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して。だから、やっぱり政策の根拠だとか提案理

由が変われば、もっと明確にしていただかなけれ

ばならないという午前中のやりとりは、私はもっ

ともだと思いますので、改めていわゆる３者協議

だけでは不十分、商工会議所が何かしら、いつの

間にかそこに入ったということ、これだってだれ

もわからない話ですよ。商工会議所ができ上がっ

たときにすとんと入ると、そしてそこを行く行く

指定管理者みたいな話だけで何の話なのかと、そ

れがにぎわいなのかということで、それは商工会

議所に負担はしてもらうけれどもといいながらも、

風連の駅前の自転車との関係とは全くわけが違う

わけでありまして、そこはちょっと甘いのではな

いかと思いますから、そういう場をつくる気持ち

があるかどうかお尋ねをしたいと思います。

それと、ほかの関係で、これは小さい話かもし

れませんけれども、２款１項１目の名寄庁舎のエ

レベーター、大変古いものなのですが、市債、風

連のも含めての、玄関のプロムナードを含めてで

すけれども、 ３７０土円起債を起こすというこ

とで、名寄庁舎のものはこれ以外に方法がなかっ

たのかどうか。エレベーターをやれば、やっぱり

これからも何十年間、いわゆる法定の点検か何か

にひっかかって、にっちもさっちもいかないのだ

ということであればわかります。それははっきり

しているのですね。だましだまし点検をしながら、

定期点検をやりながら、ほかに何かやりくりはき

かないのかと。この庁舎が１０年後、３０年後と

いうことまではいかないでしょうけれども、やっ

ぱり後期計画の後ろのほうあたりには何らかの形

で一定の耐震も含めて考え方を打ち出さなければ

ならぬというふうに思いますので、そういう面で

はダブった、いわゆる仕分けではないですけれど

も、しっかり他の政策、代替案がないのかどうか

ということについて経過をお知らせをいただきた

いと思います。

それから、１０款の６項の９目、天文台、大変

スタートから反応がよくて、連休のときにも本当

に駐車場が大変だったということで、うれしい悲

鳴で、早々に夏休みなんかを想定しながら駐車場

が必要だということですが、これもどれもこれも

金があれば、ぼんぼん、ぼんぼん進めていけばい

いのかと思うのですけれども、 ０００土円です

ね。これ単費で、カラマねを少し切って ０００

土円、整地、砂利を置く程度の話ですが、道が道

有地の中に、これは約束を既にされたものなのか

どうかわかりませんけれども、道が後は面倒を見

てくれると、天文台の近くに。これも行く行くは、

大きい大型バスか何かの転回場か何かにも使える

し、つくっても無駄にならぬという説明もちらっ

と聞いたような気がするのですけれども、そこは

間違いないのかどうか。このシーズン、少しやり

くりしてでも道がつくっていただけるということ

について待つことができないのかどうか。いわゆ

る投資をして、それがずっとその後も道の駐車場

もつくってもらう、あるいは市で仮につくった緊

急的な駐車場も将来ともに日常的に使っていく可

能性があるのかどうか。これは、集客の状況にも

よるのでしょうけれども、いわゆる代替案につい

ての検討経過についてお知らせをいただきたいと

思います。

それと、３回しかできないので、もう一点、こ

れは余りだれも取り上げないし、私も言いたくは

なかったのですけれども、７款の１項１目、商工

振興費、企業立地促進事業補助金、名寄給食セン

ターひまわり油、非常に話題になって頑張ってお

られるのかなという感じがしています。期待をし

ているのですが、いわゆる給食センターの代表取

締役は選挙が終わるまでは現市長、加藤剛士さん

ですね。実際に役職を代表権も含めて既にかわら

れていると思うのですが、いつおかわりになって

いるのかなと。全く現行の振興条例の枠の中で問

題はありません。ただ、役割、立場が急に選挙の

結果で大きく変わったということで、奥ゆかしさ

があれば、このぐらいの金は何とか捻出をして、

市にお世話にならぬでということもあってもよろ



－239－

平成２２年６月１８日（金曜日）第２回６月定例会・第５号

しいのかと。これは市民感覚なのですが、見解を

お知らせをいただきたいと思います。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

私のほうからは、〇総務部長（佐々木雅之君）

庁舎の改修の関係でエレベーターの問題でありま

す。

全体のこの ６００土円ほどのお金の関係につ

きましては、合併特例債を活用しまして名寄、風

連、両方の庁舎を一定の期間できるだけ長く有効

活用したいという考え方で、合併特例債を活用し

てそれぞれ使い勝手の悪い部分、それから特に名

寄庁舎のエレベーターの関係につきましては、部

品の関係が十分提供されづらくなってきておりま

して、なおかつ車いす対応にしたいと。１階庁舎

の関係につきましては、ピロティーから１階に上

がるところと１階から２階に上がるということで

自動昇降機つけておりますけれども、やはりエレ

ベーターを使って３階、４階まで行かれる方もい

ますので、その車いす対応も含めた形での改修工

事ということでありますので、御理解を賜りたい

と思っています。

それから、長年両庁舎の維持補修関係で検討し

てきたものをバリアフリー対策ということであれ

ば合併特例債も含めて認めていただけるというこ

とになりましたので、どちらかというと維持補修

的なものも入っているかと思いますけれども、そ

れらを含めてこの際に抜本的に対応策を打ちたい

ということで予算を計上させていただきました。

加藤市長。〇議長（小野寺一知議員）

まず、食肉センターに絡〇市長（加藤剛士君）

む先ほどの私の発言がちょっと調子こいているの

ではないかというお話でしたけれども、市民の皆

さんに食肉センターに関しては早期の実現をとい

うことでお約束をさせていただいてこういうこと

になっていると。そして、今のタイミングでなけ

れば、将来的に絵を描けないやっぱり可能性もあ

るということを含めて、今回このような形でさせ

ていただいたと言ったつもりであります。決して

市民の皆さんの意見を無視してということでなく

て、そういったことであります。発言が偉そうだ

ったら、ちょっとお許しいただきたいなというふ

うに思います。これからも皆さんの意見をしっか

りと謙虚に聞きながら市政の運営を進めてまいり

たいというふうに思います。

ひまわり油の関係での御質問がございました。

これは、申請したのは去年の８月に名寄市のほう

に申請をさせていただいて認可を受けて、事業の

性質上１年間この経過を見て補助金をいただける

という、そうした内容の補助金だというふうに理

解をしております。数字をお見せできないのがあ

れですけれども、大変火の車の中でこれは立ち上

げた事業でありまして、ぜひともその部分も御理

解をいただいて、よろしくお願いしますというこ

とにさせていただきます。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

正副議長あるいは正副〇副市長（中尾裕二君）

委員長のほうに相談をさせていただいているので、

それで報告が終わったというふうにお受けとめい

ただいたのかもしれませんけれども、私がお話を

したのはそういうことでなくて、懸案事項につい

て常任委員会に諮るべきか、あるいは議員協議会

で相談をすべきかということも含めて、これまで

正副議長あるいは正副委員長に相談をさせていた

だいているということでお答えをさせていただい

たつもりでしたので、言葉足らずな点がありまし

たらおわびをしたいと思います。

それから、食肉センター、屠場の関係で御質問

をいただきました。投資のほうが多いということ

になれば、当然事業展開というのは厳しいという

ことでありますけれども、数字的なものにつきま

してはニチロと鋭意協議中ということで数字の具

体的なものが明らかにできませんので、なかなか

説明がおわかりいただきづらい部分があろうかと

思いますけれども、投資とさらに今後の経済効果

等を図りますと当然地域振興に資するということ

での進め方をさせていただいているということで
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ぜひ御理解をいただきたいと思います。

それから、駅横の民間事業が計画をしておりま

す事業につきましては、３者協定に基づく３者協

議の中で定期的に協議をしながら進めております

けれども、残念ながらもくろんでいた国の支援策、

これがなくなりました。一方で、景気が著しく後

退をしているということで、当初の方針に沿った

計画そのものが内容として変わったということで

なくて、着手をする時期がどうしても当初の想定

をしていた時期と違っているということでござい

まして、これらについてはぜひ３者協議の中でま

た改めて要請をして、しっかりとした着手を求め

ていきたいと思います。

それから、ここの部分につきましては市民も入

った検証がということでお話しいただきました。

先ほどの議員の質問にもお答えをさせていただき

ましたけれども、あくまでも ５００平方メート

ルについては民間活力を生かした、しかも名寄市

の思いにも、名寄市の思いというのは市民の思い

にも商工会議所が中心市街地の存続をかけてとい

う思いも組み込んだ計画ということで進めており

ますけれども、ここにつきましては事業全体につ

いては市の財政支援等も全くないわけであります

ので、この協定の精神をしっかり生かした事業展

開をしていただくということでの検証、３者協定

の中でしっかりと進めていきたいと考えておりま

す。

それから、子宮頸がんの補助事業にもあわせて

設備投資の面での対比も含めた御指摘もいただき

ました。当然今日的課題にしっかりとおこたえを

するというのは、これもまた行政の役割でありま

すが、一方では中長期的に次の世代もにらんだし

っかりとしたまちづくりを先行して進めるという

こともまた大変重要な課題というふうにとらえて

おりまして、これらは現行の地方財政の中でどれ

だけ地方みずからが事業展開をできるのか、ハー

ドもソフトも含めてかなり厳しい状況はあります

けれども、ぜひこれらにつきましては市民の皆さ

ん、さらには議会ともしっかりと相談をさせてい

ただいて、緊急度、優先度をつけながら事業展開

をしていきたいと、このように考えておりますの

で、御理解をいただきたいと思います。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

名寄給食センターの〇経済部長（茂木保均君）

代表者の届け出の関係でございますけれども、４

月２０日ということで代表取締役、加藤剛士さん

から変更後、加藤高代さんということで届けがあ

りました。

以上です。

鈴木教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

私のほうからは、天〇教育部長（鈴木邦輝君）

文台の駐車場の関係についてお答えさせていただ

きます。

今回の補正予算で、天文台北側の部分につきま

して補正予算で ０００土円以内の駐車場の整備

の予算を出させていただいております。この部分

につきましては、さきの御論議の中でもお答えい

たしましたけれども、夏休みに向けて、繁忙期に

向けて駐車場がどうしても足りなくなるというこ

とで、緊急ではございましたけれども、約２０台

分ぐらいの駐車場を造成をするものであります。

これにつきましては、市の工事で出た公共残土を

使って、工期的にも短い部分もございますので、

上の部分については土盛りの上に砂利敷きをして

簡易的に増設をするものであります。ただ、この

部分につきましては、将来的には駐車場周辺に路

線バスもしくは大型バスの乗り入れがあったとき

に現在あの周辺ではバスは切り返しをしないと回

転ができないものですから、切り返しできないよ

うに周回路で方向転換をできるような部分にも転

用することができますので、今回の整備自体も意

味があるものと考えております。

それから、東側の北海道でお願いをして整備す

る部分でございます。この部分につきましては、

道議、市長等にも御苦労をいただきましてお願い

をした部分もございます。現在道の担当者が何回
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か見えて、私どもで押さえている部分では本年度

に設計を行って、来年度について工事を行うとい

うことで、こちらについては舗装等を交えた本格

的な駐車場、駐車スペースの整備を行いたいとい

うことです。

北海道のほうといたしましては、道立公園その

ものは既に平成２２年度前に整備が終わっている

ものですから、なかなか難しい部分もあったので

すけれども、１つには道立公園は大きなエリアに

分かれてあります。天文台のあるところは、東側

の体験の森エリアという、現状では散策路しかな

いのですけれども、そちらに植林をしたりなんか

するような、そういうスペースがあります。そこ

に行くのには、ちょうど天文台の部分に車を置き

ますと、そちらへの導入の駐車場としても使えま

すし、また天文台の入館者の駐車場と併用もでき

るという部分で道の理解を得たところであります。

現在この２つの段階を追って２年間で天文台の駐

車場の不足の解消に向けて計画をしてございます

ので、御理解をいただきたいと思います。

（何事か呼ぶ者あり）

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

大変申しわけございま〇副市長（中尾裕二君）

せん。１つ答弁漏れがあったということで、改め

てちょっと御質問を教えていただけますか。

熊谷議員。〇議長（小野寺一知議員）

天文台のほうは、北〇１９番（熊谷吉正議員）

海道でつくっていただいてもことしつくる緊急的

な駐車場については、それ以降も大型自動車等の

転回なども含めて無駄にならないということで受

けとめておきますけれども、その下にある展望を

する中間ぐらいの駐車場ありますね。シバザクラ

か何かを上のほうから見るような。ああいう駐車

場の活用だとか、少し歩くようなことにもなりま

すけれども、いろいろ市民説明や利用者説明をし

ながら１年ぐらい不便かけるけれどもということ

の方法もあったのかなという感じがしますし、鈴

木部長の就任記念で了解いたしました。

先ほど漏れた部分については、食肉センターも

駅横の問題もそうですけれども、いわゆる民間業

者を支援する場合、やっぱりそれは経過の中では

民間業者の企業秘密だとか、いろいろ経営問題に

かかわる等があれば、それは全部全部出てこない

かもしれませんけれども、少なくとも事故になっ

てもやっぱり地域への貢献、責任、ポスフールの

ときにも社会貢献などについてもそういう約束を

されたと思うのですけれども、やっぱり皆さん、

ニチロさんの場合でいくと、出ていかれたら困る

と。そういうことで、とりあえず今がチャンスだ

というような話もしていましたけれども、食肉だ

けですとまさにオーケーと。私どももそれをぜひ

という話だけれども、と畜は今いわゆる適当なメ

ニューが非常に厳しいと。これは厳しいけれども、

北海道でも国でもいろいろ面倒を見てもらおうと、

あるいは３５０頭のものをもっと下げてもらうと

か、いろいろ制度面を変更してやっていくという

ことだけでも、結局はそれがだめな場合はイコー

ル市民負担にかかっていくわけです。

それと、先ほどから言われているたまたま上が

っている命、健康の問題では、どっちが優先する

といったら、それは決まっているのではないです

か。ここの補正では、子宮頸がんの補正予算は入

っていませんけれども、全額といかなくたって３

回に分けたうちの１土円ちょっとで１回目スター

トしてみるかと。国にも積極的に、これは超党派

で皆さん要望しているわけでありまして、中学１

年生か小学校６年の年代を少しずつ拡大をしてい

こうかとか、手をかけるという姿勢がないままに

これだけが優先だ、チャンスだということが理解

いかないからたくさんの意見が出ているのではな

いかと思うのです。そこをしっかり示さないと理

解が得られない。

特にそして民間業者との約束事については、そ

の信頼関係だとかという問題はペーパーしかない

でしょう、それははっきり言えば。西條さんの３

者協定の中で会議所も入りながらペーパーを、だ
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けれどもペーパーは残したけれども、すぐやらな

ければならぬのか１年後なのかという、だれもが

もうことしの春にくいを打っているという認識で

私ども議員全部とらえているのではないですか。

そして、当初言っていた急ぐのだという理屈が全

部崩れてしまって、また言いわけをしているとい

うことですよね、はっきり言えば。制度がなくて

もやるのだという決意をそうやって私どもも聞い

た。お店の店舗は、集客施設が多少おくれること

はみんなしようがないと、おふろがだめになった

のだから。だけれども、店舗はという話だってそ

う後回しな話ではなかった。それは、やっぱり店

にしてみれば両方一緒にやらないとメリットが出

ないと。そして、高齢者住宅についても何かしら

もう高くて入り切らないだろうから、一般のマン

ションか何かに切りかわるような話がぽろっと出

たり、そこにやっぱり信頼、信用が、やっぱり距

離感が出てしまって、本当に西條さんも頑張って

いろいろ苦労されていることについては私も聞い

ていますけれども、やっぱりそういうものを民間

業者と自治体が支援するとき、先ほどのひまわり

の話もそうではないですけれども、なかなか新規

事業を起こすといったら、それは３年後に、５年

後にいわゆる利売が出るかというのは大変な苦労

があると思うのですけれども、ただ生きた金に税

金をするためには、やっぱりそこまで民間業者に

も責任を持ってもらわなければならぬということ

なのです。ですから、もっとそういう協定や何ら

かの形で形に残して議会に報告、市民に報告する

という制度、担保みたいのが当然必要ではないか

というふうに思っていますが、改めてお聞きした

いと思います。

それと、駅横のものは３者協議にプラス私は公

募をしてでも市民の意見を取り入れる、特に何か

机上で一生懸命聞いている程度ですけれども、バ

スターミナルはメーンとしてわかりながらも自転

車を置く貸し自転車もそれは消えてなくなった、

あるいは商工会議所があそこへ入っていってだと

かいう話の中身だってこれからでしょう、にぎわ

いをどうつくるかという。市民の気持ちがなかっ

たら、つくった後にぎわいなんかは出ることない

です。ですから、そういう場を、多少それは面倒

くさい話になるかもしれませんね。３者でずっと

やられていたのに、公募した市民がまたそこにい

ろんな意見を言うということについての煩わしさ

はあるかもしれませんけれども、本当に一つの一

体感をつくっていくためにはそういう場を担保す

る気持ちがあるのかないのかということ、これは

必須条件だというふうに、単なる決まったものを、

いやいや、こうやって決まりましたということで

は、ちょっとすとんと落ちないのかなという感じ

がしております。

ひまわりの話は、油の関係はなかなか話題は非

常に広く広がって明るい話題ですけれども、実際

に利売を出すということについての大変さはわか

りますから、これ以上は言いませんけれども、多

少は奥ゆかしさもあって１回ぐらい飛ばして補正

を出したほうがよかったのかなという感じはする。

１年後が１年半後になっても別に大した倒れるよ

うな弱な企業ではないというふうに思いますので、

とりあえず話がわかれば、奥ゆかしさがあっても

いいのではないかという私の気持ち、市民の声で

すよ、これは。受けとめてください。

エレベーターの話は、わかりましたけれども、

１階の下から、もう玄関から、自動ドアから入っ

たら下まで通すという話でしたか、ここの庁舎全

体をどうするかという話まではとてもとても回っ

ていないと。あるいは、障害者や不自由な方につ

いては代替案として１階に来てもらったら全部必

要な業務は皆さんおりてきて用事を足すというこ

とも別に２階、３階、４階に上がらなくてもいい

ということは可能だと思うのですけれども、ここ

の庁舎全体を手を入れるというのは、まだまだ私

も絵は描けないのかなという感じがしますので、

無駄にならないということを確認をしてそこにつ

いては終わりたいと思いますので。
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駅横、食肉センターにかかわって、それから何

か道にかなり期待をされて１土円ぐらい地域政策

交付金を要望しているということですが、かなり

これは見込みがあっての話なのか、かなりやっぱ

りそこの辺ではと畜の関係では雰囲気としては重

たい、ほとんどが起債だということもあって、で

きるだけ見通しを確認をしておきたいと思います。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

民間が事業展開をする〇副市長（中尾裕二君）

際に市のほうで財政支援をしていくと、こういう

場合には補助要綱等も含めて議員の御指摘のよう

な協定的なものは締結をしております。今回の議

論になっておりますと畜場につきましては、市の

建物で市営のものでありますので、ここの部分に

ついては財政支援というよりも当然市が実施をす

る事業について、食肉加工センターは屠場がない

と機能しませんので、その前段で一体整備をして

いく上でニチロのほうが応分の負担をするという、

逆に申しますとニチロの補助ということになりま

しょうか。そういう筋合いのものですので、お話

の協定等は屠場に関しては結んでおりません。

それから、３者協定にかかわっても御指摘をい

ただきました。ここにつきましても西條に売却を

した用地については、西條が自費で開発をすると

いうことです。しかし、もともといきさつがあり

まして、議員御案内のとおり公共的なものに資す

る性格を持ったもの、あるいは中心市街地の商店

に競合するような商売に著しく影響があるような

業種についても西條自身避けるということも含め

て３者協定をしまして、この趣旨に沿ってその都

度協議をしてしっかりと事業を組み立てていくと

いうことで進めておりますので、ここの部分につ

いて制約をかけるということには、趣旨から離れ

た部分については当然市のほうでも商工会議所の

ほうでもチェックを入れますけれども、市民の皆

さんが直接入ってということには、やっぱり趣旨

からすると大変難しいと。ただし、市民のニーズ

なり御意見についてはしっかりと承って３者協議

の中で伝えて反映をさせていただくと、こういう

ことはぜひ取り上げていきたいと、このように思

っておりますし、もう一点、子宮頸がんの関係で

も再度お話をいただきました。今議会で意見書と

して出されているようでございますので、これも

しっかりと重く受けとめて、今後の政策展開につ

いて検討させていただきたいと思っておりますの

で、御理解をいただきたいと思います。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

エレベーターの関〇総務部長（佐々木雅之君）

係につきましては、あくまでも今の施設の改修と

いう考え方でおります。それから、２階にはエレ

ベーターの入口がありませんので、１階から上が

っていただいて４階へ行くときにやっぱり車いす

対応が最低必要だということでありますので、通

常エレベーターの耐用年数というのは１５年とい

うふうに理解していますけれども、できるだけこ

の庁舎も長い間有効活用はしたいなというふうに

思っていまして、できるだけ無駄にならないよう

な形の投資というふうで考えています。

それと、もう一件、障害のある方々につきまし

ては、ピロティーからの入り口のところに案内看

板をちょっとつけてボタンを押していただくとい

うようなこともしているのですけれども、わかり

づらいという、見づらいという意見もありまして、

それから市長が言っているワンストップサービス

を、もしくはそれにかわるようなサービス展開は

できないかということになりますので、少なくと

も体の不自由な人方につきましては職員が最低で

もおりていくと。それから、この間別な議員の答

弁の中でお答えしたのですけれども、試行でも受

付的なものを１階のところに、市民課の中に入る

のではなくて出すこともちょっと検討してみて、

試行でどれぐらいなお客さんが迷われたり困って

いるのかという実態も改めて確認をさせていただ

いて、窓口業務の関係を円滑に進めてまいりたい

というふうに考えておりますので、よろしくお願

いいたします。
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中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

申しわけありません。〇副市長（中尾裕二君）

１点、答弁漏れがございまして、北海道の地域政

策補助金についてもお尋ねいただきました。現在

内々に道のほうとは相談はさせていただいており

ますけれども、金額あるいは果たしてどうなのか

ということも含めて今後詰めていくということで

ございますので、ぜひ御理解いただきたいと思い

ます。

熊谷議員。〇議長（小野寺一知議員）

各議員がおっしゃっ〇１９番（熊谷吉正議員）

ていましたように食肉センター、と畜場も含めて

必要なものとして皆さん認めて、前向きに質疑を

やっていたと思うのですけれども、やっぱり食肉

センターは市の施設ですと。これは、当然使って

いただくものがなければそれは建てないわけで、

だからそことの関係は非常に明確にしたほうがい

いのではないかということなのです。もちろん使

っていただいて３年、５年、できてから。それは、

出ていってもらったらもちろん困るし、そういう

無責任なことはもちろんないでしょうけれども、

やっぱり市場も北海道全体の食肉の計画だとか、

市場の動向にもかかわるでしょうし、あるいはニ

チロさん自身の経営方針にも一名寄工場のことか

もしれませんけれども、北海道全体にとって非常

に１つか２つしかないという施設なわけで、やっ

ぱり位置づけは重要なところだと思うのです。

ですから、財源がまだまだ国にも、私どももい

ろいろそれは佐々木代議士やら、あるいは国レベ

ルでもいろいろ持ち上げていく努力はもちろんし

ていきますし、北海道でももちろんしていただか

なければならないのですけれども、これまでのや

りとりの中で来年以降の交付税あるいは交付金制

度の問題などについて、決してバラ色でないとい

う認識も共通認識あるわけてありまして、全国地

方からそれぞれ皆さん、課題、要望はたくさんあ

るわけです。それは、やっぱり取捨選択されてい

きながら制度の中でどう組み込んでもらえるかと

いうのはわからないのです。企業側の負担も利子

負担程度のものでいいのかどうかも含めてすれば、

そこはしっかりしてという予定がされている６土

０００土円に最大限これは口で頑張りますと言

ってもどのぐらい本当に抑制されていくのか、単

費の持ち出しを含めてわかりませんけれども、や

っぱりニチロさんとのやりとりはしっかり議会に

も見えるようにしてもらわなければなりません。

それは、ニチロさんだけを名指しに言っている

わけでなくて、すべてのこれから支援をするいろ

んな民間事業に対する……やっぱりひまわりだっ

てそうです。５年後、１０年後にはしっかりした

ものに育てて、税金で後から返してくださいとい

うぐらいなところまで責任を持ってもらう、やっ

ぱりそういうものだと思うのです、税金を使うの

は。やっぱりそういう厳しさが初めてこの新たな

段階に支援、助成、補助という制度があるからそ

れでいいのだということではなくて、入口はそれ

でいいけれども、出口までしっかり責任を持って

もらうという社会貢献、企業責任みたいなことを

何らかの形でやっぱり残すよう努力を内部で検討

してもらいたいと思います。これは、特定の企業

にだけではなくて、ぜひ検討の約束、口の約束で

はなくて何らかの形で残していただけるのかどう

かお知らせをいただきたいと思います。

やっぱり３者協議だけでは、私は不十分だと思

います。ぜひそこは、どういうハード物にしてい

くのか。もちろん運営のレベルでいきますとそれ

以降の話にもなりますけれども、やっぱり市民の

中には最終的に西條さんに譲渡をしたというのは、

地方の業者さんも全部欲しいという話があって、

しかしそこにまた大型店が入られたのではたまっ

たものでないという会議所や商店街の皆さんも含

めて、そして地元の企業を大切にしようというこ

とで皆さん理解し合って決めたのです。そういう

いきさつがあるから、こんなにおくれるのなら、

そうしたらまとめて売ったほうがよかったのでな

いかという乱暴な意見も今もあるのです、現実に。
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そして、つくってもらったものに市の施設、政策

でその中に入っていただくという、比較的それは

結果として安いものにつくか高くつくのか、私ど

もしっかり検証はしていませんけれども、市民の

中にはやっぱりいろんな意見が存在をしているか

ら議会の中でもこういう午前中からのやりとりも

やっていると思うので、その重みについてしっか

り改めて３者協定の重みを受けとめてもらうこと

と、市民の皆さんがちゃんと意見を述べる場を担

当していただけるのかどうか、そこをしっかりお

答えをいただきたいと思います。

最後ですので、もうこれで終わるのですけれど

も、公園費の中で遊具等の改修、修も関係で約

０００土円ほど出ておりまして、最近本当に管理

課のほうでも大変苦労をされていて、あちこちの

公園の遊具が壊れた、危険だということで、大体

それはその時点で使えない状態になるのです。そ

して、町内の皆さんもいつこれをそうしたらやっ

てくれるのよと。これは別に何百土円、何千土円

のお金ではないのですけれども、なかなか今計画

をつくろうということで調査をされて、中長期的

に更新をしていこうということなのですけれども、

先般も大学公園でたまたま木の遊具で滑ったか落

ちたか知らぬけれども、子供がけがをされて病院

に行ったということで、大事には至らなかったの

ですけれども、すぐその後全面使用禁止というこ

とで、一応点検したけれども、何でもないような

気がするという担当のお話で、私も行って見まし

たけれども、いや、どうだったのかなという感じ

もして、あれだけの公園の遊具をしっかり点検し

て、何でもなかったら何でもないということで使

えるような状態で市民に知らせるべきなのかなと。

確かにまた同じようなことがあったら、管理責

任を問われるという怖いものがもちろんあるので

しょうけれども、しっかり点検して何でもなかっ

たら何でもないということで私は判断をして、あ

れいつになったら解かれるかといったら、公開す

るまでといったら、これ結構なシーズン終わって

しまう。これからせっかくいい時期に向けて、子

供たちが楽しみにしているのではないかというこ

と、ちょっとその対応が拙速かなという感じがし

て、いわゆるこの補正予算そのものは、全体的に

更新をしていくということについてはいいと思う

のですけれども、若干その対応については市民の

声から批判が出ているような気がするものですか

ら、もちろんけがをされた子供や両親は大変だっ

たなという感じがしてお見舞い申し上げるのです

けれども、ちょっとその見解についてお尋ねをし

たいと思います。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

何点か質問をいただき〇副市長（中尾裕二君）

ました。

御指摘いただいているとおり、事業計画につき

ましてはより精度の高い熟度を持って議会のほう

に相談をするということ、改めて肝に銘じて進め

ていきたいと考えております。

屠場につきましてのニチロとの関係あるいは北

海道との協議、あわせてただいまお話をいただき

ましたので、大臣政務官を通じての国の補助メニ

ューの模索についてもぜひお力添えをいただきな

がらしっかりと進めてまいりたいと考えておりま

す。

それから、駅横の件につきましては、西條にい

たしましても商工会議所にいたしましても当然消

費者としての市民の支援もまたなければ事業展開

が成り立たないわけでありますので、ぜひこの点

につきましては直接的に３者協定の中に組み込む

ということにはならないと思いますが、３者協議

の中でいかに市民の思い、意見等が組み込めるも

のとして構築できるのか、あわせて相談をさせて

いただきながら、ぜひ御指摘の部分について進め

てまいりたいと考えておりますので、御理解をい

ただきたいと思います。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

公園の遊具の〇建設水道部長（野間井照之君）

件に関してであります。先般、今副議長が申され



－246－

平成２２年６月１８日（金曜日）第２回６月定例会・第５号

たように大学公園において事故、私どもの管理施

設である遊具において市民の方にけがをさせたと

いうことは大変申しわけなく思っていまして、す

ぐ現場を調査させていただきました。基本的に私

ども目視の中では、すぐすぐ危険な状態ではない

というふうに判断しましたけれども、やはり小さ

い子供、けがをしたのは４歳の子供でありました

し、全体的に遊具を見た限りでは基礎の部分、あ

るいは木製でありますから指が入るような割れが

あるということも含めて、一たんは全面的な使用

を禁止させていただいております。それで、今副

議長がおっしゃったように来年度から公園の長寿

命化計画を今調査をかけまして策定しまして、来

年度から早速遊具の取りかえにかかっていきたい

というふうに考えていまして、この大型公園、近

隣公園とか総合公園に関してはすごく大きな木製

遊具もございまして危険な遊具もございますから、

これを優先度を早めながら整備にかかっていきた

いというふうに思っていますし、常に危険と隣り

合わせの部分の遊具があるということは、やはり

市民に迷惑をかける率も高いということも含めて

一たんは使用を禁止させていただいて、なるたけ

早い時点で市民の皆さんの意見を聞きながら、そ

の遊具を再度つけるのか、あるいは違う遊び道具

をつけるのかを含めながら計画をさせていただき

たいというふうに思っていますので、御理解をい

ただきたいというふうに思っています。

大石健二議員。〇議長（小野寺一知議員）

私のほうからも７款１〇６番（大石健二議員）

項１目の（仮称）複合交通センター整備事業に関

連して確認をさせていただきたい事項がございま

す。

午前中の質疑のやりとりの中で、土地開発公社

と民間企業との不動産売買に絡んで、売却売売

８００土円との表現が使われていたように記憶し

ています。果たして、私の手元に今資料がないの

ですけれども、会計処理上この ８００土円とい

うのは売却単売あるいは売却売で処理されていま

したか。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

議員も御存じだと〇総務部長（佐々木雅之君）

思うのですけれども、市役所の場合には民間の複

式簿記方式のものとは違いますので、歳入で１土

４００土円だったかな。そして、歳出で２土３

００土円ということで、予算書上でその単額分に

ついては埋め込まれますので、結果、引き算する

と売却が ８００土円の単売が出ましたというこ

とになります。ここの分につきましては、先ほど

副市長が言いましたように当初は時価よりも安い

値段で国鉄清算事業団から購入したのですけれど

も、その後１５年間にわたる時間的な経過も含め

て利用目的を持たなかったことによって、２１年

度で買ったお金と売ったお金の単額は ８００土

円生じたということであります。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

私の記憶では、市と民〇６番（大石健二議員）

間事業者でそれぞれ不動産鑑定士を立てて、当時

ずっと眠っていましたから、価値の減失、滅失、

減少、いろんな表現があるのだろうと思いますけ

れども、実質市が売をして西條さんに対して売却

したという誤った誤解が当時もあったように記憶

しているのです。私の感性からいえば、これは売

却売という性質ではなくて価値の滅失、減失、減

少による評価売だろうというふうに考えるのです

が、この考え方はいかがでしょうかね。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

民間の会計処理で〇総務部長（佐々木雅之君）

言うとそういう言い方かもしれません。逆に当時

安く買って高く売った場合にはどういう表現をす

るかというと、公会計上につきましては買った値

段、売った値段で単額が出ましたというのが正し

い表現なのかもしれません。

以上です。

東千春議員。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、若干お伺〇２３番（東 千春議員）

いをしたいと思います。午前中から３時間ばかり
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質疑が行われているのですけれども、同様の食肉

センターと駅横のことでちょっとお伺いをしたい

なというふうに思います。

両者ともやはり民間と一緒に事業を行うという

中の事業の立て方ということで、これもやはり一

つの協働のまちづくりの一環なのかなというふう

に思っております。個人との協働あるいは団体な

んかとの協働もありますけれども、やはりこれか

ら企業との協働ということもこれからはいろんな

場面で出てくるのかなというふうに思います。そ

ういったところで、やっぱり事業の進め方の難し

さであるとか、そういったこともあるのかなとは

思いますけれども、そういった中にあってもいつ

かは決断をしなくてはいけないし、判断する適切

な時期というのがきっとあるのだろうなというふ

うに思っております。

今回このような提案をされたわけですけれども、

議会としてもやっぱり本来であればすべてがすっ

きりくっきり解明されてから提案をされると、よ

しわかったぞという話になるのだろうなと思いま

すし、逆の立場でいえば、もし自分だったら、こ

ういう状況の中で提案はしたくないなというふう

に思うわけなのです。ということは、結局こうい

うふうに、必ずこういうふうな質疑になって苦し

い答弁をせざるを得ないというふうな状況になる

のは、これはわかりながらの提案だろうというふ

うに私は思うわけです。

しかし、それの中にあっても大局的に、そして

長期的に見たときに今このタイミングでこういう

提案をするのがベストだというふうに思われて提

案をされたのだというふうに思うのです。という

のは、例えば食肉センターの問題でも、では今の

タイミングを逃すと一体どうなってしまうのかと

いう、そういった心配を一方では考えながらきょ

うの判断をしなくてはいけないということもあろ

うかなというふうに思うのです。多分理事者側の

皆さんは、きょうこのタイミングで出すというこ

とがベストだと思って提案をされたのだと思いま

すので、では逆にワーストのシナリオというのが

あるのだろうと思うのです。食肉センターにして

も今回提案をしない。そうしたら、その先どうな

っていくか。どなたかもおっしゃっておりました

けれども、いなくなってしまったら困るという心

配だってあろうかというふうに思います。また、

駅横の問題でもまちづくり交付金の総体的な取り

組みがこの先どうなっていくのかという問題、こ

れは１カ月、２カ月とか、１年、２年とかという

問題ではなくて、これは名寄市がこれから進めて

いく事業全体にも変わっていくことかもしれませ

ん。そういった中で、ワーストのシナリオ、どう

いうことが心配されるのかという部分について御

説明をいただければ、私どももこれから市民の中

に入ってこの件について説明をしなくてはいけな

いという立場になりますので、ぜひわかりやすく

御説明をいただければと思います。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

食肉センターの関係〇経済部長（茂木保均君）

について申し上げたいというふうに思いますが、

従来からニチロ畜産とはいろんな形で施設のあり

ようについては協議をしてきたというお話をさせ

ていただいております。マルハとニチロが経営統

合いたしまして、道内あるいは全国的にいろんな

かち合う部門については整理、統合をしておりま

す。名寄の近くでは士別がデイジー食品工業（富

良野市）の冷凍工場を持っていたのですが、ここ

については関連の仕事でしたけれども、これを廃

止というような例もございます。そういう中で、

私どももこの経営統合した段階で名寄のと畜場が

どうなるのかということで心配していた向きもあ

ります。

ただ、ニチロの社長を含めて重役の皆さん、年

に数回いろいろ時の情勢の状況を持ちながら表敬

にごあいさつに来ていただいている中で、現段階

においては名寄の工場については何とか存続をし

たいと。存続するに当たっては、やはり今のまま

ということにはなかなかならぬというようなお話
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もいただいております。具体的にここをやめると

か、そういう話にはなってございませんけれども、

やはり今のままで将来的に続けることについては

やっぱり厳しい面も出てくるというようなお話も

一部いただいている部分もあります。いずれにい

たしましても、かなりと畜場そのものが先ほどお

話ししましたように老朽化しているものですから、

ここは名寄市としてのと畜場でございますので、

その時期はもう来ているのだなという、こういう

判断は従来からございました。当然今回加工施設

も含めてということで、いろいろ御議論をいただ

いているところでございますけれども、ここは将

来的なことも見据えてこの事業の展開をして、こ

の食肉事業、いろんな経済効果も含めてあるとい

う判断をしておりますので、さらに内容を明らか

にしてお示しをし、御理解をいただきたいなと考

えております。

それから、と畜場の関係については、どうして

も日程的なものを若干お話しすれば、施設をつく

るためにいろんな法的な手続が必要です。あそこ

は、皆さん大体１回ぐらい視察したかなというふ

うに思うのですが、今加工場を建てようとしてい

るところは農地でございます。農地なのですが、

一応名寄市が２年くらい前に取得しておりまして、

市営牧野の草地というような位置づけにもなって

おりますけれども、農地でございますので、そこ

の農振法の除外、農地の除外、それから農地転用

の手続が必要です。さらには、都市計画法に基づ

くこれは迷惑施設というか、そういう位置づけに

なりますので、都市計画上のと畜場の区域変更と

いうのですかね。そういった手続も必要になって

まいります。その上での施設設置というようなこ

とになりますものですから、どうしてもスケジュ

ール的に若干タイトな面もありますけれども、今

回御提案させていただいた実施設計及び調査経費

も含めて御承認をいただいて作業を淡々と進めさ

せていただければというふうに思っております。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

駅横の開発につきまし〇副市長（中尾裕二君）

ては、決して直接的に利売を生むといいますか、

加工施設とは違った側面を持っております。もと

もと清算事業団から平成５年、６年に土地を取得

してからあそこにどの事業を展開をするかという

ことで、総合計画等でも論議になったところであ

りますけれども、なかなか財源手だてがつかなく

て市の自力での開発というのが到底見込めない状

況にありましたので、何らかの財源を手だてをし

て事業展開をするということで想定をしておりま

したけれども、結局は１５年手つかずのままとい

うことで、土地開発公社のいわば塩漬けの土地を

処分をするという決断をして民間の企業に開発を

ゆだねたというのが実態でございます。しかし、

一方では、やはり公共性の高い名寄の顔としての

位置づけの場所でございますので、それについて

は名寄市、商工会議所と西條で協議をしながら事

業展開を進めるということでさせていただいてお

ります。

公共の部分につきましては、これまでの総合計

画の中にも複合施設ということでインフォメーシ

ョンセンターあるいはバスターミナルの整備も含

めた事業が盛り込まれておりました。御指摘のと

おり、自前で開発ができるのであれば、もう少し

財政状況を見てという判断も一つあろうかと思い

ますけれども、今回の交付金という財源手だてが

あったと。もう一つは、名寄市民の長年の夢であ

りました文化センターの大ホールの建設、これも

財源手だてがなくて進みませんでした。もう一つ

は、市民会館のホールが老朽化をして、どうして

も建てかえをしなければならないと。この２つの

構想を一つにまとめて、ぜひこの際の財源手だて

のあるときに整備をして次代にしっかりと財産と

して残していきたいということでの事業展開でご

ざいますので、ぜひ御理解をいただきたいと思い

ます。

東議員。〇議長（小野寺一知議員）

特に駅の横に関して〇２３番（東 千春議員）
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は、ただ単に駅の横だけの課題ではなくて、それ

以外のものにも波及をする制度の使い方であると

いうことですので、苦しい中にあってもしっかり

した判断をしていかなくてはいけないのかなとい

うふうに思っております。

食肉センターにつきましては、この議場の先ほ

ど来の議論を聞いておりましても、最悪あそこが

なくなってもいいのだというふうな議論の経過で

はないと思っております。あそこは、やはり何と

しても守っていかなければならない施設だという

ふうに多分他の議員の方の発言を見てもそのよう

な見解があるなというふうに思っております。そ

して、議論がされているのはそのタイミングの問

題かなというふうに思っておりますけれども、や

はりどこかで決断はしなくてはいけないというこ

とであれば、これはやはり勇気のある決断をする

というのがやっぱり地方分権の時代においては、

苦しい状況であっても判断をするときにはしっか

りと判断をして前に進むというのも一つの方法な

のかなというふうにも思っております。最悪な事

態には、私もならないだろうなというふうには思

っておりますけれども、前回副市長が雇用が２０

名ふえることを予想していると。そのときに ０

００土円程度の経済効果、少なく見積もっても

０００土円程度、０広く換算すると ０００土円

程度の経済効果が認められるのではないかという

ふうなお答えをいただいたかなというふうに思う

のですけれども、最悪のことにはならないとは思

いますけれども、現在働いている方だっていらっ

しゃるのです。４０名ぐらいいらっしゃるのでし

ょうか。５０名ぐらいいらっしゃるのでしょうか。

では、そういう企業が本当にこのまちから１つな

くなっていくという場合を考えたときに、ではど

ういう効果になっていくのか。それと、プラス２

０名になったとき、ではどういうふうになってい

くのかという部分でもう少し内容的に詳しく教え

ていただければありがたいなというふうに思いま

す。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

ちょっと資料を見ま〇経済部長（茂木保均君）

すので、少々お待ちください。名寄工場の人員の

シミュレーションというか、そこがございまして、

これは今現在５４名ということなのです。今現在

が５４名ということで、最終的には１９年の時点

から見て２０名ということなものですから、若干

タイムラグがあるのですが、最終的に６５名とい

う部分がいなくなったらということでの部分とい

うのは、具体的にちょっときちっとした数字はは

じいておりませんけれども、やはり家族を含める

と３倍ぐらいの形になりますから、１８０ぐらい

の家族がいなくなると。ニチロは、そういう場合

は、恐らく名寄工場というよりは十勝のほうにも

持っておりますので、十勝と一緒になるというか、

そんなことも想定はされるなというふうに考えて

おります。ここの名寄市が持っているところ、ほ

かのところが来てやるというのは、通常今の段階

では考えられませんので、工場で働く人あるいは

家族を含めて１８０程度の人が減るという、これ

はあくまでも推定でございますけれども、考えら

れるということになろうかなと思います。それに

伴う経済的な売失といいますか、そこまでは具体

的にはじいておりませんけれども、そんなような

状況でございます。

黒井徹議員。〇議長（小野寺一知議員）

私が手を挙げると食〇１８番（黒井 徹議員）

肉センターで、何回か一般質問でもいわゆる施設

の老朽化についての対応をどうするのだという話、

何回かさせていただきました。今回加藤市長にな

って、選挙公約といいますか、何とか名寄市の雇

用確保あるいは経済の振興、畜産の振興のために

この食肉センターの早期改築をという約束をされ

ています。

今回補助事業等の期限といいますか、そういう

中で加工センターを着工する、設計するに当たり、

いわゆると畜のほうも一体的な開発をしなければ

ならぬというようなことで提案をされていると思
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うのですけれども、いろいろと今東議員からもあ

りましたようにいわゆる誘致企業といいますか、

名寄で経済活動をやっている企業が撤退すると、

その後必ず出てくるのが何か対策はなかったのか

と。いわゆる松沢光学ですとか士別のデージーで

すか。そういった中で、雇用がぼんといきなり喪

失してしまうというようなことになると、必ず行

政でもう少し支援がなかったのかと。最近では温

泉もそうですけれども、あれも市民生活にとって

大事な施設だったのだけれども、撤退をしてしま

ったと。

いわゆる熊谷議員からもありましたように、民

間企業とのかかわり合いは何か一定程度のルール

が必要ではないかということですけれども、必ず

いなくなった後にはそういう話が出るというふう

に私も記憶しています。そういった意味では、大

事な企業であれば行政として支援ではなくて、今

回は支援ということにはならないと思うのですけ

れども、企業を積極的に戦略を持ってやることに

ついて我々行政側、と畜としてできるものは前向

きに検討しようというのが普通の流れでないかな

というふうに思います。

ただ、市民への説明、いろいろ福祉との関係で

市民の説明が不十分であったり、非常に財政厳し

い中でそれだけの予算を投入をして本当にどうな

のだという、これは一般市民の物の考えとしては

全く当然だというふうに私も理解はします。ここ

は、しっかり行政として我々議会としても認識を

し、説明をしていかなければならぬというふうに

思います。

そこで、私も何回か質問をさせていただいた中

では、今の加工施設の事業内容等の中に本来であ

れば、本来かどうかはわからないのですけれども、

浄化施設を含めてこれも補助対象になるべきでな

いのかなと。ただ、この浄化槽というのは結構大

きな金額、ウエートを占めています。いわゆる今

の加工施設を改修をしてと畜処理場であれば、こ

の６土円という金額ではなくて、たしか４土円程

度でできるというふうに私も聞いていますので、

ここら辺のもう少し補助メニューに入らぬのか、

あるいは先ほど道のほうからありましたように地

域政策補助金等でこの分を見ていただけるのか、

あるいはニチロ側としてもこういう厳しい議論を

市民に認識していただくように厳しい議論を議会

側でやっているということを含めてニチロ側も、

８土円と金額を私が言ってしまうとおかしな話

になってしまいますけれども、そこら辺の認知度

をもう少し深めていただくということはできない

のか。改めてそこら辺をちょっとお伺いをしたい

なというふうに思います。なかなかさっきから協

議中というようなことで、金額等はなかなか言え

ないということでございますけれども、そこら辺

の認知ぐあい、認知度といいますか、そこら辺を

ちょっとお聞かせをいただきたいなと思います。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

今回の食肉センター〇経済部長（茂木保均君）

の改修の関係で、当然ニチロのほうもこのことに

ついて名寄市に全面的にお願いするという、そん

な認識は持っておりませんで、やはり税金という

形の中で施設整備がということですから、それは

我々もそれ相応の対応ということを含めてニチロ

さんにはお話をさせていただいておりますので、

十分このことについては承知の上でニチロ側も事

業展開をされるというふうに考えております。

この６土 ０００土円というと畜場の部分の金

額、これは今の現有のと畜場及び加工施設を改修

をしてということで、当初全体で見れば新築を全

くすれば１０土円以上のそういう部分をききした

部分でありますけれども、ここの部分については

現段階においてというような押さえをしていただ

きたいと思いますので、さらにという部分も出て

くる可能性はございます。

それから、今お話ありました浄化槽の関係なの

ですけれども、と畜場で浄化槽というのは、これ

は上水と下水という部分を含めてなくてはならな

い施設でありまして、いわゆる使う水の量からい
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うとと畜場のほうがき倒的に多いのです。加工場

のほうの水の使う度合いというのは非常に少ない

わけです。と畜場のほうでは、大体１頭当たり約

４トンぐらい水を使うというふうに言われており

まして、この部分がもし加工施設のほうに、いわ

ゆる浄化槽の部分が事業として回せれば補助の対

象になるというようなことになりますけれども、

現段階においては加工施設のほうに浄化槽を持っ

ていくのはちょっと難しいのかなという、そうい

うような状況でございまして、と畜場のほうでや

っぱり浄化槽のほうは整備しなければならぬのか

なという、そんなことであります。この辺の部分

については、さらに内容を詰めて議会のほうにも

明らかにしていきたいなと思っております。

黒井議員。〇議長（小野寺一知議員）

加工のほうも浄化槽〇１８番（黒井 徹議員）

は必要だというようなことも含め、設計というの

は、これはあくまでも予算の段階で、いわゆる加

工場のほうはある程度あれですけれども、と畜の

ほうは今の加工場が新しくなった段階で設計をし

ていくような格好になるので、そういう大枠の中

で６土円というような話をしているのではないか

と思いますので、まだまだ最終的に一体的な改修

をする中では経費の削減も可能だというふうに私

も思いますので、ここら辺は十分研究をしていた

だきたいなというふうに思います。

やはり福祉行政も大事ですけれども、やっぱり

名寄市で経済的なこと、あるいは雇用を確保して

人口削減について歯どめをかけると。将来的に重

要な施策だというふうに思いますので、これらを

しっかりとそれぞれ常任委員会あるいは市民向け

の説明等も今までももう少ししっかりやるべきだ

ったのではないかと。加藤市長も私の公約ですか

らというふうに言い切ったかどうかわかりません

けれども、公約としてはよかったなと思うのです

けれども、なかなか公約だからすべてできるとい

うことではないので、これは皆さんの理解を得な

がらやっていかなければならぬというふうに私も

思いますので、これは謙虚に受けとめながら皆さ

んに理解をしていただくことが大事でないかなと

いうふうに……私を褒めていただいているのです

か。思います。そんなことで、私はいろんな意味

で何か今回はその加工施設等については十分理解

をしたいと。ただ、と畜場についてはもう少し研

究をしながら有利な政策をそれぞれ道、国の施策

もそれぞれの先生方の協力も得ながらやっていく

というのが大事でないかなというふうに思います。

それから、関連といいますか、駅横なんかにつ

いても私も何回か質問をさせていただいています

けれども、本当に地元の企業に優先的にといいま

すか、譲ったらいいのでないかと。多少のといい

ますか、 ８００土円という売ではないというふ

うに言いますけれども、いわゆる支出が多い分に

ついてはのみ込むというような決断をして、これ

は我々議会としても大きな決断だったと、市民向

けに対して大きな決断だったというふうに思って

います。そんな中で、いわゆる何も見えない３者

協議もあるわけですけれども、行政側としても苦

しい答弁はしているというふうに思います。これ

は、やはり主体的にやる、民間がやる、西條さん

がやる、そういったものをきちっと誠意を見せて、

つつかれて、いや、実はこういう状況ですと西條

が言うのではなくて、常に行政側、商工会議所に

民間が報告をしながら、よりよいものを市民に提

供できるようにというその姿勢を示すことが大事

ではないかと。それが私たちに見えれば、しっか

りと理解をしていけるのではないかと。今さら後

戻りはできないというふうに思っています。それ

をしっかりして土土の土地の確保もしていかなけ

ればならぬと。これは、もう当たり前の話なので、

ここはしっかりと理事者として認識をしていただ

かないと私はだめだというふうにここは思ってい

ます。地元で育てられた企業、そして我々もそれ

をきちっと認知しているわけですから、そのこと

をしっかりと理解をしていただかないと、私も本

当に腹立たしい気持ちで実はいるのですけれども、
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１０月に決断したときにはそういうことはないと

いうふうに確信を持って決断をしていますので、

我々議会の責任とかではなくて、やっぱりだれか

も言っていますが、信頼を裏切られるというのは

一番つらいのではないかなというふうに思います

ので、これはしっかりと理事者側に認識をして３

者協議を、あるいは市民に理解をしていただける

ようにしっかりやっていただけるように私として

の要望、苦言を呈して終わらせていただきたいと。

よろしくお願いいたします。

ほかに質疑はござい〇議長（小野寺一知議員）

ませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

答弁漏れありました〇議長（小野寺一知議員）

か。

鈴木教育部長。

申しわけございませ〇教育部長（鈴木邦輝君）

ん。私、先ほど熊谷議員の駐車場の部分の答弁で

一部言葉足らずのところがあったかなと思ってお

答えをさせていただきたいと思いますが、道の整

備に関してはまだ正式に道から決定を受けたもの

ではございません。一連の私どもの要望に対して

かなり好感触を得ているという部分でございます。

済みません。その辺、御理解をいただきたいと思

います。大変申しわけありません。

ほかに質疑がござい〇議長（小野寺一知議員）

ませんようですので、以上で質疑を終結いたしま

す。

暫時休憩いたします。

休憩 午後 ２時２６分

再開 午後 ４時１１分

休憩前に引き続き会〇議長（小野寺一知議員）

議を開きます。

これより議案第１８号の採決に入りますが、議

決に当たり附帯決議をつけたいと考えます。

お諮りいたします。附帯決議案、平成２１年１

０月３０日開催の第６回臨時会において、市、商

工会議所、株式会社西條による３者協定の尊重、

一体的開発及びにぎわい創出を基本に、議案第１

号 財産の処分について議決をした以降、さまざ

まな状況の変化に苦慮しながらもいまだに具体的

着手に至っておらず、市民の間では計画完遂を疑

問視する声が出ており、議会に対しても説明が不

十分と受けとめざるを得ません。これらを踏まえ、

議案第１８号に係る土土駅横整備事業に対しては、

平成２２年第３回定例会までに具体的計画を明ら

かにすること、２つ、市民及び議会にさまざまな

手法を用い説明責任を果たすこと。以上、意見を

付するという附帯決議をつけることに御異議あり

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認め、そ〇議長（小野寺一知議員）

のように決します。

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１８号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１８号は原案のとおり可決され

ました。

加藤市長。

今ほどは大変な慎重審議〇市長（加藤剛士君）

の中、附帯決議ということでいただきました。し

っかりと重く受けとめさせていただいて、これを

しっかりと今後受けとめて仕事をしてまいりたい

というふうに思います。よろしくお願いいたしま

す。ありがとうございました。

日程第４ 議案第１〇議長（小野寺一知議員）

９号 平成２２年度名寄市国民健康保険特別会計
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補正予算を議題といたします。

６月４日の議事を継続いたします。

これより、質疑に入ります。御発言ございませ

んか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１９号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１９号は原案のとおり可決され

ました。

日程第５ 議案第２〇議長（小野寺一知議員）

０号 平成２２年度名寄市老人保健事業特別会計

補正予算を議題といたします。

６月４日の議事を継続いたします。

これより、質疑に入ります。御発言ございませ

んか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第２０号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第２０号は原案のとおり可決され

ました。

日程第６ 議案第２〇議長（小野寺一知議員）

１号 平成２２年度名寄市公設地方卸売市場特別

会計補正予算を議題といたします。

６月４日の議事を継続します。

これより、質疑に入ります。御発言ございませ

んか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第２１号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第２１号は原案のとおり可決され

ました。

日程第７ 意見書案〇議長（小野寺一知議員）

第１号 子宮頸がん予防ワクチン接種の公費助成

を求める意見書、意見書案第２号 小規模グルー

プホームの防火体制強化を求める意見書、意見書

案第３号 コメの戸別所得補償対策等の見直しを

求める意見書、意見書案第４号 機能性低血糖症

に係る国の取り組みを求める意見書、意見書案第

５号 森林・林業政策の早急かつ確実な推進に関

する意見書、以上５件を一括議題といたします。

お諮りいたします。意見書案第１号外４件は、

質疑、委員会付託を省略し、直ちに採決すること

に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認め、採〇議長（小野寺一知議員）

決を行います。
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本件を原案のとおり決定することに御異議ござ

いませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、意見書案第１号外４件は原案のとおり

可決されました。

日程第８ 報告第１〇議長（小野寺一知議員）

４号 例月現金出納検査報告についてを議題とい

たします。

本件については、報告書がお手元に配付されて

おりますので、これをもって御了承を願います。

日程第９ 閉会中継〇議長（小野寺一知議員）

続審査の申し出についてを議題といたします。

お諮りいたします。お手元に配付いたしました

各委員長からの申し出のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、申し出のとおり決定いたしました。

日程第１０ 委員の〇議長（小野寺一知議員）

派遣についてを議題といたします。

お諮りいたします。お手元に配付のとおり、委

員を派遣することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、委員の派遣が決定されました。

以上で今期定例会に〇議長（小野寺一知議員）

付議されました案件は全部議了いたしました。

これをもちまして、平成２２年第２回名寄市議

会定例会を閉会いたします。

御苦労さまでした。

閉会 午後 ４時１９分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 小野寺 一 知

署名議員 駒 津 喜 一

署名議員 山 口 祐 司
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平成２２年第２回定例会

発 言
氏 名 発 言 要 旨

順 序

１ 駒 津 喜 一 １．選挙公約について

（Ｐ ４４） (1) 民間会社名寄市的発想での行政運営について

(2) 基幹産業の農業の推進について

ア 農業振興について

イ 名寄市立食肉センターについて

(3) 名寄市立総合病院のさらなる充実について

ア 医療スタッフの確保にどう努めていくのか

イ 周辺整備での立体駐車場の見通しについて

(4) 名寄市の財産を生かしたまちづくりについて

ア 名寄市立大学大学院の設置と、短期大学部児童学科の４年制の

実現について

イ 屋内カーリング場などを活用した交流人口の拡大は、どのよう

に進めていくのか

(5) 自衛隊名寄駐屯地の堅持について

(6) 市民福祉の充実と推進について

ア 子育て支援について

イ 高齢者福祉について

ウ 健康増進について

２．平成２２年度行財政運営について

(1) 今後の財政運営について

(2) 合併による特例債・特例基金について

(3) これからの事業展開について

３．健康で安心できる福祉行政について

(1) 名寄市地域福祉計画について

ア 策定時期とスケジュール

イ 策定委員会の構成

ウ 関係機関との連携

(2) 市立総合病院改革プランについて

ア 経常利益赤字解消に向けた経営改善策について

平 成 ２ ２ 年 第 ２ 回 ６ 月 定 例 会
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４．経済の活性化によるまちづくりについて

(1) 農業後継者問題にどのように取り組んでいくか

(2) 農商連携事業の推進について

(3) 商工業への支援として中小企業振興条例の改正による効果につい

て

(4) 地産地消を含む市内循環経済の推進について

５．魅力あるまちづくりで賑わいの創出

(1) 名寄駅横の開発と文化ホールの進捗状況について

(2) 新天文台について

ア 新天文台きたすばるに寄せる期待と想いについて

イ 入場者の現状と駐車場の整備について

ウ 名誉台長の位置づけについて

６．名寄市立大学について

(1) 教員体制について

(2) 大学図書館について

７．教育行政執行方針について

(1) 教育環境の改善計画について

(2) 新学習指導要領について

２ 佐 藤 勝 １．市民主体のまちづくりの推進に関し

（Ｐ ６３） (1) 市民との対話について

(2) 合併特例区終了後のまちづくりについて

２．創造力と活力にあふれたまちづくりに関し

(1) 名寄駅横再開発について

(2) 文化ホールについて

(3) 望湖台センターハウスの存続について

(4) 住宅リフォーム助成制度について

３．行財政改革の推進に関し

(1) 効率的な市役所づくりについて

(2) 職員研修の充実について

(3) 予定する改革のメニューとスケジュールについて

(4) 総合計画について

(5) 地域活動への職員の参加について

４．基幹産業の推進に関し

(1) 食・観光・物づくりの連携による地域ブランドについて

(2) 担い手対策について

平 成 ２ ２ 年 第 ２ 回 ６ 月 定 例 会
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(3) 農業生産施設について

(4) 鹿等による農作物の食害対策について

(5) 口蹄疫対策について

５．広域行政の推進に関し

(1) 定住自立圏構想の目指すもの

(2) 士別市との連携について

６．循環型社会の形成に関し

(1) 一般廃棄物処理計画について

(2) 分別の推進について

７．地域医療の充実に関し

(1) 医療スタッフの確保について

(2) 精神科病棟改築と駐車場対策について

８．心豊かな人と文化を育むまちづくりに関し

(1) 大学教育の充実について

(2) 学生と市民の交流について

(3) 大学院設置と短期大学部児童学科の４大化について

９．小学校教育の充実に関し

(1) 新学習指導要領について

(2) 家庭学習の励行について

(3) 小学校の適正配置計画について

(4) 道徳教育について

３ 中 野 秀 敏 １．新市長の政治姿勢について

（Ｐ ８５） (1) 市長選挙における政策的公約は

(2) 公約実現に向けての方策、スケジュール等は

２．市政執行方針について

(1) 民間会社名寄市の基本理念は

(2) 民間会社名寄市の職員研修、職員教育は

(3) ２０年先の名寄市を見据えた将来像は

３．行財政について

(1) 肉付予算後における中期財政計画との整合性について

(2) 今後の交付税の見通しについて

(3) 合併特例債の今後の活用について

(4) 基金の基本的な考え方は

４．今後の主要課題について

(1) 自治基本条例施行後における行政の取り組みについて
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(2) 組織機構見直しと分庁方式のあり方について

(3) 風連地区「地域連絡協議会」設置の考え方について

(4) 望湖台センターハウスの方向性について

(5) 大学院の設置と短期大学部児童学科の４大化についての諸課題は

(6) 風連地区コミュニティセンターの地域移管について

５．教育行政執行方針について

(1) 風連地域交流センターオープン後の現況について

(2) 名寄市文化ホール建設について

(3) 教育関係施設の管理委託について

４ 竹 中 憲 之 １．市長公約と新名寄市総合計画について

（Ｐ１００） (1) 総合計画と新たな施策の整合性及び進捗状況について

(2) 市民憲章と都市宣言を施策に生かされているのか

２．保健・福祉・医療の充実強化について

(1) 市立総合病院の充実強化施策は

(2) 介護施設の増床等の展望について

３．産業振興について

(1) 農業施策について

(2) 食肉センター改築について

(3) （仮称）複合交通センター建設について

４．インフラ整備について

(1) 上下水道の整備について

(2) 橋梁の耐震度調査と架け替え計画は

５．教育問題について

(1) 小中学校適正配置について

(2) 大学院設置と、短期大学部の４大化について

６．広域行政について

(1) 定住自立圏構想等について

７．消防の広域化とデジタル化について

(1) 消防の広域化について

(2) 消防無線のデジタル化について

８．日本国憲法と施策について

(1) 憲法がどう施策に生かされているか
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質 問 文 書 表 （一般質問）

平成２２年第２回定例会

発 言
氏 名 発 言 要 旨

順 序

１ 川 村 幸 栄 １．平成２２年度市政執行方針に関わって

（Ｐ１１７） (1) 市民サービスの充実について

ア 機能的かつ効率的な市役所づくりについて

イ 市民ニーズに的確かつ迅速に対応できる職員の育成と職員研修

の充実について

(2) 福祉の充実について

ア 子育て支援の推進について

イ 高齢者福祉の充実について

ウ 障がい者福祉の推進について

２．平成２２年度教育行政執行方針に関わって

(1) 生徒指導について

(2) 教職員への支援について

２ 高 橋 伸 典 １．子宮頸がん予防ワクチン接種の助成等

（Ｐ１２９） (1) 乳がん・子宮頸がんの無料検診の状況

(2) 子宮頸がん予防ワクチンの助成について

２．介護保険事業計画の推進状況

(1) 介護施設の待機者の実数と待機者解消策は

(2) 有料老人ホーム、ケアハウスなどの特定施設利用者の経済的負担

と、負担軽減策は

(3) 特養老人ホームの入所希望が多いが、増床の考えは

(4) 利用料負担が少ない多床室、老老介護や老障介護に対応できる２

床室の整備等への見解と取り組みは

３．新たな学校施設づくり

(1) 確かな学力について

(2) 豊かな心、健やかな体について

(3) 環境との関わり、地域との関わりについて
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３ 上 松 直 美 １．新名寄市総合計画について

（Ｐ１３９） (1) 基本コンセプトと基本計画について

(2) 基本計画の細部について

(3) 実施計画（ローリング方式の見直しと評価システム）について

(4) 総合計画における広域ネットワークと方向性

２．複合交通センター整備事業について

(1) 基本計画について

(2) ＪＲ名寄駅横整備事業との整合性

(3) 中心街活性化と今後の方向性

(4) 市民のニーズと事業計画の実現性について

４ 佐 藤 靖 １．名寄市職員提案要綱にかかわって

（Ｐ１４８） (1) 職員提案のこれまでの経緯と要綱策定までの検討経過

(2) 目指す成果について

(3) 所属長、職員研修担当等の役割について

２．安心な名寄市づくりにかかわって

(1) 住宅用火災報知器の設置状況について

(2) 北海道消費生活条例の改正への認識について

(3) 悪質訪問販売被害撲滅への取り組みについて

３．名寄市立総合病院にかかわって

(1) 医療スタッフの動向について

(2) 医師、看護師確保対策について

４．ＪＲ名寄駅横整備事業にかかわって

(1) 一体開発の行方について

(2) ３者協定に基づく協議経過について

(3) 今後の問題点と課題について

５ 木戸口 真 １．加藤市長の選挙公約について

（Ｐ１６０） (1) 市民の皆さんとの約束をどう進めるのか

(2) 公約を進めるに当たり、財源確保、市民理解をどう進めるのか

(3) 責任世代とは

(4) 加藤市長の描く、目指す新たな名寄市はどのようなものか

２．現況の名寄市行財政改革について

(1) 名寄市の財政状況をどう捉えているのか

(2) 行財政改革を「民間会社名寄市」的発想・スピード感を持ってと

示されているが、考え方について
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(3) その具体的な取り組みについて

３．定住促進及び短期移住体験事業・滞在型観光の創設について

(1) 現況の取り組み状況は

(2) 短期移住体験住宅事業が必要と考えるが

(3) 名寄市立大学の「名寄休暇村構想」提言をどのように検討された

のか、実現に向けて進むべきと思うが

(4) 公営住宅・教員住宅などの有効利用を考えるべきと思うが

(5) 庁内横断的プロジェクトチームでの対応を検討できないか

６ 大 石 健 二 １．名寄市の行財政運営から

（Ｐ１７２） (1) 加藤市長の所信表明及び市政執行方針から

ア 行財政改革ほか市政推進施策とその対応について

(2) 中心市街地の再生整備と活性化等から

ア 再生と活性化推進と今後の課題について

(3) ピヤシリヘルシーゾーン施設利用から

ア 施設利用の促進とその施策について

２．名寄市立大学の基本理念から

(1) 名寄市立大学の品格について

７ 佐々木 寿 １．指定管理者制度について

（Ｐ１８２） (1) 指定管理者制度とモニタリング評価について

２．教育行政について

(1) 学童保育について

(2) 小１プロブレムについて

(3) 土曜活動について

(4) 電子黒板の活用実態について

３．医療事業について

(1) コンビニ受診と対策について

(2) 家庭医について

４．防災について

(1) 町内会防災態勢について

８ 田 中 好 望 １．教育行政について

（Ｐ１９３） (1) 小中一貫教育について

(2) 風連中学校校舎解体後について
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９ 岩 木 正 文 １．教育行政について

（Ｐ１９８） (1) 全国学力テストの検証について

(2) 携帯電話トラブルの啓発・啓蒙について

２．子育て支援の推進

(1) ブックスタートの推進について

３．名寄の財産の活用を

(1) 名寄市立大学においてセンター入学試験の実施を

(2) サマージャンプ台の活用について

(3) 各種視察の誘致拡大を

４．行財政改革の一環として

(1) 有料広告の拡大について

(2) 市税及び各種支払いのコンビニ納入について
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平成２２年第２回名寄市議会定例会議決結果表

平成２２年６月４日～平成２２年６月１８日 １５日間

本会議時間数 ２０時間５６分

委 員 会 本会議

議 案 番 号 議 件 名 付託年月日 議決年月日 議決年月日

付託委員会 審 査 結 果 議 決 結 果

２２年第１定 名寄市犯罪のない安全で安心な地域づくり条 22. 2.26 22. 6.17 22. 6.18

付 託 第 １ 号 例の制定について 民 生 常 任 修 正 可 決修 正 可 決 す べ き

２２年第１定 名寄市公共施設の暴力団等排除に関する条例 22. 2.26 22. 5.11 22. 6. 4

付 託 第 ２ 号 の制定について 民 生 常 任 原 案 可 決原 案 可 決 す べ き

名寄市職員の勤務時間、休暇に関する条例の ― ― 22. 6. 4
第 １ 号

一部改正について ― ― 原 案 可 決

名寄市職員の育児休業等に関する条例の一部 ― ― 22. 6. 4
第 ２ 号

改正について ― ― 原 案 可 決

名寄市証人等の実費弁償に関する条例の一部 ― ― 22. 6. 4
第 ３ 号

改正について ― ― 原 案 可 決

― ― 22. 6. 4
第 ４ 号 名寄市国民健康保険条例の一部改正について

― ― 原 案 可 決

名寄市Ｂ＆Ｇ海洋センター条例の一部改正に ― ― 22. 6. 4
第 ５ 号

ついて ― ― 原 案 可 決

名寄市道路占用料徴収条例等の一部改正につ ― ― 22. 6. 4
第 ６ 号

いて ― ― 原 案 可 決

名寄市立総合病院看護師等学資金貸与条例の ― ― 22. 6. 4
第 ７ 号

一部改正について ― ― 原 案 可 決

北海道市町村備荒資金組合規約の変更につい ― ― 22. 6. 4
第 ８ 号

て ― ― 原 案 可 決

北海道市町村職員退職手当組合規約の変更に ― ― 22. 6. 4
第 ９ 号

ついて ― ― 原 案 可 決

― ― 22. 6. 4
第 １ ０ 号 工事請負契約の締結について

― ― 原 案 可 決

専決処分した事件の承認を求めることについ ― ― 22. 6. 4
第 １ １ 号

て ― ― 承 認

専決処分した事件の承認を求めることについ ― ― 22. 6. 4
第 １ ２ 号

て ― ― 承 認

専決処分した事件の承認を求めることについ ― ― 22. 6. 4
第 １ ３ 号

て ― ― 承 認
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委 員 会 本会議

議 案 番 号 議 件 名 付託年月日 議決年月日 議決年月日

付託委員会 審 査 結 果 議 決 結 果

専決処分した事件の承認を求めることについ ― ― 22. 6. 4
第 １ ４ 号

て ― ― 承 認

専決処分した事件の承認を求めることについ ― ― 22. 6. 4
第 １ ５ 号

て ― ― 承 認

専決処分した事件の承認を求めることについ ― ― 22. 6. 4
第 １ ６ 号

て ― ― 承 認

専決処分した事件の承認を求めることについ ― ― 22. 6. 4
第 １ ７ 号

て ― ― 承 認

― ― 22. 6.18

第 １ ８ 号 平成２２年度名寄市一般会計補正予算 ― ― 原 案 可 決

( )付帯決議を付して

平成２２年度名寄市国民健康保険特別会計補 ― ― 22. 6.18
第 １ ９ 号

正予算 ― ― 原 案 可 決

平成２２年度名寄市老人保健事業特別会計補 ― ― 22. 6.18
第 ２ ０ 号

正予算 ― ― 原 案 可 決

平成２２年度名寄市公設地方卸売市場特別会 ― ― 22. 6.18
第 ２ １ 号

計補正予算 ― ― 原 案 可 決

人権擁護委員の候補者推薦につき意見を求め ― ― 22. 6. 4
諮 問 第 １ 号

適 任 と 認 め るることについて ― ―

意 見 書 案 子宮頸がん予防ワクチン接種の公費助成を求 ― ― 22. 6.18

第 １ 号 める意見書 ― ― 原 案 可 決

意 見 書 案 小規模グループホームの防火体制強化を求め ― ― 22. 6.18

第 ２ 号 る意見書 ― ― 原 案 可 決

意 見 書 案 コメの戸別所得補償対策等の見直しを求める ― ― 22. 6.18

第 ３ 号 意見書 ― ― 原 案 可 決

意 見 書 案 機能性低血糖症に係る国の取り組みを求める ― ― 22. 6.18

第 ４ 号 意見書 ― ― 原 案 可 決

意 見 書 案 森林・林業政策の早急かつ確実な推進に関す ― ― 22. 6.18

第 ５ 号 る意見書 ― ― 原 案 可 決

平成２１年度名寄市一般会計予算繰越明許費 ― ― 22. 6. 4
報 告 第 １ 号

の繰越の報告について ― ― 報 告 済

平成２１年度名寄市下水道事業特別会計予算 ― ― 22. 6. 4
報 告 第 ２ 号

繰越明許費の繰越の報告について ― ― 報 告 済
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委 員 会 本会議

議 案 番 号 議 件 名 付託年月日 議決年月日 議決年月日

付託委員会 審 査 結 果 議 決 結 果

平成２１年度名寄市簡易水道事業特別会計予 ― ― 22. 6. 4
報 告 第 ３ 号

算繰越明許費の繰越の報告について ― ― 報 告 済

― ― 22. 6. 4
報 告 第 ４ 号 公害の現況に関する報告について

― ― 報 告 済

― ― 22. 6. 4
報 告 第 ５ 号 名寄市土地開発公社の経営状況について

― ― 報 告 済

― ― 22. 6. 4
報 告 第 ６ 号 株式会社名寄振興公社の経営状況について

― ― 報 告 済

株式会社ふうれん望湖台振興公社の経営状況 ― ― 22. 6. 4
報 告 第 ７ 号

について ― ― 報 告 済

― ― 22. 6. 4
報 告 第 ８ 号 株式会社ふうれんの経営状況について

― ― 報 告 済

― ― 22. 6. 4
報 告 第 ９ 号 名寄市社会福祉事業団の経営状況について

― ― 報 告 済

― ― 22. 6. 4
報告第１０号 名寄市国民保護計画の一部変更について

― ― 報 告 済

― ― 22. 6. 4
報告第１１号 専決処分した事件の報告について

― ― 報 告 済

― ― 22. 6. 4
報告第１２号 専決処分した事件の報告について

― ― 報 告 済

― ― 22. 6. 4
報告第１３号 専決処分した事件の報告について

― ― 報 告 済

― ― 22. 6.18
報告第１４号 例月現金出納検査報告について

― ― 報 告 済

望湖台センターハウスの継続運営に関する請 22. 6. 4 ― ―
請 願 第 ２ 号

願 経 済 常 任 ― ―

― ― 22. 6.18
閉会中継続審査（調査）の申し出について

継続審査 調査 決定― ― ( )

― ― 22. 6.18
委員の派遣について

― ― 派 遣 決 定
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